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令和５年第１回（３月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和５年３月３日（金）午前１０時開会 

 

第 １       会議録署名議員の指名について 

第 ２       会期の決定について 

第 ３ 報第 １号 専決処分報告について 

          令和４年度上牧町一般会計補正予算（第８回）について 

第 ４ 報第 ２号 専決処分報告について 

          令和４年度上牧町一般会計補正予算（第９回）について 

第 ５ 議第 １号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

第 ６ 議第 ２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について 

第 ７ 議第 ３号 上牧町下水道条例の制定について 

第 ８ 議第 ４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

第 ９ 議第 ５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

第１０ 議第 ６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例について 

第１１ 議第 ７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議第 ８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議第 ９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

第１４ 議第１０号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について 

第１５ 議第１１号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

第１６ 議第１２号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

第１７ 議第１３号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

第１８ 議第１４号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について 
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第１９ 議第１５号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について 

第２０ 議第１６号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について 

第２１ 議第１７号 上牧町道路線の認定について 

第２２ 議第１８号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第１０回）について 

第２３ 議第１９号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について 

第２４ 議第２０号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について 

第２５ 議第２１号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）について 

第２６ 議第２２号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）について 

第２７ 議第２３号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）について 

第２８ 議第２４号 令和５年度上牧町一般会計予算について 

第２９ 議第２５号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について 

第３０ 議第２６号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について 

第３１ 議第２７号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について 

第３２ 議第２８号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

第３３ 議第２９号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について 

第３４ 議第３０号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について 

第３５ 議第３１号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第３６ 議第３２号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第３７ 議第３３号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第３８ 議第３４号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第３９ 議第３５号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第４０ 議第３６号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について 

第４１ 議第３７号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結について 

第４２ 議第３８号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の締結に

ついて 

第４３ 議員提出議案第１号 上牧町議会の個人情報の保護に関する条例（案） 

第４４ 議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する条例（案） 

第４５ 意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める意見書

（案） 

第４６       予算特別委員会の設置及び委員の選任について 
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本日の会議に付した事件 

第１から第４６まで議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  康 村 昌 史        ２番  東   初 子 

      ３番  上 村 哲 也        ４番  牧 浦 秀 俊 

      ５番  竹之内   剛        ６番  服 部 公 英 

      ７番  富 木 つや子        ８番  遠 山 健太郎 

      ９番  木 内 利 雄       １０番  石 丸 典 子 

     １１番  東   充 洋       １２番  吉 中 隆 昭 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 副 町 長 阪 本 正 人 

  教 育 長 松 浦 教 雄 総 務 部 長 中 川 恵 友 

  都市環境部理事 吉 川 昭 仁 住民生活部長 山 下 純 司 

  健康福祉部長 青 山 雅 則 教 育 部 長 松 井 良 明 

  総 務 課 長 丸 橋 秀 行 秘書人事課長 髙 木 真 之 

  企画財政課長 中 本 義 雄 建設環境課長 武 安 康 至 

  こども未来課長 寺 口 万佐代 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  森 本 朋 人    書    記  山 口 里 美 

  書    記  横 田 大 樹 
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    開会 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定

足数に達しておりますので、令和５年第１回上牧町議会定例会を開会いたします。 

 本日、定例会が開会されましたところ、議員各位におかれましてはご出席賜り、厚くお礼

申し上げます。どうか議員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉中隆昭） これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（吉中隆昭） 初めに、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに令和５年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご出席い

ただき、誠にありがとうございます。 

 さて、我が国では、世界にこれまでにも例のない急速な人口減少、少子高齢化の進行が見

込まれており、年金、医療、介護をはじめとする接続可能な社会保障制度の確立や、地域の

活性化と人口減少抑制を目指す地方創生は、一刻の猶予も許されない喫緊の課題でございま

す。加えて、全国各地で発生している自然災害に対する防災・減災対策、被災地の復興対策、

エネルギー政策と地球温暖化問題など、国民生活に密接に関わる多くの難しい問題を抱えて

おります。また、経済情勢においては、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあ

る中、穏やかな持ち直しが続いている一方で、ロシアによるウクライナ侵攻を背景とした国

際的な原材料価格の上昇や、円安の影響等によるエネルギーや食料価格等の物価高騰、欧米
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各国の金融引締めによる世界的な景気後退懸念など、我が国経済を取り巻く環境は厳しさが

増しているような状況でございます。 

 このように我が国が様々な課題を抱えている中、地方自治体といたしましても、時代の潮

流を踏まえた施策を着実に進め、地域が持つ資源や潜在能力を最大限に生かすとともに、町

民一人一人が力を発揮できる社会を築くことにより、日本に活力をもたらしていかなければ

ならないと考えております。 

 学校適正化につきましては、協議会を設置し、答申を出していただきました。その答申の

内容に基づきまして、中学校につきましては今後、上牧中学校で教育を進めていくというこ

とが決定しております。そこで、上牧町学校施設の再整備について、子どもたちが学校生活

を送る中でどのような形がよいのか検討を重ねてまいりました結果、既存敷地の校庭部分に

校舎を新築するということで最終案を決めさせていただきました。現在進めております基本

設計業務が完了次第、令和５年度内補正予算で実施設計業務に係る委託料を計上したいと考

えており、現時点の予定では令和８年４月１日の開校を目指し、スピード感を持って全力で

取り組んでまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解、ご協力賜りますようお願いいた

します。 

 町民と議会、執行機関が、まちづくりに関する情報を共有し、将来においても持続可能な

町、将来を担う子どもたちが希望を持てる町を目指し、町民一人一人の思いを大切に、これ

まで積み重ねた施策を土台にさらなる質の向上を目指し、全力で町政運営に取り組んでまい

る所存でございます。 

 令和５年度の予算規模といたしましては、一般会計は109億4,973万1,000円、特別会計は

54億3,357万3,000円、合計で163億8,330万4,000円となっております。 

 それでは、令和５年度に取り組む主な事業等について、上牧町第５次総合計画の５つの政

策体系に沿ってご説明を申し上げます。 

 まずは、町民とともに築く安全で笑顔のあふれるまちづくりでございます。 

 高齢者防犯電話購入費支援事業につきましては、20万円の予算を計上しております。オ

レオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺の被害を受けやすい65歳以上の高齢者世帯に防犯

電話購入費の一部を補助することにより、防犯電話機器を普及、促進し、高齢者の特殊詐欺

被害の未然防止を図ってまいります。 

 魅力発信発掘推進事業では、564万円の予算を計上しております。地域の担い手の確保や

地域産業に寄与するため、ふるさと納税制度を利用した地域産品等のＰＲを行い、上牧町の
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魅力づくりに取り組みます。また、魅力の発信と併せて、商品の発掘や開発などの支援を行

ってまいります。 

 自転車用ヘルメット購入費助成事業では、18万円の予算を計上しております。自転車に

よる事故の防止と交通安全の推進、被害の軽減を図るため、購入費の補助を令和２年度より

実施しており、令和４年度からは、65歳以上の高齢者に加え、７歳から18歳までの方も補

助対象に含めることとしております。令和５年度からは、令和５年４月１日に施行される改

正道路交通法に伴い、補助対象者を全ての年齢の方を対象とし、広く自転車用ヘルメット着

用の促進を図り、交通安全対策を進めてまいります。 

 統一地方選挙費では、2,520万7,000円の予算を計上しております。令和５年４月９日執

行予定の奈良県知事選挙、奈良県議会議員選挙及び令和５年４月23日執行予定の上牧町議

会議員選挙におきまして、有権者の投票機会を広く確保することを目的に、ラスパ西大和の

ささゆりルームにおきまして新たに期日前投票所の設置を行います。 

 保健福祉センター空調設備更新工事及び屋根防水等改修工事実施設計事業では、1,050万

5,000円の予算を計上しております。2000年会館の長期的な施設の維持管理を図るため、令

和６年度に空調設備の更新工事及び屋上の改修工事を一体的に行うことを予定しており、事

業実施に向けた実施設計業務を行います。 

 団体営農地防災事業では、1,450万円の予算を計上しております。全国的に豪雨の激甚化

や地震によりため池の決壊が続いたことから、町内７か所のため池を防災重点ため池に指定

し、耐震性や劣化状況の調査を行い、現時点の状況を確認いたします。また、ため池工事特

別措置法も施行され、令和12年度までに防災重点ため池の整備を図ることとされているこ

とから、早期の調査、対策を実施してまいります。 

 消防屯所整備事業では、5,307万8,000円の予算を計上しております。上牧町消防団第２

分団西部第１分隊消防屯所は、竣工から48年が経過しており、新耐震基準を満たしていな

いことから、地域の消防及び防災力の強化を図るため改修工事を行います。また、第１分団

北部第２分隊についても、新耐震基準を満たしていないことから、改築に向けての設計業務

を行います。 

 次に、ともに支え合い健やかでときめきが生まれるまちづくりでございます。 

 福祉医療費助成事業では、9,041万5,000円の予算を計上しております。福祉医療助成に

おいて、さらなる経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくり、健康の保持

及び福祉の増進を図ることを目的に、医療保険診療の自己負担額から一部負担金を控除した
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額を助成いたします。また、令和５年度から、乳幼児等医療費助成制度の対象年齢を18歳

に達する日以降の最初の３月31日までに拡充をいたします。 

 障がい者計画及び第７期障がい福祉計画策定事業では、483万6,000円の予算を計上して

おります。現行計画が令和５年度に終了することから、新たに両計画を一体的に策定いたし

ます。 

 訪問入浴サービス事業では、131万1,000円の予算を計上しております。重度の身体障害

があるため入浴が困難な方のご家庭へ、サービス事業者が移動入浴車で訪問し、看護師等が

入浴の介護を行う事業を令和５年度から開始いたします。 

 重度心身障がい者（児）福祉タクシー助成事業では、574万3,000円の予算を計上してお

ります。重度心身障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を目的に、タクシー利用料

金の一部を助成するため、１人当たり400円分のタクシー利用券を年間40枚交付する事業を

令和５年度より開始いたします。 

 子ども・子育て支援事業計画策定事業では、378万6,000円の予算を計上しております。

現行計画が令和６年度に終了することから、第３期子ども・子育て支援事業計画を策定いた

します。計画策定期間については２年間とし、令和５年度では保護者ニーズ調査、分析及び

課題の抽出を、令和６年度では計画書の策定を予定しております。 

 病児・病後児保育事業では、197万9,000円の予算を計上しております。大和高田市実施

の「ぞうさんのおうち」と上牧町ほか４町で実施の「いちごルーム」において、引き続き事

業を実施いたします。また、令和５年度から香芝市実施の「病児保育室ぽっぽ」も利用可能

となり、子育て支援の充実を図ってまいります。 

 学童保育事業では、4,308万9,000円の予算を計上しております。令和５年度から、かね

てより保護者から要望の多かった学校休業日における保育時間の延長、夏季休業日から開始

時間の30分前倒しを図り、午前７時30分から午後７時までの運営といたします。 

 不妊・不育治療助成事業では、225万円の予算を計上しております。不妊及び不育治療費

に要する自己負担分を引き続き助成します。また、令和５年度から５年間の申請期限を撤廃

し、不妊治療の助成範囲を一般不妊から特定不妊にも拡充いたします。 

 子育て世代包括支援センター事業では、1,252万6,000円の予算を計上しております。子

育て世代包括支援センター事業につきましては、妊娠、出産、子育て期に関する相談に応じ

るなど、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を提供することにより、安心し

て子育てができる体制の確保を図ってまいります。 
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 出産・子育て応援交付金事業では、1,397万9,000円の予算を計上しております。妊娠期

から出産、子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型支援を拡充するとと

もに、妊娠届出時５万円、出生届出時５万円を給付し、経済的支援と一体して実施いたしま

す。 

 高齢者等インフルエンザ予防接種事業では、2,708万1,000円の予算を計上しております。

高齢者等インフルエンザ予防接種を令和５年10月１日から令和６年１月31日までの期間、

自己負担を無料で実施いたします。 

 人間ドック等助成事業では、1,720万円の予算を計上しております。国民健康保険におき

まして、国民健康保険財政調整基金を活用しまして、満40歳以上、75歳未満の被保険者を

対象に、人間ドック、脳ドックの受診費用の助成を行い、健康維持増進と受診率の向上を図

ってまいります。 

 次に、快適で住み良く自慢できるまちづくりでございます。 

 可燃ごみ中継施設ウイルス除去噴霧装置取付事業では、430万1,000円の予算を計上して

おります。可燃ごみ中継施設にウイルス除去噴霧装置を取り付け、業務員を新型コロナウイ

ルスの感染から守り、業務停滞を防止いたします。 

 道路・橋梁長寿命化事業では、１億2,540万円の予算を計上しております。長寿命化修繕

計画に基づき、計画的に道路、歩道の整備や道路・橋梁定期点検を進め、長寿命化を図って

まいります。 

 道路冠水防止対策事業では、6,190万円の予算を計上しております。大雨等が発生した場

合の冠水被害の防止、また軽減のため、排水施設の改修を実施いたします。 

 地域公共交通環境整備事業では、1,400万円の予算を計上しております。高齢者や未就学

児等が快適に利用できる環境を確保するため、バス停ベンチに上屋の設置を進め、利用者の

利便性向上を図ってまいります。 

 道路環境改善事業では、2,370万円の予算を計上しております。住環境の改善及び地域の

安全、安心を図るため、北上牧地区の狭隘道路の拡幅を行います。また、町道における道路

照明において、ＬＥＤ照明の導入を行います。 

 地方公営企業法適用事業につきましては、住民サービスを安定的に提供するため、令和５

年度に下水道事業を公営企業会計の適用にすることにより、経営資産の状況を見える化し、

中長期的な収支見通しに基づく経営基盤の強化に取り組んでまいります。 

 県域水道一体化につきましては、利益剰余金を活用させていただき、配水管等の更新など
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を行ってまいります。 

 次に、地域の魅力を活かした賑わいがあふれるまちづくりでございます。 

 ペガサスフェスタ開催費では、495万円の予算を計上しております。地域活性やにぎわい

づくり、郷土愛の一環として、健康、環境、文化をテーマにペガサスフェスタ2023を開催

いたします。 

 ＰＲキャラクター活動推進事業費では、141万8,000円の予算を計上しております。町制

施行50周年を記念して作成したゆりはちゃんを活用し、商工会キャラクターぺたろうと共

に町内外にＰＲしてまいります。また、役場庁舎内において、ＰＲキャラクターを活用した

記念撮影スポットを設置いたします。 

 次に、歴史文化が息づき上牧っ子を育むまちづくりでございます。 

 統合型校務支援システム導入事業では、2,081万4,000円の予算を計上しております。教

職員の負担が増大する中、教職員が行う業務の効率化、負担軽減を図るとともに、生徒、児

童一人一人に合った学習指導、生活指導を行ってまいります。 

 小中学校体育館空調整備事業では、２億2,931万円の予算を計上しております。指定避難

所である学校の体育館に、避難者の生活環境の改善を図るため、都市ガス機能が停止した場

合においても電源供給可能なバックアップシステムを実装した空調整備を行います。また、

夏場の熱中症対策として、児童、生徒の健康管理や安全管理の徹底を図ってまいります。 

 フリースクール事業では、714万4,000円の予算を計上しております。不登校児童、生徒

が安心して活動できる居場所づくりとして、児童、生徒の学校復帰や社会的自立に向けた支

援に引き続き取り組んでまいります。 

 小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業では、1,330万9,000円の予算を計上しておりま

す。指定避難所である学校の体育館に避難者が容易に連絡、情報収集ができるよう、公衆無

線ＬＡＮの整備を行います。 

 通級指導教室運営事業では、113万4,000円の予算を計上しております。特別な支援を必

要とする児童、生徒が増加傾向にあり、特別支援学級に入級しなくても、個々の教育ニーズ

に合った教育を受けることで成果を上げてきております。令和５年度においても、引き続き

通級指導教室の運営を行ってまいります。 

 児童図書制作事業では、164万4,000円の予算を計上しております。上牧町の未来を担う

子どもたちの郷土愛を育む取組として、昨年度に引き続き児童図書制作を行います。 

 学校・地域パートナーシップ事業では、173万6,000円の予算を計上しております。優れ
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た能力、技術、豊富な知識、経験を有する学校支援ボランティアの方々に、特技等を生かし

て学校の教育活動に協力していただくことにより、地域の教育力の向上と地域ぐるみの学校

教育の充実と活性化を引き続き図ってまいります。 

 放課後塾「まきっ子塾」事業では、644万9,000円の予算を計上しております。基礎学力

の向上や家庭学習の定着を目的に、学習アドバイザーによる宿題や自習活動の支援を引き続

き行ってまいります。 

 史跡上牧久渡古墳群整備事業では、6,257万8,000円の予算を計上しております。平成27

年に国の史跡に指定されました上牧久渡古墳群は、１つの丘陵上に特色のある古墳が８基確

認されたほかに例のない古墳であり、地域における重要な文化財と位置づけられております。

上牧久渡古墳群の計画的な公園整備を進め、令和５年度では整備工事に向けて仮設道の増設

を行います。 

 以上、令和５年度に実施予定している全ての事業が、これからの上牧町及び町民生活にと

って欠かすことのできない重要な事業と考えております。今後も町民の皆様に満足に感じて

いただける施策の実現に努めていきたいと考えておりますので、町民の皆様、議員の皆様の

町政に対するご理解と一層のご支援を賜りますようお願いを申し上げ、私の所信とさせてい

ただきます。 

 それでは、本日提出しております議案につきまして、簡単に説明させていただきます。 

 まず、報第１号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第８回）につきましては、妊娠期

から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実と経済的支援を一体として実施する出

産・子育て応援交付金事業の補正でございます。 

 報第２号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第９回）につきましては、損害賠償請求

に伴う弁護士委託料の補正でございます。 

 議第１号から議第２号につきましては、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに

伴い、上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例等を制定するものでございます。 

 議第３号につきましては、令和５年４月１日から公営企業会計への移行に伴い、上牧町下

水道条例を改正するものでございます。 

 議第４号から議第６号につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例の制定

及び一部を改正するものでございます。 

 議第７号につきましては、上牧町が所管する附属機関を新たに設置するため、上牧町附属

機関設置条例の一部を改正するものでございます。 
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 議第８号につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、上牧町手

数料条例の一部を改正するものでございます。 

 議第９号につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、上牧町国民健康保険条例

の一部を改正するものでございます。 

 議第10号につきましては、子ども・子育て支援法の改正により、上牧町子ども・子育て

会議設置条例の一部を改正するものでございます。 

 議第11号につきましては、学校教育法及び子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、上

牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正するものでございます。 

 議第12号につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正された

ことに伴い、上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正するものでございます。 

 議第13号につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正

されたことに伴い、上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正するものでございます。 

 議第14号につきましては、上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例についてでございま

す。 

 議第15号につきましては、県域水道一体化に向けて基本計画の決定及び基本協定の締結

に伴い、これまでの任意協議会を法定協議会として設置するものでございます。 

 議第16号につきましては、奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更するものでご

ざいます。 

 議第17号につきましては、町道の路線認定についてでございます。 

 議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）につきましては、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,434万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ93億2,114万1,000円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費につきましては、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用できる経費について、予算書８ページ、第２表で総務費の電気自動車整備事

業から、教育費の学校適正化事業までの合計７事業、金額にして１億9,359万4,000円とし

ております。 

 また、第３条、地方債の補正につきましては、起こすことのできる地方債の変更として、
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予算書９ページ、第３表、地方債補正変更として限度額を変更しております。今回の補正予

算では、主に令和４年度事業完了に伴う不用額について減額計上しております。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきましてご説明させ

ていただきます。 

 歳入につきましては、説明書４、５ページ、款町税、項町民税、目個人分では、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による所得割の減少が、想定よりも影響が少なかったため、1,732

万1,000円を増額計上しております。項固定資産税、目固定資産税では、新築家屋の増加及

び償却資産の申告増加により600万円を増額計上しております。項たばこ税、目たばこ税で

は、売渡し本数の増加により1,749万1,000円を増額計上しております。款地方交付税、項

地方交付税、目地方交付税では、国税が当初の推計より伸びたことに伴い、再算定の結果、

7,703万2,000円増額計上しております。 

 説明書６、７ページ、款分担金及び負担金、項負担金、目民生費負担金では、途中入園の

児童数の増加により、保育料571万9,000円増額計上しております。款国庫支出金、項国庫

補助金、目総務費国庫補助金、説明欄、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

では、令和４年度国の補正予算（第２号）の成立により補助裏分が増額され、追加交付を受

けたものでございます。目衛生費国庫補助金では、説明書20、21ページ、出産・子育て応

援交付金事業費の財源として211万7,000円を計上しております。目土木費国庫補助金では、

説明書22、23ページ、都市計画図修正業務委託料の財源として453万7,000円を計上してお

ります。他の国庫支出金及び県支出金関連では、年度内事業費の調整、事業完了に伴う調整

等を補正計上しております。 

 説明書８、９ページ、款寄附金、項寄附金、目総務費寄附金では、寄附によるまちづくり

条例に基づく寄附を頂きましたので計上しております。寄附金526万9,000円のうち、283万

5,000円をふるさとまちづくり基金に積立てしております。款町債では、事業完了による事

業費の減額により補正計上しております。 

 次に、歳出につきましては、説明書12、13ページ、款議会費では、新型コロナウイルス

感染拡大により研修等を中止したことにより減額補正計上しております。 

 説明書16、17ページ、項戸籍住民基本台帳費、目戸籍住民基本台帳費では、仕様変更に

伴う契約差金により減額補正計上し、併せて、歳入、説明書６、７ページ、款国庫支出金、

項国庫補助金、目総務費国庫補助金、説明欄、個人番号カード交付事務費補助金で同額の

138万3,000円を減額計上しております。 
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 説明書18、19ページ、款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費、説明欄、重度心身

障害老人等医療費では、対象者の利用状況等による調整額190万8,000円を減額補正計上し、

併せて、歳入、８、９ページ、款県支出金、項県補助金、目民生費県補助金で95万4,000円

を減額計上しております。目障害福祉費では、対象者の利用状況等による調整額948万

7,000円を減額補正計上し、併せて、歳入、４から９ページ、款国庫支出金、項国庫負担金、

目民生費国庫負担金で342万円、項国庫補助金、目民生費国庫補助金で173万5,000円、款県

支出金、項県負担金、目民生費県負担金で171万円、項県補助金、目民生費県補助金で86万

7,000円を減額計上しております。項児童福祉費、目児童福祉総務費では、入園児の増加に

伴い314万8,000円を計上しております。 

 款衛生費、項保健衛生費、目母子衛生費では、出産・子育て応援交付金事業として317万

7,000円を計上しております。 

 款農林商工業費、項農業費、目農地費では、町内防災重点ため池の７か所のうち、特に必

要と認められた２か所のボーリング調査を実施する事業費として2,900万円を計上し、併せ

て、歳入、説明書８、９ページ、款県支出金、項県補助金、目農林商工業費県補助金で同額

を計上しております。 

 款土木費、項都市計画費、目都市計画総務費では、都市計画図修正業務委託料として907

万5,000円を計上し、併せて、説明書、歳入、６、７ページ、款国庫支出金、項国庫補助金、

目土木費国庫補助金で453万7,000円を計上しております。 

 説明書26、27ページ、款諸支出金、項基金費、目財政調整基金費では、今回の補正額の

剰余分を基金に積み立て、積立て後の基金残高は10億759万9,000円となっております。目

公共施設整備基金費では、学校統合に伴う上牧中学校施設再整備の財源とするため、普通交

付税再算定に伴い、追加交付されました普通交付税7,703万2,000円及び今回の補正の剰余

分2,296万8,000円を積み立て、積立て後の基金残高は３億9,774万円となっております。目

ふるさとまちづくり基金費では、寄附によるまちづくり条例に基づく寄附を頂いた寄附金を

積み立て、積立て後の基金残高は720万2,000円となっております。 

 議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ26億9,379万7,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきましてご説明させ

ていただきます。 
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 歳入につきましては、説明書４、５ページ、款県支出金、項県補助金、目保険給付費交付

金につきましては、普通交付金293万5,000円を、特別調整交付金60万8,000円をそれぞれ減

額計上しております。款繰入金、項他会計繰入金、目一般会計繰入金では、保険基盤安定繰

入金646万2,000円を増額計上しております。未就学児均等割保険税繰入金では、22万6,000

円を減額計上しております。款繰入金、項財政調整基金繰入金、目財政調整基金繰入金では

785万4,000円を減額計上しており、基金残高は４億1,870万9,000円となっております。 

 次に、歳出につきましては、説明書６、７ページ、款総務費、項総務管理費、目一般管理

費では、システム改修委託料60万8,000円を減額、款保険給付費、項療養諸費、目審査支払

手数料では302万5,000円を減額計上しております。款保険給付費、項葬祭諸費、目葬祭費

では９万円を増額計上しております。款国民健康保険事業費納付金、項医療給付費分では

122万6,000円を、項後期高齢者支援金等分では31万2,000円を、項介護納付金分では８万円

をそれぞれ減額計上しております。 

 議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）につきまして

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,056万1,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億4,910万4,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきましてご説明させ

ていただきます。 

 歳入につきましては、説明書４、５ページ、歳入、款後期高齢者医療保険料、項後期高齢

者医療保険料の現年度分では758万5,000円を減額計上しております。款繰入金、項他会計

繰入金、目一般会計繰入金の事務費繰入金で、共通経費等30万円を増額、保険基盤安定繰

入金では327万6,000円を減額計上しております。 

 次に、歳出につきましては、説明書６、７ページ、款後期高齢者医療広域連合納付金、項

後期高齢者医療広域連合納付金では、納付額が確定したことにより1,086万1,000円を減額

計上しております。款保健事業費、項健康保持増進事業費、目保健事業費では、人間ドック

費用助成金30万円を増額計上しております。 

 議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）につきましては、第

１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,530万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5,793万5,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきましてご説明させ

ていただきます。 
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 説明書４、５ページ、歳入につきましては、歳出の補正総額に対するそれぞれの補助案分

率に応じた額を保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金ごとに計上してお

ります。 

 次に、歳出につきましては、説明書６、７ページ、款保険給付費、項保険サービス等諸費

では、利用定員が18名以下の小規模デイサービスや認知症対応型グループホームなどの地

域密着型介護サービス給付費、そして新型コロナウイルス感染症の影響から、入所されてい

る方が病院に入院されるケースが急増した施設介護サービス給付費において、当初の計画値

ほど利用実績が伸びなかったことにより4,000万円を減額計上しております。 

 款地域支援事業費、項介護予防生活支援サービス事業費、目介護予防生活支援サービス事

業費では、通所系サービスの利用が当初より執行見込額を下回るため、300万円減額計上し

ております。通所訪問型サービス事業費では、新型コロナウイルス感染症の影響から、４か

月の中止期間などがあったことにより30万円減額計上しております。目介護予防ケアマネ

ジメント費では、他の介護サービスを併用される利用者が増加したことにより、通所訪問型

サービスのみのプラン料が当初見込んでいた額より下回ったため、150万円減額計上してお

ります。項包括的支援事業任意事業費、目配食見守り支援事業費では、利用者が施設入所や

対象要件になったことにより、執行見込額が増えなかったため60万円減額計上しておりま

す。目緊急通報見守り支援事業費では、独居高齢者や高齢者世帯の増加に伴い、緊急通報装

置の利用件数が増えたことにより10万円増額計上しております。 

 議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）につきましては、

既決の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,055万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５億5,422万1,000円とするものでございます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきましてご説明させ

ていただきます。 

 歳入につきましては、説明書４、５ページ、款使用料及び手数料、項手数料、目下水道手

数料では、５万7,000円増額し、16万4,000円に、款県支出金、項県補助金、目下水道事業

県補助金では、34万1,000円減額し、360万9,000円に、款繰入金、項他会計繰入金、目一般

会計繰入金では、177万5,000円減額し、一般会計繰入金の総額を１億7,086万8,000円とし

ております。款町債、項町債、目下水道事業債では、850万円減額し、１億2,340万円とし

ております。 

 次に、歳出につきましては、説明書６、７ページ、款下水道事業費、項下水道費、目下水
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道総務費、節委託料で、委託業務の入札差金額61万6,000円を減額計上しております。また、

節負担金補助及び交付金につきましては、令和４年１月から12月までの配水量の確定によ

り、流域下水道維持管理市町村負担金218万1,000円を減額計上しております。節公課費で

は、令和３年度の消費税納付額が確定したことに伴い、令和４年度中間申告納付額が確定し

ましたので、消費税納入額25万1,000円を減額計上しております。項下水道建設費、目公共

下水道事業費、節需要費では、公用車１台を廃車したことに伴い、車検代が不要となったた

め、10万円を減額計上しております。節役務費では、公用車１台を廃車したことに伴い、

自賠責保険料及び任意保険料が不要となりましたので、７万9,000円を減額計上しておりま

す。節工事請負費では、公共下水道汚水管渠築造工事及び公共下水道ストックマネジメント

汚水管渠改築工事におきまして、事前調査では判明しない障害物等の処分や処分できない障

害物を回避するためのルート変更に生じる費用が少なくなったことにより、673万1,000円

を減額計上しております。節公課費では、公用車１台を廃車したことに伴い、車検時の重量

税が不要となったことにより、２万6,000円を減額計上しております。 

 議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）につきまして、既決予算

の収益的収入及び支出の収入を179万9,000円減額し、水道事業収益を４億6,085万8,000円

に、支出を585万4,000円に減額し、水道事業費用４億5,639万3,000円とするものでござい

ます。 

 次に、資本的収入及び支出の収入を879万1,000円減額し、資本的収入を1,105万6,000円

とするものでございます。また、第４条による議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費の補正として、賞与引当金繰入額を23万6,000円増額し、7,061万円とするもので

ございます。 

 内容につきましては、水道事業会計補正予算書３ページ、令和４年度上牧町水道事業会計

予定積算書、収益的収入及び支出の収入、第１款水道事業収益、第２項営業外収益、第４目

他会計補助、第１節他会計補助につきまして、新型コロナウイルス感染症の終息に至ってい

ない状況に加えて、原油価格、食料品などの物価の高騰を踏まえ、上水道基本料金の免除措

置に伴う精算額179万9,000円を減額計上しております。 

 次に、歳出につきましては、人件費の調整と業務委託の取消し及び電気料金の値上げによ

り、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第２目配水及び給水費、第３節賞与引当金繰入

額では、７万1,000円を増額し、139万円に、第９節委託料では、383万円を減額し、1,373

万8,000円に、第12節動力費では、24万円を増額し、650万5,000円としております。第３目
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総務費、第３節賞与引当金繰入額では、人件費の調整として16万5,000円増額しております。

第10節委託料では、水道料金システムの改修費の減額により250万円減額計上しております。 

 次に、資本的収入及び支出、第１款資本的収入、第２項負担金、その他諸収入、第１目負

担金その他諸収入、第１節負担金その他諸収入では、施設負担金と給水分担金の増額計上に

より879万1,000円を増額しております。 

 議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算についてでございます。令和５年度の一般会

計予算でございますが、前年度比33.4％増の109億4,973万1,000円といたしました。 

 歳入におきましては、町税として、個人住民税で1,967万1,000円、固定資産税で1,185万

5,000円、町たばこ税で1,644万7,000円が増収の見込みとなり、町税として前年度比で

2.6％の増、金額にして5,479万5,000円の増収となる見込みでございます。予算額といたし

ましては21億3,691万5,000円となっております。株式等譲渡所得割交付金は1,169万6,000

円の減額、地方消費税交付金は4,941万3,000円の増額、地方交付税は404万4,000円の増額

となっております。 

 歳出の性質別内訳では、義務的経費の人件費でございますが、前年度比1.0％の増、扶助

費につきましては0.4％の増、合わせまして2,377万4,000円の増額、交際費は7.4％の減、

金額にして8,943万1,000円減額しており、義務的経費全体で前年度比1.5％の減、金額にし

て6,565万7,000円の減額となっております。 

 投資的経費につきましては、社会資本整備事業として、道路橋梁などのインフラ長寿命化

事業、また小中学校体育館空調整備事業を進めるため、普通建設事業費で前年度比41.1％

の増、金額にして２億3,234万2,000円の増額となっております。その他、先ほど令和５年

度に取り組む主な事業等についての中で申し上げました上牧町第５次総合計画に掲げる施策

を中心に、あらゆる事務事業を精査しながら、教育の充実や生涯学習機会の創出、子育て世

帯や高齢者に対する福祉施策、生きがいや活躍できる場の提供など、ほほ笑みあふれる和の

まちづくりを目指した施策を積極的に計上し、町民生活の向上や町のさらなる発展に向けて

予算編成を行ったものでございます。 

 議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算についてでございます。平成30

年４月から国民健康保険制度が変わり、同じ所得、同じ所帯構成であれば、県内のどこに住

んでいても保険料水準が同じとなることを目指し、令和６年度の保険料水準統一に向け、加

入者の負担の公平化が進められているところでございます。令和５年度の当初予算につきま

しては、上牧町保険料方針に基づき、前年度の国民健康保険税率を据え置いた保険税率とな
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っております。 

 それでは、予算書の内容についてご説明いたします。第１条で歳入歳出の総額を歳入歳出

それぞれ27億2,648万8,000円と定めております。前年度比3.7％の増、金額にして9,838万

4,000円の増額となっております。第２条では、歳出予算の流用について定めております。

説明書１ページ、歳入歳出予算事項別明細書の歳入、款国民健康保険税では４億73万9,000

円を計上しております。前年度比9.6％の減、金額にして4,260万8,000円の減額となってお

ります。減額の主な要因といたしましては、被保険者数の減少によるものでございます。 

 款県支出金では20億6,196万6,000円を計上しております。前年度比5.6％の増、金額にし

て１億1,010万8,000円の増額となっております。款繰入金では２億5,988万円を計上してお

ります。前年度比13.6％の増、金額にして3,101万7,000円の増額となっております。 

 次に、説明書２ページ、３ページの歳出でございます。款総務費では4,217万円を計上し

ております。前年度比11.8％の減、金額にして564万1,000円の減額となっております。款

保険給付費では19億3,846万4,000円を計上しております。前年度比6.2％の増、金額にして

１億1,236万7,000円の増額となっております。主な増額の要因といたしましては、被保険

者数が減少しているものの、高齢化や医療費の高度化などにより１人当たりの医療費の伸び

が見込まれるためでございます。 

 款国民健康保険事業費納付金では、７億317万7,000円を計上しております。前年度比

1.4％の減、金額にして1,021万4,000円の減額となっております。款保健事業費では、特定

健康診査事業費、人間ドック等助成事業費、国保ヘルスアップ事業費など3,970万2,000円

を計上しております。前年度比5.8％の増、金額にして217万4,000円の増額となっておりま

す。 

 議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。第１

条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億8,705万5,000円と定めております。前年

度比6.7％の増、金額にして3,060万円の増額となっております。 

 説明書１ページ、歳入歳出予算事項別明細書の歳入では、款後期高齢者医療保険料では３

億7,581万円を計上しております。前年度比7.3％の増、金額にして2,556万9,000円の増額

となっております。増額の主な要因といたしましては、被保険者数の増によるものでござい

ます。款繰入金では、9,927万6,000円を計上しております。前年度比5.6％の増、金額にし

て523万2,000円の増額となっております。内訳といたしましては、事務費繰入金2,128万

1,000円、保険基盤安定繰入金7,799万5,000円となっております。款諸収入では、1,190万
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8,000円を計上しております。前年度比1.7％の減、金額にして20万3,000円の減額となって

おります。これにつきましては、健康診査に係る費用、保健事業委託金として奈良県後期高

齢者医療広域連合から受けるものでございます。 

 次に、説明書２ページ、３ページの歳出でございます。款総務費では371万3,000円を計

上しております。前年度比26.1％の減、金額にして131万1,000円の減額となっております。

款後期高齢者医療広域連合納付金では４億7,002万8,000円を計上しております。前年度比

6.8％の増、金額にして2,992万8,000円の増額となっております。内容といたしましては、

共通経費が1,622万1,000円、保険料が３億7,581万2,000円、保険基盤安定が7,799万5,000

円となっております。款保健事業費では、健康診査に係る費用や人間ドック等助成事業費な

ど1,331万4,000円を計上しております。前年度比17.5％の増、金額にして198万3,000円の

増額となっております。 

 議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算についてでございます。第１条第１

項保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億911万4,000円と定めてお

ります。第２項介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ984万

4,000円と定めております。令和５年度予算につきましては、前年度比3.6％の増、金額に

して7,653万9,000円の増額となっております。令和５年度は、第８期介護保険事業計画３

か年の最終年でございますが、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向け、切れ目のない

医療介護連携の体制づくり、日常生活の支援などに関する施策並びに介護予防・生活支援体

制整備の充実強化を図ってまいります。 

 予算に関する説明書１ページ、歳入につきましては、款保険料で４億2,120万4,000円を

計上しております。前年度比0.6％の増、金額にして260万8,000円の増額となっております。

款国庫支出金で４億5,318万3,000円を、款支払基金交付金で５億7,044万3,000円を、款県

支出金で３億1,752万6,000円を計上しております。それぞれ歳出における保険給付費及び

地域支援事業費に対する法定補助率を基に計上しております。 

 款繰入金では４億4,654万8,000円を計上しております。これにつきましては、一般会計

からの法定繰入れ分の３億6,800万5,000円となり、介護給付費準備基金繰入金の7,854万

3,000円となっております。 

 次に、説明書２、３ページの歳出に移ります。款総務費では5,542万3,000円を計上して

おります。款保険給付費では20億5,047万7,000円を計上しております。前年度比3.7％、金

額にして7,290万3,000円の増額となっております。その内容としまして、介護サービス等
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諸費で3.7％、金額にいたしまして6,937万7,000円、介護予防サービス等諸費では3.0％、

金額にして179万3,000円、高額介護サービス等費では2.5％、金額にして115万9,000円、高

額医療合算介護サービス等費では7.7％、金額にして50万円それぞれ増額となっております。 

 款支援事業費では１億190万8,000円を計上しております。前年度比1.3％、金額にして

126万9,000円の増額となっております。内容といたしましては、介護予防生活支援サービ

ス事業費は3.3％減、金額にして186万9,000円、一般介護予防事業費では35.4％減、金額に

して373万6,000円の減額となっておりますが、包括的支援事業任意事業におきましては

21.0％増、金額にして687万4,000円の増額となっております。 

 款基金積立金では、5,000円の基金利息を計上しております。積立て後の基金残高は１億

3,244万円となっております。 

 次に、介護サービス事業勘定でございますが、事項別明細書22ページの歳入、款サービ

ス収入では984万3,000円を計上しております。前年度比26.1％増、金額にして203万9,000

円の増額となっております。 

 23、24ページの歳出では、款サービス事業費で921万5,000円を計上しております。前年

度比25％、金額にして184万3,000円の増額となっております。内容といたしましては、主

に介護予防プラン作成委託料となっております。款基金積立金におきましては、指定介護予

防支援事業所準備基金積立金として52万9,000円を計上しております。前年度比58.9％、金

額にして19万6,000円の増額となっております。 

 議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございま

す。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ107万2,000円と定めております。 

 歳入の主なものにつきましては、説明書４、５ページ、款諸収入、項貸付金元利収入、目

貸付金元利収入、節宅地取得資金元利収入では106万3,000円を計上しております。前年度

比30.02％減、金額にして45万6,000円の減額となっております。 

 次に、歳出の主なものにつきましては、説明書６、７ページ、款公債費、項公債費、目元

金、節償還金、利子及び割引料、長期債元金では68万5,000円を計上しております。前年度

比30.03％減、金額にして29万4,000円の減額となっております。目利子、節償還金利子及

び割引料、長期債利子では３万8,000円を計上しております。前年度比マイナス44.12％減、

金額にして３万円の減額となっております。款諸支出金、項基金費、目住宅新築資金等貸付

事業基金費、節積立金では４万2,000円を積み立て、積立て後の基金残高は2,197万6,000円

となっております。 
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 議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算についてでございます。予算書１ページ、

第２条、業務の予定量につきましては、前年度当初予算に比べまして、給水戸数が87戸増

の7,383戸、年間総配水量は８万4,572立方メートル減の193万6,423立方メートルと定めて

おります。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出の収入、第１款水道事業収益では４億6,205万4,000

円を計上しております。前年度比0.13％減、金額にして60万3,000円の減額となっておりま

す。支出の第１款水道事業費用では、４億5,215万4,000円を計上しております。前年度比

0.35％減、金額にして157万8,000円の減額となっております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出の収入につきましては、第１款資本的収入では1,000

円の枠取りをし、前年度比99.96％減、金額にして226万4,000円減額となっております。支

出の第１款資本的支出につきましては、１億4,372万5,000円とし、前年度比66.85％減、金

額にして２億8,985万4,000円減額となっております。また、収入額が支出額に対して不足

する額１億4,372万4,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補塡するものと

しております。第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして

は、職員給与費7,108万円を計上しております。 

 それでは、主な内容について説明いたします。予算書15ページ、予算積算書の収益的収

入及び支出、収入の第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収益では４億2,798

万9,000円を計上しております。前年度比0.15％減、金額にして66万4,000円の減額となっ

ております。主な要因といたしましては、大口事業者においては給水量が増加しているもの

の、コロナ禍の影響で巣ごもりによる在宅時間が緩和され、個人宅での使用水量の減少傾向

が考えられることでございます。 

 第２目その他営業収益では1,428万3,000円を計上しております。前年度比3.8％減、金額

にして56万9,000円の減額となっております。主な要因といたしましては、新規の給水戸数

が減少していることでございます。 

 予算書17ページ、支出の第１款水道事業費用、第１項営業費用、第１目原水及び浄水費

では２億6,206万2,000円を計上しております。前年度比3.58％減、金額にして973万7,000

円の減額となっております。主な要因といたしましては、有収率が増加しているものでござ

います。第２目配水及び給水費では6,661万8,000円を計上しております。前年度比9.79％

減、金額にして723万円の減額となっております。主な要因といたしましては、令和４年度

第４回補正で減額した委託料となっております。 
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 予算書19ページ、第３目総務費では7,195万円を計上しております。前年度比16.17％、

金額にして１万6,000円の増額となっております。主な要因といたしましては、人件費の増

加となっております。 

 次に、予算書23ページ、資本的収入及び支出、収入の第１款資本的収入、第１項負担金

その他諸収入、第１目負担金その他諸収入では1,000円で、前年度と同額の計上となってお

ります。支出の第１款資本的支出、第１項建設費、第１目建設費では１億3,056万5,000円

を計上しております。前年度比68.82％減、金額にして２億8,818万円の減額となっており

ます。主な要因といたしましては、前年度の庁舎耐震工事の影響となっております。 

 議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算についてでございます。上牧町下水道

事業会計予算につきましては、令和５年度から地方公営企業法の適用により水道事業と同様

に公営企業会計方式を導入し、予算編成を行っております。 

 まず下水道事業会計予算書１ページ、第２条の業務の予定量につきましては、水洗化人口

２万４人、年間有収水量206万6,785立方メートル、主要な建設改良事業では、汚水管渠等

建設事業で５事業を計画し、１億2,751万3,000円と定めております。第３条の収益的収入

及び支出、収入の第１款下水道事業収益の予定額につきましては、６億1,195万7,000円と

定めております。内容といたしましては、第１項営業収益２億8,335万2,000円、第２項営

業外収益３億2,860万5,000円となっております。 

 次に、支出の第１款下水道事業費用の予定額につきましては５億1,424万3,000円と定め

ております。内訳といたしましては、第１項営業費用４億7,169万4,000円、第２項営業外

費用4,254万9,000円となっております。この第３条予算の収支につきましては、9,771万

4,000円の単年度黒字となっております。 

 次に、２ページ、第４条の資本的収入及び支出、収入の第１款資本的収入につきましては

２億185万5,000円と定めております。内容といたしましては、第１項企業債１億5,600万円、

第２項出資金885万5,000円、第３項補助金3,700万円となっております。 

 次に、支出の第１款資本的支出は４億1,762万3,000円と定めております。内容といたし

ましては、第１項建設費１億3,374万9,000円、第２項企業債償還金２億8,337万4,000円、

第３項予備費50万円となっております。この４条、予算の収支につきましては、２億1,576

万8,000円の不足が生じますが、当年度分損益留保資金１億1,966万8,000円、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額827万2,000円、当年度利益剰余金処分額8,782万8,000

円で補塡を予定しております。 
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 次に、第５条の債務負担行為につきましては、下水道法事業計画変更業務において、期間

を令和６年度、限度額を540万円とし、上牧町水洗便所改造資金あっせんに係る取扱金融機

関に対する債務の損失補塡につきましては、令和５年度から償還期間満了までを期間とし、

限度額を町と金融機関で協議の上、設定した範囲内で貸付けを行った貸付金及びこれに伴う

利子等の合計額に相当する額と定めております。 

 次に、３ページ、第６条の企業債につきましては、その目的及び限度額は、公共下水道事

業債では7,850万円、流域下水道事業債では1,000万円、資本費平準化債で3,600万円、下水

道事業債1,930万円、下水道事業債借換債1,220万円と定めております。その起債の方法、

利率及び償還の方法につきましては、それぞれ記載されているとおりでございます。第７条

の一時借入金では、借入れの最高限度額を２億円と定めております。第９条、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与金1,106万7,000円と定

めております。第10条の他会計からの補助金につきましては、一般会計分１億4,514万

7,000円と定めております。 

 それでは、主な内容について説明いたします。予算書19、20ページ、予算積算書の収益

的収入及び支出、収入の第１款下水道事業収益、第１項営業収益、第１目下水道使用料では

２億7,956万1,000円を計上しております。内容といたしましては、公共下水道への接続に

よる使用料でございます。第２目他会計負担金、第１節雨水処理負担金では370万7,000円

を計上しております。内容といたしましては、一般会計繰入金のうち、雨水処理に係る負担

金でございます。第２項営業外収益、第１目他会計補助金では１億4,514万7,000円を計上

しております。内容といたしましては、営業費に該当する一般会計繰入金でございます。第

２目公共下水道事業補助金では95万円を計上しております。内容といたしましては、県補

助金の流域下水道負荷軽減等推進事業補助金でございます。第５目長期前受金戻入では１億

8,250万7,000円を計上しております。内容といたしましては、費用化する減価償却に応じ

て計上する部分でございます。 

 21、22ページ、支出の第１款下水道事業費用、第１項営業費用、第１目管渠維持費では

1,311万9,000円を計上しております。主なものといたしましては、第２節委託料472万

8,000円、第４節工事請負費400万円でございます。 

 23、24ページ、第２目流域下水道維持管理費では１億2,855万4,000円を計上しておりま

す。内容につきましては、流域下水道維持管理市町村負担金でございます。 

 25、26ページ、第４目総係費では2,627万8,000円を計上しております。内容につきまし
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ては、職員の人件費でございます。第５目減価償却費では３億217万5,000円を計上してお

ります。内容につきましては、第１節管渠等構築物である有形固定資産減価償却費の２億

7,476万円、第２節の流域下水道の施設利用権である無形固定資産減価償却費2,741万5,000

円でございます。 

 27、28ページ、第２項営業外費用、第１目支払利息では3,430万4,000円を計上しており

ます。内容につきましては、企業債借入れ償還金利息でございます。第２目消費税及び地方

消費税では、消費税及び地方消費税納付額として824万5,000円を計上しております。 

 次に、29、30ページ、資本的収入及び支出、収入の第１款資本的収入、第１項企業債、

第１目企業債では１億5,600万円を計上しております。主なものといたしましては、第１節

企業債8,850万円、第２節その他企業債6,750万円でございます。第２項出資金、第１目出

資金では、一般会計からの出資金として885万5,000円を計上しております。第３項補助金、

第１目国庫補助金では、社会資本整備総合交付金として3,700万円を計上しております。 

 31、32ページ、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目管渠整備費では１億2,371

万9,000円を計上しております。主なものといたしましては、33、34ページ、第９節委託料

1,940万円、第10節工事請負費9,720万円でございます。 

 35、36ページ、第２目建設負担金では1,003万円を計上しております。内容といたしまし

ては、大和川上流・宇陀川流域下水道事業における市町村建設負担金でございます。第２項

企業債償還金、第１目企業債償還金では２億8,337万4,000円を計上しております。内容と

いたしましては、長期債元金２億7,115万8,000円と借換え分元金1,221万6,000円でござい

ます。 

 議第31号から議第36号までは、上牧町政治倫理審査会委員の選任についてでございます。 

 議第38号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結についてでござい

ます。 

 議第39号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の締結につい

てでございます。 

 大変長い説明をいたしましたが、いずれも重要な案件でございますので、慎重にご審議い

ただき、承認、議決、同意賜りますようお願いを申し上げまして、所信表明並びに招集のご

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 誠に申し訳ございません。先ほど私が説明いたしました38号は37号、39号は38号でござ

います。大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。 
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                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員会の報告 

〇議長（吉中隆昭） 挨拶が終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報告を

求めます。 

 服部議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 服部公英 登壇） 

〇議会運営委員長（服部公英） おはようございます。議会運営委員長の６番、服部公英です。 

 それでは、議会運営委員会の報告を行います。 

 本日、令和５年３月３日招集の第１回定例会の運営について、３月１日、全委員出席の下、

議会運営委員会を開会いたしました。 

 初めに、今定例会に町から提出されている議案は、報告２件、議案38件です。また、議

員提出議案２件と意見書案１件も提出されています。慎重審議を期すため、本会議審議及び

総務建設委員会、文教厚生委員会、予算特別委員会に付託する議案の振り分けを審議いたし

ました。本日の本会議審議に、報第１号 専決処分報告について、令和４年度上牧町一般会

計補正予算（第８回）について、報第２号 専決処分報告について、令和４年度上牧町一般

会計補正予算（第９回）についての報告２件と、議第31号から議第36号までの６議案につ

きましては、上牧町政治倫理審査会委員の選任について、議員提出議案第１号 上牧町議会

の個人情報の保護に関する条例（案）８議案及び議員提出議案１件を審議することとし、付

託案件につきましては、総務建設委員会に、議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律

施行条例の制定について、議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について、議第

４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議第５号 職員の定年等に関す

る条例の一部を改正する条例について、議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例について、議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部

を改正する条例について、議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、

議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について、議第17号 上牧町道路線の

認定について、議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）について、議第3

7号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結について、議第38号 上牧

町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の締結について、議員提出議案第
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２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する条例（案）の12議案及び議員提出議案１件、

文教厚生委員会には、議第３号 上牧町下水道条例の制定について、議第９号 上牧町国民

健康保険条例の一部を改正する条例について、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置

条例の一部を改正する条例について、議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議第12号 

上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて、議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について、議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の

設置に関する協議について、議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更す

る規約について、議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

について、議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）につ

いて、議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）について、議第2

2号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）について、議第23号 令和

４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）について、意見書案第１号 物価上昇に見合

う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める意見書（案）の13議案及び意見書案１件、予算

特別委員会には、議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について、議第25号 令和５

年度上牧町国民健康保険特別会計予算について、議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者

医療特別会計予算について、議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について、

議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、議第29号 

令和５年度上牧町水道事業会計予算について、議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会

計予算についての７議案、以上の議案をそれぞれの常任委員会及び予算特別委員会へ付託す

ることに全委員異議なく決しました。 

 次に、会議の日程について審議を行った結果、本日、３月３日、本会議、６日、総務建設

委員会、７日、文教厚生委員会、９日、10日、13日、予算特別委員会、15日から17日まで

一般質問、20日、本会議最終日とし、開会時間は一般質問が午後１時から、それ以外は午

前10時からと決しました。 

 また、一般質問の持ち時間は、従来どおり理事者側の答弁を含め、１人１時間以内と決し

ました。今回、11名の議員が一般質問の通告をされており、３月15日、遠山、服部、牧浦、

上村議員の４名、３月16日、石丸、康村、富木、東（あずま）議員の４名、３月17日、竹

之内、木内、東（ひがし）議員の３名に振り分けられ、異議なく決しました。 
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 以上、議会運営委員会の報告といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（吉中隆昭） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めてま

いりたいと思います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、３番、上村議員、４番、

牧浦議員を指名いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月20日までの18日間にしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月20日までの18日間と決定いたしました。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後１時。 

 

    休憩 午前１１時４５分 
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    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第３、報第１号 専決処分報告について、令和４年度上牧町一般会

計補正予算（第８回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 報第１号 専決処分報告についてご説明いたします。専第１号 令

和４年度上牧町一般会計補正予算（第８回）については、緊急に処理を要するため、地方自

治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり、令和５年１月17日に専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 一般会計補正予算の内容については、先ほど町長より説明させていただいたとおりでござ

います。 

 ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第４、報第２号 専決処分報告について、令和４年度上牧町一般会

計補正予算（第９回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 報第２号 専決処分報告についてご説明いたします。専第２号 令

和４年度上牧町一般会計補正予算（第９回）については、緊急に処理を要するため、地方自

治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり、令和５年２月７日に専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 一般会計補正予算の内容については、先ほど町長より説明させていただいたとおりでござ

います。 

 ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり承認することに決定いたしました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第１号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第５、議第１号  上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の

制定について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて説明いたします。 

 社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータの流通の両立を図るため、国の行

政機関、民間事業者、地方公共団体等における個人情報の取扱いのルールの統一化を行うべ

く、個人情報の保護に関する法律が改正されました。本町における個人情報の取扱いは、上

牧町個人情報保護条例に基づき運用してきましたが、令和５年４月から保護法に基づく運用

となるため、同条例を廃止するとともに、保護法の規定に基づき、町が独自に定めるべき事

項を定めるために、新たに上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものでご

ざいます。 

 次に、条例の主な内容といたしましては、第１条で、個人情報の保護に関する法律の施行

に関し必要な事項の定めを規定しております。 

 第２条、個人情報の保護に関する法律について、町長部局、教育委員会等、町の実施機関

として指定しており、また、この条例で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律で使

用する用語の例によることと規定しております。 

 第３条、個人情報ファイル簿の記載事項では、個人情報ファイル簿には法第75条第１項

に規定するもののほか、町長が必要と認めた事項を記載することと規定しております。 

 第４条、手数料等では、開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付、送付に要する費

用は負担していただくこととしております。ただし、町長が特別の理由があると認めるとき

は減額し、また免除することができると規定しております。 

 第５条、審査会への諮問では、上牧町個人情報保護審査会へ諮問することができる事由を

規定しております。 

 第６条、委任では、この条例の実施のための必要な事項は規則で定めるとしております。 
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 附則第１条では、この条例の施行期日を、第２条では、上牧町個人情報保護条例を廃止す

る。第３条及び第４条では、上牧町個人情報保護条例廃止に伴い、個人情報取扱いに関する

義務及び罰則の経過措置を、この条例施行の日前に行った手続が、この条例を継続している

ときは従前の例によるとする経過措置を規定しております。 

 以上が条例の主な内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第６、議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について、

これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について説明いた

します。 

 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保する

ことを目的とし、町に個人情報保護審査会を設置するための条例の制定を行うものでござい

ます。 

 次に、条例の主な内容といたしましては、第１条、設置では、個人情報の保護に関する法

律、上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例及び上牧町議会の個人情報の保護に関する

条例に基づく個人情報制度の適正かつ公正な運営を確保するための審査会を設置すると定め

ております。 

 第２条、所掌事務では、上牧町個人情報保護審査会において審議する事項を定めておりま

す。 

 第３条、組織では、審査会の定数を、第４条では、委員の選考とその任期を定めておりま

す。 

 第５条、意見の聴取では、審査会は必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関及
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び議会の職員その他職員に対して出席を求めることができることとすることと、審査会の調

査権限について定めております。 

 第６条、委任では、この条例の実施のための必要な事項は規則で定めるとしております。 

 第７条、罰則では、職務上知り得た秘密を漏らした者への罰則を定めております。 

 附則１では、この条例の施行期日を、附則２では、経過措置として、廃止前の上牧町個人

情報保護条例の規定により委嘱された委員は、引き続き本条例の規定により委嘱を受けたも

のとすることとしております。 

 以上が条例の主な内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第７、議第３号 上牧町下水道条例の制定について、これを議題と

いたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第３号 上牧町下水道条例の制定についてご説明いたしま

す。 

 このことにつきましては、平成27年１月に総務大臣通知により、人口３万人以上の地方

公共団体については令和２年４月までに、人口３万人未満の地方公共団体についてはできる

限り公営企業会計に移行するよう要請があり、また、平成31年１月に適用範囲の拡大とし

て新たなロードマップが示され、令和６年４月までに移行するよう要請されました。将来必

ず課題となります施設設備の老朽化による更新需要の増加、節水や人口減による使用料収入

の減少等、下水道事業にとって厳しさを増していく中、自らの経営状況を正確に把握した上

で、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組む必要があるため、経理内容の明確

化及び透明性の向上を図るとともに、経営情報を可視化し、より一層の経営の効率化及び健

全化を推進するために、地方公営企業法第２条第３項の規定に基づき、地方公営企業法の全
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部適用をすることから、本条例を制定いたします。 

 内容につきましては、上牧町下水道条例（平成２年12月条例）第22号の全部を次のよう

に改正するものでございます。第１条、第２条を第１章として総則、第３条から第５条に、

第２章として公共下水道の構造の技術上の基準、第６条から第12条に、第３章として排水

設備の設置等、第13条から第21条に、第４章として除外施設、第22条から第38条に、第５

章として公共下水道の使用、第39条、第40条に、第６章として都市下水路、第41条から第

45条に、第７章として下水道の敷地等の占用、第46条から第49条に、第８章として雑則、

第50条から第52条に、第９章として罰則、そして附則に、令和５年４月１日からの施行と

経過措置を規定しております。 

 以上が上牧町下水道条例の制定内容でございます。慎重審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第８、議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について説明

いたします。 

 職員の定年引上げ及び地方公務員法の改正を踏まえ、職員の加齢による諸事情等へ対応し、

仕事との両立を支援するための環境整備として、職員の高齢者部分休業の導入に関し必要な

事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 

 次に、条例の主な内容としましては、趣旨、第１条で、高齢者部分休業について、条例に

委任する事項が設けられた地方公務員法の規定に基づき、必要な事項を定めるものとしてお

ります。 

 第２条、高齢者部分休業の承認では、高齢者部分休業の承認を職員の１週間当たりの通常
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の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で行い、高齢者部分休業を取得できる職員の年齢を

55歳と定めております。 

 第３条、高齢者部分休業の取得中の給与では、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務

しない場合の給与の減額について定めております。 

 第４条、承認の取消しまたは休業期間の短縮では、休業している職員の業務を処理するこ

とが著しく困難となり、この状態を継続することが難しくなった場合には、当該職員の同意

を得た上で休業の承認の取消しまたは休業時間を短縮することができることについて定めて

おります。 

 第５条、休業時間の延長では、既に高齢者部分休業をしている職員の部分休業の延長を承

認することができることについて定めております。 

 附則１では、この条例の施行期日を、附則２、３では、職員の高齢者部分休業に関する条

例制定に伴い、関係条例の一部を改めております。 

 以上が条例の主な内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第９、議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明いたします。 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行により、職員の定年を段階的に年齢65年に引

き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任を行うに当たって遵守すべ

き基準を定めるほか、定年前再任用短時間勤務の制度を制定するなど、所要の改正を行うも

のでございます。 
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 次に、条例の主な改正内容としましては、第１条では、地方公務員法の改正により、条例

に委任された根拠となる法の条を改めるものです。 

 第３条関係では、職員の定年を現行年齢60年を65年とするまで引き上げる改正でござい

ます。 

 第４条関係では、文言の修正と、定年による退職の特例では、原則１年を超えない範囲内

で期限を定めることとされているが、管理監督職上限年齢の特例で、延長された職員の特例

を追加しております。 

 第６条関係では、管理監督職勤務上限年齢の対象となる管理監督職は、一般職の給与に関

する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する管理職手当を支給され

ている職としております。 

 第７条関係では、管理監督職勤務上限年齢は60年としております。 

 第８条関係では、他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準を定めております。 

 第９条関係では、管理監督職勤務上限年齢による降任及び管理監督職への任用の制限の特

例を定めております。 

 第10条関係では、第９条の規定により異動期間を延長する場合及び他の管理監督職に降

任する場合に、職員の同意を得なければならないことを定めております。 

 第11条関係では、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間

の末日の到来前に延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものと定めており

ます。 

 第12条、第13条関係では、年齢60に達した日以降の退職者を短時間勤務の職に採用する

ための基準を定めております。 

 第14条関係では、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めるとしております。 

 附則第３項関係では、定年に関する経過措置として、令和４年４月１日から令和13年３

月31日までの間、段階的に引き上げるとしております。 

 附則第４項関係では、当分の間、職員が年齢60に達する日の属する年度の前年度におい

て、当該職員への情報提供及び勤務の意思を確認するよう努めるものとしております。 

 附則第１条では、この条例の施行日を、附則第２条以降では、この条例の施行に関し所要

の経過措置を規定しております。 

 以上が今回の条例改正の内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 
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〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第10、議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例について説明いたします。 

 地方公務員法の一部を改正する法律が令和５年４月１日から施行され、地方公務員の定年

を段階的に引き上げることに伴い、関係条例について所要の整備を行うものです。 

 次に、条例の主な改正内容としましては、第１条、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部改正では、地方公務員法の改正に伴い、語句を改めております。 

 第２条、職員の分限に関する条例の一部改正では、管理監督職勤務上限年齢による降任等

に伴う降級については除く旨の規定を定めております。 

 第３条、上牧町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正では、懲戒処分の減給

について、処分発令後に給料月額が変動した場合の取扱いを定めております。 

 第４条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正では、定年前再任用短時間勤務

職員勤務時間の割り振り、週休日、年次有給休暇等について定めております。 

 第５条、職員の育児休業等に関する条例の一部改正では、育児休業及び育児短時間勤務を

することができない職員として、定年条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監

督職を追加しております。 

 第６条、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正では、定年前再任用短時間勤務職員

の給料月額の算定方法、61歳となる年度以降の職員の給料月額等について定めるとともに、

給料表のうち再任用職員を定年前再任用短時間職員に改めるものでございます。 

 第７条、職員の旅費に関する条例の一部改正では、地方公務員法の改正に伴う引用する規

定等を改めるものでございます。 
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 第８条、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正では、地方公務員法の改

正に伴い、引用する規定等を改めるものでございます。 

 第９条、職員の再任用に関する条例の廃止では、現行の再任用制度が廃止されたことに伴

い廃止すると規定しております。 

 附則第１条では、この条例の施行期日を、附則第２条では、用語の定義を、附則第３条か

ら第５条では、条例改正に伴う経過措置を定めております。 

 以上が今回の条例改正の内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第11、議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例について

説明いたします。 

 条例の改正趣旨としましては、上牧町が所管する附属機関に、上牧町まちづくり基本条例

第38条の規定により条例の内容に見直しが必要か検討するために、新たに上牧町まちづく

り基本条例検証委員会を設置するために所要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正内容といたしましては、別表中、町長部局の附属機関に上牧町まちづくり基本

条例検証委員会を設置するものでございます。担任する事項としましては、上牧町まちづく

り基本条例第38条の規定に基づく条例内容の見直しの必要についての検証に関する事務で

ございます。 

 附則第１条では、この条例は令和５年４月１日から施行するとしております。 

 附則第２条では、上牧町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部についても、同じ内容等に改正するものでございます。 
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 以上が今回の条例改正の内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第12、議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いてご説明いたします。 

 今回の改正につきましては、2019年６月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を

改正する法律が国会で成立し、３年以内の施行が法律で義務づけられていた内容であるマイ

クロチップの装着等について、犬猫等販売業者に対し、取得した犬または猫にマイクロチッ

プの装着及び環境大臣の登録を受けることが義務づけられ、また、犬猫等販売業者以外の犬

または猫の所有者は、マイクロチップの装着の努力義務が課せられております。このことに

より、本町において犬の登録があった場合における狂犬病予防法の登録手続の特例制度に参

加することから、所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、条例の改正内容について説明いたします。第２条第１項第９号中、登録の次に、

「（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第39条の７、第２項の規定

が適用される場合を除く）に係る」を加えるものでございます。また、この条例は、令和５

年４月１日から施行するとしております。 

 以上が上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例の改正内容でございます。慎重審議の

上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第９号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第13、議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて説明いたします。 

 今回の条例改正につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年２

月１日に公布されたことに伴い、上牧町国民健康保険条例の一部を改正するものでございま

す。 

 それでは、改正内容につきましてご説明いたします。上牧町国民健康保険条例第６条第１

項中、40万8,000円を48万8,000円に改めるものでございます。少子化対策として、子育て

世代の負担軽減を目的に、出産育児一時金を８万円増額するものでございます。産科医療補

償制度の掛金１万2,000円と合わせた出産育児一時金の支給総額は50万円となります。 

 附則では、施行期日と経過措置を定めております。 

 以上が上牧町国民健康保険条例の改正内容でございます。ご審議の上、議決賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１０号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第14、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改

正する条例について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正
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する条例についてご説明いたします。 

 この条例の一部改正につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律第33条の規定により、子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、条例の

一部を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容についてご説明いたします。国の子ども・子育て会議が廃止となり、

こども家庭庁に新たに設置されるこども家庭審議会に引き継がれることになったため、子ど

も・子育て支援法において、子ども・子育て会議について定めている第72条から第76条が

削除され、第77条から第87条が順に繰り上げられることに伴い、条文を整備するものでご

ざいます。 

 なお、地方版子ども・子育て会議の根拠規定は、条の繰上げはあるが、従来の内容のまま

残っており、子ども・子育て支援法に基づき設置される合議体であることから、本条例にお

ける子ども・子育て会議という名称はそのままとなっております。 

 この条例は、令和５年４月１日から施行するものといたします。 

 以上が今回の改正内容となります。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１１号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第15、議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 この条例の一部改正につきましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律の施行及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育
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て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容についてご説明いたします。こども家庭庁の設置により、幼稚園教育

要領の制定根拠である学校教育法第25条が改正されたことに伴い、引用する条項を整備い

たします。また、子ども・子育て支援法において、内閣総理大臣と厚生労働大臣の協議につ

いて定める第19条第２項が削除されたことに伴い、引用している箇所を改正いたします。

そして、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、児童福祉関係の内閣府令においても、

親権者の子に対する懲戒権の規定を削る改正が行われ、条例で基準を定める際の参考基準と

いう位置づけとなっていることより、同様に懲戒に係る権限の濫用禁止、第26条を削る改

正を行います。 

 この条例は、令和５年４月１日から施行するものといたします。 

 なお、第26条の改正については、既に内閣府令が公布、施行されていることより、公布

の日からの施行といたします。 

 以上が今回の改正内容となります。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１２号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第16、議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 この条例の一部改正につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（厚生労働省令第159号及び第175号）により、家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準の一部改正が令和４年11月30日と令和４年12月28日に公布され、とも

に令和５年４月１日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 
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 それでは、改正内容についてご説明いたします。家庭的保育事業等の安全計画の策定等の

義務化、インクルーシブ保育を可能とするための設備、人員基準の緩和、感染症及び食中毒

の予防及び蔓延防止に必要な措置を明確化にするなどの改正により、条項、条文の追加、整

備を行うものでございます。 

 また、昨年９月に発生した認定こども園の送迎用バスに園児が置き去りにされ死亡した事

案を受け、自動車を運行する場合の所在確認や安全装置の装備の義務づけなどについて、条

項の追加を行います。そして、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備に関する省令（厚生労働省令第167号）において、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の改正が行われ、親権者の子に対する懲戒権の規定が削られたことにより、

同様に第14条を削る改正を行います。 

 この条例は、令和５年４月１日から施行するものといたします。 

 なお、第14条の改正については、既に内閣府令が公布、施行されていることより、公布

の日からの施行といたします。また、一部附則において令和６年３月31日までの経過措置

を設けるものといたします。 

 以上が今回の改正内容となります。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１３号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第17、議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 この条例の一部改正につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（厚生労働省令第159号及び第175号）により、放課後児童健全育成事業の
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設備及び運営に関する基準の一部改正が令和４年11月30日と令和４年12月28日に公布され、

ともに令和５年４月１日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容についてご説明いたします。保育所を含む児童福祉施設等の児童の安

全を確保するため、安全計画の策定等の義務化について、第７条の２を新たに加えるととも

に、昨年９月に発生した認定こども園の送迎用バスに園児が置き去りにされ死亡した事案を

受け、自動車を運行する場合の所在確認について、第７条の３も新たに加えます。また、感

染症や非常災害時における業務継続計画の策定等の努力義務化について、第13条の２も新

たに加えます。そして、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止に必要な措置を明確化にする

ため、第14条第２項中において、職員に対しての研修並びに訓練の定期的な実施規定を整

備するものでございます。 

 この条例は令和５年４月１日から施行するものとし、一部附則において令和６年３月31

日までの経過措置を設けるものといたします。 

 以上が今回の改正内容となります。ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１４号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第18、議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例につい

て、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について

説明いたします。 

 条例の廃止理由としましては、昭和63年から平成元年にかけて、国から市町村に対し、

地域振興のために自ら考え自ら行う地域づくり事業、通称ふるさと創生事業として、地域づ

くりに自由に使える資金として当時１億円が交付されました。これを受け、その目的を果た

すため、平成元年に上牧町ふるさと基金を設置し、これまでペガサスタウン、タイムカプセ
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ルの建設等の事業をはじめ、事業に基金を活用してふるさとづくりを推進してきました。基

金設置後28年経過し、今年度実施したタイムカプセルオープンセレモニー事業への活用を

基金設置の区切りと捉え、基金残高を全額この事業に充当したことに伴い、同基金を廃止す

るものです。 

 附則では、この条例は令和５年４月１日から施行するとしております。 

 以上が条例の廃止理由でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１５号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第19、議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に

関する協議について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に

関する協議についてご説明いたします。 

 奈良県の水道事業は、人口減少に伴う給水収益の減少、施設老朽化による更新需要の増加、

職員の減少による技術力の低下など、困難な課題に直面しております。一方、将来にわたっ

て安全、安心な水道水の供給を維持することは、県民生活の安定のためには必要不可欠であ

り、そのためには水道施設の老朽化対策が何よりも第一で、個々の市町村が単独で対処して

いくには限界があり、複数の市町村が連携して広域で対処することが必要であることから、

県域水道一体化に参加する団体により令和５年２月に基本協定を締結し、同協定締結団体に

より今後一体化に向けた検討協議を深めていくため、令和３年８月に設置した奈良県広域水

道企業団設立準備協議会（任意協議会）を地方自治法第252条の２の２第１項に基づく協議

会、法定協議会として設置するため規約を定めるものでございます。 

 内容につきましては、第１条に協議会の目的を、第２条に協議会の名称、第３条に協議会

を設ける団体を、第４条に協議会の担任する事務を、第５条に事務所、第６条に組織、第７
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条に会長及び副会長、第８条に委員、第９条に協議会の会議を、第10条に事務局、第11条

に経費の支弁の方法を、第12条にその他、附則に令和５年４月１日から施行すると定めて

おります。 

 なお、この規約は地方自治法第252条の２の２第３項の規定により、関係地方公共団体の

議会の議決を経なければならないことから、本案を提案させていただくものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１６号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第20、議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更

する規約について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更

する規約についてご説明いたします。 

 今回の改正につきましては、現行の組合議会の議員定数を組合市町の議会議長、計８人、

大和高田市、御所市、香芝市及び葛城市の議会の議員の中より選出された議員各２人の計８

人、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の議会の議員の中より選出された議員各１人の計４

人とし、組合議会の議員定数を20人に改め、組合議員の任期については、現行規約で組合

議会の組織に組合市町の長が充てられていたことから、今回改正に伴い、該当する部分を削

除し、新たに組合運営に関する重要事項等の意思決定を行うため、運営協議会を設置するも

のでございます。 

 なお、この規約の一部を変更するに当たり、地方自治法第286条第１項の規定により関係

地方公共団体の協議によりこれを定め、同法第290条の規定により関係地方公共団体の議会

の議決を経なければならないことから、本案を提案させていただくものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、
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次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１７号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第21、議第17号 上牧町道路線の認定について、これを議題とい

たします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第17号 上牧町道路線の認定についてご説明いたします。 

 道路法第８条第１項の規定に基づき、宅地開発に伴い整備された道路等について町道へと

認定するものでございます。路線認定を実施する箇所につきましては、宅地開発における緑

ケ丘５号線から緑ケ丘７号線の３路線と、寄附による北上牧41号線と、宅地開発による中

筋牛萩２号線から中筋牛萩４号線の３路線、計７路線、延長にして393.4メートルを認定す

るものでございます。道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を経なければならない

ことから、本案を提案させていただくものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１８号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第22、議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）に

ついて説明いたします。 

 一般会計補正予算（第10回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただ
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いたとおりでございます。 

 よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１９号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第23、議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第３回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第３回）についてご説明いたします。 

 国民健康保険特別会計補正予算（第３回）の補正内容につきましては、先ほど町長より説

明させていただいたとおりでございます。 

 ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２０号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第24、議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２回）についてご説明いたします。 

 後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）の補正内容につきましては、先ほど町長より
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説明させていただいたとおりでございます。 

 ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２１号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第25、議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算

（第４回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

４回）についてご説明いたします。 

 介護保険特別会計補正予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２２号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第26、議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算

（第３回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算

（第３回）についてご説明いたします。 

 今回の補正予算（第３回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。 
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 慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２３号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 次に、日程第27、議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算

（第４回）について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４

回）について説明いたします。 

 今回の補正予算（第４回）の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。 

 慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２４号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第28、議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について、これ

を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算についてご説明いたし

ます。 

 一般会計予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでござ

います。 
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 よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２５号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第29、議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算に

ついて、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算につ

いてご説明いたします。 

 国民健康保険特別会計予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいた

とおりでございます。 

 ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２６号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第30、議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算

について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明いたします。 

 後期高齢者医療特別会計予算の内容につきましては、先ほど町長よりご説明させていただ

いたとおりでございます。 
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 ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２７号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第31、議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算につい

て、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について

ご説明いたします。 

 介護保険特別会計予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとお

りでございます。 

 ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２８号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第32、議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計予算について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別

会計予算についてご説明いたします。 

 今回の当初予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでご

ざいます。 
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 慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２９号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第33、議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について、

これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について説

明いたします。 

 今回の当初予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでご

ざいます。 

 慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３０号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第34、議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について、

これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について

説明いたします。 

 今回の当初予算の内容につきましては、先ほど町長より説明させていただいたとおりでご

ざいます。 
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 慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３１号から議第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第35、議第31号から日程第40、議第36号、上牧町政治倫理審査会

委員の選任について、以上の６件の議案については、この際、一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

〇副町長（阪本正人） 議第31号から議第36号の上牧町政治倫理審査会委員の選任について、

一括してご説明いたします。 

 議第31号の前田春樹氏、議第32号の林智良氏、議第33号の篠崎雄爾氏、議第34号の永井

實氏、議第35号の村井映子氏、議第36号の西田久美子氏につきましては、同委員会の委員

としてご活躍いただいておりますが、本年３月31日をもって任期満了となりますので、引

き続き選任いたしたく提案するものでございます。各氏は豊かな経験と優れた識見を有され

ており、同委員としてふさわしいと考え、提案させていただくものでございます。 

 なお、各氏の経歴につきましては配付の略歴のとおりでございます。ご同意賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、議第31号から議第36号までを一括して質疑

を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから、議第31号から議第36号までを一括して討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから一括して採決いたします。 
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 議第31号から議36号までの６件の議案を原案のとおり同意することにご異議ございませ

んか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議第31号から議第36号については原案どおり同意することに決定いたしま

した。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３７号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第41、議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更

契約の締結について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更

契約の締結についてご説明させていただきます。 

 服部台明星線道路整備工事（その２）について、試掘調査結果により当初計画していた施

工方法を変更する必要が生じ、設計変更に日数を要したため、また、使用する２次製品が特

殊資材であり、３月下旬まで納期が遅延する事態となり、本年度内施工が困難な状況となっ

たことから、受注者との協議の結果、工期を令和５年８月31日までに変更いたしたく、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づきまして、

議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３８号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第42、議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工
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事請負変更契約の締結について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工

事請負変更契約の締結についてご説明させていただきます。 

 令和４年９月20日より上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事を着手、実施し

ており、耐震化に係る工程においては年度内完了予定の見込みとなっておりますが、排水制

御に係る中央監視装置の製造において、近年の社会情勢の影響を受け、相当期間の納期遅延

が発生し、各工程スケジュールに影響が生じたことから、工期を令和６年１月31日までに

変更いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議員提出議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第43、議員提出議案第１号 上牧町議会の個人情報の保護に関す

る条例（案）、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 ８番、遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 議員提出議案第１号 上牧町議会の個人情報の保護に関する条例

（案）について、提出者の上牧町議会議席番号８番、遠山健太郎でございます。 

 檀上より提案理由の説明をさせていただきます。 

 このたび、個人情報保護に伴う３つの法律、すなわち個人情報保護法、行政機関個人情報

保護法、そして独立行政法人等個人情報保護法という３つの法律が１つに統合され、改正個

人情報保護法が令和５年４月１日より施行されることになりました。改正個人情報保護法施

行後、各地方自治体における個人情報の保護制度は、同法により共通のルールの上で直接適

用されることになりますが、一方、各地方公共団体の議会は、この共通ルールの適用対象か
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ら除外され、それぞれ自律的な対応に委ねられることになりました。現在、上牧町議会にお

ける個人情報の保護制度は、上牧町個人情報保護条例によって規律されていますが、さきの

議会運営委員会委員長の報告のとおり、総務建設常任委員会に委員会付託されることになり

ました議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてにおいて慎重

審議されることになっていますが、この条例施行により上牧町個人情報保護条例が廃止され

ることになります。そのため、上牧町議会の個人情報の保護において、今までと同様の基準

で規律する必要があると判断し、ここに上牧町議会の個人情報の保護に関する条例を新たに

制定すべく提案するものです。各条文については、議案に付されている条例案のとおりです。 

 各議員におかれましては、慎重審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議員提出議案第２号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第44、議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正す

る条例（案）、これを議題といたします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 ６番、服部議員。 

〇６番（服部公英） ６番、服部公英です。 

 議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する条例（案）についての提案理

由の説明を行います。 

 上牧町議会基本条例は、平成25年に上牧町議会の在り方と基本理念を明らかにし、より

よいまちづくりに寄与することを目的に定められた条例であり、議会の最高規範です。令和

２年第１回定例会において、上牧町附属機関設置条例が制定されました。その際、附則にお

いて上牧町特別職報酬等審議会条例は廃止され、上牧町特別職報酬等審議会は、附属機関設

置条例を根拠に置かれることとなっています。しかし、上牧町議会基本条例第19条第２項

において上牧町特別職報酬等審議会条例を引用しており、その部分の改正が誤って漏れてい

たため、このたび早急に改正をするための議案を提案いたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎意見書案第１号の上程、説明 

〇議長（吉中隆昭） 日程第45 意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給

額の改善を求める意見書（案）、これを議題といたします。 

 本案について、提出者の趣旨弁明を求めます。 

 11番、東議員。 

〇１１番（東 充洋） 11番、東でございます。 

 意見書案としまして、物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める意見書

（案）です。 

 皆さん、よく住民の皆さんと接する機会が多々あるというふうに思うわけですけども、や

はり年金額が上がらない。そして今、春闘も真っ最中という状況ですけれども、この物価高

に見合う賃上げがされるのかどうかということが非常に注目をされているところです。年金

で生活されている方にまずお会いしての声は、物価が高過ぎる。本当に何を削って生活した
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らいいのだという声が皆様方にもたくさん小耳に届いているというふうに思います。そうい

う中で、ぜひ基礎年金が引き上げられるように、見直されるように切に願うところです。朗

読をもって説明に代えさせていただきたいと思います。 

 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める意見書（案）。 

 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者（67歳

以下の方）の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者（68歳以上の方）の年金額は、

物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。この規定により、年金支給額

は毎年のように削減されてきました。そして、増税や医療・介護保険料の負担増、物価の高

騰も相まって、年金額の削減はトリプルパンチとなっています。さらに生活保護に移行する

高齢者も急増し、生きる糧としての食生活さえ切り詰めざるを得ない深刻な状態をもたらし

ています。 

 年金はそのほとんどが消費に回り、年金の削減は、高齢者の購買力を低下させています。

年金削減による購買力の低下と生活保護世帯への移行急増で、地域経済と地方財政に大きな

影響を与えています。 

 よって、高齢者も若者も安心して暮らしていけるように、次の事項について要望します。 

 記。１、高齢者も若者も安心して老後を暮らせるように、物価上昇に見合う老齢基礎年金

等の支給額の改善を求めます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 2023年３月１日 奈良県上牧町議会。 

 ぜひ採択いただきますように、お願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 趣旨弁明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留

し、次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎予算特別委員会の設置及び委員の選任について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第46、予算特別委員会の設置及び委員の選任について、これを議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 令和５年度予算案件については、委員会条例第５条第１項の規定により、６名で構成する
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予算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、令和５年度予算案件については、６名で構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員の選任について、どのような方法ですればよろしいでしょうか。 

          （「議長一任」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 議長一任という声がありますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 異議ないようですので、私のほうで選任させていただきます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

    休憩 午後 ２時１５分 

 

    再開 午後 ２時１６分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 先ほど設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第２項

及び第７条第１項の規定により、１番、康村議員、２番、東（あずま）議員、３番、上村議

員、４番、牧浦議員、５番、竹之内議員、11番、東（ひがし）議員、以上６名の方を指名

したいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました６名の方を予算特別委員に選任することに決定い

たしました。 

 予算特別委員会におかれましては、委員長、副委員長を互選の上、報告願います。 

 それではここで暫時休憩いたします。 
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    休憩 午後 ２時１７分 

 

    再開 午後 ２時２１分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎予算特別委員会正副委員長の互選結果について 

〇議長（吉中隆昭） 休憩中に予算特別委員会の委員長、副委員長を互選いただきましたので、

ご報告申し上げます。 

 予算特別委員会の委員長に上村議員、副委員長に東（あずま）議員という報告でございま

す。委員の皆さん、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号から議第３０号、議第３７号から議第３８号、議員提出議案第２号、意見

書案第１号の委員会付託 

〇議長（吉中隆昭） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第１号から議第30号、議第37号から議第38号、議員提

出議案第２号、意見書案第１号については、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託し、また、一般質問については理事者側の答弁を含め１人１時

間以内とすることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり所管の委員会に付託し、また、一般質問については１人１時

間以内とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    
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    ◎散会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午後 ２時２３分 
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総務建設委員会会議録 

 

１．日  時  令和５年３月６日（月） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について 

議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例について 

議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について 

議第17号 上牧町道路線の認定について 

議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）について 

議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結につい

て 

議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の

締結について 

議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する条例（案） 

１．出席委員  委 員 長 上村 哲也 副 委 員 長 東  初子 

委   員 遠山健太郎 木内 利雄 東  充洋 

      吉中 隆昭 

１．傍聴議員  康村 昌史 牧浦 秀俊 竹之内 剛 服部 公英 

富木つや子 石丸 典子 

１．理 事 者  町 長 今中 富夫 副 町 長 阪本 正人 

教 育 長 松浦 教雄 総 務 部 長 中川 恵友 

都市環境部理事 吉川 昭仁 住民生活部長 山下 純司 

健康福祉部長 青山 雅則 教 育 部 長 松井 良明 

総 務 課 長 丸橋 秀行 秘書人事課長 髙木 真之 
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企画財政課長 中本 義雄 まちづくり推進課長 金﨑 恭彦 

建設環境課長 武安 康至 住民保険課長 和田  暁 

税 務 課 長 木下 優子 福 祉 課 長 俵本 大輔 

こども未来課長 寺口万佐代 総 務 課 係 長 吉田 順一 

１．事 務 局  局 長 森本 朋人 書 記 山口 里美 

書 記 横田 大樹 
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    開会 午前１０時００分 

〇上村委員長 皆さん、おはようございます。本日、３月６日月曜日ということで、厳しい寒

さも和らぎ、先週中頃から気温もどんどん上がってまいりました。春めいてくるに当たって、

まず今年の花粉は例年の数倍の花粉ということで、皆さん、マスクを外してええとなってい

ますけども、外される方は少ないのではないでしょうか。ちなみに、今年の桜の満開予報は

３月22日らしいです。 

 暫時休憩をお願いします。 

    休憩 午前１０時０２分 

    再開 午前１０時１３分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 定足数に達しておりますので、これより総務建設委員会を開会いたします。 

 初めに、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 皆さん、おはようございます。大変ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ご

ざいません。皆さん方には絶えず、今後このようなことのないようにと言い訳ばかりをさせ

ていただいておりますが、少し私も全体的に危機管理意識が薄らいできているのかなという

懸念を抱いております。しっかりと危機管理意識を職員一人一人が持つように徹底をしたい

というふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、総務建設委員会に付託をされました議第１号 上牧町個人情報の保護に関する

法律施行条例の制定について、議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について、

議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議第５号 職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例について、議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、議第７号 上牧町附属機関設置条例の

一部を改正する条例について、議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について、議第17号 上牧町道路

線の認定について、議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）について、議

第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結について、議第38号 上

牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の締結について、以上の議案を

提出しておりますので、全議案可決すべきものと決定いただきますようお願いを申し上げま

して、ご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇上村委員長 本委員会に付託されました議案はお手元に配付の次第のとおりです。順次審議

してまいります。 

 議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、これを議題とい

たします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 おはようございます。遠山でございます。議第１号 上牧町個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定について質問させていただきます。 

 まず大きなところで１点、タブレットに詳しい説明を頂いていますが、傍聴していただい

ている方やユーチューブを見ていただいている住民の方にはこのタブレットが見られないも

のですから、この条例制定の趣旨と目的と内容の説明について、一度ご説明をお願いしたい

と思います。 

 そして、通告をさせてもらいます。細かい点で、条文の内容につきまして、３点ほど伺い

たいと思います。 

 条文の第４条の手数料等、法第89条第２項に規定する開示請求に係る手数料は無料とする

とあります。この無料にした理由について教えてください。個人情報の保護に関する法律の

規定では、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額にするよう配慮すると書いて

あります。これを無料にした理由について教えてください。 

 続きまして、附則の第１条です。こちらに施行期日が記載されています。具体的に施行期

日が決まっているのであれば、その日にちを教えてください。 

 最後に、附則の第２条、上牧町個人情報保護条例（平成15年６月条例第９号）を廃止する

とあります。廃止するに伴って、関連する規則や総合計画などがいろいろ改正や変更になる

と思います。今回、議員提出議案のところでもありますし、先ほど今中町長のほうから危機

管理の意識という話もありましたが、条例が廃止になると、それに追随していろいろ変わる

ことが多いと思います。この辺りのチェック体制といいますか、町の体制について伺いたい

と思います。 

 以上、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についての趣
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旨と内容でございます。 

 まず、内容といたしましては、これまで国におきましては、個人情報保護に関する法律を

はじめ、個人情報の運用に関する複数の法律が存在しておりましたが、国の行政機関や地方

公共団体などはそれぞれに個人情報保護条例を制定して運用してまいりましたため、その運

用や解釈が統一されていない面がございました。このような個人情報保護法制の不均衡・不

整合を解決すべく、個人情報の保護に関する法律に一本化を図られたものでございます。そ

こで、本町におきましても、現在の上牧町個人情報保護条例は廃止とすることとなりますが、

法律施行後もこれまでと同様の運用を行うことができるような形で、必要な事項を定めるも

のでございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。この件につきましては、本会議の初日で、議会の個人情

報保護条例というのを議員提出議案として私、提出者で説明させてもらったんですけど、あ

の提案理由の説明を作るのもすごい苦労したんですよ。何かいろいろ、総務省とか内閣府と

かあの辺のものをコピーして、貼り付けてやっても、いまいち意味が分からない、伝わりに

くいし、これをどうやったら分かりやすくできるんだろうって、自分の言葉で書き換えたら

余計分かりにくくなるしというので、まあまあ苦労したところがあって。この個人情報保護

については住民の方々に直結するところなので、どうやってお知らせをするのかなというの

がすごい難しいと。 

 何度も重複しますけども、個人情報保護に関する法律というのが３本あったんです、今ま

でね。個人情報保護法と行政機関個人情報保護法と独立行政法人等、この３つの法律があっ

てややこしかったから、１つの法律に一本化したんですね。議会の話は、その一本化の法律

の中に議会が外れちゃったものだから、新しい条例をつくったという話ですよね。一本化さ

れたその法律というのがすごい細かく詳しく書いてあるから、個々の自治体で条例をつくる

必要がなくなったから、それを廃止したから、その法律に基づく施行条例をつくった。そう

いう内容という理解をしているんですけども、この流れをどうやって説明したらいいんだろ

うということで、大変難しいと思うんですけども、関係部署のほうとも協議をして、これ、

多分いろいろ広報とかでお知らせすると思うんですけども、難しいと思いますけども英知を、

熟慮していただいて、周知していただきたいと思いますけど、いかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 
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〇丸橋総務課長 今委員おっしゃっている部分もございます。その部分につきまして、分かり

やすく何かの形で周知できればなというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ぜひお願いします。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、次の部分でございます。第４条の手数料を無料にする理由でござ

います。この部分につきましては、無料にさせていただくという形になりましたら、開示請

求になる部分が、どなたでもというんですか、すぐに利用できるものかなというふうに感じ

ているところで、無料とさせていただいたというところがございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 冒頭でもお話ししましたけど、法律では実費の範囲内で、できるだけ利用しやす

い額にするよう配慮するって書いてあって。だから、配慮したら無料になりますよね、これ

はね。だから、僕、法律がそもそも無料にすべきじゃないのかなというふうに思っていたぐ

らいなんですけども、よく理解できました。ありがとうございます。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、この法律施行条例をいつ施行するかという部分でございます。こ

の条例につきましては、令和５年４月１日から施行するという部分でございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございました。第１条に、この条例は、デジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律附則第１条第７号に掲げる規定の施行の日から施行する。

それが令和５年４月１日なので、この法律は４月１日より施行するということでよろしいで

すか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 続きまして、この条例改正によりまして、各部署に反映するかという部分の
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質問でございます。総務課といたしましても、この部分が関係する部署と連携、情報共有し

ながら、いろんなところの部分については改正していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 私がちらちらと見ただけでも、総合計画の中にあったり、あと、上牧町まちづく

り基本条例、条文自体にはないんですけども、逐条解説の中に個人情報保護条例のことが書

いてあったりするので、一回一回改正するというわけではないけれども、漏れ落ちが極力な

いように、先ほどの話ではないですけども、周知をしていただきたいと思いますけども、い

かがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そのとおりさせていただきます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 いろいろな条例が改正になると、事務作業もたくさん増えますし、大変だと思い

ますけども、ご苦労かけますけども、先ほど言いました危機管理意識という意味では、大体、

住民の方々は何かが足りないという、私たちの議会のチェック体制がなっていないというふ

うにお叱りを受けるんです。そこはもう我々、住民の代表としてすごい反省をしなければい

けないことなんですけども、ぜひ行政と議会とが一体となって、チェック体制の強化に私た

ちも努めていきたいと思いますので、協力をお願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 おはようございます。東です。まず教えていただきたいんですけれども、今、

遠山さんの中にも出てきました情報の共有というのがあるんですけれども、どことどことど

こが共有されるんですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 その質問でございますが、個人情報を扱っている所管との情報共有というふ

うに考えているという部分でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 この法律案をつくるときに、いろいろ審議されているんですけれども、この

情報が、例えば国・地方とが共有する。そうだけではなくて、民間の会社等もこの情報を利
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用できるというふうにはならないんですか。それが懸念されているという論議がされている

んですけど、国会の中では。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この条例制定につきましては、国の行政機関、地方公共団体の部分について

の条例の一本化という部分でございますので、今の民間等の部分につきましては、ちょっと

調べさせていただくという形になるのかなというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それは認識されていないということでよろしいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 認識というか、その部分につきましては、この条例からは考えていない部分

でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ここには民間は含まれていないということでよろしいですね。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それで、３条のところなんですけども、個人情報ファイルのところなんです

けども、ここで町長が必要と認めた事項を記載するものとするというふうに書かれているん

ですけれども、これはどのようなことが考えられるんですか。 

〇上村委員長 暫時休憩いたします。 

    休憩 午前１０時２９分 

    再開 午前１０時３０分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 総務課長。 

〇丸橋総務課長 先ほどの委員の質問について、１か所訂正をさせていただきたいと思います。

先ほどの民間の部分についてはどうかという部分でございますが、民間の部分につきまして

も一本化という部分になりますので、この法律の中に入っているという部分でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、経済的な戦略だとかいろんな部分があると思うんですけども、

そういうときには、こういう個人情報も民間は利用できるというふうに捉えていいわけです
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か。 

〇上村委員長 担当課。 

〇吉田総務課係長 民間が利用できるといいますか、もちろん個人情報の保護のレベルという

のは現行の運用どおりといいますか、法律のほうに根拠法令が変わりましたので、そちらに

準ずるといいますか、そちらの規定に沿って我々も運用はしていくんですけども、実際、現

状、今までは民間のほうも、地方公共団体の自治体のほうも、それぞれで個人情報の定義が

ばらばらでしたので、今回の法律の改正につきましては、そこを一本化して、必要なところ

であれば、もちろんそれぞれの自治体とのやり取りのほうもできるようにはなっているんで

すけども、ただ、無条件でやり取りをするというわけではなく、もちろんそこはルールにの

っとって保護のほうはさせていただくという形にはなっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 当然、そういうふうにセキュリティーをきちんとして、個人情報ですので、

幾ら民間が使えるからといって、むやみやたらと利用できるなんていうふうには思ってない

んですけどね。しかし、一部何かの戦略とかそういうことで使うということになった場合、

やっぱりセキュリティーの問題で漏れるという事例が何件かあるんですね。この法律に基づ

いてはないと思うんですけれども、そういう部分が実例としてあるんですね。その辺がちょ

っと心配かなと思ってお聞きしたんです。それは上位法できちんと守られているということ

でいいんですね。 

〇上村委員長 担当課。 

〇吉田総務課係長 そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。そしたら、次の町長が必要と認めた事項というのはどういう

ことを指すんですか、これは。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今の質問でございますが、個人情報の取得をした年月日等を記載する部分で

ございます。 

〇東（充）委員 分かりました。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 



－10－ 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 木内利雄でございます。職員の高齢者部分休業に関する条例案について少しお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この条例は、奈良県の条例は平成17年３月29日に施行されているんです。つまり2005年な
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んですよね。それから今日まで約18年経過しておるんですが、今回、県の条例制定から18年

たって、なぜ町でも条例制定をしなければならないようになったのかという理由がもうひと

つ分かりませんので、まずこの点だけお聞きしたいと思います。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 ご質問でございますけれども、県のほうは、先ほどご質問いただきまし

た2005年に施行されているということでございますが、町といたしましては、改めて今回、

定年が延長されることに伴いまして、新たに条例をつくれという国からの指導でございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 つまり、上牧町としては、この条例が制定されていなかったので、国から制定を

しなさいというふうなお達しがあったという理解でよろしゅうございますか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこは了解します。奈良県が、第２条の後段の部分ですが、15分を単位として行

うものとするというふうに記述されているんですね。本町は今回、条例案で出されているの

が、30分を単位として行うものとする。これはなぜ、奈良県は15分、上牧町は30分、何か意

味があるんでしょうか。 

〇上村委員長 担当課。 

〇中岡秘書人事課長補佐 この取得単位につきましては、法律のほかの条例で育児部分休業と

いう休業がございます。その部分休業を取れる単位が30分ということになりますので、それ

と整合性を合わせて30分としております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 以上でございます。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といた

します。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 遠山です。引き続きよろしくお願いします。議第５号 職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例について質問させていただきます。 

 まず前段にお話しをしたいのは、私、この定年の引上げ等につきましては大賛成な立場で

す。その中であえてお話しをさせてもらいますと、今回の定年引上げ等についてですけども、

大きく３つのことが発生したというふうに思っているんです。まず１つが、定年を60から65

に上げる。これについては、私、大賛成です。もう１つが、役職定年制度を設けたというこ

とですね。これについては、まあまあ許そうかなと思います。もう１つが、60歳以上の職員

の方の給料が７割になる。私は、これは正直反対なんですね。というところからお話しさせ

てもらいたいと思うんです。 

 なぜかといいますと、結局賛成はしますよ。あえてそれで言っているんですけど、地方公

務員法の改正ということで、２月21日に秘書人事課さんのほうで議員懇談会の資料を頂いて

いて、法改正の趣旨というのがあって、今回なぜこういうことをしたのかというと、一部省

略しますが、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代に知識、技術、

経験等を継承しようとするものということで、まさにすばらしい内容だと思っているんです。

この中で、60歳以上の職員の方が引き続きする、降格とか出ているじゃないですか、言葉が。

僕、これにすごい違和感がありまして、60歳まで部長職とか課長職で頑張っていた職員の方

が、61歳になったら給料が７割になって、その課の主任とかになって、モチベーションの維

持という意味では大丈夫なのかな、ここにあります「意欲のある」というものがそがれたり

はしないのかな、その辺りを心配するんですが、その辺りの考え方はいかがですか。 

〇上村委員長 暫時休憩いたします。 
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    休憩 午前１０時４３分 

    再開 午後１０時４４分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 遠山委員のご質問でございますけれども、今現在も再任用という形で残

って公務に就いていただいている職員がおりますけれども、実際、再任用で残っていただい

ているということで、もう仕事に対する意欲というのがあるというふうに認識をいたしてお

ります。それぞれ、やはり７割に落ちるという形でいろいろ考え方はあると思いますけれど

も、当課としてはそういうふうに思っております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 もうめちゃめちゃ答えにくいお話だと思うので、本当に申し訳ない質問をさせて

もらっていると思いながら、再任用の方と、今回の定年というのは、同じように見えても、

私、実は再任用の方、僕が言うのも何ですけど、定年、終わっているじゃないですか。後で

話します。退職金ももらっているじゃないですか。その中で、もう１回町に貢献をしたいと

いうことでやられている方と、純粋に60歳のやつが65まで伸びるわけです、今度。だから65

までは普通の職員なわけです、イメージはね。 

 これからもしかして50年後、100年後になってきたら、60って定年時代があったねぐらいの

話が65になるわけじゃないですか。それなのに、その５年間の給料が７割になるということ

の理解が、僕はどうしてもできないし、それはそうすべきじゃないということを、これ、町

の話じゃないかもしれないけども、国にもっと訴えたい話。本当に町に財源があれば、上牧

町は65歳まで満額の給料を払いますというぐらいにしてほしい。それによってモチベーショ

ンを維持することによって、高齢期ってもう言わないですけども、61歳から65歳の職員の方、

もっと言うたら、その方が逆に横に主任でいたら、隣の課長補佐、やりにくくないですかと

いう話です。再任用と違うのでね。普通の職員になるなのでというところを、でもこういう

法律が決まった以上は、その辺りはしっかりモチベーションといいますか組織体制、この法

律の趣旨を考えてやっていただきたいって、なかなか大変だと思います。もう７割になった

から７割の仕事でいいやというわけではないと思うんです、これ。役職は変わりますよ。役

職は変わるけども、そうじゃないと思うんです。そのスキルがあるから部長職にまでなった

方なので、その方が60歳を超えたから７割になって、主任になるということに対して、どの

ような仕事をするのかということをもう一度考えないといけない時期に来ているかなと思う
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ので、その辺りも踏まえてお願いしたいというのが私の要望なので、ぜひお願いしたいと思

います。 

 次にお伺いしたいのが、退職金の規定というのがこれから変更になるんじゃないかなと思

うんですが、その辺りの説明をお願いできますか。 

〇上村委員長 担当課。 

〇中岡秘書人事課長補佐 退職金につきましては、奈良県市町村総合事務組合という組合がご

ざいまして、上牧町においては、そちらの組合のほうに参加しているのが現状でございます。

退職金についての改正につきましては、総合事務組合の中の条例の改正を行われる予定をし

ていると思うんですけども、退職の支払いについては、定年延長後、延びた年度末のお支払

いという形になります。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ですよね。私がもらえるわけではないので、私が職員の皆様の退職金の心配をす

るのは変な話なんですけど、65歳になったら、60歳に比べて給料は７割になっているわけで

しょう。退職金の規定はどうなるんですか。その辺り、教えていただけますか。 

〇上村委員長 担当課。 

〇中岡秘書人事課長補佐 今、委員ご心配いただいている件なんですけども、退職手当につい

ては、ピーク時特例という特例がございまして、７割になる前の給料の額で算定するような

規定になっております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ピーク時特例というのがあるんですね。その辺りについて、もう１回詳しく説明

をお願いします。 

〇上村委員長 担当課。 

〇中岡秘書人事課長補佐 役職定年制を迎えて、給料が７割になったときに退職金の計算をし

たら、やはり大分下がってしまうということもございますので、役職定年制になる前の高い

給料額、７割になる前の給料月額、そちらのほうで一旦退職金の計算をして、その計算プラ

ス、今度、率が下がった退職金の算定に係る部分を足した額が退職金として支払われる予定

をしております。だから、額が減るということはございません。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 何度も申し訳ないですけど、私が職員の方々の退職金の心配をするのはすごいお

かしな話かもしれないですけども、多分、職員間の中ではそういうピーク時特例というのが
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これからあるし、大丈夫だという認識はされているかもしれないですけども、私たち、この

定年の引上げの条例の一部改正という議案だけしか拝見できないので、その辺りがどうなの

かなと。その辺も含めて、しっかりまとめて、統一した見解を持ってやっていただきたいと

思っているんですけども、何度も言いますけど、65歳に定年が延長されるということ自体は、

皆様の職への意識であるというというふうに大いに賛成をしているところなんですが、その

５年間が、今までの再任用とは実は違うんだという認識をやっぱり僕はしてほしいと思って

いるんです、逆に。再任用がどうというわけではないんですよ。ないんですけども、普通の

職員の方なので、定年が65になっているので。でも、その辺りだけをしっかり認識していた

だけるように、これから秘書人事課さんのほうでも努めていただきたいと思いますけども、

いかがですか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 そのように努力していきたいと思っております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ぜひお願いします。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、これを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 東初子でございます。よろしくお願いいたします。上牧町手数料徴収条

例の一部を改正する条例について、１つ質問をさせていただきたいと思います。 

 タブレットの７のところにあるんですけれども、今回の動物の愛護及び管理に関する法律

によりということで書かれているんですが、そこのところの説明をお願いしたいと思います。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは説明させていただきます。 

 今回の条例改正の件なんですけども、それにつきましては、動物の愛護及び管理に関する

法律の改正により、令和４年６月１日以降、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫を販売

する営業者に対して、犬・猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。飼い主になる際

には自身の情報に変更する必要があるとのことでございます。上牧町としましても、令和４

年５月の広報にて周知し、義務化に伴う環境省データベースへの登録をお願いしているとこ

ろでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これは１頭につき3,000円の登録手数料というふうになっ

ているんですけれども、今のお話ですと、その販売業者というか、そこで登録されたときに、

この手数料というのはどこでどういうふうにお支払いされるということになりますか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今回、マイクロチップが義務化されたことによって、同日、令和４年６

月１日よりワンストップサービス制度というものが、これ、自治体の加入、任意なんですけ

ども、スタートされました。それに伴って、マイクロチップを装着された犬に関しましては、

町の窓口に来ていただいて、観察という形で登録されていることを、手数料が省けるという

形で、今回この観察に係る登録手数料は3,000円なんですけども、マイクロチップの導入によ

り、ペットショップから個人さんに所有権が変更になる際に、変更の登録をしていただくん

ですけども、その際に、オンライン申請であれば300円、郵送の紙の申請であれば1,000円と

いう形の手数料の変更になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ワンストップサービス制度により、ペットショップから

個人さんへ権利が移行して、そのときに、オンラインであれば300円というのは、では１頭に
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つき3,000円というのは省かれるというふうになるんですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これからマイクロチップが、今は努力義務ですけれども、

そういう形でなっていくという方向だと思うんですが、１つ関連なんですけれども、例えば

地域猫とかそういうふうなことが今、いろいろと話題になっておりますけれども、猫に関し

てはもう一切、今はこの購入された方のみの話になってくるんでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 猫に関しましては、上牧町への登録というのがもともとございませんの

で、犬に関しまして、狂犬病予防法の観点から登録という形になっておりますので、猫に関

してはそういった形かなと。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 犬だけでした。申し訳ございません。そしたら、狂犬病の予防接種の分

はまた別としてかかってくるということでの理解でよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 予防接種のほうは別途かかってきます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は11時10分。 

    休憩 午前１０時５９分 

    再開 午前１１時１０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 まずはふるさと基金条例を制定し、そして今回廃止することになったわけな

んですけども、それらについての説明をお願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そしたら、上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例の概要といいますか、

それについてご説明させていただきます。 

 本条例は、昭和63年から令和元年度にかけて、ふるさと創生事業として１億円が交付され、

平成元年３月に上牧町ふるさと基金条例が設置されました。本基金を活用いたしましてタイ

ムカプセルの建設、また町政施行50周年記念事業等の事業に活用させていただきましたが、

今年度、令和４年度に開催いたしましたタイムカプセルオープンセレモニーをもって本基金

の役割を果たしたことから、上牧町ふるさと基金条例を廃止させていただくというものでご

ざいます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 思い出しました。これ、竹下登総理大臣のときに１億円が各市町村行政に配

られたという状況。何にするのかという議論が上牧町の中でも起こって、愛媛県に有名な石

の彫刻家がいてるということで、当時、江崎さんという議員さんがいてた。それと池田、そ

の当時は収入役か。２人で愛媛県へ行って、そこの彫刻家のところでいろいろ視察されて、

そしてあの石を選んで帰ってきたという経緯があって。公募して、僕もあの中に、タイムカ

プセルに入れようと思ったんです。入れようと思ったら、期限切れでもう締め切られていて、

入れることができなかったというのがあったんですけども。 

 ほんで、１つなんですけども、関連なんですけども、タイムカプセルの中に入れられて、
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引っ越しした人がいてる。そこに、その人が当然、県外なもので、すぐには取りに来られな

いというのがあって、高齢にもなっていて来られないということもある。そんな場合、私が

その人の住所を知っているということになったら、それを私が代わりに受け取って送ってあ

げるということは可能なんですか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 収納されているものの返却でございますけども、遠方の方の場合は、今

おっしゃっていただいたような形で、代わりに当時の引換書をご持参いただいて、委任状と

いうのを別に用紙、定めておりますので、それも一緒にご提出いただければと思っておりま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 お亡くなりになっているんですけど、私の先輩議員で青木太さんという上牧

町の議会議員がおったんですけども、その方が三重県のほうに引っ越しておられて、奥さん

が健在なんですけれども、入れられていることが確かなので、もう奥さんの住所は分かって

いるので、そこへ送ってあげたら喜ぶかなと思いまして、そういうことでちょっとお聞きし

たんですけど、それは可能ということですので、またいずれお世話になると思います。分か

りました。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について質問をさせていただ

きます。 

 さきの東委員のほうからお話がありましたとおり、この事業はふるさと創生事業というこ

とで、昭和63年から平成元年の事業で、私、当時大学生だったんですけど、１億円研究会と

いう研究会を立ち上げまして、全国の１億円のものを見に行こうという、そういうことをや

ったのが、「上牧町、それだったんだ、あれだったんだ」ということを初めて知りました。山

形県の世界一大きいかかしとか、金箔を塗ったトイレとか、あと日本一大きい獅子頭とか、

よく無駄遣いの典型とやゆされることもありましたけども、それが上牧町のモニュメントだ

ったんだということを、実は私、今回初めて知ったんです、恥ずかしながら。 

 ということで、大変感慨深いと思うんですけども、今お話がありましたように、あのモニ

ュメントって50周年でオープンしまして、今あの中には30年前にやったタイムカプセルがな
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いような状況ですけども、あのモニュメントを今後どういうふうに活用するとか、そういっ

た案というのは今あるんでしょうか。その辺り、教えていただけますか。というのは、委員

長。めっちゃ分かりにくいですよね、僕の質問ね。そこに鎮座ましましている、今、愛媛県

の石ですか、立派なやつ。あれはあのままずっと上牧町の象徴として置いておく形。あれ、

ちなみに、中にはもう何も入ってないですよね。その辺り、教えていただけますか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 昨年10月にオープンをいたしまして、中の収納品はもう全て別のところ

に保管をいたしております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 以前、少し僕、お話をさせてもらって、結局かなわなかったと思うんですけど、

タイムカプセルというのは、開けてしまったらもう何もないんですよね。次世代に残すとい

う意味で、前も話をしたんですけども、30年後、例えば80周年とか、20周年後の70周年でも

いいです。というときに、タイムカプセルオープンセレモニーができないんです、今。なぜ

か。タイムカプセルがないからです。せっかくあそこにあるので、今回のときに、私、提案

をさせてもらったんですが、かなわなかったですけど。そうすれば、例えば東議員が、前回

かなわなかったんですけども、タイムカプセルを入れることできるかもしれないです。20年

後にオープンするときに、東議員、来られるかもしれないという中で、せっかくあそこにあ

るし、もう１回タイムカプセルを入れたりするイベントというのは、僕はあってもよかった

んじゃないかなと思うんですけど、その辺りの考え、やっぱりないということでよろしいで

すか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 30年ぶりに開封するということでございましたので、記憶的に、当時の

中の状況がどういうふうになっているかとか、どのようなものが中に収納されているかとい

うことを、もう年月が相当たっておりますので、そういうこともいろんな危惧もいたしてお

りましたけれども、もう一度これを将来20年後、30年後のためにそこへ入れるということは、

そういうこともあって、まだそこ、今のところは考えておりません。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 僕、個人的にはといいますか、30年後に今中町長が100歳になられて、当時の町長

ということでオープンセレモニーに参加する、そんな姿も夢見たりする。というのが、タイ

ムカプセルがそこになければそれができないし、それが私たち現役世代、今の世代の定めじ
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ゃないのかなと。20年後、30年後に上牧町の町制施行何十周年のイベントの事業をするため

に、今入れなければできないことを僕はしてほしかったというふうに思っただけですね。そ

れがかなわないのであれば構わないんですけども、今後もモニュメントがある以上は、あれ、

上牧町の象徴になると思いますので、ライトアップは要らないけども、上牧の議会広報でも

あのモニュメントを、前の前の広報だったかな、表紙にわざと入れたりしながらさせてもら

ったので、何か有効活用をこれからも検討していただきたいと思います。前回提案はしてい

るので、再提案は私、させてもらわないですけども、私の希望だけ今回お伝えさせてもらい

たいと思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 木内でございます。上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例案についてお尋ねを

します。 

 今、遠山委員のほうからあったんですけども、ちょっと弱いなと思うんですが、器がある

わけですよ。器があるわけですから、教育長とか、学校の関係の小学１年生等々に、また幼

稚園生、保育園児でも構いませんけども、そういった関係でタイムカプセルを利用すると。

器があるわけですから、単に子どもたちに書いていただいて、そこへ収納したらいいわけで

すから。それを成人式の日に開けるとか、もしくは何年後に開けるというようなアイデアが

あってもいいんじゃないですか。別にお金、そんなにかかるものじゃないです。いわゆる収

納する器はあるわけですから。この辺はいかがですか。あなたたちが無理やったら、部長か

町長が答えていただきたい。教育長でも構いませんよ。きちんとしたものがあるわけですか

ら、利用したらいいわけです。 

〇上村委員長 副町長。 

〇阪本副町長 今、木内議員のご質問なんですけど、さきの遠山議員のご質問もございました

とおり、再度タイムカプセルの今後の考え方というふうな形でご提案いただきました。その

ときに、今後どのような形でしていくのかという部分も、担当課のほうとも相談はさせてい

ただいて、その辺の結論が出ていないというふうなことで、先ほど課長のほうも答弁させて

いただいたとおりなんですが、今、木内委員のご質問いただいた内容につきましては、もう

一度内部のほうで、今おっしゃっていただいたように、タイムカプセルの器もあるので、そ

の辺の部分も、今後の活用の仕方というのを再度検討のほうをしていきたいというふうには
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考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 副町長から答弁いただきました。だから、私は小学生とか保育園児とか幼稚園児

等々に活用していただいたら、やっぱり夢と希望が出てくるのではないかなと思っているの

で、副町長、また町長、教育長、そこら辺でしっかりとお取り組みいただくように強く申し

上げておきます。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第17号 上牧町道路線の認定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 これ、それぞれ認定すること云々ということで聞くんじゃないんですけども、

その開通した年月日なんていうのは分かるんですか、それぞれの。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今、手持ち資料ではちょっと分からないので、また確認します。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 なぜそういうふうに聞くかといいますと、受けるのはいいんですけれど、経

年劣化で非常に傷んでいるというような場面もあるんじゃないかな。それを受けてしまった



－24－ 

のでは、新たに舗装し直すだとかという期間が短くなるということにならないかという、そ

の心配があるものですから、そういうようにお聞きをしたんです。そういうときには、やっ

ぱり十分注視しながら受けるということになっているんでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。今回認定させていただく箇所につきましては、

おおむね新たに開発された区域の新しい道路でございます。その道路につきましても、町の

ほうで認定させてもらう以前に検査等も行いながら、アスファルトの状況がまだ悪い箇所、

ちょっと傷んでいる箇所については開発業者と話をさせていただいているところでございま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これは随分昔になるんですけど、今の葛城台なんですけども、協同ベニアが

あの一帯を持っていたときに、家が建たずに、一応造成されて道路だけはきちんとつけられ

ておったんですけども、あまりにも長い間、あそこに家が建っていなくて、道路とかあった

んですけども、結構傷んだ中で移管を受けたという記憶があるんですね。その当時は多分、

外川部長やったと思うんですけど、外川さんに、こういうのを受けるときには、やっぱりも

っと整備した中で移管を受けるべきちゃうんかというようなことを話したことがあるんです

けども、そういう心配の嫌いがあったもので質問しました。そういう懸念がないということ

で承ってよろしいですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今回の認定路線につきましては、そういった懸念はないところでござい

ます。 

〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 木内でございます。上牧町道路線の認定について、１点お聞きしたいと思います。 

 事前に調べてこられなくて恐縮なんですが、まず、例えば整理番号⑦、一番下なんですが、

これは中筋、次は何て読むんですか。牛萩。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 「ウシハギ」でございます。 

〇上村委員長 木内委員。 
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〇木内委員 牛萩はどこを指しているんですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今、正確な資料がないのでお答えしにくいんですけれども、当時、地区

に基づいた路線の名称づけということをしていると考えられますので、細かいところはまた

確認してお伝えしたいと思います。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 整理番号５、６、７は南上牧のところで、松里園と近所なんですけど、私も松里

園に長いこと住んでいるんですけど、牛萩って聞いたことないんですよね、地名とかについ

て。ほんで、どこなのかなという。これ、読み方も分からなかったんですけど。ですから、

中筋・牛萩２号、３号、４号について、これの牛萩はどこなんやなというふうに思っておる

ので、また後ほどお知らせいただいたらありがたいなと思います。 

 それからもう１点、この２号、３号、４号、今申し上げたところなんですが、ほとんど突

き当たりなんですよね。ほとんどというか全部突き当たり、この３路線。町道認定について

は、突き当たりのところは認定をしないみたいな話があったように記憶しておるんですが、

特に２、３、４なんか、むちゃくちゃ短いんですよね。突き当たりを町道として認定を今ま

でもしておったんかなと。そやから、きちんと抜け道があるとかみたいなところじゃなかっ

たらいかんのちゃうかなというふうに記憶しておるんですが、この突き当たっているところ

も認定したのは、それは町の考え方としてはいかがなんでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 開発されて、道路、突き当たりなわけでございますけども、やはり家も

建つ、住民さんもそこに住まれる中で、そこの道路の管理という部分は、やはり道路管理者

としてはやっていかなければならないのかなと。過去に突き当たりについて認定という話、

僕、ちょっと把握していないんですけども、今後やはり家が開発されるとなったら、段階を

踏んで認定という形は進めていかなければならないと考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 これから、そやったら突き当たりであっても、幅員さえあれば了解ということで

よろしいんでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 まず、開発の段階で幅員及び突き当たりに関しては回転帯、奥で車が回

転できるような形というのが基本になってくるのかなと。そういったきっちりした形の行動
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を取られている道路に関しましては、町としてはもう認定していく方向で考えなければいけ

ないのかなと思っております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 というのは、回転のことは見落としたんですが、今申し上げている中筋・牛萩２、

３、４に関しては、回転帯は設置されておったんでしょうか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 ２号、３号については回転帯を設置されております。４号につきまして

は奥行きの距離が短いので、回転帯は設置されてないと。恐らく、開発の段階でそういった

形の規定はきちんと守ってつくられていると考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 さきの議員からあったように、ここら辺の、町が開発業者から移管を受ける道路

に関しては、きちんとやっぱりしておかなくては、後ほど税金を投入しなければならないこ

とが生じてくるので、そこのところは課長、部長あたりでしっかりと厳格にお取り組みをさ

れるように申し上げておきたいと思います。 

 以上でございます。後ほどお知らせください。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 



－27－ 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 東初子でございます。よろしくお願いいたします。令和４年度上牧町一

般会計補正予算（第10回）について質問させていただきます、少しだけ。 

 説明書の15ページの一番上の片岡城復刻ＡＲ製作事業費４万4,000円のところのご説明を

お願いいたします。 

 一番下のところ、15ページのご当地ナンバープレート導入事業費の41万7,000円の減額のと

ころ、ここもお願いいたします。 

 17ページの個人番号カード関連事業費の事務用機器借上料のところの減額のご説明、121

万3,000円の説明をお願いいたします。 

 23ページの真ん中のところなんですけれども、消費者相談・保護費のところ、35万2,000

円、消耗品費なんですが、紙の折り込みではなくてファイルの作成に至ったというところの

ご説明をお願いいたします。 

 最後なんですが、23ページの都市計画総務費の委託料、都市計画図修正業務委託料907万

5,000円、ここをご説明お願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 順次答弁お願いします。 

 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、補正予算書14、15ページ、片岡城復刻ＡＲ作成事業費につい

てご説明させていただきます。 

 これにつきましては、今年度作成いたしました片岡城復刻ＡＲにつきまして、当初予算で

は委託料として161万7,000円の予算を計上しておりましたが、事業が完了したことによりま

して、157万3,000円ということに事業費が確定いたしましたので、４万4,000円を減額補正さ

せていただくものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ＡＲ製作が完成ということで、ということは、これは片

岡城のところで、例えばスマホをかざすと見られるというようなことを前にお聞きしたよう

に思うんですが、その辺の。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 現地に行っていただきましたら、２か所看板が設置されておるところが
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ございまして、そちらにＱＲコードがついておりまして、それにスマートフォンをかざして

いただいて、そのＱＲコードを読み取っていただきましたら、現地の案内の地図にかざして

いただいたら、ＡＲで画像が出てくるというようなことになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。そしたら２か所ＱＲコードを読み取れる場所があるとい

うことですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。片岡城につきましては、本当に上牧町のやっぱりメイン

の観光地といいますか、そういう形でＡＲで読み取れる形にされたのはすごく……。また、

それはそういう状況が見られるということですね。昔の状況といいますか、お城の様子とい

いますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 当時の景観を再現したといいますか、その場所に立っていただいたら、

片岡城の当時を再現したといいますか、そういった画像が出てくるというような形でござい

ます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。下牧のほうで、地元の方もすごく片岡城に関しましては

思い入れも多くお聞きするんですけれども、前に片岡城の旗、何か立っていたように、のぼ

りですかね。ということでおっしゃっていまして、最近はのぼりはもうないんですかという

ことでおっしゃっていたんですが、その辺はどうなんでしょう。そんなのは立っていなかっ

たですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今ご質問ののぼりなんですけれども、補正予算を計上させていただいて、

その後、のぼりが片岡城に設置されておるというのは私も確認しておるところでございます

けれども。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 ということは、片岡城のところにはのぼりはあるということですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 
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〇中本企画財政課長 はい、設置されていると。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 理解できました。そしたら、そういう形でＡＲが皆さんに、観光に来ら

れた方も見ていただけるということで理解できました。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 一般会計補正予算に関する説明書15ページ、総務費、総務管理費、町制50周

年記念事業費の説明欄の一番下でございます。ご当地ナンバープレート導入事業委託料の減

額補正についてご説明いたします。 

 41万7,000円の減額補正でございます。補正予算資料の歳出、ナンバー２でお出ししており

ます。当初予算作成時は、ご当地ナンバープレートの図案が未定であったため、図案の原画

作成料も計上しておりましたが、ゆりはちゃんを起用したことで、この原画作成料が不要に

なりましたので、減額補正を行うものです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。原画の作成料が不要になったということで、このゆりは

ちゃんの原画に関してはもう町のものなので、そこには費用はかからないという理解でよろ

しいでしょうか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ここの説明を見させていただきますと、ナンバープレー

トの交付率が、実は私もさせていただいたんですが、皆さん喜んでつけておられるのかなと

いうふうに思っていたんですけども、ちょっと率が少ないように感じるんですが、周知とか

その辺のことはどうだったんでしょうか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 ホームページにも掲載させていただいていますし、広報にも、11月号ですか

ね、出したんですけども、当初、交換希望という方で、初日はすごくたくさんの方に来てい

ただいたんですけども、もう最近、交換希望というのは落ち着いていまして、新規で登録に

来られる方には、ご当地ナンバーにしますか、文字のナンバーにしますかということでお聞
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きしているんですけど、大体半々ぐらいの感じになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 そうなんですね。半々ぐらいということで、これからこれというのはず

っとまだ残っていくというか、次にも使っていくという形で。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そうです、なくなるまで続けていきます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。せっかく作られたものですし、上牧町のかわいらしいゆ

りはちゃんのイラストもありますので、なるべく皆さんがつけて上牧町をにぎやかにという

か、走るときにそういう形をまた広めていただけたらなというふうに思います。ありがとう

ございます。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書17ページ、総務費、戸籍住民基本台帳費、個人番号カ

ード関連事業費の中の事務用機器借上料の減額理由につきましてご説明させていただきます。 

 まず、事務用機器借上料の減額につきましては、マイナンバー申請用端末の導入選定を今

年度行いました。その際に、基幹システムを共同利用しておりますＮＲ７の参加団体さんに

声をかけさせていただきまして、その中で川西町さんとうちで意見が合いましたので、共同

で調達をかけました。それによりまして、当初予算計上しておりました額よりも安く導入す

ることができたと、その差金分の減額を予算計上させてもらっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。川西町さんと共同で導入されたということで減額、121

万3,000円になったということですね。すごくいいアイデアだというふうに思います。 

 これなんですけれども、本当に個人番号カード、駆け込み作成とかそういうことですごく

ご苦労されたかと思うんですけれども、本町の個人番号カード、どのぐらい現在作成されて

いるんでしょうか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 個人番号カードの普及率といいますか、まず申請の率で言いますと、地

方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）さんの２月19日時点の数値であるんですけれど

も、申請率につきましては73.8％、交付につきましては、やはり駆け込みで28日までの申請
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分がポイント対象となりましたので、交付はまだ61.5％でとどまっております。ちなみにな

んですけれども、６月30日からポイント事業が始まっておるんですけれども、その時点では

申請は49.7％、交付率は43.7％ありましたので、やはり今回の合計２万ポイントのマイナポ

イント事業というのは、かなり交付促進につきまして拍車をかけたかなというふうに思って

おります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。その分、本当に窓口では大変な思いをされたかと思いま

す。感謝申し上げます。また引き続きお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、補正予算書22ページ、23ページの消費者行政推進費の中の消

費者相談・保護費35万2,000円でございます。これはどうしてクリアファイルにしたかという

ご質問でございますけれども、悪質商法の件数、全国的に増えております。その中で、クリ

アファイルにすることによって長く保存していただける、そういうような考え方で今回、ク

リアファイルにさせていただきました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 そうですね。やはり紙だけですと、どうしても広報と一緒に捨ててしま

うという言い方はあれですけど、ファイルにされると、それだけ取り出してという形もあっ

て、また、悪徳商法とかそういうことに関しての意識も向くかなというふうに思います。 

 町内で消費者相談と申しますか、そういうのは現在増えているんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 いろんな事例がございますけれども、一応、今のところ圧倒的にやはり

多いのは、通信販売に関するものが一番多うございます。今のところ、急激に１年間の相談

件数が例年より増えているというものは、目立ったものはございませんけれども、事案とし

ましては、通信販売に関するものが多いということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。急激には増えていないということで、やはり通信販売と

いうのは、物が手に取って見られるわけではないので、いざ届くと粗悪なものだったとかと

いう相談内容になるんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 
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〇髙木秘書人事課長 そういったものもございますし、一例を申し上げますと、定期購入とい

う形で、１回でいいのが長期的な定期購入みたいな形になっているということで、それの違

いという形で、ご相談に来られるケースが多いです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく理解できました。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

 じゃ、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 予算書23ページの上牧町都市計画図修正委託料についてご説明い

たします。 

 今回、本町の都市計画図でございますが、平成28年度に作成しましてから７年経過してお

りまして、その部分の用途地域図であったり都市計画図を修正して更新するための費用を今

回計上いたしております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これはデジタル田園都市国家構想交付金という形を活用

ということでよろしいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今回、この修正業務をするに当たりまして、費用がかなりかさむ

ということで、何か補助を活用するものがないかということで、令和４年度第２次補正予算

において、国のほうでデジタル田園都市国家構想交付金というのが設立されましたので、そ

の交付金を活用して、今回、都市計画図の作成と、またそれに関しまして、今後、住民の方

に周知できるような都市計画図、用途地域図をデジタル化しまして、そのデータを住民の方

に公開する前提で、そういった交付金を充てていただけるということで、都市計画図並びに

そういったインターネットでも閲覧できるシステムを構築して、業務のほうを進めてまいり

たいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これは例えばですけれども、ハザードマップですとか、

防災に関することとかも含まれるんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員おっしゃっているその部分につきましては、今後、担当
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部署とコンテンツというのを設けまして、そちらのほうにもエントリーしていただけるよう

に周知のほうをしながら、そういったハザードマップであったり、当課でありました都市計

画図、また、ため池等の洪水ハザードマップ等、そういったものも構築しながら、住民の方々

であったり一般の方にも幅広く閲覧していただけるようなシステムのほうを構築してまいり

ます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。そしたら、この説明を見ますと、住民サービスの向

上を図り、窓口への来庁者数減少と職員、町民の接触の減少、また窓口対応業務の負担軽減

につながっていく、コロナウイルス対策もですけれども、そういう形になっているんですが、

実際に窓口という形になりますと、この場合はどういう形になるんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 当課の窓口に来られる部分については、事業者の方でも用途地域

図であったり、上牧町の都市計画の用途であったり、そういったものを窓口で、住民の方は

なかなか用途地域図等は、そういうのは閲覧には来られないんですけども、ここ近年、事業

者さんのほうから、上牧町において用途地域図であったり、用途のそういったものを事前に

調べるために、インターネット等で閲覧できるような、そういったお話もちょっと頂戴して

おりますので、今回、都市計画図を更新するに当たりまして、こういった交付金を使いなが

ら、便利になるような形で事業のほうを進めてまいりたいというふうに考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。事業者さんとか都市計画に関する方がもうそのまま

パソコンで見られるというような、上牧町の様子を。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員おっしゃっているように、事前に見られるような環境を

つくって、行っていきたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。最後に１つだけなんですけど、ＡＳＰ利用料ということ

で、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒかと思うんですが、これ、

２年間の保守料というふうになっているんですけれども、今後も２年ごとの保守ということ

になるんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 
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〇金﨑まちづくり推進課長 ２年間は今の費用で組んでおるんですけども、３年目につきまし

ては、毎年ランニングコストといいますか、そういった費用はかかってくることになると思

います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。 

 以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は午後13時。 

    休憩 午前１１時５８分 

    再開 午後 １時００分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 その前に、午前中、木内委員から質疑のあったことに関して、建設環境課からお答えがあ

るようなので、発言してもらいます。 

 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 先ほど木内議員のほうからご質問のございました牛萩という名称でござ

いますが、確認したところ、過去に、この地域で一部、小字で牛萩という地区がございまし

た。そこを接続するという形で中筋・牛萩線という町道がございまして、そこに接する道路

という形で、今回、中筋・牛萩、２号から４号までという名称を設定させていただいた次第

でございます。 

〇上村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、引き続き質疑のほうを続けていきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 遠山です。昼からも引き続きよろしくお願いします。議第18号 令和４年度上牧

町一般会計補正予算（第10回）につきまして、できるだけ具体的に通告をまず申し上げたい

と思いますので、順次答弁をお願いしたいと思います。 

 議案説明書の９ページのところです。真ん中より少し下で、寄附によるまちづくり条例に

基づく寄附ということで526万9,000円計上されています。タブレットでは資料11番で頂いて

いますけれども、詳しい資料を頂いているんですが、この中で今回寄附をしていただいた方、

もし分かれば、大口の方だけでも結構なんですけども、言える範囲、分かる範囲での情報を

教えていただきたいと思います。どういった方から寄附があったのかということですね。 
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 そして２点目が、寄附のほうが少しずつ増えてきているというふうに思っています。これ

につきまして、今までの取組の成果であるかなというふうに思います。これは本来でしたら

次の予算委員会で審議をされることかもしれませんが、この辺りの今後の取組について少し

伺いたいと思います。 

 続きまして、12ページ、13ページ、歳出のほうになります。説明欄でお話しをします。下

から太字の３つ目、出会い・結婚・子育て応援事業、こども未来課のところで、財源内訳補

正と入っています。財源が補正されている、この内容についての説明をお願いします。 

 続きまして、14ページ、15ページです。右側の説明欄上から２つ目、上牧魅力発信発掘推

進事業費、企画財政課さん。こちらについても同じです。財源内訳補正、こちらについての

説明をお願いします。 

 その下、タクシー事業者燃油価格高騰対策支援事業費、まちづくり推進課さん。財源内訳

補正とあります。こちらについても同様の説明をお願いします。 

 この説明欄の一番下、クーポン券発行事業費、企画財政課さん。こちらも財源内訳補正が

ありますので、こちらの説明をお願いします。課が入れ替わると思うんですけども、企画財

政課さんであればまとめてぽんと一遍に説明していただいて結構かなと思います。 

 続きまして、18ページ、19ページです。右側の説明欄の真ん中より下、障害福祉費のとこ

ろの障害者総合支援事業費福祉加算で、障害児施設給付費が1,699万2,000円の減額補正とな

っています。歳出のタブレット６番で詳しい説明を頂いていますけれども、利用者数が減と

なった理由についての説明をお願いします。 

 続きまして、22ページ、23ページです。説明欄の太字、下から２つ目、都市計画総務費、

まちづくり推進課さん。先ほど東委員からも詳しい質疑を頂いたところですけども、こちら

については907万5,000円ということで、都市計画図を修正する業務の委託ということで、７

年間していなかったということで、今回するということなんですが、ここはそもそも論で、

なぜ今回の補正で上げたのか、なぜ当初ではなかったのか、この辺りについて伺いたいとい

うふうに思います。 

 それと、タブレットのほうで、資料19で詳しく頂いているこの予算根拠の中の表のコンテ

ンツ追加のところですけども、単価と小計が少しずれているのは、これは数量が0.6なのか、

それとも値引きによってなのか、それとも打ち間違い、この辺りについての説明をお願いし

たいと思います。 

 続きまして、26ページ、27ページ、最後になります。財政調整基金費ということで、今回、
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基金残高が、私の記憶では久しぶりに10億を超えたと思っています。今までのコロナ禍やら

いろいろな事業の中で、基金がだんだん減って８億台になっていたんですけども、今回久し

ぶりに10億を突破したというふうに思っています。これも本来でしたら予算委員会で議論さ

れることかなというふうに思うんですけども、基金の積立ての目安といいますか、めどとい

いますか、今後の活用方法などを教えていただきたいというふうに思います。 

 ぱぱっとしゃべりましたけども、以上です。順次答弁お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、補正予算書８、９ページ、寄附によるまちづくり条例に基づ

く寄附金についてでございます。 

 まず、委員お尋ねの寄附者についてご回答させていただきます。まず、返礼品の伴わない

寄附につきまして、４件の寄附を頂いております。そのうち２件が法人の方からの寄附を頂

いておりまして、まず１つ目、片岡台幼稚園さんですね。こちらから100万円の寄附を頂いて

おります。それともう１件、法人なんですけれども、井上重量さん。こちらから30万円の寄

附を頂いております。それとあと２件なんですけれども、１件は町内の個人の方からでござ

いまして、１万円の寄附を頂いておるところです。もう１件が町外の方でございまして、こ

の方から10万円の寄附を頂いておるところでございます。この個人さん２名の方につきまし

ては、住所とか名前とかの公表は控えてくださいという申出がございましたので、町内の個

人の方からと町外の個人の方から、それぞれ寄附を頂いておるというところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございました。詳しいご説明を頂きました。２つの法人、そして町内

外から個人１名ずつ大きな寄附を頂いたと。この寄附につきましては、大きい少ないという

額では決してなくて、していただいたという気持ちがすごいありがたいお話で、匿名希望と

いう方も重々気持ちも分かりますし、ただ、やはり寄附していただいたということで、何ら

かの形で、私たち議会としてもお礼を申し上げなければいけないと思っていますので、今回

この場で取り上げさせていただきました。本当に寄附を頂いた皆様にはお礼を申し上げたい

と思います。ありがとうございます。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今後、寄附によるまちづくり条例に基づく寄附金の今後についてという

ことなんですけれども、今年度より返礼品を伴うふるさと納税制度というのを開始させてい
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ただきました。これによる寄附が291件、今現在ございます。この返礼品を伴う寄附を開始し

たことによりまして、これまでよりも寄附者及び寄附の金額が増額してきておりますので、

来年度も引き続き、このふるさと納税の制度を活用いたしました事業を展開してまいりたい

というふうに考えております。 

 今、委託業者につきましては、さとふるさんというところに委託させていただいておるん

ですけれども、その１件だけではなくて、また違うといいますか、追加で新たな事業所にも

お願いさせていただこうかというふうに考えております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 詳しい説明、ありがとうございます。このふるさと納税制度につきましては、こ

こ数年で上牧町が大きく方針を転換した事業だというふうに私は思っています。今までは、

積極的ではないという言い方は語弊がありますけども、取り合いはよくないという精神の下

でしていたんですけれども、今回、上牧町でも商工会なども頑張っていただいて、いろんな

返礼品ができたということで設けたと。そうしましたら、今回、補正で上がってきたのが、

返礼品ありの件数が291件、そして額にして486万9,000円ということで、この寄附を頂いたと

いうことは大変有意義な事業だと思っていますので、今後も引き続き取り組んでいただきた

いと思います。 

 あわせて、以前からふるさと納税制度のときに私がお話しをしていた逆のやつですね。ふ

るさと納税をしないでほしいという取組があったと思います。ほかのところ、上牧町の方は

上牧町に納税をしてほしいという取組も引き続きしていただきたいと思いますが、その辺り

もお願いできますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 上牧町の人がほかの自治体といいますか、そちらのほうにふるさと納税

をしないでというような形の取組をさせていただくに当たりまして、これ、上牧町のほうで

も返礼品をある程度充実させていかなければいけないというふうなことを考えておりまして、

上牧町のほうでも返礼品、特に今回、291件の中で、結構もう品切れといいますか、そういう

ふうに出るものもございまして、例えばイチゴであったりというのは非常に好調でございま

して、その辺についても今後、来年度に向けて増産といいますか数を増やしていきたいとい

うようなことも、事業所さんのほうもおっしゃっていただいておりますし、また新たな商品

の開発の取組についても、来年度も引き続き努めていきたいというふうに考えております。 

〇上村委員長 遠山委員。 
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〇遠山委員 新しい事業をすると、そういういろいろな追加での業務等もあると思いますし、

先ほどふるさと納税をしない取組というのはマッチポンプみたいな話で、ふるさと納税をし

てくださいと一方で言いながら、うちはしないでくださいというのはすごい矛盾する、大変

難しい問題だと思いますけれども、その辺りはうまく調整をし合いながら、税務課さんとも

協議をしていただいて、原課としても頑張っていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 13ページの出会い・結婚・子育て応援事業費の財源内訳補正について

というところでございます。こちらのほうは、当初、地方創生臨時交付金を利用しまして、

コロナ対策といたしましてＺｏｏｍの活用を考慮いたしておりましたが、対面での実施に変

更したことにより、こちらのほうを一般財源に振り替えたというところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 なるほど、よく分かりました。もう一度お願いします。何を対面に切り替えたん

でしょうか。 

〇寺口こども未来課長 オンライン形式で、Ｚｏｏｍにて利用させていただこうと思っていた

んですけれども、Ｚｏｏｍを取りやめて、対面方式で実際に、感染対策をしながら実施しま

したので、こちらのほうの活用をしなかったというところで、財源の振替をさせていただい

たところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 よく分かりました。今、Ｚｏｏｍをやめて対面でしたというのは、この結婚の相

談事業のお話でしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、結婚相談とか、それからイベントにおきましても、Ｚｏｏｍで

はなくて対面式、本人に来ていただいてという形になったので、そのようにさせていただき

ました。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございました。これにつきましては、ＮＰＯ法人赤い糸さんのほうの

協力を頂きながら結婚相談事業をしていただいているというところで、一番人と会っちゃい

けないというコロナの中で、人と会わないと結婚はできないという中で、大変ご苦労をここ
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二、三年、赤い糸さん、されたと思いますけど、今の話を聞きまして、Ｚｏｏｍではなくて

対面でもいろいろな事業ができているということで、これも恐らく赤い糸さんの大変な努力

ではないかなと思うんですけど、少し関連で申し訳ないですが、今、赤い糸さんの事業の中

で何か進捗といいますか、成婚がまた増えたとか、そのような話というのは聞かれています

か。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 まだ成婚には至ってないんですけれども、カップル数、今現在、進行

中のカップルが６組から７組ほどいらっしゃいまして、それから、その中でも、もうご両親

にご紹介を行っているという組も２組ほどあると聞いておりますので、いい結果というか報

告がまた早いうちにできたらいいかなとは思っております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。今、私、本当に申し上げたとおり、人に会っちゃいけな

いウイルスというのが蔓延している中で、人と会う事業を推進しているこの赤い糸さんの努

力というのは並々ならぬものがあると思いまして、その中で、そういう形で一定の成果を徐々

に、こういうのは成果と言っていいかどうかってすごい難しいと思うんですけども、その辺

りは町としても全力的なサポートをしていただいてやっていただけるということは大変あり

がたく思っていますので、これからも事業推進、進めていただきたいと思います。ありがと

うございました。 

 以上です。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そしたら、補正予算書14、15ページ、上牧魅力発信発掘推進事業費の財

源振替についてでございます。こちらにつきましては、ふるさと納税の返礼品の経費に対し

まして、ふるさと納税制度を拡充したことにより、財源振替を行ったものでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 分かりました。もう少し具体的に教えていただいてもいいですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 ふるさと納税の返礼品につきましては、経費が発生してまいりますので、

その必要経費分、これにつきまして、今回の、先ほどのふるさと納税のところで入があった

と思うんですけれども、それの２分の１を経費として活用させていただきますので、それで
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財源振替を行っておるというところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 分かりました。では、この左側の補正額の財源内訳の表の部分があると思うんで

すけど、このどの部分が今回の財源補正に該当しているのか教えていただけますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 この125万円の分ですね。それについて、資料のほうを提出させていただ

きまして、歳入の資料ナンバー７－１及び７－２で提出させていただいておりますので、ご

参照いただければと思います。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ７－２を見たらすごい分かりやすい、多分そういうイメージだと思いますけれど

も、この表で言いますと1,250万円の特定財源、その他で追加になって、国・県支出金と一般

財源のほうで125万マイナスになっていると。これが寄附によるまちづくり条例に基づく寄附

による財源振替、そういう認識でよろしいですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございました。次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 まちづくり推進課のタクシー事業者燃料価格高騰対策事業費の財

源内訳につきましては、特別交付税の対象となることが判明したことにより、一般財源に財

源振替を行っております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 もう一度、申し訳ないですけども。特定財源から一般財源に54万円で振り替えら

れていると思うんですけど、もう一度説明、私が聞き漏らしたと思うので、お願いできます

か。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 先ほどまちづくり推進課長のほうから説明があったんですけれども、こ

の54万円につきましては、特別交付税のほうで、この経費について対象となることが判明い

たしましたので、この54万円につきまして財源振替を行ったというようなことでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 
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〇遠山委員 ありがとうございます。タブレットの資料、７－２の米印の２のところですよね。

ここの記載って、そういう説明でよろしかったですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 もう見たら分かるやないかってあるかもしれないですけど、一応こういう形で聞

くことも大事だと思っていたので、聞かせてもらいました。ありがとうございます。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そしたら、次にクーポン券発行事業費の財源内訳でございます。この財

源内訳といたしましては、先ほどの財源内訳の費用、そちらのほうを財源振替させていただ

きまして、クーポン券の事業のほうに全部寄せさせていただいたと申しますか、そこに固め

させていただいて、財源振替をさせていただいておるというような形になっております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 この表現の仕方、すごい難しいと思うんですけど、先ほど言いました、例えばタ

クシー事業とかその辺りにつきましては特別交付金の対象となったので、一般財源にしても

対象になるからそっちに振り替えたと。その分、余ったって言ったら語弊がありますけども、

クーポン券の事業に繰り替えたというのが、私たちは分かりますけど、住民の方にとって、

ぱっと見ると、「何で今まで補助金対象だったのを一般財源にしたんだ」」「いや、それは特別

交付金の対象になったからだよ」というのがなかなか、知らない方はリンクできないんです

よ。なので、それを説明すれば分かると思っていて。今回、それの余った分といいますか、

その分につきましては全てクーポン事業のほうで充当することができたので、より一般財源

としては有利な活用をした、そういうまとめという形でよろしいですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。今、財源内訳、補正、まとめてお話しをさせてもらいま

したけども、イメージはそういうことだと思いますので、理解をしました。ありがとうござ

います。 

 次、お願いします。 
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〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 19ページ、障害者支援事業費、障害児施設給付費の利用者減となった理由で

ございます。資料といたしましては、歳出のナンバー６でございます。いろんな要素がある

と思うんですけれども、新型コロナウイルス感染症によって通所を控えている部分というの

もあると考えております。また、一番減少している部分といたしましては児童発達支援、こ

ちらのほうが、平成30年度の利用者が13名、令和元年度20名、令和２年度25名、令和３年度

27名、どんどん利用者が増えておりまして、令和３年度につきましては、予算として29名分

を見込みましたが、コロナの関係か22名の利用ということでございましたので、大幅な減額

補正とさせていただいたところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 詳しい説明、ありがとうございます。タブレットの資料を基に詳しく説明いただ

いたんですが、この障害児施設給付費というのは大変難しいって言ったら語弊があるんです

けど、じゃ、利用者がじゃんじゃん増えたらうれしいのかといったら、うまく言えない、そ

ういう事業でも正直ないと思います。ただ、利用者数が減った理由が何なのかということで、

施設を利用する必要がなくなった、この減はうれしいと言ったら語弊がありますけども、認

められることなんですけども、コロナによってというのが今回、ここにやっぱり大きな影響

といいますか、波紋といいますか、この１年でそこにコロナによって通えなかった子どもた

ち、児童の方たちが来年以降どうなるのかということが、今後のウィズコロナ、アフターコ

ロナ、大きな問題といいますか、課題になると思うんですね。今後、コロナが、来週からマ

スクも自由化になったりという中で、本来、来たいけども来られなくなってしまった一定数

の方たちを取り戻すといいますか、安心して来ていただけるような取組とか周知というのは

どのように考えていますか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 事業所につきましても、感染症対策をしながら実施していただいております

ので、利用申請があったときにはその旨、このような形で施設も感染症対策をしながら、ま

た、児童発達支援でしたら、小さな子どもがこの訓練を受けることによって、運動能力の向

上であったり、言葉の発声の仕方を学んだりという大切な部分でございますので、利用者が

利用したいとニーズの申請を上げていただいたときに、やはり施設のほうもこういう感染症

対策をしながら実施していただけるので、子どもさんのためにはこういうのを利用して、能

力の向上を図っていただきたいとは考えているところでございます。 
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〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ぜひお願いします。このコロナ禍の中で、介護事業所様とか、あと老健の方とか、

本当に努力されていると思うんですよ。なので、そこが感染症対策をしていないわけでは決

してなくて、万全な対策をしていても、どうしてもクラスターが発生してしまったり、そう

いうおそれがあるから行かなくなってしまったという方がいらっしゃると思うのでね。その

辺りは本当に官民連携となって、町としてもしっかり対策を講じているから安心して来てく

ださいと。特に今、課長がおっしゃったとおり、幼少期の訓練ってすごい大事で、この年に

やったから大人になってというか成長した過程で補えたってあると思うんですけど、このコ

ロナでそれができないということが本当に口惜しくて、その辺りも引き続き官民連携となっ

て頑張っていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 事業所と共に行政のほうもしっかりと頑張っていきたいと考えております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 23ページ、都市計画総務費の都市計画図修正業務委託料でござい

ます。質問の内容でございます。なぜ補正予算を上げたかという説明でございます。 

 今回、国による令和４年度第２次補正が行われまして、その際にデジタル田園都市国家構

想交付金が設立されました。そのデジタル田園都市を活用して、今回、年度を合わせる必要

性があることから、令和４年度上牧町第10回の補正に計上したというところでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 私、先ほどの東委員の質問のときに聞いていた内容というのが、今回、７年間し

ていなかった都市計画の修正業務というのをやらなければいけないと。いろいろ調べたら、

デジタル田園都市国家構想交付金というのがあるからこれを利用したという、順序が僕、逆

だって、さっきの説明の認識だったんです。今のお話を聞くと、この交付金があるから、こ

れを利用して、これを機に修正をしようというふうにしたという、どちらが正しいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 修正しようとしたときにデジタル田園都市国家構想交付金という

のが受けられるということで、今回、補助金の申請を行いました。 
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〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ということは、都市計画図修正業務委託料というのを、例えば今年度中に事業を

推進しなければこの交付金が受けられないと。例えば来年度の当初予算とか、次年度とかで、

ちゃんとした事業として土地計画図を修正するんだと、900万ぐらいの事業なので。というの

だったら交付金を受けられない、そういう認識ですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今年度にこの補正予算を計上しまして、令和５年度に繰り越して、

事業のほうは令和５年度で進めていくという計画でございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 もちろんそうでしょうね。この３月でこれが終わるわけがないので、繰越し事業

になると思うんですけども、うまく言えないんですけど、この都市計画図の修正業務という

のは大変大事な業務だとも思いますし、ましてや今回、事業概要の中でデジタル化であると

か、プラットフォーム化をするという中での大変重要な事業なんですけども、何となくぱっ

と遣いではないですけど、ずっとやらなければいけなかった事業だけれども、今この交付金

があったから、よし、これをやってしまえというように聞こえてしまうんですけども、そう

ではなくて、きっちりとした、順番立ててといいますか、そういう認識でよろしいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員おっしゃっているとおりでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 それであれば、この事業概要にもありますとおり、有効な事業として様々な期待、

いろいろ書いてありますので、やっていただきたいと思います。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今回こういう交付金を使って整備いたしますので、住民の方々の

利便性であったり、その辺をきっちりと事業のほうとして取り組んでいきたいと考えており

ます。 

〇遠山委員 お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 続いて、まず最初に、ナンバー19番の資料でございますが、今確

認しまして、単価の部分でございますが、コンテンツ追加の記載の部分でございますが、こ
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ちらのほうに誤記がありまして、本来、ここに入る数字につきましては右側の小計、181万

5,000円が入るところ、299万2,000円という形で誤っておりましたので、この場で訂正させて

いただきます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 分かりました。これも僕、事前に言えていたら事前にお知らせしたのに、この場

で言って申し訳なかったですけども、今、内容は分かりましたので、後日でもいいので、こ

れ、差し替えの資料だけしていただきたいと思います。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その辺については今後注意しまして、先ほど委員おっしゃってい

るように資料の差し替えのほうをさせていただきますので、大変申し訳ございませんでした。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございました。次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そしたら、補正予算書26、27ページ、財政調整基金についてでございま

す。 

 まず、この財政調整基金の残高の考え方についてでございます。財政調整基金の残高の考

え方といたしましては、一般的に標準財政規模の10％から20％が適切と言われております。

令和４年度における上牧町の標準財政規模はおよそ52億円となっておりますので、実質収支

を補正する９月のタイミングで約５億から10億円程度基金があれば適正な残高であるという

ふうに考えております。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 そうですね。ほかの市町村と比べるわけじゃないですけど、財政調整基金がもう

なくなってしまったというようなニュースもある自治体もある中で、上牧町、粛々と基金を

積み立てていただいて、このぐらいになっているというのはありがたいかなというふうに思

います。 

 今後、この基金につきまして、何か事業といいますか、使用・活用方針などがありました

らお知らせいただけますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今後につきましては、大きな事業で山辺・県北西部広域環境衛生組合の

建設費や、また中学校の再編成等により多額の財源を要する見込みとなっておりますけれど
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も、財政当局といたしましては、財政調整基金の水準を一定に維持しつつも、住民さんにと

って必要な事業があれば、基金を取り崩してでも行っていくというようなことで考えており

ます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ぜひお願いします。個人的な話で恐縮ですが、私すごい貯金が苦手で、すぐ使っ

てしまうんですけど。貯金があれば全ていいわけではないと思っていまして、町におきまし

ても、貯金は必要なときにはするべきかと思いますけども、必要なときに応じてしっかり使

っていただく、そのような取組をこれからも進めていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 私のほうからは以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 それでは、木内利雄でございますが、補正予算について、何点かにわたり質問を

させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず最初に通告を申し上げます。繰越明許費が書かれておる８ページでございます。８ペ

ージの第２表、繰越明許費というのがございまして、その一番上のところに電気自動車整備

事業というのがございまして、金額が935万円と記述されているところでございます。これは

さきの２月21日の議員懇談会でも若干触れさせていただいたところでございますが、まずこ

の工期変更理由、つまり繰越明許等に掲載しなければならなかった理由についてお伺いをし

たいと思うところでございます。 

 次に、ずっと飛びまして、説明書の17ページ。さきの議員からもございましたが、説明欄

に書かれております個人番号カード関連事業費というのがございまして、先ほどの回答では、

２月19日現在で申請件数が73.8％、数字が間違っておれば後で訂正してくださいね。交付率

が61.5％という答弁があったところでございます。そこで、このことは確認はできたんです

が、申請が73.8％、交付が61.5％なんですが、今後はこれに対して、町としてはこの数字を

上げるためにどのような取組をされているのか、まずお伺いをしたいと思います。 

 この件に関するもう１点は、特に高齢者の方かもわかりませんが、交付に来られたときの

課題、問題点などはどのようなことがあったのか、また、それをどのように解決をされたの

かについてお伺いしたいと思います。 

 これについての３点目でございますが、健康保険証にも代わってやれるということであっ
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たんですが、私が行っている病院で、ちょっと前までは全然反応しないんです、機械に入れ

たって。病院の取扱いが悪いのかどうか分かりませんが、取りあえず健康保険証を出してく

ださいということで、健康保険証を出して。それから何か月かしたら、もう一遍試してみよ

うやということで、その病院で試したら、いけるようになりました。歯医者も行っているん

ですが、そこの歯医者は、つい最近はもうスムーズに個人番号カードでいけるようになりま

した。よって、町のほうで調査をなさっているのかどうか分かりませんが、いわゆる診療助

及び病院、また歯科医院等々において、全てのところでこの個人番号カードの読み取り機を

きちんとセットされているのかどうか、ご存じであればそこのところをお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、説明書のところで申し上げます。23ページのところで、団体営農地防災事業費、ま

ちづくり推進課がやられている2,900万についてお伺いするわけですが、これ、私の見る限り、

７か所のため池、地図が出ていなかったと思うんですよね。もしあれでしたら、地図を今日

もしくは後日にお示しいただいたらありがたいなと思います。 

 そこで、そのことをまず最初にお願いしておくと同時に、今回は2,900万で井戸ヶ尻上池と

尾平下池をやるということでございますが、ここの事業概要のところに示されているように、

令和12年度までに集中的に防災重点のため池の整備を図ることとなっているということでご

ざいますので、この12年間でどのように取組をされるのか、まずお伺いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 それでは、順次答弁のほうをよろしくお願いします。 

 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、補正予算書８ページの繰越明許費の中の部分でございます。電気

自動車整備事業の繰越しになった理由でございますが、電気自動車整備につきましては、再

生可能エネルギーの利活用に効果的といたしまして、電気自動車や、車両と表裏一体にござ

います電気スタンドの整備を進めておりました。併せて、補助金についても予算の議決後、

補助金申請の手続を進めておりましたが、国の補助金の予算枠を超えたため、補助金申請の

受付が終了したことが判明いたしまして、補助金の申請ができず、令和４年度補助金につい

ては未交付となったところでございます。この分につきまして、今後につきましては国の閣

議決定されました補正予算を活用したいという考えを持っておりまして、今回、事業につき

ましては繰越明許をしたというふうな部分でございます。 

〇上村委員長 木内委員。 
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〇木内委員 今、課長が答弁なさったんですが、国の補助金の予算枠を超えたため、交付申請

の受付が終了したことが判明、補助金の申請ができず、令和４年度補助金は未交付となりま

した。これは予知できなかったんですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 予知といいますか、補助金枠があることは確認は取れていたところではござ

いますが、少し事務を進めていく中で、考えていたよりは申請数が多くて、予算枠は超えた

というふうな部分でございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 これ、予算に一遍載せたわけですから、補助金が交付されるという認識があって、

当然、予算化されたわけでしょう。そういうのは担当者、どなたか、あなたかどうかは知り

ませんが、これは事務力というか、そこら辺の技術的な問題があるんじゃないですか。だか

ら、同様なことが、私の記憶が間違いなければあれですけども、建設環境課が担当やったか

な、ベンチの上屋の問題。補助金が取れなかったからということであったと思いますけど、

同様じゃないですか、これも。いかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 委員おっしゃるとおりでございます。今回、令和４年度の補助金未交付、申

請ができなかったことにつきましては、私が事務の進捗状況、確認が不足したという部分も

ございまして、私の能力不足というところで起こったことだというふうに思っております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 これ、いわゆる国への補助金の手続をあとどの程度早めてやっておれば予算の確

保ができたの。どのように認識なさっていますか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この補助金申請に必要な工事内容のデータ情報というのがございます。この

データ情報につきましては、工事締結業者に依頼させていただいてデータを、申請内容を入

力させていただいて進めていくという部分がございました。少しその部分が遅れたのかなと

いうふうに感じているところでございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 スムーズに手続をした市町村、自治体は一定の補助金を確保しているわけです。

だから、手間取っているからこういうことになる。先ほど申し上げたように、ベンチの上屋

のこともそうだと思うんです。これは副町長、ちょっとお答えいただきたいんですが、こん
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なことがやっぱりあってはいけないです。いかがお考えですか。 

〇上村委員長 副町長。 

〇阪本副町長 今、木内議員おっしゃったように、建設環境課の前回の上屋の問題等もありま

した。今回、この電気自動車の設備に関しましても、今ご指摘いただいたとおりかなという

ふうには考えております。今後、町長も先ほどおっしゃっていましたように、やはりこの危

機管理というのが一番大事になってくるのかなというふうには考えております。危機管理も

そうなんですけど、やっぱり職員の意識改革をしっかりしていかないと、こういうミスが何

回でも起こってしまうというふうな形になりますので、今後につきましてはそのようなこと

のないような形で、職員に対して危機管理及び意識改革のほうを進めていきたいというふう

に考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 そういう仕事をやっぱり主にやられるのは副町長ですから、しっかりとお取り組

みを頂いて、二度とこういった凡ミスがないようにしていただきたい。よろしいですか。 

〇上村委員長 副町長。 

〇阪本副町長 今後そのような形で進めていきたいというふうに考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 そこで、今の話もそうですけど、議第37号、今回提出されている服部台明星線道

路整備工事（その２）請負変更契約の締結、このことも以前にも申し上げたところなんです。

時間にもコストがあるんですよ。今申し上げた議第37号 服部台明星線道路整備工事（その

２）請負変更契約の締結についてもそうですし、今言っている電気自動車購入事業の工期延

長についてもそうなんです。だから、時間にもコストがあるという認識をもっと持っていた

だきたい。今言うている道路に関しては、約半年間ぐらい延びたと思うんですけど、半年間

延びたために税金を、１億何ぼか、ちょっと金額を忘れましたが、投入したにもかかわらず、

本来ならば３月末ぐらい、４月１日から供用開始で、住民は利便性を享受できるわけです。

そうでしょう。同じ税金を突っ込んでいるのに、こういうがために半年間ずらされて、住民

は便利さを享受できない。今回のこの電気自動車の件もそうです、全く一緒。だから、時間

にはコストがあるんだというのをきちんと職員の皆さんも考えていただいて、税金を投入し

て、いっときも早く住民の皆さんにいろんな、電気自動車だったら電気自動車の件、道路や

ったら道路が使えるようになる、こういったことをスムーズに提供する。だから、時間には

コストがあるんだということをきちんと皆さん方も隅々まで、職員の隅々までが認識をいた
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だきたいと思いますが、よろしいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今後また危機管理をしっかり持ちながら進めたいというふうに考えていると

ころでございます。 

〇木内委員 ここは結構です。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書17ページ、個人番号カード関連事業費につきまして、

先ほど、東委員の質問にもお答えさせていただきましたように、令和５年２月19日時点で、

申請率が73.8％、交付率が61.5％、この数字がございます。それに関して、今後の取組につ

いて説明させていただきます。 

 マイナポイント第２弾、合計２万円というのがありましたけれども、そちらの最終の申請、

マイナンバーカードの申請の締め日は２月28日となっておりました。最終の１週間、本当に

窓口も混み合っておりましたので、実際に申請数につきましてはまだこれよりもさらに伸び

てくるかなと。それで、マイナンバーカードを作るのも、申請されてからやっぱり１か月ぐ

らい、現状、国ではかかっております。ですので、交付がまだ追いついてないというような

状況でございます。ですので、カードの申請自体は終わっておるんですけれども、ポイント

の申請期限が令和５年５月末となっておりますので、それまでの間は上牧町役場住民保険課

窓口でもカードを受け取りに来られて、その後、ポイントの申請について、また協力をお願

いしますというか、教えてくださいというようなお話があれば、一緒にまた申請のお手伝い

をさせていただこうというように考えております。 

 そうしまして、木内委員のほうでご心配いただいております、それ以降、これが70何％に

なるかまだ分からないですけども、やっぱり100％まではまだまだ数字もありますので、私ど

も、今後はどういう取組をするか考えておるんですけれども、一応、今年度、ペガサスフェ

スタ、11月３日に復活しまして、それでブースを作りまして、マイナンバーカードの申請の

出張受付というのをやらせていただきました。当日、広報とかにも出させてもらって、二十

数名が申請に来られたんですけれども、やはり今後、ポイント自体はなくなってしまうんで

すけれども、マイナンバーカード自体が税の申告であったり、先ほどの保険証の代わりであ

ったり、社会インフラとして必須なものとなってきておりますので、任意ではあるんですけ

ども、ぜひとも持っていただかないといけないと、そう考えておりますので、今後そういう

ようなポイントはないんやけども、出張受付であったり、企業さんとの協力であったり、そ
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ういった取組を窓口が落ち着きました後、研究させていただきまして、住民様には提供して

いきたいなと考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 今のところは了解しました。それで、窓口に来て申請とか等々に関して、どうい

う問題があって、それはどういうふうに解決を図ったのかについて、次、お伺いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 先ほども申しましたように、６月30日から２月末日までというのは、本

当に役場１階窓口、もう実際に順番待ちをされまして、ロビーにも人があふれるというよう

な状況もまま見られたんですけれども、やはりその中で問題点といいますか、単純に住民票

を取りに来ただけやとか、引っ越しの異動届やとか、そういうようなことで来られた方にも、

大なり小なり影響はあったかなと。マイナンバーも、普通であれば申請だけやとそんなに時

間はかかりません。交付の手続でもそんなに時間はかかりませんけれども、ポイントの申請

のお手伝いというのが、電子マネーというのをご理解いただくところから始まるので、非常

に時間も取られましたし、やっぱり仲よくご夫婦で来られるのはほほえましいことではある

んですけれども、そうなったらまたお二人のスマホを見ながら倍の時間がかかったりとか、

そういうようなことが実際には起きました。その中で、私どもの対処としましては、やはり

申請の窓口とマイナポイントの窓口を切り分けるとか、なるべく市民課のほうでも、普通の

異動届であったり、戸籍の届出に対応できる正職員が２名ないし３名は課に残るような形で

分散しながら業務を執り行ったような状況でございました。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 言ったように、私も役場に来ると、住民課の前辺りにはたくさんの方がおられて、

「もう長いこと待ってんねん」という感じの方々が何名かおられるのを常々拝見しておった

ところでございます。職員の皆さん方には大変ご苦労をかけたかと思いますけど、また知恵

を絞って、忙しくなってきたときには、ほかから応援できるような体制を庁舎内で組んでい

ただけたらよろしいかなと思います。大変ご苦労をかけますが、しっかりとお取り組みをさ

れるように申し上げておきたいなと思います。ここまで了解しました。 

 ３点目の、これは外部の問題ですけど、診療所、病院、また歯科医院等々に関して、どの

ような状況になっていますか。お聞かせいただきたいと思います。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 ご質問いただいておりますマイナンバーカードの保険証利用ということ
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なんですけれども、これはもう国のデジタル庁も発表しておるんですけれども、令和６年度

の秋にはもうマイナンバーカードで一本化するというような、まだ報道レベルで、そういう

マスコミのニュース等にはなるんですけども、公言されております。それで、ちょっと医師

会とかの会議に出させてもらいましたら、一応順調に病院のほうも申請して、機械を設置す

るまでの期間とかが多少かかるというのも聞いておるんですけれども、順次広めていってい

る状況ではあると。それで、でも実際に導入された病院に、国民健康保険に関してですけど、

保険証をお持ちの方が行かれて、よく分からないと。病院さん側からは役場で聞いてくれと

いうことで、私どもも一応、資料とかをいろいろあさったり、実際にはユーチューブの説明

動画とかですごく分かりやすく解説されていますので、職員のほうも。 

 国とか国保連合会から直接資料は来ないんですね。というのも、やっぱりこれは実際に医

療業界のほうで進められている事業でして、たまたまマイナンバーということで保険証とも

ひもづけと。保険証かって、やっぱり健保協会とかその他の保険証もあって、それがみんな

統一でされていることですので、非常に難しいな、困ったな、どういうお伝えの仕方が一番

いいのかなと。でも、これ、実際にはもう現場で数をこなすしかないといいますか、困られ

たことに対していろんなところに問合せをして、私どもなりに簡単なマニュアルは作りまし

た。ただ、これも国保に限ってのことになってしまいますし、そこはやっぱり国が一本化し

たマニュアルとか、先ほど遠山委員のおっしゃっておられた50年後、100年後の時代であれば、

マイナンバーカードはもう皆持っていて当たり前というようなことになれば、そこら辺のこ

とはそんなに気にしなくてもいいのかなとは思うんですけれども、今、非常に過渡期でして、

いろんな情報が混じっておりますので、誤情報を伝えないように、一個一個解決しながら住

民さんにはご説明のほう、努めたいなと考えております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 ありがとうございます。何でも新しい事業をスタートするときはいろんな混乱が

あって、担当される課、部署においては大変ご苦労されるかと思うんですが、しっかりと努

力をしていただきたいなと思います。 

 ありがとうございます。ここは結構です。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 続きまして、23ページ、団体営農地防災事業費についてご説明さ

せていただきます。 

 まず、最初に資料のほう、位置図がついてなかった件につきましては、その部分、追記し
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まして、資料の差し替えのほうをさせていただきたいと思っております。 

〇木内委員 差し替えじゃなくて追加で。 

〇金﨑まちづくり推進課長 追加で、はい。 

〇木内委員 結構です。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 令和12年度まで、集中的に防災重点ため池の整備を図ることにな

っていることから、期間内の早期調査・対策というところでございますが、今回の補正につ

きましては、２つの井戸ヶ尻上池、尾平下池を補正のほうで上げさせていただきまして、令

和５年度につきましても、ツクモ池、二つ池、イコマ池、米山池、花ヶ池の部分についても

令和５年度に、県のほうにこの事業の調査のほうの依頼をかける予定をしております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 私、新年度予算、まだ十分目を通していないので誠に恐縮なんですが、つまり今

回の補正では井戸ヶ尻上池と尾平下池をやるんだけども、令和５年度、新年度では、残りの

５つの池の調査をやるということでよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分については、県のほうに調査の要望をかける。調査につ

きましては、令和６年度に実施していただけるように、令和５年度で要望するという形でご

ざいます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 申し訳ない、今回の補正以外の残りの５つの池に関しては、令和５年度でもまだ

予算は組んでいないんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 予算のほうは組んでおりません。令和６年度で予算化するという

……。訂正させていただきます。令和５年度につきまして、ツクモ池の１か所を予算化して

おります。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 申し訳ない、ありがとうございます。そこで、令和12年度まで集中的に防災重点

ため池の整備を図ることとなっているということなんやけど、整備まで行うのか、要は耐震

性の調査だけなのか、この文面からは見えてこないんですが、いかがでしょう。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 
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〇金﨑まちづくり推進課長 今回調査のほうをしまして、そのボーリングの土質調査、結果次

第ではその部分、工事が必要という判断が下されましたら、次年度に設計のほうに入らせて

いただいて、工事費の積算をして、補強工事のほうを進めていくという手はずになっていま

す。調査の結果で、必要性がなければする必要はございませんが、ボーリング調査の結果で

工事のほうを進めていくという形になります。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 確認したいんですけども、事業の概要というところの後段のほうで、令和12年度

までに集中的に防災重点ため池の整備を図ることとなっていることから、期間内の早期の調

査・対策を実施していきます。調査だけなのか、令和12年度までに問題のあったため池に関

しては全部整備をするのか、いわゆる工事ですね。補強されると思うんですけど、工事をや

るのか。調査だけなのか、工事までやるのか、これはいかがですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 調査のほうを進めまして、その結果、そのため池自体、耐震性が

ないという部分については工事を実施させていただきます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 令和12年度までに、問題のあるところは工事も行うという理解でよろしいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 12年度までに整備するという。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 整備を図ることとなっていると書いてあるんやけど、整備を図ることというのは、

ちょっと私、読み取れないので。要は問題のあるところの補強工事、もしくはそれに関わる

工事というのを12年度までにやるという理解でよろしゅうございますか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 ありがとうございました。私の質問は以上でございます。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は14時20分。 

    休憩 午後 ２時０８分 

    再開 午後 ２時２０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 
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 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 東です。よろしくお願いします。 

 初めに説明書４ページ、５ページでございます。ここで、町民税なんですけれども、個人

分のところで1,732万1,000円増額になっているわけなんですけれども、ここではコロナの対

応で、３％を減額で見込んだということなんですけども、この３％というのは、どのような

基準でマイナス３％になったのかというのを教えていただきたいと思います。 

 次に、固定資産税のところなんですけれども、固定資産税も今回600万増額になっているわ

けなんですけども、どれだけ件数が増えたのかという件数を教えていただければというふう

に思います。 

 次に、分担金及び負担金のところなんですけれども、ここでも非常に、保育所に通われる

方が途中から増えたというふうな説明が資料でされていたというふうに思うんですけれども、

状況はどうであったのかということを、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。 

 22ページ、23ページです。農林商工費のところで先ほど委員も質問されていたわけなんで

すけども、このまちづくり推進課の団体営農防災事業費ですか、ここのところで位置図を出

していただけるということなんですけれども、位置図を見たら分かるんですけども、この花

ヶ池というんですか、これは一体どの辺にある池のことなのかなと思うんですけど、それを

お聞かせください。 

 その下なんですけども、消費者相談・保護費のところなんです。ここなんですけども、私

は１月６日にコロナにかかりまして、そこから10日間、家から出ずにずっとじっとしていた

んですけれども、その間、何にもやることがないものですから、一生懸命パソコンをいらっ

ていたんですが、いきなり変なのが画面に出てきまして、どないしても消えない。電話番号

を書いているんです。どこかの外国人の顔が出て、名刺みたいなのがぷっと出てくるんです。

そこに連絡せいというて、050何番って、こう書いている。そこへ電話したら、これはこうい

うところがパソコンの中に入っていて、これを削除せんと消えませんとかって説明しよる、

片言の日本語で。まずはコンビニに行ってＧｏｏｇｌｅの金券みたいなやつ、5,000円とか１

万円とか５万円とかあるんですけど、それをまず買ってこい、その番号を電話で教えてくれ

ということで、電話をつないだままコンビニへ行ってこい。そして、面白いことに、そのＧ

ｏｏｇｌｅの券を何に使うんですかってもし店の人に聞かれたら、それは子どものゲームの

ために使う券やと言えと。パソコンでこういうことになっていると言うたら、それは税金が
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かかるから、損をするから、それは言うたらあかん、こう言いよる。取りあえずマイクロソ

フトの印が出てきているんです、その外国人に。私は４年前に日本に来て、マイクロソフト

に技術者として就職しましたとかいって説明しよる、自分の。 

 つくも橋の横の、桜ケ丘のローソンへ行ったんです。そしたら、ローソンのおっちゃんが

「何に使うんや」と言うから、いや、実は子どものゲームにって言われているんやけど、パ

ソコンから消えへんねんと。「それ、あんた、詐欺やがな」という話になって、もう毎日のよ

うにそれに引っかかっている人がおる。「今、あんた、時間があるんやったら、今から警察を

呼ぶから、ちょっと事情を説明したってくれ」ということで。ちょっと待ったら、すぐ刑事

の方が２人来られまして、「その画面を見せてほしい、写真を撮らせてほしいねん」と、「家

へ行ってええか」と言うから、いいですよと言うて、家へ来よった。その画面を見たら、「ま

た同じやつやな」ということで言っていたから、何件か知っているんやと思うんですよ。僕

は金券なんか買わんかったんですけども。 

 その刑事が「わし、電話に出てええか」と言うから、どうぞというて。刑事が「何せえ言

うんや」って電話で言うたら、ぷつんと切れよったんです。名刺みたいなのは残るんですけ

れども、画面は消えよる。おかしいなと思って、それでずっとパソコンの中身を見ていたら、

最近インストールしたアプリということで、ＡＰＰ.マイサーチ何とかかんとかって出てくる。

そんなの取った覚えがないのに出てきているから、それを消したったんです。その名刺みた

いなのが画面に残っていたんですけども、それも消えるんです。心配やから、五位堂の近く

のところのパソコン屋に持っていって、これを見てもらったら、「パソコンに悪さしようとし

ているんと違って、お金を取ろうとしているだけや」と、「パソコンには多分影響はないやろ

う」ということやったんですけども。 

 何が言いたいかというたら、「あんた、詐欺に引っかかろうとしていたのを言うのは恥ずか

しいやろうけども、みんなに教えたってほしい」というて警察官に言われましてね。恥ずか

しいと思わんと、みんなに言ってあげてくれということで。そういうことがあったんですけ

ども、やはり消費者相談ということで非常に、日々そういうような詐欺的なこととかという

のが多分たくさん出てくるというふうに思いますので、その辺は十分注意されたほうがいい

かなということなんです。私の話で申し訳ないんですけど、そういうことがありました。 

 次なんですけれども、その下の都市計画費の都市計画総務費。ここで、都市計画総務費の

中で、これ、イメージ的によくつかめかなかったので説明をお願いしたいんですけども、こ

の中で、住民公開サービス導入ということで299万2,000円と計上されているわけです。住民
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公開サービスということ、具体的にどういうふうに住民公開サービスをするのかというのを

教えていただきたいないうふうに思います。窓口へ来て、そこで見られるというふうになる

のか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

〇上村委員長 それでは、順次答弁のほうをよろしくお願いします。 

 税務課長。 

〇木下税務課長 それでは、補正予算書４ページ、５ページ、款１町民税の個人分、現年課税

分でマイナス３％とは何を見込んだのかということについてご説明いたします。 

 令和４年度当初予算策定時に、令和３年中のコロナウイルスの感染の影響を見込みまして、

大体、普通徴収と特別徴収に分けて、普通徴収というのが個人事業主の方になりますので、

その普通徴収のほうが影響が大きいだろうということで、普通徴収がマイナス６％、お給料

をもらわれている特別徴収の方がマイナス２％ということで、普通徴収分で1,022万円程度、

普通徴収で1,469万円程度を見込んだ合計額ということになります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それで、３年度の分の状況を見てだと思うんですけれども、そのマイナス３％

の、３％になった根拠というのは。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 令和３年度当初予算を作成するときに、コロナの減少を見込んだのが、大体

６％程度と見込んでおりまして、それよりはましになるだろうということで、その半分の３％

程度ということを見込んだものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 前年度を見たときに、マイナス６％やから、それよりもということでマイナ

ス３にしましたという解釈でいいですか。分かりました。 

 マイナス３％にするというときには、当然、当初のときの調定額よりも３％減らした額で

の90何％という徴収率を掛けて計上してきたということでよろしいんですか。分かりました。

結構です。ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 続きまして、固定資産税の600万円増加分で、件数をということでございます

ね。ご説明いたします。 
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 件数といいますと、土地の分が18万8,000円で、家屋の分が203万1,000円、償却資産が378

万1,000円の合計600万円ですが、家屋のほうに関しましては、新築家屋の見込み数が63件で

あったものが77件になったもの、それと見込んでいなかった新築の倉庫が１件あったという

ことで、この金額の補正になったものでございます。償却資産につきましては、件数という

よりも、病院などで大口の申告漏れや新規課税があったために増額になったものでございま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 説明書の中で、令和４年度当初予算、積算時の家屋新増築数の見込みと実績

ということで、金額は分かったんですけれども、幾らになったかというのは。件数にしたら

どれぐらいになるのかなという。人口は多分減っていっているんでしょうけども、新築で来

るということはそれだけ人が入ってきているということが大体そうだろうなと思ったもので

すから、件数はどれぐらいなのかなということで質問したわけなんですけどね。だから、77

でいいわけですか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そうです。令和４年度課税で新築となったのが77件。 

〇東（充）委員 分かりました。ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 補正予算書５ページの分担金及び負担金の児童福祉費負担金、保育料

についてでございます。資料が歳入の５番でご提出させていただいております。こちらのほ

うの状況ということでした。単純に申しますと、令和４年４月１日からと令和５年２月１日

時点のゼロ・１・２歳児の園児数におきましては、32人の増となっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これは例年に比べて多いんですか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 やはり働くお母さんが増えてきているのかなというところで、ゼロ・

１・２歳児を預けられる方が多くなってきております。 

〇東（充）委員 分かりました。ありがとうございます。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 23ページ、団体営農地防災事業費の、委員の質問で、花ヶ池の位
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置がどこかというご質問やったと思います。この池につきましては、五軒屋にございます。 

〇東（充）委員 五軒屋にあるの。分かりました。そしたら、また地図で調べさせてもらいま

す。ありがとうございます。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 続きまして、都市計画費の都市計画図修正業務委託料でございま

す。資料の住民公開サービスの部分でご質問があったと思います。その部分につきましては、

住民公開という部分につきましてはインターネットで公開するということで導入をいたしま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そしたら、私が見たいと思ったら見られるというような状況になるんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 そういう形でシステムのほうを構築して、住民の方々が見られる

環境を構築してまいります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今まででしたら、例えば地図があるじゃないですか、いろんな大きさの地図

が。あれを一々届けを出して、前からもらっていたじゃないですか。そしたら、あれをこれ

で見られるというふうな状況になるんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今回、閲覧できる部分につきましては、都市計画図の用途地域図、

色塗りをしている図面を公開して、事業者さんであったり、そういった方が事前に上牧町の

都市計画の用途を閲覧していただける環境を整備し、あと、いろんな情報もそこに、用途の

条件であったり、そういったものも閲覧できるように整備してまいりたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 例えば、桜ケ丘の１丁目のローソンのあるところなんかは、あの辺、委託か

もわかりませんけど、住専ではなくて商業地域というふうに指定されていますというふうな

分が載ってくるわけですね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 そういった色分けしている部分の情報も記載して、分かるような

形でシステムのほうを増築していきます。 
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〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 別にいろんな手続をせんでもネットで見られるというふうになるという理解

でいいんですね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員おっしゃったとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。了解しました。ありがとうございました。 

 以上かな。終わります。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契約の締結について、これを議

題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 木内委員。 

〇木内委員 木内利雄でございます。議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変

更契約の締結について、内容に関しましてはもう先にお話しをさせていただいているとおり

でございます。 

 それで、こういったときに、随分以前にもお聞きしたんですが、工期の遅れ、要は契約し

たときに工期はいつ幾日までですという工期が決まっている。これを逸脱したときには、ペ

ナルティーというのが、どうなっているんだろうなというのが疑問なんです。例えば、私も
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請負業を五十数年間やっておったわけなんですが、大きな商業施設、ここですと以前のアピ

タとか、イトーヨーカドーとかみたいなのがありましたが、例えば10月末に終わってくださ

いよと。これが10月末に終わらなかったら、１日につき何ぼペナルティーですよと。当然な

んですよね、民間ですと。つまり、従業員を雇い入れる、品物も契約する。にもかかわらず、

半年間もオープンがずれたら莫大な損害なんですよね、商業施設としては。そういったこと

に関しては、本町の契約規則または条例等ではどのようになっているんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員の質問でございますが、工事請負契約書の部分で、第22

条に受注者の請求による工事の延長というものがございます。これを読んでおりますと、確

かに天災とかそういう不慮の場合、致し方ない場合はその辺、発注者と協議して、必要であ

れば延長の変更を請求され、当然、当方で協議した結果、認められるのであればそういう形

で工事の延長が可能であるというふうには思っております。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 要は天変地異、つまり3.11みたいな地震が起こったとかだったら別なんですよ。

そういった以外に、天変地異のような要素は、これは誰でも認められます。しかし、今回の

ような形は、ペナルティーの部分はどうなっているんだというふうにお聞きしているんです。

両者が、いわゆる発注者と請負業者、甲と乙が合意の下で、オーケーですよと、工期はこれ

だけ延長を認めますと、それで協議が調ったらいいんですが、ペナルティーはどうなってい

るんでしょう。 

〇上村委員長 暫時休憩いたします。 

    休憩 午後 ２時４８分 

    再開 午後 ２時４８分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 合意しておりますので、ペナルティーについては課しておりませ

ん。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 私が申し上げているのは、甲と乙が合意できれば、それはそれでよろしいかと思

うんですよ。ただ、乙のほうの問題で、いわゆる請負業者の問題で、天変地異とかそういう

のじゃなしに、乙の請負業者の問題で発生したということであれば、甲と乙の協議が調わな
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かった場合、ペナルティーの条例はどうなっているんでしょうか。そういう条例があるのか

どうかをお聞きしているんです。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分については、今現在、ございません。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 私、この問題、随分以前もこういう場で協議したかと思うんですが、完全に甲と

乙があって、必ずしも甲と乙の協議が調うという場面ばかりじゃないと思うんですよ。甲と

乙があって、乙の責任によって工期が延びるということはあると思うんですよ。だから、そ

の項目はきちんと入れておかんといかんと思うんですが、何でないんでしょうか。 

〇上村委員長 暫時休憩いたします。 

    休憩 午後 ２時５０分 

    再開 午後 ２時５０分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 総務部長。 

〇中川総務部長 今、木内地議員のご指摘の、工期が遅れた場合の責任ということですが、現

在、本町の契約規則等については、その分の規定というのがございません。ただ、認める場

合につきましては、先ほど木内委員からおっしゃっていただいた天候の不良であったり、そ

の他、特別受注者の責めに帰すことができない事由による場合は工期を延長することを認め

るというふうになっておりまして、今回につきましては、事前に業者のほうから申請があり

まして、世界的な物価高騰等の加減で部材が納期まで間に合わないというようなこともござ

いましたので、その理由は業者さんの責めではないというふうなことから今回、工期を延長

させていただいたということでございますので。ただ、今、木内委員のご指摘の部分につき

ましては、現在、うちのほうの規定の中ではそういった部分を設けておりませんので、今後、

少しそういった部分も研究をさせていただきまして、対応していきたいと考えているところ

でございます。 

〇上村委員長 木内委員。 

〇木内委員 ですから、甲と乙の協議が調うことしか前提に置いていないんです、うちの契約

の条例等ではね。調わない場合はあるわけですから、きちんとそこを整備されて、俗に言う

ペナルティーを業者に課すという部分の条例の整備をされるように求めておきたいですが、

よろしいですか。 
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〇上村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 今ご指摘の分、双方調った分のペナルティーの対応については、もう一遍総

務課のほうでその分、見直しをさせていただきまして、対応していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇木内委員 ありがとうございます。以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事請負変更契約の締結について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 以上で、理事者から提出のあった本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 不手際なこともたくさんございましたのに、全議案可決すべきものと決定を頂き

まして、ありがとうございます。また本会議でも議決を頂きますようお願いを申し上げまし

て、お礼のご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。 

〇上村委員長 暫時休憩といたします。 

    休憩 午後 ２時５５分 

    再開 午後 ２時５８分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 議員提出議案２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する条例（案）、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 遠山委員。 

〇遠山委員 遠山です。引き続きよろしくお願いします。皆さん大変お疲れのところだと思い

ますので、当初より少し簡単にといいますか、ご質問したいと思います。 

 議員提出議案第２号ということで、上牧町議会基本条例の一部を改正する条例ということ

で、服部議員のほうで提出者になっていただいて、提出いただいています。ありがとうござ

います。 

 提案理由の説明という話もあったんですけど、提案理由の説明につきましては本会議場で

詳しく説明していただきましたので、これはもう端的に、１点だけにしようかなというふう

に思っています。今回の改正をこの時期に上げてこられた理由について、いま一度ご説明を

お願いしたいと思います。 

〇上村委員長 服部議員。 

〇服部議員 令和２年３月の上牧町附属機関設置条例の制定に伴い、上牧町特別職報酬等審議

会条例が廃止されています。そこで、第19条第２項にて上牧町特別職報酬審議会条例を引用

していたため、その時点で改正すべきであったが漏れており、このたび判明したので、速や
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かに改正したものでございます。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 ありがとうございます。今お話がありましたけども、上牧町特別職報酬等審議会

条例、これ、令和４年１日に附属機関条例が設置されて、附則の第２条のところで廃止にな

っているというふうに思います。今、提出者の服部議員のほうから漏れていたためというふ

うに言われるのが大変恐縮なお話にはなるんですけども、今回、ほかのところでもありまし

たけども、条例が制定されたり廃止になったりに伴って、ほかの関係する条例が変わるとい

うことの、今回それが漏れていたということだと思うんですが、今後こういうものに対して、

服部議員ではないんですけど、チェック体制といいますか、この辺りというのは理事者側で

どのようにお考えになっているかってお話は伺っていますでしょうか。 

〇上村委員長 服部議員。 

〇服部議員 その点につきましては、現在、担当課でも確認をしているところですが、複数条

例にまたがる改正については、主に法制担当が確認しているところです。今後、条例等の規

定についてはそれぞれの担当課が所管していることから、担当課の当事者意識の向上を目指

し、法律等の改廃の情報を積極的に収集し、改正漏れがないように努めるというふうに聞い

ています。そのように聞いているところです。 

〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 何かすごいこの議論が違和感しかないような感じがしまして、服部議員、申し訳

ないです。というのは、上牧町議会基本条例ということで、これ、議員提出議案で制定され

た議案なので、改正については議員提出議案ということがあるかもしれないですけども、当

初の令和２年４月時点でしたら今のお話でもいいんですけど、３年たった今という中で、私

は、これは議員提出議案にすべきではなかったのではないのかなと正直思っているところが

ございます。提出者となっていただいた服部議員には大変感謝を申し上げるところなんです

けども、今回ほかの議案でもありましたけども、条例改正・制定、国がたくさん法律を変え

たりつくったりするので、それに伴って大変な改正作業だと思いますけども、理事者とそう

いう形で服部議員、お話をしていただいたのであれば、今後とも理事者の方にきつくといい

ますか、申し入れていただきたいと思いますが、いかがですか。 

〇上村委員長 服部議員。 

〇服部議員 今、遠山委員がおっしゃっていることにつきましては私も同感と思いますので、

きつく申し述べておきたいと思います。 
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〇上村委員長 遠山委員。 

〇遠山委員 大変恐縮でした。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 これをもちまして総務建設委員会を閉会いたします。 

    閉会 午後 ３時０３分 
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文教厚生委員会会議録 

 

１．日  時  令和５年３月７日（火） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第３号 上牧町下水道条例の制定について 

議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例につい

て 

議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議につい

て 

議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について 

議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につ

いて 

議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）に

ついて 

議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）について 

議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）について 

意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める

意見書（案） 

１．出席委員  委 員 長 竹之内 剛 副 委 員 長  服部 公英 

委   員 康村 昌史 牧浦 秀俊 富木つや子 

      石丸 典子 
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議   長 吉中 隆昭 

１．傍聴議員  東  初子 上村 哲也 遠山健太郎 木内 利雄 

東  充洋 

１．理 事 者  町 長 今中 富夫 副 町 長 阪本 正人 

教 育 長 松浦 教雄 総 務 部 長 中川 恵友 

都市環境部理事 吉川 昭仁 住民生活部長 山下 純司 

健康福祉部長 青山 雅則 教 育 部 長 松井 良明 

総 務 課 長 丸橋 秀行 秘書人事課長 髙木 真之 

企画財政課長 中本 義雄 建設環境課長 武安 康至 

上下水道課長 南浦 伸介 住民保険課長 和田  暁 

生き活き対策課長 林  栄子 こども未来課長 寺口万佐代 

１．事 務 局  局 長 森本 朋人 書 記 山口 里美 

書 記 横田 大樹 
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    開会 午前１０時００分 

〇竹之内委員長 皆様、おはようございます。文教厚生委員長の竹之内剛です。よろしくお願

いします。昨日に引き続きまして、委員会を開催させていただきます。 

 昨日の総務委員長からもありましたが、最近はめっきり春の気候になりまして、朝夕の温

度差は激しいのですが、日中は20度を超えるという、今週も非常に暖かな日になりそうです。

地域におきましては、春の気候になったら雨が多い、この地域特有の菜種梅雨という言い方

の梅雨気候も、雨も今年は少ないようですので、気候のよいところで会議が開けることをう

れしく思います。 

 コロナ禍についてですけれども、収束という解決のほうには向かっておりますけれども、

新聞によりますと、昨日はコロナ感染者が今年に入って最も少ない人数であるというニュー

スも流れておりました。コロナ禍対策におきましては、３月13日を起点に国からの方針で変

わっていくと思われますが、本委員会におきましては、昨日に引き続きまして、マスクを着

用したままの会議とさせていただきます。それと、感染の予防というところで、１時間に１

回程度の換気を取らせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、定足数に達しておりますので、これより文教厚生委員会を開会いたします。 

 初めに、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 皆さん、おはようございます。文教厚生委員会に付託をされました議第３号 上

牧町下水道条例の制定について、議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について、

議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について、議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議第13号 上牧町放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議第15

号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、議第16号 奈良県

葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、議第19号 令和４年度上牧町国

民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２回）について、議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計

補正予算（第４回）について、議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第

３回）について、議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）について、
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慎重に、また活発にご審議を頂き、全議案可決すべきものと決定いただきますようお願いを

申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇竹之内委員長 本委員会に付託されました議案はお手元に配付の次第のとおりです。順次審

議してまいります。 

 議第３号 上牧町下水道条例の制定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 おはようございます。石丸典子です。 

 上牧町下水道条例の制定についてということで、今回、上牧町下水道条例が全部改正され

るということなんですが、これにつきましては令和５年度、令和５年４月１日から公営企業

会計に移行するための改正ということを認識しております。それで、変わったところを順番

にお聞きしたいと思います。何点かありますので、順番に通告をさせていただきます。 

 まず、法律第２条で、用語の定義という項目がありますけれども、ここで、現在の下水道

条例と比べて４つ増えているんです。まず第２号で、汚水ということで、わざわざここに汚

水という定義がされているんですけれども、下水道法では定義、下水の中に汚水も含まれて

いるというふうな内容になっているんですが、今回わざわざここに挙げられたことについて

説明をお願いいたします。もう１つは、第８号のところで、排水区域というのが新たに入っ

てきております。もう１つ、次のページですけれども、14のところで管理者、これは資料で

も出していただいておりますけれども、これについて説明をお願いいたします。それと、あ

と18のところで、消費税等相当額というのが挙げられています。これらについて、定義とし

て挙げられたことについて説明をお願いしたいと思います。 

 次は第10条です。ちょっとページが入っていないんですが、条例の中の第10号で、それぞ

れ手数料が表で上げられているんですが、４つの項目の一番下のところ、排水設備工事責任

技術者登録・更新手数料というのが新たに上がってきておりますが、これについて説明をお

願いいたします。 

 次は、第41条です。占用の許可ということで、下水道の敷地または排水施設を継続して占

用する工作物に対して占用料等が取られているということで、この徴収額等の根拠は上牧町

道路占用料に関する条例に準用するということになっておりますが、中身、現行の条例では

占用の期間を５年以内と定めておりましたが、今回これがなくなっておりますが、この説明



－5－ 

についてお願いいたします。 

 次は、第47条です。水洗便所の設置の普及及び奨励措置ということで、これ、新しく組ま

れております。現在、上牧町では水洗便所改造資金融資あっせん要綱というのが定められて

おりまして、平成３年２月25日に制定され、こういう事業が進められているところですが、

今回、条例に入れられたことについて、説明をお願いいたします。 

 それと、最後のところですが、第49条で、委任ということで、この条例の施行に関し、必

要な事項は管理者が定めるということで、現行は規則で定めておりますけれども、今後は管

理者が条例の運用の詳細を定めるとなっています。どのような形で定められるのか、現行の

規則はどのような扱いになるのか、内容等ご説明をお願いしたいと思います。 

 以上の項目です。よろしくお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、第２条の汚水を設けたという部分なんですが、下水道事業に

つきましては、汚水と雨水も関連してきますので、あえてここで汚水というふうにうたわせ

ていただいているところでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 これまでの条例でも、汚水ということで、主にトイレからの排水というふうな理

解を私はしているんですけれども、この下水道法では、トイレからの排水だけでなく、生活

や事業に起因するものも全て入っているというふうな内容なんですが、今回わざわざ入れて

いるということは、これまでも下水として処理している中に含まれていたのではないですか。

何か特別の。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 特別ではなく、今まで汚水についても含まれておったんですが、さっき

言いましたように、雨水処理についても下水道で事業をする場合がございますので、あえて

汚水という形で、ここでうたわせていただいているものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 下水という項目１つでいいものがわざわざ上げられているので、何か特別の要因

があるのかなと思ったんですけれども、下水道法では下水という用語のところで汚水も含ま

れるというふうな説明がありましたので。じゃ、町の条例としては、下水と汚水というふう

にそれぞれ用語の定義をしているということでいいですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 
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〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ではお聞きしておきます。それでは、次の排水区域についてお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 上牧町におきまして、処理区域と排水区域は同じ区域なんですけども、

今現在、もう移行している類似の団体の条例も参考にさせていただいて、この項目を入れさ

せていただいたものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 それでは、次、お願いいたします。管理者のところですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 下水道事業は公営企業になる、全部適用という部分で、町長ではなく管

理者という形になりますので、ここで兼ねたという形で設置をさせていただいているもので

ございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 それで、これ、資料の２番のところで説明いただいているんですけれども、管理

者を、小さな自治体ですので置けないので、上牧町では町長を管理者に定めるというふうな

理解でよろしいですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 では、次の消費税等相当額が入れられたことについて、説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 公営企業会計になるというところで、水道と同じ事業者という形になり

ますので、消費税というこの部分を設けさせていただいたものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。それでは、次のところですけれども、手数料のところで、

更新手数料が１つ上がってきているんですが、これについてお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今までの条例ですと、更新部分を載せていなかったというところで、更

新の手数料も同額なんですが、載せておったほうが適切であると判断したので、入れさせて
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いただいたものです。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 新しく更新手数料ということで、一番下のところで加わったということですが、

今回の下水道の補正予算の中で、新規登録者手数料というのが出てきていたんですけど、４

万円かな。あれは、後で聞いたらいいんですけど、この区分にすると、一番上のところです

か。新規登録者手数料とかというのは、現在どのような手数料になっていますか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 １万円といいますのは排水設備の指定工事店の手数料でございまして、

技術者登録手数料といいますのは3,000円になっておるものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 じゃ、下水道の補正のところでお聞きします。４万円という補正予算が上がって

いましたので、１万円の４件分かなと思ったんですけど、新規ということになっていました

ので、また後の議案のところで聞かせていただきたいと思います。関連になりまして申し訳

ありません。この項目は分かりました。１つ増えるということです。 

 次ですけれども、占用の許可で、期間が５年以内というのが今回外されているんですけれ

ども、どういう場面で。占用のところ、分かりやすく説明いただけますか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 下水の施設の占用という、あまり件数はないんですけども、南上牧に都

市下水路ってあるんですけども、そこは業者というか民間の方が橋とかそういうようなスラ

ブをつけたりという形のときに発生するものと解釈しております。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 期間、５年以内ということを取られたということは、期限は設けないというふう

な理解でよろしいですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ちなみに、そこのところは、道路占用料は減免になっているんでしょうか。どの

ような形ですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それは下水の施設が道路の中に入っているという部分でしょうか。 



－8－ 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今、地域を挙げておっしゃられましたので、そこの部分については道路占用料は

かかっていないんですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 かかっておりません。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。ありがとうございます。 

 そしたら、47条の水洗便所の設置の普及及び奨励措置ということで、当然、企業会計です

ので、水洗化を進めるという観点から入れられていると思っていますけれども、説明をお願

いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今おっしゃられましたように、以前は要綱では設けさせていただいてお

ったんですが、今回、企業会計になるというところで、この部分を条例に載せさせていただ

いたものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 現在の要綱の扱いは、そのまま置いておかれるものですか、なくなりますか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 要綱は要綱で残す形になっております。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。今回、新しく入っている特徴の１つだと思います。タブレットの

資料では、管理者が町長になるという説明で、あとは細かい文言の説明かなというふうに捉

えられがちですけれども、ずっと見ていったら、企業会計に移るに当たっての条例のところ

が入ってきておりましたので、順番に聞かせていただきました。 

 最後の委任のところです。49条ですけれども、今後の規則に代わる詳細、条例運用のため

の詳細は管理者、町長が定めるとなりますけれども、これはどういう形で、いつ頃お示しさ

れますか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 資料にも書いてあるんですけども、公営企業会計では規則を定める権利

がございませんので、その部分は管理者という形で載せさせていただいておるところでござ

います。 
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〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 何らかの条例運用の詳細というのを定められますね。それは、議会にはどのよう

に公表していただけますか。要は、ほぼこの規則に準じた内容になるのではないかと思いま

すが、そのような理解でいいですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 規則の部分はそのまま、今までどおりと解釈していただいたらいいのか

なと思います。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 そしたら、現行の上牧町下水道条例施行の規則という形は残るということですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 規則自体の書きぶりといいますか、規則という部分は残らずに、その部

分は管理者となるものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 規則という文言ではなく、運用方法なり詳細とかというふうな内容ということで

すか。タイトルが変わるということでいいんですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。これ、令和５年４月１日から施行されるということで、令和５年

度の新年道の予算書も公営企業会計の様式で提出されておりまして、私も内容を少し見せて

いただいたんですけども、またしっかり中身を見せていただきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質問が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 富木委員。 

〇富木委員 おはようございます。富木でございます。何点か、今回の上牧町下水道条例の制

定についてということで質問させていただきたいと思います。座らせていただきます。 

 今回の下水道の地方公会計、地方公営企業法で定められたということで、公営企業会計へ

４月から移行するんですけれども、これについては、11月の議員懇談会のときに、それの準

備のための条例の改正及び廃止ということで、７本という条例改正について説明を受けまし
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た。その中で、もう一度ちょっと確認と、それから今回、準備をしながら、４月１日という

ことにあるんですけれども、今、石丸委員のほうから、今回のこの設置条例についての内容

の質疑がございました。私からは、今回公営企業となるに当たって、大きな違いは会計の仕

組みが変わるということなんですけれども、勉強不足ですけど、理解はさせていただきまし

た。公営企業に変わるに当たって、このそのものが本企業会計に移るということで、再度目

的、この会計についての効果とか、それから課題点等も出てくるかと思うんですけども、こ

の会計に導入することによって、基本的には会計処理、発生主義から複式簿記になるという

ことで、その辺りから資産を生む経済状況、比較的、可能な限り的確にそういうふうな状況

が見えてくるということで判断ができて、先の見通しが立てられるということで判断をして

いるんですけれども、その辺りも含めて、公会計を導入することによっての目的、ここで確

認をさせていただきたいと思います。それと、効果等も言っていただくかと思うんですけど、

あと、課題点も含めて出てくるかと思いますが、その点についてお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 まず、効果でございます。中長期的な運営の仕組みがはっきりされて、

経営がどういうふうに進んでいくか、先の見通しができるという部分が公益企業の効果であ

ると考えております。あと、課題点なんですが、独立採算制というところで経営していく上

で、収入、支出の部分も考えていかなくてはならないという部分で、来年度の事業なんです

けども、料金改定の検討も考えております。その辺で、まだまだ収入より投資のほうが多い

状況なので、その辺、これからの課題になってくるのかなと考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 この公営企業会計というのは独立採算制ということで、自立というか、しっかり

と利益も求めていくという組織になるんですけども、今ありましたように、収入より支出の

ほうが多くなってくるというような見通しもあるかと思いますけども、下水道事業の効率化

であったりとか、それからコスト削減とかということについてもしっかりと図っていかなけ

ればならないと思うんですけども、その辺はいかがですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 その点につきましても、ダウンサイジング等も取り入れて事業のほうを

進めていきたいなと考えているところでございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。あともう１つですけど、課題点なんですけど、企業会計の担当職
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員さんといいますか、これから会計上、いろいろと特定といいますか、専門といいますか、

職員さんの育成とか、そういうことはどうなのかなとちょっと思ったんですけど、その辺は

いかがですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 担当のほうも１人でするのではなく２名、３名で取り組んでいけばいい

のかなと思っているところでございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 財務的な人材育成といいますか、そういう辺りはみんなでまとまった形で、チー

ムとしてやっていくということになると思うんですけども、専門的なところら辺というのは、

講習であったりとか、研修であったりとか、そのようなことも考えておられるのか、取り組

んでいかれるのか、その辺りはいかがですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 その辺りも会計士なり専門家に来ていただいて研修を受けるとか、そう

いう形も取っていきたいなと考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。これから経営状況とか、いろいろと議会のほうでも議論をしてい

くことになるんですけども、さっき言いましたように事業の効率化であったりとか、事業の

コスト削減であったりとか、そのようなことも今後は計画的にやられていくと思いますけど

も、議会のほうでもしっかりと議論をさせていただきたいなと思います。 

 以上です。分かりました。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 富木委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 おはようございます。服部です。よろしくお願いします。 

 第28条のところで教えてほしいんですけども、第28条の３番で、一般排水と中間排水と特

定排水という部分があるんですけれども、この中間排水と特定排水というのを教えてもらえ

ますか。どういうものを指して中間排水と言うのか、そして特定排水というのはどのような

ものなのか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 排水につきまして、排水量が301立米から750立米までが中間排水という
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形になってまいりまして、750を超えるものが特定排水という区分けになっております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。私、勘違いしていまして、流す排水の成分によって名前がつ

いているのかなと思ったもので、量でされているということで理解しました。ありがとうご

ざいました。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 服部委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ほかに質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 皆さん、おはようございます。牧浦です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について……。 

〇竹之内委員長 牧浦委員、第９号です。 

〇牧浦委員 ９号ですか。申し訳ない、１つ飛ばしました。 

〇竹之内委員長 それでは改めまして、第９号につきまして質疑はございませんか。 
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 富木委員。 

〇富木委員 富木でございます。上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例について質疑

をさせていただきます。 

 今回のこの一部改正については、具体的には出産費用が年々増加傾向にあるということで、

子育ての経済支援の一環として、４月から出産育児一時金を増額ということになっておりま

す。資料８、出していただいておりますが、この点について、資料を基にご説明をお願いい

たします。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、ご質問いただきました上牧町国民健康保険条例の一部改正に

つきまして説明させていただきます。 

 今回、少子化対策、子ども対策の充実と安定財源確保という目的にとりまして、健康保険

法施行令等の一部改正をする政令が令和５年２月１日に公布されております。出産育児一時

金の額が、法令が変わっておりますので、上牧町国保条例も、それに伴いまして改正をさせ

ていただいております。具体的には、出産育児一時金の支給につきまして、これまで40万8,000

円だったところを48万8,000円に変更することで、それにもともとの条例にもあります産科医

療補償制度の掛金1.2万円と合わせまして、支給額を50万円とするものです。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 ありがとうございます。この出産育児一時金なんですけども、年々出産をする費

用については増加しているということで、厚生労働省の調査では、21年度の公的病院の出産

費用、正常分娩は全国平均で45万5,000円、民間のクリニックでは47万3,000円ということで、

また、これとは別に出産事故に備える産科医療補償制度の掛金１万2,000円の負担もあるとい

うことで、厚生労働省の調査でございました。上牧町においては、令和４年の当初予算のと

きに出産育児一時金の年度件数の資料を出していただいているんですね。その中で、３年度、

それから４年度の出産育児一時金の件数を出していただいておりますけれども、見込数等、

やはりこれはもう見込みというか、予定というか、そんなのはあまり捉えられない部分も多

いかと思うんですけれども、３年度の見込みが11だったんですけれども、これは最終結果、

決算では10件になっているんですね。４年度については13件になっているんですけど、まだ

年度途中になりますので、そこ辺りはちょっと明確ではないかと思いますが、４年度につい

て、また、５年度についての件数は、分かる範囲でお願いいたします。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 
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〇和田住民保険課長 ご質問いただきました件につきまして、令和５年度当初予算の資料にも

上げておるんですけれども、４年度見込み、ちょっとこれから３月、どうなるかまだ分から

ない部分はあるんですけども、見込みとしまして10件を、そして、これまでの傾向といいま

すか、令和５年度に関しましても10件を見込んで予算計上させておるような状況でございま

す。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 これは国保加入者ということで対象になりますから、今、10件ということで、ち

ょっと少ない気もするんですけど、やはり少子化ということで、現状が表れているんですよ

ね。 

 では、全体的な出生数というのは３年度、４年度でどういうふうになっていますか。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 お聞きいただきました出生数につきましてですけれども、こちら、住民

基本台帳年報というのがございまして、年度ではなくて何年中と、１月から12月末までの区

切った数字になるんですけれども、３年度では上牧町では91名、４年度におきましては98名

の出産がございました。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。４年度については、国保では10件というか、10名でいいのかな。

全体的には98名ということで、出産されているということなんですけども、先ほどからも申

しましたように、少子化対策として今回、伴走型も含めて、経済対策も含めて、このような

大きな、過去最高の引上げになっているんですけども、今後の見通しといいますか、上牧町

においても子育て支援をしっかりと進めていただいておりますけども、それも背景にして、

上牧町の子育ての中で、出生数というのはどのように、こういう言い方はおかしいんですけ

れども、まちづくりの１つとして、今後どのようにお考えでしょうか。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 今回、補正予算につきましては、国保会計、国保の被保険者の方々に対

しての出産育児一時金ということになりますので、やはりその他の協会けんぽとかであれば

同じような制度改正、引上げがされまして、同じように支給もされております。上牧町自体、

出生数が著しく減っているということでもないかなとは思いますし、小規模の開発等もあり

ますので、今後はやはり、上牧町まちづくり基本条例とかにも載っておりますけれども、定

住化政策とかも町全体として進めていく中で、国民健康保険側としましては、対象者の方々
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に対しましても、ほかの協会けんぽ等と開きのないような、公平な事業実施に当たりたいと

考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。この出産育児一時金については、少子化対策で、私たち公明党も

これまでずっと長年推進をしてまいりました。1994年に創設されて、最初は支給額が30万で

スタートしました。さらにずっと増額をやりながら、2006年10月には35万円、2009年１月に

は38万円、そして同10月には42万円とずっと引き上げられてきて、今回50万ということで、

やはり子育てをする、出産時、妊娠時からお金がかかるということで伴走型とかいろいろ今、

経済支援、大きく国が打ち出しているんですけど、今後も本当に総合対策の中にしっかりと

この出産育児一時金の増額も、上がったばかりですけれども、今後は重ねていっていただき

たいなという思いがいたします。これからも子育て支援の中で、上牧町もこの出産育児一時

金も含めた形で、また子育て支援、しっかりしていただきたいなと思います。分かりました。 

 もう１点、出産時においては、一時金の中に産科医療補償制度というのが入っていますけ

れども、掛金が１万2,000円ということになっていますが、負担になっていますけれども、こ

ういうことは、やはり望まないというか、あってはならないんですけど、この制度を使われ

た方々もいらっしゃるのかなと思いますが、その辺についてはどうでしょうか。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 ご質問いただきました産科医療補償制度につきましてですけれども、こ

ちらも平成21年に分娩に関して発症した重度脳性麻痺のお子様やご家族様の経済的負担を補

償するものとして発足されております。それで、令和５年２月20日現在の厚労省の数値にな

るんですけれども、分娩の可能な期間としまして、助産所でありましたら100％の加入率、病

院・診療所におきましては全国レベルで99.9％の加入率になっておりますので、ほぼ99.9％

の病院で、助産院については100％ですけれども、こちらの制度が適用されておりますので、

皆様にはご安心して分娩のほうに立ち会っていただけるかなと考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 出産事故に備えるという意味では、大変重要な制度かなと思っています。 

 分かりました。ありがとうございました。これで終わります。 

〇竹之内委員長 富木委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 牧浦委員。 
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〇牧浦委員 先ほどは失礼いたしました。牧浦です。よろしくお願いいたします。 

 今、富木議員からありました、その追加になるんですけども、今年度は10件の出産が国保

の中であったと。現在、出産費用は全国平均45万5,000円だと今、富木先生がおっしゃられた

と思うんですけども、この上牧の近隣の状況はどのようになっているか、データは持ってお

られますか。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 申し訳ございません、近隣の情報は資料を持ち合わせておりません。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。またその辺は集められるということでよろしいでしょうか。また

分かったら教えてください。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 はい、今後調査いたしまして資料を製作するようにしておきます。 

〇牧浦委員 以上です。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 牧浦委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は11時。 

    休憩 午前１０時５０分 

    再開 午前１１時００分 

〇竹之内委員長 再開いたします。 
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 議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について、これを議

題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例

について質問させていただきます。 

 資料によりますと、こども家庭庁を設置ということで、こども家庭審議会に名称等が変わ

るということで、やはり少子化が非常に問題な中で、このこども家庭庁の設置によって、今

後どのようになるとお考えかを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こども家庭庁設置により、どのように変わっていくかというところな

んですけれども、今までばらばらになっていた部分というのがあると思うんです、文科省と

か厚労省という形で。そこの部分がまず一本化になるというところで、連携も取りやすくな

ると思いますし、そういったところで行政、私たちにとりましても、いろいろ事業というの

も連携しながら進めていきやすくなるのかなとは考えております。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 康村委員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 富木委員。 

〇富木委員 富木でございます。上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例に

ついて質問をさせていただきます。 

 資料のナンバー９にも、改正の趣旨であったり、改正内容をお示ししていただいています

が、まずご説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 すいません、もう一度お願いします。 

〇富木委員 資料、ナンバー９ですね。出していただいております。この点について、改正の

趣旨はこども家庭庁設置に伴っての上牧町の条例改正ということですけれども、１番目はそ
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うです。２番目は改正内容、ご説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 改正の趣旨でございます。こども家庭庁設置法案の施行に伴い、関係

法律の整備に関する法律第33条により子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、上牧

町子ども・子育て会議設置条例の改正を行うものでございます。 

〇富木委員 内容をお願いします。 

〇寺口こども未来課長 整備に関する法律33条により、国の子ども・子育て会議について定め

る第72条から第76条が削られて、それから、77条から87条が５条ずつ繰り上がる改正がなさ

れました。これは国の子ども・子育て会議がこども家庭庁に新たに設置されるこども家庭審

議会に移管されることにより廃止となることに伴う改正となっております。子ども・子育て

支援法77条が地方公共団体の子ども・子育て会議の設置根拠となっておるため、設置条例に

おいても当該の規定を引用しておりますので、引用している条項の整備を行う改正でござい

ます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 今回の改正なんですけど、こども家庭庁が設置されます。この点については私、

一般質問で詳しくさせていただこうかなと思っておりますので、ここでは少しばかり質問を

させていただきたいと思います。 

 こども家庭庁は、国は子どもの最善の利益を第一に考えるということで、子どもに関する

取組とか政策を社会の真ん中に据えるこどもまんなか社会ということを目指して、今回のこ

ども家庭庁設置の決意で、総理はじめ、国のほうで設置をしております。そのことによって、

これまでの子ども・子育て会議がこども家庭審議会に変わるということでよろしいですか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、国のほうではそちらのほうに変わるという改正でございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 こども家庭庁の設置法の中にも、審議会等及び特別の機関ということで、こども

家庭審議会を設置するということで、この概要にもございました。その中で、子ども・子育

て会議については、2015年度４月から子ども・子育て支援新制度が開始になって、この制度

に基づいて、子育て家庭のニーズとか幼稚園、保育所などの教育・保育、地域においてのそ

のような子育てを支援するということで、子ども・子育て支援事業計画というのが策定され

ております。それによって子ども・子育て会議の中で、子どもの子育てのサービスを確保、
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しっかりと子育てを支援していくということで、子ども・子育て支援事業計画が策定される

んですけれども、これが今回、こども家庭審議会により、その中でまた新しく子ども・子育

て支援事業計画を策定していくというような、このような判断でよろしいですか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、そのように考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 現在、上牧町においても２期の事業計画が、現行２期ですかね。次に、５年度の

予算にも上がってきておりましたけれども、ここではやはり子ども・子育て会議ということ

で予算が計上されておりました。それはまた予算委員会で審議していただくということで、

３期の支援計画の予算ということで上がってきておりましたけれども、このこども家庭審議

会に変わることによって、委員さんの構成であるとか、運営であるとか、そういうことはこ

れまでの子ども・子育て会議とは何ら変わりはない、そのような体制、運営になるのか、そ

の辺をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 上牧町におきましても、委員さんおっしゃったように、今後、第３期

の策定をすることになっております。子ども・子育て会議の委員につきましては、これまで

と同様で、変わりなくしていただくことになっております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。内容等についてはこれまでと同じような形で体制的には行ってい

くということで、あと、今回、このほかに追加になるとか、特別に変わったところとか、そ

ういうところはございますか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こども家庭庁になりまして、今後の第２期の計画ですか、その策定に

よりましても、支援事業計画につきましても、どのような形になるのかというのが、細かな

部分がまだ届いておりませんので、今のところは前回と同じような形で進めていくような形

は取らせていただいているところでございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。この会議によって、上牧町の子育ての支援計画の中でしっかりと

子育て支援をさらにまたサービスにつなげていただきますように、会議の委員の皆さん、そ

れからニーズ調査であるとか、今後していかれると思うんですけれども、その辺りの体制的
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に、しっかりと万全の体制でまた進めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 ニーズ調査をしっかり行って、住民さんの声を受け止めて、今後の事

業につなげていきたいと考えております。 

〇富木委員 分かりました。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 富木委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 よろしくお願いいたします。上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 

 これは以前、２月21日に、議員懇談会で説明がありましたね。そこで、再度になるかもわ

かりませんけども、こども家庭庁設置法の施行に伴っていろんなことが改正され、上牧町で
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の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正の内

容を、もう一度で申し訳ないですが、お願いいたします。タブレットで①整備法により、②

民法上の一部と書いてあるんですけども、これについて、詳しく説明をお願いしたいんです

が。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 改正理由といたしましては、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律の施行、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、上牧町でも定めております特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正を行うもので

あります。 

 ①の、その整備法により学校教育法、子ども・子育て支援法が改正され、条例において引

用する条項にずれが生じるために改正を行います。学校教育法の25条といいますのが、幼稚

園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学

大臣が定めるとなっております。２項も読んだほうがよろしいですかね。２項には、文部科

学大臣は、前項の規定により幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当

たっては、児童福祉法第45条第２項の規定により児童福祉施設に関して内閣府令で定める基

準並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に

より主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関

する事項との整合性の確保に配慮しなければならないという部分が追加されております。も

う１つが、文部科学大臣は、第１項の幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定

めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。こういう部分が追加と

なりました。これを同条に、上牧町の条例のほうで引用している箇所を25条第１項という形

に改める改正でございます。 

 ②の民法等の一部を改正する法律につきましては、親権者の子に対する懲戒権の規定を削

る改正が行われることになりましたので、上牧町の条例におきましても、この府令というの

が市町村が条例で基準を定める際の参考基準という位置づけになっておりますので、その府

令と同様に改正を行うものであります。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 今聞かせていただいた中で、親権者の子に対する懲戒権の規定を削る改正が行わ
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れることとなりましたとあるんですが、これについては、虐待ということでよろしいんでし

ょうか。その部分の規定が削られるということなんでしょうか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 民法には、その懲戒権の規定についてなんですけれども、児童虐待を

正当化する口実に利用されているという指摘が今までございました。それで、これまでも削

除を含む見直しの検討がされていたんですけれども、なかなか進まず、その後、児童虐待防

止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の検討課題によって、ここの

懲戒権に関する規定の再検討ということがございましたので、今の民法822条の規定の在り方

について検討を加えたというところで、今おっしゃっている児童虐待に関する部分にはなる

んですけれども、必要な措置を講ずるということになりましたので、今般の改正になったと

いうところでございます。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 なかなか難しい表現ですよね、これ。よく分かりました。ありがとうございます。 

 以上で結構です。 

〇竹之内委員長 牧浦委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

 富木委員。 

〇富木委員 富木でございます。上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案について質疑をさせていただきます。 

 今回は、国の基準が改定されたことにより一部改正となっておりますが、まず家庭的保育

について、子ども・子育て支援制度の中の地域型の保育だと思うんですけれども、小規模で

あったりとか、そのようなことが明記されているんですけれども、まず、家庭的保育事業の

そのものの説明、どういうふうなものがそういうことに当たるということで、説明をお願い

いたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 家庭的保育事業と申しますのは、安定的な雰囲気の下で、少人数を対

象として、きめ細やかな保育を実施する事業ということとされております。家庭的保育者、

保育ママの居宅と申しますか、自宅とかその他様々なスペースで行う保育事業というところ

でございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 ありがとうございます。少人数で家庭的な雰囲気の中で、ベビーシッターさんと

は違うけれども、認可を得て、例えば住宅、個人のおうちの中をしっかりと、国の基準に定

めた形で認可された方がそういうようなことを、子どもをお預かりして保育していくという

ような認識でよろしいですか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、そのとおりでございます。 

〇富木委員 分かりました。では、今回の重要ポイント、改正理由なんですけれども、資料が

ありますけれども、改正内容で、市町村の条例で基準を定めるということで今回改正がなさ

れていますが、ポイントとしては３点挙げられておりますが、ご説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 まず１点目でございます。児童福祉施設の整備及び運営に関する基準

等の一部を改正する省令、これにより改正する部分は、安全計画の策定義務、インクルーシ

ブ保育を可能とするための設備・人員基準の緩和、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止に

必要な措置の明確化が規定されることとなりました。これがまず１点目でございます。２点

目が、認定こども園の送迎用バスに園児が置き去りにされて死亡した事案を受けてなんです
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けれども、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、送迎

用車両を用いる際の乳幼児の所在確認と、車両への安全装置の装備義務が規定されることに

なりました。３つ目が、先ほどにもございました民法等の一部を改正する法律の施行により、

親権者の子に対する懲戒権の規定を削る改正という３点でございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 内容的には今ご説明いただいたんですけども、条文の中にも、第８条の２で、家

庭的保育事業に対して、利用乳幼児の安全の確保を図るためにということで、事業所ごとに

安全計画を策定して、その安全計画に伴って必要な措置を講じなければならないとあります。

その辺を今説明していただいたんですが、この件についての、まずは策定をする、それから

職員への周知、関係者・保護者への内容等の周知、連携を取るということ、安全計画を定期

的に必要に応じて見直しをしていくということになっておりますが、その点についてもう一

度確認をしたいと思いますので、ご説明お願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 安全計画の策定義務というところなんですが、これは必ず従わなけれ

ばいけない基準となっておりまして、整備の安全点検、それから利用乳幼児等に対する事務

所外での活動や取組等も含めた生活における安全に関する指導とか職員の研修・訓練等の安

全に関する事項の計画を予定しなければならないとなっております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 今回、この安全計画の策定が出てきたという背景はどのように捉えておられます

か。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 安全計画を立てられているところもあると思うんです、いろいろな事

業所でも。でも、もう立てただけで、そのまま職員に周知されていないとか、それがお飾り

的なものになっているというのは、そういうことがあることによって痛ましい事件が起こっ

たりとかというのがあると思うので、それをしっかり、安全計画の策定を必ずしなければい

けないというところで、そういった事故とかをなくすためには必要ではないかなと考えてお

ります。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 近年は保育所であったりとか、こういうような事業所内での、テレビとか情報で

見ていますと、やはり虐待とか、それこそ保育士さんであるとか、全部が全部じゃないんで
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すけど、コロナ感染の対策であったりとか、保育士さんに物すごい量の業務が加わってきて、

自分にゆとりがなかったり、子どもたちに接するゆとりがない。その中で、やはり小さい子

どもですから、言うことを聞かないことも、当たり前ですけれども、そういうことに対して、

虐待というか、ついきつく当たったり、対応したりということもある中での、安全計画の策

定ということをしっかりもう一度ここで義務づけるということでなったのかなって。先ほど

課長もおっしゃいましたように、策定しているところもあるけれども、それが絵に描いた餅

になって、ただあるだけで、じゃ、それをしっかりと実行しているかというとそうではない

ということも浮かび上がってきていますので、そういう背景があっての今回の安全計画のし

っかりした義務づけになったのかなって、私はそのように捉えておりました。分かりました。 

 次なんですけども、あと、インクルーシブ保育ですね。これについてご説明いただきたい

と思います。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 インクルーシブ保育といいますのは、子どもの年齢とか国籍とか障害

の有無にかかわらず、様々な背景を持つ子どもを同じ空間で受け入れて、全ての子どもがそ

れぞれ個々に必要な援助を受けながら一緒に成長できるような保育のことを指します。それ

がインクルーシブ保育という形でうたわれております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。やはり家庭的保育事業を利用する中で、社会福祉サービスを必要

とする乳幼児であったりとか、そういう子どもたちの社会参加といいますか、社会において

の暮らしといいますか、一緒になって社会でしっかりと参加ができるようなということで、

そういうところら辺の事前的な準備といいますか、乳幼児の保育に支障がない場合に限り、

ほかの福祉施設の設備や職員を共用できるものとしますということで、一応、内容的には国

のほうでの概要等も読ませていただいたんですけども、判断的に難しいなって思ったんです

けど、もう少し分かりやすくお願いできますか。 

〇寺口こども未来課長 しばらくお待ちください。 

〇竹之内委員長 暫時休憩とします。 

    休憩 午前１１時３２分 

    再開 午前１１時３２分 

〇竹之内委員長 再開します。 

 こども未来課長。 
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〇寺口こども未来課長 今、富木議員がおっしゃったように、家庭的保育事業所と、家庭的保

育だけには限らないんですけども、こちらのほうは。地域型保育とか、事業所内保育も含ん

だ話にはなるんですけれども、それと社会福祉施設を併設するときには、その保育に支障が

ない限り、家庭的保育事業所の設備とか職員は、その保育室及び各事業所特有の設備、それ

から乳幼児の保育に直接従事する職員を含めて、併設する社会福祉施設と職員を兼ねて、一

緒に保育をすることができるという部分になりまして、設備とか人員基準の緩和というとこ

ろで、この部分が改正になったところでございます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 そういう意味では、乳幼児の社会参加が進むような形の体制であるということで、

分かりました。 

 それから、次ですけども、２番目の、これは保育所の子どもたち、認定こども園の中でバ

スの置き去りがありました。事件がありましたから、それを受けての安全装置の義務づけと

いうことだと思うんですけれども、説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 送迎車両、バス等を用いるときには乳幼児の所在確認、それから車両

への安全装置の装備の義務の基準を定めている規定でございまして、こちらのほうも従うべ

き基準となっておりますので、上牧町におきましてもこちらの部分の改正をしたところでご

ざいます。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 この事件においては、またその後も事件が起こっておりました。こういう規定、

義務づけをしっかりと周知していただいて万全な体制を、そのような事業をされる方にも取

組をお願いしたいと思っています。 

 次ですけれども、これ、安全装置というのは国の補助として出るかと思うんですけど、そ

の辺はどういうふうになりますか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 私どもも調べたりはしていたんですけれども、その金額がまだ確定が

されていなかったように思っているんですけれども、補助はあるようには聞いております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。じゃ、次、お願いします。最後、３つ目ですね。先ほどの牧浦議

員からも、前の質問でございました。これは私、どういうふうに受け止めていいのか分から
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なかったんですけれども、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、省令においても親権

者の子に対する懲戒権の規定を削除しますということで、タブレットの資料にもございまし

た。この親権者の子に対する懲戒権ということで、分かりやすく、先ほどもお話を頂いたん

ですけれども、私なりに思うのは、親が子どもを教育する目的でしかったり、注意をしたり

ということで、しつけの一環やということでそういうふうに捉える。だけれども、しつけも

エスカレートすると、今の保護者の方々は、時にはしつけがエスカレートをして、加減が分

からないというか、そういう方々も中にはいらっしゃるということで、そういう辺りのこと

で、大きく今、児童虐待の問題がマスコミでも本当に多く取り上げられている中で、そうい

う懲戒権の問題という捉え方ということで、そういうケースの中でこの削除が行われたのか

なって思ったんですけど、その辺はどういうふうに捉えておられますか。今回の削除につい

て。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 現在ではしつけで体罰を行うことも虐待になりますので、しつけだか

らいいというわけではございませんので、そういったところもございますし、その部分でこ

のまま、これがしつけでは、監護・教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると

いう規定が残っておると、整合性が取れないと思うんですね。そういった部分もありますの

で、これまでも、今まで削除、見直す検討がいろいろされていたんですけれども、やっとこ

こに来て、ここの部分の削除という形に、今回で改正になったと考えています。これがここ

に残っているから、監護・教育に必要な範囲で懲戒することができるってなっておりますの

で、その監護しているときにはできるではないかという部分が、整合性にはならないと考え

ますので、ここを削除することで、しつけにおける体罰も虐待、犯罪になるって今はなって

おりますので、そこが大事なポイントかなと考えています。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 先ほどの質問の中にも判断しにくいところが、ちょっと難しい問題があるなとい

うことでありましたけれども、では、懲戒権の規定を削除しますとなっているんですけれど

も、例えばしつけなのか、体罰なのか、虐待なのかという判断というのは、やっぱりその親

の捉え方、考え方１つだと思うんですけど、自分はしつけのつもりで、テレビとか情報があ

る中で、亡くなっている子どもに対しては、その親の発言といいますか考え方を聞くと、し

つけの一環やったとかね。じゃ、しつけがどこまでどうなのかという判断をするのは、どこ

がするんですか。 
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〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 本当にこれ、難しい問題やと思うんですけれども、実際に、虐待に関

しましては、もう手を上げてはいけない、たたいてはいけないということになりますので、

そこをしつけだから、言うことを聞かないからたたいていいんだという、その考え方自身を

直していかないといけないと思うんです。それをなかなか、これまで相談の中でも、そうい

った形で通告があって、保護者の方にも言うんですけど、しつけですとかって今まではおっ

しゃっていましたが、やはりこれは体罰であって、こういった場合は、あまりそういうのが

続くと児童相談所のほうに通告しないといけなくなりますよというふうな形で、私たちは、

そういった報告があった場合はご本人さんに伝えたりとかというふうにしております。なか

なかしつけだからというので、とても難しい部分ではあるんですけれども、やはりそこは駄

目なものは駄目という形で、しっかりお伝えしていくようにはしておるところです。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 感情論といいますか、やっぱり親の子に対する愛情なのか、感情的、また自分勝

手、自分本位の考え方なのか、そこ辺りの判断というのは難しいなと思うんですけども、こ

の点については、家庭的保育事業に対しての事業の設備ということで今回出てきているんで

すけれども、個人的なものになりますと、まず両親のことになりますと、児相であるとか、

こども家庭相談センターであるとか、そういうところら辺、あと警察であるとか、またこど

も家庭庁の中にもあるんですけれども、そのような連携の中でしっかりと対応していくとい

うことにもなるかと思いますが、この事業所内でそういうふうなことが起こるということも

考えた上での、これは改正に今回上がってきているのかどうか、そこの辺り、お願いいたし

ます。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 家庭的保育内においてもそういうことがあってはいけないというとこ

ろでしっかり定められた、削除されたものだと考えております。 

〇竹之内委員長 富木委員。 

〇富木委員 分かりました。改正内容については３点ご説明していただきましたので、理解を

させていただきました。ありがとうございます。 

 質問は以上です。 

〇竹之内委員長 富木委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 
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 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、１点質問したいと思います。 

 この議案なんですけれども、私はこれもこども家庭庁の新設による改正と思っていたんで

すが、その理解でよろしいんでしょうか。この資料を見ると、こども家庭庁のための変更の

ようにも思えるのですが、その辺だけちょっと教えていただければ。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こちらの改正につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令に伴って改正するものでございます。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 その省令を改正した原因というのがこども家庭庁新設による変更なのかというの

を、その辺だけ知りたかったんですが。さきの議員らの質疑を聞いていますと、ちょっと自

分自身の解釈が誤っているような気がするので。僕はほんまにこども家庭庁新設による改正

というふうに、すっと流してしまったので、その辺の確認だけです。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こども家庭庁の設置法に伴う整備に関する法律の改正につきましては、

先ほどの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に関

しましてはこども家庭庁設置法がされたことによる改正で、こちらのほうは児童福祉施設、

先ほど申しました部分での改正でございます。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。以上で私の質問を終わります。 

〇竹之内委員長 康村委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 牧浦です。お願いいたします。先ほどと重複するところが多々あるんですけども、

ここで一部聞かせていただきたいのは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する省令により、安全計画の策定義務、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの業務継続計画の策定と、感染症及び食中毒蔓延防止に必要な措置の明確化を規定します。

この部分の説明をお願いしたいのと、認定こども園の送迎用バスに園児が置き去りになり死

亡された事案を受けて、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に

より、自動車を運行する場合の利用者の所在確認を規定しますと。どういう規定をされてい

るのかと、それから、措置の明確化を規定するんですが、これはもう施設自体がするんでし

ょうか、それとも町が関与するんでしょうか。お願いいたします。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 安全計画の策定義務でございます。こちらのほうは、先ほども申しま

したとおり、設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動や取組等を含めた

生活における安全に関する指導、それから職員研修及び訓練、安全に関する事項についての

計画を策定することとなっております。これは従わなければならないということで義務とな

っておりますが、一応、令和６年３月31日までの努力義務というところで経過措置が設けら

れているところでございます。 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため

の非常時の体制で、早期業務再開を図るために業務継続計画、こちらのほうは一応努力義務

という形でなっております。 

 感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止に必要な措置の明確化を規定するというところで、
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これは国、参酌基準となっておりますので、こちらのほうも放課後児童健全育成事業、上牧

町の条例のほうに規定させていただいたところでございます。 

 それから、２番目の認定こども園の送迎用バス、園児の置き去りの事案を受けてのところ

でございますが、こちらは自動車を運行する場合の利用者の所在確認を規定しているところ

で、放課後児童健全育成事業では車両の安全装置の義務規定というのはなくて、所在の確認

をしてくださいということになっておりますので、うちの条例におきましても、その部分を

一部改正させていただいております。この計画策定とかというのは、その事業所が行うとい

うことになっております。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 その施設が提出する、それをまた町が確認しに行くという形でよろしいでしょう

か。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 よく分かりました。ありがとうございます。これで結構です。 

〇竹之内委員長 牧浦委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。質疑を行いますけれども、放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正ということで、今回、安全計画の策定と、あと自動

車、送迎用のバス等を運行する場合の所在の確認ということで書かれているんですけれども、

子どもの命と安全を預かる保育士さんであるとか指導員さんであるとかの役割が大変大事だ

と思います。その観点は全然書かれていないんですけど、私は指導員さん、保育士さん、先

ほどの議案、１つ前の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準についてもそうですけ

ど、今回の放課後児童健全育成のところは上牧町としても行っている事業で、ここは町も関

係してきている事業ですね。それで、保育士さんとか指導員さんの処遇改善と人員配置が最

も重要だと思います。 

 これ、何でこういうふうな改正になったかといったら、コロナの感染症の対応で大変だっ

たということが大きなことと、今後、災害時の対応も問われてきますね。それともう１つは、

幼稚園の送迎バスの中で児童が亡くなっていたということで、安全計画とか、車の対応をし
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ろというところにとどまっているんですけど、元は保育士さんが多忙であった、人員が不足

していたのではないかと思いますので、その辺では、やはり人員配置が一番重要だと考えて

いますけど、町の見解はどうですか。 

〇竹之内委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 報道されているところでございます国の配置基準にしましても、ゼロ

歳児は３対１であったり、６対１であったりと、火事になったりしたときにどうやってその

子を連れて逃げるんだとかという部分もあると思います。それはもうこちらのほうもいろい

ろ、いざというときには安全を確保しなければいけないというのが一番重要だと考えており

ますので、その方法といいますか、何かあったときにはそれに代わるものを、６人乗りの乳

母車に乗せて行くとかというふうな形で、何とかそこはクリアできるように町としては考え

ているところです。やはり人員配置というのが厳しいというのは様々な、上牧町の保育園に

限らず、私立の保育所に限っても、その部分は苦慮されているところではないかなと考えて

おります。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 町では努力されていると思いますけど、これ、やはり国で、人員配置のところで、

基準も何年も前のままの基準ということを言われていますので、ここをまず人員配置するべ

きだと考えているところです。上牧町でも学童の指導員さんの処遇改善等の補助もあったん

ですけれども、町でやっているところ、民間のところは処遇改善が行われるんですけど、公

立のところは会計年度任用職員さんの対応であるために、ほかと横並びにするとかで、なか

なか処遇改善が進まないというところで。民間のところは進みますけど、公立のところはや

っぱり10％、20％ぐらいというふうなデータも出されていますので、そういうところでしっ

かり処遇改善が行われるような対応と、あと、人員配置が必要だということを申し上げて、

質問を終わります。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

    休憩 午前１１時５８分 

    再開 午後 １時００分 

〇竹之内委員長 再開いたします。 

 議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、これを議

題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 服部です。よろしくお願いします。 

 議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、まず最初

に、この協議についてということで、協議会を設立されるんですが、具体的にどのような協

議を進めていき、どういうふうな回数で、どういうふうな方法でというような具体的な計画

というのは考えておられるんですか。まず１つ目、お願いします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 この設置に関する協議についてでございます。このことにつきましては、

県全ての一体化に向けて、企業団の基本計画の決定及び基本協定書の締結に伴いまして、こ

れまでの任意協議会を法定協議会として設置することに伴うものでございます。 

 この設置に関する協議の中で、地方自治法の第252条の２の２、第１項、この中で定められ

ております協議会の設置でございます。読ませていただきますと、普通地方公共団体は、普

通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、もしくは普通地方公共団体の事

務の管理及び執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作

成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。こ
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れに基づいて市町村の同意を得たいというところで、今回これを上げさせてもらっていると

ころでございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 今回、協議会ということで、各市町村長が25人協議され、協議会を行ってい

るんですが、この協議が調った後、運営協議会というような形で進んでいくと思うんですが、

その運営協議会になった場合は議員も参加するというような形になるのか、その辺をちょっ

と聞かせていただきたいなと思いまして。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 一体化の準備室からはまだその辺りの報告は来ておりませんので、はっ

きりしたことは分からないんですが、令和５年度のスケジュールといたしましては、諸課題

の継続検討、一部事務組合・企業団の設立の準備、設立許可、水道事業の認可、国交付金の

事前協議等とございますので、まずはその部分から取り組んでいかれると思います。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 私、後期高齢者の議会に参加させてもらっているんですけれども、広域です

る水道企業団というのも、議会というのを設置してこの運営に当たっていくというふうにな

っていくんでしょうか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 議会を設置されての運営の計画はしております。そのスケジュールを見

ましたら、令和６年度に議会の設立の案を出されているので、６年度には設立されるのかな

と思っております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。私の質問は以上です。 

〇竹之内委員長 服部委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置ということで、水道

の事業は、県域水道一体化ということで、令和７年度に事業の統合ということで進められて

いるところですけれども。今回、その設立準備協議会の規約ですけれども、この中で、協議

会の担当する事務の２つ目に、広域水道企業団が経営する広域的な水道事業等の計画の作成

に関する事務を行うということで、これが大きな役割だと思うんですけれども、先ほど服部
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議員の質問の中で、これ、具体的に議会の議員も参加する組合議会的な、そういうのが令和

６年度には設置されるだろうという答弁がありました。ということは、令和５年度中にその

検討が行われるということですけども、水道料金の決定などで地域住民の意見が反映される

ような運営を望んでいるところですけれども、広域議会の議員定数などは令和５年度中に検

討されるということでよろしいですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今のもらっているスケジュールですと、５年度はまだその部分は入って

おりませんので、６年度で設置されると。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 こういう広域の組合議会というのは少人数の集まりでされることが多くて、なか

なか住民の意見が反映されなかったり、チェックができないということがこれまでもほかの

組合議会等でもあったんですけど、これはやはり広域議会の構成などについては、しっかり

皆さんの意見が反映されるような、しかも、水道の場合はふだんの毎日の生活に関わる水の

取扱い等も関わってきますので、それが県で１つになるということですから、それに対応で

きるような議員の定数を望んでいるところですが、その辺はしっかりお願いしたいと思いま

すが、いかがですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 住民さん第一というところで、一体化の準備室の中でも声を上げていき

たいなと思っております。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 お願いします。それで、今回のこの規約のところでは協議会ということで、準備

の協議会はそれぞれの自治体の首長が入ってくるという理解でよろしいですね。首長さんと

いうことで。別表のところで上げられているのは、市長であったり町長が入られるというこ

とですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 はい、そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。以上で終わります。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 
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          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、これを議題

といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 服部です。よろしくお願いします。奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部

を変更する規約案について質疑を行います。 

 この案の中で、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の議会の議員の中より選出された各１

人というような形でなっているんですけれども、現在のところ、議長が充て職で葛城清掃事

務組合に参加していると思うんですが、その辺の変更とかはあるんでしょうか。 

〇竹之内委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 議長は今までどおりでございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 これ、24人から20人に改めという形で、４名減らすというような形で書かれ

ているんですけれども、具体的に誰を４名変更で今度なくすわけですか。 

〇竹之内委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 現在、組合構成自治体の首長８名と市議会議長４名、町会議長４名、市

議会議員８名の24名で構成されております。それが、新しい案としまして、構成自治体の首

長が参加しないという形になりまして、新しい形としましては市議会議長４名、町会議長４



－37－ 

名、市議会議員８名、町会議員４名の合計20名となっております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 各市町村の議長以外の議員４名という形で今答弁いただいたんですけれども、

議長以外の議員で市町村議会から議員で出ている議員というのは、どういう選考で議員は各

市町村から出られるんですか。 

〇竹之内委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 ちょっとその辺り、確認したいと思います。また回答させていただいて

よろしいでしょうか。 

〇竹之内委員長 町長。 

〇今中町長 今お尋ねの件でございますが、我々首長は議員として参加をしておりました。そ

れが、組合議会の議員さんの中から、首長が議員として参加するのはおかしい、あくまでも

理事者側で参加すべきだというようなご意見がございました。１つ例は、奈良県広域消防の

ほうでもそういうふうに変更になっておりますし、これからそういう流れになっていくんだ

ろうというふうに思います。我々は理事者側として参加をする、空いたところに新しく議員

さんを入れるということの改正でございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 今の説明でよく分かりました。私も葛城地区清掃事務組合へ参加させていた

だいた経験がございまして、各市議会の議長と議員が参加されており、各町村議員が割合的

に少ないという形がありまして、上牧町だけではないんですが、市町村のほうがこの葛城地

区清掃事務組合の中の議案に対しての意見が通りにくいというような形を受けますし、もっ

と大きな声を上げて、上牧町の条件をもう少し、負担の割合であるとか、そういうような条

件がよくなるように。議長になったときに意見を述べればいいんですけれども、議長をずっ

とするわけではないので、各市議会議員であれば、ずっと担当の同じ議員が出ているので、

その点で、議員の意見が活発に述べられるので、各市町村長のほうが不利なんじゃないかな

というようなイメージがあるので、今後は各市町村においても自分のところの意見をしっか

りと述べていただくように頑張っていただきたいと思いますので、その点についてお願いす

るという形で、質問じゃないんですけども、私の意見を述べさせていただきます。 

 私は以上です。ありがとうございました。 

〇竹之内委員長 服部委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 
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 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。葛城地区清掃事務組合の規約の一部改正ですけれども、服部委員

の質疑と少し重複しますけれども、もう一度質問したいと思います。 

 その前に、資料14－１で、新旧対照表を見やすい形に訂正して提出していただき、ありが

とうございました。議員懇談会のときにちょっと分かりにくいということを言わせていただ

いたんですけども、訂正していただき、提出ありがとうございました。 

 この葛城地区清掃事務組合での事業で、昨年の12月議会で東議員が一般質問をされたんで

けれども、４市４町でのし尿処理施設の補修のための基金の管理について質問されました。

地元還元施設も含めて、この基金が支出されたことなど、問題がありました。適正な財政運

営が行われるようしっかり情報公開を行っていただける、また住民の意見をより反映させる

ための運営の改善が必要だと思っているところです。今回の規約の変更で、組合議会の定数

は24から20人に減っておりますけれども、住民の意見をより反映させる運営で、どのように

改善されると思われますか。 

〇竹之内委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 新たに町議会議員の方４名を選出されるというところでございますので、

そういったところから住民さんの声というところを反映させていただけるのかなというふう

には思います。組合議会の円滑な運営を図るためにこういった形で、各首長さんも次回から

は理事者側という形になっておりますので、そういったところも含めて、今後円滑な運営が

できていくのかなという考えではおります。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございます。４人減っているけれども、これは８自治体の首長さんを

減らしてということで、理事者側に回って、今まで各町からの代表は１人だったところを２

名ずつになるということで、市のほうは議長と議員さんが２名で３名ということで、バラン

ス的に少し近寄った形で、より住民の意見が反映されるような運営になるだろうと期待して

いるところですが、よく分かりました。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 質疑なしと認めます。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につ

いて質疑を行います。 

 主に歳出７ページのところに関わってお聞きをしますが、今回は全体で516万円の減額補正

予算です。医療費につきましては、12月の補正では医療費が伸びているということで、5,400

万円の増額補正が計上されました。その後、この医療費がどのような傾向かということをお

聞きしたいと思います。今回は、それぞれ手数料であるとか、納付金のところで減額の補正

なんですけれども、医療費の動向をお聞きしたいと思います。１点です。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、令和４年度国民健康保険補正予算（第３回）につきまして、

ご質問を頂きました医療費の動向についてご説明させていただきます。 

 医療費でございます療養給付費につきましては、12月議会のほうで第２回補正として計上

させていただいておるんですけれども、12月以降も若干の減少は見られるんですけども、や

っぱり例年並みの医療費請求が来ておりますので、計算時期につきましては、またこの３月

については、コロナもすごく収まってきておりますので、減少傾向になるかなとは思うんで

すけども、以上のような状況でございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 
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〇石丸委員 今回、国民健康保険税についてということで、一般質問でも基金の活用であると

か引下げという項目で質問はさせていただいているんですけども、新年度予算の説明でも、

医療費は１人当たりが増えてきているということの説明を頂いております。確かに医療費が

上がってきているんだなというのは認識しているところです。今回は、医療費のところは直

接補正には上がっていないけれども、10月以降も増えてきているということで、傾向を聞か

せていただきましたので、結構です。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 服部です。よろしくお願いします。４ページ、５ページの歳入のところなん

ですけれども、財政調整基金の補正額の減額の理由について説明をお願いします。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 ご質問いただきました財政調整基金の減額につきましてですけれども、

まずは歳入のほうの一般会計繰入金の中にあります保険基盤安定負担金、こちらのほうが増

額でなっておりますので、あと、歳出側なんですけども、国保連合会のほうへの納付金なん

ですけども、これも精算、決定通知を頂きまして、160万ほどですか、３項目あるんですけど

も、これの減額がございましたので、その分浮いてきた財源を、当初取り崩す予定をしてお

りました財政調整基金のほうの取り崩す額の減額で今回は対応させていただいております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 服部委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、これ

を議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）に

ついてお聞きをいたします。 

 歳出７ページですが、保健事業費で、人間ドック費用助成金で30万円の増額計上ですが、

どのような傾向でしょうか。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、ご質問いただきました後期高齢者医療特別会計におけます人

間ドック費用助成金、こちらの30万の増加につきまして説明させていただきます。 

 後期高齢者におきましては、２万円を上限額といたしまして、受けられた人間ドックの２

分の１を補助させていただいている形になります。ですので、積算のときも単純に掛ける何

人というようなやり方で単価が変わりますので、非常に見づらいところがありましたので、

各年度の決算を基に試算いたしているような現状でございました。それで、令和２年度であ

りましたら97万6,365円、令和３年度が106万5,004円というような状況の中、令和４年度にお

きましては12月末の時点で107万3,355円と、例年以上の受診対象者の方が上がってきており

ますし、事前申請というのを行っておるんですけども、その中でも、最終的に受けられるか

どうかはまだ蓋を開けないと分からないんですけども、事前申請者の方々もいらっしゃいま

したので、それを見込みまして30万円の積算をさせていただいております。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 金額が人それぞれ変わってきますので、人数がどうというのは分からないんです

ね。予算では、一応それぞれ何名という予算にされていますけど、それぐらいは受診される

であろうということでいいですか。 
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〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 はい、そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。結構です。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質問が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 服部です。よろしくお願いします。 

 石丸委員の質問と同じ７ページの上の段の後期高齢者医療広域連合納付金、この減額につ

いての説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 ご質問いただきました件につきましては、まず歳入の保険料のほうが758

万5,000円減額しております。また、国保でもありましたけれども、保険基盤安定繰入金とい

うのがございまして、こちらが、後期の場合は327万6,000円の減額になっております。それ

の合計金額を、広域連合に当初、納付金として計上しておったんですけども、それを差引き

させていただいた1,086万1,000円、予算として計上しております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 今の説明の中で、減額30万円というところの部分なんですけど、その減額に

なった理由というのは分かりますか、後期高齢者。 

〇竹之内委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 この保険基盤安定繰入金というのは、低所得者や中間所得層の保険税負

担の軽減を主な目的として交付されるものでございまして、被保険者数や所得等の状況を報

告いたしまして計算されるものでして、そちらが最終的に交付決定のときに327万6,000円の

減額となった根拠となります。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 ありがとうございます。以上です。 

〇竹之内委員長 服部委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）について、これを議題

といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 服部委員。 

〇服部副委員長 ６ページ、７ページ、歳出の部分で、まず一番上の介護サービス等諸費、減

額の理由。その次の段の介護予防・生活支援サービス事業の減額の理由。ずっと全部、下の

段まで減額が続いているんですけども、それぞれの要因についての説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、減額の理由についてお答えさせていただきます。 

 まず、介護予防サービス等諸費、介護保険の資料ナンバー１に細かく数字を出させてはい

ただいているんですが、一番大きな要因は地域密着型サービスが減ったということでござい

ます。それと同時に、認定者数というのがあるんですが、伸び悩んできております。認定者

数が今、1,360件ぐらいあるんですが、大体24％の人がサービスをお使いになると思って当初

予算を立てさせていただいたんですが、そこまでは行かずに、サービスをお使いになってい

る方が少なかったというのが最大の原因かなと思います。特に地域密着が動いた数が大きか

ったというところでございます。 

 それと、次の介護予防・生活支援サービス事業費でございます。介護予防なので、軽い方

のサービスなんですが、やっぱりコロナの感染状況に影響いたしまして、例えば今回でした

ら８月、すごく感染者が多い時期がございました。そういう時期になりますと、物すごい数

が、お使いになられる方が減少いたします。そういったところで伸び悩んだかなと判断して



－44－ 

おります。 

 その下の通所・訪問型サービス事業費ですが、これは郁慈会にお願いさせていただいて、

緩和したデイサービスをさせていただいているんですが、これも感染の状況で、休止された

時期が３か月ほど続きましたので、減少につながったかと思います。 

 以上でございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 今説明があった１つ目のところなんですけども、介護認定は受けたけれども、

サービスを受けなかった人が多かったという形の説明だったと思うんですけども、そういう

傾向は、介護保険が始まったときからでもずっと同じような傾向で続いていると思うんです

けども、今回こういうような形で減額となっているのは、やっぱりコロナの影響があったと

いうようなことはあるんでしょうか。１つ目の説明のところですね。２つ目、３つ目のとこ

ろはコロナの影響というのははっきり出ていたと思うんですけども、その点についてはどう

ですか。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 当初予算を立てさせていただいたときの数を見込んだんですが、そこ

まで認定者数も伸びませんでしたし、そこまでお使いにならなかった。だから、実数が思っ

たより伸びなかったというのが最大の原因かなと感じております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。それでは次に、１つ飛ばしまして、配食見守り支援事業につ

いて、減額になっているんですけれども、配食見守りが減った理由というのはどういうこと

なのか説明してください。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 これも当初の見込んだ人数よりも実際伸びなかったというのが原因な

んですけども、令和３年度は実績、３月末で24人、実数で取られていたんですが、今、21名

となっておりまして、もっと伸びるだろうということで、事業所も変えたりして、増加を見

込んでいたんですが、それも例年どおりと言ったら言葉は悪いですけども、増加には及ばな

かったというところでございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 配食見守りの申込み支援事業というのは、ケアマネジャーとかがプランを立

てて申し込んでおられるのか、個人の方が配食見守り事業を知って、個人的に申し込んでお
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られるのか、その点について教えてください。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 委員さんがおっしゃられたように、ケアマネジャーがプランを立てて

お申込みの場合もございますし、あと、民生委員さんのほうから、こういう方がいらっしゃ

るんですがどうですかといった申請のアドバイス、支援をしていただいたり、家族さんから

の窓口相談で申請に結びついたというところでございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 最後になるんですけども、緊急通報見守り支援事業、この内容について、増

加の原因と状況を教えてください。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 窓口相談しておりますと、やっぱり高齢のご夫婦とかおひとり暮らし

の方の不安が強いということ、あと、民生委員さんからの支援ということでお申込みがどん

どん増えてきております。それと、固定電話型とモバイル型という２つの機器を導入させて

いただきましたので、そこでまた申込みが増えてきているというのが現状だと思われます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 この事業の中身についてなんですけれども、見守りという形で、セコムとか、

各地区の自治会の民生委員さんたちであるとか、どういった形で見守りという形をしている

のか、もう少し詳しく教えてもらえますか。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 これは大阪ガスのセキュリティーサービスを使わせていただいており

ます。固定電話またはモバイル型の電話で登録をさせていただきまして、簡単な機械をつけ

ます。そこで月に２回、医療職、主に看護師ですが、お元気ですかということで「お元気コ

ール」をかけさせていただきます。そこで健康状態の確認、それと緊急通報装置のボタンを

１つ押せば、「緊急です、緊急です」という形でセンターにつながって、そこが必要と判断さ

れたら救急車が出動するといった、そういったシステムになっております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 緊急通報装置を押しますと、まず消防署のほうに行くのですか。それか登録

している家族さんのところに行ってから救急車のほうに行くのですか。その辺の点について。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 まず登録しているセンターのほうに行きます。そこから、必要であれ
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ば救急車を呼ぶと同時に、登録されていた家族さんのほうにご連絡が行くといった形になっ

ております。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。以上です。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 服部委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 続いてお願いいたします。今、服部議員の質問の中に、介護サービス等諸費の認

定者数が減っているということだったんですけども、この中で私が聞きたいのは、認定基準

が厳しくなったのか。たまたまなんですけども、周りでそういう人が増えている。これはど

うなのか教えてください。そして、そのページの下の介護予防ケアマネジメント事業負担、

ほかの介護サービスを受ける人が増えたということなんですけども、これ、どのような傾向

なのでしょうか、教えてください。お願いします。 

 以上です。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 認定者数は減ってはいなくて、横ばいから微増といった状況でござい

ます。それと認定の審査の中身ですけれども、要介護１・２の方が、安定の状態が続くと、

その現状が変わらない状態が長く続くと、次の調査で支援２になりやすいというのはありま

す。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そこなんですよね。たまたまそういう人が何人かおって、１・２のときが続いた

から、もう安定しているから要支援になりますよと言われている人が何人かおったわけです。

これはもう今変わったわけじゃなくて、前からもそうだったんでしょうか。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 はい、以前からもそのような状況が続いております。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これについては分かりました。 

 次、お願いいたします。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 すいません、次の質問、もう一度お願いできませんしょうか。 
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〇牧浦委員 介護予防ケアマネジメント負担金が減額になっているんですけども、この説明の

中に、ほかの介護サービスを受ける人が増えたから減額になっていると書いてあったと思う

んですが、この辺はいかがかでしょうか。 

〇竹之内委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 この介護予防ケアマネジメント費というのは、総合事業のケアプラン

代でございます。従来の要支援１・２プラス、デイサービス、訪問介護以外の例えばレンタ

ルとか住宅改修とかをお使いになられる方は、総合事業ではなく、介護保険のほうの介護予

防給付というところから支給されるものでございまして、ここの総合事業分、デイサービス

と訪問介護だけ使われる方の分については、ちょっとコロナの影響等で減ってしまったので、

ケアマネジメント料が減ったという状況でございます。 

〇竹之内委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 説明ありがとうございます。理解いたしました。 

 私の質問は以上です。ありがとうございます。 

〇竹之内委員長 牧浦委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）について、これを議

題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 
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 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）につい

てお聞きをいたします。 

 説明書の４ページ、５ページのところ、歳入ですけれども、下水道手数料のところで、午

前中の下水道の条例のところでも少し述べさせていただいたんですけど、ここの下水道手数

料の説明の一番下のところで、新しく排水設備工事店指定新規登録手数料ということで、こ

れ、予算のときにはこういう新規というのがなかったんです。今回４万円の増額ですけど、

これは何件分で、手数料単価等お聞きをしたいと思います。 

 次は歳出で、７ページのところですけれども、共公共下水道事業費のところで、本会議の

説明のところで、車を１台廃車にするということの説明がありました。この中では役務費と、

あと公課費のところでそれぞれ減額になっているんですけど、下水道事業、公会計になるん

ですけど、下水道事業として所有する車というのは何台ありますか、現在。 

 あと、もう１点お聞きするのは、工事請負費のところで、約673万円減額で、これは地方債

が770万減額ということで、主な減額の要因になってきているんですけど、工事請負費の減額

について説明をお願いします。 

 以上の３つです。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、１問目の排水設備工事店の新規登録の件数とお金なんですけ

ども、件数は４件でございます。それと、単価は１万円ですので、４万円という形になって

まいります。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 午前中の下水道条例の手数料の表の中には、新規とかという形はなかったんです

けど、更新の手数料との区分けのために新規というふうに入れられているんですかね。そう

いう理解でいいですか。登録手数料は１件１万円という表で、一番上が、表がそういう形に

なっていたんですけど、今回のこの記述が新規というふうに書いていますが、そのような理

解でよろしいですか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そういう理解でいいと思います。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。理解しました。 
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 では、次の歳出のところの公共下水道事業費の減額のところと、公用車ですね。説明をお

願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 まず公用車についてでございます。下水道事業としての公用車につきま

しては、今回１台廃車にしたことによりまして、残り１台のみとなります。 

〇石丸委員 続いてお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、工事請負費の減額の理由でございますが、例年、公共下水道、

築造工事費と改築工事費の内訳の中で、単独事業費を組ませていただいております。この単

独事業費の主な内容といたしましては、緊急対応費として、工事施工区間内におきまして、

地中にある事前調査では分からない障害物等の処分や、処分できない場合、その障害物を回

避するためのルート変更に生じる費用として充てております。今回、幸いにも障害物等も若

干にとどまり、この費用が不要になったものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 緊急対応というか、工事を進めるに当たっての対策の予備費を盛り込んでいたけ

れども、それが要らなかったということですね。入札の執行残とかという、そういうもので

はないということですね。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 はい、そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 できたらこういうの、執行残ではないので、ちょっと説明書、資料をつけていた

だけたらありがたいと思いますけども。地方債まで減額という、大きな減額というふうに私

は理解したので、今後、資料などをつけていただけたらありがたいのですが、できましたら

よろしくお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今後、資料の提出もさせていただきたいと考えております。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 ありがとうございました。また資料のほうもよろしくお願いいたします。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 
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 服部委員。 

〇服部副委員長 服部です。よろしくお願いします。６ページ、７ページの公債費のところで、

財源内内訳補正という形で80万円、これの説明をお願いしたいんですけども。どういう意味

なのか、基本的なことがちょっと分からないので、申し訳ないですけど。地方債が減額され

ていて、それに対して、一般財源がそこに同じ額が出ているということは、考え方として、

地方債で払うべきものを一般財源から出したという、ただ単にそれだけのことなんでしょう

か。どういうふうに考えたらよろしいでしょうか。基本的なところで申し訳ないです。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 この80万の減につきましては、資本費平準化債でございます。それの借

入れの率の調整を行った結果、80万が減額になったものでございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 減額になった80万円と、一般財源が80万というのが載っているんですけど、

これはそれの説明で載っているんですか。そういうことで、こういう形で書き換えているん

ですか。内訳の欄に。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 委員長、暫時休憩をお願いします。 

〇竹之内委員長 暫時休憩とします。 

    休憩 午後 １時５５分 

    再開 午後 １時５６分 

〇竹之内委員長 再開します。 

 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 当初、資本費平準化債で5,120万を借りる予定でしたんですけども、それ

を借りられなかったと。その足らず分を、一般財源の80万を充てたという形でございます。 

〇竹之内委員長 服部委員。 

〇服部副委員長 分かりました。また担当課へ行って説明を受けますので。ありがとうござい

ます。 

〇竹之内委員長 服部委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）について、これを議題とい

たします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸委員。 

〇石丸委員 石丸典子です。令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）についてお聞

きいたします。 

 補正予算書の３ページのところですけれども、収益的収入及び支出のところでお聞きをし

ますが、今回、水道の基本料金が９月から12月分補正されたということで、これは一般会計

の資料の入の７－２でも、地方創生臨時交付金の活用の増減ということで資料を見させてい

ただいたんですけど、この免除事業は当初予算、全額5,300万円でしたけれども、今回の補正

で5,100万円というふうな資料が出されておりました。この中には、河合町からの給水分も

1,200万ぐらい入っているというふうな内容なんですけど、今回、上牧町の水道のところで、

他会計補助ということで、179万9,000円減額です。一般会計の補正の10回では、これが補正

額マイナス182万7,000円ということで少し差が出てくるんですが、この差額が区域外給水分

という理解でよろしいですか。この会計では上牧の給水分の減額ですね。３つほどですので、

１つずつお聞きをいたします。お願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 この179万9,000円といいますのは、上牧町の分の減額でございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 一般会計の補正の10回の中には、河合町の区域外給水の分の補正も含まれた額で
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減額になっているというふうに私は理解したんですが、それはそういうことでよろしいです

か。 

〇竹之内委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 ６月に補正計上した際には、減免額を全額補助するものとして一般会計

と水道事業会計で同額の補正計上をしておりました。上牧町から河合町へ区域外給水してお

る基本料金、これの減免分、佐味田地区の部分になるんですけど、こちらについては河合町

が負担をされるということになりましたので、その分のずれが出てきておるというものでご

ざいます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 今回、町のところでは179万、約180万円ですけども、河合町への給水の分も一般

会計では少し、額は少ないんですけど、入っているということでよろしいですね。減免があ

るので、そんなに減額になっていないという理解ですか。他会計補助ということで、元が一

般会計ですので、普通はぴったりの額になるんですけど、河合町の分があるので、差が約３

万円近くあるんですけど、そういうふうな額が河合町への給水分というふうな理解でいいで

すか。 

〇竹之内委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 上牧町から河合町のほうに区域外給水しておる部分で、その分の差額が

出てきておるということでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。細かい額で、どうしてかなと思ったんですけれども、それぞれ減

額になっているということで、最終的な免除の額が決定、こういう形で補正ということで、

分かりました。 

 次の項目、１個ずつで申し訳ありませんけれども、水道事業費用のところの配水及び給水

費の委託料で383万円減額になっております。これ、委託の取消しでというふうな説明があっ

たんですけれども、この内容の説明をお願いします。 

 もう１つ、次の下のところも委託料で、一緒にお聞きをしたいんですけれども、総係費に

おいては、委託料で250万円の減額。これはシステムの改修で減額という説明がありましたけ

ど、この２点の委託料の減額について、もう少し内容の説明をお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、配水及び給水費、営業費用の委託料でございます。このこと
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につきましては、県営水道一体化準備室で提出する計画書の作成として本町の水道施設台帳

及び整備・維持管理計画策定業務委託料として当初予算に組み込んでおりました。しかし、

一体化準備室と協議をしていく中で、本町職員が作った台帳がございまして、それを提出し

たらよしとする回答を頂いたので、その分でこの委託料が不要となったものでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 お聞きしておきます。分かりました。 

 では、下のシステム改修の減額についてお願いいたします。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、総係費の委託料でございます。このことにつきましては、本

年度作業分の水道料金のシステムインボイス機能の追加業務といたしまして、当初は事業主

が分からないというところで、各戸住民に配付する個別の帳票等を作成するシステム改修と

しておりました。しかし、近隣の市町に問い合わせたところ、比較的小規模での改修であり、

本町といたしましても、改修内容を縮小して、現時点で取引のある事業所だけに対応する機

能とし、個々の事業所につきましては、要望があった時点で対応できる機能としたことで、

250万円の減額となったというところでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 システムの改修費用としては執行されているけれども、減額が出たということで

すか。 

〇竹之内委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 はい、そのとおりでございます。 

〇竹之内委員長 石丸委員。 

〇石丸委員 分かりました。以上で終わります。 

〇竹之内委員長 石丸委員の質疑が終わりました。 

 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、理事者側から提出のあった本委員会に付託されました議案は全て終了いたしまし

た。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 全議案可決すべきものと決定いただき、ありがとうございます。本会議でも議決

を頂きますようお願いを申し上げまして、お礼のご挨拶にさせていただきます。ありがとう

ございました。 

〇竹之内委員長 ここで暫時休憩といたします。再開は２時20分とします。 

    休憩 午後 ２時０７分 

    再開 午後 ２時２０分 

〇竹之内委員長 再開します。 

 意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める意見書（案）、

これを議題といたします。 

 趣旨弁明の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求める

意見書（案）について、少し質問させていただきます。座って質問します。 

 そもそも公的年金制度というのは、我々国民、特に高齢者には生活に関わる大事な問題で

す。平成28年度には、公的年金制度の持続可能性の向上を図るため、マクロ経済スライドに

よって、前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、未調整分を翌年

度以降に繰り越す仕組み、キャリーオーバー制度を導入しました。これが令和５年度の年金

額に反映されるのです。そのため、今年度の年金額が前年度と比べて何％変化するか、この

改定率、またはスライド率と呼ばれていますが、こういったキャリーオーバー制度を導入し

ています。年金額は、このマクロ経済スライドの導入の下、毎年改定されるということです。 



－55－ 

 この意見書（案）にあります年金支給額は、毎年のように削減されてきましたという表現。

削減ではなくて、この公的年金制度の持続可能性を維持するための毎年度の支給額の改定と

変更してはいかがですかという要望であります。その点、いかがですか。 

〇竹之内委員長 東議員。 

〇東（充）議員 この問題については、康村さんが中心になって、私が一応案を出させていた

だいたときに、県会のが出されているので、それを参考にしてほしいという意見で、何回も

やり取りしました。そのおかげで、私一般質問に誤字脱字がいっぱい出てしまったんですけ

ど。何回も何回も電話を頂いて、県会から取り寄せました。県会から取り寄せて、県会でも

んだやつを、各会派でもんだ分をそのままここに載せました。だから、あなたの言うている

ことを100％聞き入れた文なんです、これ。ですから、私は改定じゃなくて削減だというふう

に解釈しています。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 今、東議員がおっしゃったことは、それは事実です。もう何度も電話でやり取り

して、私も自民党ですので、またほかの会派ともいろんな意見調整も図らなあきません。そ

ういう立場ですので、基本的にはこの意見書（案）は通しますと言うていることは本当に、

この物価高、大変な生活状況が続いていますので、そこで県会のほうもこれで行くというこ

とで決まりましたという報告を受けたんですけれども、どうしてもこの毎年のように削減と

いう、この削減が改定じゃないのかと。マクロ経済スライド制度という、このスライドとい

うのは改定率というふうに書かれているので、改定のほうがいいんじゃないかということで、

取りあえずは質問というんですか、文言の訂正をしてはどうかという提案がありましたので、

東議員には申し訳ないですけど、取りあえずは提案させていただきます。内容に関しては、

もう一切問題はないと私は思っていますので。 

〇竹之内委員長 東議員。 

〇東（充）議員 マクロ経済スライド。現役世代の人口減少や平均余命の伸びに応じた調整率

を算出し、その分、物価や賃金に応じた年金額の上昇を抑える仕組み。マクロ経済スライド

法は、年金の各名目額が前年度よりも下がらない範囲で適用されます。適用されなかった調

整率は繰り越され、物価や賃金の上昇によって年金額が上がる年度に適用されます。調整率

は21年度0.1％、22年度0.2％とも適用されず、繰り越されました。23年度の調整率は0.3％で、

岸田政権は全て合わせた0.6％を23年度に適用。そのため、物価は2.5％上がりましたが、年

金額は0.8％少ない1.9％、これ、88歳以上の方しか上がりませんというような状況で、やっ
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ぱり改定ではなくて削減を、実質的に削減になっているという。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 もうこれで最後にします。この内容については、もう何ら問題はないと。実際に

もう年金生活者は非常に苦しい生活だと思っています。あまりにも物価が上がり過ぎて、す

ごいなと、本当に。そこで、持続可能性のある年金制度を維持するために、このマクロ経済

スライドを導入しました。これはもう当然のことだということで、それによって支給額を調

整でも構いません。この削減というのが、そういった意味での削減ではなくて、コロナでこ

の２年間、マクロ経済スライドで年金を本当は下げなあかんのに、こんな時期に下げてはい

かんので繰り越して、実際に年金額を上げたときに、その一部を下げさせてもらうという制

度ですので、それを今回発動したということで、このマクロ経済スライドが実際に機能して

いるということで、削減ではなくて調整ないしは改定というふうに書いていただければと思

うんですけれども、それはもう難しいとおっしゃるなら、私のほうはもうこれで質問を終わ

ります。 

〇竹之内委員長 東議員。 

〇東（充）議員 それが、県のほうで改定というふうにもしここが書かれているんでしたら改

定にしたんですけども、県のほうは改定にせず、そのまま減額というふうになっていたので、

県のほうを優先させようと言うたわけですから、県のほうを優先させていただいたという、

それだけの理由です。 

〇竹之内委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。以上で私の質問を終わります。 

〇竹之内委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇竹之内委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇竹之内委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 これをもちまして文教厚生委員会を閉会いたします。皆様、ご苦労さまでした。 

    閉会 午後 ２時３０分 



－58－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上牧町議会委員会条例第２７条第１項の規定により署名する。 

 

 

 

      文教厚生委員長       竹 之 内     剛    

 



－1－ 

予算特別委員会会議録 

 

１．日  時  令和５年３月９日（木） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について 

議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について 

議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について 

議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について 

議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について 

議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について 

１．出席委員  委 員 長 上村 哲也 副 委 員 長  東  初子 

委   員 康村 昌史 牧浦 秀俊 竹之内 剛 

      東  充洋 

議   長 吉中 隆昭 

１．理 事 者  町 長 今中 富夫 副 町 長 阪本 正人 

教 育 長 松浦 教雄 総 務 部 長 中川 恵友 

都市環境部理事 吉川 昭仁 住民生活部長 山下 純司 

 健康福祉部長 青山 雅則 教 育 部 長 松井 良明 

 総 務 課 長 丸橋 秀行 秘書人事課長 髙木 真之 

企画財政課長 中本 義雄 企画財政課長補佐 土井 教晴 

 まちづくり推進課長 金﨑 恭彦 建設環境課長 武安 康至 

 上下水道課長 南浦 伸介 住民保険課長 和田  暁 

 税 務 課 長 木下 優子 徴 収 課 長 山本 敏光 

 福 祉 課 長 俵本 大輔 生き活き対策課長 林  栄子 

 こども未来課長 寺口万佐代 教育総務課長 辻村  純 

 社会教育課長 吉川信一郎 文化振興課長 野﨑 威志 

 会 計 管 理 者 松田 志穂 

１．事 務 局  局 長 森本 朋人 書 記 山口 里美 

書 記 横田 大樹 
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    開会 午前１０時００分 

〇上村委員長 皆さん、おはようございます。予算特別委員会委員長の上村哲也です。よろし

くお願いいたします。 

 本日から３日間にわたり、３月議会のメインでもある予算委員会を執り行うわけでござい

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様に関しましては簡潔かつ明確な質疑

のほう、よろしくお願いいたします。理事者様におかれましては分かりやすく丁寧な答弁の

ほう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会を開会したいと思いま

す。 

 初めに、理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 皆さん、おはようございます。予算特別委員会に付託をされました議第24号 令

和５年度上牧町一般会計予算について、議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計

予算について、議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について、議第27

号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について、議第28号 令和５年度上牧町住宅新

築資金等貸付事業特別会計予算について、議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算に

ついて、議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について、慎重にご審議をいただ

き、全議案可決すべきものと決定いただきますようお願いを申し上げまして、ご挨拶にいた

します。よろしくお願いします。 

〇上村委員長 ここで、教育長が午後から奈良県教職員人事異動内示のためご退席なされます

ことをご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 本委員会に付託されました議案は、お手元に配付の次第のとおりです。順次審議してまい

りますが、本日から３日間予算審議を願うわけですけれども、理事者側より大量の資料が提

出されております。審議をスムーズに行えるようにという趣旨で提出されておりますので、

どうか委員各位におかれましては、こういったことを十分お酌み取りいただき審議していた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 その前に、例年のように総括、歳入、歳出で分けようと思うんですが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 



－3－ 

〇上村委員長 そしたら、分けて行っていきたいと思います。 

 まずは、総括の質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町一般会計予算について、総括的に質問を

したいと思います。 

 当初予算の概要案を頂きました。ここに予算の規模として「令和５年度当初予算において

は、上牧町第５次総合計画に掲げる施策を中心に、教育の充実や生涯学習機会の創出、子育

て世帯や高齢者に対する福祉支援、生きがいや活躍できる場の提供など、ほほ笑みあふれる

和のまちづくりを目指した施策を積極的に計上した」と書かれております。 

 令和５年度一般会計当初予算は対前年度４億7,220万7,000円の増と、このコロナ禍で傷ん

だ経済を立て直すのに非常に積極的な財政を組んでいただいたことはありがたいことです。

しかし、財源には限りがございます。そこで、この当初予算の概要の７ページなんですけれ

ども、一般会計、歳出予算の概要、借換債は除くと書かれている中で、特に減額された３点

について、限りある財源、集中と選択が必要の中でこの３点が主に減額されております。そ

の辺の説明をお願いします。 

 以上です。 

〇上村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 では、当初予算の概要、７ページに基づきまして、増減の中の減額の主な理

由という部分でございます。 

 まず、１つ目の総務費でございますが、令和４年度におきましては、町制50周年というこ

とで記念事業を予算計上させていただいておりましたので、その分がなくなっておるという

ことと、併せて、国の臨時交付金事業をさせていただいておりましたが、そういった部分に

ついても今回、減少しているという部分でございます。 

 土木費におきましては、令和４年度、服部明星線の改良事業ということで約１億5,600万円

ぐらいを計上させていただいておりまして、その分が予算からは抜けているということでご

ざいます。 

 公債費におきましては昨年度、第三セクター等改革推進債並びに減債基金を活用いたしま

して、第三セクターにとりまして借りました起債のほうの繰上償還を前年度計上させていた

だいておりました。今年度はそこの分についての繰上償還という予算計上はできておりませ

んので、その分が減額になったというところでございます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかに総括はございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ４番、牧浦です。よろしくお願いいたします。記憶が正しければ、議員になって

から２回目の予算になります。ずっと決算のほうに行っていましたので、何を言うかも分か

らないですから皆さんよろしくお願いいたします。 

 総括なんですけども、今回、一般会計が100億を超えました。町長の所信表明のときにもあ

りましたが、町の考え方を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 令和５年度の当初予算の予算経費に考える町の考え方という部分でございま

す。この部分につきましては、本定例会の初日の日に町長のほうから招集挨拶の中で少し説

明をさせていただいているところでございます。今回、予算重視した部分についてという部

分につきましては、第５次総合計画に掲げる施策を中心に、町民、議会等から頂いておりま

すご意見、ご要望等の事業をはじめ、あらゆる事業を精査しながら、教育の充実や生涯学習

機会の創出、子育て世帯や高齢者に対する福祉支援など、ほほ笑みあふれる和のまちづくり

を目指す施策を積極的に計上させていただいたというところでございます。 

 主な当初予算の概要と言いましては、当初予算の概要11ページから24ページに上牧町第５

次総合計画５つの政策体系に沿って説明をさせていただいておるところでございます。その

中で少し具体的な内容といいますか、説明をさせていただきますと、令和５年度に新規拡充

事業として予算計上させていただいている事業を中心に説明のほうをさせていただきたいと

思います。 

 まず、子育て世帯への対策といたしまして、病児・病後児保育の施設の拡充であったり、

学童保育所の夏季休業日からの開設時間の前倒し、これは30分なんですけども、午前７時か

らの開始ということ。それとまた、出産・子育て応援交付金事業の計上、また、子ども医療

費の対象者を高校生までの拡充と、また、不妊・不育治療費助成事業では不妊治療の範囲の

拡充。 

 高齢者対策といたしまして、高齢者等のインフルエンザの予防接種の自己負担の無料化、

重度の障害がある方の入浴が困難な方の家庭への支援といたしまして訪問入浴サービス事業
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であったり、重度心身障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のために福祉タクシー

の助成事業を実施する事業費等を計上させていただきまして、掲げておりますほほ笑みあふ

れる和のまちづくりを目指した政策を積極的に計上させていただいたというところでござい

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 見させていただきまして、積極的にいろいろ予算が組まれているなということを

感じました。この100億を超えた中にやっぱり物価上昇というのは含まれているんでしょうか。 

〇上村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 その物価高騰に対応する分もということで予算的にも計上させていただいて

いる、ただ、物価高騰の影響額というのはなかなか正確に算出することが難しい部分もござ

いまして、正確な金額はと言われるとちょっとお答えはしにくい部分があるんですが、例え

ば光熱水費、電気、ガスでありましたら、あくまでも予算ベースではございますが、令和４

年度で途中、補正計上もさせていただいておるので、金額的には丸々の影響という部分では

ないんですが、予算ベースで比べますと、対前年度で約3,500万。庁舎の、それから各施設の

ガス、電気代で、燃料費等が高騰に対応するものということで計上させていただいておるの

と、それ以外にも学校保育園等の賄い材料費、これも物価高騰によりまして、対前年度比で

はございますが、約500万ぐらい増加となっております。そのほかにも消耗品費であったり、

そういった印刷製本費の紙代であったりとか、工事に伴う部材等がやはり高騰になってきて

いるということもございまして、そういった部分も踏まえた形で予算計上をさせていただい

ております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 本当にもうそれぐらいしかできないですよね。どうもありがとうございました。

また、よろしく。 

 僕の質問はそれで結構です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 それでは、歳入に関しての質疑を始めていきたいと思います。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 おはようございます。東初子でございます。よろしくお願いいたします。 

 議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について、質問させていただきます。まず最初
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に一般会計予算に関する説明書の14、15ページの15ページの上、保育所等整備交付金につい

て、1,199万円。この説明をお願いいたします。ここに令和４年度の保育士等処遇改善臨時特

例交付金593万5,000円があったんですが、今回はないので、その理由をまた教えてください。 

 それと、その下の18、19ページの民生費県補助金のところの児童福祉費補助金のところで

すね。ここに保育対策総合支援補助金というのも541万2,000円がありましたが、令和５年度

予算はなくなっているように思うんですけれども、説明をお願いいたします。 

 20、21ページ、教育費県補助金のところなんです。21ページなんですけども、教育総務費

補助金475万4,000円のところなんですが、前年が964万3,000円ということで減額になってい

る部分ですね。学校教育活動支援事業補助金、ここも減額になっております。これの説明を

お願いいたします。 

 そこの教育総務費補助金のところに新しく学校安全特別対策事業費補助金が35万円という

ことで計上されています。この分の説明をお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 それでは、順次答弁お願いいたします。 

 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書15ページの上段の部分です。民生費国庫補助金、児童福祉費補

助金の保育所等整備交付金についてでございます。こちらは私立保育所等整備事業補助金と

しまして、老朽化により大規模な改修を行う必要のある保育施設に対し、改修に係る経費の

一部を補助するものでございます。歳出の76で資料を提出させていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。私立保育所の老朽化、歳出の76ページの説明にある分で

すね。ありがとうございます。これは保育所はどこの。書かれていましたか。何でしたか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 慈光保育園に対して大規模修繕に係る費用の一部を補助する分でござ

います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。慈光保育園の安全のためにとのこと、説明がありました

ね。ありがとうございます。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 こども未来課長。 
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〇寺口こども未来課長 先ほどの資料ナンバーが76と申しましたが、申し訳ございません。74

の間違いでございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 続きまして、前年度はこちらに処遇改善が入っていたのに今回は入っ

ていないのはなぜですかというご質問です。 

 処遇改善なんですけれども、５年度におきましては公定価格のほうに組み入れるというこ

とで、公定価格のほうに入りますので、そちらで補助する形となっておりますので、こちら

には上がってこないようになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。公定価格で補助するということで、分かりました。公定

価格で補助されるということですね。理解いたしました。 

 では、21ページをお願いいたします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算に関する説明書21ページの教育総務費補助金の学校教育

活動支援事業補助金について説明させていただきます。 

 令和４年度は245万7,000円の計上があったということで、令和５年度は19万9,000円のその

差でございますが、令和４年度はコロナ禍の休校から明けた教職員の負担軽減ということで

学習指導員を各校に１名配置して、教職員の負担軽減をしておりました。ただ、令和５年度

はコロナに対する対応というのも変わってきまして、そのような学習指導員は令和５年度は

配置をしないという方向で進めております。 

 この５年度の19万9,000円の分なんですが、現在、上牧小学校のほうのプールが使用できな

い状況になっておりまして、代替案といたしましてプール授業を町民プールで行う計画をし

ております。本来でしたら、教員の方が複数名でプールの監視をして、事故がないように見

守っているんですけれども、施設内ですと先生が出たり入ったりで見守っていただけるんで

すけれども、少し距離ができたことでなかなか複数の教員の先生についていただけないとい

うところで、プール授業のある期間だけ授業補助ということで学習指導員を配置するという

ことに対する補助金ということになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ということは、出のほうでちょっと質問させていただこ

うとも思っていたんですが、プールの改修される分がこれは授業に間に合わないということ
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になってしまうんでしょうか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 今年度、プールの補修について補正予算を計上しながら修理をする予定

を進めておったんですが、いろいろ見積もっていく中で想定よりすごく多額の費用がかかる

ことが判明いたしまして、今、決定ではないんですけれども、中学校の整備を進めていく中

で中学校との合同プールの話も出てきている中で、そういった中でプールの修理に費用をか

けて行うかというところを精査しておりましたので、今、そういう状況ですので、来年度は

一旦使用せずに代替案でいくというような計画になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。今、そういう形で中学校とのこともあって精査中という

状況なんですね。分かりました。じゃ、町民プールを活用するという形になると。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 来年度はその方向で考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、その下の学校安全特別対策事業費補助金について説明いたし

ます。歳入の資料ナンバー51番でございます。こちらにつきましては、静岡県の園児バス置

き去り事件を受けまして、政府が緊急対策を取り、上牧町といたしましても幼稚園バスにそ

ういう安全装置を設置するための事業の補助金となっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。バスの安全装置ということなんですけれども、やはり何

回も起きてはならないことが起きてきていますので、本町でもよそごととは捉えずに考えて

おられるというふうに思うんですが、一番基本はやはり安全装置というよりも本当に人の目

で確認というのが一番大事じゃないかというふうに思っておりますので、そこのところをま

たよろしくご指導のほうお願いいたします。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 先ほど21ページの前に19ページでご質問があったと思うんですけれど

も、そちらの回答をさせていただいてよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 
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〇寺口こども未来課長 保育対策補助金が入っていたのに今年度は入っていないというところ

の部分でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 ４年度におきましては、医療的ケア児が保育所に入所いたしておりま

した。それに対する補助金を４年度で計上いたしておりました。５年度におきましては、そ

の園児が卒園いたしまして小学校に入学するというところで、こちらの保育対策総合支援事

業補助金は５年度は計上していないということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 そういうことなんですね。医療的ケア児の方が卒園されるということで、

計上する必要がなくなったということですね。理解できました。ありがとうございます。ち

ょっとずれてしまって申し訳なかったです。 

 では、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 続いてお願いいたします。歳入の部分なんですけども、この中にふるさと納税の

部分というのは計上はないんでしょうかということと、それでは次に、４、５ページ、町民

税、個人分、法人分両方とも増えていますが、その考え方を教えてください。それと固定資

産税、これも増額になっていますが、これもどのような考え方か教えてください。 

 11ページ、消防施設使用料の中の携帯電話基地局、これは新規なのかどうか。どういう内

容なのか教えてください。 

 それと、この同じページ、土木使用料の駐車場使用料、延滞繰越分が増えているのですが、

この説明をお願いいたします。 

 それから12、13ページ、保健衛生費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担

金、これはいつまであるんでしょうか。分かっている範囲で結構ですので、お願いいたしま

す。 

 次が14、15ページ、土木費国庫補助金の中の社会資本整備総合交付金、道路と住宅建築物

耐震診断・改修が減っていますが、これの主な理由を教えてください。 

 そのページ、14、15ページの小学校費補助金、中学校費補助金なんですが、記憶が正しけ

れば、この補助金で文房具等々をやっていたのかなと思うんですけども、この内容に変わり

がないのか教えてください。 
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 続いて、18、19ページ、一番下の地籍調査補助金、南上牧、中筋出作、それと下牧１丁目、

滝川台となっていますが、今年度はこれだけなのでしょうか。年度中に終えるのでしょうか、

教えてください。 

 それでは、20、21ページ、教育費県補助金の中の施設型給付費等交付金、これは新制度に

移行して幼稚園に使うとなっているんですが、どのような使い方をするのか教えてください。 

 以上です。お願いいたします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 委員お尋ねのふるさと納税の項目がここにはないのかというご質問なん

ですけれども、それに関しては、予算書、歳入の22、23ページ、こちらの説明欄のところに

寄附によるまちづくり条例による寄附というものが1,000万円上がっておると思うんですけ

れども、こちらがふるさと納税の部分の歳入ということで予算を計上させていただいており

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それについては分かりましたが、差引きというんですか、うちもふるさと納税が

出ましたので、出ていく部分と入ってくる部分とどういう考えをしておられますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 出ていく分というのは上牧町から住民税が出ていく分というそういう意

味合いでしょうか。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 町内の人が他市町でふるさと納税を受けたら上牧町の税金を払わんでもええわけ

でしょう。その分はどのくらい見ていて、なおかつ、上牧町がふるさと納税の取組をすれば

差引きどのくらいマイナスなのかプラス、まだ概算だと思うんですけども、どのくらいを考

えておられますか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 今現在、令和５年度の町民税に影響するのは令和４年中にふるさと納税をさ

れた方ということになるんですけども、まだ現在、確定申告中でして、はっきりした金額は

分からないのですが、令和３年中に上牧町の方でふるさと納税をされたという方が1,108名で、

寄附の総額が8,479万8,100円なんですけども、町税への影響額が3,903万3,795円となってお

りました。令和５年度においても同程度は見込んでおります。 

〇上村委員長 牧浦委員。 
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〇牧浦委員 ということであれば、大体二千何百万ぐらいがマイナスということの考え方でい

いのかな。そうじゃないのか。そういう計算の仕方じゃないんでしょうか。 

〇上村委員長 担当課。 

〇土井企画財政課長補佐 ふるさと納税の控除の額につきましては一概に丸々出ているわけで

はございませんでして、普通交付税のほうでその75％部分が補填されているというような形

となっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。うちもやっとふるさと納税ということで、よそから入ってくると

いうことになってくると、今までやったら丸々出していたのがちょっとましになるのかなと

いう、その部分をどう計上しているのかなというのが気になりました。今のところは聞いて

おきます。まだ確定なことはできていないですからね。次もまたお願いいたします。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書４ページ、５ページ、町税の町民税個人分の増額になっている理由で

ございますね。ご説明いたします。この町民税は令和４年度の決算見込額を基本に直近３か

年における動向を勘案して定めた額でありまして、この中には既に新型コロナウイルス感染

症の影響は入っているものとしております。したがって、令和４年度では2,400万円程度を見

込んでおりましたコロナウイルスによる減少分をというのは特別には今回見込んでおりませ

ん。そのため少し増額となっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 今回はもう本当にコロナの影響を受けないということで、計上されたということ

でよろしいでしょうか。分かりました。 

 それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 同じ４ページ、５ページの町税、町民税法人分増額の理由でございます。 

 法人税現年課税分につきましては、予算額7,738万1,000円、対前年度569万9,000円、率に

して８％程度増額を見込んでおります。内訳といたしましては、法人住民税の均等割におけ

る対前年度予算２万9,000円の微減と同じ法人税割における対前年度予算572万8,000円、率に

して17.5％の増との合計により全体として569万9,000円、率にして８％の増となったもので

ございます。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 僕はさっき、これも同じようにコロナの影響を受けなくて計上したのかなとここ

も理解したんですけど、そうじゃないということなんですね。それも含むんですか。分かり

ました。結構です。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 続きまして、町税、固定資産税の増額の理由をご説明いたします。 

 固定資産税、土地につきましては、対前年度765万7,000円、率にして2.3％の減を見込んで

おります。要因としましては、本町における地価は年々下落傾向で推移しているためとなり

ます。家屋につきましては、対前年度予算1,802万3,000円、率にして4.5％の増を見込んでお

ります。要因といたしましては、家屋数の増加と新築軽減を受ける家屋の減少のためでござ

います。償却資産につきましては、対前年度予算666万5,000円、率にして10.2％の増を見込

んでおります。要因といたしましては、令和４年度決算見込額を基に令和５年度における償

却資産の新規課税、または現有資産の充実や更新による増加分と既存の償却資産に係る減価

償却による減少分との相殺によるものでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。家屋についてなんですけども、4.5％増、家屋が増加したというこ

とですか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 はい。去年の新築家屋が今年の在来家屋ということになりますので、年々増

えていっていることになります。 

 以上です。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書11ページにございます消防施設使用料、携帯電話基地局の

内容の説明でございます。 

 この部分につきましては、防災行政無線の電柱に携帯電話のアンテナの貸出しの使用料で

ございます。令和４年度からという質問でございますが、令和４年度につきましても予算組

みをさせていただいております。以前からもこの分については予算組みをさせていただいて

いるというところでございます。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。勘違いでしたね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 11ページの町営住宅駐車場の滞納繰越分についてのご質問だった

と思います。その部分につきまして、今回、31万4,000円という形で、滞納繰越しという形で

計上させていただいております。前年度と比べますと４万2,000円増になっておりますが、そ

の部分につきましては、当初予算ベース96万から前年の徴収率の残りの部分の14％は滞納分

という形で算出しまして、あと、16年から滞納分として上がっている300万8,000円をプラス

して、あと10％を掛けて31万4,000円を計上しているというところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 なかなかこれは減っていかないですよね。大変やと思うんですけど、ちょっと工

夫しながら、だんだん減らしていっていただいて。ここには滞納繰越分でなくなるようにし

てください。結構です。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書13ページの保健衛生費負担金、新型コロナウイルス

ワクチン接種対策費負担金のところで、コロナのワクチンはいつまで続くのかというご質問

だったと思います。現在言われておりますのは１年間の延長ということで、来年度３月31日

までコロナワクチンは続きます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これについてはよく分かりました。やっぱり聞かれることが多いので、ありがと

うございます。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 予算書14ページ、15ページの土木費国庫補助金の減になっている理由で

ございますが、これにつきましては大きい内容としましては、事業内容によって補助金がつ

いてきますので、前年度とは事業内容が異なってきているというところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 よく分かりました。他市町村を見てみますと、この道路、橋梁のほう、修理にす

るか、もう１つ、建設し直しするかというようなことがやっぱり議論になっていると思うん
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ですけども、当町ではどのような考え方をされていますか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 我々、建設環境課で事業を実施している部分に関しましては長寿命化、

維持修繕というところがメインでございますので、主に修繕に関わる委託工事に伴う補助金

という形で要望しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次お願いいたします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 ２番、住宅費補助金の部分の社会資本交付金、住宅・建築物耐震

診断・改修の部分でございますが、この部分の減額というご質問ですが、その中に既存ブロ

ック塀等の耐震対策の事業費がございまして、その部分で年々ちょっと件数も減っておりま

すので、その部分を過去の実績を鑑みて減らしましたので、その部分で前年と比べると減っ

ているというのが要因でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 今年はブロック塀で何件ぐらいあったんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 ９件です。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書15ページの小学校費補助金、中学校費補助金の就学援

助費補助金、特別支援教育就学奨励費補助金の支給内容についてのご説明です。支給される

項目については令和４年度と５年度は変更ございません。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 それでは、19ページ、農業費補助金、土地調査補助金の部分でご

ざいます。この部分の事業の内容でございますが、今回、上げさせてもらっていますのが南

上牧、中筋出作、下牧１丁目、滝川２丁目ということで、事業を計画しております。 

 委員の質問では年度中に終わるのかというところで、事業の内容としては、南上牧につき
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ましては、令和４年度から始めまして令和６年度で完了になります。中筋出作につきまして

は、令和５年からスタートしまして令和７年、下牧と滝川地区につきましては、令和５年開

始の令和７年で、この事業につきましては１地区に約３年ほど調査を費やしますので、調査

がかかります。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 前でしたか、桜ケ丘は結構かかりましたよね。住民の方がおられなくて追いかけ

ていくというパターンが。今、この南上牧、中筋出作、下牧、滝川の中ではそういう事例と

いうのは出てきているんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 南上牧のほうで事業を12月に行いまして、調査は終わっておりま

す。これからその部分の図面であったり、そういったのを調整、作業があと２か年残ってお

ります。その部分、立会い等は全部済んでおるとは聞いております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書21ページ、教育費県補助金、教育総務費補助金の施設型給付費

等交付金についてでございます。こちらは入の49で資料を提出させていただいております。

よろしいでしょうか。こちらの説明でございます。子どもが健やかに成長するように支援す

ることを目的に、子ども・子育て支援法により市町村が支弁する施設型給付費の支給に要す

る費用の一部を負担するものとなっておりまして、下に図が書いていると思うんですけれど

も、そちらの県の４分の１の負担金交付金の部分でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それは分かりました。これは負担金なんですけども、使い道というんですか。県

が半分、市町村半分となってくるんですけれども、これは使い道というのは何なのでしょう

か。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 使い道といいますか、認定こども園に対する保育料ですね。保育に係

る費用に充てる分でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 うちは認定こども園はないじゃないですか。そしたら、幼稚園にそれを使うとい



－16－ 

うことになってくると、幼稚園の授業料等々に何か使うということでいいんでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 いえ、上牧町在住の方で認定こども園に通われている方に対する費用

でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。そうですよね。上牧町からよそへ行ってはる方もおられるから。

ということは認定こども園に行っている方だけに使うということでよろしいんでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい。こちら、挙げますと、せいか幼稚園に行っておられる方がいら

っしゃいます。そちらの方に対する保育料、そちらのほうに使われていると思います。施設

に補助する交付金でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。ありがとうございます。結構です。 

 私の質問は以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 康村委員。 

 ここで、康村委員の通告を取りあえず終わらせていただきます。通告だけお願いします。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町一般会計予算について、歳入の質問を行

います。 

 それでは、説明書の５ページですね。款１町税の中の町民税の個人分なんですけれども、

これはさきの質疑では増加になっているということで、この本年度の見込額にはふるさと納

税の影響額はどのように見込んではるのか、教えていただきたいと思います。 

 次に、その下の項４町たばこ税ですね。目、町たばこ税の約1,644万7,000円、この増の要

因を教えていただきたい。 

 それと、一番下の款３利子割交付金の利子割交付金が大幅に減少していますが、この減の

要因をお願いいたします。 

 次に、７ページなんですけれども、款７の地方消費税交付金が大幅に伸びております。こ

の増の要因をお願いします。 

 ちょっと抜けました。その上の款５株式等譲渡所得割交付金、これの減額の要因を説明を

お願いいたします。 
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 次に９ページですね。８ページ、９ページ、款13使用料及び手数料、この中の節２文化セ

ンター使用料、説明の中にペガサスホール791万7,000円となっておりますが、このうち一般

貸出し分は幾らほど見込んでいるのかを教えていただきたいと思います。 

 次に11ページです。款13使用料及び手数料の目４の土木使用料。ここの節１の住宅使用料

のうちの説明欄、改良住宅が前年度が1,938万円で今年度は1,881万円と。この減の理由を教

えていただきたいと思います。 

 次に13ページです。12、13ページの款14国庫支出金。それの節３児童福祉費負担金の説明

欄に去年は保育士等処遇改善臨時特例交付金がありましたが、今年度はこの処遇改善の交付

金はないのかどうか。あるいは一般財源化されたのか。その辺を教えていただきたいと思い

ます。 

 次に20、21ページですね。款15県支出金ですね。それの目４農林商工業費県補助金の節１

の説明欄の農地利用最適化交付金、これが令和４年度に比べて大幅に伸びておりますが、そ

れの説明をお願いいたします。 

 次に、款17寄附金ですね。その中の目２の総務費寄附金、説明欄によりますと、寄附によ

るまちづくり条例に基づく寄附と。いわゆるふるさと納税の件なんですけれども、これを

1,000万見込んだ、この根拠を教えていただきたいと思います。 

 最後に29ページです。28、29ページの款21町債です。この中の町債の中の目１の総務債の

中の節３第三セクター等改革推進債借換債、それから、その下の目２の民生債の中のコミュ

ニティーセンター整備事業債100万円、その下の目３衛生債の節１ごみ処理施設整備事業債、

これの説明をお願いします。 

 間違えました。このごみ処理施設の整備事業債ではなく、その下のごみ焼却施設除却事業

債借換債、これの借換えの条件等はもう既に決まっているのか、あるいはこの予算が決まっ

てから交渉するのか。あるいは、その借換債の条件等、分かる範囲で教えていただきたいと

思います。 

 以上です。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は11時15分。 

    休憩 午前１１時０２分 

    再開 午後１１時１５分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 質問のほうは通告が終わっていますので、答弁のほう、よろしくお願いします。 



－18－ 

 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書４ページ、５ページ、町税、町民税の個人分におきまして、ふるさと

納税の減収額をどのように見込んでいるかというご質問だったと思います。 

 ふるさと納税は、住民税におきましては所得割の減収分ということになりますので、所得

割を積算する際に前年度、前々年度というように３か年分の動向を踏まえて積算するんです

けども、その中には既にふるさと納税の減収分は含まれておりますので、それを含んだ形で

この所得割を積算しておりまして、特別にふるさと納税幾ら分というふうに引いているわけ

ではございません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書４ページ、５ページ、町税の町たばこ税、増額の理由でございます。

たばこは、もともと健康志向による全国的な喫煙率の低下や売価の上昇、喫煙環境の制約な

どにより減少傾向で推移していることには変わりはないんですが、令和３年10月にたばこ税

の増税がありまして、そこで少し増税前に買占めがあったのかという形で、令和３年に少し

増加した分がありました。 

 令和４年度もそれに引き続きなのかどうか分からないんですが、この間の第10回補正でも

増額の補正をさせていただきましたように、売上げ本数が予算計上したときよりも随分多く

なっております。１つの要因として、加熱式たばこの売上げ本数が増えているということが

あるようでして、ついこの間なんですけども、一般社団法人日本たばこ協会から第３四半期、

12月までの紙巻きたばこ等の販売実績についてというのが公表されております。それを見ま

すと、従来からの紙巻きたばこは同じように減少傾向なんですけども、加熱式のたばこが前

年比よりも増えているということで、それを合計しますと前年比よりも増えているというよ

うに報道されております。上牧町におけるたばこ税の申告では加熱式たばこは紙巻きたばこ

に換算されて申告されますので、その内訳というのは分からないんですけども、上牧町でも

そういう傾向があるのかなと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書４ページ、５ページ、一番下の利子割交付金がすごく下がっている理
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由ということですけども、交付金関係はその交付金の財源となる県の収入がどうかというこ

とで交付額が決まってきますので、国の地財計画等に基づき県における資産として情報提供

を受けたものがとても下がっているということになります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 この利子割交付金131万4,000円という計上されておりますけれども、ほんなら、

これはどこから出てきたんですか。県からの割当ていうか、地財計画からということで、そ

れでよろしいんですかね。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書６ページ、７ページ、株式等譲渡所得割交付金減額の理由ですけども、

これも同じでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 同じページ、地方消費税交付金増額の理由でございます。これも同じでござ

います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。９ページですね。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 それでは、予算書８ページ、９ページの文化センター使用料の予算791

万7,000円のうちの一般貸出し分についてなんですけども、この分については町の行事以外の

部分ということでよろしいですか。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それで結構です。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 これについては、資料を歳入ナンバーの15に提出させていただいており

ます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それじゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 住宅使用料の11ページになります。改良住宅の減額の理由につい

てのご質問だったと思います。この部分につきましては、改良住宅の戸数が５戸減ったこと

によりまして家賃の収入が減額したものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 つまり、５軒分が空き家になったということでいいんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 12ページのところで保育士等の処遇改善臨時特例交付金が入っていな

いのはなぜかというところでございます。先ほど、東委員のときにもお伝えさせていただい

た部分でございますが、こちらは４年度におきましては９月分までをこの臨時特例交付金と

いう形で交付いたしておりましたが、９月以降は公定価格に含まれて支給するものとなって

おりますので、今の５年度の予算には計上はしていないことになっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 申し訳ない。分かりました。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 21ページ、農地利用最適化交付金のご質問で増額になっている部

分でございます。 

 この事業につきましては、歳出の資料ナンバー99をご覧いただきたいんですけど、その増

額になっている部分につきましては、今回、国の予算拡充に伴いまして実施要綱等が改正さ

れまして、農業委員会の活動に対する報酬部分について見直しがございました。このことか

ら、本町の農業委員会の活動に関する報酬部分の見直しを図りまして、予算根拠の一番下の

部分、活動報酬の部分でございますが、先ほど申しましたように国の実施要綱の改正に伴い

まして、令和４年度までは１か月6,000円であったのが令和５年より１か月当たり１万2,000

円、増額したことにより、今回その部分の予算が増額になったというのが理由でございます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 その増額の理由というのはどういうことなんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 農業委員会の方の活動を今後、活発にしていただく部分で、報酬

部分を見直しをかけて、活動に役立てていただけるようにということで改正が行われました。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そうしましたら、予算書22、23ページ、寄附によるまちづくり条例に基

づく寄附についての予算の根拠についてでございます。 

 本町におきましては、令和４年８月よりふるさと納税の返礼品の制度をスタートさせてい

ただいております。これで８月から12月の4.4か月の実績といたしまして、486万9,000円の寄

附がございました。来年度については、これは４月から返礼品のスタートを開始しますので、

４月から12月までの９か月分、約倍程度の期間がありますので、今年度については486万9,000

円の寄附がありましたので、約倍の970万程度が返礼品ありの分と、返礼品なしの分について

も一定数寄附を頂いておりますので、それについては約50万程度の寄附、合計で1,000万円の

寄附を計上させていただいておるというものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、この総務費寄附金の1,000万というのは暦年の４月から12月の見込

みを計上しているという解釈ですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい。返礼品ありの分については４月から12月分までの寄附を見込んで

おります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、来年の１月から３月の分はまた来年度に乗せるということですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい。この返礼品を伴う寄附については寄附金以外にも必要経費という

のが発生してまいりますので、その必要経費が確定するのが３月ぐらいになってきますから、

その１月から３月については経費が確定次第、また翌年度に乗せてくるということになりま

す。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 その経費というのはあれですか、返礼品を出している会社、それと「さとふる」

というところになるのですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 経費と申しますのは、返礼品の品物代であったり、あと、返礼品を送る

送料、今おっしゃったみたいにサイトの運営費等々が経費に当たってまいります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書28、29ページ、第三セクター等改革推進借換債につい

てでございます。これにつきましては、令和５年11月に借換えを予定しております第三セク

ター等の借換推進債の分でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 今、23億まで減額されてきて、これから金利が上がるだろうという状況の中で５

月11日と。当然これはまた南都銀行になるんだろうとは思っとるんですけれども、その辺は

いかがなんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 借換え先については南都銀行で確定しております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 確定しているということはもう金利のほうもほぼ確定しているということですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 借換えが11月になっておりますので、金利はまだ確定はしておりません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。けど、上がるだろうという予測をされているんでしょうか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今の社会情勢で金利が上昇の傾向であるというようなこともございます

ので、担当課としては上がっていくだろうという予測はしております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 元金の金額が23億とごついので、金利が非常に支払い利息に影響してくるんだろ

うと思うんですけれども、これは南都銀行以外の銀行というのはもう考えていないのですか。
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例えば、ほかにええ銀行が条件を出してきた場合はどうなるのですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 これは南都銀行ともう特約がございますので、南都銀行以外では借換え

をすることができないということになっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。 

 それでは、次、お願いします。このコミュニティーセンター整備事業債、これの説明をお

願いしたいんですが。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 この地方債につきましては、町内の施設のＬＥＤ照明の導入に伴う地方

債でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 町内の施設というのはもうこういうのは決まっているんですかな。ちょっとまだ

よく分からないんですけども。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 施設の場所については、片岡台３丁目のコミュニティーセンターでござ

います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そうしましたら、ごみ焼却施設除却事業借換事業債ですね。こちらにつ

いては、焼却場の煙突の解体に伴う借換えになっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 借換債ということは当然長期で、また、金利等も変わってくるということなんで

すか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 これについては５月に借換えを予定しておりまして、金利等につきまし

ては銀行のほうに照会をかけさせていただいて、有利な金利で借入れができる金融機関を、

そこで借換えを行う予定をしております。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 ということは、先ほどの第三セクターの場合はもう契約で南都銀行以外は駄目だ

と。けど、このごみ焼却施設の借換債についてはそういった縛りがないので、これから探す

という解釈でよろしいんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい。これから金利の照会を金融機関に行いまして、有利な金利のとこ

ろで借換えをさせていただくということでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。 

〇上村委員長 教育部長。 

〇松井教育部長 先ほどペガサスホール使用料の部分について文化振興課長から回答をさせて

いただきましたが、大ホールにおける一般利用分について、件数と使用料について補足で説

明をさせていただきます。 

 件数につきましては109件、金額につきましては507万8,300円でございます。補足をさせて

いただいておきます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 私の質問は以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 おはようございます。それでは、歳入について質問をさせていただきます。 

 まず、町民税です。町民税なんですけれども、その中の個人分なんですけれども、先日の

補正予算第10回で、令和３年度当初の調定額よりマイナス６％、そして、令和４年度におい

てはマイナス３％減額で計上したと。その要因はコロナ禍による影響があるのではないかと

いうそういう見通しで計上されてきたということなんですけれども、今年度、町民税現年度

分におきましては、10億395万円というふうに計上されてきているんですけど、ここにおいて、

そういうコロナだとか他の要因があって、少なく見積もっているという要因はあるのかない

のかを教えていただきたいと思います。 

 次に、固定資産税のところなんですけれども、資料入りの１で見せていただいたんですけ

れども、土地が前年度当初とそれから決算ではそれぞれマイナスの2.4％の減というふうに、

金額にして784万5,000円というふうになっているんですけれども、これらの要因についてご

説明をお願いしたいと思います。 
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 次に、滞納繰越分についてですけれども、個人分においての滞納繰越分、それから、固定

資産税の滞納繰越分、そして、軽自動車の滞納繰越分。そして、たばこ税なんですけども、

先ほども質問をされておられたんですけども、私はもうひとつ理解できなかったんですけれ

ども、ここで見ますと、資料１ではマイナスの104万4,000円、率にして0.7％が減になってい

るということなんですけれども、ここでいきますと、1,644万7,000円増ということになって

いるんですけれども、これらについての説明をお願いしたいと思います。ここには第10回の

補正云々ということも書かれていたわけなんですけども、その辺も併せて説明をお願いした

いと思います。 

 次に８、９ページです。８、９ページの衛生費負担金のところなんですけれども、産前産

後ヘルパー派遣事業負担金ということで新たに計上されているんですけれども、これについ

ての説明をお願いしたいと思います。 

 その下のほうなんですけれども、使用料及び手数料、使用料のところなんですけれども、

庁舎使用料のところで携帯電話基地局というのが計上があったんですけれども、庁舎内には

もう携帯電話の基地局がなくなったのかどうか説明をお願いしたいと思います。 

 そして10ページ、11ページです。まず、ごみ中継施設等使用料というところなんですけれ

ども、ここでは自動販売機だけが計上されているんですけれども、衛生事務所使用料という

のが令和４年度の当初では22万5,000円が計上があったんですけれども、今回は計上はないわ

けですけども、この衛生事務所の使用がなくなったのか。ですから、ここで計上がなくなっ

たのかなと。以前は、楽しいまちづくりの会が使用されたというふうに思うんですけども、

その辺の状況を教えていただきたいと思います。 

 その下です。土木使用料の住宅使用料なんですけれども、ここでは町営住宅についての使

用料について、説明をお願いします。 

 そして、改良住宅については先ほどの委員が質問されていて、減額になった理由は分かっ

たわけなんですけれども、ちょっと条例を調べていませんので、改良住宅は二百何軒やった

かと思うんですけども、改良住宅が何軒あって、そして、今現在、この５軒を含めて、どれ

だけの空き家があるのかを教えていただきたいと思います。 

 次に、14、15ページです。ここでは真ん中あたりの衛生費、国庫補助金のところなんです

けども、国庫補助金で保健衛生費補助金なんですけれども、2,293万4,000円の中のうち妊娠・

出産包括支援事業費補助金、資料の入りの38で説明されているわけなんですけれども、前年

度と比較して、令和４年が188万2,000円、令和５年が74万8,000円ですかね、半額ほどになっ
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ていて、934万ほどが減額になっているわけなんですけども、これらについての説明をお願い

したいと思います。 

 その下なんですけども、出産・子育て応援交付金ということで、これは新たな制度という

んでしょうか、交付金として1,259万5,000円が計上されているんですけども、併せて、これ

の説明をお願いしたいと思います。 

 次に18ページ、19ページです。この中で一番上の段から２行目なんですけども、県補助金

のところです。総務費、管理費の補助金に同和対策事業債利子補給金というのが各年度まで

計上されていたんですけれども、今年度の中では計上されていないんですけども、これにつ

いての理由。公債費のところを見ても、まだ小集落の借入れが相当金額が残っているわけな

んですけども、これらに対する補助金ということではなかったのですか。その辺も含めて、

ご説明をお願いしたいと思います。 

 そして、その下でございます。民生費県補助金です。民生費県補助金の社会福祉補助金、

これについて資料に基づいて少し説明をお願いしたいというふうに思います。 

 28、29ページです。公債費の中で衛生債のところなんですけれども、ここでごみ処理施設

整備事業債ということで山辺の分が３億130万で計上されているわけなんですけども、これは

今年度当初ということでこの金額は計上されたと思うんですけど、幾らになるかはまだ決ま

ってないらしいんですけども、７月に山辺の臨時議会が開かれますという中で、それはどう

して臨時議会を開くかというたら、やっぱり物価の高騰によって、今、建設費が計上されて

いる下で、まださらに高騰によって引き上げられるおそれがあると。それの補正予算を組ま

なければならないということで、７月に臨時議会を予定していますという説明を前回の議会

のときに受けているんです。 

 そういう中で、当然だと思うんですけども、３億130万の中にはそういう要因というのは含

まれていなくて、それまでの説明であった分がここで計上されたとして、その後、増えた分

はどうするのか。それとも、この中に増える分も見込んでいるのかどうかというところあた

りを説明をお願いしたいということです。 

 そして、将来的に500億を超えるような大きな事業の中に上牧町も参画して、そこでお世話

になろうということになろうかと思うんですけども、今後、将来にわたって、ここでどれだ

けの借入れをしなければならないのかというようなことが予測としてあるならば教えていた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は午後１時です。 

    休憩 午前１１時５０分 

    再開 午後 １時００分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 東委員より通告は終わっておりますので、理事者側の答弁からお願いします。 

 徴収課長。 

〇山本徴収課長 税のほうと滞納のほうがございまして、税から先に説明をさせていただきま

して、その後に滞納の説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

〇東（充）委員 はい、結構です。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 予算書４ページ、５ページ、町税、町民税、個人分の現年課税分10億995万円

について、コロナの減免は特に考えていないけども、ほかの減免する理由があるのかないの

かというご質問だったと思います。それでよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今年度の当初予算を組むということは、この町民税においては令和４年度の

収入が反映されるということですよね。ということは、３年続いているということですので、

当然コロナの影響も今回の調定に上げてくるときには関係があるのかないのかということが

非常に。前回はここで３％少なくして計上していますよというのは言うてはるじゃないです

か。そやから、今回もそういう状況があるのかないのかということを、まずそれが聞きたか

ったんです。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 今、委員おっしゃったように、令和３年度の課税、令和４年度の課税ではコ

ロナの影響ということで、特に令和３年度では６％程度、令和４年度では３％程度の減額と

いうのを別立てで考えて上げさせていただいていたんですけども、もうコロナが始まって３

年ほどたつということで、積算する段階でもうコロナの影響は含まれていると考えておりま

すので、特にコロナの影響でこれだけ減額というのはしていないんですけども、この積算の

うちに含まれているものと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、前回も３％を見込んでいたけれども、これだけの補正予算で

上げるだけの収入がありましたよということも鑑みて、今回においては、当然もう調定額の
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段階でコロナの影響が反映しているかどうかというのはその12月31日の時点で大体つかめる

ので、今回にはそういうコロナだからということで減額しているというようなことはないと

いうふうに理解していいわけですか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 同じページの固定資産税、土地の減額についてでございます。土地につきま

しては、先ほども申したんですけども、上牧町の土地は地価が年々下落傾向のため、同じよ

うに固定資産税も下がっているということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ここで言いますと、全体的に見ますと1,485万5,000円が増額になりますよと

いうふうに予算書ではなっているわけなんですけれども、この総括の資料１ページを見る限

りでは固定資産税の土地のところの分が2.4％の減額になります。金額にして784万5,000円が

減額になりますというふうに総括表ではなっていましたので、要因は今、課長からお聞きし

たように、毎年土地の価格というのが下がってきているということが大きな要因だというふ

うに理解したんですけど、まずはそれでよろしいですか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 前回の10回のときにも聞いたんですけれども、そのときに、例えば増額にな

った部分での要因は何ですかということは、新たな家を購入されたりだとか、それから増改

築をしたりだとかというところが77件あったので、これは１つの要因として挙げましたとい

うのがあったじゃないですか。ですので今回も、今、上牧町を見ていますと、前のレインボ

ータウンのところであった駐車場のところがかなり家が建ってきている。そして、新たに桜

ケ丘のところにも、元の郵政の後にも家が建ってきているというような状況があるじゃない

ですか。そういうのをいきますと、この年度で反映されるのかどうかというのはちょっと分

からないんですけれども、そういうところもやっぱり加味するということはあるんですか。 

〇上村委員長 税務課長。 
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〇木下税務課長 それは土地ではなくて、家屋でということでしょうか。 

〇東（充）委員 うん、そうです。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 家屋は建って、登記が上がった翌年度から課税になりますので、見込みとい

うことでは立てておりません。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、例えば、もし、そこを買われたりだとかということになれば、

年度途中であっても今年度じゃなくて来年度の予算に反映されていることであって、この令

和５年度においてその分は反映はされないというふうに理解していいわけですね。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。そしたら、次、お願いします。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 同じページ、町たばこ税、現年課税分でございます。総括の資料ではマイナ

スになっているけども予算書では増になっているという点でございます。 

 令和４年度の当初予算を策定するのが令和３年の10月末ぐらいになるんですけども、策定

する際に、それまでは過去３年の売上げが年々減少傾向でありましたために、令和４年度の

当初の予算も減少傾向でということで組んだんでございますけども、結局、令和３年度は10

月に税率の改正があったために駆け込み需要がありまして、令和３年度の決算見込みが思っ

たよりも多かったということがございました。 

 その引き続きで令和４年度も、先日、第10回の補正で増額補正させていただきましたよう

に売上げ本数が多い傾向が続いておりまして、補正をした結果、この総括の表では補正を反

映した金額になっておりますので、決算見込みが１億5,900万円ほどということでなっている

んですけども、たばこが増えているといってもこのまま増え続けるということではなくて、

結局のところ減少傾向には変わりないと見ておりますので、この決算見込みよりは当初予算

は減るだろうという見込みでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 難しいですね。本当に難しいですね。私が思った傾向的には、例えば大きな

店舗ができましたとかいうようなときに本数がごんと増えるというような傾向があるのかな
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というふうに理解していたんですけれども、どうも今回の、第10回の補正を見てもそうなん

ですけども、そういうことでもないというふうに見て取れるので、どこで要因としてそうい

うふうな状況になるのかというのは、やっぱり担当課のほうでもなかなか要因を見つけるこ

とができないというふうに理解していいんでしょうか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 たばこは町内で売れた分が税収として入ってくるというので、大きな店舗が

できたら、そこでよく売れるんじゃないかという、委員のおっしゃることもそれもあるかな

とは思うんですけども、そういういうことでもなくて、担当課としても、どうして上牧町で

よく売れているのかということはちょっと分からないところです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 要因がなかなか私自身も理解できないというところがありますので、これは

この辺で置いておきます。けども、もし、何か特徴的な要因があるとするならば、また教え

ていただけますか。 

〇上村委員長 税務課長。 

〇木下税務課長 また何か分かりましたら報告させていただきます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 お願いします。そしたら、次、お願いします。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 それでは、町税の説明をさせていただきます。タブレット番号、歳入の12番

をご覧ください。よろしいですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 それでは、説明をさせていただきます。町税、個人分に関しましての説明を

させていただきます。 

 本年度の町民税個人分の滞納繰越分につきましては521万5,000円となり、昨年度と比較い

たしまして29万2,000円の減の予算計上となりました。その主な要因といたしましては、町民

税の滞納されている方に対して個別に滞納整理を実施させていただくことで、一定の成果が

得られ、滞納繰越額の縮減につながる結果となり、昨年度と比較いたしまして、微減ではご

ざいますが、29万2,000円の減の予算計上ができたと考えております。 

 次に、固定資産税に移らせていただきます。本年度の固定資産税の滞納繰越分につきまし

ては、1,922万5,000円を計上させていただき、昨年度と比較いたしまして517万6,000円の減
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の予算計上となっております。 

 主な要因といたしましては、以前より、滞納額の縮減を図るために滞納整理を継続的に実

施させていただいておりますが、固定資産税の滞納徴収につきましては一定の効果があるも

のと考えております。しかしながら、本年度予算に関しましては、例年でしたら大口の滞納

者を考慮した予算計上をさせていただいておりましたが、今年度は大口の滞納者を除外した

予算計上を行わせていただき、予算を計上させていただきました。大口の滞納者が入る場合

であれば補正予算を計上させていただく予定でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ここで見ていきますと、大口の方が影響しているんだと思うんですけども、

収納率が3.8％が例年度の予算であったと。今回、令和５年度は8.5％ということで、収納率

がずんと上がっているんです。その辺がちょっと不思議だなと思ったんですけれども、そう

いう理由だというのは分かったんですけれども、そしたら大口の部分はどうするんですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 大口の分は一応、もし配当等がございましたら、補正予算に予算計上をさせ

ていただきまして、滞納に充てさせていただくという形になると思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 以前に1,000万でしたか、幾らでしたか、金額をちょっと忘れたんですけども、

先にもらおうということでもらって、その後、入ってくるのか入ってこないのか不明だとい

うことでどうするかということで、みんなが同意して、取りあえずその分をもらっとこうと

いって、もらったという経緯がありましたよね。その後、ずっと同じような計上で、そのま

ま未納として取り扱ってきて、今回それを外すというところはどのような理由があるんです

か。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 今、管財人が整理をかけていただいているような状況で、どういうふうな形

にあるかはまだちょっと分かりませんが、管財人と弁護士から、どういうような状況という

のは何回か報告は受けております。今後はその物件の部分がどういうふうになっていくとい

う形のときに入ってくるのか入ってこないのかという判断の部分が出てくるのではないかな

と考えております。 

 そこの部分なので、今、仮定の部分で、今どうするかどうしないかという部分で、大口の

滞納者の部分を除外させていただいたという予算計上の仕方なんですが、通常の固定資産税
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の滞納の部分を今回上げさせていただいて、それを除外した部分で予算を計上させていただ

いて、滞納を徴収させていただくという形で今回、上げさせていただきました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 除外したというのは分かるんですけど、それは今後、管財人のところも大き

く影響するんだろうというふうに思うんですけども、滞納されている部分においては督促は

常にしているというふうに理解していいんですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 これは一応破産しておりますので、督促等は送っておりません。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そしたら、大口のところは今、ざっと幾らなんですか。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 今、固定資産税の大口滞納の部分でございます。この部分につきまして

は今、除外したというふうな形で課長が説明させていただきましたけども、調定額の部分に

おきましては除外はしておりません。収納する部分におきまして、弁護士との話の相談で入

ってくる、入ってこないがありますので、収納時の部分で、ほかの滞納者の部分で収納率を

上げたわけでございます。除外というよりは徴収率の中でまだ大口が入ってこないという考

えでございます。 

 調定額に関しましては、十分取れるような形で調定額を上げさせていただいている部分で

ございます。 

 それと去年におきまして、ご説明させていただいたと思うんですけども、任意売却をさせ

ていただきまして、先ほど委員言われました1,000万とはまた別に、去年の８月頃なんですけ

ども、任意売却によりまして滞納額が900万ぐらい入ってきたということがございますので、

その時点でもある程度、議員の皆様にはご説明させていただいたと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 滞納額は幾らなのか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 滞納額は１億9,635万7,371円でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 端数はいいんですけど、約１億9,635万7,000円ですね。調定額の中にはこの
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分も含まれていますと。ところが、今回のこの予算計上のときには、この１億9,600万は除い

ての残りで収納率が幾らになるかということで計上しましたと。ですから、ここは入ってく

る見込みが不確定なので、取りあえずは調定額のところには含めていますけれども、収納率

のところにはこれは加味しませんでしたという理解ですね。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 今のご理解でよろしいと思います。 

 それと、大口滞納者におきましては、先ほど課長が申しましたように、もし入ってくると

いう段階になりましたら、また議会にご説明させていただきまして、補正対応というような

形でさせていただきたいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 入ってきたときだけでいいんですよ。どういうふうな手法になるんですか。

例えば、途中でも1,000万入ってきましたとするじゃないですか。分かりませんよ。入ってく

る、入ってこないのは分からないです。そのときには調定額のところから外れているこの分

を1,000万入ってきたら、どういうふうな計算をするんですか。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 調定額におきましては、先ほど言いましたようにもう含まれております

ので、調定額の変動はございません。予算額という部分で変動するということでございます。 

〇東（充）委員 いや、それは理解できてんのやけど。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 もう１点、どのような形で入ってくるのかということも今おっしゃって

おられました。先ほども言いました、去年の８月頃に任意売却が弁護士を通じてあったとい

うことで、物件が売れました部分で900万ほど、500万がこの延滞金と滞納税という部分で納

めていただきまして、その後、延滞金等の部分におきましても12月で補正計上させていただ

いたというような形で、予算のほうに反映させていただいているというところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 調定額の中には入っているので、その分は当然、入ってきた分で計算できる

と。それで早い話、入ってきたら当然、幾らか収納率が上がるということでいいわけですね。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 ほかの滞納部分におきましても、今回、予算におきまして予測させてい

ただいた徴収率どおりには入るかどうか分かりませんけども、大口が入りましたら、また収
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納率は上がるのではないかなとは考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。了解しました。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 続きまして、軽自動車のほうに進めさせていただきます。 

 軽自動車のほうは、滞納繰越分につきましては44万5,000円を計上させていただきまして、

昨年度と比較いたしまして８万7,000円の減の予算計上となっております。 

 主な要因といたしましては、これも滞納整理を進めさせていただきまして、一定の効果が

得られましたので、滞納繰越額を縮減することができまして、昨年と比べまして滞納繰越額

を減少することができたということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 この資料を見ますと31.3％で、38％、30％、44.9％ということで、令和４年

の見込みが44.9％という見込みになっています。今回の計上は25％ということになっている

というふうに思うんですけど、要因はいろいろあると思うんですけれども、この差は何なの

ですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 令和４年度分は結構徴収率がよかったもので、今の状況で44.9％の収納率に

なっております。もともとの予算計上のときにつきましては大体同等の25％で計上させてい

ただいておりました。令和４年度は通常より滞納繰越分の滞納額の徴収がうまいこといきま

したので、徴収率が向上したから25％から45％に上がったというのが経緯でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 見込みなんですけれども、この下がりようがちょっと大きいので、それでこ

こがちょっと気になったのです。そやから、見込みですけども、４年度がよくなったという

のは何ですって。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 やっぱり現場で滞納整理をこまめにかけさせていただきまして、滞納されて

いる方の戸別訪問とかそういう形で督促、催告、送らせていただいて、支払いをいただくよ

うにさせていただきました結果、払っていただいたというのが現状ありまして、徴収率が伸

びたので、こういう形になったというのが現状でございます。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 それなりの大変な努力をされたということの結果だというふうに思うんです

けども、その結果が今回はこれは反映されていない、分からないということなんですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 これは10月31日に予算計上させていただいております。そのときはまだ25パ

ー前後だったんですが、そこからかなり時間もたっております。徴収もさせていただいてお

ります。それで、残りの約20％ほど上がったというのが現状でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。どちらにしても、すごい努力をしていただいて44.9％まで引

き上げたという実績があるわけじゃないですか。今度は新年度になったら25％というふうに

見込まれるような数字は多分出されたんだろうというふうに思うんですけども、今後、やは

り同じように、どういう状況下にあるかはちょっと私も理解はできませんけれども、ここま

で収納率を引き上げられたという実績を踏まえて、新しい年度もこれに近づけるような、そ

ういうような徴収率を期待して、この件は終わっておきたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 徴収率の向上を目指して課員一同頑張ってまいりたいと思います。今後とも

徴収率を高く見積もって、100％とは言いませんが、100に近い数字を出せたらと考えており

ます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。どちらにしても難しいところで、変にたくさん見積もってし

まえば歳入欠陥なんて起こすことだってあるわけですから、その辺は何が何でもやるという

ふうにはならないというふうには思いますけれども、一応、私どもから言うのは、これだけ

の実績があるんですから、来年に向けても頑張ってくださいねということだけでとどめたい

というふうに思います。 

 以上です。終わります。次。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書の９ページです。保健衛生費負担金の産前産後ヘルパー派遣事

業負担金についてでございます。こちらは歳出のほうで資料を提出させていただいておりま

す。86番をお願いいたします。こちら、説明ということだったんですけれども、事業の説明

をさせていただいたらよろしいんでしょうか。この入の説明をさせていただいたら。事業の
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説明でよろしいでしょうか。 

〇東（充）委員 のほうが分かりやすいでしょうね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こちらは、産前または産後の体調不良により家事または育児を行うこ

とが困難な家庭に産前産後ヘルパーを派遣する事業を実施するということでございます。そ

の目的といたしまして、妊産婦の身体的・精神的負担軽減を図り、安心して子育てができる

支援体制の確保を図ることを目的とした事業でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そういうこともあるんでしょうね。やっぱりいろんなことが起こると思うん

ですけど、やはりこういうことができますよということがあれば、新たに出産するというこ

とにも非常に力強いというんでしょうか、安心できるという、そういうような面も含まれて

いるというふうには思いますので、こういう新たな施策に取り組むということについては非

常に心強いなと思います。分かりました。ありがとうございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 ちょっと対象者のところを付け加えたいんですけれども、これは要支

援が特に必要であると判断した家庭にという形で対象を限定しております。それを追加させ

ていただきたいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 お産をする人が全部受けられるというふうには理解していません。分かりま

した。ありがとうございます。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書９ページにございます総務使用料、庁舎使用料の携帯電話

基地局がないのはなぜかという質問でございます。 

 この分につきましては、令和４年度まで総務課が担当しております農協施設のところに携

帯電話基地局を設置したことによりまして、予算組みを計上させていただいたところでござ

います。その中で令和４年度、この施設がフリースクールの教育目的になったということで、

予算組みの組替えをさせていただきました。そのことでこの部分に予算がないというふうに

なっているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、総務から教育のほうに移ったということでいいのですか。 
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〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 総務課から教育総務課のほうに変わったというところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 この携帯の基地というのがアンテナなんですけども、上牧町には町が管轄す

るところでは何件ぐらいあるんですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 総務課で管理を管轄している部分につきましては、先ほどありました消防施

設の部分では11か所がございます。今、このフリースクールの部分を含めますと今のところ

は総務課で分かっている範囲では12か所ございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。ありがとうございました。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、歳入10から11ページの衛生使用料の22万5,900円が計上されて

いない件についてでございます。 

 これにつきましては、令和４年度までマリッジサポーターから使用料として、管理してい

る課である建設環境課が頂いておったので計上させていただいておりました。ところがこの

建物が令和５年度、総務課の管轄となったことにより、計上をしておりません。総務課のほ

うの入として22から23ページの財産収入の土地建物賃借料で計上させていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 予算書11ページ、住宅使用料、町営住宅に関して、委員からの質

問で説明という形でお聞きしたんですけども、どういった内容でご説明というのをちょっと

お聞きしたいんですけども、よろしいでしょうか。 

〇東（充）委員 お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 町営住宅につきましては、第１住宅から第６住宅まで、管理戸数

といたしましては222戸、入居戸数につきましては141戸、空き家は今、81戸ある状況でござ

います。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 ここで聞きたいのは収納率が85％、これが第１住宅から第６住宅までの全て

の住宅で86％を見込んでおられるということなんですけれども、これは全ての住宅に86は当

てはまるんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 全体としては80％の徴収率になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これまでは80％ということですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分につきましては、令和３年度の決算時においての徴収率

となります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そしたら、令和３年度の徴収率は幾らなのですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 79.7％です。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 令和４年の見込みはどれぐらいなんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 令和４年度の見込みとしましては、２月28日現在ですけども、

80.3％という形で見込んでおります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そして、令和５年度の当初では85％ということになっているわけなんですけ

れども、約５％増えるという、この要因は何なのですか。 

〇上村委員長 暫時休憩いたします。 

    休憩 午後 １時４１分 

    再開 午後 １時４２分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 まちづくり推進課長。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今ご質問いただいている部分につきましては、残りの分につきま

しては今後、督促を送付したり、催告、それで徴収努力するということで85％という形で。 
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〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。ということは、約５％の分を徴収努力で今後は進めていくと

いう目標値を定めて、ここに計上したという理解でよろしいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 都市環境部理事。 

〇吉川都市環境部理事 ちょっと補足説明させていただきます。今、督促の話でございますが、

督促も鋭意やっているところでございますけども、ただ、それを今まで以上に、個別的にう

ちの徴収課が実施しております戸別訪問とかいうところも踏まえて、そういうことも見習い

ながら、しっかりと徴収率を上げる努力をするというところで、今後取り組んでいきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 １％、２％と簡単に言いますけども、やっぱりそこまで上げようと思うたら

皆さんの大変な努力が必要だというふうに思うんですね。そこで５％というたら、私の感覚

としたら非常に大きいのでね。５％上げようと思えば皆さんの本当に大変な努力が必要だろ

うというふうに思ったので、それでちょっと言わせていただいたわけなんですけれども、そ

の辺で徴収努力を進めていくということですので、これはお聞きしておきたいというふうに

思います。 

 この件については結構です。次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 同じく改良住宅の部分でございます。ご質問は改良住宅の今現在

の軒数等をお聞きしたいということで、今現在の改良住宅の戸数について、改良住宅は今現

在199戸ございます。あと、入居されている戸数につきましては165戸、今現在、空き家は34

戸になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 もともとは200戸ですよね。池のところが火事になって、あそこがなくなって

199になったという経緯だというふうに思うんです。その199戸のうち、今、教えていただい

たように34戸が今、空き家となっていますということで、この改良住宅においては何親等な

りということで、引き継ぐ方がおられればその方が優先されて入居できるというようなシス

テムであったかなというふうに思うんですけれども、今はもうそうではなくてもそういう方
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たちも入居しないで、ただ空き家になっているというのが34戸というんですけども、これだ

け高齢化してくるということになりますと、これは今後ともそのような傾向がますます増え

るというような状況は考えられるのではないかというふうに思うんですけども、その点はい

かがでしょうか。どのようにお考えになっていますでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 改良住宅の今おっしゃっている部分につきましては、どうしても

１人世帯であったり、入居されている方が亡くなられて相続的なものが継承されないケース

がちょっと増えております。なかなか同居されている家族さんも少なくて、承継される方が

減少しているというところで、継続して住んでいただけるケースがちょっと少ないというこ

とで、今、委員がご心配されているようなそういうケースがどんどん増えていく可能性は思

っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それで、ここで２つお聞きしたいんですけれども、今でも34の空き家がある

ということ、これからもひょっとしたら増えるであろうという住宅をこれは空き家をどのよ

うに活用していこうとするんでしょうか。今のままでは募集も公募も何もしていないわけで

すから、また、公募することがこの住宅においてはできるのかどうかということをまず知り

たいんですけれども。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今現在、空き家の部分につきましては、本庁のほうで長寿命化計

画、個別施設計画の中で、町営住宅の１、２の部分は除却するという事業方針がありまして、

そういった改良住宅も用途変更しまして、改良住宅とみなして、そういうような形でそうい

った方に移っていただけるような用途として今後、事業を進めていくための家屋として、ス

トックしておきたいというのが今の考えでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 資料を見せてもらったんですけども、そのときにはまだ小集落改良事業の起

債残高というのはまだまだ大きな金額として残っているというふうに思うんです。その中に

はこの改良住宅の部分も含まれているのではないかなというふうに私は思っているわけなん

ですけども、その辺はいかがでしょう。それで何を聞きたいかといいますと、先ほど課長が

残っているところは用途変更してというふうにおっしゃったので、そういうふうに補助金と

か、それから、そういう状況があるときに用途変更というのは可能なのかどうかということ
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が、まず知りたかったんです。それでそうお聞きしたんですけども。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分につきましては、建築してからの耐用年数等ございます

ので、その年数が過ぎれば用途変更というのは可能でございます。 

〇上村委員長 都市環境部理事。 

〇吉川都市環境部理事 ちょっと補足させていただきたいと思います。 

 改良住宅の今後の利活用の仕方と空きの部分の改良住宅についてなんですけども、基本的

に改良住宅につきましては、事業協力者向けの住宅というところで補助金を導入して住宅と

して活用させていただいているという流れの中で、今、利活用の問題、空き家の問題なんで

すけども、これにつきましては、町営住宅等運営基本方針策定委員会というのを設けており

ます。この中で町営住宅の在り方について協議、検討していただいている中で、今言う空き

の改良住宅につきましては町営住宅とみなして、先ほど課長も申しましたように、第１住宅、

第２住宅につきましては一応除却の方針というところがあるので、その方にそちらに移って

いただくような住宅として切り替えていくというような方針で今後、改良住宅は運用してい

きたいというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 町営住宅の修繕のところで聞いたらよかったのか分かりませんけども、それ

で今回も1,000万ほど予算も組んでいると思うんですね。ということは、これは、例えば今年

度ですぐにやろうというふうにできるのかどうかというのはちょっと私も分からないんです

けども、そういうような計画をしているのかどうかもちょっと分からないんですけども、今

の改良住宅を除くところで1,000万の修繕費を計上しているということは、今後そういうふう

に公営住宅に基づいた町営住宅にしようとするならば、当然修繕費が、今で言うたら34戸個

分要ると。一体幾らかかんねんという、その心配と、それから、もう１つは家賃をどうする

のかと。今のは公営住宅法に基づく家賃を徴収していて、今１万円である改良住宅の家賃が

今度はどうなるのか。公営住宅法に基づいた分になるということになったら、事業協力をさ

れた方々はまだ１万円、新たに入られた方は公営住宅法に基づく分。それが、１万円が高い

のか、公営住宅法によってのほうが高いのか安いのかというのがちょっと分からないんです

けども、その辺のことはどのようにお考えになるんですか。 

〇上村委員長 都市環境部理事。 

〇吉川都市環境部理事 今、委員申されておる心配する部分につきましては、まさしくご指摘
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いただいているとおりでございまして、当然、事業協力されて、１万円の家賃でというとこ

ろの部分もございます。町営住宅とみなす住宅につきましては１万円以下になるのか、どう

なんだというところの話も、町営住宅を利用される方には定例家賃というところの部分もご

ざいますので、その辺のところのバランスというところもやっぱりかなり難しい問題はある

かと思います。 

 ですので、先ほど申しましたように、町営住宅等運営基本方針策定委員会の中で、しっか

りとそこは議論していただいて、今後、先の改良住宅の家賃を決めていかなければならない

というのは、今、近隣の課題であるというところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 その辺のところはしっかりと論議していただけるんだろうなというふうに思

っていますのでいいんですけども、修繕費の部分はどう考えますか。 

〇上村委員長 都市環境部理事。 

〇吉川都市環境部理事 修繕費につきましては、当初の中で1,000万ほどを上げさせていただい

ているんですけれども、これはこの改修費用は含んでいないので、今、これについてはもう

現状の住宅の改修と修繕というところの対応になっておりますので、よろしくお願いします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今のところ34戸が空いているじゃないですか。これから審議会なり何なりで

いろいろ論議されるというふうに思うんですけれども、しかし、これが今34戸ですけども、

いつまでに審議というんでしょうか、話合いが、決め事が終わるのかどうかはちょっと私は

分からないんですけれども、その間に34戸が40戸になりとかいうようなこともあり得るわけ

で、そうなったときには修繕ということは、まず、ふすまから畳から全てのものを変えざる

を得ないというふうになっていると思うんですね。そういうところも全部修繕をしなければ

ならないので、１戸当たり一体どれだけの費用がかかるのかは私も理解はできませんけれど

も、そういうことになったら非常に大きな修繕費がかかってくるのではないかなというふう

に思うんですけど、その辺はどのようにお考えになっていますか。 

〇上村委員長 都市環境部理事。 

〇吉川都市環境部理事 年数もたてば当然、修繕する部分もかなり多くなってくるというとこ

ろで、修繕費もかなりかさばるというところの部分もございます。ですので、これは今後、

県とも相談させていただきながら、何か入りの部分がないのかどうかということと、今、言

うバリアフリー的な改修の仕方ということも一つ視野に入れながら、資金の調達は考えてい
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かなければならないのかなと思っています。そうすると、当然改修費につきましては、今、

委員申されましたように、やっぱりかなりかかってくるというのが現状であるのを認識して

おります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 副町長、この点についてはどうなんですかね。どれぐらいをめどにこの話を

処理しようとされておられますか。 

〇上村委員長 副町長。 

〇阪本副町長 今、委員の質問なんですけど、この運営委員会につきましたら、４年度からス

タートさせていただいたばかりなので、どこまで進捗状況は進んでいるのかという部分もあ

りますが、いつまでというご回答はこの場ではなかなか難しいのかなというふうには思って

おります。言えば、もし、節目、節目で何かそういうふうな動きがありましたら、また議会

の皆様にご説明のほうをさせていただきたいというふうには考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 発足したばかりということですので、一足飛びに結論なんて出るわけではな

いんだろうというふうに思います。しかし、県との調整も当然あるわけだというふうには思

いますけれども、だらだらとするよりもやっぱり一定の期間を決めて、この段階ではこうす

るというようなスケジュール的なものをやっぱり組んで計画的に行かんと、一遍にできたか

らというて、34件や40件の修繕費が本当にぽんと出せるのかどうかというようなことも当然

加味してないと駄目だというふうに思いますので、その辺をやっぱり計画性をもっと綿密に

されたほうがいいのではないかなというふうに私は思うんですけども、その辺はどのように

お考えでしょうか。 

〇上村委員長 副町長。 

〇阪本副町長 今、東委員のご意見はごもっともかと感じております。以前にも私のほうでこ

ういうふうな案件につきまして、少し自分なりに調べさせていただいた経緯もございます。

先進事例で滋賀県の大きな市ではございますが、そこも公営住宅と改良住宅というふうな形

で、この運営委員会等を立ち上げられまして、どのような形で進めていくのかという議論も

されておったようなケースがございますので、そういうふうな先進事例も参考にしながら、

この進め方につきまして慎重に議論をしていっていただけたらというふうには考えておりま

す。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 分かりました。こういう住宅というのは、やはり住宅に入りたいという方も

非常に多くいらっしゃいますし、やはり、そういう福祉を増進させていくというのはもう皆

さんの最大の役目でもあるというふうに思いますので、その辺はやっぱりしっかりした取組

を今後、一層していただけるようにお願いをしておきたいというふうに思います。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は14時10分。 

    休憩 午後 ２時００分 

    再開 午後 ２時１０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書の15ページ、衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金、妊娠・出

産包括支援事業補助金、こちらの前年度が188万2,000円、今回94万8,000円。この差額の減の

理由はということでございます。資料なんですけれども、入の38をご覧ください。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こちらに事業を下のほうに４番、７番、12番という形で掲載させてい

ただいております。このもともとの事業費が、乳幼児相談事業費が15万1,000円ほど、それか

らプレパパママ教室事業費が19万5,000円ほど、それから12の子育て世代包括支援センター事

業費が28万9,000円、あと端数なんですが、こちらが事業費自体が減額となっております。こ

れが63万6,618円が減額になっているのと、令和４年度におきましては、こちらに生き活き対

策課の健診で使う視力検査の分の61万6,000円という費用がここに含まれておりました。それ

も減になっておるというところで、これの補助金、補助率が２分の１でございますので、そ

れの差額が出ております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今のお話では補助対象になる金額が減額になっていると。ですので、必然的

に２分の１を掛けたらこれだけの金額になるんですよという説明だと思うんですけども、今

までの対象であった乳幼児相談事業なんていうのが今年度は２万7,853円ということになっ

て、この辺がどうして減るんですか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 まず、乳幼児相談の事業費につきましては、報酬として、会計年度任

用職員さんの金額をこちらのほうで計上させていただいていたんですけれども、５年度にお
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きましては課内の職員で行うというところで、その分が減となっております。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 続きまして、７番プレパパママ教室もお伝えしたほうがよろしいです

か。 

〇東（充）委員 はい。 

〇寺口こども未来課長 こちらにつきましては、備品購入費が令和４年度は入っておりました

が、令和５年度でその分が減額となっております。 

 12番の子育て世代包括支援センター事業費におきましては、主に申し上げますと委託料な

んですが、産後ケア委託料が前年度は201万5,500円のところが今回171万6,000円というとこ

ろで、ここの部分でも30万弱の減額となっておることで、補助金が少なくなっているという

ところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今の委託料のところなんですけど、そこで前回200万円だった分が今度は170

万円に減額されているというのが大きな要因ということで、これは人数が減ったという意味

ですよね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 人数ですね。利用される方が少なくなっているということです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それはなぜなのですか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 これも利用者が希望されて、委託料に関わってくるんですけれども、

３年度がすごく利用が多かったんです。それで補正対応もさせていただいたところで、その

ような形で足らなくなってはいけないと思いまして、４年度はこれまでの利用者数を加味し

まして、当初でちょっと多めに取らせていただいたというところがあったんです。しかし、

４年度におきましては思ったより増えなくて、４年度の当初があまりにも多く取り過ぎたと

いうところがございましたので、５年度はこれまでの数値を平均とかしながら考えながら、

これぐらいの金額という形で、今回、このように金額を少し少ない形で委託料を組ませてい

ただいたという次第でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。分かりました。 
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〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 その下にあります出産・子育て応援交付金についてでございます。こ

ちらの説明ということで、当初予算の概要の17ページにも掲載させていただいておりますし、

出の89で資料を提出させていただいております。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 出産・子育て応援交付金でございます。こちらの事業は、核家族化が

進み、地域のつながりも希薄となる中、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産・子育てが

できるよう、妊婦及び特にゼロ歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、妊娠期から

出産・子育てまで一貫して、身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ

伴走型支援を拡充し、経済的支援を一体として実施する事業でございます。妊娠届出時に５

万円、出生届出時に５万円を給付する事業でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これは、例えば初めて出産されたということで非常に不安な状況があるとい

うたときに、そういうことで相談とかそういうのも、こういう制度もあるんですよとかとい

うことも含めて、ここで対応してもらえるというふうに考えていいわけですか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 相談窓口等もございますので、まず、この妊娠届を提出されたときに

家庭状況であったりとか、今、困っていることであったりとか、その場でいろんな相談を受

けまして、その方に沿った支援を進めていくというところでございますので、そこで、いろ

んな悩み事であったりとか不安な部分というのを聞いていただければ、保健師、助産師がい

ておりますので、しっかり寄り添って対応していきたいと考えています。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 僕の一般質問なんか覚えてないと思うんですけれども、うちがアンケートを

住民の皆さんから頂いたときに、片岡台の２丁目の若いご夫婦なんだろうというふうに思う

んですけども、名前なんかはちょっと分からないんですけども、その方が初めての出産だっ

て、すごく不安だった要素が多かったらしいんです。初めて上牧町に来たものですから、そ

ういう身内の方もいらっしゃらなくて、非常に不安であったというようなことで、いろんな

ことを書いてはったんですけども、こういう制度があったらよかった、こういう制度があっ

たらよかったというて書いてあったんですけども、そうではなくて、やっぱりそういうとき

にはこういうのを活用して相談に乗っていただけるというふうに理解していいわけですね。
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直接お聞きすることがあるのかどうか分かりませんけれども、もし、あったときにはこうい

うことをご説明してあげたらいいというふうにとってよろしいですね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 以前アンケートをとられてということで、産後ケアが使えたらいいか

なみたいな話をされていたと思うんです。転入とか妊娠届とかで窓口に来られたときにいろ

いろ伺って、こういう支援がありますよとか、そういう形で支援につなげていけますので、

不安なことがあれば何なりと窓口なり、それから電話でも大丈夫ですので、お問い合わせし

ていただければ、どんな方法があるかというのはいろいろ考えながら、課員でも助産師、保

健師、それから家庭支援委員がいてますので、しっかり対応させていただきたいと思ってお

ります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ありがとうございます。しっかりした対応をよろしくお願いしておきたいと

いうふうに思います。住民にとってもそれがすごく心強い状況になるのではないかなという

ふうに思いますので、しっかりよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書18、19ページ、県補助金、総務費県補助金、総務管理

費補助金の中の同和対策事業債利子補給金が令和５年度予算に計上されていない理由につい

てでございます。 

 これにつきましては、事業債の償還が進んでおりまして、対象利子額が奈良県市町村同和

対策事業債利子補給金交付要綱に定める基準を下回りましたので、対象外ということになり

ましたので、今回、令和５年度予算には計上していないというものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、もう進んでいるというわけですから、これ以上増えないわけ

ですから、これからはもうこの分は言うたら廃目という形で、ここにはもう計上されてくる

ことはないということでよろしいんですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 先ほどもちょっと言ったんですけども、地区改良住宅を含めた部分で、まだ
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相当額の分が起債の中に残っていると思うんですけれども、それではここでは全く当てはま

らない金額になっているということなんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい。これにつきましては対象の利子額が200万円を超えてくるものとい

うのが対象になっておりまして、今現在、令和５年でしたら、もう対象の利子額が126万4,000

円程度になっておりますので、もう対象外ということになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書19ページ、県補助金、社会福祉費補助金につきまして、

資料に基づいてご説明をということでしたので、まずはタブレット番号、歳入43番を参照く

ださい。 

 本資料におきましては、予算書19ページ、社会福祉費。まず、社会福祉費補助金の中で上

から５つの項目、こちらの資料で説明させていただいております福祉医療費助成事務費補助

金、重度心身障害老人等医療費補助金、乳幼児等医療費補助金、心身障害者医療費補助金、

ひとり親家庭医療費補助金とさせていただいております。 

 こちらにつきましては、予算書67ページの社会福祉総務費の福祉医療費助成事業費、こち

らが該当の事業となります。こちらの福祉医療費事業費の総額でございます9,041万5,000円、

こちらが総事業費となりまして、そのうち7,838万2,000円、こちらが補助対象部分となりま

すので、それの２分の１以内ということで、５つの項目のトータルが3,918万8,000円となり

ます。内訳としましては、予算根拠に挙げております金額となりまして、これが予算書と合

致しているような形になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。オーケーです。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 続きまして、社会福祉費補助金、介護予防生きがい活動支援事業補助金64万

6,000円でございます。 

 こちらにつきましては入の資料44をお願いいたします。上牧町シルバークラブ連合会が行

う活動に対して町が実施する助成事業について、奈良県から在宅福祉事業費補助金交付要綱

に基づき交付される補助金、補助率、県費３分の２でございます。 
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 69ページで、町といたしましては、シルバークラブ連合会補助金として24万5,200円を補助

金として交付いたします。それに対しまして、補助金といたしましては適正老人クラブ活動

に対する助成、こちらが各地区のシルバークラブさんの会員数、こちらにおいて50人以上の

クラブ、11クラブございますが、こちらに対して23万7,600円、また、50人未満のクラブで30

人以上のクラブが５クラブございまして、５万4,000円、合わせまして29万1,000円が補助金

として交付されるものでございます。 

 また、活動促進に対する助成、こちらにつきましては、会員数がシルバークラブが1,440

人としまして５万2,800円。これが活動促進に対する助成、そして、補助金交付されるもので

ございます。あと、活動支援事業といたしまして、シルバークラブさんが実施するウオーク

ラリー、また、グラウンドゴルフ大会等、健康づくりの事業に対するものでございまして、

こちらが30万2,000円。合計64万6,400円の事業に対しての補助金でございます。 

〇東（充）委員 了解しました。 

〇俵本福祉課長 続きまして、地域生活支援等事業費補助金でございます。627万1,000円でご

ざいます。こちらにつきましては、資料、入の32をお願いいたします。 

 こちらにつきましては、障害者総合支援法の規定に基づき、市町村が行う地域生活支援事

業費の支給に要する費用に対する補助金でございます。県費におきましては４分の１、25％

が補助率でございます。 

 対象経費につきましては、資料に記載しております事業、この合計でございます2,508万

4,000円に対する県費におきましては４分の１の627万1,000円が補助金として交付されるも

のでございます。 

〇東（充）委員 オーケーです。了解しました。 

〇俵本福祉課長 続きまして、精神障害者医療費補助金。こちらにつきましては出の資料、54

番でお願いいたします。 

 事業概要といたしましては、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１、２級の方及び自立

支援医療、精神通院受給者証の所持者を対象として、医療費の自己負担額から１医療機関当

たり500円を引いた額について助成する事業でございます。 

 これにつきましても県の補助金２分の１がございまして、町の歳出、1,868万8,000円のう

ち自己負担、所得制限撤廃に伴う新規申請分を除いた1,828万8,000円に対しての４分の１補

助金でございまして、914万4,000円でございます。 

〇東（充）委員 了解です。 
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〇俵本福祉課長 難聴児補聴器購入助成事業補助金でございます。こちらにつきましては、身

体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上

70デシベル未満の軽度中等度難聴児に対し、補聴器購入費の一部助成する費用に対する県補

助金でございます。 

〇東（充）委員 了解です。オーケーです。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書28、29ページ、町債の中にございます山辺・県北西部

広域環境衛生組合分担金分についてでございます。 

 委員ご質問の物価高騰により、この組合の建設費の増額補正を予定しておるが、この当初

予算の中にその増額分を見込んでおるのかというご質問でございます。物価高騰に伴う増額

分の具体的な金額は現状見込めておりません。委員おっしゃいましたとおり、増額分は補正

計上するとの旨の回答を組合から頂いておりますので、それが確定次第、当町といたしまし

ても補正予算を計上させていただくというように考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 総額が非常に大きな金額ですので、それの15％引き上げるだとか何％引き上

げるなんていうと、とてつもない金額になりますので、それを10市町村で振り分けるという

んでしょうか、負担していくということになるので、これは必要な部分ですので、欠かせな

いものだというふうに思うんですけれども、そういう中で我々の上牧町の財政にとって、や

っぱり非常に大きな金額が必要となってくるということですので、初めにこれぐらいの金額

かなというふうになっていたものが非常に大きな金額に、またプラスされてくるということ

が非常に懸念なものですから、それでお聞きしました。 

 これ、起債として、ふだんの計画として、物価高騰だとかいうのは置いたとして、起債は

大体どの程度の起債を必要と計算をされていたんでしょうか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それは２つ目の質問で頂いておったと思うんですけれども、将来にわた

ってどれだけの借入れを必要としていたのかというご質問で頂いていたと思うんですけれど

も、組合に係る借入額につきましては、令和６年度で15億7,500万円、令和７年度で5,510万

円、これが見込んでおりまして、令和４年度から令和７年度の総額で19億5,250万円を見込ま

させていただいておったと。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 よう分からんですけども、これが物価高騰で上がるとなったらまた大変です

よね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今、委員おっしゃいましたように、これは令和４年12月時点で組合から

提供のあった見込みとなっておりますので、これにも物価高騰による増額分というのは反映

されておりません。ですので、先ほどの借入れ総額見込み19億5,250万円から増額する可能性

はあるというふうな認識を持っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。これは我々が生活する上において何としてでも必要な施設な

わけですので、ここにとっては操業が始まるようになるまで、あと僅かな期間だと来ている

わけなんですけれども、それはそれとしておいて、財政負担がやっぱり大きくなって。必要

なものなんですけども、その辺はやっぱり担当者の皆さんは十分頭を悩ませていただいて、

そして、完成に至るときにはぜひ安心した財政でありますように祈るばかりだというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 それから、もう１点だけ聞きが漏れたんですけども、よろしいでしょうか。先ほど、康村

委員からもちょっと質問があったんですけれども、第三セクター改革推進債ということで、

これは当時、当初は46億でしたかね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 42億です。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 42億をどう借り入れるかということで、りそな、それから南都というところ

がございまして、やはり、利息の部分でりそなと南都とでは非常に大きな違いがあるという

ことで、当然これだけの大きな金額だったものですから、南都に切り替えるということをあ

のとき、議会も同意しての第三セクター改革推進債を借り入れるときの、言うたら１つの条

件であったというふうに理解しているんです。それで、今、利息は幾つでしたかね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 0.87でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 あのとき、りそなは「0.」と違いましたね。もっと大きかったと思うんです

が。ここに変えたということで、10年後に利息は見直すということになっておったというふ
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うに思うんですね。それが今になったという理解だというふうに思うんです。これまでに42

億あったのがここの23億1,600万というところまで来ているという理解だというふうに思い

ます。 

 ここでそのまま0.87で収まればありがたい話なんですけれども、ここがどうなるかという

のが今ちょっと不透明というところですけれども、ここは交渉で何とかなるものなのかどう

かということはちょっと私も分からないんですけども、やはり住民負担は、こういう言い方

はおかしいですけども、やっぱりこの改革推進債を借りなければ上牧町の財政としてはもた

ないという状況にまでなっていたと。これも全て土地開発公社の時の首長の誤った施政とい

うんでしょうか、施策であったということが言えると思うんですけども、首長が１つ路線を

間違えると、10年、20年では立ち直らないということなんですね。 

 ですから、やはり住民ととっても今のように、今中町長が議会にもそれにおいても、小さ

なことを議会に相談をして前へ進めていく、非常に大切なことだろうな。それでみんなでそ

の判断をし合えるということが健全な財政を運営していく１つのよい例なのかなというふう

に私は理解しているんですけれども。 

 そういう中で改革推進債を借りたことによって、まだまだもたないから借りたんですけど

も、毎年毎年当初予算から２億というお金を当然なしとして見て予算を組んでいかなければ

ならない。反対に言いますと、２億という住民サービスがここでできないということにもつ

ながるというふうに思うんですね。そういう状況の下で10年進めてきた。これからまた15年

ですか、進めていかなければならないという状況下になるというふうに思うんですけれども、

この辺の交渉事は皆さんにお任せせざるを得ないんですけれど、ぜひ利息の少ない状況で財

政を支えていただくために頑張っていただきたいなというふうに、ぜひ頑張ってもらいたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 令和５年の11月末、30日が借換えの日となっておりますので、借換えに

つきましては、事務手続、これまでどおり１か月前からの調整とはなってくるんですけれど

も、それまでに相手さん、南都銀行さんと十分協議をさせていただきまして、なるべく低金

利と申しますか、利率の安いかかりで交渉させていただき、努力させていただきたいと思い

ます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 よろしくお願いします。 
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 町長、毎月毎月、書換えに行かなければならないという状況を考えれば、今回のこの思い

切った施策で第三セクター改革推進債を借りたということで財政がまあまあ立ち直ったとい

う状況もあろうかというふうに思うんですけど、あのときの苦労を思えばこの苦労はまだま

だ10分の１程度しかないので、思い切った苦労をしていただきますようにお願いを申し上げ

たいというふうに思います。よろしいでしょうか、町長。ありがとうございます。 

 終わります。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 それでは歳出に入りたいと思います。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 東初子でございます。よろしくお願いいたします。歳出の質問を引き続

きさせていただきます。 

 説明の41ページ、下のほうですけども、地域の安全安心推進事業費、14番の工事請負費の

防犯カメラ設置工事につきまして、この設置の基準というか、そこをちょっと教えていただ

きたいというふうに思いますので、工事費71万5,000円のところをお願いいたします。 

 次に43ページ、説明の上のところから２行目の高齢者防犯電話購入費補助金ですね。ここ

は20万円となっておりますけれども、前年よりも減額となっておりますので、その理由の説

明をお願いいたします。 

 次に、45ページの説明の出会い・結婚・子育て応援事業費の12の委託料のところですね。

ここの説明をお願いいたします。72万円。 

 その次、47ページの真ん中、ＰＲキャラクター活用推進事業費の12の委託料、フォトスペ

ース制作委託料の39万4,000円について、ご説明をお願いいたします。 

 それから、60、61ページになるんですけれども、奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙

費の部分なんですけれども、説明の一番下になるんですが、12の委託料のところで期日前投

票所設置委託料の45万4,000円について、これはラスパのささゆりルームのことなのかどうか、

ちょっとあれなんですが、お聞きしたいと思います。お願いいたします。 

 併せまして、その次のページ、町会議員選挙の部分なんですけれども、そこの上牧町議会

議員選挙費の12の委託料の同じく期日前投票所委託料ですね、60万4,000円。併せて説明をお

願いいたします。 

 66、67ページで、67の説明の福祉医療費助成事業費の19の扶助費の乳幼児等医療費ですね。
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18歳まで拡充の部分ですが、ここの説明をお願いいたします。 

 70、71ページの説明の地域生活支援事業費の19の扶助費、一番下なんですが、訪問入浴サ

ービス事業費ですね。新しい事業だと思います。これの説明をお願いいたします。 

 72、73ページの上のところですね。重度心身障害者、説明の重度心身障害者福祉タクシー

助成事業費574万3,000円の19の扶助費の福祉タクシー助成事業費のところを説明お願いいた

します。 

 76、77ページの説明の病児・病後児保育事業費、上のところですね。18の負担金補助及び

交付金、病児・病後児保育事業負担金のところをお願いいたします。新しい事業者が入って

いるということで、お願いいたします。 

 86、87ページ、不妊・不育治療助成事業費の225万円のところの説明お願いいたします。 

 88、89ページ、子育て世代包括支援センター事業費の中の12の委託料、産後ケア事業委託

料185万5,000円と産前産後ヘルパー派遣事業委託料32万です。先ほどもちょっと説明ありま

したけれども、お願いいたします。 

 それから、13の使用料及び賃借料の子育て支援アプリ情報配信サービス使用料26万4,000

円。 

 それから、その下の出産子育て応援交付金事業費の部分で、委託料の子育て支援ガイドブ

ック作成委託料87万6,000円と負担金補助及び交付金、出産・子育て応援交付金の1,300万円。

ガイドブックに関しては刷新して作られるということが説明にありますけれども、どのよう

なものを作成されるのか教えてください。 

 122、123ページの節の19扶助費の中の使用料及び賃借料、真ん中からちょっと下のところ

ですね。13の使用料及び賃借料のところの事務用機器借上料、統合型校務支援システム使用

料のここの分、借上料が1,391万6,000円とシステム使用料の160万7,000円の部分をご説明お

願いいたします。 

 それから、124、125ページのところですけれども、学校適正化事業費の学校統合準備委員

会委員報酬の部分ですね。ここのところ、文教のほうでもございましたが、説明をお願いい

たします。 

 その下の小・中学校体育館空調整備事業費、小・中学校の体育館の空調設備の事業費２億

2,931万の部分をお願いいたします。 

 その下ですね。フリースクール事業費の711万4,400円のところ。 

 最後に、先ほども入のところでありましたけれども、上牧第三小学校屋外プールの改修工
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事について、町民プールを利用されるということなんですけど、交通手段等はどのような形

で行われるのか、ちょっと伺わせてください。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 東委員の通告が終わりましたが、ここで暫時休憩とし、再開は３時10分。 

    休憩 午後 ３時００分 

    再開 午後 ３時１０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 先ほどの質問の最後のプールのところの質問なんですが、上小と三小と

ちょっと勘違いしましたので、私は三小の質問を少しだけさせていただきたいと思います。

ですので、先ほど申し上げました交通手段の話はなしということで、上牧第三小学校の屋外

プール改修工事についての質問にさせていただきます。お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページにございます、地域の安全安心推進事業費の工事

請負費、防犯カメラ設置工事の基準があるかという質問でございます。 

 この部分につきましては基準は設けておりません。ですけれども、この設置につきまして

は、安心安全なまちづくりの実現に向けまして、子どもたちの登下校の様子を記録し、交通

事故、防犯等の抑止力を高めることを目的として設置している部分でございます。その中で

毎年１度、合同点検というのがございます。その中で地域の方たちの声を反映させたり、学

校の状況を確認させていただいて設置するというふうな部分で行っているものでございます。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 ちょっと補足という形でさせていただきます。 

 この防犯カメラ設置につきましては計画的にさせていただきまして、36か所という計画を

基に予算組みをさせていただいて、計画をさせていただいたという部分でございます。令和

４年度でこの計画の36か所につきましては全て設置したというところでございます。その中

で先ほどの部分で、新たに今回１基、設置したいというふうに考えているところでございま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。交通事故とかそういうことに対する防犯意識という

か、そういうところをメインのように思うんですが、最近は本当に犯罪が全国的に見まして
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もすごく増えておりまして、地域の住民の方のお声としまして、やはり、例えばですけれど

も、公園ですとか、そのような交通をメインではなくて犯罪の抑止というようなことも考え

ていただきたいというお声がありますので、また、その辺はいかがでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 公園等につきましては担当部署がございますので、そちらと協議、検討させ

ていただいて、設置に向けて考えるところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。このご時世ですので、やはりそういう方面もちょっと考

えていただいてということで、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書42ページにございます高齢者防犯電話購入費補助金の減の

理由でございます。 

 この部分につきましては、令和４年度につきましては実績を加味させていただいたりして

計算をさせていただいたんですけれども、令和５年度につきましては令和４年度の実績を基

に予算組みをさせていただいたという部分がございまして、令和４年度、令和５年度につい

ての減額というふうになったところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。令和４年度が20件だったということで、その前は２年度

と３年度は29件だったというところなんですけど、４年度が20件だったのでということで、

５年度は20件という予定になったということでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 令和５年度のこの予算組みに関しまして、令和４年の実績でございますが、

今、３月20日現在で31件がありますので、そのものを加味させていただいて、予算組みをし

たという部分でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 なので、40件ですね。分かりました。よろしくお願いいたします。 

 というのが、やっぱり近隣でもすごく特殊詐欺の電話がかかってきたとかというお話を伺

うことがありますので、やっぱり、上牧町も増加傾向にあるのかなというふうに感じたんで

すが、その辺はいかがでしょうか。 
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〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 その増加傾向というのは。 

〇東（初）副委員長 犯罪というか、そういう電話がですね。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 犯罪に遭ったという報告なんですけども、一応、今、役場のほうにも被害が

あったという件数は何件かございます。その中ですぐに対応するということで、警察等へ連

絡させていただいて、未然に被害を防ぐという形で今やっているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。未然に防ぐために本当にこの防犯電話もすごく威力を発

揮するのではないかというふうに思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書45ページの出会い・結婚・子育て応援事業についてでございま

す。資料は歳出の18でご提出させていただいております。 

 この説明ということですけれども、事業概要から説明させていただきます。よろしいでし

ょうか。 

〇東（初）副委員長 はい。 

〇寺口こども未来課長 平成28年から町民と行政が協力して少子化対策及び移住・定住促進を

目的に育成をした結婚支援を行うマリッジサポーターが独立した団体となり、ＮＰＯ法人マ

リッジサポート「赤い糸」を設立いたしました。「赤い糸」のサポーターを中心として、行政

と連携しながら婚活イベントや結婚相談会、セミナー等を開催し、結婚を希望する男女の出

会いの場の提供や、本人及びその親族に対して、結婚に関する支援を行う事業でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当にそういうマリッジサポートということで、少子化

対策の一環として、いろいろとご努力いただいていることに感謝いたします。また、「赤い糸」

を設立されまして、成婚率も少しずつ上がっているのでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 現在まで７組の方がご成婚されております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当に大変な活動だというふうに思っております。 
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 また、その中で上牧町に住んでいただいてという少子化対策といいますか、やはり住んで

いただきたいというふうに思っておりますが、その辺はどのぐらい住まれておりますでしょ

うか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 成婚が決まって、２組の方が上牧町にお住まいでした。残念ながら最

近１組が転出することになったんですけれども、現在まだ１組の方はいらっしゃいまして、

その成婚されて上牧町にお住まいの方にはお子さんも誕生いたしております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。やはり、一生懸命こうやって活動してくださっている中

で上牧町にぜひとも住んでいただけたらなというふうに思いますので、また、ほかの部署の

方々と協力していただいて、上牧町に住んでいただいたら、例えばですけど、引っ越し代と

かリフォーム代とか何かそういうような助成をしていただいてというような、いろんな案が

あると思いますけれども、何かそういう形で上牧町に住んだら、ここで結婚、結び合って、

ここで住んだら、また得に上牧町にで住めるよというようなことを皆さんで案を出し合って

いただけたらなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 こども未来課の事業というわけではなくて、やはり上牧町全体で、住

みよい上牧町というところで、ここの上牧町はすごく住みよいところだなというふうに思え

るような事業もどんどん連携しながら進めて、上牧町にぜひ住みたいと思ってもらえるよう

に精いっぱい努力したいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 ありがとうございます。その形でまた、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書46、47ページ、ＰＲキャラクター活用推進事業費の中

にございますフォトスペース制作委託料についてのご質問でございます。 

 これにつきましては、町制50周年を記念して作成いたしました上牧町ＰＲキャラクターの

「ゆりはちゃん」、これと商工会が作成されました商工会のキャラクター「上牧ぺたろう」を

活用いたしまして、役場本庁舎内において、このＰＲキャラクターを活用した記念撮影スポ

ットを設置したいと考えております。それに伴う委託料でございまして、委託料の内容とい
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たしましてはパネルの作成及びデザイン料ということになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。 

 このキャラクターを活用した記念撮影スポットなんですけれども、どんな形でどのように

設置をされる予定なんでしょうか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 具体的なデザイン等はまだ、それを確定するのは来年度以降になってく

るんですけれども、今、考えておりますのは役場のロビー周辺のところで、婚姻届であった

り、出生届であったり、そういったとき役場に来られた方が記念として、そこで撮影をでき

るような形をというようなものを考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました、やはり婚姻届を出しに来られた方とか、出生届を出しに

来られた方がそこで記念写真を撮るというようなことを行っていただくということですね。

すごくいい案だというふうに思います。 

 そこで婚姻届なんですけれども、私たちも要望書で出しておりますが、このたび、ゆりは

ちゃんが、そういうデザインが上牧町にございますので、上牧町独自の婚姻届を作成されて

はと思うんですが。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 今、ご質問いただいております上牧町のオリジナルの婚姻届ということ

で、ゆりはちゃんと商工会のキャラクターでぺたろう君と２つ合わせました婚姻届をデザイ

ンいたしまして、４月の１日から役場での配布、出張所での配布、併せまして、ホームペー

ジでのダウンロードをできるような段取りで準備は進めさせていただいておりますので、も

うしばらくお待ちいただきたいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。すごく明るく、そうやって婚姻届をまた盛り上げて、届

自体をかわいらしくしていただけたらうれしいかなというふうに思います。ありがとうござ

います。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書61ページにございます奈良県知事選挙及び奈良県議会議員
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選挙費の中の委託料、期日前投票所設置委託料の部分でございます。内容的にも同じですの

で、次の上牧町議会議員選挙の部分と併せて説明させてもらってよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 併せてお願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、この部分につきましての説明をさせていただきます。この部分に

つきましては、今回、ラスパの中にありますささゆりルームにおきまして、期日前を開設さ

せていただきます。その中で会場の設営と撤去、あと、スタッフを委託で雇いまして進める

ための費用でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これは何日間の設置になるんでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 まず、奈良県知事、奈良県議会の部分につきましては、設営につきましては

３月31日、撤去につきましては４月２日。スタッフのほうは期日前の日がございますので、

４月１日と２日でございます。町議会議員につきましては、設営につきましては４月21日、

撤去につきましては４月22日、スタッフは５人となっているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。 

 ということはあれですね、ちょっと金額が。45万4,000円が県会のほうで、町会が60万4,000

円という差はスタッフの差になりますか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 スタッフが奈良県知事等の部分につきましては延べ10人でございます。町議

会につきましては５人になっておりますので、その差が出ているというところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 もう一度お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 期日前につきましては４月１日、２日なんですけれども、スタッフにつきま

しては５名で延べ10人になります。町議会につきましては、22日に期日前をするということ

で、５名でさせていただくという分で、金額の差が出るという部分でございます。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（初）副委員長 設置委託料だけを見ますと、県会のほうが45万4,000円で、町会のほうが

60万4,000円になっていますので、そこが町会のほうがちょっと高いというのが、何か県から

の助成とかそういうことで金額が違うという意味でしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 暫時休憩をお願いします。 

〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 ３時２９分 

    再開 午後 ３時３０分 

〇上村委員長 再開します。 

 総務課長。 

〇丸橋総務課長 申し訳ございません。奈良県知事等の部分につきましては31日に設営をさせ

ていただきますので、この設営部分は令和４年度で執行させていただきます。残りの部分に

つきましては令和５年度で執行するという部分でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。そういうことですね。31日は令和４年度になるとい

うことですね。 

 あと、期日前の周知とかの方法はどういう形で。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 まず、広報紙で周知をさせていただくというふうに考えているところでござ

います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 ＬＩＮＥとか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 まず、そのＳＮＳも使って周知をしていこうというふうには考えているとこ

ろでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。以上でございます。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書67ページ、福祉医療費助成事業費、扶助費の中の乳幼

児等医療費について、ご説明させていただきます。タブレットの議会資料、歳出の34番をご
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覧いただきたいと思います。 

 そうしましたら、乳幼児等医療費につきましては、上牧町に在住される方で乳幼児及び子

どもを養育している方に対して医療費の一部を助成し、乳幼児等の健康の保持及び福祉の増

進を図るために医療費の助成をさせていただいております。 

 この事業につきましては令和５年度から、対象年齢を18歳に達する日以後の最初の３月31

日まで拡充することで、昨年末12月の議会にも条例改正を上げさせていただき、ご承認いた

だいたところとなっております。 

 まず、資料に基づきまして、就学前から高校生まで階層別に費用積算をいたしております。

１人当たりの見込み金額というところでございますが、それは過去３年間の医療費実績、こ

れの３か年の平均をまず見込み金額として予算の根拠とさせてもらっております。 

 そして対象人数につきましてですが、県基準と町単独という形で分けて書かせていただい

ておるんですけれども、乳幼児等医療費につきましては、今回、高校生の拡大もあるんです

が、もうそれ以前に所得制限の撤廃を行っておりますので、県の基準で言いますと所得制限

ありの制度でございますので、所得制限が本来であれば引っかかっているけども、うちがお

出ししている分につきましては町の単独、要は県補助には該当しないというような形になり

ますので、分けて上げさせていただいております。 

 そして、今回の高校生拡大につきましても、県補助の対象とはなっておりませんので、町

単独の事業という形で分けて上げさせていただいております。 

 それで、この550名という数字なんですけれども、条例を上げるときには対象年齢で対象者

を計っておったものでして、600名程度と認識をしておったんですけども、ひとり親家庭とか

心身障害者医療とか重複されている方とかがいらっしゃいましたので、精査しましたところ、

実際には550名が対象となるということで、今回の予算計上とさせていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。高校生まで町独自でやっていただけるということで

本当に保護者の方が喜んでおられます。町のほうにお声が届いていると思いますが、また、

引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 71ページ、地域生活支援事業費、訪問入浴サービス事業費でございます。 

 こちらの事業につきましては、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問によ
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り居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の体の清潔の保持、心身機能の維持等を

図り、福祉の増進を目的とした事業でございます。 

 実施内容といたしましては、看護師または准看護師、もしくは介護職員が身体障害者の居

宅を訪問し、移動式の入浴セットを搬入して、入浴の介護を行う事業でございます。 

 対象者といたしましては、上牧町の住民基本台帳に記録されている在宅の身体障害者（児）

で、以下のいずれにも該当している方を対象としたいと考えております。身体障害者手帳肢

体不自由の１級または２級の所持者、寝たきり等の理由により外出や通所施設の利用が制限

されている居宅において家族等の介護を得ても入浴が困難な方、医師が入浴可能と認めた方、

介護保険法の規定による訪問入浴介護の対象とならない方でございます。 

 予算といたしましては、訪問入浴サービス事業費として131万1,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。131万400円の分ですね。説明のほうに２名というふうに

書かれておりますけれども、これは扶助費の備考のところに１万2,600円掛ける１回掛ける52

週というこれで。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 そのとおりでございまして、１回当たり１万2,600円の訪問入浴サービスでご

ざいます。それを１回、52週。こちらはニーズ調査で１回ぐらいは入りたいという希望がご

ざいましたので、１回。それで、医療ケア児につきましては今のところ３名いますが、２名

の方が希望されておりますので、２名の予算計上とさせていただいたところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当に今までこのサービスを待っておられた方がおられ

ると思います。やっぱり肢体不自由な方は本当に大変な方だと思います。また、家族も高齢

とかになってきますと、お風呂に入れるというのはもう至難の業だと思いますので、このサ

ービスは本当に喜ばれていると思います。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 予算書73ページ、重度心身障害者（児）福祉タクシー助成事業の説明でござ

います。 

 こちらにつきましては、重度心身障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を目的と
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して、タクシーの利用料金の一部を助成するため、福祉タクシー利用券を交付し、障害福祉

の増進を図る事業でございます。 

 対象者といたしましては、身体障害者手帳１級または２級、療育手帳Ａ１またはＡ２、精

神障害者保健福祉手帳１級の方でございます。対象者に対して１人当たり400円分のタクシー

利用券を40枚、年間交付する事業でございます。 

 費用の内訳といたしましては、需用費６万8,000円、役務費５万9,000円、扶助費として、

助成事業費の分については499万2,000円、手数料、こちらが62万4,000円、合計574万3,000

円の事業でございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。今まで本当に出かけたくてもなかなか出られないと

いう方もおられたかと思います。また、こういうふうな補助ができると喜ばれていると思い

ます。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書77ページの病児・病後児保育事業、18負担金補助、負担金補助

及び交付金の病児・病後児保育事業費負担金についてでございます。資料が出の80番でご提

出させていただいております。 

 こちらの事業は、保護者が就業している場合など、子どもが病気もしくはその回復期にあ

る際に自宅での保育が困難な場合、保育士、看護師と連携して、病児・病後児保育事業を行

う事業でございます。 

 実施内容でございますが、令和５年度から新たに香芝市実施の病児保育室「ぽっぽ」とい

うところで協定を締結する予定をしておりまして、合計３か所の病児・病後児保育室で事業

を行う予定としております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。 

 新しく香芝市の病児保育室「ぽっぽ」というところ、これが増えたという理由というか事

情は。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 病児保育室が増えることによって利用者の選択肢が増えるというとこ
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ろで、こちらは香芝市にございます。この協定を交わす前でも以前から提携外なんですけれ

ども、実際にご利用されている方もいらっしゃるということもありましたので、こちらの病

児・病後児室も見学をさせていただいて、すごくいい状況でもありますし、利用者がご利用

になりやすいのではないかというところで、新たに土庫の診療「ぞうさんのおうち」、それか

ら「いちごルーム」、それから「ぽっぽ」というところで、３つから選択できるような形で、

住民さんの利便性を考えまして増やしたということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。本当に住民さんが使いやすいというか、また、重な

った場合のそういう選べる選択肢が多いというのは本当にありがたいかなというふうに思い

ますので、ありがとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書87ページの一番下にあります不妊・不育治療助成事

業について、説明をさせていただきます。 

 歳出資料の83番をご覧ください。令和４年度までは一般不妊治療だけを対象にさせていた

だいていたんですが、令和５年度からは一般不妊治療に加えまして特定不妊治療も助成の範

囲とさせていただくとともに、申請期間も治療開始から５年間という縛りを要綱のほうでつ

くっていたんですが、それを撤廃させていただくということで、拡大をさせていただきます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 ありがとうございます。不妊治療の範囲が特定不妊治療まで広がったと

いうことで、そういう不妊症に悩んでおられる方にはすごくいいんじゃないかなというふう

に思います。特定不妊治療は体外受精とか顕微授精にということですよね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これによって本当に少子化の対策、また、出産が増える

ことを願っております。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書89ページ、委託料の産後ケア事業委託料でございます。こちら
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の質問内容をもう一度お願いいたします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 産後ケア事業の現状をちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 令和４年度１月末時点ではございますが、ショートステイ型、宿泊に

なりますが、これは３名の方がご利用されております。延べ６泊でございます。デイサービ

ス型、これは日帰りになりますが、こちらが８名の方がご利用され、延べ日数にいたしまし

て12日のご利用となっております。アウトリーチ型というのは自宅訪問なんですけれども、

こちらは費用は無料なんですけれども、８名の方がご利用されて、延べ回数で言いますと14

回ご利用という形になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。産後で本当にしんどいときにこういう助成があると本当

に助かるなというふうに思います。 

 ３名の方で延べ６泊という、この状況なんですけども、これは例えば２日間とか続けてな

のか、１日、１日取ってというようなことなのかというのはどうでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 ばらばらです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。以上でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 続きまして、その下にございます産前産後ヘルパー派遣事業委託料で

ございます。こちらも出のほうで86番で、資料を提出させていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 先ほども説明いただいたのであれなんですけれども、要支援というか、

支援が必要と判断した場合のみということだったんですが、この辺の判断基準はどういうこ

とになるんでしょうか。産前だったら、例えば、よくつわりとかそういうのもありますけれ

ども、そういうのは関係ないということになってきますか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 養育支援が特に必要とあると判断した過程といいますのが、若年妊婦

及び妊婦健康診査未受診で望まない妊娠等の妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭
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であったりとか、あと出産後間もない時期の養育者が育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイ

ローゼ等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭、それから、食事、

衣服、それから生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやその

リスクを抱え、特にこの支援が必要と認められる家庭というふうな形で判断させていただき

まして、産後１年までの間の方を対象といたしております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ヘルパー派遣事業というのはこれは初めてですね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、そうでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 やはりそういう形で助けていただけたらありがたいかなというふうに思

います。私もちょっと訪問というか、小学生の見守りをさせていただいているんですけど、

たまたまその子をおうちに連れていったときもお母さんもすごくしんどそうな方もおられた

りとか、そういう場面も見たことがありますので、やはり、そういう産前産後のヘルパーで

助けていただいたら、虐待とかそういうことの防止にもつながっていくのではないかという

ふうに思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 その下の使用料及び賃借料の子育て支援アプリ情報配信サービス使用

料でございます。こちらも資料が87でご提示させていただいております。 

 この事業は町が交付する母子健康手帳の記録をデジタル化することで、一人一人に最適な

情報を無料で配信するアプリで、家族の積極的な健康管理を促して、妊娠・出産・育児期の

最適なタイミングで医師や専門家が監修した役立つ情報を町から配信し、継続的なサポート

を実施する事業でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当に今の時代に合った流れだなというふうに感じてお

ります。母子健康手帳の記録をデジタル化というのは、これは以前からあるものなんでしょ

うか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 母子健康手帳に記載されているような体重であったりとかそういうも
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のをそこに入力ができるというふうな形になっているので、とても使いやすいのかなと考え

ておるのと、あと、無料で配信するというところがあるので、いろんな情報を配信させてい

ただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 無料というのが一番魅力かなというふうに思います。困ったときに医師

とか専門家の監修した役立つ情報を配信していただけるということで、妊娠・出産・育児の

方にはすごくいいかなというふうに思います。 

 これは記録というのは個人個人がこの中に記録していくということですよね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 ご自身でそちらに記録していただくという形になりますので。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 その下にあります出産・子育て応援交付金事業費の中の委託料で、子

育て支援ガイドブック作成委託料についてございます。 

 こちらなんですけれども、これまでこういった形で、第１回目の29年に発行の黄色い子育

て支援ガイドブック、それから令和２年改定で、ピンク色の子育て支援ガイドブックを作成

してまいりました。これが令和２年に改定しておりますので、その後、異動があったりとか

変更になった部分というのは正誤表という形でお配りさせていただいているんですが、それ

を今度また新しく、一番最新なものにさせていただいて、これを基にいろいろな支援につな

げたいということで、作成をする予定をしております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。正誤表という形ではなくてそのまま製本されるというこ

とですね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。ガイドブックは本当に見やすくて、子育てに役立つとい

うふうに思っております。いいものができるように、またよろしくお願いいたします。あり
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がとうございます。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 その下、負担金補助及び交付金の出産・子育て応援交付金についてで

ございます。こちらは出で89で資料を提出させていただいております。こちらの質問内容と

いうのは、もう一度よろしくお願いします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 こちらの概要にも書いていただいているんですけれども、妊娠届出時の

５万円、出生届出時の５万円ということなんですが、これは支給は現金という形でという理

解でよろしいんでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、現金５万円でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。本当に妊娠・出産はお金がかかりますので、そうい

う形で助成していただくというのは本当に妊婦さんたちが安心していけるというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 今のは出産応援で５万円、それから子育て応援で５万円という形にな

ります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 理解いたしました。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書123ページの事務局費の使用料及び賃借料の校務支援の

システム使用料について説明させていただきます。歳出の資料ナンバーは159番でございます。 

 こちらに関しましては、教職員が校務の際に使用するシステムの導入に係る費用でござい

まして、こちらは様々な情報管理とかもできますので、業務の効率化や負担軽減を図り、児

童、生徒に向き合う時間をつくることで児童、生徒の学力向上を目指すものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これは、先生たちがいろんなデータとかそういうのを手
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作業で今まで入れていたものがこういうふうなシステム化されたという理解でよろしいでし

ょうか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 本当に先生たち、もう毎日毎日忙しい中でのこういうシステムが導入さ

れるということは、時間がそれだけ児童たちに目が向けられていい形ではないかというふう

に思っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 これは県のほうでというふうにちらっとお聞きしたんですが。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 県下統一のシステムでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。県下統一でしたら情報の共有とかもできるというという

ことでしょうかね。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。以上でございます。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 続きまして、予算書125ページの学校適正化事業費について説明させてい

ただきます。 

 今年度も中学校の整備に関しまして、学校統合準備委員会を開催いたしまして、いろいろ

協議、検討を行っているんですが、来年度もまた、そういう部会も含めて会議を開催する予

定しておりますので、その費用を計上させていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 この間、議員懇談会とかでも説明もありましたけれども、今後の計画と

かはどのように進んでいかれるんでしょうか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 中学校の整備に関しましては、令和８年４月の開校を目標に今後、校舎



－71－ 

の整備を進めていきたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。またよりよい形にしていただけるようにお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、同じく125ページの小・中学校体育館空調整備事業費について

説明いたします。こちらに関しましては、小・中学校の体育館は避難所としても指定されて

おりますので、避難時の環境を改善するためにも空調を整備するというものでございます。

また、都市ガスが災害によって止まったときでも、エアのプロパンガスに接続して稼働でき

るようなシステムの導入も考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当に災害が増えてきておりますので、そういう意味で

は体育館のこういう整備は大事だなというふうに思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 同じく125ページのフリースクールの事業費について説明させていただ

きます。今年度９月30日にフリースクールを開設して事業を行っておりますが、来年度も引

き続き行っていきますので、それに必要な経費を計上させていただきました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。また引き続き、本当に不登校の子どもたちに寄り添って

いただいて、今後もよろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書129ページの工事請負費の上牧第三小学校屋外プール改

修工事について説明させていただきます。第三小学校のプールサイドの下地の剥がれとか、

あとまた、建屋の雨漏りがございまして、それらを改修する工事でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。第三小学校に関しては、これはプール授業に影響はない
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ということでしょうか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇東（初）副委員長 理解できました。ありがとうございます。以上でございます。 

 私の質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇上村委員長 皆さん、お疲れのところと思いますが、次の方の通告で本日閉会したいと思い

ますので、もうしばらくご辛抱ください。 

 ほかにございませんか。 

 竹之内委員。 

〇竹之内委員 竹之内剛です。本日通告だけというところで、通告だけさせていただきます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 それでは順次申し上げます。 

 まず、41ページになります。説明欄、財産管理費のところの13番、使用料及び賃借料、さ

さゆりルーム施設使用料について、説明をお願いいたします。 

 次です。同じページになります。地域の安全安心推進事業、13番使用料及び賃借料のＡＥ

Ｄリース料についてのところです。説明よろしくお願いいたします。 

 次に行きます。43ページ、ペガサスフェスタ開催費につきまして、こちらは当初予算の概

要の11ページにもお示ししていただいていますが、それと同様に説明をお願いいたします。 

 次に45ページの下のほうになります。13番の使用料及び賃借料のペガサスホール使用料、

中央公民館使用料のところの説明をお聞きしたいので、よろしくお願いします。 

 次です。87ページになります。説明欄のところの療育相談支援事業、ほほえみ教室につき

ましての説明をお願いいたします。 

 続きまして、先ほどの東委員からもありましたが、125ページ、フリースクール事業のとこ

ろで、東委員の質問では９月30日に開校で、来年度も事業を引き続き行われていくというこ

とで、こちらを今年度の内容について少し説明をお聞きしたいので、よろしくお願いします。 

 続きまして、135ページです。上のほうになります。通級指導教室ペガサス教室、こちらも

当初予算概要の23ページに示していただいておりますので、併用して質問させていただきま

すので、ご説明よろしくお願いいたします。 

 続きまして、151ページになります。社会体育総務費の18番負担金補助及び交付金のところ

につきましての質問をしたいので、説明よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、最後です。153ページ、体育施設費のところの12番委託料、こちらの項目の中

で何項目か質問させていただきたいので、よろしくお願いいたします。 

 そして、テニスコートを改修事業費のところです。こちらについても質問をお聞きしたい

ので、説明をよろしくお願いいたします。 

 私の通告は以上になります。 

〇上村委員長 竹之内委員の通告が終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 さっきの12の委託料の中で、これは総額1,937万2,000円、この中で何項目か質問

しますというような、今、答弁の仕方でしたけど、この中の何を質問するのか、ちょっと項

目だけお願いしたいと思います。 

〇上村委員長 竹之内委員、お願いします。 

〇竹之内委員 まずどちらから言えばいいですか。 

〇上村委員長 153ページのこの中から何種類かとおっしゃった。 

〇竹之内委員 具体的に言ったらいいですね。 

〇上村委員長 はい。 

〇竹之内委員 153ページにつきましては、委託料のところですよね。こちらは上から５番目、

町民プール管理委託料についてです。町民プール管理委託料。１点で結構です。 

 もう１つありましたね。151ページに戻っていただいて、151ページの社会体育総務費のと

ころの18番の７つの項目の中の、こちらはスポーツ少年団補助金及び登録料につきましてと、

それと、来年度は体育祭は開催されるという方向だとお聞きしておりますが、ここは体育祭

の走られた方に手渡している参加商品の予算が毎年40万程度で上がっていたと思うんです。

来年度の体育祭についてのそちらが見当たらなかったので、今年はどうされますかというと

ころの質問をしたかったんです。 

 これでよろしいですか。お願いします。 

〇上村委員長 それでは、本日はこれにて散会いたします。 

 再開は明日３月10日午前10時といたします。 

    散会 午後 ４時１２分 
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予算特別委員会会議録 

 

１．日  時  令和５年３月１０日（金） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について 

議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について 

議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について 

議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について 

議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について 

議第30号 令和５年度上牧町下水道事業特別会計予算について 

１．出席委員  委 員 長 上村 哲也 副 委 員 長  東  初子 

委   員 康村 昌史 牧浦 秀俊 竹之内 剛 

      東  充洋 

議   長 吉中 隆昭 

１．理 事 者  町 長 今中 富夫 副 町 長 阪本 正人 

教 育 長 松浦 教雄 総 務 部 長 中川 恵友 

都市環境部理事 吉川 昭仁 住民生活部長 山下 純司 

健康福祉部長 青山 雅則 教 育 部 長 松井 良明 
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    開会 午前１０時００分 

〇上村委員長 皆さん、おはようございます。予算特別委員会委員長の上村哲也です。 

 早速ですが、昨日に引き続き、令和５年度上牧町一般会計予算について、総括、歳入は終

わっております。歳出の竹之内委員の通告が終わっておりますので、順次、答弁お願いいた

します。 

 竹之内委員。 

〇竹之内委員 おはようございます。２日目になりますが、よろしくお願いいたします。 

 それではまず、通告いたしましたささゆりルームにつきましてですけれども、使用の規定

につきまして、それと使用時間、利用時間について少しお聞かせいただきたいと思います。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページにございます使用料及び賃借料のささゆりルーム

施設利用料の部分でございます。内容というご質問でございます。この部分につきましては、

住民の方々の子育てや就業を支援し、子育て家庭及びその活動を支援する団体などの総合交

流の促進と、地域のコミュニティーの形成と福祉の向上を図る目的のために、ささゆりルー

ムを設置させていただきまして、利用していただいているところでございます。予算といた

しましては、利用料という形で予算を計上させていただいております。その中で、利用時間

という部分でございます。利用時間につきましては、午前９時から午後９時までというふう

に規定をさせていただいておるところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 数年前に、大型スーパーの経営者が変更になり、営業時間の変更になったとい

うことで、そのときに質問させてもらったんですけれども、利用時間の変更ということで、

午後９時までになったということで、スーパーの営業は12時までと確認しているんですが、

朝９時から夜９時までということで、来年度も変更なしでいいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 変更ございません。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ９時ということで、利用する側にとって、９時というのはは適格かどうかはあ

れなんですけども、いろんな兼ね合いがあって９時と決めるというので、それで理解します。

それと、さきに述べていただいた住民の方のコミュニティーということで、ささゆりルーム

を開放されるときに、町民の方の利用ということで、利益を伴うような団体の使用はできな
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いということがあったんですが、その辺につきましてはどうですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今もその考えは変わっておりません。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 それでは、最後ですけれども、今、商業施設は休みなしに経営されております

が、ささゆりルーム、１週間のうち、この日は使えないとかという定休日等があるのか。そ

れと、利用状況について少し、どのような時間帯で、空いている時間とか、満杯とか、そう

いうイメージでお聞きしてよろしいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 ささゆりルームの休室日でございますが、12月28日から翌年の１月４日まで

の日と、あと、ラスパ西大和店の休店日が休室日となっているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 理解しました。ありがとうございました。以上です。 

 続けてお願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 利用申請、数でよろしいでしょうか。団体、個人の方を含めまして、21の利

用の申請を頂いているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございました。以上で結構です。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 続けまして、その下ですけれども、ＡＥＤのリースの件につきましてですが、

こちらは何点かお聞きしたいことがあって、まず、設置場所についてですけれども、前年度

より増えているかどうか、少しお聞きします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 ＡＥＤの設置につきましては、令和４年度まで28施設に28台設置させていた

だいていたところでございます。令和５年度からは、１台、１施設追加させていただきまし

て、全体的に総務課で管理させていただいている施設につきましては、29施設と29台という

ふうになっているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 29施設の予定ということで、ホームページで、設置場所の周知はしていただい
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ていると思うんですけども、順次、見やすいように載せていただいているということでよろ

しいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 設置場所につきましては、見やすく周知をさせていただいているところでご

ざいます。今後、また追加等ありましたら、更新をさせていただきまして、周知させていた

だこうというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ＡＥＤにつきましては、近隣のスーパーやら銀行に設置されているということ

で、理解しているんですけども、学校等の施設においては、本来、職員室にあったものは、

今は体育館の外に設置していただいたり、非常に何か緊急のときに利用できるということで、

施設を利用させていただいたときに、確認させていただいています。学校等、外に設置にな

るので、最後、言っているのは、外の設置ということで、安全面といいますか、いたずら等

のこと、小学生も中学生もその場所にいるわけですので、その店に関して、何か支障が生じ

たことはありますか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 学校施設に設置しているＡＥＤでございます。今、外にも各１施設に１台設

置しているところでございます。先ほどの質問の中で、いたずらというところがございます。

その部分につきましては、防犯カメラ等で鑑賞しておりますので、その部分で、いたずらが

ないのかなというふうに感じているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 なぜこんな質問をしたかというと、1,000回に１回、万に１回でも、その命を救

うという上で絶対に必要なＡＥＤということで、本当にそのときに使えないことがあったと

いう事例も聞いたので、その辺の、カメラで監視されていて、子どもがいたずらすることは

ないだろうとお聞きしたので、安心しました。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書42、43ページ、ペガサスフェスタ開催日についてとい

うご質問ですけれども、委員、これはどのような。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 去年、ペガサスフェスタが開催されまして、私も見学させていただき、そして
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見学させてもらった中で、ちょっと気になった点と、どのようにされているのかという点が、

何点か質問させていただきます。 

 まず、2022年11月に開催されましたペガサスフェスタ、非常に盛況で5,000人だったと思う

んですが、その程度の方が来られて、非常に人気だったということで、晴れてよかったんで

すけれども、不思議とペガサスフェスタは、開催されてから中止になったことがないという

ジンクスを持っておられて、どなたか本当に晴男とかがおられるんだなと喜んでおります。

気になる点といいますのは、雨天の場合は、中の行事も中止というお知らせがあったので、

参加者の中から、どのような理由で中も中止なのかなということがあったので、その辺の確

認をしたかったので、なぜ雨の場合は中の行事も全て中止なのかを、少しお聞かせください。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 結構、きつい雨が降った場合、2000年会館の駐車場が、水が結構たまる

ようになっておりまして、あそこが調整池の代わりの役割を果たしている場所でございまし

て、結構大きな雨が降った場合に、あそこの駐車場がかなりの水がたまってくるということ

で、小雨程度でしたら大丈夫なんですけれども、ちょっと大きな雨が降った場合は、駐車場

が水がたまってくるということで、そういう形になっておるというものでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 2000年会館の建物の下の駐車場が、水がたまるシステムになっていると。大雨

のときはそこが使用できなくなるということで、駐車のスペースもなくなるということで、

全面的な安全を考えて中止にされたという理解でよろしいですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。 

 それでは、次ですが、今年度、11月に開催されましたペガサスフェスタ、一般のお店とい

うか、バザー的なことで出されるのは控えられて、キッチンカーが数台来られてやられてた

んですけれども、５年度におきましても、創意工夫されると思うんですけれども、同じよう

な形態でいかれるという計画ですか。全面的な計画で、バザーのお店出しのことだけで結構

ですので、少しお願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 令和５年度の事業につきましては、ペガサスフェスタについては、多方
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面での調整が必要になってきますので、詳細なといいますか、具体的にはあれなんですけれ

ども、今年度、好評であったこともございますので、大きくは変更にするということは考え

ていないんですけれども、ただ一部、今年度、町制50周年ということもございまして、大き

なところで言えば菊人形、これが50周年記念事業とやっておった事業なんですけれども、こ

ういったものは来年度、令和５年度については、実施をしないという形にさせていただこう

とは考えておるんですけれども、全体といたしましては、大きく変更はない形で行っていこ

うかなというふうに、現時点では考えておるところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ペガサスフェスタに関しては、お店出しを楽しみにしている団体の方もおられ

たりするので、その辺、また、検討しながら、周知しながら進めていただければと思います。 

 次ですけれども、今年度の開催に当たって、外の舞台が設置されなかったと。中だけでや

られたと。従来、外の舞台で出られていた方も、中の舞台で参加されたと。私らの団体もダ

ンスで、外で参加させてもらいましたが、今年は中でということで、中でやった人たちが、

何か中のほうがええなという話も聞いていて、来年度ですけども、これも計画の中で、外と

中と、中だけでやられるのかも、また、外も建ててやられるのか、その辺の来年度の計画に

ついて、少しお聞かせください。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 来年度につきましても、中のスペース、ホールのスペースだけで実施さ

せていただこうとは考えておるんですけれども、これも出演者の方との調整がまた必要にな

ってくると思いますので、その辺、出演者の方と相談をさせていただきながら、また進めて

まいりたいというふうに考えております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございました。以上です。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 続きまして、45ページのＮＨＫ公開番組の事業費のところで、13番のペガサス

ホール使用料、中央公民館使用料という形で通告していますので、内訳で結構ですので、よ

ろしくお願いします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書45ページのＮＨＫ公開番組共催事業費の中の使用料及

び賃借料の42万3,000円でございます。これにつきましては、公開番組の実施に当たりまして、
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出場者の控室でありますとかスタッフの控室、また、実施本部などに使用するために、中央

公民館、そしてペガサスホールの使用についての予算を計上させていただいております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 これは６月開催予定ということでよろしかったのでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 ６月４日、日曜日の開催ということでございます。ただ、前日が予選会、

その前日に設営ということでございますので、延べ３日間使用という形になっております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 この質問の中で、６月４日は、５月８日に国の方針で、コロナウイルスの分類

化が５類に定義づけが変わるので、その辺は異常ないかと思いますが、その辺の懸念をして

いたので、答弁、ちょっと欲しいんですけど、マスク等の密の関係とかありましたが、その

辺は５月８日で解除とはいかないんですよね。どのようになるか分かりませんが、その辺の

注意とか、懸念されるところを少し、注意される点、あれば。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 一応、今、解除という形で、政府の方針もなっておりますが、前回の２

月に開催いたしましたＮＨＫの公開番組のときと同じでございますけれども、施設のかけて

おりました入場制限も、通常に緩和いたしておりますので、そのキャパ数に関しましては、

通常通りということになっております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ６月４日、たくさんの人が出られて、盛り上がることを願っております。以上

で結構です。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書87ページの療育相談支援事業費について説明させて

いただきます。これは、ほほえみ教室と称しておりまして、小集団で一人一人の発達や特徴

に合わせた療育プログラムを通して、発達を支援していく教室でございます。例えば、言葉

が遅いとか、コミュニケーションが取りにくい、落ち着きがないとか、発達に偏りがある等

の方々に、親子共々参加していただいている教室でございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。こちらは、今までも何度か質問させていただいており

ますけれども、大きくは療育相談というところですが、教室にはなりませんかというところ
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でも、相談という位置づけであるけれども、教室同等の内容でやらせていただいたというこ

とでお聞きしました。これ、一般質問でお聞きしたんですけれども、その中で、相談をされ

に来られて、教室同等のこともやっているということで、教室等のやられている内容を聞か

せていただきたいのですが。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 火曜日と金曜日の９時から９時45分、10時から10時45分、２つの２時

間制の教室をさせていただいておりまして、療育支援プログラムといいますのは、発達の専

門家の先生と、あと、特別学級の指導できる先生とで、どういったプログラムが大事かとい

うことで、いろいろ一人一人のメニューを組ませていただいております。45分の中で、例え

ば、羽目板が必要だったら羽目板とか、ダイナミックな遊びが必要な子にはダイナミックな

遊びといった形で、全体でもしますけども、一人一人の課題を与えられて、取り組んでいた

だくという内容になっております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 詳しく説明ありがとうございます。最後なんですけども、内容をお聞きして、

利用状況、毎回変わっていくんですが、相談に関する利用状況、例えば、１年間通して、ど

の程度の、多いのか少ないのか、混み合ったりする時期もあると思いますが、利用人数につ

いて少しお聞きしたいと思います。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 今年度は、実質14名の利用がございました。来年度予定しております

のが、今のところ７名でございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 利用者につきましては、毎年変動してましたし、前回、質問したときにも、途

中から相談に来られる方もおられるということで、なかなか把握はできないと。利用者がこ

れだけおられるということで、やはり必要だなとも感じますし、引き続きやっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書125ページのフリースクール事業費について説明いたし

ます。今年度９月30日に、不登校児童の居場所づくりということで、フリースクールを開校

して、現在、事業を進めているところですが、来年度も引き続き事業を進めていく予定でご

ざいます。その経費として計上させていただいております。令和５年度の新規というか、臨
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時的なものとしては、工事請負費の相談室の引き戸設置工事になっております。こちらに関

しましては、施設の１階に小さいお部屋、ございますが、もともとそちらに扉がなくて、現

在は子どもさんが１人になりたいときに利用したり、先生と子どもさんが面談をしたりとい

うときに使っているんですが、今、入り口につい立てみたいなものを置いているんですけれ

ども、プライバシーの保護という点から、扉の設置工事を計上したものでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 予算の積算根拠の説明、ありがとうございました。 

 続いてですけれども、今、１週間のうちで、毎日ではなく、何曜日と何曜日、何時から何

時ということになっておりまして、その変更はありませんか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 当初から変更はございません。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。次ですけども、指導体制について少しお聞きしたいのですけれ

ども、指導者の方の人数と役割を少しお聞きしてもよろしいですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 指導してくださる方というのは、当初は４名の方にお願いしておりまし

て、教員免許を持った方もいらっしゃいますし、認定心理士の資格を持った方もいらっしゃ

いますので、少し勉強を教えたりというところとか、あと相談に乗ったりとか、ちょっと体

を動かすようなことも一緒にしたりということでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 認定心理士の方が１人おられて、指導者に教員免許を持っておられる方がおら

れて、子どもたちが通って、概要のところにも書いていただいている説明を読めば分かるの

ですけれども、居場所を提供しながら、学校復帰と社会自立を目指す、これは当初から確認

しておられたと思うんですけれども、それに当たりまして、去年度、お聞きしている中では

５名来られていると聞いておりますけれども、一人一人の把握も大事になるので、居場所も

大事ですけれども、一人一人の資質といいますか、なぜ不登校になったのかとか、大きなく

くりで言いますと、認定心理士の方と教員の方がおられて、この生徒はどのように指導する

からどうなったかとか、ケース会議についてはされておりますか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 月に１回、定例会を開いております。 
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〇竹之内委員 ここは非常に大事だったので、お聞きしたかったのです。ありがとうございま

す。 

 次ですけれども、指導者の方の、教員免許を持たれた方と、認定心理士の方がおられると。

指導者の方の年齢とかそういうことはお聞きしてよろしいですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 幅広い年齢層の方がいらっしゃいます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 例えば、現役の教員免許を持たれた方は多世代におられると思うんですけども、

なぜお聞きしたかといいますと、通っている児童、生徒は、その年齢ですけれども、フリー

スクールの場合、関わっていただける年齢の方が重要になってくると思うんですけれども、

今、幅広い年齢層とおっしゃいましたけど、例えば、65歳の方の教員免許を持たれてる人も

教員免許を持たれていますし、大学卒業したすぐの25歳の方も教員免許を持たれています。

子どもたちにとったら、年齢に近い人のほうが、コミュニケーションも取りやすいかなとい

うところもあるし、逆に少し離れているほうが安心するということもあるので、その辺をお

聞きしたかったんですが、年齢は、いろんなデリケートな部分もあるのでということで、そ

ういう答弁いただいたと思うんですが、その辺はやはり考慮していただいて、フリースクー

ルの中の通っている子どもたちに合ったニーズの年齢層が一番いいんですけども、と言って

も、なかなか指導者の方がたくさんあふれているということでもないので、その辺を少し考

慮しながら指導体制をつくってほしいと思いますけど、いかがですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 補助的な立場で、大学生の方も入っておりますし、もちろんベテランの

方もいらっしゃいますので、その点では、幅広く見ていただけると思っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。最後になります。フリースクールは、自身で通って帰

るという形態を取られると思いますが、通っている児童、生徒の手段、どのように、例えば、

歩いて行きます、歩いて帰ります、車で行きます、帰ります、あると思うんですが、その辺

の、早く帰りたくなったときはどうするのかとか、そういう対応はどうされているのか、お

聞きしていいですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 通学手段に関しましては、保護者の方に送り迎えをしてもらっている子
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どももいますし、自分で歩いてくる子どももいるんですが、早く帰りたい子どもは、もちろ

ん好きな時間に帰れますので、保護者に電話して迎えに来てもらうとか、自分で帰ったりと

いうのは自由でございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。以上で結構です。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 続きまして、予算書135ページの中学校ペガサス教室運営費について説明

いたします。上牧町におきましては、小学校ももちろん、中学校に関しましても、令和２年

度に上牧中学校にペガサス教室を開設いたしましたので、それに要する費用の計上となって

おります。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 予算の概要の23ページに説明を書いていただいておりますので、そちらを引用

したいと思います。小学校におきまして、特別支援学級に入級しなくても、通級学級指導で、

個々の教育ニーズに合った教育を受けることができて、成果を上げていくと。いわゆる抽出

的な希望をしていくという形で理解しますけれども、中学生のペガサス教室も開設していた

だくことになっていると思うんですけれども、こちらの事業概要を見ていましたら、下段の

ほうですけれども、中学校通級指導教室では、上牧町立中学校に在籍している生徒が指導を

受けるということであります。小学校の場合は、出前といいますか、訪問もやられていると

書かれていますけども、中学校につきましては、どのようになっていますか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 中学校におきましても、第二中学校に訪問通級指導を行っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。 

 最後に、今年度の利用人数だけお聞きしてよろしいですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 以前、９月に報告させていただいてから、途中入級とかでちょっと増え

ておりまして、現在、小学校では55名、中学校では14名となっております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 分かりました。ありがとうございます。以上です。 

〇上村委員長 竹之内委員。 
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〇竹之内委員 昨日の通告の中で、151ページの社会体育総務費の18番、負担金補助及び交付金

の項目の中で見させてもらったところでは、今年、町民体育祭は開催されると思いますが、

その予算が毎年40万程度組まれていましたが、ここ３年間なくて、今回、まず、町民運動会

が開催されるかどうかお聞きします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 まず、体育祭の予算の件でございますが、令和４年度につきましては、

開催予定ということで予算計上しておりましたが、実施しませんでしたので、補正で減額さ

せていただいていることでございます。それと、５年度に関しましては、予算書のとおり、

計上はしていないのですが、令和５年度に関しましては、町としては、町民体育祭の在り方

と、今後のどういった形で進むかということをしっかり検討する年度として考えております。

それと、先日、スポーツ協会の役員会を開いていただきまして、協会のご支援が、今までの

体育祭でかなりお手伝いしていただいておりますので、その辺もスポーツ協会と相談もしな

がら、令和５年度の体育祭であるのか、スポーツイベントであるのかをしっかり検討させて

いただきたいと思っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 詳しい内容説明ありがとうございます。私がここで質問したのは、昨日も通告

しましたけども、体育祭があって、みんなが参加します。走った後に景品をもらいます。そ

の景品を計上してあったので、40万って何ですかと聞いたら、それは景品ですと言ったので、

今回なかったので、どのようにされるのかということと、あと、今、令和４年度ですけれど

も、３年、２年、１年と遡ると開催されてなくて、何年か前に、今年はなかったですけども、

どうされますかと言ったら、去年の景品がありますから、それを使いますという答弁を頂い

てたんです。それ以後、景品を使う機会がなかったので、その景品を、もしかしたら５年度

に使われるのかなということで、ちょっとお聞きしたかったんです。その辺はどうですか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 体育祭の景品に関しましては、最近、ここ数年は予算計上させていただ

いていないのが現状です。今、竹之内委員おっしゃった、過去に計上していたので購入をし

ているストックというのがございまして、今後、体育祭を開催する場合は、そのストックを

景品として使用しようということで、最近は予算のほうは計上しておりません。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 もしあった場合は、前回にあったのをお使いになるということで、そこで少し
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お聞きしたいんですけども、４年間置いている景品があると思うんです。私、プール再開さ

れましてから、水泳教室を担当させてもらうんですけれども、道具を出し入れさせていただ

くときに、倉庫に荷物があるので見ていたら、何々競走用ってあるんです。あそこは塩素が

あって、いろんな薬剤があって、多分、プラスチック等があると経年劣化していくと思うん

です。それで、もしそれを使用するのであれば、前年度ストックしていたものを使用すると、

課長言っていただきましたけども、必ず点検をしていただいたほうが、あれってなるかもし

れない、僕、見たときにそう思ったので、その辺のご注意だけしていただきたいと思って、

質問させてもらいました。いかがですか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 その辺の管理体制はしっかり確認もさせていただいて、今の状態も確認

させていただきますので、しっかり管理していきたいと思っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 今年度は、５年度におきましては、今、答弁いただきましたように、スポーツ

大会、行事等新しくなるという話合いをされてということで、非常に期待しておりますので、

また連絡等いただけると思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 予算書151ページでございます。社会体育総務費の下の18番、負担金補助

及び交付金の中のスポーツ少年団補助金及び登録料についてのご質問でございます。令和５

年度の計上といたしましては、スポーツ少年団、今現在、10団体登録されているんですけど

も、新たに入る方も含めまして、１人1,400円の162件計上させていただいた22万4,000円の補

助と、県のスポーツ少年団の登録するのには、職員と指導者１人登録する3,000円を込みまし

て、22万7,000円の計上をさせていただいた次第でございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 これは前回にもちょっとお聞きしたんですけども、１人1,400円補助金が出ると。

来年度においても、町外は出しませんということでお聞きしています。それは変わりないで

すか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 変更ございません。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 この項目の中で、私、言っておりましたと思うんですが、もう１個なんですが、
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町民プールの委託料につきまして、通告しておりませんでしたか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 通告はお聞きしておりますので、説明させていただきます。 

〇竹之内委員 お願いします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 町民プールに関しましては、令和５年度も令和４年度同様、開催させて

いただきます。それに伴いまして、人件費であるとか、維持管理であるとか、点検であると

かという費用を計上させていただいた次第でございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございます。そこで、説明の中での質問をしたいんですけれども、

日頃のプールの開催時の管理の委託者につきましては、どのような選定をされますか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 令和５年度の選定をどうされるかというご質問でよろしいでしょうか。

指名業者の登録ですけども、プールの管理の業者数がそんなに登録がありませんので、指名

競争入札で進めさせていただこうと考えております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 規定のできる業者が少ないということは、今も答弁いただきましたけれども、

この質問の中で、プールが開催される以前の管理者の方と変わっていると思うんですけれど

も、プールは、安全面に関しまして、例えば安全、清潔、いろんな面で管理していただける

と思うんですが、その中で、前回、閉鎖になる前の業者さんの場合を言わせていただくと、

草刈りやら、子どもに対する対応やら、休憩やら、私らのほうも、安全面ですごく安心して

参加できたんです。年が変わり、前年度の夏に行きましたら、管理の状態が、少しどうかな

と思うところがあったので、その辺に関しましては、何か管理されている側からと、そして、

利用されている町民の皆様から何かお話が出てないんでしょうか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 委託業者の指導であったりというのは、契約時にはしっかりと研修等も

受けておられるということで、それと管理者である私どもも、コロナのこともありますけど

も、プールの監督体制については、死に至りますので、その辺はしっかりとしてくださいと

いうことで、話はさせていただいております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 
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〇竹之内委員 管理者の課長のほうには届いてないかもしれないんですけれども、少し意見、

苦情に近いようなことも頂いていてたので、今、管理体制をしっかりするという形を取ると

いうことで、いま一度、命につながりますので、その辺を厳しく管理していただけたらと思

います。 

〇上村委員長 教育部長。 

〇松井教育部長 今ご指摘のところでございます。委託業者が変更になったという話は承知し

ております。委託に際しましては、しっかりとした仕様書を提示させていただいて、仕様書

に基づく履行はされているものというふうに認識をしております。今、委員ご指摘のところ

について、うちのほうには声がまだ届いてはおりませんが、基本的に水、利用していただく

方、子どもたちも含めて、安全を確保することが何よりも大切だというふうに認識をしてお

りますので、今後、利用していただく方が安全に気持ちよく使っていただけるような環境整

備に、継続して取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 今、水のことで言っていただきましたが、上牧町のプールは、非常に水がきれ

いだということで、近隣の施設からも評判がいいです。水に関しては本当にきれいで、水泳

教室におきましても、安心して使わせていただいております。来年度、上牧小学校の児童も、

プールを利用する方向で検討されているということなので、やっぱり管理に関しては、一層

厳しく管理していただけるように、お願いしておきます。 

〇上村委員長 教育部長。 

〇松井教育部長 来年度については、上牧小学校の子どもたち、町民プールを利用するという

形で進んでおります。その部分につきましては、教育委員会内部で、教育総務課、社会教育

課が連携をしながら、町民の方々に不利益が及ばないようなスケジュール管理等も含めて、

鋭意検討しているところでございますので、ご理解を頂ければというふうに思っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 ありがとうございました。では、次、お願いします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 予算書153ページでございます。テニスコート改修事業費の第１テニスコ

ート補修工事についてのご説明をさせていただきます。議会資料で198番をご覧いただきたい

と思います。 

〇上村委員長 社会教育課長。 
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〇吉川社会教育課長 令和４年度に関しましては、テニスコート補修工事の実施設計をさせて

いただきまして、その実施設計が完了しまして、書いていますように予算額、第１テニスコ

ート補修工事7,377万9,000円を計上させていただいていることです。第１テニスコートにつ

きましては、41年が経過していまして、補修のほうも限界が来ておりますので、コート全面

を改装して、新たなコートを２面、改修工事で作成させていただきたいと思っております。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 今、課長が答弁していただいたように、写真見ましても、利用者から、つぎは

ぎだらけで、見てくれもそうですし、使い勝手も非常に大変ということで、大変な高額にな

るんですが、数年前には下のテニスコートを順次交換されて、テニスコートはテニスコート

で出てくるので、１と２があるのを、皆さん、ご存じない方も多いので、毎年テニスコート

を改修するのかということもあったので、今回は思い切って全面を替えていただくという、

非常にすっきりきれいになるということで、この写真を見ていただいたら、次の写真を見る

のが楽しみになってくるんですけれども、分かりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

〇上村委員長 竹之内委員。 

〇竹之内委員 これで、私の質問は全て終わらせていただきます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 牧浦です。今日もよろしくお願いいたします。 

 令和５年度上牧町一般会計予算書の歳出の部分でお願いいたします。 

 36、37ページ、中ほどの負担金補助及び交付金の職員研究費、令和４年はどういうことを

行ったのか、また、令和５年の内容を教えてください。 

 その下の職員自主研修補助金、令和４年はどのくらいあったのか、令和５年の受講される

予定はあるのかどうか教えてください。 

 その下の総務費の12番委託料、安全管理措置対応業務及び個人情報保護事務の運用手引作

業業務委託料、これはどんな人がどんなことをするのか教えてください。 

 その次、38、39ページ、ホームページ運営管理費、ホームページ保守管理委託料、作業内

容はどうであるのかと、使いにくい部分の改善はどうされているのかを聞かせてください。 

 続きまして、40、41ページ、地域の安全安心推進事業費、ほかの委員からもありましたが、

防犯カメラ設置工事なのですが、設置基準はどうなのか。それと、これは住民要望でつけら
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れるのか、それとも委員会で決めるのかどうか、教えてください。 

 １つ抜けていました。その上の40、41ページなんですけども、植木管理委託料、消毒と伐

採、剪定があるんですが、費用が上がっています。どの部分で上がっているのか教えてくだ

さい。 

 その下の草刈り委託料、16か所、香芝市上中は旧焼却場なんですが、五軒屋はどうなのか。

佐味田は新町の住居のところなのか教えてください。 

 42、43ページ、ペガサスフェスタ開催費、内容は、50周年から、次のペガサスホールはど

んな考え方をしておられるのか教えてください。 

 その下の「すむ・奈良・ほっかつ」事業費負担金、御墳印帖を利用して何かするという計

画があるんですけども、これの内容を教えてください。 

 その下の協業のまちづくり公募型補助金事業費、協業のまちづくり公募型補助金について

ですが、令和４年、どのぐらいの公募があったのか、また、令和５年は、予定ではどうなっ

ているのか教えてください。 

 次、44、45ページ、ＮＨＫ公開番組共済事業費、最近、ラジオ体操、それと、最近もまだ

近いとか民謡も何かあったと思うんですけども、民謡魂ですか、ＮＨＫが頻繁にあるんです

けども、これはどういう考えでやっておられるのかということで、お願いしたいと思います。 

 それと、その下の上牧魅力発信発掘推進事業費、内容は上牧町のファンをつくるとあるん

ですが、例えばどんなことを考えておられるのか教えてください。 

 その次、46、47ページ、ふるさと納税業務委託料。ふるさと納税の物品、それから内容を

教えてください。 

 その下のライトアップ事業費、桜ライトアップ委託料の100名の内訳を教えてください。 

 その下のＰＲキャラクター活用推進事業費、委託料、ＬＩＮＥスタンプの導入をされるん

ですが、どのように拡散していくのでしょうか。町内外とも示してあるんですが、その辺を

教えてください。 

 その次、53ページ、犯罪被害者等支援事業費、町内で発生している部分なんですけども、

令和４年度は何件かあったのでしょうか。 

 64、65ページ、指定統計費、指定統計報酬、どの地域をどのような方法で調査して、何に

利用するのか教えてください。 

 その次、66、67ページ、委託料、ほほ笑みサロン片岡管理業務委託料、ほほ笑みサロン片

岡の利用状況を聞かせてほしいのと、予算根拠の説明をお願いいたします。 
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 前の委員もありましたが、福祉タクシー助成事業費なんですが、400円を40枚、年間１万

6,000円ということやと思うんですけども、これの悪用防止とか、足らない場合はどうなのか

教えてください。 

 次が86、87ページ、不妊・不育治療助成事業費、令和５年度から治療範囲が拡充されます。

また、利用期間も５年間撤廃になるんですが、こうなったときに予算根拠はどうなっている

のか教えてください。 

 それでは、102、103ページ、有害鳥獣被害防除事業費、有害鳥獣狩猟者謝礼、令和４年は

どのぐらい取れたのか。令和５年は、今のところどのぐらい取れているのか。また、被害状

況はどうなのか。そしてまた、カラスはどうなのか。ごみだけじゃなく、ふんであるとか果

樹とか、そういうものがあるんですが、この辺はどうなっているのか聞かせてください。 

 同じく103ページ、農地費、負担金補助及び交付金、土地改良施設維持管理適正化事業拠出

金、タブレット出の103、残りの10％ということなのですが、説明をお願いします。これは危

険の意見に指定される部分とは一緒なのでしょうか。 

 108、109ページ、道路水路維持管理費、道路水路清掃委託料、土砂の処分は町でできない

ということなんですが、どこに委託されているのか、どのような処分をされているのか、教

えてください。 

 110、111ページ、地域交通環境整備事業費、バス停ベンチ上屋建築確認申請関連業務委託

料、これの設置する基準はあるんでしょうか。片岡台３丁目のバス停の五位堂向きのほうの

バス停にベンチが置いてあると思うんですけども、そこにはなかなかスペースがなくて、今、

立てているようなベンチは設置できるかどうかということなんですけども、その設置する基

準はあるのかどうか教えてください。 

 次、118、119ページ、消防屯所整備事業費、消防屯所改築工事実施計画業務委託料、北上

牧の屯所は改築になると思うんですけども、それから、片岡台の設定があると思うんですけ

ど、片岡台は設計やと思うんですけども、この内容を教えてください。また、北上牧の屯所

はいつ上がるのかどうか、教えてください。 

 次、122、123ページ、教育総務費の13番使用料及び賃貸料、総合型校務支援システム使用

料、教育の質の向上、児童、生徒の学力向上とあるが、どのような方法でするのか、概要の

説明で分かりにくいので、説明をお願いいたします。 

 これはもう前の委員があったんですけども、私の聞きたいのは、小中学校体育館空調整備

事業費の中で、災害時の電源バックアップシステムはどのようなものか。そしてこれ、前の
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委員のときに、プロパンガスとつないでと説明あったんですけども、再度お願いいたします。 

 その次の126、127ページ、小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業費、これは災害用なん

ですか、それとも、生徒たちが使うことはあるのでしょうか。お願いいたします。 

 次が140、141ページ、児童図書制作事業費、この中で報償費、児童図書製作絵づけ指導士

謝礼とありますが、第２弾の児童図書の内容は、もう決まっているんでしょうか。言えると

ころまでで結構ですんで、お願いいたします。 

 その次、146、147ページ、学校地域パートナーシップ事業費、この中で学校地域パートナ

ーシップ事業コーディネーターの委員会、パートナーシップ事業運営委員会ってあるんです

が、どのような委員会をされているのか。そしてまた、学校支援の方が減ってきているんで

すが、募集方法はどのようにされているのか、教えてください。 

 私は以上です。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 牧浦委員の通告は終わりました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は11時10分。 

    休憩 午前１１時００分 

    再開 午前１１時１０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 順次答弁をお願いいたします。 

 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書37ページ、負担金補助及び交付金の、まず職員研修費

のことについて答弁させていただきます。 

 まず、これにつきまして、令和４年度の実績をお伺いでございますけれども、全国市町村

国際文化研修所の研修に２件、防火管理者の研修に４件、そして、保育士等キャリアアップ

研修に１件等々の研修に参加いたしております。主に宿泊を伴う研修でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 結構です。令和５年の予定はあるのでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 これから募集ということでございますので、まだ予定は未定ということ

でございます。 

〇牧浦委員 分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 
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〇髙木秘書人事課長 次に、同じく予算書37ページの職員自主研修補助金の15万の計上のとこ

ろでございます。これにつきましては、職員の勤務時間外に自主研修を行うとする職員を支

援することによって、自己啓発及び資質、能力の向上に資することを目的として実施いたし

ております。現在、社会福祉費の資格申請等の申請がありまして、これの研修という形でご

ざいます。一応予定という形になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これは勤務時間外しか認められないんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 勤務時間外ということでございますが、あくまでも自己研修という形で

ございます。その場合、研修の日程等にもよりまして、必要な場合におきましては、職務免

除扱いとさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書37ページにございます委託料の安全管理措置対応業務及び

個人情報保護事務の運用手引作成業務委託料についての内容でよろしかったでしょうか。 

 まず、内容でございますが、この部分につきましては、個人情報の保護に関する法律が改

正されることに伴いまして、個人情報保護法が、地方公共団体に直接提供されることになっ

たため、地方自治体には対応が求められるというところでございます。その１つといたしま

して、個人情報保護法の求める安全管理措置、保有個人情報の漏えいや滅失または毀損の防

止、また、その他の個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じる義務が課せ

られているという部分でございます。併せて、その措置、対応、整備業務の委託料でござい

ます。加えまして、職員が個人情報事務を適切に運用するために、運用の手引の整備に係る

費用でもございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 何となく分かったんですけども、そういう個人情報の保護をする部署ができるの

か。職員が何人かで当たるのか、これはまだ決まってないんでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 部署といいますのは、個人情報を取り扱うところでやっていくという部分で

ございます。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、その扱う部署で、特定した誰かをつくるという認識でよろしいん

でしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 特定の部分もございますし、その所管の中での部分になるというふうに感じ

ているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 誰か１人がということじゃなくて、もう全体的にその課でということで、また、

代表的にその人が主幹になってやっていくという状況、イメージでよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そういう部分もございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 ちょっと訂正させていただきます。個人情報保護事務の運用手引につきまし

ては、全職員というふうになっているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 全職員ということなんですけれども、その人が中心に、全職員にというイメージ

でよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 個人ではなくて全職員という部分で、この手引は作成対象としております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それでは、これが全職員に行き届くということでよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書39ページ、ホームページ運営管理費の中の委託料、ホ

ームページ保守管理委託料についてでございますけれども、令和４年４月１日から、ホーム

ページがリニューアルいたしました。初年度に限りましては、保守料が出精値引きという形

で、安価になっておりましたけれども、令和５年度から、10月からそれがなくなりまして、
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値引きがなくなるということで、委託料がここにかかってくるということでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 言ってなかったですけど、ありがとうございます。そこまで行きたかったのです

けれども、新しくすると、使いにくい部分が出てくるんですけども、この改善の方法はどの

ようなことをされていますか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 今までリニューアルしました昨年当時、いろいろご意見も賜ったところ

がございましたけれども、その都度、随時、業者と協議いたしまして、いろいろ見やすいよ

うな環境に改善しております。今のところ、そういったご意見は賜っておりません。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。最後に１つ、バナー広告なんですけれども、今、バナー広告の状

況はどうですか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 今のところ、０件という形になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 実はそれなんですけども、ほかのところ、見に行くと、バナー広告、結構前のほ

うにあるんです。うちのバナー広告って一番下の最後のところにあるじゃないですか。あれ

の改善というのはできませんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 今申し上げましたように、０件ということでございまして、課のほうで、

先日からそういうことで、いろいろ協議もしておったんでございます。広告の大きさも含め

て、今、委員おっしゃられましたように、今後、そういった形で改良を加えていけたらと思

っております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 収入になりますので、よろしくお願いします。結構です。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページ、上段にございます植木管理委託料の増額につい

ての部分でございます。資料といたしましては、歳出のナンバー５でお示しをさせていただ

いております。よろしいでしょうか。 
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〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この部分につきましては、役場敷地内にあります樹木の管理であります剪定、

消毒などの費用でございますが、増額につきましては、役場西館の敷地の西側に樹木がござ

います。その樹木の成長によりまして、隣接する電話線等にかかっている状況でございます。

その樹木の状況によりまして、電話線等を切る事故があることから、この地区の電話に波及

して通信障害等が起こる可能性が大きいので、事故を未然に防ぐために、伐採をする予定で

ございます。資料にもありますように、載せている部分については、今回増額する部分で、

費用としては増加というふうになっているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。庁舎西側の樹木の伐採、これが項目として増えた部分で、あとは、

微増という形でよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 その西館の部分につきましては、増額の大きな影響を持っているというふう

なところでございます。 

〇牧浦委員 結構です。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページにございます委託、草刈り委託料の部分でござい

ます。この部分につきましても、資料で歳出のナンバー６でお示しをさせていただいており

ます。ご質問の草刈りの佐味田の部分の状況はどうかという部分でよろしいでしょうか。 

 まず、河合町の佐味田の部分につきましては、田んぼというふうな土地になっている部分

でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 田んぼになっているんですけども、これ、佐味田になぜ上牧町が草刈りに行かな

くてはいけないのかということなんですけども。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 申し訳ございません。この部分につきましては、町有地になっているところ

でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そしたら、新町の方が何軒か河合町のほうへ出ていっておられるが、そこは一応、

上牧町何番地になっているという考え方と一緒なんでしょうか。 
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〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 その部分につきましては、上牧町の町有地になっている部分でございます。 

〇上村委員長 今中町長。 

〇今中町長 今、牧浦委員がおっしゃっておるのは、昔、土地開発公社で所有していた土地、

それを解散するに当たり、上牧町に名義が変わっておりますので、その部分がまだ河合町佐

味田領に残っているという状況で、今も続けて草刈りを行っていると、そういうことでござ

います。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 町長、すみませんでした。新町領の中には、河合町でありながら、上牧町の住所

がついているところがありますので、その感覚と一緒なのかなと思いましたが、今、町長の

話では、全く違うようで、分かりました。 

 それと、あともう１つ、五軒屋、普通財産、これもやっぱり同じなんでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今、五軒屋の草刈りをさせていただいている部分につきましても、町有地と

いうことになっておりますので、草刈りをしているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、今、町長がおっしゃったことと、五軒屋の土地というのは、そう

いう関連性はないんですよね。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この部分につきましても、先ほどと同じような土地開発公社の部分でござい

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページございます下段の地域安全安心推進事業費の中の

防犯カメラ設置工事の中の基準という部分でございます。この部分につきましては、基準と

いたしましては、危険な子どもたちが利用する、通学する、危険な箇所を洗い出しをさせて

いただいて、計画的に進めた部分でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これ、今回は下牧７丁目の設置になると思うんですけども、この設置基準は住民
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要望で決まるのか、それとも何か委員会で決められるのか、そこら辺を教えてください。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この部分につきましては、地域住民の方もございますし、学校関係の方もご

ざいます。その部分をもって、年１度の合同点検がございます。その中で状況を確認させて

いただいて、設置というふうな部分になっているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書42、43ページ、ペガサスフェスタ開催費の中で、来年

度、令和５年度にどういうふうな内容でフェスタを実施していくのかという内容の質問でよ

かったでしょうか。 

 来年度のペガサスフェスタにつきましては、今年度、50周年記念事業というのも、同じよ

うな開催をしたこともありまして、いつもよりもちょっと規模が大きくというか、いつもに

ない内容を盛り込ませていただきました。その内容の大きなものといたしましては、菊人形

を展示させていただいて、行ったというのが主なところでございます。あと、発表のステー

ジについても、これまで野外と、ペガサスホール内と、２か所にやっておったんですけれど

も、それを１か所に、ホールの中に集約して行わせていただいたというような形で実施させ

ていただきました。 

 来年度、令和５年度につきましても、基本的には、大きな変更点もなく、実施していきた

いとは思っておるんですけども、ただ、先ほどの委員からの質問でもございましたように、

答弁させていただいたように、菊人形については、50周年記念ということで実施させていた

だいた事業になっておりますので、この分は、来年度は行わないという形で、それ以外につ

いては、今のところ大きな変更なく、実施していきたいというふうに考えております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 確かに菊人形も好評で、それと船の、あれはペガサスフェスタでなかったですね。

あれは50周年記念の中で、別の日にやったんですね。何せ今年は盛りだくさんで、好評を得

ましたので、来年のペガサスフェスタ、ちょっとしんどいなと、どんな考えしてはるのかな

と思って、ちょっとお聞きしたかったんです。それでは、また頑張って、今年のペガサスフ

ェスタ、よろしくお願いいたします。 

 次、お願いいたします。 
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〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、その下の「すむ・奈良・ほっかつ」事業費の中に、御墳印帖

プロジェクトについて、中身のお尋ねでございます。これまで「すむ・奈良・ほっかつ」の

事業の内容を協議させていただきまして、現在、各町で行っておる事業について横展開をし

ていこうという話になりまして、現在、河合町が実施されております御墳印帖の事業を横展

開させていただきまして、内容といたしましては、よくお寺とか神社に行ったらご朱印とい

うものを頂けるかと思うんですけれども、これに見立てまして、各町のそういった歴史的な、

上牧町であれば片岡城、あるいは久渡古墳群に行っていただいたら、御墳印というものを発

行させてもらって、それで北葛４町の史跡を回っていただくという内容になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それは今、上牧町は２か所でしたね。判こを押すというイメージなんでしょうか。

まだ考えておられないでしょうか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 これが実際、河合町でされているものなんですけども、御墳印帖という

ものなんですけども、今回、上牧町で一緒にさせていただくに当たりまして、イメージとし

ましては、今、企画財政課長、言いましたように、片岡城、それと久渡古墳に訪れていただ

いて、スマートフォンか何かで行ったという写真を撮っていただいて、それを役場、あるい

は文化センターに行っていただくと、上牧町の場合は、ちょっと作成させていただいたんで

すけども、こういった和紙に入れましたこれを販売させていただくというイメージでござい

ます。職員のほうには、行ってきましたよというのを見せていただくと、分かりましたとい

うことで、片岡城の場合でしたらこういう形になるんですけども、これを販売させていただ

くというイメージでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 やっとイメージが湧きました。販売ですか。幾らぐらいを想定されていますか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 １枚当たり100円でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 聞いておきます。本当にこういうことは楽しみですね。結構です。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 
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〇中本企画財政課長 それでは、その下、協働のまちづくり公募型補助金事業費の中の公募型

補助金の実績についてのお尋ねでございます。令和４年度の実績といたしましては、２件の

申請がございまして、２件とも採択をさせていただいたことになっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 その２件というのは発表できますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 まず１件目、上牧自主防災ネットワーク、それともう１件の団体が、片

岡城址盛り上げ隊と、この２件になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 令和５年度の予定はどうでしょうか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 令和５年度につきましては、７団体からの申請の予定があるというふう

な予算を計上させていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ＮＨＫ公開番組共済事業費の前に、前回、民謡魂って上牧町でやられたと思うん

ですけども、すごい盛況で、若い女の子がいっぱい来ていて、これ上牧町の絵面かなと思う

ぐらいのレベルでした。そして、その中でバス送迎も出してくれたと、皆さん喜んでおられ

て、「上牧町はええ町やな」と、こういうことまで言うてくれはりました。本当にご苦労か

けましたけども、次のＮＨＫ公開番組共済事業についての、ＮＨＫが大分頻繁に、ラジオ体

操ものど自慢もあるという形なんですけども、何かあるんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 まず、先ほど、委員がおっしゃっていただきました民謡魂のバスの送迎

でございますが、奈良交通のご協力を頂きまして、便を増便していただいたということでご

ざいますので、まず、先もってそれを申し添えさせていただきます。 

 そして、ＮＨＫの公開番組が本町で頻繁に開催されるということでございますけれども、

この実施に当たりましては、地域文化の振興と、そして住民福祉の向上を目的として、また、

町のＰＲも目的といたしております。毎年夏に、次の年度の実施の希望というのが、申請が

ございます。その中で、申請はまずさせていただくというのが大前提になってくるんですけ
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れども、申請すれば、必ずそれが可能となるわけではございません。申請の内容によって、

実施ができる施設であるかどうかということが、まず大前提でございますが、そして、伺っ

ておりますのは、本町の文化センター、ペガサスホールでございますが、非常に使いやすい

ホールであると伺っております。また、スタッフにつきましても、本当に親切に対応してく

れますということで、大変使いやすく、そして、この番組づくりに適したホールでないかと

いうことで伺っておりますので、そういったことから、公開番組の実施が頻繁というか、た

くさんいただいていると思っております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それでも、やっぱり町長をはじめ、職員の方々のたゆまぬ努力があって、こうや

っていけるわけであって、本当にさっき、バスも奈良交通があって、行っていますけども、

やっぱりこっちから言わないとやってくれないじゃないですか。ホールの職員もなかなか使

いやすい、礼儀正しいと、こういうことも僕らは耳にしているわけです。やっぱり町を他町

に宣伝する中に、こういうのが物すごい有効かなと、ご努力は本当に感謝いたします。 

 結構です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書46、47ページ、上牧魅力発信発掘推進事業費の中にご

ざいますふるさと納税制度についてのご質問でございます。 

 まず、上牧ファンをどのようにつくっていくのかというご質問だと思うんですけれども、

まず、このふるさと納税制度を活用させていただきまして、上牧町の特産品を知っていただ

いて、上牧町を知っていただくきっかけを全国の皆さんに発信していきたいと思っておると

ころでございます。そのふるさと納税の特産品を見ていただくといいますか、上牧に寄附を

頂いて、上牧、今もこういうものがあるんやというような形で、上牧町をまずは知っていた

だくきっかけになってもらったらというふうに思っておるところでございます。 

 あと、返礼品についてのご質問でございますけれども、返礼品につきましては、まず、上

牧の商工会が行っております黒カレー、あとイチゴ、キャンプグッズであったり、あとはグ

ローブを活用したサンダル、そういったものもございます。あとはオーダーメードで作って

いただける雪駄であったり、そういったものが特産品として上げられておるところでござい

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、これらを利用して上牧ファンをつくっていくということですよね。 
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〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 まずは、この制度を利用して上牧を知っていただいて、ファンをつくっ

ていく、増やしていくというようなことで考えております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 その後のことは考えておられますか。例えば、黒カレーを買っていただきました。

それで終わりやったら、上牧町はそれで消えるじゃないですか。その後のことって、例えば

そうやって送られた方に、何か上牧町の催し物のパンフレットを送るとか、送らないとかい

うことも、次のを考えてもらって、上牧町を奈良県内で知らしめしていくということなんで

すけれども、これはまだ考えておられないですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今、委員ご提案いただきました件についても、検討していかなければい

けないと考えておりますが、現時点では、特産品について、もう少し増やしていければとい

うことで、この開発に伴う補助金等も、また来年度も継続して実施させていただくような予

算も計上させていただいておりますので、まずは、そういうところから始めていきたいとい

うふうに思っております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 また、ご検討いただきたいのと、また次のＬＩＮＥになってくるんですけども、

ＬＩＮＥの中で、黒カレーとかイチゴ、グローブとかを選択してくれた方々に、ＬＩＮＥで

いけるようなことがあれば、お金もあんまりかからないですし、また検討ください。 

 結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、その下にございますライトアップ事業費の中の桜ライトアッ

プ委託料の内訳についてのご質問でございます。今年度、３月26日に開催を予定しておりま

す桜まつり、これは50周年記念事業の１つとして実施させていただくわけなんですけれども、

令和５年度については、2000年会館に周辺にございます桜に提灯をつけさせていただいて、

イメージとしては、南上牧の自治会が実施されております形での実施を考えております。事

業費につきましては、この提灯を設置するための配線の必要性とかございますので、そうい

ったものが主な事業費になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 電気の設備、これの委託料ですか。例えば、提灯等々は職員の方々でやってもら
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うとかいうことではなくて、全て委託ということでよろしいですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 設置につきましては、業者のほうに設置をしていただくんですけれども、

桜が終わりましたら、撤去する必要がございますので、撤去については、職員で実施させて

いただくということで考えております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、その下のＰＲキャラクター活用推進事業費の中にございます

ＬＩＮＥスタンプ作成委託料の中で、町外の方にどのような形でこれを広めていくのかとい

うご質問でございます。これにつきましては、まずは町内の方に、作成予定のＬＩＮＥを拡

散と申しますか、それで町外の方にも広めていっていただいて、そのような形で町内外の方

に広めていきたいと考えております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。スタンプを取らはった人の費用というのはかかりますか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 約ですけれども、120円。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、予算書53ページでございます。中段より下になりますが、犯

罪被害者等支援事業の中の犯罪被害者の令和４年度の件数はという質問であったと存じます。

令和４年度につきましては、０件でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これはできればないほうがいいですから。結構です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 予算書65ページ、指定統計費でございます。委員の質問につきま

しては、今回、調査の部分で、地区の指定等決まっているのかというご質問だったと思いま

す。今回の調査につきましては、ただいま調査票であったり、調査地域等の選定につきまし

ては、現段階ではまだ決まってはおりません。今後、国・県から、その部分の調査区域につ
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いては、後日連絡が入るということで、調査のほうは進めてまいるところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、国か県から、この場所という指定があるんですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 はい、今、委員おっしゃるとおりでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それを何に利用して、上牧町で利用することはあるんですか。それとも県、国が

利用する部分に使うデータなんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分の調査の活用につきましては、当然、上牧町であったり

県、そういった団体の資料として活用されます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これ、ずっと資料を見せてもらったら、いろんなところに多岐にわたって調査内

容があるんですけども、これはどうなんでしょうか。教えてもらえないでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今回、令和５年度で実施する部分につきましては、住宅土地統計

調査、１つのみ調査する予定でございます。その部分の費用として、今回、予算計上させて

いただいております。 

〇牧浦委員 住宅土地の調査だけなんですよね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 あと、経済センサスという調査もございまして、その２つでござ

います。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。経済センサスというのは、見せに行くんですよね。違いましたか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今の部分については、調査区の管理と、特に調査は実施しないと

いうものでございます。調査はいたしません。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、土地、住宅だけなんですよね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 
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〇金﨑まちづくり推進課長 経済センサスにつきまして、調査区の管理の調査と、あと、準備

の部分の調査でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 67ページ、ほほ笑みサロン片岡管理業務委託料でございます。歳出資料32を

ご覧ください。こちらの質問といたしましては、予算根拠、利用状況の質問でございます。 

 まずは予算根拠からご説明いたします。本業務は、ほほ笑みサロン片岡の休憩スペース及

びトイレの開閉業務及び利用前後の清掃、状況確認を行う業務で、シルバー人材センターに

業務委託を行っているものでございます。本業務につきましては、１回の金額が930円で、朝、

夜の２回、年間366日業務を行うものでございまして、事務費を含んだ委託料は762万451円で

ございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 根拠の中で、1.12を掛けている理由というのは何でしょうか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 今まででございますけれども、消費税をかけて1.1にさせていただいてたんで

すけれども、今年度からは、インボイスの対応で、シルバー人材センターの分につきまして

は、追加で0.02、事務費としてお支払いしておりますので、その分を計上したものでござい

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、0.2というのはインボイス以外に事務費として、シルバー人材セン

ターに計上しているということでしょうか。 

〇俵本福祉課長 そうでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これについては聞いておきます。それでは、利用状況はどんなものでしょうか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 利用状況でございますが、今年度、令和５年２月現在までで40時間、計95人、

団体といたしましては、社会教育課、ボランティア団体、歴史ガイドボランティア講座の分

で利用していただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 
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〇牧浦委員 ありがとうございました。それで結構です。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 73ページ、重度心身障害者児福祉タクシー助成事業費でございます。こちら

については、悪用防止と400円掛ける40枚、１万6,000円分を使ったらどうなるかというご質

問だったと思います。 

 悪用防止でございますけれども、タクシー券を配る際に、特設窓口、または福祉課の窓口

で交付しようと考えておりますが、住民さんにお配りする際に、手帳を運転手に見せていた

だいて、利用券にも、手帳番号とお名前とを書かせていただくところがございますので、そ

ちらを見せていただきながら、利用していただくように周知を図りたいと考えております。 

〇牧浦委員 分かりました。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 あと、年間でございますけれども、上限といたしまして、400円掛ける40枚、

１万6,000円の交付でございますので、それ以上使われた場合は、自己負担でお願いしたいと

考えているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。例えば重度で本当にという人も関係なくして、誰しもがそういう

状況で、上限１万6,000円ということでいいですね。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 こちらの事業の対象者といたしましては重度の方、身体障害者手帳１・２級、

または療育手帳Ａ１・２級、精神障害者手帳１級の重度の方を対象としておりますので、そ

の方に利用していただきたいと考えているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書87ページ、一番下にあります不妊・不育治療助成事

業の予算根拠ということで、ご説明をさせていただきます。現在、令和４年度中でまだ申請

が全て終わっておりませんので、数はあれなんですけど、令和３年度実績では、14名の方が

申請をされております。それを鑑みまして、５年度からは、助成範囲をいろいろ撤廃しまし

たので、そこにプラス10名ちょっとを換算いたしまして、25名ほどあるのではないかという

ことで、７万円掛ける25で、不妊治療にいたしましては、175万円を計上しました。不育治療
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につきましては、今のところ、たくさんの人数の申請がありませんので、例年どおりという

形で、予算を立てております。 

 以上です。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。本当に予算を立てるとなってきたら、こういう立て方しかできな

いですもんね。延べ人数で何人ぐらいのレベルでしょうか。１人の方が長く行かれるときも、

多々あると思うんです。その年齢制限というのはないんですね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 年齢制限はしておりません。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は13時からです。 

    休憩 午前１１時５６分 

    再開 午後 １時００分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 予算書103ページの有害鳥獣被害防除事業費の部分で、イノシシの

被害のことで、ご質問やったと思います。令和４年でのイノシシの捕獲数につきましては、

下牧地区にはなりますが、10頭捕獲しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 今年はどうでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今言いました10頭の中に、今年の部分も入っております。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、被害状況はどうでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 ここ数年、下牧地区の畑等されている方が、柵等設置を、大分整

備のほう、続いております。ただ、今、イノシシが出てきている部分については、下牧の山

林部分であったり、そういったところで出没しているのが多く、猟友会では、足縄等設置し

て、捕獲にはご尽力いただいておるんですけども、今のところ、畑等の被害は、かなり減少

しているというふうには感じております。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そうですね。実際に聞いてきたけれども、被害は大分落ち着いているらしいです。

それで、イノシシも、今年に入って、天皇誕生日に１頭捕獲したとも聞いております。それ

で、カラスなんですけども、ごみのほうは、柵をつくったり、ネットをかぶせたりすること

によって、どうにか防げるんですけども、ふんとか、それから果樹、例えばキンカンとかミ

カンとか、どこかで取ってきて家に落とすという状況がたくさん起きています。貴船台の住

宅あたりが特にひどいです。ふんなんかやったら、もうほぼ前のフロントガラスが、真っ白

になるぐらいになっているんですけども、この辺の対策は何か考えておられますか。また、

被害届みたいなのは来てますか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 今、委員おっしゃるような、住民さんから直接、そういった被害

を受けたというのは、お声を聞いていないというのが、正直なところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 実際、カラスのふんのふん害、それから、どこかでキンカンとかミカンとかを取

ってきて家の庭に落とすという被害が出ていますので、また考えておいてください。また、

聞きに来ますよって、お願いしておきます。 

 それでは結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 同じく103ページ、農地費のところの18の負担金補助及び交付金の

土地改良施設維持管理適正化事業搬出金の部分で、歳出の資料103の部分でございます。委員

のご質問で、事業費の残りの10％は、負担部分はどうなっているのかというご質問だったと

思います。その部分につきましては、令和２年度に、事業自体が既に行いまして、その時点

で、その10％分につきましては、既に町のほうで負担をしておるということで、その部分に

ついては、もう既に負担済みという形のものになります。あと残りの部分について、令和元

年から負担金を支払いしまして、最終、今年度で支払いが完了するという流れになっており

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 例えば、井戸ヶ尻池のことについて、事業拠出金、事務費拠出金ってあるんです

けども、それが合計で49万という、これが国が30％、土地改良団体連合会が30％の金額です

か。それとも残りの10％の金額を書いてあるんですか。 
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〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 30％分でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。そしたら、例えば、井戸ヶ尻池なんですけども、北側の土の提体

が長年の老朽化により水漏れ発生しと書いてあるんですけども、井戸ヶ尻池は台風のとき、

大雨のときに崩れてやったやつと、今、ここに書いてあるやつとはまた違うんでしょうか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 その部分については、恐らく台風等、そういった影響で崩れた部

分になっているというふうには認識しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、台風のときにやった工事と、今、北側の水漏れが発生した部分の

工事とは別物だということでよろしいですか。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。ありがとうございます。結構です。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、予算書109ページ、道路水路清掃委託料についてでございます。

この業務につきましては、自治会の清掃時に発生する残土の回収処分の委託業務となってお

ります。毎年春と秋に、自治会内で一斉清掃していただいているんですけども、その際に発

生する側溝、並びにますに堆積する土砂の回収業務でございます。内容物が残土、土砂でご

ざいますので、業者のほうに委託しての処分ということになっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 いろんなものが入っているということで、町では処理できないということでよろ

しいですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 町のほうで処分困難なものなので、業者の処分が必要になるというとこ

ろでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ありがとうございます。結構です。 
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〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 続きまして、予算書111ページ、バス停上屋の件でございますが、これの

基準ですけれども、バス停のベンチ並びに上屋の設置に関する基準につきましては、国土交

通省から出されておりますベンチ及び上屋の道路占用の扱いについてを基準にさせていただ

いております。この基準の内容なんですけども、まず、上屋ベンチを設置して、なおかつ、

２メートル以上の幅員が確保できるところに対して、設置してもよいというところがありま

すので、今、質問のございました片岡台３丁目、五位堂行きのバス停なんですけども、バス

への一番最大幅員部分が広くとれるところを、１か所ずつ、我々も確認していっているんで

すけども、ただ、３丁目のバス停に関しましては２メートル73センチ、2.73メートルで、我々

設定しております幅員の約３メートルに満たないというところで、設置対象からは外れてい

るのが現状でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 確かにそうですよね。広い場所になってくると、よその家の前だけが広くて、バ

ス停は狭くて、次の広いところ言うたら駐車場の出入口でという状況です。これ、また何か

いい方法があれば、結構、今までと違って、五位堂行きが増えているらしいです。この辺も

また考えておいてください。多分基準になかなかそぐわれへんと思うんですけども、何かほ

かの方法がないか、よろしくお願いいたします。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 予算書119ページにございます消防屯所整備事業費の中の委託料、消防屯所改

築工事実施設計業務委託料の内容でございます。資料といたしましては、歳出のナンバー150

でお示しをさせていただいております。この部分につきましては、消防屯所の老朽化などに

伴う改築を行うための実施設計費用でございます。施設につきましては、上牧町消防団第１

分団、北部第２分隊屯所でございますが、築年数48年が経過しておりまして、耐震基準を満

たしていないことから、大規模地震の発生により施設の倒壊等のおそれがあることから、消

防屯所としての機能が果たせなくなる事態が危惧されるところでございます。消防団員の安

全性の確保、及び円滑な消防団活動の向上を図るために改築する工事の設計業務でございま

す。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 改築工事実施設計、これは片岡台の分だけしか載ってないんですね。 
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〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 令和５年度、今回の予算につきましては、片岡台の部分が実施設計費用とし

て計上しているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 設計はこれであれなんですが、ということは、この年度には、改築までいかない

のでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今回、片岡台の部分につきましては、令和５年度で実施設計をするというこ

とで、令和６年度に予算等計上させていただくと。改築工事費につきましては、令和６年度

に計上する予定となっているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、その下段にございます工事請負費の消防屯所改築工事の部分で、

完成はいつかという質問でございます。完成につきましては、入札等を行いまして、進めて

いく計画でございます。完成予定といたしましては、令和６年の２月というふうに、今考え

て、計画しているところでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ありがとうございました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書123ページの校務支援システムについて説明いたします。

このシステムでは、出欠管理や成績管理などができまして、また、進路指導の面では、高校

受験の願書もこのシステムで提出できるということなので、その高校まで出向いて提出する

必要がないということで、教職員の業務時間の軽減だったり、負担の軽減ができる中で、今、

このシステムを導入している学校の教職員のアンケートとかによりますと、そういう意味で、

教材研究の時間をつくることができたということであったり、あと、グループウェアで、他

校の学習指導案を見ることができるので、授業に生かすことができたということと、あと、

成績管理では、テストの結果を入れることで、習熟度を計算して、個別の弱いところとかも

見ることができるので、細やかなケアができるようになったと聞いておりますので、それが

学力向上につながればいいなと考えております。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 まさにそうですね。先生のいろんな小手間を省いてあげることによって時間がで

きると、その時間を使って、また生徒たちにほかの教育をしていくと。データを自分で集積

するのではなくて、機械にやってもらうことによって、空く時間をまた子どもに転化してい

くという認識でよろしいですね。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 そのとおりでございます。 

〇牧浦委員 ありがとうございます。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 予算書125ページの小中学校体育館空調整備事業費について説明いたし

ます。空調を予定しているんですけれども、災害時において、都市ガスの機能を停止する場

合があると思います。その際に、バックアップシステムの装置を設置いたしまして、そこに

プロパンガスを設置しますと、プロパンガスエアというものに切り替えることによって、そ

れが、動力供給をするという緊急時の対応でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 予算書127ページの小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業費について

でございます。こちらにつきましては、平時においては、学校も授業などで使える装備をし

ております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 生徒が体育館で無線ＬＡＮを使うということで、想定されているんですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 平時は教職員も児童、生徒も使える想定にしております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。結構です。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、予算書141ページ、上段でございます。児童図書制作事業費に

関しまして、第２弾の内容に関してでございます。議会資料では188番をご確認いただきたい

と思います。 
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〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 質問の内容でございますが、児童図書の制作第２弾の内容はという質問

だったと思います。内容につきましては、片岡城を予定しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 『ささゆりと中大兄皇子』、好評でしたので、次の第２弾、楽しみにしています。

片岡城趾をどう作る、作らない。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 内容の題材としましては、片岡城に関することなんですけども、それを

どういった形にするか、今後、住民さんで、去年度は課の職員も踏まえて検討してきました

ので、片岡城をメインとした題材で、いろいろ構成を練り上げて、絵本を作りたいと考えて

おります。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。多分、片岡国春が造らはったんですね。今、「春ちゃんの黒カレ

ー」、町長が命名していただいたのですけれども、この辺も何かコラボできたらいいなと考

えています。またいい案があれば、考えながらやってください。お願いいたします。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それでは、予算書147ページ、中段でございます学校地域パートナーシッ

プ事業費につきまして、地域パートナーシップ事業に関しての委員会がどのような委員会か

というご質問だったと思います。委員会につきましては、１年間で２回、委員会を開催させ

ていただきまして、委員の方々は、上牧町学校地域パートナーシップ事業運営委員でござい

ます。内容につきましては、コーディネーターが、各小・中学校、幼稚園と、パイプ役にな

っていただいている方がおられるんですけども、１回目は、学校ボランティア事業をどうい

ったことをするかという計画を委員会で話をさせていただいております。２回目につきまし

ては、その事業の結果報告をさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 学校支援のボランティアの方の数が、年々減っているように思うんですけども、

この辺はどのように解決しよう思っておられるのですか。もしかして今回は増えているのか

も分からないけども、コロナ禍でいつか忘れたんですけども、草刈りのほうも、運動場整備

のほうも大分減ってきましたので、この辺はどうなのか。 
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〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 実績としましては、令和２年度238名、令和３年度217名、令和４年度254

名ということで、自治連合会で見守りの方々を登録していただいた関係で、実績については、

増えているという状態でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、個々に増えているということで、うちの台帳を見ると、見守りも

高齢になってきて少なくなっている。そして、上牧小学校、上牧幼稚園、上牧中学校、草刈

り、運動場整備に関して言えば、やっぱり人数少なくなってきていると。たまたまなのかも

分からないですけども、また、この辺、加味しながら、検討していただきたいと思います。

ありがとうございました。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 それと、募集方法はというご質問だったと思います。募集方法につきま

しては、学校支援ボランティアの募集としまして、チラシをつくりまして、各小・中学校で

あったり、役場の中、2000年会館、図書館、片岡台出張所、あとはホームページ、ＳＮＳを

通じまして、あと、各種団体にも、自治連合会であったり、民生児童委員であったりと、広

い範囲で募集の案内は出させていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。本当にパートナーシップというのは、僕、大事な事業やと思って

いるんです。これに予算を使ってしまうと、もっとお金かかるだろうなと。でも本当に、例

えば、上牧小学校、中学校であれば、自分の母校やからきれいにするという考え方で来てく

れてはりますので、これは無理くり来ているんじゃなくて、本当に自分の母校やからきれい

にするという考え方で来てくれてはりますので、この辺は、また一層、考えていただいて、

よろしくお願いいたします。 

 私の質問は以上です。ありがとうございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町一般会計予算の歳出について質問させて

いただきます。 

 それでは、予算書の35ページです。説明欄の一番下、一般管理費、９交際費、町長交際費

の中に見舞金10万円が初めて書かれているんですが、この説明をお願いします。 
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 次に、41ページです。款総務費、説明欄の14工事請負費の町有地管理工事と庁舎設備改修

工事、この２つを説明お願いします。 

 次に、その下の防災行政無線管理費、総務課です。これの12委託料、防災行政無線関係消

耗品交換作業委託料456万5,000円、これの説明をお願いします。 

 次に、43ページです。さきの委員も質問していましたが、ペガサスフェスタ開催費、企画

財政課の７報償費、ペガサスホールボランティアスタッフ謝礼６万円、ペガサスホールプロ

スタッフ謝礼10万8,000円、それと13番の使用料及び賃借料、ペガサスホール使用料16万5,000

円、この辺の説明をお願いいたします。 

 次に、一番下の平和祈念資料展開催費、秘書人事課です。ここの報償費、ペガサスホール

ボランティアスタッフ謝礼が２万9,000円となっております。13番目の使用料及び賃借料、ペ

ガサスホール使用料が44万1,000円、この辺の説明をお願いいたします。 

 次に、その下の45ページです。款２総務費のコミュニティーバス運行費、総務課です。コ

ミュニティーバス運行費の出の16の中に、民間業者に委託すると書かれていたと思うのです

が、その辺の説明をお願いいたします。 

 次に、その下のＮＨＫ公開番組登載事業費、秘書人事課です。ここで私が聞きたいのは、

７報償費、ペガサスホールプロスタッフ謝礼32万円、その下のペガサスホールボランティア

スタッフ謝礼３万5,000円、それと13番の使用料及び賃借料のペガサスホール使用料、３日間

35万3,000円の説明をお願いします。 

 次に、その下の上牧魅力発信発掘推進事業費、企画財政課、564万円ですけれども、これは

ふるさと納税のことで、いろんな委員が聞いておりましたが、ここの18負担金補助及び交付

金、特産品開発支援補助金60万円を引きますと、ざっとふるさと納税にかかる費用は500万円

ほどです。寄附金が1,000万という解釈でいいのかどうかをお尋ねいたします。 

 次に、53ページです。目９の文化センター費の中の説明欄の14です。工事請負費、パワー

アンプ及びスピーカー更新工事、この説明をお願いします。 

 次に、その下の目11諸費の一番下です、防犯灯管理費、これが1,248万円で、需用費が光熱

水費1,228万円、修繕料20万円と。この光熱水費は、各大字の防犯灯の電気代のことか、その

辺の説明と、この修繕料の説明をお願いします。 

 それと、これに関連してなんですけれども、もしこれが各大字の防犯灯の電気代とするな

ら、10年ほど前に街灯のＬＥＤ化をしたと思いますけれども、そろそろ経年劣化の時期が来

ていますので、その辺、今後どうするのかをお尋ねいたします。 
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 次に、67ページです。款３民生費、項１社会福祉費の目１社会福祉総務費、14工事請負費、

片岡台コミュニティーセンター照明器具取替工事119万9,000円について、説明をお願いいた

します。まず、この119万9,000円の財源内訳を教えていただきたいと思います。 

 次に、69ページです。款３民生費の目２高齢者福祉費です。説明欄の一番上の町シルバー

クラブ連合会補助金245万2,000円、今現在の加入者数が資料には出ておりますが、今後の動

向について教えていただきたいと思います。 

 次に、95ページです。款４衛生費の項２清掃費、目では清掃総務費、説明の一番下、ごみ

減量促進事業費、消耗品費で41万3,000円、これの効果について説明をお願いいたします。 

 次に、97ページです。款４衛生費、項２清掃費の目２塵芥処理費の説明欄の中の塵芥処理

費、この12委託料で、塵芥焼却場跡地地歴調査業務委託料184万9,000円、塵芥焼却場の跡地

の調査と地質調査、ダイオキシンがかなりあるんじゃないかなという不安があるんですけれ

ども、その辺の説明をお願いしたいと思います。 

 それと、次に、99ページなんですけれども、款４衛生費、項２清掃費、目２塵芥処理費の

説明欄、リサイクル推進事業費、この委託料の草木リサイクル委託料とリサイクル委託料。

これの説明をお願いします。 

 次に、115ページです。項４住宅費、目１住宅管理費の説明欄の住宅管理費、１報酬、町営

住宅入居者選考委員会委員報酬が計上されていますが、これについて説明をお願いします。 

 次に、117ページ、款７消防費、項１消防費の目２非常備消防費、１説明欄の報酬、消防団

員報酬770万5,000円、消防団員の成り手とその辺についてのお話をお願いしたいと思います。 

 次に、119ページです。款７消防費の目４災害対策費、説明欄の一番下です。地域の防災力

向上事業費、負担金補助及び交付金265万円、これの自治会防災事業補助金240万円、出の資

料が153に出ているんですけれども、この説明をお願いします。 

 それで、これと関連質問なんですけれども、以前にも災害備蓄費を町から支給されており

ますが、その辺、もう10年ぐらいになると思うんですけれども、消費期限と廃棄とかその辺

はどうなるのか、そして、それの入替えのときには、また、この費用とは別に出していただ

けるのかをお尋ねします。 

 その下の防災訓練事業費の委託料、防災訓練委託料15万円、これの内容をお願いします。

テレビでもよく南海トラフのことが言われておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、款８教育費、項１教育総務費の目２事務局費、説明欄の小中学校体育館空調整備事

業費、125ページ説明欄の小中学校体育館空調整備事業費、これの空調設備には、災害時の電
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源消失のときにも使えるというふうな説明がありましたが、その辺の説明をお願いします。

何時間ほどもつのか、その辺のこともよろしくお願いします。 

 次に、その下のフリースクール事業費、教育総務課です。予算書の135ページの通級指導教

室については、上牧町が運営されております。こういったデリケートな運営に関しては、私

は役場が、教育総務課がやるべきだと思うんですけれども、なぜ委託料を払ってフリースク

ールを民間業者に委託するのか、その辺の説明をお願いいたします。 

 次に、127ページの説明欄の一番上です。小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業費2,330

万9,000円、つまり、私が思ったのは、Ｗｉ－Ｆｉスポットなんですけれども、災害時に電源

消失等でも使える設備は備えているのか、その辺のことを教えていただきたいと思います。

動力源はどないなるのかということです。 

 次に、最後です。153ページです。款８教育費、項６社会体育費、目３の体育施設費、説明

欄の14番です。工事請負費、県民グラウンドメンテナンス整備工事と、これの説明をお願い

します。これ以外にも東グラウンド公園、あるいは共同利用しています釘池公園のグラウン

ド等もありますので、ここの説明をお願いします。 

 以上です。 

〇上村委員長 それでは、順次答弁をお願いします。 

 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算章の35ページでございます。一般管理費の交際費100万円

についての予算でございますけれども、令和５年度、見舞金10万円という形で予算を計上さ

せていただいていることで、これまではなかったということで、今回はどうしてあるのかと

いうご質問と承りました。交際費につきましては、ご承知のように、儀礼的な経費と、そし

て社会的な経費と、いろいろ大別されるわけでございますけれども、ほぼ、あまりないんで

すけれども、支出の項目をより細かく、明確にしておきたいということでございまして、今

回、あえてそれを入れさせていただいております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、今までも見舞金という項目は入れていないけれども、それに代わ

るようなものを出していたということでよろしいですか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 そういうことでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページにございます工事請負費、町有地管理工事の説明

でございます。この部分につきましては、町有地の適正な維持管理を実施するための工事の

費用でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 もうちょっと具体的に説明していただけませんか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 維持管理の主な内容でございますが、町有地管理の部分で、保健福祉センタ

ーの除草シート設置というか、張りつける工事でございます。それと、梅ケ丘地区の公用地

の樹木の伐採を予定しているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 最初の説明の2000年会館ですか。ペガサスホールですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 保健福祉センター、2000年会館でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それの除草用の何かを張ると。具体的にどこになるんですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 保健福祉センター、2000年会館の東側ののり面のほうで、除草シートを張り

つける予定でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、その下にございます庁舎設備改修工事でございます。資料といた

しましては、歳出のナンバー７と８でお示しをさせていただいております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 この資料を見させていただいて、ナンバー８のほう、つまりここのこれは委員会

室という理解でよろしいんですね。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この委員会室の電気をＬＥＤ化にするという計画でございます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 議長室のＬＥＤ化はしないのですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 議場室ですか。議長室ですか。 

〇康村委員 議長室です。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 議長室のＬＥＤ化につきましては、今、計画的に進めていくという考えを持

っているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ここで議長室、長年同じじゅうたんで、ハウスダストが本当にひどいので、花粉

症とか持ってはる方は非常に大変なんです。今回、やっと交換してもらえるみたいなので、

ありがたいんですけれども、委員会室も、私の知る限りでは、ずっとそれをそのままやし、

ハウスダストがすごいみたいなんで、できるだけ早急に掃除を入れるとか、じゅうたんを張

り替えていただくとか、議長室は事務局がバルサンをたいたりして掃除等やってくれたんで

大分楽になったんですけれども、取りあえずこの委員会室、非常に苦しいんで、できました

ら早急にお願いしたいということで、お願いしておきます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それでは、防災行政無線の委託料456万5,000円ですが、これについて、消耗品の

交換作業ということで、今現在、各大字の会長が、総務課に交換のために渡している状況な

んですけれども、正直、この防災行政無線、大きいし、使い勝手悪いんで、常に手元に置い

ていることがないんです。一番手元に持っているのは何か言うたら、スマホなんで、スマホ

のＬＩＮＥアプリのＬＩＮＥＷＯＲＫＳとかを使って防災行政無線に使うとかしたほうが、

よっぽど効率もええし、私も素人なんで個人的な意見なんですけれども、常に身近に持って

いるんで、費用もそんなにかからないし、その防災行政無線をどうしても使わなければなら

ないなら、もうそれは仕方ないんですが、私の提案なんですが、その辺はいかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今のスマホ等の質問でございます。今、スマホ、スマートフォン、皆さん持

っているというふうに認識しているところでございます。そういう部分を使いまして、防災

無線に代わる何か、物、調査、研究をしながら、財政状況もございますので、その辺、注視

しながら、取り組んでいければというふうに考えているところでございます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よろしくお願いします。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書42、43ページ、ペガサスフェスタ開催費の中の報償費

で、ペガサスホールボランティアスタッフ謝礼と、ペガサスホールプロスタッフ謝礼につき

まして、ご説明させていただきます。これにつきましては、歳出資料ナンバー13を提出させ

ていただいておりますので、ご参照ください。 

 そしたらまず、上のペガサスホールボランティアスタッフ謝礼からご説明させていただき

ます。この６万円につきましては、ペガサスホール内の舞台を運営するスタッフの方の謝礼

でございまして、２日間で10人分、単価が3,000円の６万円を計上させていただいております。 

 次に、プロスタッフの謝礼でございますが、これは先ほどのボランティアスタッフを統括

される方の謝礼でございまして、これが２日間で２名分、１人２万7,000円の合計10万8,000

円の予算を計上させていただいております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 やっと分かりました。このボランティアスタッフ、２日間で10人分、3,000円と、

有償ボランティアなんで、時間は何時間ほど拘束されているんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 きちんとした時間はあれなんですけど、想定としましては、１日ですの

で、大体８時間程度。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次に、プロスタッフ謝礼なんですけれども、これ、間違ってたら

言うてください。僕、ペガサスホールにはプロの照明の方、半分ぐらい要請して、その方の

謝礼だと思っていたんですけれども、そうじゃないということですよね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それはまた別の話だと思います。これはペガサスフェスタを開催する際

に、先ほどの舞台の運営されるボランティアスタッフを統括される方の謝礼になっておりま

すので。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ペガサスホールを利用するときに、ボランティアスタッフ謝礼、プロスタッフ謝

礼いうのがところどころ出てきますけれども、あとは人数が違うとかの問題であって、これ
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も全て同じ謝礼でいいんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 考え方については、全て同じような考え方で計上しておるものでござい

ます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。これ、私の一般質問に関係しているんで、聞いてますけれど

も、次、13番、その下の使用料及び賃借料、ペガサスホール使用料16万5,000円、これの説明

をお願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 これにつきましては、ペガサスホールの使用料でございまして、前日と

当日の２日間、ペガサスホールを使用いたしますので、まず、前日分は平日になりますので、

１日７万1,900円、当日11月３日が祝日になりますので、１日９万2,300円の合計を計上させ

ていただいておるものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。それでは、一番下の次、お願いします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書43ページ、一番下の平和祈念資料展の開催費、ペガサ

スホールのボランティアスタッフの謝礼についてのご質問と承っております。先ほど、企画

財政課長の答弁にもございましたように、平和祈念資料展の中のボランティアスタッフの謝

礼というのは、会期中の１日、朗読劇を上演することを予定しております。その際の入場口

の要員であるとか、場内の整理要員であるとか、また、舞台の音響照明、それぞれの要員の

分の謝礼金でございます。これ、ボランティアスタッフです。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ここにはペガサスホールプロスタッフ謝礼というのがないんです。なくてもいけ

るという解釈でいいんでしょうか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 この朗読劇に関しましては、あまり高度な技術要しません。初めに申し

ましたように、職員の手作りでやっていくのが大前提でございますので、あまり高度な照明

技術、また、舞台の美術的なものは使いませんので、ボランティアスタッフでも十分対応し

ていただけるものと思っております。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書45ページ、13番使用料及び賃借料でございますが、ペ

ガサス品の使用料でございますが、平和祈念資料展ということで、８月２日から８月15日ま

でを予定いたしております。その間の資料展の会場となるロビーの使用料、そして朗読劇の、

１日分のホール使用料が含まれましたペガサスホール使用料44万1,000円でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 だから、日曜日とかは割増しで、平日は安いと、その合計が44万1,000円というこ

とでよろしいんですね。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 そのとおりでございます。 

〇康村委員 ありがとうございます。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書45ページにございますコミュニティーバス運行費の中の委

託料、巡回バス運転業務委託料の内容でございます。資料といたしましては、歳出のナンバ

ー16で、年度実績と予算の内訳としてお示しをさせていただいております。 

 内容といたしましては、本町では巡回バスの運行業務につきましては、派遣業務としてシ

ルバー人材センターと契約しているところでございます。高齢者の雇用促進、高齢者の働く

意欲を持ってもらうとの考えの下、シルバー人材センターを活用しているところでございま

すが、昨今、高齢運転者の交通事故の割合は増加傾向にあるというふうな形でございます。

その中で、長きにわたりまして、安全運転を続けてきていただいた優良なドライバーの方で

も、年齢を重ねるごとに注意力や判断能力、運動能力は確実に衰えてきておるところでござ

います。本町の巡回バス運行中でも、車同士の接触事故や単独事故などの報告も、度々受け

ているところでございます。このことを受けまして、運転業務について、シルバー人材セン

ターと、令和５年度以降の運用につきまして、事故などの含めた部分で、慎重に協議をさせ

ていただきまして、その結果、シルバー人材センターの委託台数を減らさせていただいて、

残りの台数を民間業者に委託先を変更するというふうに考えたところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 内容はよく分かりました。それでは、令和５年度から民間業者を入れると。これ
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はもう決まっているんですか。これから選定に入る、そないになるんですか。コミュニティ

ーバスが止まると困りますので、その辺、説明をお願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 民間業者につきましては、町内の仕様について、受けていただけるところが

１社ございます。その１社につきましては、幼稚園バス等の運行している業者でございまし

て、そちらで随意契約という形で締結をさせていただいて、運行していきたいというふうに

考えているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 僕は民間業者は、奈良交通になるんかなと期待していたんですけれども、そうな

んですか。聞いた話なんですけれども、広陵町は、広陵町内以外の高田とかも行けると。そ

れは、奈良交通に委託しているということで、向こうまで行っているというふうに聞いてい

るんですけれども、それは、奈良交通ならできるというふうに聞いてたんで、できれば、今、

住民要望が、王寺へ行ってほしいとか、巡回のほうの五位堂までとか、いろいろ要望を聞く

んですが、その辺はいかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今のところは、町内のバス運行という形で考えているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書45ページ、ＮＨＫ公開番組共済事業費の中の７番報償

費のペガサスホールプロスタッフ謝礼、そしてペガサスホールボランティアスタッフの謝礼

について回答させていただきます。 

 まず、プロスタッフの謝礼でございますが、ＮＨＫの放送番組でございますので、先ほど

の平和祈念資料展と、若干内容が変わってまいります。放送番組、大変高度な技術が要しま

すので、ホールの管理を担当しておりますプロスタッフが、おのおの３日間入ります。それ

についての、謝礼の32万の計上をさせていただいております。 

 そして、その下のボランティアスタッフの謝礼でございますが、これは当日、本番の日、

６月４日に１日分のもぎりのところでございますとか、また、場内の整理でございますとか、

また、舞台の袖で、プロスタッフの補助的な役割を担っていただくための予算を計上してお

ります。 



－51－ 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。あと、ちょっとお聞きしたいんですけれども、ＮＨＫの公開

番組、音響設備等は、ＮＨＫが自前で持ってきはるんですか。ああいった劇場いうんですか、

音楽会をやるときには音響装置代いうんですか、音響のプロがやるということで、非常に高

くつくと聞いていますけど、その辺の負担は今回はないんですか。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 このＮＨＫとの公開番組につきましては、番組の制作、そして放送に関

することにつきましては、全てＮＨＫ側で担っていただく形になっております。会場の設営、

整備につきましては、自治体が行うことになっております。ただ、今おっしゃっていただい

ています道具の持込み等に関しましては、今、ありものを使っていただくのがもちろんなん

ですけれども、それ以外に必要なものは、全てＮＨＫから、スタッフもみんな持込みをされ

ますので、もともとホールに設備されているものは、それ以外のもので必要なものは、全て

ＮＨＫから持込みをされます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。さっき聞き忘れたん違うかなと思うんですけど、その下の委託料、

交通整理警備業務委託料28万2,000円、この説明をお願いします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 これは、来場者の方、そして前日の予選会の予選を受けられる方は、今

までの例から申しますと、車で来られる方が大変多いですので、その誘導整理の要員といた

しまして、交通整理員の業務を委託する委託料として挙げさせていただいております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、その下のペガサスホール使用料、お願いします。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、ペガサスホール使用料でございますが、その下の中央公民館

使用料も含めましてですが、この番組を開催するに当たりまして、３日間、それぞれ楽屋以

外に出場者、スタッフ、また、この事業の実施本部が置かれます。それは、楽屋内だけでは

対応はできませんので、ペガサスホールの使用料と別に中央公民館も借りての運営、実施と

いう形になりますので、中央公民館の使用料もここへ含ませていただいております。これ３

日間の金額でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 細かい話なんですけれども、ペガサスホール、演台とかいろんなピアノとかあり

ます。そういうのを借りる１点ごとにお金を払うという規則になっているはずなんです。と

いうことは、ＮＨＫが前日、ペガサスホールの備品を使うと、その分の負担が増えると思う

んですが、それは計算されているんですね。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 先ほど申しましたように、備品に関しましては、事業を実施するための

会場の設営、整備も含めましてですので、その施設の整備も含めまして、自治体が準備する

という形になっておりますので、それに対しての備品の借用料は発生しておりません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は14時15分。 

    休憩 午後 ２時０５分 

    再開 午後 ２時１５分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 それでは、予算書46、47ページ、特産品開発支援補助金につきまして、

ふるさと納税の返礼品の必要経費に含まれておるのかというご質問でございます。これにつ

きましては、特産品の開発及び改良に取り組む事業者に対して交付するものでございますの

で、返礼品の経費の中には含まれておりません。ただ、この補助金を活用されて開発された

品物につきましては、ふるさと納税の返礼品として登録をすることを条件としております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 いやいや、課長間違ってます。僕は、18番の負担金補助及び交付金、これを除い

た残りが、実質の返礼品を伴うふるさと納税制度に係る経費が500万ほどですねと、それの確

認で質問したんですけど。つまり、1,000万の給付金に対して、必要経費が500万ほどかかる

というふうな認識でいいのかという、そこで確認です。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 失礼いたしました。この部分、今の負担金補助及び交付金の部分は含ま

れておらず、あと、含まれておるのが、先ほど委員おっしゃいました上牧町魅力発信推進事

業費の中に予算計上させていただいております報償費と役務費の通信運搬費、40万4,000円計

上しておるんですけれども、このうちの40万円分、あと、委託料、あと使用料及び賃借料、
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こちらの部分が、返礼品の経費としてを含まれておるものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。ということは、寄附金、つまりふるさと納税が増えれば増え

るほど、上牧町の実入りが増えるというふうな解釈でいいんですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今、ふるさと納税の寄附金が増えていけば、経費も半分、２分の１の経

費がかかりますので、結果的には、寄附金が増えれば、それだけ町に入ってくる部分は大き

くなるということでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 それでは、予算書53ページ、説明欄の14の工事請負費の中のパワーアン

プ及びスピーカー更新工事についての説明をさせていただきます。資料につきましては、議

会資料の歳出のナンバー29で提出させていただいております。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 それでは説明させていただきます。近年、大ホールの利用需要が増加し、

利用者の音に対する要望も高まってきております。しかし、開館以来、長期使用に伴い、交

換部品もなく、機器の経年劣化により、音のゆがみや音量調節が難しいことから、機器の利

便性の向上及び強化を目的に、更新工事を行うこととするものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 今回、650万ほどかけて、スピーカー等を替えていただけるということで、ペガサ

スホールはいつ開館したんでしたか。オープンはいつでしたか。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 平成５年でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。今回、こういったスピーカーを入れ替えていただいて、非常

に、借りる方にとっては安上がりだというふうに思います。先ほど言いましたように、音響

設備関係が非常に高くて、その次に高いのが照明、プロの照明を雇う人の費用だそうです。

音楽家にとって、この辺をいかに下げるかが問題なんですけれども、ペガサスホールの場合

はそのスピーカーとかがついているので、思ったよりも安く借りれるというふうに思います
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ので、今回、本当にありがたい更新工事だなと思いますので、できるだけ早く完了させてほ

しいと思います。いかがですか。 

〇上村委員長 文化振興課長。 

〇野﨑文化振興課長 早急に入札等の手続をいたしまして、材料等が入りにくい状況でもあり

ますので、その辺も調節しながら早期に対応していきたいと考えておるところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書55ページにございます諸費の防犯灯管理費、光熱水費の中

で、各大字が整備した防犯灯の電気代という質問でございます。この部分につきましては、

各大字が提示していただいた防犯灯の電気代でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 では、私の認識で正しいということで、それでは、次の質問です。このＬＥＤ化

はもう10年ほどになっていると思います。ＬＥＤはずっともつとは聞いてますけど、支える

機材がもたなくなってくるはずなんです。その当時もそういうふうに言うてはったんで、電

球は大丈夫だけれども、躯体がもたなくなるということで、その辺もそろそろ考えていただ

かなあかん時期が来ているんかなと思うんで、その辺、要望しておきますが、いかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そういう部分につきましても、どういう形がいいかというふうな部分も注視

しながら、限られた財源等がございますので、何かの形で、補助の創設等含めた形で研究し

ながら進めていきたい、考えていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 要は自治会負担になるのか、補助が前のみたいに半分になるのかいうのが分から

ないと、自治会の準備ができないので、今回、こういった質問をしていますので、その点、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、次お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 続きまして、その下にございます修繕料でございます。この部分につきまし

ては、防犯灯に関係する修理代とさせていただいている部分でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 



－55－ 

〇康村委員 資料、これ、何番でしたか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今回、資料では提出しておりません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 防犯灯に付随した修理ですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 防犯灯に関係する修繕でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 では、防犯灯の取付けは自治会負担やけれども、それに関係した修繕があって、

町がそれを負担してくれたということですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 暫時休憩お願いします。 

    休憩 午後 ２時２５分 

    再開 午後 ２時２５分 

〇上村委員長 再開します。 

 総務課長。 

〇丸橋総務課長 この修繕料でございますが、本町がつけさせていただいた防犯灯に係る修繕

代でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。では、次、お願いします。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 67ページ、片岡台コミュニティーセンター照明器具取替え工事、この内容説

明と財源内訳でございます。本施設は上牧町個別施設計画において、現行の機能を担保しな

がら、長期的に施設を存続させると方針が定められており、建物内の照明器具の大部分につ

きましては、蛍光灯110型という、よく使用されている規格よりも長い規格の蛍光灯が使用さ

れております。この規格に適合するＬＥＤではない蛍光灯を製造中止とするメーカーが増え

ており、入手困難な現状でございます。このことにつきまして、環境面に配慮したＬＥＤ照
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明に取り替える工事を実施するものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 この照明器具、ＬＥＤに切り替えていくということは、ほかの公民館も、今後、

このＬＥＤ化で、町がお金を払ってやってくださるという解釈でよろしいんですか。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 片岡台コミュティセンターというのは、私、公民館だと思っているんですが、そ

うじゃないんですか。 

〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 ２時２７分 

    再開 午後 ２時３０分 

〇上村委員長 再開します。 

 総務部長。 

〇中川総務部長 片岡台３丁目のコミュニティーセンターの位置づけという部分でございます

が、条例上、公民館の設置条例の中の施設ではないんですが、ただ、町の公共施設等の補助

金要綱に当たる施設であるというふうには認識させていただいているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 そんなの当たり前のことで、上牧町の施設なんですから、指定管理者に流れてい

ると思います。片岡台３丁目のコミュニティーセンターのＬＥＤ化は全額町負担だから、私

としては、町の負担で、ほかの公民館設置条例にある公民館、あるいは老人憩いの家等もＬ

ＥＤ化でしていただけたらということです。それが１か所だけというのは、何となく合点が

いかないというのか、公民館の場合は、公民館改修要綱があって、75万の負担は自己負担と

いうのは必ず課されていますので、今回の片岡台３丁目の自己負担があると思っていたんで

すけれども、出のほうを見てもないし、その辺の何か説明をお願いしたいと思います。 

〇上村委員長 総務部長。 

〇中川総務部長 康村委員のおっしゃっていただいたとおりで、公民館等の改修につきまして

は、公民館等の改修補助金に合致した場合については、補助金要綱に基づき補助をさせてい

ただいているという部分でございます。今回におきましては、その補助金要綱のない中での

工事費でございまして、以前から補助金の要綱について、指定管理者が持つのか、町が建て

た建物なので町が持つのかということで、いろいろ議会等、また、自治会長さんからもご意

見等いただいている中で、令和５年度で補助金要綱の見直しをさせていただく予定をしてお
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ります。その中でもう少し、今言うているような不明確な部分がありますので、そういった

ものを含めて、再度、見直しをさせていただきまして、それをお示しをさせていただいて、

今後、それに基づいて運営していきたいというふうには考えているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、その改修要綱が令和５年度中に出来上がると。その辺、

できるだけすばらしいものをつくっていただきたいと思います。先ほどの説明では、やはり、

設備の維持するためにＬＥＤ化を進めなければならないという説明でしたので、公民館も一

緒に含めていただきたいと思いますので、その点、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 財源でございます。財源につきましては、地方債を活用させていただきたい

と考えております。事業債につきましては、令和５年度に新設されます脱酸素化推進事業債

を、活用を考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 69ページ、町シルバークラブ連合会補助金の関係で、現在の会員数、また、

今後、どういうふうな方向で会員数が推移するのかというご説明でございます。予算根拠と

して1,440名挙げさせてはいただいておるんですけれども、現在、令和４年度の会員数は、

1,403名でございます。1,403名ではございますけれども、今、シルバークラブとしましても、

高齢化が進み、60歳になってもまだ働いている方が多い状況でございますので、新しい方が

なかなか入っていただけないということで、会員の増強を図りたいと考えておられるところ

でございます。それで、シルバークラブが実施しますグラウンド・ゴルフ大会であったりと

か、ウォークラリーとか、各種事業にクラブ会員以外の方も参加していただくように、皆さ

ん、周知活動、交流活動を推進されて、できれば各地区３名ぐらいの会員の増強をしたいと、

町のほうには話されているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 町のシルバークラブ、メンバーは当然分かっていると思うんですけど、平均年齢

は幾らですか。 

〇上村委員長 福祉課長。 
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〇俵本福祉課長 79.6歳でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 79.6歳ですか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 そのとおりでございます。79.6歳で最高齢が100歳の方、一番最年少が60歳と

聞いております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 どこの大字も子ども会が潰れていって、その次に潰れていくのは、シルバークラ

ブというようなことが、よくネットに書かれております。順番にこの組織が潰れていきます

と、今度、役場がもたなくなってくるんで、自治会の負担も増えてきて、本当に、少子化が

諸悪の根源だなと物すごく思っているんですけど、このシルバークラブの一例ですけれども、

人数合わせで載せているだけという方がかなりいらっしゃると思っています。実際に動いて

いるシルバーの方は、３分の１か半分ぐらいじゃないかなという気がしていますので、でき

るだけ、シルバークラブ連合会が存続できるような、新しい政策を打ち出してほしいと、そ

れを要望しておきます。いかがですか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 シルバークラブなんですけれども、今、自分たちでいろいろ会員の増強も考

えておられますので、そのようなクラブからのお話がございましたら、どのような方法がい

いか、一緒に協議しながら、実施はシルバークラブにやっていただく形にはなると思うんで

すけれども、いろいろな話には乗っていきたいとは考えているところです。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 どこのシルバークラブも、まず会員を増やそうと努力しています。それでも増え

ない。気がついたら、会員は増えないで、平均年齢だけが上がっていっている。そやから、

もうそろそろ、町の担当がもう少し力を入れなければならない時期が来ているような気がす

るんで、その点、お願いしておきます。いかがですか。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 シルバークラブの会長さん、また、幹部の皆様と一度話合いさせていただき

たいと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それでは、次、お願いします。 
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〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 予算書95ページ、ごみ減量促進事業費の中の消耗品費についてでござい

ます。この消耗品費につきましては、生ごみの減量化を目的としたボカシ菌の配布をさせて

いただいているんですけども、それに要する費用でございます。今、委員ご質問の効果とい

う部分でございますが、なかなか数字的な効果というのが提示させてもらうのが難しいんで

すけども、過年度より、やはり住民さん、ごみ減量について一定の理解いただいてのボカシ

菌の要望、ございますので、やはりそういったことから需要もございますので、一定の効果

が得られているのかなと感じているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。塵芥処理費の業務委託料。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、予算書97ページ、塵芥焼却場跡地地歴調査業務委託料でござ

います。この業務につきましては、焼却場跡地の土壌汚染を確認するために、必要となる土

質調査を行うに先立ちまして、汚染のおそれのある箇所の有無を把握し、調査箇所を選定す

る業務でございます。本業務の結果から、後の業務にて必要な箇所、土質調査を行い、汚染

が確認された箇所については、撤去が必要な規模を算出して、除却作業に移っていくという

流れでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、定点を決めて、まずそれで調べて、その辺、どのぐらいの濃度か

という地質調査をしてから、本調査に入るという解釈でいいんですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 もしダイオキシンとかがいっぱい入っておったら、その除却の費用というのは、

ある程度の見積りというんですか、すごいじゃないんですか。そんなん除却できるんかなと

いう気がするんですけど、その辺、いかがですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 処理に関しては、相当の金額がかかってくるのかなと。もし、そういう

部分がございましたら、撤去に関してはかかってくるのかなという部分がありますが、ただ、

今から調査をしていかないと、その規模が分かりませんので、今後の調査の結果で、ある程
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度、そういう部分が見えてくるのかなと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 続きまして、予算書99ページの草木リサイクル委託料でございます。こ

れにつきましては、町内において持ち込まれた草木の処理に要する費用でございますが、草

木に関しましては、焼却処分より安価で、なおかつ堆肥化が可能な施設にて処分を行ってお

ります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 その次、同じ99ページでございます。資源ごみリサイクル委託料でござ

います。これにつきましては、内容としましては、空き瓶及びペットボトルの処分に要する

費用でございます。空き瓶、ペットボトルにつきましては、山辺が稼働したら、そこでの処

理になってくるんですけども、そこまで、こういった形で委託料の計上になってくるのかな

と思います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、これは、資源ごみのアルミ缶とかも含めてあるんですか。ペット

ボトルだけなんですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 これの処分費用につきましては、空き瓶とペットボトルのでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 関連で聞きたいんですけど、空き缶ありますやんか。アルミ缶、それと鉄の缶と。

アルミ缶がしょっちゅう出るんですけれど、これは潰したらあかんという、前の集積場では

潰さんと出してくれと言われとったんです。それは今でも同じなんですか。体積だけが増え

て、いつも資源ごみの網が足らない状況が続くので、僕らとしては潰して入れたいんです。

アルミ缶は簡単にべしゃっといくから、もっと入るんですけど、前の場合は、潰してもうた

ら困るということやったんですけど、その辺は今どうなっているんですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 確認したいと思いますので、暫時休憩をお願いします。 
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〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 ２時４４分 

    再開 午後 ２時４５分 

〇上村委員長 再開します。 

 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 先ほどの質問、空き缶なんですけれども、現状としましては、潰して入

れていただいても大丈夫とのことでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 確認です。アルミ缶も鉄の缶も潰してもいいということですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 はい、そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ありがとうございます。早速回覧を回さないかんなという感じです。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 115ページ、住宅管理費、１の報酬、町営住宅入居者選考委員会委

員報酬の２万4,000円についてのご質問だったと思います。この委員会につきましては、構成

委員数は10名でございます。そのうち、報酬のかかる方につきましては４名、3,000円で委員

会のほう、２回を予定しておりまして、合計２万4,000円を計上いたしております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 単純な質問なんですけど、疑問というんか、入居者なんか入れないという町の方

針なのに、なぜこんな入居選考委員会なんか開く必要があるのかがよく分からないんですけ

ど、そこの説明だけお願いします。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 立ち上げはさせていただいたんですけども、当然、今後、今言う

ています上牧町運営委員会の中で議論した中で、意見等されたときの入居申込み、募集、事

業はまだまだ進んではおらないんですけども、そういった事例が出た場合に、入居者の対し

ての募集の選考等するに当たって、会議等、必要ということで、取りあえず運営はまだ進ん

ではおらないんですけども、そういった事例が出た場合に、すぐに対応できるような形で、

予算化はさせていただいております。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。予算計上だけしてあるという理解でいいんですね。 

〇上村委員長 まちづくり推進課長。 

〇金﨑まちづくり推進課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ありがとうございます。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書117ページにございます非常備消防費の報償費、消防団員の

成り手はどうかという部分でございます。人口減少、高齢化が進む中で、地域住民の安全安

心の確保に大きな役割を担う消防団の減少、全国的にも続いていることが問題視されている

ところでございます。本町の消防団員につきましても、定数に達していないのが現状でござ

います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 消防団員を増やそうといった、何か努力をされているんですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 消防団員の定数に達するという取組につきましては、今後につきましては、

以前、令和４年４月、消防団に関する条例も改正させていただきましたし、町のイベント、

ペガサスフェスタなどでの人が多く集まる場所や広報紙などを活用しながら、人員確保に努

める考えでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 最近、南海トラフのことも非常にテレビでやっているので、非常に危機を感じて

いるんですけど、やはり消防団員は、私たちの安全安心を守っていただける一番身近な方な

んで、できるだけ数を増やしてほしいと、それを要望して、この質問は終わります。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書121ページにございます、上段でございます。地域の防災力

向上事業費の中の自治会防災事業補助金の説明でございます。資料といたしましては、歳出

のナンバー153でお示しをさせていただいております。この部分につきましては、大規模災害

への備えが急務であるという考えでございます。地域での防災活動、共助をより一層、充実

や継続させていくことを目的に、地域の実情に応じまして、幅広く活用できる補助金制度を
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創設することでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 自治会での裁量が非常に重視されているので、非常にありがたいです。これにつ

いては、もう結構です。 

 その次の関連で聞きました、10年ほど前から防災備品いただいているんですけれども、も

うそろそろ期限が来ているのがあるのかどうか、その辺もよく分からないし、今、担当課が

そういうのを把握されているのかどうかもよく分からないんですけれども、その辺はいかが

ですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 備蓄食料につきましては、期限が迎える前に、各自治会で、イベントなどで

活用していただければというふうに感じているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 あまり食料関係はなかったと思うんですけど、例えば、子どもの紙おむつとかも

消費期限とかいうのはないんですか。よう分からないんですけど、大地震もないので、その

まま箱で倉庫に入ったままで、ただし、毎年検品はしています。それが実際、使えるのかど

うかもよく分からないんですけれど、最近は生理用品も備蓄しなあかんと言われましたんで、

それもやはり消費期限いうのはあるんですか。こんなのでもあるんだなというのが分かった

んで、その辺だけ１回チェックをお願いしたいと思うんですが、いかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 その辺の確認につきましては、やはり、各自治会でしていただければと思っ

ているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それなら、役場から各理事会にその旨の連絡をお願いしたいと思

います。いかがですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 また、その旨、総務課から周知をさせていただくというふうに考えます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、下段にございます防災訓練事業費、防災訓練委託料の内容でござ
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います。この部分につきましては、防災訓練事業費に係る委託費用でございます。前回、需

用費で予算組みをしておりましたが、内容を一部、変更させていただいたことによりまして、

委託料へ組み直しをさせていただいたところでございます。 

 訓練の内容でございますが、本町では、令和元年度、総合防災訓練を実施しておりました。

令和２年度におきましても、各地域の方々の避難所運営訓練を予定しておりましたけれども、

新型コロナウイルス感染症予防対策として中止となったところでございます。令和３年度、

令和４年度につきましても、避難所運営訓練を実施予定でございましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大によりまして、参加していただく方の安全を考えまして、中止とさせていた

だきました。令和５年度につきましては、奈良防災士会から講師を招いて、各自治会の方々

などを中心に、避難所開設運営訓練を計画するところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 それでは、予算書125ページの小中学校体育館空調整備事業費の中のバッ

クアップ装置の件でございます。プロパンガス５本で１日もつというふうに聞いております

ので、３日間、そういう対応ができるように、15本置けるスペースを確保しております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、これ、できたら常に15本置いているわけですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 最初から15本置くのか、最初は少量にするのかというのは、今後、考え

ていきたいと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 続きまして、その下、フリースクール事業費でございます。委託を官民

連携でというお話でございますが、当初、この事業は、不登校やひきこもりのお子さんを対

象にしておりますので、まちづくりの体験とか、地域のそういう交流を通じて、様々な経験

で社会的な自立を目的に居場所づくりを進める事業と考えておりましたので、ＮＰＯ法人の

方にお願いした官民連携という形で進めております。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 確かにフリースクール、当初の頃の説明では、そこに来られている先生とかも、

役場が全て手配したというふうな説明を覚えているんですけれども、結局、今、そこの業者

は、一体何をしているんですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 指導者の方は当初、教育委員会からご紹介はいたしましたけれども、雇

用の形態、契約はＮＰＯ法人としておりますので、運営はそちらのほうで行っていただいて

おります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、そういったデリケートな教育に対して、役場はもう全然関知して

ないのですか。その辺のどのようにされているのか、教えてください。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 もちろん教育総務課もケース会議に出席したり、現場も見に行っており

ますし、常に入られるときの面談も行っておりますし、情報共有もしっかりして、全く関わ

っていないということはございません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それは現在、生徒は何人でしたか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 登録人数は６人でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ６人のうち、ほぼ毎日来られる、どのような。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 人によって様々でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 予算書127ページ、小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業費でございま

す。こちらにつきましては、停電時、アクセスポイントにバッテリーを設けておりますので、

大体１日ぐらいはもつようにはなっているんですが、アクセス数によりましては、それが少

し減ったりすることもあると思います。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 ということは、１日しかもたないのですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 現状ではそのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 先ほどの聞いた体育館の空調整備からの電源とか使えないんですか。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 使えないです。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 できましたら、３日間分のを何とか考えていただきたいと要望しておきます。 

 では、次、お願いします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 予算書153ページ、真ん中ほどでございます。体育施設費の工事請負費、

県民グラウンドメンテナンス整備工事についてでございます。来年度、令和５年度につきま

しては、県民グラウンドということで、２年に１回、実施をさせていただいております。令

和４年度については、先ほど、東公園なんですけども、東公園は令和４年度実施しておりま

すので、東公園、県民グラウンド、東公園、県民グラウンドといった形でございます。あと、

河合町にある釘池公園でございますが、この整備工事については、釘池は河合町のものです

ので、整備工事については、毎年、草刈りをしながら整備をさせていただいているのが現状

でございます。河合町と共同で草刈り等をさせていただいているのが現状です。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 このメンテナンス整備工事って一体どのような内容なんですか、草刈りじゃない

でしょう。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 整備工事につきましては、まず、除草剤を散布しまして、グラウンドの

専用のトラクターで、硬い土をならしまして、重機で凸凹した土をならすといった工法でご

ざいます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。できましたら、釘池公園のほうもグラウンドのメンテナンスをや

っていただきたいなと思って、もうあまりひどいので、いかがですか。 

〇上村委員長 社会教育課長。 
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〇吉川社会教育課長 河合町の担当課としっかり協議をさせていただきたいと思います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 東委員の通告をまず聞きたいと思います。 

 東委員。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 東でございます。 

 それでは、歳出における質問項目を述べてまいりたいと思います。 

 まず、36、37ページ、下段のほうなんですけれども、委託料の中の安全管理措置対応業務

及び個人情報保護事務の運用手引作成業務委託料、これ、今議会の総務建設委員会の中で、

個人情報の条例があったと思うんですけども、これに関わることというふうには思うんです

けれども、これについての内容説明をお願いしたいと思います。 

 次に、40、41ページです。財産管理費の中で、41ページのちょうど真ん中あたりなんです

けども、公用車購入費、備品購入費の中です。資料出の９で載っているんですけれども、令

和４年度、環境衛生費で地球温暖化防止実施計画策定支援業務ということで、委託料として

計上されておったわけなんですけども、多分、この計画はできているというふうに思うんで

すけれども、この公用車の部分においても、地球の温暖化とか、そういうことに関わっての

分だというふうに、買い換えるということだったというふうに思います。これについて、ま

ず、令和４年度の計画策定がどうなったのかというところをお答えを頂きたいというふうに

思います。 

 その下です。防災行政無線管理費ですけども、委託料です。委託料の防災行政無線関係消

耗品交換作業委託料ということで、事業費が計上されているんですけども、行政無線は、こ

れはこれでいいわけなんですけれども、ただ１つ、やはり地域によっては、各方面に方向、

角度によって、町からの放送が聞こえるように、常に調査をされているというふうに思うん

ですけれども、その辺についてどのような状況になっているのか、まずご説明をお願いした

いと思います。 

 その下なんですけども、地域安全安心推進事業費で、14の工事請負費で防犯カメラ設置工

事ということなんですけども、設置されるところは、梅ケ丘から中学校に上る通学路の階段

のところにつけるというふうに理解しています。こういうふうに防犯カメラをつけていただ
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くということは、非常に効果的で、安心できる状況になるというふうに思います。それはそ

れで大賛成なんですけれども、ちょっと関連なんですけども、あの階段を上り切ります。上

り切ったら、中学校に入る門があります。それを体育館のほうにずっと、足場が悪いんです、

地道があるんです。そこの周りに、あれは水銀灯なんか蛍光灯なんかわからへんのですけど

も、道を照らすためにあるのか、多分そうだと思うんです。私が確認しているところで、も

っとあると思うんですけども、２本が電気切れているんです。これ、確認してもらえないで

しょうか。毎日掃除していただいている方がいらっしゃるんですけど、その方の話によると、

あそこは通る方がいらっしゃるらしいんです。友が丘のほうから体育館側のほうまでずっと

地道を歩いてきて、階段を降りられて、畠田のほうに行かれている方がいらっしゃるという

ふうにお聞きしたんですけども、ということは、あの道を利用されている方がいてるんかな

と。そういうことも踏まえて、あそこに照明がついてたんかなというふうに思うんですけど

も、もしそういうことであるならば、電気が消えていますので、もう一度、調査いただけな

いかというふうに思います。 

 次に、42ページ、43ページです。先ほども質疑をされたと思うんですけども、平和祈念資

料展開催費が計上されました。この計画では、昨年同様、劇をされると。あの劇、去年の劇

は感動しました。本当にいい劇だというふうに思います。それが、やはり今年度も引き続き

やっていただけるということについては、非常に興味深く拝見したいというふうに思います

ので、ぜひ、皆さん大変とは思うんですけれども、ご苦労をかけるんですけども、住民の皆

さんのために頑張っていただきたいなと。特に強調したいのは、今、国会が開かれているん

ですけども、日本という国が、非常に平和というものに対しての岐路というんでしょうか、

非常にきな臭いというんでしょうか、非常に不安定というんでしょうか、昔の戦前というん

でしょうか、そういうときのような時代に返るんかなという気がして仕方がないんです。防

衛費なんかについても、５年間で43兆円というとてつもないお金を使うと言われているわけ

なんですけど、ほかの住民がせっぱ詰まって、何とかその年金を上げてほしい、何とかして

ほしいという中身なんか全く無視して、お金はない、予算がないと言っておきながら、こう

いうところには43兆のとてつもない金を使うと。これでは一体、どちらを向いての政治なん

かと本当に言いたいなと思っているぐらいなんです。そういう状況の中で、やはり戦争とい

うのは悲惨なんだと。知覧へ行って案内してくれる方のお話聞いて、泣かない人はいてませ

ん。必ず感動というんでしょうか。すごい感銘を与えていただけるというのか、二度とこん

なことを起こしてはならないというふうに思えるような状況で、それを知覧の特攻隊員の方



－69－ 

のことを、今度演じていただける計画だということですんで、住民も非常に期待しているん

だろうなというふうに思いますので、ぜひ成功していただきますようにお願いをしておきた

いなと思います。 

 次に、44、45ページです。その中で、コミュニティーバス運行費のところなんですけども、

先ほども質疑がございました。そういう中で、高齢者の事故も勘案して、バス２台分を民間

に委託するとおっしゃっておられました。それを運行していただける会社が町内に１社ある

ということで、幼稚園バスなんかもそこで運行していただいていると。どこの会社なのか、

教えていただきますようにお願いします。 

 次に、その下なんですけれども、出会い・結婚・子育て応援事業費ですけれども、委託料

のところで、婚活イベント年２回、それから、個別相談、それから、結婚支援とあるんです

けども、これらについて具体的に教えていただきたいと思います。 

 その一番下段のところなんですけども、上牧魅力発信発掘推進事業があるんですけれども、

財源は分かりました。その中で、出の21の資料を読ませていただいたわけなんですけれども、

主な事業等出した中で、１、返礼品代300万円、そして、ふるさと納税業務委託料、ふるさと

納税サイト利用料と説明されているんです。具体的にどういうものなのかを教えていただき

たいと思います。 

 次は、48、49ページです。ちょうど真ん中のところなんですけども、交通安全対策費とい

うことで、建設環境課の分ですけれども、修繕費とあるんですけれども、この修繕費につい

て、再度ご説明をお願いしたいというふうに思います。 

 次は、58、59ページです。戸籍住民基本台帳費がありまして、13使用料及び賃借料の中で、

戸籍総合システム利用料という項目があるんですけれども、ここで、令和４年度の当初では

370万8,000円、今回の当初予算では500万3,000円になって、129万5,000円の増額となってお

ります。これについての説明をお願いしたいと思います。 

 その下の諸証明書、コンビニ交付事業費という項目の中で、13の使用料及び賃借料、コン

ビニ交付システム利用料があるわけなんですけども、これも160万3,000円の増額となってい

るわけなんですけども、これについての説明をお願いしたいと思います。 

 68、69ページの一番上のところ、先ほどの委員も質疑されたところなんですけども、おっ

しゃっていた問題は、やはりどこの地域でも同じような状況があるのかなというふうには聞

いておったんですけれども、ここで、実質、現在の加入者が1,403名とおっしゃっていたんで

すけども、地域ごとにどれだけの方が入られておるのかを教えていただきたいと思います。 



－70－ 

 次に、76、77ページです。この中の学童保育運営費ということで、本当に町長以下、町の

担当者のこども未来課の皆さんには大変ご苦労をおかけしたんだろうなというふうに思うん

ですけども、住民の皆さんの春休みだとか夏休み、冬休みの、そういうときに、開所をせめ

て７時30分にしてほしいという声が、多くの方から出されていたのを、ここで実現していた

だいた、これは本当に住民の皆さんが、働くお母さん方、お父さんもそうでしょうけども、

非常に喜ぶことだろうなというふうに思います。感謝いたします。それで、お聞きしたいの

は、学童保育指導員の報酬が引き上げられているわけなんですけども、約100何万、この施策

を実行するに当たって、指導員の方を増やすことになったのかどうか、そういうことについ

ての説明をお願いしたいと思います。 

 次に、96、97ページです。塵芥処理費のところで、先ほども論議されていたんですけれど

も、塵芥焼却場跡地を調査するということなんですけども、その後、どのような計画になっ

ているのか、その点について、ご説明をお願いしたいと思います。 

 次に、98、99ページです。し尿処理費のところで、一番下に葛城地区清掃事務組合費があ

るんですけれども、分担金の金額が資料には出てくるんですけれども、私どもは、ここの部

分においてはもう少し知りたいと。決算書、予算書について、我々委員に資料としてつけて

いただくのは可能なのかどうか。可能であるならばつけていただきたいですし、葛城清掃組

合をもう少し注視していきたいという機運もありますので、その説明をお願いいたします。 

 次に、108ページ、109ページです。ここの道路長寿命化事業費の13委託料、歩道維持修繕

測量設計業務委託料で、出の114の資料で説明をされているわけなんですけれども、その前に、

令和４年の当初の資料で、歩道維持修繕を現況調査をするという、調査して計画書をつくる

というのが昨年度、今年度にやられているというふうに思うんですけれども、そういう中で、

今回、220万で調査するということが出ているんですけども、令和４年度の当初で計上されて

いる費用で、一応の計画書ができたというふうに理解していいんですか。でないと、この220

万の出資、どうしてここがどうなんかなというところが出るのかちょっと分からなくて、ど

ういう基準でそういうふうになっているのか。例を言いますと、片岡台３丁目から片岡台１

丁目に、３丁目のほうが早いのかな、あの歩道を整備したのは、個人名出して申し訳ないん

ですけども、松浦元部長、総務部長じゃなくて建設部長のときにやられた事業だと思うんで

す。そのときも、引き続いて、その後、桜ケ丘のほうをやったと思うんです。そちらのほう

は、今回、悪くなっているところが多いということで、このような計画は出されているんで

すけども、歩道の整備でいきますと、団地の前、あそこもかなり悪くて、あそこでけつまず
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いてこける人で骨折した人もいてるという事実を、やっぱり認識していただきたいというふ

うに思うんです。それは舗装がもう、かなり傷んで劣化しているのと、それから、給水部分

のところが、くぼみができているんです。あのくぼみで足を取られるというのも非常に多く

て、やはり高齢化がしていますし、人の往来であるならば、桜ケ丘のあそこの歩道よりも片

岡台の前の歩道のほうが、当然、人の往来は何倍にも多いと申し上げておきたいというふう

に思いますので、もし、そういうふうな順番、ここは何年度に計画していますかという順番

があるんでしたら、我々にもその計画が分かるように示していただきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

 次に、110、111ページ、一番上から３行目ですけども、工事請負費、ため池貯留浸透事業

対策工事について、資料の出の119で出していただいているわけなんですけれども、ここの事

業は、例えば滝川だとか、そういうところに一遍に豪雨のときに流れ落ちるのではなくて、

一旦ここでためるということなんかなというふうに思っているんですけども、それの改修工

事をするということなので、どのような改修になるのかという説明をお願いしたいというふ

うに思います。 

 次に、120、121ページです。ここも上段のところですけれども、自治会防災事業補助金と

いうことで、先ほども審議していただいていたところなんですけども、住民の方々の要望を

取り入れているということで、非常に評価しておきたいなというふうに思います。先ほども

あったんですけども、自治会も関わるんですけども、委託料として防災訓練委託料というこ

とで計上されているんですけど、ここで先ほど、自治会等の絡みを何か言っていたというふ

うには思うんですけれども、私の言いたいのは、せっかく補助金を出してもらって、そして

各自治会で、みんなで防災を取り組んでいこうということに非常に役立つものだというふう

に思うんですけれども、それと、町も防災計画を新たに変えられたというのがありまして、

当然、行政は住民のために防災計画を組んでやっている中で、各地域との連携を密にするた

めに、ただ訓練をするだけではなしに、もっとレクチャーをしてもらいながら進めていくこ

とが必要ではないかなと。そして、無線についても、去年、一応取扱いとかもやっていただ

いたこともありまして、やはり、密に地域と連絡を取れるようなものを構築していっていた

だければというふうに思うんですけども、その辺についてはどのようにお考えになっている

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、126、127ページです。先ほども審議していただいたんですけれども、小・中学校体

育館の公衆無線ＬＡＮを構築するということなんですけども、これは、ＬＡＮという方式な
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んですけども、実際にはどのようなＬＡＮを考えているんでしょうか。ＬＡＮにもいろんな

種類があるんですよね。例えば、Ｗｉ－Ｆｉの分をここでもつけるのか、ただ、ＬＡＮで複

数台の端末をつけてやるのか、いろんな意味合いがあると思うんですけども、実際に、具体

的にどのようなＬＡＮをここで構築されるのかを説明していただきたいと思います。 

 次に、140、141ページです。先ほどもあったんですけれども、児童図書政策事業費、これ

も非常に大事なもので、町長が今回のこの予算を計上されるに当たっての大きな施策として、

やはり上牧町の魅力だとか、そして上牧町の地方の在り方とかというところを重視している

というふうに、私は理解しました。そういう中で、このようにまちづくりの一環として、皆

さんに物語になるのかというのがあると思うんですけれども、皆さんに喜んでもらえるよう

なものを制作し、そして広めて、上牧町をもっと知っていただくというようなことについて、

ここで計上されたことは非常に評価したいですし、そして、今後、これについて携わってい

かれる方々がどれだけいてるか、ちょっと知りませんけれども、その人たちも、上牧町の魅

力について十分考えていただける場になるのではないかなというふうに思いますので、町長

でも担当部長でも担当課長でもいいんですけども、その辺についてのご見解を頂ければとい

うふうに思います。 

 次に、146、147ページです。ここで、ちょっと下のほうなんですが、まきっ子塾のことと

いうふうに思うんですけれども、学校支援向上事業で644万9,000円計上されているんですけ

れども、非常に好評であると同時に、もっとその年齢を上げてくれないかなんていう声もた

くさん聞くんですけれども、それは別として、現に、その日によっては違うかも分からない

んですが、大体どの程度の生徒さんがこれに参加されているのかなと。というのは、対象児

童、生徒の中で、参加できる児童はどれぐらいの程度なのかなというふうに思います。それ

で、ちょっと心配しているのは、やはりお迎えに行かなければならないという点なんです。

お迎えに行くことも、当然、時間が時間ですので必要というふうに思うんですけども、とこ

ろが、今、お勤めに出ている家庭が増えてきている状況で、お迎えができる、できないとい

うところが、今のところネックになってきているのかなという、そういう声が聞こえるんで

すけども、その点はどのようにお考えになっているのか、ご説明を頂ければというふうに思

います。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は45分。 

    休憩 午後 ３時３２分 

    再開 午後 ３時４５分 
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〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 通告は終わってますので、答弁のほう、よろしくお願いします。 

 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書37ページにございます委託料の安全管理措置対応業務及び

個人情報保護事務の運用手引作成業務委託料の内容でございます。この部分につきましては、

個人情報の保護に関する法律が改正されることに伴いまして、個人情報保護法が各自治体に

直接適応されることとなったため、各地方自治体には対応が求められておりますが、その１

つとして、個人情報保護法の安全管理措置、保有個人情報の漏えい、滅失、また毀損の防止、

その他の個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じるという義務が課せられ

ております。その措置対応整備業務の委託料でございます。加えまして、職員が個人情報事

務を適切に運用するための運用手引の整備に係る費用を計上しているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。早い話、マニュアルを作るということですね。了解しました。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、ご質問のございました上牧町地球温暖化防止実行計画につい

てでございますが、本業務につきましては、現在発注中で、打合せ等も随時行っており、３

月いっぱいをめどに成果品が上がってくる予定でございます。その中で、今、大まかな案ま

では仕上がっておるんですけれども、ここで予算書41ページの公用車についてでございます

が、この部分に関しまして、今回のこの計画の中で、公用車には低燃費車、ハイブリッドカ

ーを導入していくという形でうたっておるんですけども、今、ここで購入されるのはハイブ

リッドカーでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。計画そのものは３月末に提出され、出来上がってくるという

理解と、それから、この車については、まだ、こういう計画はできてないにしても、温暖化

のためにハイブリッドを購入するという理解で分かりました。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 はい、そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書41ページ、防災行政無線管理費の中の委託料、防災行政無
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線関係消耗品交換作業委託料の中で、防災無線が聞こえない状況等の質問でございます。防

災行政無線が聞こえない場合がございます。その場合、電話なり、役場のほうに、総務課の

ほうに出向いていただいている場合がございます。そのときに話を聞かせていただいて、現

状を確認するために、職員が聞こえないとおっしゃっている行政無線のほうに行かせていた

だいて、状況を確認しております。その場合、聞こえないというところを検討しながら、角

度を変えたりしながら、聞こえるように努めているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それは、今、設置されている部分はそのままじゃないですか。聞こえるとこ

ろを聞こえないところのほうに振るとするじゃないですか。そしたら、今度、こっち側のほ

うが聞こえなくなってしまうようなことはあり得ますよね。具体的に言いますと、桜ケ丘の

ローソンがあって、そして道があって、そして、マンションなんかのいろんな飲み屋さんと

か、衣服作っているところだとか、散髪屋さんだとか、パーマ屋さんだとか、あの辺が聞こ

えないらしいです。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今、委員がおっしゃっている部分につきまして、ちょっと聞こえる、聞こえ

ないというのも、現地に行かせていただいて、調査させていただいて、内容を調整させてい

ただきながら、検討、研究等をしながら進めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 一応、一例として言いましたけども、あと、基本的には、もし聞こえにくい

ところがあれば、担当課、総務課のほうに、「いや、うち聞こえないねん」という電話連絡

でもオーケーということでよろしいですか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 電話でも対応させていただきまして、現地のほうにも、確認させていただく

考えでございます。 

〇東（充）委員 了解しました。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 予算書41ページの防犯カメラ工事に関わりまして、第二中学校の西側の

水銀灯の件でございます。水銀灯３本分、ＬＥＤへの浩館修繕は１月中に終了しております。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 できましたか。分かりました。ありがとうございました。了解です。 

〇上村委員長 秘書人事課長。 

〇髙木秘書人事課長 それでは、予算書43ページ、一番下の平和祈念資料展の開催費について、

ご説明をさせていただきます。先ほど、東委員から、昨年の朗読劇、ご覧いただいたという

ことで、身に余るご感想を頂きまして、ありがとうございます。今回もスタッフ、キャスト

一同、頑張って務めさせていただきたいと思っております。これの趣旨でございますが、今

回まで、15回目でございます。今年で16回目を数えるわけでございますが、一貫して言える

のは、戦争の悲惨さを後世へと語り継ぐ、そして命の貴さを訴えていく。恒久平和を希求し

ていくというのが、今までの、前回を通しての目的でございますので、今年もそういうこと

が、しっかりと伝えていくことができたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 何回も言うようですけど、本当に感動しました。ほんまによかったと思いま

す。それをまた、引き続いて今年もやっていただけるということは、本当に期待したいと思

いますし、皆さん、仕事終わってからの練習とかになるというふうに思うんですけども、大

変だろうと思うんですけども、その辺はよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 もう１つ、今の情勢なんですけど、日本はトマホークというミサイルを400発買うのだと。

それで買って、日本を守ると言うんですけども、相手国は何千発と持っているんです。400

発で対抗できるわけやあらへんのに、そういうものにお金を使ってやろうというところに、

何を考えているんかなというふうに思いますし、せやけども、そういう中で、一旦一発ミサ

イルを発射すると、今おっしゃったように、日本は焦土化されるということが現実として起

こり得るということで、やっぱり悲惨さを訴えていただけるというのは、非常に国民にとっ

ても大事かなというふうに思ってますので、ぜひ頑張って、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。次、お願いします。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書45ページにございますコミュニティーバス運行費の中で、

巡回バス、民間業者１社という部分で、それが町内、町外という確認だったと思いますけれ

ども、その部分について説明をさせていただきます。今回、巡回バスにつきまして、２台の

運行、民間にさせて、運行を予定しているんですけれども、その部分につきましては、本町

の仕様に乗っていただける業者が１社ございました。その１社につきましては、町外でして、
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王寺町に事務所を構えておられる愛和交通と随意契約を締結する考えでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 前は畑だのそこらあたりにあったんかな、分かりました。了解しました。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 45ページの出会い・結婚・子育て応援事業費でございます。婚活イベ

ントを年２回、それから個別相談会、結婚支援、具体的にはどういうことかというご質問だ

ったと思うんですけれども、令和４年度におきましては、婚活イベント年２回、縁日を設定

した婚活まつりを８月27日と、12月18日には、Ｘｍａｓは目前！！Ｈａｐｐｙ婚活パーティ

ー！ということで、イベントをしております。５年度も２回のイベントを予定して、実施し

て、出会いの場の提供をして支援を行おうと考えております。 

 個別相談会におきましては、月１回、土曜日に開催しているんですけれども、こちらのほ

う、月１回は実施をお願いしますということなんですけれども、実際には32回、個別相談会

を実施していただいております。延べ人数では58人の方に、個別相談会を実施していただい

ておりますので、５年度におきましても、同じような形で個別相談会を同時していただく予

定としております。結婚支援の随時におきましては、登録者登録制度を行っておりますので、

その登録者の中から個別に、この方とこの方が合うんじゃないかというような形で顔合わせ

をしていただいて、それぞれの支援を行っておるということでございます。これも同じよう

な形で、５年度も、赤い糸さんにお願いしようと思っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そしたら、初めのイベントですけども、何人ぐらいの参加が来られたんでし

ょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 一応、設定といたしましては、10対10で、10人10人で予定して募集を

かけまして、参加していただく予定で、実際に10人10人の男女が参加されて、イベントを行

っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 見込みとしては、10人10人であったと。そして、今回も当初予算も10人19人

で組んだと。そやから、予算どおりの状況であったということですね。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 はい、そのとおりでございます。 
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〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 そしたら、予算書44、45ページにございます上牧町魅力発信発掘推進事

業費についてでございます。資料につきましては、出ナンバー21で提出させていただいてお

ります。 

 まず、この資料に載せさせていただいております寄附返礼品についてのお尋ねでございま

す。この返戻品300万円につきましては、歳入のほうで、寄附によるまちづくり条例に基づく

寄附といたしまして、1,000万円を計上させていただいております。この返礼品につきまして

は、寄附額の３割以内ということになっておりますので、300万円の金額を計上させていただ

いておるということでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 1,000万の３割以内で300万ということなんですけども、どういうものが返礼

品として扱われているんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 まず、今現在の上牧町の返礼品の何品目あるかというところからご説明

させていただきます。今、13事業所、登録していただいておりまして、58品目の返礼品がご

ざいます。その中の代表的なものといたしまして、先ほど答弁させていただいたんですけど、

黒カレーであったり、キャンプグッズであったり、それとイチゴ、それとグローブの材料の

余りといいますか、そういうものを活用してのサンダルを製造されておるというのも、返礼

品でございます。それと、あと、オーダーメードの雪駄であったり、ちょっと面白いもので、

ピザ窯がついたバーベキューコンロのというものも、返礼品にございます。そういったもの

が返礼品の中にありますので、詳しい返礼品については、上牧町ふるさと納税という形で検

索していただきましたら、その返礼品の一覧がずっと出てきますので、また、よろしければ

ご参照いただければと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ありがとうございます。そこは全然見ていませんでしたので、申し訳ないで

す。一番高価なものは何なんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 やはり、一番高価なもので言いますと、先ほどのピザ窯のついたコンロ、

これが一番高額といいますか。 
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〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ちなみに幾らぐらいの物なんですか。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 寄附の額で言いますと、31万7,000円の寄附を頂きましたら、ピザのバー

ベキューのやつが、商品として入ってきたのをお送りさせていただくことになっております。 

〇東（充）委員 了解しました。次、お願いします。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 その次、ふるさと納税業務委託料についてでございます。これにつきま

しては、ふるさと納税の返礼品等、発送させていただいたり、また、商品の調達等をしてい

ただくサイト、そのサイトにの委託料となっておりまして、こちらのサイトでは、商品調達

から商品発送、それと、寄附金の受領証明の発行に至るまで一括で管理をしていただいてお

るものになっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ここにおいては、伝えれば、一括して配送までやってもらえるというところ

なんですね。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい、そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 で、その下は。 

〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 今、ふるさと納税のサイトとしましては、先ほどの１か所だけなんです

けれども、令和５年度からもう１つのサイト、考えておりまして、こちらのサイトについて

は、先ほどの一括での管理ではなくて、掲載のみの、そのサイトを使用するだけのものにな

ってきますので、ただ、先ほどのサイトとは連動しておるというか、つながっておりますの

で、そちらだけは記載のみという形になりますので、このシステムの利用料と、委託料では

なくて利用料というような形で予算を計上させていただいておるものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ちょっとしつこいんですけど、新たにやるふるさと納税サイト利用料とにお

いては、ネットもう１つ、受け付けるというのがありますと、今回は、そこと契約しますと。

そこで、返礼品のあれがあれば、その前のふるさと納税云々のところが、配送とかそういう

ところまでやってもらえるということで、リンクしてますということでよろしいんですか。 
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〇上村委員長 企画財政課長。 

〇中本企画財政課長 はい、そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。やっとイメージがつかめました。ありがとうございます。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、予算書49ページ、交通安全対策費における需用費の中の修繕

料についてでございます。この修繕料につきましては、町内に設置しておりますカーブミラ

ーの修繕料となっており、突発的な破損による修繕が必要になったときのための予算計上で

ございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それは分かりました。ところが、冬だとか、気候によって全く見えなくなっ

てしまっているというんでしょうか。そんなときはどないなんですか。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今現在、設置されている箇所で、そういった箇所もあるかとは思うんで

すけれども、今回、この修繕に際して、設置するミラーに関しましては、曇り止め防止の塗

装を確保したものを設置していっております。冬場になると、そういう箇所、何か所もある

かなと思うんですけども、危ない箇所については、また別途、検討していかなければならな

いとは考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 結構見えなくなっているとかいうのがありまして、本当に壊れているんであ

るならば、多分ここで対応してもらえるのかなというふうに思うんですけども、設置はされ

て、別段、土台も悪くなっているとかいうのではなくて、鏡そのものが劣化しているという

か、見にくくなっているというか、そういうのがたまにあって、それを直してほしいという

声もあるんです。そんな場合はどうしたらいいんかなと思いまして。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今、委員おっしゃっているとおり、鏡面が白くなって、かなり見えにく

くなっているところも、住民さんからご指摘を受けるときもございますので、そういったと

きは一度、我々のほうに、窓口のほうでもいいと思いますので、来ていただけたら、相談し

ていただけたらなと。その中で、そこが、かなり危険度が高い場所であるのならば、こうい

った形の予算を使ってでございますが、修繕の対象になっていくのかなというふうには考え
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ております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 どちらにしても、安全安心なわけですから、いろんなケースがあると思いま

す。そこでやっぱり、柔軟な対応で安心を守っていただける、安全を守っていただくという

ふうに対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、ご質問いただきました予算書59ページ、戸籍基本台帳費、使

用料、戸籍総合システム利用料、こちらの当初予算、500万3,000円計上させていただいてお

ります。昨年度の予算が370万9,000円、こちらの差額についてですけれども、現在、住民課

で使用しております戸籍事務に用いるシステムなんですけれども、令和５年２月をもちまし

て、ちょうど５年たちましたので、リプレースを行っております。それが、今まで葛城市の

ほうにサーバーを置いた共同利用をさせていただいたんですけども、法改正でクラウド対応

も可能となりましたので、業者選定時にクラウド化で見積りを募りまして、内容を検討しま

した。その結果、やはり保守料とか、ライセンス部分で若干だけ総額の増額はあったんです

けれども、ほぼ総額自体にそんな大きな変動はなかったんです。ただ、ふだんであれば、長

期継続契約で60か月のリース契約を見越してやっていくんですけれども、令和７年度末には、

基幹システムの標準化がございまして、現在、上牧町の基幹システムの契約も、令和７年度

末をもちまして、一旦切り上げると。その後は再度考えるという方針、出てございましたの

で、本来60か月の割るリース予算が、37か月の割戻しとなってしまいましたので、若干予算

に差額が出ているような形となっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 その７年になったらどうなるんですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 物がパソコンですので、７年であればまだ３年とちょっとしか使ってな

い状況となりますので、逆にそうなりますと、利用料の部分は省けて、あとの残りの２年弱

ですけども、その間、同じものを使うとなれば、安い利用料金額と保守だけ払っていけば使

えるという状況にはなります。ただ、基幹システムが、今の既存のところをそのまま使うか。

また、新しく変わった基幹システムに合わせて同じメーカーのものを使うかどうかというの

は、その時点で検討を行いたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 分かりました。了解しました。 

 では、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 予算書59ページ、諸証明書コンビニ交付事業費につきまして、コンビニ

交付システム利用料の当初予算835万1,000円に対しまして、昨年度が208万8,000円の予算だ

ったということと、この差額についてということなんですけども、こちらも同じようにコン

ビニ交付システムにつきましては、令和５年１月で入替えを行っています。ただそれは、同

じメーカーの同程度の設定のものを入れさせてもらっているんですけども、こちらは、コン

ビニ交付が導入されたのが、マイナンバー始まってすぐのことでしたので、当時は補助金を

活用させていただきました。ですので、購入した本体に対して保守契約という形で予算を組

ませていただきました。ですので、令和４年の９月議会になるんですけども、当初予算計上

していました保守委託料から、使用料に予算の項目替えをするというような設計図も上げて

承認いただいておる状況ではございましたけども、その中で、今、比較しております208万

8,000円の使用料というのは、実際には、令和５年１月から３月までの使用料分となりますの

で、３を割戻してもらって12を掛けると、結局835万1,000円となりますので、基本的な金額

は変わっていないと。ただ、こちらのシステムにつきましても、令和７年度末、８年２月を

もちまして、契約自体は、また検討の内容となりますので、本来の60か月ではなくて、短い

38か月の契約とさせていただいております。 

〇東（充）委員 了解しました。ありがとうございます。 

〇上村委員長 福祉課長。 

〇俵本福祉課長 69ページ、町シルバークラブ連合会補助金のうち、1,403名のクラブの地域ご

との人数でございます。南上牧128名、松里園120名、五軒屋37名、三軒屋53名、米山台78名、

新町148名、服部台81名、滝川台60名、北上牧66名、下牧88名、金富22名、友が丘36名、緑ケ

丘119名、片岡台１丁目43名、片岡台２丁目36名、片岡台３丁目28名、桜ケ丘でございますけ

れども、１丁目から３丁目、合わせて桜ケ丘シルバークラブとして活動されております、桜

ケ丘214名、葛城台46名、以上、合計1,403名でございます。 

〇東（充）委員 了解しました。ありがとうございます。結構です。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 予算書77ページ、会計年度任用職員の学童保育指導員の報酬増の要因

なんですけれども、こちらのほう、30分繰上げでの増なのかというご質問だったと思います。
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こちら、夏休み以降の夏季休業日、夏休みからの学校休業日に対して30分繰上げに伴うため

に、シフト等の調整等も行いますので、それに伴う増員でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 指導員が増えたというわけではないんですか。その中で、例えば６人だった

ら６人で回されるので、８時からだった分を30分前倒しの、その賃金がそこに加味されたと

いう意味合いでよろしいのでしょうか。 

〇上村委員長 こども未来課長。 

〇寺口こども未来課長 １名の指導員を、募集を予定しております。それの増員の分となって

おります。それと、今おっしゃったように、30分繰上げの分のシフト分というか、時間が長

くなりますので、そちらの分も含んでおります。 

〇東（充）委員 分かりました。了解しました。えらい苦労かけました。本当に大変だったと

思うんですけれども、ありがとうございました。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、予算書97ページ、塵芥焼却場跡地地歴調査業務の説明でござ

います。今回の業務に関しましては、汚染のおそれのある箇所の有無を把握する調査業務で

ございます。質問のございました調査後の計画でございますが、この調査を経て、土壌調査

を実施する箇所を選定していきます。その選定された箇所の土壌調査を行い、そこの委託業

務になってくるんですけども、その委託業務を実施し、その後、もしそこの汚染された土壌

が確認された場合は、土壌、土質、土を搬出する工事の発注という形になってきます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 例えば、この分を譲渡すると、売り渡すということでは、大分時間がかかる

ということですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 調査及び工事、もし工事がなければいいんですけども、もし工事が出て

くるとなると、１年半から２年ぐらいはかかってくるのかなという考えでいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それぐらい期間をかけるというのは分かりました。で、一応売却は視野に入

れてやっているわけですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 まだちょっと決定してない部分があるんですけれども、そこの利用した
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いとかというお話も伺っておりますが、現状の段階では、まだ確定はしておりません。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 未確定ではあるけれども、一応、そういうお話はあるということだけでいい

ですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 その認識で大丈夫です。 

〇東（充）委員 分かりました。了解しました。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 次に、予算書99ページ、葛城地区清掃事務組合の資料の添付にございま

すが、これに関しましては、一度確認させていただいて、今後、こういった決算等の資料が

添付可能であるのならば、また、そういう形で、資料を作成していきたいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 どちらにしても、分担金は分かるんですけれども、その分担金の使われ方と

いうのは、うちだけではないんですけども、あと加盟自治体があるわけなんですけども、ど

のような状況で支出をされたり、していくのかというのは、当然知っている必要があるとい

うふうに思うんです。この間の私の一般質問でも言わせていただいたんですけれども、新た

な分担金は新たにつくられて、今までの分はそのまま置いて、７億しかないと。今後10年、

本当にその７億でもつのかという疑問が私にはあるんです。それまでには、もう７億以上の

お金を使ってきているわけです。そしたら、今後、ますます施設が古くなっていくわけじゃ

ないですか。古くなれば、傷むところも出てくるわけですから、もっとその保守料、修繕料

が増えるのではないかというふうに私は思っているんですけれども、ところがそうではなく

て、その施設よりも周りのほうをもっと重視していると。例えば、かもきみの湯だとか、そ

れから公園だとかというところを重視して、今後、10億円を使っていくことになっているわ

けじゃないですか。私個人の考え方としたら、それは御所の仕事でしょうと。いつまでも我々

の自治体も含めてのものではないというふうに、私は思っているんですけども、そういうこ

とにはなってないらしいんですけども、そういうのもありまして、そやから、ひょっとした

ら保守料のところでまた徴収されるというきらいがあるのかないかというところを、見極め

ていきたいというふうに思いましたので、こういう要望させてもらったんです。どうかその

辺、くみ取っていただきますようにお願いしたいと思いますが。 

〇上村委員長 建設環境課長。 
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〇武安建設環境課長 今後、そういった形で提示できるように、また、葛城清掃事務組合にま

たお話させていただきたいと思います。 

〇東（充）委員 お願いしておきます。次、お願いします。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、予算書109ページ、歩道維持修繕測量設計業務についてでござ

います。先ほどご質問のございました令和４年度の調査でございますが、上牧町内における

歩道部分の全体的な調査を行い、その歩道の今後修繕していく順位づけという部分で調査し、

計画策定を行いました。令和５年度のこの業務につきましては、その中の上位路線について

の修繕のための詳細設計業務という形でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ざっとそうだというふうに思うんですけども、この計画、順位をしていくと

ころの計画というのは、もうできているんですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 おおむね完成していますが、成果としては、最終調整中でございます。

ただ、上位路線の路線に関しては確定していますので、上げさせていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 その順位の計画の部分ですけど、我々も目にすることはできるんですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 その部分につきましては、順位という部分に関しては、ご提示はできる

かなと思うんですけども、何年度に何、どこをいらうとかという形になってくると、なかな

か予算等の問題もございますので、明確なご提示ができないかなという部分がありますので、

また協議し、相談したいと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 例えば、その順位をつけておっても、いきなり１番やったやつが１番で行っ

て、３番に上げられていたけども、非常に傷んだという状況が生まれてしまったというたら、

２番に上がったりとか、１番に上がったりするおそれもあると。そやから、そういうことも

加味せなあかんでしょうし、今の段階では、予算は全くもって、どれだけつけていくかとい

うことも予測はできないということですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 はい、そのとおりでございます。 
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〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 そういうのは別として、大体、歩道はどれだけの順位のところで位置してい

るんかなというところだけでも、我々が把握できればいいかなというふうに思うんで、もし

見れる。どのようにして見せていただけるのかというのは、資料としてもらえるのか、それ

とも、担当課に行って見るのかというのはあれなんですけども、そういう形で見れるという

ことは可能ということですね。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 まだ、その提示の仕方については、今後、協議していきたいと思います

が、明確な形でのご提示、できるように、調整していきたいと思います。 

〇東（充）委員 期待しています。次、お願いします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今のところで、見せてもらうということは、それでいいと思うんです。努力

していただけるようにお願いしたいと思うんですけども、その決め方です。順次調査して、

順番が決まったんだろうというふうには思うんですけれども、先ほども言いましたように、

例えば、片岡台の歩道と桜ケ丘の歩道としては、片岡台のほうを先にやったのには間違いな

いんです。なぜかいうたら、桜ケ丘のほうは、植え込みを残せと言うて、今残っているんで

す。片岡台のほうは全部撤去したんです。先に片岡台をやったというのは間違いない。そこ

よりも、桜ケ丘のほうが傷みがひどいということなんです。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 調査の結果、そういう形になっております。また、桜ケ丘地区で傷みの

激しい箇所については、やはり桜の木の根であったりとか、そういう部分もございますので、

どうしても優先順位はかなり高い位置に来るのかなと。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それは分かります。あの歩道はいち早く直したほうがいいと思います。まだ、

片岡台とかそんなところよりも、あそこのほうがもっと悪いです。ですから、上位にランク

されてしかるべきだなというふうに思います。その後、例えば、次の東へ行った交差点付近

とか、そういうところあたりが悪くなっているんですけども、その辺は専門家が見てのこと

でしょうから、我々素人が見て分からないところもあるんかも分かりませんけれども、１つ

の基準としては、往来の話、人がよく通る、通らないの話も、非常に重要視されて書かれて

いるわけなんですけれども、それで言うならば、片岡台のほうが、人の歩く確率はずっと多
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いと。というところはどういうふうに加味されたんかなというところも疑問がありまして、

それでお聞きしているんですけれども。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 今回の順位づけに際しまして、そこの歩道の状況における加点をしなが

ら、順位をつけていっております。その中で、通学路であったりとか、歩行者の量であった

りとかも加味しておりますが、やはり、一番大きいところは、傷み具合という部分が大きく

なってくるのかなと。今、委員おっしゃるとおり、歩行者の量も、判断材料の１つとしては

入れております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今後、その傷み具合は、我々も見せてもらいますけれども、その資料を見せ

てもらってから、また判断したいと思います。分かりました。以上です。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 それでは、111ページ、ため池貯留浸透事業対策工事についてでございま

す。この工事につきましては、先ほど委員おっしゃったとおり、滝川等に池から流入するい

っときの水を抑えるための工事で、この池の余水吐の部分に関して、そういう切込みを入れ

て、排水断面を小さくして、少しずつ流していくという工事でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 例えば、ささゆり台も含まれてますよね。これには含まれていない。 

〇上村委員長 建設環境課長。 

〇武安建設環境課長 ささゆり台の滝川沿いの大きな調整池でございますか。あれは、開発の

段階で設置されたもので、余水吐の口は狭められて、そういった形でなされておりますので、

今回、我々の作業には入っておりません。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 それでは、予算書121ページにございます。上段にございます、自治会防災事

業補助金と、その下段にあります防災訓練委託料の中で、住民の方との連携の部分でござい

ます。 

 まずは、この自治会防災事業補助金の内容でございます。この部分につきましては、大規

模災害への蓄えが急務というふうに考えているところでございまして、防災活動、共助によ

りまして、一層充実、継続していくことを目的に、地域の実情に応じまして、幅広く活用で

きる補助金制度を創設するところでございます。 
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 併せて、防災訓練でございますが、令和５年度につきましては、各自治会の方々、会長、

あと自主防災会の方を中心に、避難所開設運営訓練を計画しております。今後につきまして

は、こういうところも含めた形で、工夫を凝らして、住民の方たちとの連携をしていく考え

をしていかなければいけないのかなというふうに感じているところでございます。また、上

牧の自主防災ネットワークという組織がございまして、そちらのワークショップがございま

して、そちらのほうに総務課の担当が参加させていただきまして、内容をレクチャー、連携

させていただいているところもございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 今のお話は、多分、辻さんのやっているグループのあれなんかなというふう

に思っているんですけれども、それはそれでいいと思うんですけれども、我々としたら、住

民としてこうしなさい、ああしなさいというのは、それぞれの地域で決めていると思うんで

す。それに従ってやっていくわけなんですけれども、まずは、自分の身を守って、それから

どう行動に移していくかというのはあるんですけれども、その辺は町の訓練のときに、いろ

いろ各地域でやったというふうに思うんですけれども、やっぱりそれがコロナのせいもあっ

て、そういう訓練もなかなか開けてなかったということも当然あるんでしょうけども、それ

ぞれの地域でそれなりの防災についての計画も多分しているというふうに思うんですけれど

も、そういうときには、面倒かも分かりませんけれども、皆さんがその地域に来て、それを

見ていただいて、町からはこういうふうな指示を出します、そのときにはこうしてください

なんていうことをお互いに意思疎通できれば、もっと防災、減災にもつながっていくんかな

と思いまして、もう１つは、町長が、この補助金については考えたいということで、私が申

しましたのは、例えば町のほうできちっと備蓄はしてもらっていると。ところが、その備蓄

が本当にみんなに行き届くかどうかがもう一つ分からなくて、例えば、地域で保管とかがで

きるんであれば、保管もしたいというのがあって、自治会にお金ないから町どうですかとい

うふうに尋ねたら、このような形で補助ができたということで、非常に各地域とも喜んでい

るのではないかなというふうに思うんです。それはそれで備蓄なり、ほかに、減災のために

どうしていくのかというようなことで使ったらいいというふうに思うんですけども、それだ

けでは足りなくて、やはり、皆さんの知識を住民の方々に伝えていただける機会もぜひ持っ

ていただきたいと要望しているんですけども、よろしいでしょうか。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 今後、また、先ほども申しましたように、防災訓練等、実施させていただく
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中で、工夫を凝らしながらさせていただくという考えでおります。 

〇東（充）委員 期待しています。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 予算書127ページの小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業について説

明いたします。こちらの事業に関しましては、Ｗｉ－Ｆｉの整備になります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。ＬＡＮ言うても、いろんな種類のＬＡＮがあるわけで、Ｗｉ

－Ｆｉと聞いて安心しました。 

 そして、もう１点なんですけども、Ｗｉ－Ｆｉというのはルータ－が置いてやるわけなん

ですけども、常時電源を入れて、常時使えるというのではなくて、事が起こったときにだけ

そのＷｉ－Ｆｉが使えるというふうにするのか、もう常時つけっ放し言うたらおかしいです

けども、別にお金かかるわけではないんですけど、電気代がかかると。それから、設置料と

かが要ると思うんですけど、その辺はどのように。 

〇上村委員長 教育総務課長。 

〇辻村教育総務課長 平時は学校職員も子どもも使えるように想定しておりますので。 

〇東（充）委員 そうですか。いいですね。期待しています。ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 役場とそれから2000年会館とかには、Ｗｉ－Ｆｉはどうなんでしょう。 

〇上村委員長 総務課長。 

〇丸橋総務課長 本町につきましては、令和４年度で、ＬＧＷＡＮの無線化の整備を進めてお

ります。その無線化の整備が終わりましたら、無線の状況を調査しないといけないというふ

うに考えております。ＬＧＷＡＮの無線化が終わって、その状況を調査した中で、総務課に

なるんですけれども、庁舎の中のＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進めていこうというふうに考えて

いるところでございます。 

〇東（充）委員 了解しました。次、お願いします。 

〇上村委員長 教育部長。 

〇松井教育部長 それでは、本年度作成をさせていただきました児童用図書、『かんまきかわ

らのおはなし』について、担当部長から答弁をさせていただきたいと思います。このたびの

絵本につきましては、町民である町内在住の放送作家の方や、上牧中学校美術部生徒、それ
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と行政といたしまして、社会教育課職員の協働により、完成をさせていただいたものでござ

います。このたびの一連の取組につきましては、上牧町まちづくり基本条例の理念及びまち

づくりの基本原則を具現化するためのものであると認識しているところでございます。また、

当該絵本につきましては、主として子どもたちに読んでもらいたいという思いから、内容が

難しくならないように留意しつつも、歴史的背景、史実につき、一定の忠実さを考慮しつつ、

作成をさせていただいた経緯がございます。これらのことから、社会教育課が一丸となった

試行錯誤の中での頑張りにより、町の内外からも好評を頂いており、担当部長としてうれし

く思っているところでございます。 

 次年度、令和５年度につきましては、現時点におきましては、また構想ではございますが、

片岡城を素材とした絵本を作成したいと考えているところでございます。また、内容によっ

て、できることであれば、ゆりはちゃんにも登場してもらうシーンがつくれればいいなと思

っております。この部分について、町民の方々も好評を頂いておりますので、次年度、第２

弾をつくるに当たっても、また、喜んでいただけるようなものになるよう、課内職員一同、

頑張ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 本当に積極的に検討していただいたということで、もう感激しています。こ

れがまた、第２弾として、本当に皆さんに読まれて、喜ばれるような状況になれば、もっと

いい状況になるなと思っています。これがまちづくりの大きな礎の１つとなってもらえれば

いいなというふうに思っています。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 予算書147ページでございます。学校支援向上事業費のまきっ子塾につい

ての、子どもたちの参加率のご質問だったと思います。参加率につきましては、まず、まき

っ子塾の生徒全体では147名、参加していただいています。そのうち、出席になるんですが、

学校ごとに報告させていただきます。上牧小学校につきましては84％、上牧第二小学校につ

きましては84.1％、上牧第三小学校については86.5％でございます。平均しまして、85％の

子どもたちが参加していただいているのが現状でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ちょっと私は判断できないですけれども、85％の参加というのは多いほうで

すか。 



－90－ 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 多いほうだと思います。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 本当は、もう少し参加したいなというふうに思っていても、お迎えのところ

がちょっとネックになっているご家庭もあるのかなというふうにお聞きしているんですけれ

ども、その辺はいかがなんでしょうね。難しいとこだとは思うんです。 

〇上村委員長 社会教育課長。 

〇吉川社会教育課長 社会教育課としましては、まきっ子塾に参加していく子どもたちの送り

迎えの問題については、必ず保護者、またはおじいちゃんおばあちゃん等に迎えに来ていた

だく方であれば出席してくださいということで、毎朝確認もさせていただいているのが現状

で、あと、共働きの親御さんのお子さんの場合でしたら、学童保育にも行かれているに当た

りましては、学校アドバイザーであったり、課員で学童保育にしっかり送り届けたりもして

いますので、安全安心は、やはり今までどおり継続して、送り迎えは必ず来てくださいとい

うことで、進めていこうと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それが一番安心ですし、安全やいうのは、もう十分理解できます。その形を

今後も続けていくのはそれでいいんですけども、今おっしゃったように、どう工夫すれば、

100とはいかないかも分かりませんけども、もう少し高められるかって、やっぱり今のご時世

ですんで、お父さんお母さん方がお働きになるというのが、今の常だというふうに思います

ので、そこのところをどうカバーしてあげられるのかというふうに考えていただくのも、皆

さんのお仕事かなというふうにも思います。その辺でやっぱり、誰もが受講できるというよ

うな形を、なるべく多く受けていただけるような形を、ぜひ確立していただきますようにお

願いをしておきたいと思います。お願いします。ありがとうございました。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 
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〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。再開は月曜日、３月13日午前10時とします。 

    散会 午後 ４時４７分 
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予算特別委員会会議録 

 

１．日  時  令和５年３月１３日（月） 午前１０時 

１．場  所  ３階委員会室 

１．協議事項  議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について 

議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について 

議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について 

議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について 

議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について 

議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について 

１．出席委員  委 員 長 上村 哲也 副 委 員 長  東  初子 

委   員 康村 昌史 牧浦 秀俊 竹之内 剛 

      東  充洋 

議   長 吉中 隆昭 

１．理 事 者  町 長 今中 富夫 副 町 長 阪本 正人 

教 育 長 松浦 教雄 総 務 部 長 中川 恵友 

都市環境部理事 吉川 昭仁 住民生活部長 山下 純司 

健康福祉部長 青山 雅則 教 育 部 長 松井 良明 

総 務 課 長 丸橋 秀行 秘書人事課長 髙木 真之 

上下水道課長 南浦 伸介 住民保険課長 和田  暁 

徴 収 課 長 山本 敏光 生き活き対策課長 林  栄子 

１．事 務 局  局 長 森本 朋人 書 記 山口 里美 

書 記 横田 大樹 
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    開会 午前１０時００分 

〇上村委員長 皆さん、おはようございます。予算特別委員会委員長の上村です。 

 本日、３月13日月曜日、１週間が始まりました。今朝方まで降った雨も、飛散中の花粉を

抑えるに当たってはよき雨だったのではないでしょうか。それでは、この１週間、皆さん、

ご多忙とは思いますが、しっかり乗り切ってまいりましょう。 

 それでは、早速ですが、予算特別委員会３日目を再開したいと思います。 

 議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について、これを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ４番、牧浦です。今日も一日、よろしくお願いいたします。 

 議第25号、令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について、まず歳入の４、５ペー

ジの国民健康保険税についてお願いいたします。被保険者見込み数が前年比で6.8％減少にな

っております。これについて比較したときにマイナスがかなりの減額なんですけれども、こ

れの説明をお願いいたします。 

 ８、９ページ中ほどの健康優良世帯表彰記念品、令和３年は20世帯、令和４年はどのよう

になっていますか。 

 12、13ページ、高額医療費、これの増額分の根拠を教えてください。 

 16、17ページ、人間ドック等助成事業費を430人予定で組んでおられると思うんですけども、

令和４年はどのくらいあったのかを聞かせてください。 

 以上です。お願いいたします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 おはようございます。それでは、ご質問いただきました上牧町国民健康

保険特別会計予算の説明をさせていただきたいと思います。 

 まずは予算書５ページ、保険税の被保険者数の減についてということなんですけれども、

議会資料、国保のナンバー２をご覧いただけますでしょうか。こちらは令和４年度の被保険

者数4,998名に対しまして、令和５年度見込みでは4,659名とさせていただいております。主

な被保険者の減の理由につきましては、団塊世代の方々が後期高齢者会計に移行されること

と、また令和４年10月から社会保険をはじめとします健康保険税の適用範囲の拡大、短時間
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労働者の方も社会保険の適用とかそういうこともございますので、そういったことからこの

ような現象が起きているかなと考えております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ありがとうございます。10月から社会保険の適用が、うちも役場の中でも、任用

職員の方にもこれを適用ということでいいんですね。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 はい、町村共済も同じように扱っております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ありがとうございました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 健康優良表彰につきましてなんですけれども、令和４年につきましては

13件となっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 大分減りましたね。３年は20世帯。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 ３年最初は10世帯となっています。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これはどんどん続けていってもらうことによって健康のレベルが上がってくると

いうんですか、またよろしくお願いいたします。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書13ページ、高額療養費の根拠につきましては、議会資

料、国保のナンバー６をご覧いただけますでしょうか。高額療養費に関しましては、令和３

年度以降、若干伸びが見られるんですけれども、これは医療の高度化等があるかとは思うん

ですけども、実際に受けられた医療がどのような診断をされて医療費に跳ね返るかというの

は非常につかみにくいところがございます。この予算根拠としましては、過去３年度の実績

を平均しまして見込んだ数字を令和５年度分として計上しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そしたら、ここに載っている令和３年度、４年度、５年度の平均を今回予算化し

たということでよろしいでしょうか。 
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〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 申し訳ございません。４年度とかはまだ見込み数となっておりますので、

元年、２年、３年の決算額を基に計算しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 人間ドックの積算根拠をお聞きいただいておるんですけれども、こちら

につきましても、令和４年度は実際に今、事業をしておりまして、集計中でして、データが

回ってくるのが２か月遅れたりしますので、非常につかみづらい状況でございます。でも、

予定としては420程度を見込んでおるところでございますけども、これの当初予算の計上につ

きましても、過年度の元年、２年、３年の平均から求めております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ということは、430人分ということでよかったですね。今年度も同じように予算化

しているということは、人間ドック推奨というのはどのように推奨されていますか。僕も何

人か一緒に連れていくんですけども、どこに載っているのというような形だったんです。広

報に載っているとは思うんですけども、途中、チラシも入れられたでしょうか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 基本的には、まず特定健診でお知らせする際に受診券をまいておるんで

すけども、その中にもお知らせを一緒に入れさせてもらっております。そしてまた、令和４

年度保険事業計画にもございますし、広報でも締切りが近づいておりますということで上げ

させてもらっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 いつも送ってくるのは、ピンクの用紙でしたね。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 そのとおりです。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 人間ドックの補助は、この近辺では上牧町だけですよね。大体４万円まで、ほぼ

全額です。本当に喜ばれる企画やし、なおかつ高額医療に移らないようなこともひっくるめ

て、またこれからも頑張ってください。 

 私の質問は以上です。ありがとうございました。 
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〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算について質問

させていただきます。 

 それでは、予算書の４ページ、５ページの款１国民健康保険税の目１一般被保険者国民健

康保険税、ここの節４、５、６の医療給付費分滞納繰越分、５番目の後期高齢者支援金等分

滞納繰越分、介護納付金分滞納繰越分、資料を見て説明をお願いします。 

 次に、款４県支出金の中の目１保険給付費等交付金、この中の節２特別交付金、この保険

者努力支援制度交付金、これは国から交付される交付金だということで、保険者の努力とい

うんですか、頑張ってはるところには多く交付されるというふうに書いてあるんですけれど

も、それで県のホームページを見ますと、奈良県自体は全国で比べますと47番目のうち45番

目だということです。この上牧町を県内の市町村別で見ると、下から10番目の低さの保険者

努力支援制度交付金の受給額というふうになっております。その辺の説明をお願いします。 

 次に、６、７ページの款６繰入金、目１一般会計繰入金、節３未就学児均等割保険税繰入

金108万9,000円、これの説明をお願いします。 

 次に、その下の目１財政調整基金繰入金が、節の説明によりますと基金残高３億408万4,000

円となります。これについて、令和６年度に県統一化された場合、この基金残高はどのよう

になるのかを教えていただきたいと思います。 

 次に、10、11ページです。款２保険給付費、目１一般被保険者療養給付費が約１億円近い

増額です。これの説明をお願いします。 

 次に、16、17ページです。款５保健事業費の目１保健事業費の節12委託料、国保ヘルスア

ップ事業費、出の13の資料の中のレッドカード事業、これの説明をお願いします。 

 以上です。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 それでは、タブレット番号、国保、ナンバー１、タブレット番号に沿って説

明させていただきます。医療給付費分の滞納繰越分につきましては、令和５年度につきまし

ては809万8,000円、調定額が2,699万3,418円、30％の収納率で計上させていただいておりま

す。後期高齢分につきましても、令和５年度につきましては、当初予算額が262万3,000円、

調定額につきましては874万3,756円、収納率につきましては30％、介護給付金につきまして

は、令和５年度の当初予算額といたしましては93万3,000円、調定額につきましては311万
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2,833円、収納率につきましては30％を計上させていただいております。 

 滞納繰越分に関しましては、予算編成当時、10月31日現在なんですが、収納率が35.62％で

ございました。タブレット資料でお示しさせていただいている令和４年度分の滞納繰越分、

３つの平均が約39％でございます。令和４年度の当初予算の編成時点につきましては、25％

で予算計上させていただいておりましたが、令和５年度の収納率に関しましては、約５％ア

ップの30％で予算計上をさせていただきました。主な要因といたしましては、滞納整理をさ

せていただいて、滞納額の縮減をさせていただいたんですが、それが主な原因で、しかしな

がら、その反面、財産のない方や、財産があっても法律で定められている差押え禁止財産し

か所有されてない方もおられますので、そのような事案が積み重なっておりますので、前年

度と同様の予算計上をさせていただくのはできないような状況で、変化によって予算額の算

出をさせていただきました。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 そこでお尋ねしたいんですけど、もらえそうにないお金を滞納整理するのはいい

ことだと思っています。ただ、滞納整理された方たちがまた滞納するということはあり得る

んですか。その辺だけ教えていただきたいと思います。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 滞納された方、そういう事案もございます。滞納されて、また滞納するとい

うこともございます。コロナ禍の状況でございますので、その辺は担当課としても注視しな

がら考えていきたいとは考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 コロナ禍、アフターコロナでこれから経済の活性化に向けて活動していく中で、

今後はコロナ禍でという言い訳はできないと僕は本当に思っています。だから、もう二度と

滞納をさせないというふうに考えていただきたいと、本当に難しい徴収課長の部署なんです

けれど、その辺はいかがですか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 委員のご指摘がございました滞納させないという方法なんですが、当課とい

たしましては、できるだけ少額のうちに滞納されている方と接点を持たせていただきまして、

お支払いいただくようなきめ細やかな話合い等をさせていただいて、できるだけ徴収を心が

けた方向で、滞納されている方にはそれぞれ諸事情がございまして、その辺を十分考慮いた
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しまして考えていきたいと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 なるほど。少額のうちにできるだけお会いして、回収に入ると。すばらしいです

ね。よく分かりました。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書５ページ、県支出金、特別、保険者努力支援制度交付

金につきましてご説明させていただきます。予算計上は1,198万3,000円計上しておりまして、

こちらは保険者における医療費適正化に向けた取組等を評価する指標を設定し、達成状況に

応じて交付金を頂けるというような制度でございます。その中でも、内訳、まず事業費分と

しまして480万円、取組評価分として718万3,000円の合計を今計上させてもらっているような

状況でございます。ご質問いただいた中にあります数字なんですけれども、取組評価につき

ましては、奈良県内に39団体あるうちで28団体となっておるんですけれども、一応こちらも

該当する事業で取り組める事業につきましては積極的に事業を進めておりますので、もっと

頑張っていきたいと思っているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 去年は何点やったんですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 先ほど順位を申しまして、点数としましては、令和５年度の取組の積算

で465点上げておるんですけども、まだ出てはないですけども、去年の実績見込みでは461点

なので、該当する事業を１つ増やしたとかいうような形になっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よそでやっていることをできるだけ取り入れて、できるだけ上位に上がるように

だけお願いしておきます。 

 じゃ、次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、予算書７ページ、繰入金、未就学児を聞いていただいており

ますので、こちらにつきましては、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国、地方の取

組として、国保制度において保険料を軽減するというような形になっておりまして、既に軽

減されているものに対しまして、さらにその５割を軽減する制度となっております。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 何人いらっしゃるんですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 こちらは保険税の積算と同じで、該当する被保険者からシステムを利用

しまして、該当する軽減措置とかもありますので、コンピューターが計算して出す数値とな

っております。未就学児均等割に関しましても、また県から交付通知が来るんですけれども、

今試算で何名該当するというのは出ないです。申し訳ございません。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 先ほど質問がもう１つ、順番が前後してしまって。療養給付費の増額に

ついて説明させていただきます。こちらはタブレット説明資料３番をご覧いただけますでし

ょうか。まず、令和２年度が非常にコロナ禍にありまして、受診控えから医療費が伸びるこ

とはなかったんですけども、その後、令和３年、令和４年度と徐々に医療費が増加してきた

ような状況でございます。令和４年度の12月末までは、ほぼ去年度並みの数字が来ておりま

した。１月以降は若干落ち着いた部分がございますけれども、まだ末までの見通しも立ちま

せんし、この増加傾向を捉えまして、非常に大きな金額になりますので、補正対応もなかな

か厳しいところがございますので、令和５年度はこの伸び率を見越した予算計上とさせても

らっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 基金についてのご説明が抜けたというか、順番がテレコになっておりま

した。基金につきましては、今回３億480万4,000円の計上というか、基金残高となっており

ます。県統一化後についてはどうなんだということでございますが、これは国の決まりでは

ないんですけれども、全国で多くの団体が保険給付費の10％から20％の基金を保有するとい

うような傾向が見られます。令和５年度におきましては、保険給付費と比較しますと15.7％

の基金残高となっておりますので、一応この枠内には入っておるのかなと考えております。

ただし、今後、統一化後となりますと、十二分に状況を精査しまして、どんどん基金を取り

崩して底をつくということのないように、内部でも協議しまして、慎重に事業を進めたいと
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考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、お聞きいただきましたヘルスアップ事業の説明をさせていた

だきたいと思います。資料、国保、ナンバー13番をご覧ください。ヘルスアップ事業としま

しては、実施内容で特定健診の受診勧奨、未利用者の方々に対します勧奨事業、健康教育、

健康相談、レッドカード事業や糖尿病性腎症重症化予防プログラム等がございます。そのう

ちレッドカードにつきましてですけれども、生活習慣病の受診勧奨事業というように思って

いただいたらいいのかなと思いまして、高血圧や高血糖、高コレステロール、高中性脂肪、

肝性腎臓病等の方々に対しまして受診勧奨通知を出していく事業となっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 レッドカードとかなりきつい言葉なので、ということはそういった大きな病気を

持つ可能性のある方に受診勧奨をするということですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 おっしゃっていただいておりますように、非常に数値が悪く、レッドカ

ードというか、受診の対象となる方々が対象となります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 そういった方に送った場合、ほとんどの方はやはり受診されるでしょうね。そこ

までは追跡しない。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 こちらは委託事業になりますので、受診勧奨に至るまでの経緯でありま

すとか、結果報告は出していただいておりまして、最終的にはご自身で判断されることでも

ありますので、でもそれが早期発見、早期治療につながればと考えております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。最後にもう１点お聞きしたいんですけれど、先ほど牧浦議員

が人間ドックの助成のこと、これは僕が聞き漏らしてしまって、来年度はどうなるのですか。

やる方向でいくのかどうかを教えていただきたいと思います。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 人間ドックの助成につきましては、特例措置としまして、令和５年度ま
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での間は今の４万円の支給で続けていくとなっておりますので、そのように予算計上させて

もらっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 特例措置なんですよね。ということは、それの延長はあり得ない。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 令和６年度につきましては、ちょうど県統一化後となりますので、先ほ

ども申しましたように、基金の状況等を十二分に精査しまして検討していきたいと思います。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 今の康村委員の人間ドック助成の部分のご質問でございます。この部分

につきましては、先ほどの財政調整基金を活用しながら、令和５年度まで特例措置という形

でさせていただいております。今後、統一化になりましたら、そういう保健事業に関しまし

ては、町で考えて継続してもいいというふうな部分のご意見も県から頂いております。そう

いった部分で継続した形で考えているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 県に統一化されますやんか。ある程度の裁量はできるということですか。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 各町村、基金を持っておられます。そういった部分の剰余といったらお

かしいんですけども、そういう部分があれば、医療費の抑制、医療費を抑えるための保健事

業には充てていくというような形になっておりますので、同じように６年以降も続けさせて

いただきたいというところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 基金のある間は、その範囲内で健康に関することなら使ってもいいという解釈で

いいんですね。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 基金に積んでおる資金があれば、そのような形でさせていただくという

ことでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 県統一化で、奈良県のどこに住んでいても保険料は一緒やと。この趣旨は本当に

国保を維持する上で大事やと思っています。ただ、奈良県の中でも物価の差がいろいろあり

ますやんか。奈良市の方、上牧町の方。そういうこともやっぱり加味しなあかん点があるん
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ではないかと僕は思っていますので、だから上牧町は人間ドックを受けられるというふうな、

そういった裁量も必要だと僕は思っていますので、こういった質問をしているんですけれど

も、県統一化について反対という意味ではございませんので、この辺だけは考えていただき

たいと思っています。 

 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 おはようございます。東です。まず初めになんですけども、先ほど牧浦委員

からも質問があったんですけれども、国民健康保険税のところなんですけれども、ここで前

年度に比べて4,260万8,000円の減額となっているわけですけれども、これについてもう一度、

主な要因を教えていただきたいというのと、もう１つは今、康村委員が質問されていたんで

すけれども、それぞれの滞納なんですけれども、この滞納の今の現状はどういう状況になっ

ているのか。今予算は、一般会計もコロナとかそういうのは加味していませんと、それまで

はマイナス６％だとかマイナス３％だとかを加味して計上してきましたというのが、この間

の説明であったわけなんですけれども、そういう状況も踏まえて、国保のところではどうい

う状況になっているのかというのが知りたくて質問しました。 

 それから、次に行きます。次は県支出金なんですけれども、ここでは前年度比と比べて１

億1,010万8,000円増額となっているわけなんですけれども、これについての要因をお願いし

たいと思います。 

 聞くはいっときの恥、聞かずは一生の恥ということで、県２号繰入金というのを教えてい

ただけますか。 

 次に、６ページ、７ページの繰入金のところなんですけども、一般会計、それから保険基

盤安定云々あるんですけども、法定減免は２、５、７でしたっけ。それも含まれていると思

うんですけども、それらの人数を教えていただければと思います。被保険者は、今年度は減

るんですよね。そういう中で、どういう状況なのかと思いまして。僕はこの会計云々は、数

字のこととあれでして、皆さんの施策なんていうのは、また町長の施策は先ほどの健診とか

そういうところでは表れてくるんかなというふうに思うんですけれども、それ以外のところ

はなかなか国保のところでは県一体化となってやりにくいところがあるのかな。しかし、一

般会計からの繰入れで云々ということは、法律上は可能なんです。うちは今やる必要はない

と思うんですけれども。全くもって認められないということではないというふうに思ってい
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るんです。いや、それは全然関係ないんですよ。また、そういう状況の下で、今マスコミで

報道されているのは、話が外れるんですけども、国保が今、県一体化になって６年目になる

んですか。そういう中で、各自治体が値上げをする傾向にあるというふうに言っているんで

すけれども、来年度、令和５年度にはそういうことはどうも見られてないんですけれども、

今後、そういうような状況が近い将来にあるのかどうかというのがあれば教えていただきた

いというふうに思います。ちょっと外れましたけど、お願いします。 

 次に、10ページ、11ページです。11ページのちょうど真ん中あたりに、負担金補助及び交

付金で、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金、これは初めて計上されてき

たのと違うかなと思うんですけれども、これについて説明をお願いしたいと思います。 

 次に、保険給付費のところなんですけれども、ここで前年度と対比しまして１億1,236万

7,000円が増額になっているわけなんですけども、これについての説明をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、14、15ページですけども、ここで国民健康保険事業費納付金、これは県に納めるお

金だと思うんです。これは保険税、それから先ほどの２割、５割、７割の分だとか、そうい

うのも加味して全部ここで計算されて支払っていくということになっているんですよね。そ

の納付金額は、元の県から通知が来るんですか。それでいったら、残るのは本当にほんの僅

かですよね。言ったら事務費だけが残るんかなというぐらいしか残らへんのと違うかなと思

うんですけれども、今のところは県のお金を借りて、そして期限までに払わなあかんと。一

般会計で処理するのではなくて、県から借りなさいよと、それで期限で返しなさいよと、そ

ういう取決めみたいなのがあったというふうに覚えているんですけれども、そういうのは今

のところ上牧町にはないと思うんですけれども。ここで、本当にこれがどういう形で今後回

っていくのか、滞納の分がどうなっていくのかというところが非常に危機を感じていまして、

それももし入ってこないというような状況になったとしたら、ここの部分がもしぼんと上が

る、そんなに極端には上がることはないんだろうというふうに思うけども、しかし不安材料

の１つであるということは間違いないので、その辺はどうなのかという見通しも含めて、教

えていただけたらと思います。 

 以上です。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、ご質問いただきました、まずは税の減収についての主な要因

ということでございました。こちらにつきましては、要因としましては、やはり先ほど申し
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ましたように被保険者の減、これに尽きるかなと思うんです。質問が前後するんですけども、

繰入金の中で減免者というようなことを聞かれておりましたので、先にそれを申しますと、

当初予算計上の中では、15名の方を既にここで減免の措置として見込んだ予算の計上となっ

ております。この減収に対しまして、東委員がおっしゃっていただくように、私どもも当然

危機感もあるんでございますけれども、やはり国が令和６年度以降、後期高齢者の部分につ

いての増額であるとか、また生活保護の方々の取扱いについてもいろいろ検討されているよ

うな実情がございますので、私どもは国の動きに従った事務を執り行っていきたいと考えて

おります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 事務をつかさどる皆さんでどうのこうのできないということは十分承知して

います。国から言われた、県から言われたことを忠実に守っていかざるを得ないと、それを

遂行しなければならないというのは皆さんの仕事だというふうには思うんですけれども、や

はり国民健康保険税は社会保険ではなくて、社会保険であるならば、皆さんでしたら当然、

役場からの持ち出しが皆さんの保険の中には含まれていて、それで保険を賄っていかれてい

るんですけども、国民健康保険税は自分１人の部分で、どこからも補助がないんです。 

 話は横にずれますけども、知事会や市町村会の町長、知事が、国に対して、１兆円の国保

に対してお金を出してほしいという要望は各団体でやっているみたいなんですけども、その

１兆円がなかなか国保のところには回ってこない。余分な話ですけども、５年間で43億とい

うようなお金をそんなミサイルに使うというんでしたら、１兆円ぐらいはここへ回してもい

いのにと思うんですけどね。そういうような時代なんですけれども、国保を運営していくた

めに、みんなを苦しめていいなんていうようなことはあり得ないわけで、私はやっぱり今の

国保税は、一人一人の負担を超えてしまった負担になってしまっているというふうに思って

いるんです。国保を安定化させなければならないからといって我慢するなんていうのはとん

でもない話で、そんな我慢をして、体を壊して医者にも行けへんかったらどないすんねんと

いうふうに思うんですけれども、そういう状況の下で、ここの滞納なんていうのも当然増え

てくる可能性はこの物価高でもありますし、そういうことで増えてくるのではないかという

嫌いはしているんです。本当に今、皆さん、生活が大変と言っていますので、この予算の推

移のままで行っていただければいいんですけど、その辺が私は心配の嫌いをしているところ

なんです。その辺はいかがですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 
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〇和田住民保険課長 東委員のおっしゃっていただいた住民一人一人の状況も、景色が浮かん

できましたので、おっしゃるとおり、私どもは国・県から来ました指示に基づいたことしか

できないんですけども、窓口課でもございますので、住民様の気持ちに寄り添えるように事

務を努めていきたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 この議会で今すぐなんて言いませんけれども、また機会がありましたら、今

の滞納の状況というんでしょうか、例えば医療の部分のところでは一体何人分があって、ど

れぐらいの期間で、長い間置いておくなんていうことも多分できないんだろうと思うんです

けど、やっぱり適切な時期に適切な処置をしていかんと、結局は歳入欠陥みたいな形に陥っ

てもあまりよくないと思いますので、その辺は適切に処理しなければならないことがあるん

だろうと思うんですけども、それまで皆さんは本当に大変な努力をしていただいているとい

うのは分かるんですけども、そこのところで前みたいに幾らと残ってきて、生活困窮だとか

いろんな場面が、多分振り分けてもらえるというような状況があるのではないかなと思いま

すので、１回そういうのも見せていただきたいというふうに思いますので、今回は要りませ

ん、いいですけども、もし次のときでもあれば、ぜひそういうのも見せていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 検討させていただきます。 

〇東（充）委員 よろしくお願いします。そしたら、県支出金のところでお願いします。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 それでは、滞納のほう……。 

〇東（充）委員 滞納分で。１回、そんなのをまとめといてな。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 分かりました。 

〇東（充）委員 オーケー。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 今の滞納部分の予算に関しまして、決算書のときでしたら、不納欠損と

いうことで生活困窮とかそういう人数は上げさせていただいております。予算に関しまして、

また今後検討させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〇上村委員長 東委員。 
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〇東（充）委員 決算のときには、不納欠損を上げるときに行方不明、それからいろいろ書い

ているのでというのが分かるんですけども、何年度に幾らあって、そしてそれを決算で合っ

ていくと、それが全て予算に反映してくるというふうにはならんでしょう。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 先ほど説明させていただいた不納欠損の部分につきましては、不納とし

て落としますので、予算には反映されていかないと。例えば令和４年度でしたら、最後の３

月31日、年度末に不納として、歳入はありませんということで、不納欠損で落とさせていた

だいています。そういう落とさせていただいた歳入部分の明細ということで、不納欠損の資

料をいつも上げている部分でございます。今回、当初予算ベースにおきましては、滞納者の

資料を上げるということができますけども、生活困窮者というレベルではちょっと……。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 その振り分けができないということね。なるほど、そういうことを言いたか

ったのね。分かりました。我々としたらこの数字だけではなしに、どういう状況になってい

るのかというのを見たいだけで、そやから何年度は何人というのは決算。そやけど当然そう

なったとしても、３月31日で全て切りますか。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 不納欠損として上げさせていただいたものは、３月31日で切らせていた

だきます。 

〇東（充）委員 分かりました。 

〇上村委員長 住民生活部長。 

〇山下住民生活部長 それと、先ほどのご意見なんですけど、研究できるようでしたら研究さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇東（充）委員 分かりました。結構です。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、ご質問いただいております県支出金の増額につきまして説明

させていただきます。まず予算書ベースで見まして、１億1,000万程度の増額が出ております。

そして普通交付税、特別交付税と細節分けしておるんですけれども、この普通交付税につき

ましては、歳出の２款保険給付費、要は上牧町で実際に保険給付でかかった医療費の分、こ

の分を普通交付金で県は丸々補助してくれております。ですので、今年度、単純にぽんと医

療費が上がったといっても、この普通交付金で補えますので、今年度中で歳入欠陥が出ると
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いうようなことはございませんでして、それで補助金の金額が上がったというのは、普通で

聞くと非常にうれしく聞こえるんですけれども、これは普通交付金の金額が上がっていると

いうことは、昨年度とか、また今積算しております医療費の金額が上がっていると、そうい

うような形になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 なるほど、そういうことですか。分かりました。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 続きまして、特別交付金の中に含まれております県２号補助金、こちら

につきましても、これもあくまで国保の主体であります県が、保険税の負担抑制効果のため

に、これまでは県で上牧町にかかった医療費を差引きして、うちには交付金で請求されてこ

なかったんですけれども、一旦、これだけかかりましたよと、それを見える化ということで、

２号交付金というような形で一旦入れてくれはるんですけども、結局は最後の納付金でお支

払いしているので、トンネルになっているような形になりますので、予算の枠としては増え

るんですけれども、これはあくまで上牧町はこれだけかかっているから気をつけなさいよと

いう県の保険料抑制のための効果を見込んだ交付金となります。 

〇東（充）委員 それが１億223万5,000円。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 そうです。あと歳出、国保の９番の資料をご覧いただいてよろしいでし

ょうか。こちらで医療給付、後期高齢者支援、分かれておるんですけども、一番下の段、県

２号繰入金というのがございますので、ここの6,300、2,700、950万、これを足していくと、

ほぼ先ほどの金額に返ってくるかと思います。 

〇東（充）委員 足したら、それがこの金額になるの。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 細かい計算がありますので、多少の差額はあるんですけども、基本的に

はこの規模で行っております。 

〇東（充）委員 保険税負担抑制のための県繰入金活用の見える化、上牧町はこれだけですよ

ということを数字で表してきたと。これは、それを入れるけれども戻せというものなんです

ね。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 そのとおりでございます。 
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〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 次のページ、繰入金についての減免や法定繰入れのお話を聞かれていた

かとは思うんですけれども、こちらにつきましても、やはり法定外の繰入れというような形

になりますと、違法ではないんですけども、保険制度上では望ましくないというようなこと

もありますので、一般会計から繰り入れて好きなように使ってもいいということではござい

ませんので、ルールの下、基金の残高に注視しながら事業を進めたいと考えております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 その辺はあるでしょう。名古屋市が違うんですよね。名古屋市は繰り入れて

いるんですよね。１回調べてみてください。全くあかんというふうには多分なってないはず

です。やっぱり住民の声が大きかったんやと思います。今すぐやれと言っているのではない

んですよ。そういうこともできるということを言っているだけで、今、上牧町にそれをやり

なさいなんていうふうには今は求めていません。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 今後、検討や研究を進めてまいりたいと考えます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ここの部分が、先ほどの県へ払わなければならないうちの１つの計算の中に

これも入ってくるということですよね。よろしいですね。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金ということなんで

すけれども、これも使用料等は以前から上がっておりまして、口座振替を行うときにキャッ

シュカードをそのままカードリーダーに通して登録すると、それが今オンライン化の流れで

いろいろ動きを持っていまして、コンビニでもできるようにするとか、まだアンケートの段

階ではございますけども、協会が進めていらっしゃいますので、その通知に基づきまして、

今回は負担金をこの金額だけ計上させてもらっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これは推進していくわけやから、今後そういう方向で進めていくために提示
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をしたということですよね。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、保険給付費の増額と、続きまして事業納付金の内容とおっし

ゃっておりましたので、先ほども途中まで述べておりますので、２つ合わせてご説明させて

いただきます。基本的に保険給付費は増額しております。やはりこれは令和３年度以降、徐々

に医療費が増えていっていると。被保険者の数が減っているけども、なぜにこれが増えてい

るのか。そこは医療の高度化で１回受診したときにかかる費用が増額しているのではないか

と思われることと、やはりコロナ、大分落ち着いてはおるんですけども、コロナの判定が出

るまでの費用が、外来で最近受けてはりましたので、その分が保険費負担とかになってまい

りますので、増えた要因ではないかと考えております。ただ、保険給付費が増えたから、上

牧町の国保財政がいきなり赤になるかというとそうではなくて、普通交付金で補っていただ

けるんです。 

 ただ、次の質問でもございました事業納付金がございまして、これは県が奈良県内の医療

費とか、国保に係る事務費を取りまとめまして、人口ベースで上牧町であればこの金額を納

めなさいよということですので、県内全体の医療費がそこにかかってきているということに

なります。ですので、やはり県統一化後、保険料の負担率は確定されるわけですけども、今

申しましたような県全体での医療費、また国保経営を成り立たせるために必要な金額がこの

数字であるということが提示されておりまして、うちとしましても高齢者が多い町でござい

ますので、医療費はたくさんかかっているけども、それは県内みんなで負担するからいいで

はないというふうに思ってしまうんですよ。でも実際のところはそうではなくて、そういう

団体であるからこそ保健事業等を推進していき、県内全体の医療費を縮減していく。県内医

療費を縮減することと県内全体の国保の徴収率を上げることが、この納付金を減らす流れと

なりますので、そうなりますように全力で課一丸となって当たっていきたいと考えておりま

す。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 上牧町が保険者である、各自治体が保険者であるというときに、本当に何が

よかったのかということが、今さらながらですけども、上牧だって苦しいときはあったんで
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すよ。昭和何年ですか、在原さんの時代だったな。あの当時で１億を超えるお金を一般会計

から国保に繰り入れていたという時代があって、２年連続でそんなことがあったんです。こ

れはすごいと思って、保険税が集まらんから値上げをする、値上げをするからまた滞納が増

える、また一般会計から繰り入れる、また値上げをするというふうに悪循環を繰り返してい

たということがあったんです。そやけど、それがもう少し、先ほどのように、やっぱり自治

体でもう少し許容範囲が増えるというようなことがあればもっといいのにと思うんですけど。

そやから今のご説明では、みんなの奈良県全体のことだからということで、１億1,200万もの

医療費が上がったという部分のところには、奈良県全体も見ているところがあるというとこ

ろが、我々としてはもう一つぴんとこないところなんですけれども、おおらかというんでし

ょうか、皆保険制度ということになればそういうこともあるのかもわかりませんけど。そや

けど、そういうふうになったとしても、今、県民、また上牧町の住民は、国保が本当に高い。

本当に生活に大きな影響を与えているという。これは皆さん、今お仕事をして、ちゃんと社

会保険でやられていますけど、退職したら一遍になくなりますよ。どうなるのか。ほんまに

切実です。そやからその辺も、皆さん、今は安泰でしょうけど、もし退職したときびっくり

するような状況になります。分かりました。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

〇上村委員長 ここで暫時休憩とし、再開は11時20分。 

    休憩 午前１１時０８分 

    再開 午前１１時２０分 
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〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算について、これを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 ４ページ、５ページのここでも繰入金なんですけれども、保険基盤安定繰入

金7,799万5,000円、これについてご説明をお願いします。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それでは、後期高齢者医療特別会計の予算について説明をさせていただ

きます。まず、今ご質問いただきました予算書５ページ、保険基盤安定繰入金7,799万5,000

円、こちらにつきましてはタブレットの資料を用意させていただいております。ナンバー２

をご覧ください。こちらにつきましては、低所得者の方々の保険料の軽減を行う制度がござ

いまして、まず一般会計に県から補助金が入ってまいりまして、あと町の負担分も含めまし

て、金額を一般会計から繰入れというような形で受けさせていただいております。内訳で申

しますと、表で示させていただいたように７割、５割、２割とありまして、その内訳はこう

なっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 それで、この資料でいきますと７割、５割、２割なんですけども、７割のと

ころが1,720人、５割が464人、２割が540人となっているんです。対象者の方がいるというこ

とになっているんですけれども、これでそれぞれ幾らぐらいの所得であるならば、それぞれ

７割、５割、２割になるんですか。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 細かい計算式を持ってこれていないんですけども、基本的にはこちらは

後期高齢者広域連合で管理をしておりまして、被保険者の情報を登録しまして、そこに見合

います計算がございまして、通知が参りました分から今回の予算を計上させていただいてい

るような流れになっているんです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ７割軽減の方は、所得というのが大体幾らぐらいであったら、７割の法定減

免が受けられるというような、そういう基準は向こうから決めてくるだけで、これは全て他



－21－ 

人任せみたいな形になっているんですか。そして、これも含めて県に払わなあかんというよ

うな状況になるんですけれども。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 算定式はございます。それは当然、理解をしておるんですけども、算定

式でいいますと、所得から基本標準額の43万円を除いたものにつきまして、ゼロとなりまし

たら７割になります。令和４年度でありましたら、その差が28.5万円の所得であるならば５

割軽減の判定になります。そして差額が52万円であれば２割軽減の判定となりますので、こ

れをうちで一件一件はじいてというような計算はしておりませんで、基盤安定の負担金の県

の積算を使わせていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 この資料で見せていただいたら、これを合計しますと2,724人という人数にな

ると思います。ところが、後期高齢者になっている方がこれの倍ほど、4,000人ぐらいだった

というふうに思うんですけども。ということは半分がそれぞれの法定減免を受けられている

という、そのような勘定になるんかなと思ったんですけど。 

〇上村委員長 住民保険課長。 

〇和田住民保険課長 それはおっしゃるとおりです。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 私はまだ後期高齢者の中には入らないんですけれど、ここで後期高齢者にな

って、２割負担、３割負担のところが、住民の方々においても影響が結構大きくて、何でう

ちが３割になるんやとかいう質問があって、ここも今の世情に鑑みたらやっぱり厳しいかな

というところがあるのかなと思うんですけれども、そういうことがあるということで分かり

ました。そういうことで、半分ぐらいが法定減免を受けられると。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 東委員。 

〇東（初）副委員長 東初子でございます。よろしくお願いいたします。私から議第27号 令

和５年度上牧町介護保険特別会計予算について質問させていただきます。２か所だけお願い

いたします。 

 説明書の18、19ページ、説明欄のところの緊急通報見守り支援事業費、12の委託料505万

6,000円のところです。緊急通報見守り支援事業のところ、前年は411万9,000円ということで

増額になってきていますけれども、ここのところの説明をお願いいたします。 

 そして、その下の説明欄の認知症初期集中支援推進事業費、認知症地域支援ケア向上事業

費23万円、上のところも併せてですけれども、支援事業費のところの説明をお願いいたしま

す。認知症がすごくだんだんと増えてきているという現状ですので、この辺の実情をお聞か

せいただけたらと思います。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書19ページの緊急通報見守り支援事業の部分で説明を

させていただきます。現在、緊急見守り通報装置の需要が伸びております。必要とされる方

が増えておりますので、今年度、新規申請の方が増えておりますので、今年度も増加を見込

んでこの予算額とさせていただきました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。やはり高齢化が進んでいるのと、単独世帯が増えている

ということが原因でしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 高齢ご夫婦でも、どちらかや両方とも病気を抱えていらっしゃったり

とか、あとお独り暮らしの方の増加も増えておりますので、今後も需要が高まると思ってお
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ります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。これは委託料ということで業者の方に、例えば握ったら

それが通じるとかというふうなことをよくテレビなんかでは見たことがあるんですけれども、

そういうようなことでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 胸にぶら下げるタイプもありまして、ボタンが２つだけついておりま

して、緊急のときはそこの赤いほうのボタンを１つ押していただければ、業者に連動して通

報が行くという形になっております。この委託料につきましては、そちらの業者さんにお支

払いする形になっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。そしたら、この場合は業者さんには伝わるんですけれど

も、併せて町にということはないですよね。まずは業者さん。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 救急車で搬送された場合は、その日または翌日に救急でファクスで連

絡が町には参ります。そうではない部分で、救急車の出動まではいってない部分につきまし

ては、一月ごとに、どういう連絡が来てどういうお話をしたという報告書が参ります。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。一月ごとに報告書は、どこのどなたがこういう状況だっ

たということは来るわけですね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 よく分かりました。次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、19ページの下の部分の認知症初期集中支援チーム事業費と

認知症地域支援ケア向上事業について説明をさせていただきます。認知症初期集中支援チー

ムといいますのは、専門医、または専門家等々でチームをつくって訪問に行かせていただい

て支援を行うというやり方でございます。それと、その下にあります認知症の地域支援等々

につきましては、毎月、専門家の方による相談日を設けております。そこに予約制で、認知
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症ではないかとか、認知症になっていても状態が変わったのではないかといったような相談

を受けております。そういった部分で委託料として金額を取らせていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。毎月、相談日は月に１回とか２回とかですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 月に１日を取らせていただいて、時間制で予約を頂いております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。本当に認知症の方が増えてきているというのが周りを見

ていてもよく分かってくるんですけれども、やはりご本人の意識がないというか、そういう

こともあると思うんですが、そういう対応とかは。ここにご相談に来られる方は、例えばご

家族の方だとかということになるかと思うんですけれども。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 委員がおっしゃられるとおりで、ご主人、または奥様だったり、子ど

もさんがご相談に見えることが多いです。もちろん本人さんも一緒に来ていただければ、簡

単な検査をすることもできますので、気軽に来ていただいていいかなと思っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。相談のときにはお医者さんもおられるということですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 相談日にはドクターはおりませんで、認知症の専門の相談員で、資格

はソーシャルワーカーや認知症専門の看護師が来られております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（初）副委員長 分かりました。最初の段階の窓口としてソーシャルワーカーの方とかが

対応していただけるということで、そういう窓口があると、悩んでおられる方が本当に助か

るというふうに思います。また今後もよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について質疑させ

ていただきます。 

 それでは、予算書の17ページです。ここの目２任意事業費の説明欄の下のほう、家族介護
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支援事業費、ここの19扶助費、徘徊感知機器通信料、説明書によるとＧＰＳというふうに書

かれているんですが、一体どのようなシステムになっているのか教えていただきたいです。

それから、その下の成年後見制度利用支援事業費、これは資料を見させてもらったんですが、

１人の予定というふうになっているんですが、この辺の説明をお願いします。 

 次に、18、19ページです。目３在宅医療・介護連携推進事業費、説明欄の在宅医療・介護

連携推進事業費の12委託料、出の６の資料を見ているんですけれども、この資料の中で、５

番目の予算根拠、これは西和メディケアフォーラム事業負担金15万、それと在宅医療・介護

連携推進事業委託料80万3,000円となっておりますが、３番目の実施内容、退院調整ルールづ

くり事業、これの予算の張りつけがないんですが、この辺の説明をお願いします。 

 次に、その下の生活支援体制整備事業費、７報償費の生活支援サポーター養成講座謝礼が

２万4,000円、研修講師謝礼２万円と、この２つを説明していただきたいんですが。よく分か

らないんです。 

 次に、その下の先ほどの東議員が質問されていました認知症初期集中支援推進事業費、今

現在、上牧町には認知症という病気の方は何人とか、そういうのを把握されているのかどう

か、その辺を教えていただきたい。それと、だんだん自分も高齢化になってきて、近所にも

認知症の方がいろいろいらっしゃる。いざなったときには一体どのような支援を受けられる

のかというのを、簡単でも結構なので教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書17ページの家族介護支援事業の扶助費の徘徊感知機

器通信料についてでございます。これは徘徊が心配な方に対して、例えばスニーカー、靴に

ボタン状のものをつけさせていただいて、その方がそれをつけて行動されたら、家族の携帯

に通信が行きまして、どこにいらっしゃるというのが分かる、そういったシステムになって

おります。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 それの大きさは小さいんですよね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 このぐらいのものであると。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 靴はどのようにつけるんですか。 
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〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 かかと等に接続できるような形になっております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 かかとに接続。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 くっつけるといいますか。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 靴の中ではないんですよね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 外側と聞いております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 成年後見制度利用支援事業の謝礼の部分でよろしいでしょうか。成年

後見人に選任された例えば後見人の方に対して謝礼をお支払いするといったシステムなんで

すけれども、被後見人の方がご自分の費用からお支払いすることができる能力がある方は、

そちらからお支払いをしていただいているんですが、その能力がない方については町でお支

払いをさせていただくという制度でございます。今のところ、上牧町としてはお一人いらっ

しゃいますので、その方の分を計上させていただきました。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、19ページ真ん中ほどの在宅医療・介護連携推進事業につい

てでございます。在宅医療の部分で、西和７町でメディケアフォーラムという横の関係で多

職種連携できるような関係をつくっております。そういったところの負担金で15万円、あと

在宅医療・介護連携推進事業委託料ということで、ＳＮＳのそういったシステムを使ってお

りますので、それで80万3,000円を上げさせていただいております。退院調整ルールづくりの

ところで、お金があまり見えてこないというお話だったかと思うんですが、メディケアフォ

ーラムの中でそういったお話もたくさん、そういった事業費もその中に含まれて使わせてい

ただいてもおりますし、あまり費用が発生しないといいますか、ソフト面が多くなっており
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ますので、あまり多額の費用が発生していないというところが現状でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 在宅医療と介護、この連携がうまいこといっているという解釈でいいんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 五、六年前よりはかなりいいムードが出来上がってきたかなと思って

おります。というのは、ケアマネジャーさんが大変ご尽力されて、病院も尽力されて、入退

院につきまして連携を図るというシステムが８割方、構築できておりますので、かなりいい

ムードが構築されてきております。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 あと２割ほどがまだ足らんのですね。正直、住み慣れたところで、できたら自分

の家で暮らしたいです。介護施設なんかへ行ったってろくなことないみたいなので。いや、

ろくなことないと言ったら語弊がありますけれども、できたら自分の家で暮らしたいという

のがあるんです。けども、近所の人たちを見ていますと、なかなか難しいと思いながら、そ

れでも一生懸命、自分の家で暮らしてはる人たちがいっぱいいらっしゃるので、医療と介護

の連携が本当に大事だと思っていますので、あと２割は何年ほどで出来上がるんでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 例えば急に退院が決まって、準備が間に合わなかった。例えばドクタ

ーの見立てで、これやったらあした退院だろうという、そういうやり方になりますと、ケア

マネジャーさんが在宅でする在宅の準備が間に合わないということがありますので、そのケ

ースによって、いろんな退院調整ができる場合とできない場合があるということで、100％は

なかなか難しいかと思います。ただ、今、私は80％と言いましたが、在宅医療連携が必要の

ない場合もありますので、そういった場合も五、六％は含まれておりますので、そう考える

といい調整率になってきているのではないかと感じているところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。大分安心してきました。 

 それでは、次、お願いします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、19ページの生活支援体制整備事業費の生活支援サポーター

養成講座謝礼と研修講師謝礼の違いということでございますが、生活支援サポーターさんは

現在30人弱いらっしゃるんですが、仲間を増やすために養成講座を開催します。サポーター
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さんとして活躍されている方々に対しても、いろんな勉強というか、研修が必要ということ

で、それらの方々に対して研修会を開催する費用でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、最後の質問です。認知症の件です。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 認知症の方の人数を出すというのはなかなか無理でございまして、私

どもはそこまでの把握はできてないのが現状でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 認知症はもう治らないと僕は思っているんですが、その認識でよろしいんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 認知症の種類によっては、発生機序によっては治るものもございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。初期の場合は、ほとんどが治る可能性はあるんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 例えば脳血管疾患が原因で認知症になられた場合は、その原因を取り

除けば治る場合がございます。それと、初期の場合というご発言でしたが、認知症の問題行

動がすごく加速する前のちょっとしたときに家族さんが気づいて、例えば受診に行かれると

か、行動変容をされるとかという形で、それ以上進まないといったことはできると思います。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。それでは、最後の質問です。実際に私自身がなったときには

一体どのような支援を受けられるのか、具体的に聞いておきたいんですが。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 なってしまって、例えば家族がそう感じられてからということでござ

いますか。そうしましたら認知症相談に来ていただいて、月に１回しか専門家が来ませんの

で、それを待てないと思いますので、例えば簡単な簡易検査の機械がありますので、そうい

った機械で簡単なゲーム感覚でやっていただくと。そこで高い点数が出れば、受診に結びつ

けていただく、そういったアドバイスをさせていただきます。そこに行く前までに、例えば

地域の体操教室とか、脳の健康教室とか、ちょっとしたとき、ＭＣＩとかといわれる段階の

ときに、そういったたくさんの方と触れ合って、同じ時刻に同じ活動をしていただくといっ

たような活動にどんどん入っていただくといった予防も大事かと思います。とにかくこれは
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発症しているのではないかというときは、早めに専門医に受診していただいて指示を仰ぐと

いうのが一番かなと思いますので、一連のそういったご相談に乗らせていただいて、アドバ

イスをさせていただくというところでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。これで私の質問は終わります。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 牧浦委員。 

〇牧浦委員 牧浦です。よろしくお願いいたします。議第27号 令和５年度上牧町介護保険特

別会計予算について、４、５ページ、滞納繰越分普通徴収保険料、累積滞納額を聞かせてく

ださい。回収の見込みと考え方を教えてもらいます。 

 10、11ページ、下のほう、介護サービス等諸費です。ｉＰａｄの１の資料の説明をお願い

いたします。また、認定者数はどのような人数を考えておられるのか聞かせてください。 

 それでは、15ページ、地域体操教室事業費、地域体操教室事業委託料、それと地域体操教

室事業補助金とあるんですが、これはときめきＯＢ会と、それからためトレ、２つぐらいに

分かれているのか、３つぐらい分かれているのか。また、これの内容を聞かせてください。 

 次に、16、17ページ、包括的支援事業費の中の地域包括運営委員会の内容を聞かせてくだ

さい。そして任意事業費の中で、家族介護支援事業費、紙おむつ支援費、何件を予定されて、

１件の制限はどれぐらいやったか聞かせてください。そしてまた、任意事業費の中の配食見

守り支援事業、何業者が入られて、何人おられるのか聞かせてください。 

 そして、同じく19ページ、生活支援体制整備事業費、生活支援サポーター養成講座、これ

はどこでやっているのか。また、今、生活支援サポーターの人数はどのぐらいになっている

のか聞かせてほしいのと、生活支援体制整備事業はどういう内容なのかを教えてください。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇上村委員長 牧浦委員の質問通告は終わりましたが、ここで暫時休憩とし、再開は午後１時。 

    休憩 午前１１時５６分 

    再開 午後 １時００分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 牧浦委員より質問の通告は終わっておりますので、順次答弁をお願いします。 

 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、滞納の累積額のご質問にお答えさせていただきます。現在、
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285万4,150円でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 この回収の見込みと、それから考え方はどうでしょうか。 

〇上村委員長 徴収課長。 

〇山本徴収課長 回収の見込みといたしましては、できるだけ多くを回収する方向では考えて

おります。回収方法といたしましては、国保税と同じような感じで、まず最初に滞納整理を

かけさせていただきまして、督促催告を送らせていただきます。それで、その次に電話での

督促です。それで、現地の訪問で払ってくださいという戸別訪問をさせていただいて、その

後に財産調査に入らせていただきます。財産調査に入らせていただいた段階で、大概の方は

通知をした段階では来られるんですけども、来られない方も時たまいますので、財産を差し

押さえさせていただくという形を取らせていただいて、回収の方向に向けた取組をさせてい

ただいているというのが現状でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 本当にご苦労さまです。なかなか大変やと思いますが、回収をよろしくお願いい

たします。 

 次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書の11ページ、資料１に基づいて説明をさせていただ

きます。まず、認定調査の認定者をどのくらい見込んでいるのかということだったと思いま

すが、1,400人から1,450人ぐらいの間と見込んでおります。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。そしたらｉＰａｄのほうの、項目で言いましたら地域密着型介護

サービス給付費と、それから居宅介護住宅改修費について、ここは増減率が多くなっている

んですけども、これの説明をお願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 地域密着型介護サービス給付費ですけれども、これについては小規模

なデイサービスと、あとグループホームと、それに関連するショートステイを地域密着型サ

ービスと呼ばせていただいておりまして、現在、認定者数が今年はコロナで増減しながら大

きな動きがあったんですけども、５年度あたりは安定してくるので、使いやすい身近なサー

ビスが伸びるものと考えております。 
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〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そういう施設があるんですか。それとも、こっちから行くというか、施設がある

んですね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 地域密着型として上牧町内に登録の施設がございますし、また、本当

は町内を利用するというのが地域密着型の趣旨なんですが、どうしても足りない場合もござ

います。そういう場合は、近隣の市町村と連携しながら、そちらの他市町村の地域密着型を

使わせていただくということもございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。本当に足りているのかなというのがありまして、そういう方向に

行っていたというのは今初めて知りました。ありがとうございます。 

 それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書15ページの地域体操教室についてでございます。現

在、全部で17か所が……。 

 先ほど住宅改修の回答がまだだったと思うので。住宅改修の部分なんですけれども、最近、

介護予防、要支援１・２の申請というか、利用者の方が増えております。そういった方々は、

住宅改修を伴って安心、安全にご家庭で暮らしていただくというところで住宅改修が増えて

いるかと思います。それで、ちょっと多くつけさせていただいている状況でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 多くなったのは多くなったんですけども、やっぱり物価高騰になっていて、いろ

いろ材料費等々が上がっているではないですか。そういう部分も加味されているということ

でいいんでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 見積りの中に、多少そういった現状があるかと思います。だからとい

って住宅改修をそれでという形ではなくて、本当に必要な方の住宅改修の件数がというとこ

ろでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、地域体操教室をお願いいたします。17か所まで聞

きました。 
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〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 現在、委託教室が６教室で、あと自主運営教室が11教室という形で動

いておりまして、委託料とそのほかの料金で分けさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 ６か所の委託料は、町から補助が出ているイメージなんでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 これで分かりました。それと、ときめきＯＢ会は今何をされているんでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 通称ときめきＯＢ会で自習教室を運営してくださっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 教える人たちが、自主的に教室で練習をしているというイメージなんですか。そ

うではなくて。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 先ほど自主運営の教室が11か所あると言いました。そこで委託教室を

数年されて終わった方々が、自主運営の教室という形で、ご自分たちである程度ご準備をな

されて教室を運営されております。そこにときめきクラブの養成講座で免許を持たれた、資

格を持たれた方々が、委託の教室よりも数少なくそこに支援をされに行くという形で、ＯＢ

教室イコール自主運営教室になっております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、お願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書17ページの地域包括運営委員会委員謝礼の委員会の

中でどんなことをしているのかというご質問だったと思うんですが、まず、年に２回開くこ

とを前提にしております。委員は各組織の代表の方、あと町民代表の方に加わっていただい

ておりまして、主に地域支援事業の中身について精査していただいたり、ご助言を頂いたり

しております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりましたが、内容は分かりますか。どういうことをしましょうというような
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提案があるのか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 こちらで計画をさせていただいている事業について、ざっと説明をさ

せていただいた中で、ＰＲ、周知の仕方にもうちょっと工夫があるのではないかとか、あと

地域ケア会議もさせていただいているんですが、それについてどうやって地域課題を発展さ

せていくのかといったようなご助言を頂いております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 内容が分かりました。ありがとうございます。 

 それと、任意事業の中での紙おむつと、それから配食見守り、これをお願いいたします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 17ページの家族介護支援事業の中の紙おむつ支給事業についてでござ

います。紙おむつの支給については、要介護３以上の方で排泄に一部介助以上のお世話が必

要な方を該当としておりまして、現在、52名の方にお配りさせていただいているんですが、

最近、ここ二、三か月、増加が著しいので、来年度は多めに予算を取らせていただいており

ます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 大体は分かったんですけど、１件の制限はどのくらいありますか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 大体4,000円から4,200円の間でお配りさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、お願いいたします。 

 配食見守りなんですけども、何業者が入っていて、何名が受けておられて、来年度はどう

なるのか教えてください。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 業者数は２業者でございます。現在、実数22名の方が受けていらっし

ゃるんですが、入院されたりとか施設に入られると増減が大きいです。これは何とも言えな

いので申し訳ないんですけども、業者数はそのままで配食数は増えていくものとして予算取

りをさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、次、お願いいたします。 
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〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、生活支援体制整備事業についてでございます。生活支援サ

ポーターの活動場所でしょうか。養成講座の開催場所。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それは養成講座をやっている場所と、実際にやっているところ、場所が２か所も

あるということですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 養成講座をやらせていただいていますのは2000年会館の会議室でござ

いますが、ただ、実習を伴いますので、実習については現場、生活支援を必要とする方のお

家へ行かせていただいて実習をさせていただいております。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。それでは、生活支援体制整備事業委託料とあるんですけども、こ

れは何をするのか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 主に社協に委託をさせていただいておりまして、地域資源の掘り起こ

しと、あと生活支援サービスを受けたい方とこちらから提供する場合のマッチング等に当た

っていただいて、社協の職員の方お一人にかかっていただいていますので、主にその委託料

でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 それは生活支援サポーターと患者さんとをマッチングさせるというイメージです

か。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 そしたら、その生活支援サポーターの数は今どのくらいいるでしょうか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 今年度、養成講座を卒業された方を含めまして30名でございます。 

〇上村委員長 牧浦委員。 

〇牧浦委員 分かりました。私の質問は以上です。丁寧な説明をありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 
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 東委員。 

〇東（充）委員 ４ページ、５ページの中の国庫補助金なんですけれども、この中で保険者機

能強化推進交付金という項目がありまして、112万8,000円減額になっております。これにつ

いての説明をお願いします。 

 次に、10ページ、11ページです。下の段で、保険給付費のところなんですけれども、介護

サービス等諸費というところで、前年度が18億6,223万9,000円、今度の令和５年が19億3,161

万6,000円、これの比較が6,937万7,000円となっています。これについての説明をお願いした

いと思います。 

 次に、14、15ページの一般介護予防事業なんですけれども、ここで脳の健康教室事業費の

中で、12委託料なんですけども、脳の健康教室事業委託料の４の１のところにあるんですけ

ども、ここで脳の健康教室委託料のところで、教室委託と、それからレクリエーション委託

があるんですけど、このレクリエーション委託というのは何なのかを教えていただきたいと

思います。 

 その下です。運動習慣教室事業費のところで、これも委託料で、運動習慣教室事業委託料

で、これは４の２で資料を出していただいているんですけども、ここで地域体操教室、これ

について説明をお願いしたいです。運動習慣教室事業委託料について説明をお願いします。 

 次に、18、19ページなんですけれども、一番下のところなんですけども、傾聴ボランティ

ア事業費の助成金なんですけれども、これについての説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書４ページ、５ページの保健者機能強化推進事業費の

減額の理由でございますが、前年度と比べて、国が交付金の交付額を減額してきました。私

どもの手元に入ってくる金額も減額となりました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 何が原因で減額してきたかというとこまでは分からない。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 申し訳ありませんが、把握しておりません。 

〇東（充）委員 分かりました。国が減額した、とんでもない。 

 次、お願いします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 
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〇林生き活き対策課長 それでは、次に11ページの保険給付費の増額の理由でございます。年々、

上がり具合はいろいろなパターンで来るんですが、今回は上がり具合を推察するのがなかな

か難しくなってきているのではないかと思います。ただ、人数が変わらなくても介護度が重

症化してくるということが予想はされてきておりますので、増額とさせていただきました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 重度化が多くなってくるということで、ここも必然と多くなってくるという

ふうに捉えたらいいわけですね。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 分かりました。そしたら、次、お願いします。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 15ページの脳の健康教室事業費の中のレクリエーション委託料につい

てでございますが、席に着いて学習していただくのはしていただくんですが、それが終わり

ましてから、皆さんでいろんなレクリエーションに参加をしていただいております。例えば

運動をしたり、手先を動かすような折り紙とか、そういったようなことに取り組んでいただ

いたりということで、そのレクリエーションを委託しているので、その委託料という形でつ

けさせていただいています。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これにはどれぐらいの方が参加されるんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 脳の健康教室の参加人数は、実人数で30名でございます。 

〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 次の質問なんですが、もう一度お願いできますでしょうか。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 資料の４の２なんですけれども、ここで地域体操教室委託料ですかね、補助

金もあるんですかね。そういう中で、今、資料を出していただいているんですけども、ここ

もどれぐらいの方が参加され、どのような活動をされているのかというのを教えていただき

たいです。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 
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〇林生き活き対策課長 地域体操教室では、全体で約250名の参加者がございます。そこにリー

ダー、住民で運動を教える方が約25名ほどいらっしゃいますので、総勢300人弱の方が運動を

されています。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 コミュニティーセンターとか、そんなのでもやっているんですか。あそこは

やってないんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 コミュニティーセンターではなくて、もう一方の集会所でさせていた

だいています。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。前にコロナで体操ができないということで、ＤＶＤか何かを

つくってやったのは、ここなんですか。これのことなんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 ときめきクラブがＤＶＤを作成されて、お配りさせていただいていま

すので、ときめきクラブのほうです。 

〇東（充）委員 了解しました。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 それでは、予算書19ページの傾聴ボランティア事業費について説明を

させていただきます。傾聴ボランティアさんという方がいらっしゃるんですけれども、自宅

に行ってお話を聞き取るというのはコロナ禍でなかなかできにくい状況ではございますが、

ご自分たちで研さんを高めようということで勉強会を開催されております。そういったお勉

強会のための費用として取らせていただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 このボランティアさんが決まっているんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 

〇林生き活き対策課長 傾聴ボランティアさんも研修会を受けていただきまして、登録をして

いただいております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 大体、登録されている方は何名ぐらいいてはるんですか。 

〇上村委員長 生き活き対策課長。 
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〇林生き活き対策課長 十五、六名の方がいらっしゃいます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、これを議題

といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町水道事業会計予算について質問させてい

ただきます。 

 まず１ページ、ここでの質問は、資料２で上水道給水計画の予算が出ているんですけれど

も、この販売価格が５年当初、211円84銭となっているんですが、これの説明をお願いします。 

 次に、５ページです。上牧町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書の１、業務活動によ

るキャッシュ・フロー、これの当年度純利益が44万6,000円、よく分からないのでこれの説明

をお願いします。この２点です。お願いします。 

〇上村委員長 順次、答弁をお願いします。 

 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 １問目の質問なんですけども、資料のどの部分に当たるところでしょう

か。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 資料２の一番右端の５年当初の販売価格、この５年当初という意味がよく分から

なくて、販売価格が211円84銭、グラフは分かるんですけれども、５年当初という意味が、令

和５年度の見込みではなくて５年当初の見込みなんですか。その辺が分からないんですけど。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 ５年の当初、今出させてもらっている当初予算の基になっている単価で

ございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 これが令和５年度ずっとこの値段でいくということですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。５年当初の見積りがこれだという意味の５年当初と書かれている

ということですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 



－40－ 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

 この当年度純利益44万6,000円はどこから出てくるのかがよく分からないので、ここの説明

をお願いします。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 ここの44万6,000円といいますのは、収入の部分と支出の部分で、差引き

が純利益として44万6,000円が上がってくるというものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分からないので、間違っていたら教えてください。３ページの上牧町水道事

業会計予算実施計画で、収入が４億6,205万4,000円、支出が４億5,215万4,000円なので、ざ

っと計算して1,000万ほどの純利益が５年度当期に出ると思っているんですけど、それがなぜ

当年度純利益が44万6,000円なのかがよく分からない。この説明だけでいいんですけど。 

〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 １時３６分 

    再開 午後 １時４５分 

〇上村委員長 再開いたします。 

 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 資料のナンバー５を見ていただけますでしょうか。一番右端に利益の剰

余金の差引き分がございます。これは４年の見込みと５年の当初、この差が44万6,000円とな

っているものでございます。 

〇康村委員 もう１回言ってください。 

〇南浦上下水道課長 令和４年の見込額11億4,274万6,000円、それと５年の当初11億4,319万

2,000円、この差が44万6,000円、これが純利益で、さっきの５ページに上がっている部分で

ございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 つまり、これは令和４年度の純利益が44万6,000円という解釈でいいんですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 ４年度の見込みと５年度の当初の差、44万6,000円が上がってくるという

見込みを立てているものでございます。 
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〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 もう１回確認しますけど、令和４年の決算見込みの利益剰余金は11億4,274万

6,000円と、それで、そこから５年を見込んだら、５年当初の利益剰余金は11億4,319万2,000

円になるという解釈でいいですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。ということは、令和４年度の決算見込みは44万6,000円の純利益が

出るだろうという予想なんですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。以上で私の質問を終わります。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 12ページ、重要な会計方針なんですけれども、ここで有形固定資産、リース

資産を除く主な耐用年数ということで、建物は17から65とかあるんですけども、建物という

のは庁舎のことですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、今、改修しているではないですか。その改修が終わって後、

最長65年まで対応することができるというふうな理解でいいんですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。構築物は30年から60年となっているんですけれども、これは

何を指しているんですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 水道の貯水池がこの構築物に当てはまるものでございます。 
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〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 あれも最近、耐震で補修しましたよね。そこから60年というふうに考えたら

いいわけですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 了解しました。それで、このリース資産というのは。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 図面とかよくＡ０タイプを焼くコピー機があるんですけど、それのリー

ス、それの資産でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 リースというのは、コピーとかそういうものをいうわけですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 一番下のところなんですけども、短期リース債務と長期リース債務があって、

短期リース債務が11万1,693円に当たるということでよろしいんですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇東（充）委員 了解しました。ありがとうございました。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 康村委員。 

〇康村委員 １番、康村昌史です。令和５年度上牧町下水道事業会計予算について質問させて

いただきます。 

 令和５年度から公営企業会計が導入されたということで、複式簿記になっております。非

常に興味ある私の分野なんですけれども、13ページの令和５年度上牧町下水道事業予定開始

貸借対照表、その中の資産の部の１、固定資産、１、有形固定資産の土地が300万円、これの

説明と、その下のロ、構築物74億413万3,000円、これの説明をお願いします。それから、そ

の下の無形固定資産、施設利用権６億2,251万5,000円、これの説明をお願いします。それと、

その下の流動資産、現金預金292万4,000円と、あまりにも少ないので、この辺の説明をお願

いします。 

 次に、21ページ、22ページです。公会計複式簿記が導入されて、今まで分からなかったこ

とが書かれているので質問させてもらいます。21、22ページの支出です。営業費用、これの

光熱水費、説明欄のマンホールポンプ運転電力料金36万3,000円、その下の委託料で、マンホ

ールポンプ保守点検管理業務委託料。マンホールポンプとは一体何だろうと思ったので調べ

てみましたら、自然流水でできないところはポンプで送り出しているというようなことを書

かれていた。なるほどと思ったんですけれども、上牧町にはこのマンホールポンプが何か所

ぐらいあるのかを教えていただきたいと思います。 

 それと23、24ページ、節４の賃貸料10万3,000円のメールシーラーリプレースシステム機器

賃借料、このメールシーラーリプレースシステムの説明をお願いします。 

 以上です。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 暫時休憩をお願いします。 

〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 １時５９分 

    再開 午後 ２時００分 
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〇上村委員長 再開いたします。 

 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 それでは、13ページの貸借対照表の有形固定資産の土地の部分でござい

ます。この土地につきましては、南上牧にございます都市下水路分の施設の用地に当たるも

のでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 南上牧の牧浦さんがどこかよく分からないと言っているんです。僕も全く分から

ないんですけれど、もう一度説明を。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 ２路線ございますけども、南上牧の公民館があると思うんですけど、そ

の横に１メートルぐらいの三面張りの水路があると思うんですけど、それがずっと北向きに

流れていっているのと、あともう１本は同じようなところなんですけど、出口が違うんです。

口で言うのは難しいんですけど。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、その水路の土地がこの300万という意味ですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ということは、それ以外に土地は持っていないという、貸借対照表からはそう取

れるんですが、そういうことですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 次のロの構築物につきましては、現在整備しております汚水の管渠と、

今言っている雨水の水路、その部分に当たるものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。それでは、次の施設利用権をお願いします。 

〇上村委員長 上下水道課長。 
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〇南浦上下水道課長 施設利用権につきましては、流域下水道と香芝市の公共下水道に流させ

てもらっているうちの管渠がございまして、その部分の負担金に当たるものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

 その下の現金預金なんですけど、企業債の償還とか、かなりの金額を償還されるんですけ

れども、僅か現金預金が290万ほどと綱渡りみたいな資金繰りみたいなんですけど、それで質

問させてもらっています。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 下水道事業につきましては、やっぱり収入より支出の部分が多いという

部分で、僅かながら利益になっておるものでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 要は他会計からの金が回ってきて、それで決済しているという解釈でいいんです

ね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。次、お願いします。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 次、マンホールポンプの運転電気料金の部分でございます。上牧町にご

ざいますマンホールポンプが何台あるのかというところで、12台ございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 ざっとでいいんですけど、具体的にどの辺にあるんですか。高台ではない。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 基本、低いところから高いところに持っていっている状態なので、大字

別でいいますと、下牧、金富、松里園、五軒屋、梅ケ丘でございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 よく分かりました。低いところから上げるのに使うということですね。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 
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〇康村委員 最後の24ページ、メールシーラーリプレースシステム、これの説明だけで結構で

す。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 メールシーラーにつきましては、はがきに貼りますシール状の目隠しシ

ール、それの機械です。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 要は自宅に送ってこられる、あれのことですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 康村委員。 

〇康村委員 分かりました。これで私の質疑は終わります。ありがとうございました。 

〇上村委員長 康村委員の質疑は終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 東委員。 

〇東（充）委員 15ページの重要な会計方針なんですけれども、ここで主な耐用年数というこ

とで、構築物ということで50年とあるんです。この構築物というのは、管のことですか、汚

水管のことをいうんですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 そのとおりでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 機械及び装置は10年から20年となっているんですけど、これは何を指すんで

すか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 先ほどの康村委員への説明でもございましたマンホールポンプ、その部

分に当たるものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 なるほど、分かりました。その下なんですけども、無形固定資産で、主な耐

用年数、施設利用権ということで45年となっているんですけど、これは何を指すんですか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 先ほど言いました流域の負担金と香芝市の管に流させてもらっていると
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いう負担金でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。次に行きます。20ページの下水道使用料のところで、金額は

２億7,956万1,000円となっていまして、現年度分で２億7,794万3,000円、これはまず収納率

はどれぐらいを見ているんでしょうか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 99.16％を見ております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 次の滞納繰越しなんですけども、調定額はどれぐらいになっているんでしょ

うか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今回の滞納繰越分につきましては、過去５年の平均で出させていただい

ております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ということは、実際に金額として幾ら滞納金額があって、それの収納率が何％

だということで、ここに計上してくるというものではないと。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今回は過去５年の平均でいかせてもらっております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 ところが、実際にはあるんですよね。滞納額があるということは。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 滞納率。徴収率。 

〇東（充）委員 滞納額。 

〇上村委員長 暫時休憩します。 

    休憩 午後 ２時１４分 

    再開 午後 ２時３０分 

〇上村委員長 それでは再開いたします。 

 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 先ほどのご質問の滞納繰越額でございます。調定額が、789万5,267円掛

ける滞納者掛ける0.61、それと徴収率が、掛ける0.336でございます。滞納、収入額が161万
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8,000円となるものでございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 もう１点だけ教えてください。24ページの補助交付金のところで、水洗便所

改造資金融資利息補給金、これは今までの予算にも計上されていましたか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 今までもありました。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 分かりました。了解です。 

 ここで１万を計上しているんですけども、大体、年にどれぐらいの方が。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 最近は少なくなってきていまして、４年度の実績はゼロ件でございます。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 これから新たなところを引くという、北上牧だとかいうのを書いていたと思

うんですけれども、そういうところが供用開始になれば、ここのところは増えると考えられ

ますか。 

〇上村委員長 上下水道課長。 

〇南浦上下水道課長 やはり増えてくるのかなとは思っております。 

〇上村委員長 東委員。 

〇東（充）委員 私の知り合いなんですけど、高齢になっているので、本当はやろうと思えば

水洗になるんですけど、もうこの年でと言って水洗化にしないという家庭もあるみたいで、

少し残念ですけども、そういう家庭事情もあるみたいです。分かりました。ありがとうござ

います。 

 以上です。 

〇上村委員長 ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ほかにないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇上村委員長 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 理事者側より挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

〇今中町長 長時間にわたり慎重にご審議を頂き、全議案可決すべきものと決定を頂き、あり

がとうございます。本会議でも議決を頂きますようお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

〇上村委員長 これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。 

    閉会 午後 ２時３４分 
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    開議 午後 １時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（吉中隆昭） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（吉中隆昭） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇遠 山 健太郎 

〇議長（吉中隆昭） それでは、８番、遠山議員の発言を許します。 

 ８番、遠山議員。 

          （８番 遠山健太郎 登壇） 

〇８番（遠山健太郎） 皆さん、こんにちは。そして、ユーチューブにてご覧を頂いている皆

様もこんにちは。上牧町議会議席番号８番、遠山健太郎でございます。議長より発言の許可

を頂きましたので、通告書の記載に従い、いよいよ私自身、通算32回目、２期目の一般質問

もとうとう最後の機会となりましたが、一般質問させていただきます。 

 通告に入る前に、少しお話をさせていただきたいと思います。まずは、本日、無事に義務
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教育課程を修了され、卒業式を迎えられました上牧中学校、そして上牧第二中学校の生徒の

皆さん、保護者の皆さん、本当におめでとうございます。特にといいますか、上牧中学校の

卒業生の皆さんは覚えてらっしゃらないかもしれませんが、９年前、皆さんが義務教育に初

めて入ったとき、上牧小学校の入学式のときにとても不安そうな顔をしていた皆さんの前で、

「今はどきどきしている気持ちがあるかもしれないが、９年後にはわくわくした気持ちで卒

業できることを祈っています」というふうに、私は当時ＰＴＡの会長をしていましたので、

入学式でお話をさせていただきました。９年間の義務教育課程はいかがだったでしょうか。

特に最後の３年間、中学校はコロナ禍の中でいろいろ苦労もあったと思いますが、これから

の皆さんの未来に幸多かれと心よりご祈念申し上げます。 

 さて、改めてお話をさせてもらいたいと思うんですが、私自身、この２期８年間、32回の

定例議会の中で、通算32回、時間にして約1,900分、上牧町議会議員としてこの場に立ち、様々

な質問や提案をさせていただきました。思い返すに、上牧町という町を自分自身の目で確か

め、歩き、そして自ら自分の意思で選んで、今から22年前の31歳のときに、上牧町の葛城台

に初めて自分の持家となる小さな小さな家を建て、晴れて上牧町民となった自分が、上牧町

民となって14年後の2015年に、この上牧町に何らかの形で恩返しをしたい、自分が選んだこ

の上牧町を逆に選んでもらえる町にしたい、そしてこの議場の場に立ちたい、そんな思いで

上牧町議会議員に立候補の決意をしました。周囲の方からは、町内に親戚もいないし、同級

生も一人もいない、選挙に必要と言われる地盤と看板、いわゆる地盤、支援していただける

方々の組織、そして看板、自分の認知度、そして知名度、いずれもないに等しく、それ以上

に選挙に対する知識が全くない中で、その挑戦は無謀過ぎると言われました。 

 幸運にもという表現が正しいかどうか分かりませんが、その８年前の2015年に、当時、先

輩議員として公私ともに大変お世話になった堀内英樹議員にいろいろな教えを請い、助けて

いただき、また、私のことを知らない中でも、多くの方々に大きな期待を寄せていただき、

648票もの得票を頂き、この場に送っていただいた後は、自分自身のよりどころである、当時

新しく制定された上牧町まちづくり基本条例の基本理念や、同条例を策定する際に立ち上が

った策定委員会で頂いた議会や議員に対する厳しい数々の意見を参考に、そして何より地盤、

看板がない自分に期待をしてくれた町民の皆様、堀内英樹元議員など、全ての皆様に恩返し

がしたくて、この８年間、自分のできることをできる限り活動してまいりました。そして、

その中で根本的な考えが、この一般質問の機会は32回全てやり切ろうと。これを実現し、そ

して、委員会や議会場での様々な発言や提案、是々非々の所作につながったと今では思って
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います。今日は、そんな思いを胸に、自分の一丁目一番地と言っても過言ではない、そして、

とても大事に、大切に思っている上牧町まちづくり基本条例に関連した質問をさせていただ

こうと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、本日の一般質問通告の要旨に入ります。 

 まず１つ目、子どもにとってのまちづくりへの参画とは。本年４月１日より施行されるこ

ども基本法の基本理念の中の１つに「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応

じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に

参画する機会が確保されること」とあります。上牧町では、この法律施行に先駆けて、上牧

町まちづくり基本条例の第６条に、未成年のまちづくり参画の権利として、「未成年の町民に

ついても、各々の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します」と定め、町内の未成

年者、子どもに対し、子ども議会の開催等を通じてまちづくりに参画する機会を設けていま

す。上牧町内の子どものまちづくりへの参画機会について、以下の点の見解を伺います。 

 １つ目、中学校の再整備事業などの一連の学校適正化事業について。学校生活の当事者、

主役である子どもの意見を聞き、議論をする場を設けることについて。２、生涯スポーツの

中で、子どもの心身を育むスポーツ少年団事業について、もっと町として積極的に関与し、

取り組んではどうか。３つ目、上牧町まちづくり基本条例第６条の「未成年者」という表記

の改正について。 

 大きな２つ目、まちづくり協議会について。上牧町まちづくり基本条例第35条に規定する

まちづくり協議会について、上牧町での必要性と今後の方針について見解を伺います。 

 ３つ目、上牧町まちづくり基本条例と将来の上牧町。上牧町まちづくり基本条例施行後、

間もなく10年を迎えます。町の最高規範として位置づけられているこの条例の制定により、

上牧町は大きく変わったと思っています。これからもこの条例を生かし、どのようにまちづ

くりを推進していくのか、町長の所信を伺います。 

 以上が一般質問の要旨です。再質問は質問者席からさせていただきます。質問をより的確

にし、時間短縮に努めたいと思いますので、理事者の皆様におかれましてもご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 質問者席に戻ってまいりました。 

 それでは、早速ですが、大きな質問の１つ目、子どもにとってのまちづくりへの参画とは

の１番目、上牧町で大変注目されている中学校の再整備事業などの一連の学校適正化事業に
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ついてですが、現段階では、上牧中学校の敷地内に新たに校舎を新築するための基本設計を

行っていて、基本設計が完了次第、実施設計に移行することが決まっていると思います。そ

の中で、再整備のいわゆる大きく施設面等に関するハード面と、統合に対する考え方や生徒

たちの思い等を具現化するソフト面、この２つの方法があると思いますが、それぞれ分けて

聞いていきたいと思います。 

 まず、ハード面における取組と子どもへの情報共有についてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 現在、本町におきましては、中学校の統合に向けたハード面の整備

としての校舎等の整備、加えて、ソフト面での統廃合後の学校のありようのほうにつきまし

て、それぞれ総合的に検討を進めているところでございます。今後、それらの取組を進めて

いく過程におきまして、学校とも十分な連携・協調を図りながら、子どもの意見・要望等を

聴取する仕組みや仕掛けを構築することが必要であると認識をしておりまして、当該寄せら

れた子どもの意見につきましては、最大限尊重し、可能な限り反映をさせていきたいと考え

ているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 分かりました。じゃ、続いてハード面に対する取組について説明をお

願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 中学校に係る校舎棟の整備に関しましては、現在、既存の上牧中学

校の敷地内に校舎を新築するべく基本設計を行っているところでございまして、同設計が完

了次第、実施設計の段階に移行していくということとなっております。 

 このような状況の中、町内の子ども、とりわけ中学校の統合による影響を受ける子どもは、

当該統合に対する期待と、反面、不安も同時に抱いているものと認識をしておりまして、そ

れらの子どもの期待に応え、不安を払拭することが何より必要であるとの考えの下、適切な

時期に分かりやすい形で新築校舎の概要などの情報を子ども向けに発信し、当該情報を共有

することが必要であると考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございました。今、基本的な考え方、そしてハード面での

取組の説明を頂いたんですけど、子どもたちの期待に応え、不安を払拭することが何より必

要であること。そして、その考えの下、適切な時期に分かりやすい形で新築校舎の概要等を
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子どもたち向けに発信していただくことを今説明していただきました。 

 その子どもたち向けの発信ですが、ここでいきなりなんですが、ちょっと提案がありまし

て、今、教育委員会で発行しています学校適正化だより、これはとてもタイムリーで分かり

やすくて、情報提供と共有という観点からすばらしいものを作っていただいていると思って

いるんですが、これはぜひ生徒、児童の視点に少し変える形で、子ども向けの学校適正化だ

よりみたいな形で作っていただいて、生徒、児童に対する情報発信と共有、ひいては生徒、

児童、子どもたちの学校再整備に対する参画という観点から、ぜひ活用していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員今ご提案の件でございます。実は、まちづくり基本条例を策定

させていただくときのコンセプトとして、中学生にも分かる条文ということで、十分に配慮、

もしくは検討したという経緯がございます。例えばご提案の部分につきましては、現行、適

正化だよりを発行しておりますが、より子どもたちの目線で、子どもたちにも十分理解をし

ていただける内容に工夫を凝らして今後作成をさせていただくという方向性で検討している

ところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございます。今、まちづくり基本条例策定の経緯を僕も今

思い出しました。まず最初に、条文を「です・ます調」にするか「である調」にするかだけ

ですごい議論をしたんですよね。子どもたちに分かりやすいためには「です・ます調」がい

いんじゃないかと、いや、厳しいことを言うから「である調」がいいんじゃないかというこ

とで、「です・ます調」になった。そういう流れもあって、それら含めて未成年者のまちづく

りに対する参画意識ということだと思うので、今のお話を思い出しましたので、大変ありが

とうございます。ということで、前向きにこの学校適正化だよりをうまく活用しながら、情

報発信・共有をしていただきたいと思います。 

 じゃ、次にソフト面です。統合という名の再編には、ソフト面での取組、子どもの気持ち

とか心の取組が大変重要になってくると思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 統合後の中学校のソフト面における在り方に関しましては、現在、

総務部会、通学部会、学校教育部会、ＰＴＡ部会の４つの部会機能を有する上牧町学校統合

準備委員会において協議検討を進めているところでございます。中でも、新たな中学校の創
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設に当たり、とりわけ学校名や制服、校章、校歌などの選定、制作に際しましては、子ども

の希望や意見を最大限尊重するべきとの考えから、子どもたちの思いを反映させることがで

きるような仕組みづくりを構築していきたいと考えているところでございます。 

 また、そのためには、従来のアンケート方式に加え、学校統合準備委員会における案件の

議論に先立ち、当該案件に係る意見を簡便で、かつ形式張らない方法などにより事前に子ど

もたちから聴取をして、当該聴取した意見について、当該委員会で報告をするなり、子ども

たちの意見を委員会の議論の段階で反映をさせていきたいという考えを持っているところで

ございます。 

 なお、子どもの意見に耳を傾けるという取組につきましては、一定、手間と時間がかかる

ものと認識をしておりますが、丁寧にその取組については進めていくことが何にも増して肝

要であるというふうに認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございます。今、末尾の部分で、一定の手間と時間がかか

るということをしっかり認識していただいていますし、その上で丁寧に取組を進めていくこ

とが肝要ということを部長の言葉からしっかり頂いたことを大変うれしく思います。今説明

がありました、能動的かつ自発的な意見の場をつくっていただく、しかも委員会の場に間に

合うような形でしっかりやっていただくということで、それを切に願っています。よろしく

お願いします。 

 では、最後に、この質問の締めの部分として、上牧町まちづくり基本条例。私自身、条例

策定当時より、当時まさにご担当だった松井教育部長とともに策定をしたこの上牧町まちづ

くり基本条例を通じて、上牧町内の子どもたちが自分たちもまちづくりに参画しているんだ

という気持ちをぜひ持ってもらいたいなというふうに思っているんです。ぜひ様々な場で、

子どもたちから意見を聞く場、情報を共有する場においてはこんなことをイメージして子ど

もたちに伝えてほしいんです。「これは、上牧町にまちづくり基本条例というとても大事で大

切な条例があって、そこに、未成年のまちづくりに参画する権利としてしっかりと君たちの

権利が保障されているから実現しているんだよ」と、「だから、この上牧町まちづくり基本条

例に基づいて、みんなの意見を聞いて、まちづくりに役立てようとしているんだ」という発

信をしてもらいたいなというふうに思っているんです。この質問の最後に、現在、教育部長、

担当部長でもありながら、今申し上げました、当時一緒に条例策定をさせていただいた松井

部長に学校統合に対する思いを伝えていただきたいと思います。お願いします。 
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〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 未成年のまちづくりの参画につきましては、質問いただいておりま

す遠山議員とともに上牧町まちづくり基本条例の制定に携わらせていただいた担当者の１人

として、このたびの中学校の統廃合を契機として、さらに、町内の全ての子どもによる年齢

及び発達の程度に応じた形での本町のまちづくりへの参画意識をさらに加速させていきたい

というふうに考えております。また、さきに開催をいたしました上牧町学校統合準備委員会

の会議におきまして、担当部長としてその思いを皆様方にお伝えさせていただいたところで

ございます。 

 この先も、統合してよかったと思っていただけるような学校となるよう、当事者であり主

役である子どもに加えまして、町民の皆様方が前向きに参画をしていただけるような機運を

創出し、この学校統合に係る取組を子どもを含めた町民の方々と行政との協働により重点的

に推進し、議会の皆様方のご理解、ご協力の下、町が一丸となって取り組んでいきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございました。このたびの中学校の統合を契機として、さ

らに子どもたちの上牧町のまちづくりへの参画意識を加速させたいという強いお言葉が本当

に何よりうれしく思います。今説明のありました、町民の皆様、当事者である子どもたちが

前向きに参画できる機運をぜひ創出し、町が一丸となって取り組めるよう、議会として、そ

して私自身も議員の１人として、できる限りの尽力をしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 では、次の項目に移ります。生涯スポーツの中で、子どもの心身を育むスポーツ少年団事

業について、もっと町として積極的に関与し、取り組んではどうかという点です。こちらに

ついては、より具体的な通告が、本日の４番目に登壇される上村議員からも通告があります。

皆さんご存じのとおり、上村議員はまさに長年にわたってこの上牧町でスポーツ少年団の活

動の中心になって尽力されている方です。ですので、より詳細な提案や質問についてはぜひ

上村議員にお任せすることにしまして、私からは端的に、まず上牧町におけるスポーツ少年

団員の登録状況、そして、本町におけるスポーツ少年団を取り巻く状況について答弁をお願

いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、まず初めに、本町におけるスポーツ少年団の登録状況に
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ついてご説明をさせていただきます。令和４年度、本町におけるスポーツ少年団は、軟式野

球２チーム、ミニバスケットボール２チーム、硬式テニス、少林寺拳法、剣道、バレーボー

ル、空手２チームの合計７種目、10団体により、138名の方が登録を頂いておりまして、それ

ぞれ活動をしていただいているというのが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございます。令和４年度の町内のスポーツ少年団の登録状

況、７種目、10団体、138名というお話がありましたね。 

 では、現在の活動状況等を取り巻く状況についてはどうでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 本町の状況をご説明させていただく前に、全国的な傾向についてま

ずは説明をさせていただきます。スポーツ少年団につきましては、子どもたちにスポーツを

通じて爽快感や達成感、他者との連帯感等の精神的充足による楽しさや喜びをもたらすため、

昭和37年に日本スポーツ協会により創設されたものであると承知をしているところでござい

ます。近年、本町のみならず、全国的にも登録団員数の減少が課題とされており、昭和61年

度をピークに、登録団体数は減少の一途をたどっているという状況でございます。 

 また、本町のスポーツ少年団を取り巻く状況といたしましては、本町におきましても、少

子化、スポーツ系の電子ゲームの普及、学習塾や各種習い事との兼ね合いなどにより、子ど

ものスポーツ離れが現実的に生じており、登録団員数が減少しているというのが現状でござ

います。また、以前は、スポーツ少年団を核とした、保護者を交えた、いわゆる家族ぐるみ

でのコミュニティーが確立をされており、休日のグラウンド等におきましては、練習をされ

ているところにご家族の方がご参集をされ、イベントでも開かれているかのごとく、にぎわ

いと活気があふれていたように記憶をしているところでございます。現在はそのような光景

を目にする機会も少なくなり、担当部長としては寂しい思いをしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 今、全国的な状況と町の状況ということで、とても寂しい思いをされ

ているというお話がありました。 

 １個前のスポーツ少年団の登録状況の話の中で、７種目、10団体、138名という話がありま

したけども、スポーツ少年団の活動、様々なスポーツがありますけど、やっぱり私たちの世

代になってくると野球の話になっていまして、今、ＷＢＣも盛んになっているので、野球の

話をしたいと思っているんですけど、上牧町はたくさん野球をできるグラウンドがあって、
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グラウンドもたくさんいらっしゃいますし、横にいらっしゃる上村議員みたいな、野球に関

しては優秀なすばらしい指導者もたくさんいらっしゃる。また、上牧町はかねてより、役場

もそうですが、ソフトボールがとても盛んなところなんですね。にもかかわらず、先ほど説

明があったスポーツ少年団、野球チームは２チームあるというお話だったんですが、上牧第

二小学校を中心に活動してきた歴史ある上牧ジャガーズというチームがあるんですが、昨年

12月をもって解散となりました。また、もう１つのチーム、上牧小学校と第三小学校を中心

に活動しています上牧ジャイアンツ、こちらも伝統のあるチームなんですが、この３月で部

員が全て卒業することになって、休部状態になってしまうと。つまり、来年の４月からは、

スポーツ少年団の野球チームに参加する子どもたちが上牧町内にゼロになるという状況にな

っています。そういうことも踏まえて、スポーツ少年団の諸活動で一番困っていることは、

これは、次の話は野球だけじゃないですけど、私はずばり部員集めだと思っています。ぜひ

とも町でこの部員集めに関して協力をしていただきたい。具体的には、町の広報やホームペ

ージなどを積極的に活用していただいて、協力していただきたいと思いますが、その辺り、

いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員ご提起ございました野球については、かなり深刻な状況と

して受け止めているところでございます。二小を中心とするジャガーズにおいては、本年度、

６年生が８名、それ以外の学年の方が１名で、何とか９名でチームの存続ができておったん

ですが、８名が卒業するということなので、今、議員がおっしゃったようなことになってし

まいました。そのこと等も受けまして、その部分について、町の対応といたしまして、スポ

ーツ少年団の登録数が減少している中、本町といたしましても、活動の拡大と充実を図るた

めに、まずは現在活動をされている登録団体の方々の様子を広く知っていただけるというよ

うな仕組みをつくることは必要であると考えております。また、スポーツ少年団への興味関

心も薄れつつある現状において、その興味関心を高めるための取組をしていく必要があるの

かなと思っております。そのためには、町広報、ホームページ等で、町民の方々、子どもも

含めて、スポーツ少年団の認識、認知度を高めていただけるような取組もまずは必要である

のかなと。それが解決におけるまずなし得る手だてなのかなというふうに考えているところ

でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございます。僕からすると、町のできることとしては、僕



 －12－ 

は満額回答だと思います。今やっている状況をつぶさにお伝えする。募集というよりも、こ

のチームはこんな活動をしているんですよ。もっと言うと、先ほどスポーツ少年団の在り方

もそうですけども、こういうために活動しているんですよ、子どもたちの心身を育むために

やっているんですよということを町の広報紙もしくはホームページですることがどれだけ有

効になるか。大変有効なことだと思いますし、満額回答と僕は思います。本当にありがとう

ございます。 

 という中で、それに加えてというお話で、満額回答いただきながら、加えてと言ったら恐

縮なんですけど、部員募集に有効な方法として、入部希望者の子どもたち、エンドユーザー

に直接情報を提供する手段として、案内チラシの配布というのがあるんです。「こんな活動し

ていますよ」「どうですか、体験会やるけど来ませんか」、こちらについても、学校ごとに配

布の可否を判断するんじゃなくて、教育委員会が主体となってルールづくりをしたり、方針

を決めてもらって、まさにエンドユーザー、入部希望者である子どもたちが直接情報に手が

届く。まさにこれが情報共有ですわ。そんな方法を模索してもらいたいと思いますが、その

辺り、いかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） スポーツ少年団に関する取組につきましては、常に子どもたちを真

ん中に据えたものであるべきであるという考えから、子どもを取り巻く関係機関のそれぞれ

の互いの連携が必要であるというふうに認識をしておりまして、教育委員会における取組に

同調した形で、各学校においても、チラシの配布等に際して、積極的な協力など、スポーツ

少年団の活動の充実や活性化を図る上においての協力体制が今以上に必要になってくるもの

と認識をしております。 

 また、チラシ等の配布については、各団体が自発的に学校に依頼をされていたというのが

現状であるというふうにお聞きをしておりますので、その辺、教育委員会が学校に一言かけ

るだけで学校の協力体制もさらなるものになっていくのかなという考えでもおりますので、

その辺、その時期が参りましたら、学校に事前に連絡するなり、団体の方が行かれたときの

対応について積極的な対応をするという形の指導はしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ありがとうございました。私は今日32回目なので、32回目の中でもめ

ちゃめちゃうれしい答弁を今日頂いたと思っています。この質問をして本当によかったと思
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っています。ぜひ前向きに考えていただいて、教育委員会主体となってチラシの配布である

とかというのを統一してもらいたいなというふうに思います。私の質問はこのぐらいにしま

して、あとは、このスポーツ少年団は、上村議員、よろしくお願いします。ということで、

ありがとうございました。 

 次の項目に行きます。３のまちづくり基本条例第６条の「未成年者」という表記の改正に

ついてですが、こちらは端的に私からお願いを申し上げたいなというふうに思っています。

冒頭でもご紹介したとおり、この４月よりこども基本法という子ども施策を横断的に規定す

る基本法が施行されます。この基本法を通じて、子どもの権利の在り方がより具現化されて

いきます。そこで、上牧町まちづくり基本条例の第６条に規定している「未成年のまちづく

りに参画する権利」の「未成年」という表記を「こども」という表記に改正してはどうかと

いう提案です。ただ、提案といっても、上牧町まちづくり基本条例は最高規範という位置づ

けで、簡単に改正できないことは重々承知しています。ぜひ、次年度、この令和５年度は上

牧町まちづくり基本条例の検証年度に当たると思いますので、検証を実施する検証委員会の

場でご提案いただき、検討していただきたい、そんなお願いをしようかなと思っているんで

すが、いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今、遠山議員からご提案いただきました「未成年」という表記の部

分でございます。今、議員おっしゃっていただきましたように、今までも子どもを権利の主

体として位置づけた、その権利を保障する総合的な法律が存在しませんでしたが、国におき

まして、子どもたちの権利を守るということで、本年４月１日より施行されますこども基本

法では、「未成年」という表記ではなく、「こども」という表記に統一されているというのは

認識しているところでございます。 

 今、遠山議員からも少しご意見頂いたとおり、本年度、まちづくり基本条例ができてから

２回目の検証委員会を予定しているところでございますので、その検証委員会の中で、今ご

指摘いただいた分も含めて議論をさせていただきたいと考えているところでございます。ま

た、併せて、本町が作成しております他の計画等においても同じような表記等もあるかと思

いますので、そういった部分も併せて検証を行いながら、必要な場合は適宜改正していきた

いとも考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） これはまたありがとうございます。この「こども」という表記なんで
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すけど、私の通告書を見てのとおり、こども基本法は「こども」って全部平仮名なんですね。

ただ、子ども議会の「子」は漢字が入っていたりとかして、表記のぶれがあるのはそういう

理由だったり、いろいろ見たところによると、「子ども」というのが複数の意味が含まれてい

るから「子どもたち」とつけないんだとか、そんな議論もあったり、すごいややこしいんで

すけど、その辺も踏まえて、検証委員会でぜひ諮っていただきたいと思います。今いただけ

るというお話をしたので、安堵をしています。ありがとうございました。 

 この件については以上です。 

 では、次の項目に移ります。 

 大きな２番です。まちづくり協議会についてです。現在の状況について、まずお聞かせく

ださい。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） まちづくり協議会についてのご回答でございます。まちづくり基本

条例第35条に、まちづくり協議会について、要請等について規定をさせていただいていると

ころでございますが、ただ、現状、少子高齢化がさらに進む中、安心で安全な住みよい地域

を持続していくために、町民が身近な課題で、できるだけ町民に近いところで主体的に解決

し、地域の特性や個性を生かした地域づくりに取り組むためのまちづくり協議会について定

めているところでございますが、現状、コロナ等もございまして、住民の方々、また自治会

等への説明、情報共有というのを一部できない部分もございますので、現状におきましては、

まちづくり協議会の設立といいますか、そういった協議会の成立というのが現状できていな

いというようなところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ちょっとお話ししにくいような内容で申し訳ないです。この条例策定

時に、このまちづくり基本条例第35条にまちづくり協議会の条項を入れたほうがいいと、入

れようという話を策定委員会でしたのは、これはまさに当事者は私なんです。私なんですけ

ど、今、正直進んでないという状況があったということは、僕は残念とは実は思ってないん

です。思っていません。何でつくってないんだとは思ってないんですね。ただ、このまちづ

くり協議会という組織が何なのか、つくることでどんな利点があるのか、これをしっかりと

皆さんにもいま一度認識をしてもらいたいなと。 

 今、冒頭で少しまちづくり協議会についての説明を頂きましたけども、ご承知のとおり、

このまちづくり協議会というのは、一番いいのは、宝塚市のホームページを見ていただくと
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皆さんすごいよく分かるんですけど、まちづくり協議会と。ぜひ見ていただきたいと思いま

す。まちづくり協議会というのが20ぐらいあるんですけどね。このまちづくり協議会という

のは、簡単に言いますと、自治会組織の広域連携です。自治会ではやり切れない様々な事案

を小学校区という形で少し広げて、大きな組織にして解決するというものです。例えば、具

体的には自主防犯組織とかごみの問題、夏祭りの開催、子ども会のイベントなど、広域で実

施するものです。 

 昨今、上牧町でも、自治会の役員の成り手不足とか、例えば自治会内の清掃、草刈りの問

題とか、あと、町が材料を支給しますかまどベンチの作製する人がいないとか、そんな問題

がいろいろ問題視されているんですが、まさにこれを少し枠を広げて広域で解決する、これ

がまちづくり協議会というものだという私は認識なんですね。このまちづくり基本条例策定

当初は、自治連合会の代表の方にも入っていただき、これは議論をすごい深めたんですけど、

ちょっと時間がたってしまっているので、いま一度、自治連合会等も通じてこの必要性の有

無をもう１回考えていただきたい。特に上牧の場合は、小学校区といっても、今３つですよ

ね。将来再編があったら減るかもわからない。そもそもまちづくり協議会自体が本当に要る

のかなということも踏まえて、先ほど来話がありますけれども、今年、このまちづくり基本

条例が検証にかかる年になりますので、その場でこの議論を一度しっかりしていただきたい

と思いますが、その辺り、いかがでしょう。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今、遠山議員おっしゃっていただいたとおり、自治連合会におきま

しては、一応、役員の方々について、視察の研修ということで過去させていただいておるん

ですけども、そういった情報共有につきましては、今現状、それ以外にできていないという

のが現状でございます。 

 ただ、前回の検証委員会の意見の中でも、委員より、しっかりと議論する機会を設けてい

くことが重要であるというご意見等も頂いているところでございますので、改めて今回、検

証委員会の中でも少しご意見等も賜りながら、今後、また自治連合会、また町民等への情報

共有も必要であろうと考えておりますので、現状、検証委員会の結果を踏まえて議論を進め

ていきたいと考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） ぜひお願いします。先ほどもお話を申し上げましたけども、条例に規

定があるからこのまちづくり協議会をつくらなきゃいけないというわけではないんです。正
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直、組織をつくれば、それはそれで手間もかかるし、いろいろな問題も出てくると思います。

ただ、せっかく規定があって、規定をつくったので、片や自治会単位では成り手不足の問題

が生じているし、ニーズはあると思うんです。需要と供給のバランスというわけじゃないで

すけど、しっかり担当課ではイニシアチブを取ってここは対応していただきたいと思います

ので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 では、最後の項目になります。今中町政が誕生して、この２月ではや14年となりました。

また、早いもので、今中町長の４期目の任期も実はちょうど折り返し地点なんですね。町長

就任の際に公約に掲げていただき、制定をしていただきまして、そして、就任当初より重き

を置いていただきましたこの上牧町まちづくり基本条例も、様々な議論の中で町政運営に大

きな影響を与えていると思います。ぜひ今中町長にこれからの上牧町のまちづくりに対する

思いをこの機に一度伺いたいと思います。今中町長、よろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今お尋ねのまちづくりの考え方、私は一貫して申し上げているのは、「ほ

ほ笑みあふれる和のまちづくり」、これをやっぱり最終形、まちづくりの基本理念というふう

に私は考えております。普通は、例えば「笑顔があふれる」であるとか「笑いのある」とか、

そういう表現の仕方をよくされますが、私はあえて「ほほ笑み」という言葉を使わせていた

だきました。住民の方々の中から自然に出てくる、ほほが緩むような、そういう形が私は「ほ

ほ笑みあふれる」と。それを出てくる、出していただくということになってくると、やっぱ

り安全・安心なまちづくりをどのようにやったのか、どのようにやっていくのかと、そこが

問われていくんだろうというふうに考えております。 

 そしたら、今までどういうことをやってきたのかと。ご存じのように、上牧町は財政健全

化団体に陥りました。そのときに、併せて土地開発公社の問題がございました。これをまず

解決していくということでなかったらその次のステップがないわけでございますので、まず

健全化団体からの脱却。これは2020年、2021年の決算で脱却をさせていただきました。その

次に、開発公社の解散。これは議会の議員にも大変厳しいご意見を頂きながら、最終的には

上牧町のためにということで新しいまちづくりをしっかりと進めていこうと、そのために開

発公社は解散をするべきだという皆さん方のご理解を頂いて、42億円借換えをしたというの

か、そういう形で解散をさせていただいた。それからのまちづくりをやっぱりしっかりと一

つずつ積み上げさせていただいたと。その中には、皆さんご存じのように、子育ての支援の

問題、それと高齢者の対策の問題、それから医療費の問題、こういうことを一つずつやらせ
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ていただいたというのが住民の間で一定の評価を頂いているのではないのかなというふうに

考えております。 

 それの一番結果として現れているというのは、人口の問題でございます。皆さん方、町の

人口の増減、気になる人は見ていただいていると思いますが、ほとんど社会増減、自然増減、

俗に言う自然増減、出生、死亡、これのバランスだけで今人口減少が続いている。社会増減、

転入転出、例えば一時期住民からこんな声もございました。上牧町はこのままであったら大

変なことになるから、税金が上がると、暮らしにくいと、こういう一部声が上がったことが

ございました。そのときにはかなり転入された、転出されたというような一定事実もござい

ます。ここ最近見ておりますと、転入転出のバランスはほとんど変わりがないと。プラマイ

ゼロとは言いませんが、ほとんど変わりがないような形で人口が推移してきている。自然出

生、死亡で、おおむね毎年200人前後の人口が減少をしているというのが今の上牧町の実情で

ございます。 

 そういう中で、町としては、遠山議員もよくご存じのような施策、たくさんありますが、

主なものをご紹介させていただきますと、出会い・結婚・子育て応援事業、学童保育、それ

と、不妊・不育事業、それと、ほほえみ教室、そして、障害者の方々に対しての例えば手話

通訳、こういう事業でありますとか、それと、今年度から、５年度から実施をいたします障

害者の方々の福祉タクシーの助成事業であるとか、それと、人間ドック、これの助成事業で

ありますとか、あと、先ほどほほえみ教室も申し上げましたが、通級のペガサス教室、それ

と、小・中学校等の補強でございますとか耐震でございますとか、それと、エアコンの環境

整備、これもしっかりやらせていただきました。それと、まきっ子塾、それと、フリースク

ール、それと、５年度もやらせていただきますが、児童図書。これは、子どもたちと、それ

から住民の有志が一緒につくり上げていく、こういうもの。こういうことがやっぱりしっか

りと住民の中で評価をされてきているのではないのかなというふうに私としては感じており

ます。 

 それと、議員さんの中から、委員会、そして一般質問等でも出ている、例えば授業料の無

料化であるような話とか、それと医療費の無料化、これもそうですが、給食費の無料化、こ

ういうものがやっぱりこれからしっかりやれるかどうか。それと、もっと細かく言いますと、

高齢者の移動、こういうものももっとしっかりとやれないかとか、いろんな事業がこれから

山積しているわけでございますが、こういうことが全て今の状況、今の地方自治体でそうい

う要求に応えられるかどうかというのがこれから我々にかかってくる大きな課題ではないの
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かなというふうに感じております。 

 それともう１つ、「ほほ笑みあふれる和」の部分でございますが、これは先ほどから遠山議

員がおっしゃっているまちづくり基本条例、これに尽きるのではないのかなというふうに考

えております。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 10分ちょっとお話を頂きましてありがとうございました。もうちょっ

と僕はお話しいただきたいと思っていて、というのは、コロナ禍でタウンミーティングが最

近ないではないですか。なので、今中町長が町民の皆様に発する機会がすごい減ってしまっ

ているんじゃないかなと。大変僣越なんですけども、私は60分しか時間がないので、そのう

ち半分ぐらいは今中町長にしゃべってもらいたいなというふうに最後思っていて、お話しさ

せてもらったんです。まだもうちょっとだけお付き合いくださいね。 

 ちょっと話がそれるんですけど、今年の１月に二十歳のつどいというのが上牧町で行われ

ました。今年参加をした二十歳の子たちというのが、私も小学校のＰＴＡをしてたときに送

り出し、迎えた子たちなんですけど、ちょうど１年前は成人式だったんですけど、その終わ

った頃に、当時19歳だったその子たちと会う機会があって、その子たちがこんな話をされた

んです。「成人が18歳になるから、来年20歳になる自分たちは成人式に参加する権利がないか

もわからん。その上、仮にあったとしても、コロナで開催されないかもわからん。自分たち

は高校生のときに修学旅行もなかったし、卒業式もなかったし、インターハイも花園も甲子

園もなかった。そんな自分たちに成人式までなくなるのか」と。そんな中で、これはちょっ

としゃれなんですけど、「もし幸運にも成人式があったら、そんな僕たちに小学校時代の運動

会でめちゃくちゃ面白い話をしてくれたＰＴＡ会長の遠山さんに面白い話をお祝いでしてほ

しい」と言われたんですね。うれしさ以上に、10年近く前のＰＴＡの会長の話を覚えている

なんて逆にすごいなというふうに思ったんですけど、今から思えば、冗談ですけど、私は実

は去年の５月に議長選挙に立候補させてもらいまして、今から思えば、そのときにしゃべり

たいから立候補したんじゃないかなとやゆされるぐらいの話なんですけど、冗談はさておき、

今年の１月に、町の担当部局の英断で、成人式改め二十歳のつどいと名を変えて、華やかに、

そして盛大に実施をしていただきました。 

 その二十歳のつどい、私自身は、人数制限があったので、参加することも壇上でお話しす

ることももちろんできなかったんですけど、後日、今中町長からすばらしい祝辞を頂いたと

子どもたち自身からたくさんお話を頂いたんですね。私が知っている今中町長の祝辞は「人
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間は動物である」という名文句だったんですけど、今年は他力本願という話をされたと。他

力本願というのは決して悪い言葉ではなくて、まず自力をつけて、自力をつけることによっ

て周りの方の協力を仰いでいく、そういうものだという話をしたというのを聞いたんです。

すばらしいなと思って。これは浄土真宗からの教えだと思うんですけど、先ほどの話にちょ

っと戻すと、上牧町はまさにこういう状態じゃないかなと思っていまして、まさに上牧町は、

最初、今中町政が誕生した当初というのは、財政再建、土地開発公社の解散、とにかく自力

をつけなきゃいけないと。いろんなことをやりたいけど、まずは自力をつけて、周りの人に

認められる力をつけるということに傾注をした。そして、大分できるようになって、いざや

ろうとしたときに、今度は他力ということで、いろいろな方、これが僕は、協働であり参画、

また、僕がいつもここで言う連携です。そういう中で、出会い・結婚応援とかフリースクー

ルであるとか、様々な事業を連携で進めていった。これからもますますこういう形、僕は奈

良モデルじゃなく上牧スタイルという形だと思うんですけども、ぜひこういう形でまた引き

続き進めていただきたいと思いますが、今中町長、もう少し時間があるので、いかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、タウンミーティングの話もしていただいて、先ほど、タウンミーテ

ィングの話をし忘れていましたので、おっしゃっていただいてありがたいと思っております。

コロナで中止をしておりますが、落ち着いてきたら、またタウンミーティングも始めさせて

いただきたいなというふうに考えております。いろんな顔も見れるし、いろんなお話もして

いただけるのでね。中には厳しい意見もございますが、心の中で「勝手なことを言うな」と

思いながら、いろいろ聞かせていただいているので、またそういうことも来年度実施できる

ようであればしっかりやっていきたいなというふうに思います。あれは私にとってとてもい

い教訓といいますか、教科書といいますか、あれがあるから今現在があるなという思いもし

っかりと持っております。 

 それと、二十歳のつどいで、今、遠山議員がおっしゃっていただいた、その話をさせてい

ただきました。今、デジタル社会でございますので、極端に言えば、いろんな情報は幾らで

も取れるし、情報の発信はできると。１人で何でもできるのかということを、やっぱり、い

や、そうと違うよと。それを若い人たちに分かってほしいというつもりで、他力本願を例に

とって、これはひょっとしたら浄土真宗のお坊さんに怒られるかもわかりません。あれは私

の独自の解釈でございます。やっぱり自力をつけるためには、今日もそれに近い話を卒業式

でもしたんですけど、学力、知識、経験をしっかり積むんだと。そのために子どもたちは頑
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張らなあかんよと。そういう力をつけて初めて、例えばデジタル社会の中で、フェイクなの

か、本物なのか、そういう判断ができると。しっかりと判断をつけるためには、学力、知識、

経験が必要ですよと。その力をこれからしっかりつけてくださいというつもりでお話をさせ

ていただきました。それが自力だと。他力とは何だと。本来、浄土真宗で言う他力は、阿弥

陀入来のことを他力というと。しかし、私は、それも含めて、自分以外の人が他力だと。自

分にそれだけの力をつけて、その努力を一生懸命にやっていること。それを見せるというこ

とではありませんが、そういうものが見えてきて初めて、周りが、助けてやろう、例えば伸

ばしてやろう、こういうことになるんだと。それが自力と他力の関係ですよと。他力を頼も

うとしたら自力をしっかりつけなさいと、こういうことを子どもたちに言いたかったので、

引用をさせていただきました。 

 それは我々大人でも一緒でございます。私もそうやし、今ここにおる全員がやっぱりそう

いう考え方で私は仕事をしていくというのが大事なのではないのかなというふうに常々考え

ております。そういうことで、しっかりとまちづくりについてはそういう考え方もそれぞれ

が持ちながら、「和のまちづくり」でございますので、まちづくり基本条例を基として取り組

んでいけばすばらしい町になるのではないのかなというふうに考えております。 

 ただ、悲しいかな、財源の問題がそこで大きく関わってまいりますので、大変厳しいとこ

ろがあるのかな。それともう１つ、例えば教育であったり、福祉であったり、本来的には、

これは国の役割だと、本来、国がやるべきだというような話が当然あるわけでございます。

そうしたときに、どこのまちに住んでも同じだということであれば、我々を、上牧町を必要

なのかという話になるわけですよね。一緒だったら合併したらいいじゃないかと、こういう

ことになりますので、その辺の考え方もやっぱり難しいところがあるのかなと。それぞれの

町々、今でも広域行政は一定進んできておりますので、例えば水道にしても国保にしても、

どこに住んでも同じだという条件になるわけでございますが、一定、それぞれの町々にいろ

んな特色がある。それでなかったらまちは存在しないと、こういうことになっていくのでは

ないかと。やっぱり上牧町があるということは、上牧町独自のまちづくり、上牧町独自の歴

史文化があると。それを大切にしようと。ここがやっぱり一番大事だし、しっかりやる必要

があるのではないのかなと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 遠山議員。 

〇８番（遠山健太郎） 今中町長、ありがとうございました。自分のレジュメの中で「今中町

長、最低20分確保」と書いてあって、大分よかったなと思って、本当にありがとうございま
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した。 

 今中町長、先ほど他力本願のことをアレンジだというお話をされましたけど、ちょっとう

んちくネタですけれども、日本語の中で間違って解釈をされているベスト３というのがあり

ます。他力本願は第３位らしいですね。他力本願は人任せというイメージがあるけど、そう

じゃなくて、おっしゃったとおり、阿弥陀如来様の力を借りてやるというのが他力本願とい

うので、勘違い。ちなみに第１位はハッカー。皆さん、ハッカーってご存じですかね。コン

ピューターウイルスのところに侵略していく人のことをハッカーという。実は、あれは正式

名称はクラッカーなんですよね。ハッカーというのは、コンピューターとかを普通の人より

も詳しい人のことをハッカーというらしいです。これは余談でしたけども、今中町長、あり

がとうございました。 

 そろそろ持ち時間を終わることになりましたけども、今中町長に頂いた町政運営に対する

思い、これからぜひ頑張っていただきたいというふうに思っています。私自身も、お話しい

ただきましたけども、自力と他力のお話がありましたけども、私ももっともっと自力をつけ

ていかなきゃいけないなと。いろんな人の力を借りて、自分自身も頑張っていかなきゃいけ

ないなというふうに改めて思いました。本当にありがとうございました。 

 以上、結びになりますけども、この議場におられます町長、副町長、教育長、本当にあり

がとうございました。そして、部長、理事の皆様、それだけでなくて、議会審議に当たり、

私は時にはぶしつけな表現であったり、分かりにくい通告をたくさんしたと思いますけども、

全ての課長の皆様、課員の皆様に心よりお礼を申し上げまして、私の２期８年、最後になり

ます通算32回目の一般質問を終わりたいと思います。本当にありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、８番、遠山議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後２時５分。 

 

    休憩 午後 １時５７分 

 

    再開 午後 ２時０５分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    



 －22－ 

 

          ◇服 部 公 英 

〇議長（吉中隆昭） 次に、６番、服部議員の発言を許します。 

 ６番、服部議員。 

          （６番 服部公英 登壇） 

〇６番（服部公英） ６番、服部公英です。議長の許可を得ましたので、一般質問通告書に従

い質問させていただきます。 

 質問の前に少し時間を頂きます。本日卒業された上牧中学校、第二中学校の皆さん、誠に

おめでとうございます。そして、保護者の皆様、立派に成長された姿を見て、涙ぐんでおら

れたことでしょう。28年前の保護者としての自分自身のことを思い出しているところです。

コロナ禍の中で卒業式に参加してお祝いができなく、大変残念に思いますが、この場を借り

て一言お祝いを言わせていただきます。本日卒業された皆さん、これからの人生が楽しく、

目標を持って、充実したものになるよう願っています。高校生になられる方、専門学校に行

かれる方、社会人になられる方、これからいろんな問題や苦難も起こりますが、１人で悩ま

ないで、親や友達、身近な人に相談して、これからの時代を生き抜いてください。地域の皆

さんは、皆さんのことを応援しています。 

 それでは、質問通告書に従い、質問させていただきます。 

 まず、私の質問は、大きな項目２点になっております。 

 まず１点目、学校統廃合について。上牧町学校適正化基本計画に基づいて、上牧中学と上

牧第二中学校の統合の整備案について説明があり、校舎新築案が採用された場合は事業費45

億4,000万円が必要と説明がありました。これだけの金額を使うとなれば、次に小学校の統廃

合を計画しているところですので、財政的に考えて、義務教育学校として上牧中学校区と第

二中学校区の小学校と中学校を統合したほうが中学校の統廃合が進むと考えますが、町とし

ての考え方を聞かせてください。②小学校の学校適正化について意見や要望など出ていると

思いますが、現時点ではどこまで審議されるのか聞かせてください。③１年生から９年生ま

で、義務教育学校として教育するメリットとデメリットを教えてください。 

 大きな項目の２番目、住環境整備について。①北上牧地区に新しく民間企業が住宅開発し

ている場所の道路整備について説明してください。②役場前の道路整備について説明してく

ださい。③第１住宅から第６住宅までの入居状態と整備計画を聞かせてください。④西名阪

側道の舗装工事について、今回の場所は住宅の出入口になっており、傷みが激しいところで
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した。工事内容を聞かせてください。⑤電気自動車充電スタンド設置について、時期早尚で

はというような書き方になっているんですけども、書く欄が少なくて申し訳ございませんが、

繰越明許になっている今の状況について説明してください。 

 以上です。再質問につきましては質問者席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 座って質問させていただきます。 

 まず、質問項目で質問したところから、用意してくれている答弁から聞かせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、まず１点目の小学校の適正化について、現時点での状況

等についてのご質問でございました。小学校の統合に関する検討に関しましては、計画策定

時の推計では、上牧第二小学校において全学年が単学級となる可能性が高い。令和13年度ま

での統合を見据え、令和13年度に入学する児童の出生が確定をすることとなる令和７年度に

おいて人口動向等の再調査を実施し、現行計画の方針についての検証を行うこととしており

ますので、現時点におきましては具体的な検討、審議には至っておらず、決定をしていると

いうことではない状況でございます。 

 また、小学校の統廃合に関する意見等につきましては、計画策定時のパブリックコメント

にもございましたとおり、通学に係る安全の確保に関する意見、通学時間の増加等に伴う子

どもたちの負担増加を懸念する意見、学校数の減少に伴い、少子化が加速することで、地域

の衰退を危惧するといった意見がございました。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） この小学校の統廃合については、当面は現在の３校を堅持しつつも、引

き続き統廃合等については検討を続けると書いてありまして、この令和５年度、新１年生が

６年間同じ学校に通うことができるよう、令和11年度を統廃合の最短目標として書いておら

れるんですが、この最短目標という11年度というのは決定になっているんですか。目標であ

って、決定ではないということですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 現行の考え方といたしましては、先ほどご説明をさせていただきま

したとおり、令和13年度の統合を見据えて、そのほぼ中間期に当たる令和７年度において再

検討を行うということとさせていただいているところでございます。 
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〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 令和７年度の人口動向の再調査を行いというような形でここにも書いて

いるんですけども、私は、一般質問通告書にも書いたように、先日の説明会のときには、上

牧中学校の校舎全面改築、新築案を採用された場合、45億円という形の多額な金額が要ると

いうことを聞きまして、小学校のときも次にまた多額な金額が要るのであれば、この45億円

という考えがあるときに、学校義務教育化というのは、９年間を通して１つの学校として、

ちょっと先を見据えた計画に変えないと、小学校と中学校と両方を造っていくというのはす

ごい金額になると思うんですね。この45億円というのを聞いたときに、強く、ここにも書い

ているように、小中一貫校に将来的な可能性を残すというふうにも書いておられるので、そ

ういった考えは今後持っていくことになったりはしませんか、ここでじっくりと考えてみま

せんかという意見を言っているんですけども、その点についてはどのように考えますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 本町における義務教育学校小中一貫校の移行に関しては、あくまで

学校適正化を検討する上においての１つの選択肢であるとは認識をしております。ただ、現

状につきましては、中学校においては上牧中学校に新築校舎を建設して、小学校においては、

若干後になりますけども、引き続き継続的に検討を行い、その枠組みを決めていくというこ

とにしております。議員ご指摘のとおり、中学校の改修だけでも相当の事業費がかかってま

いります。それと併せて、その後、また小学校を考える上においても、上牧小学校等、いず

れかの学校の改修は必要になってくると考えておりますので、そのことについては、補助金、

有利な起債等を財源として求めながら、町の負担を限りなく少ない形で、よりよいものを整

備していくという考え方でおります。現時点において、そのことを総合的に勘案して、一足

飛びに義務教育学校小中一貫校への移行は現時点では考えていないということでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。ここで考えたほうが私はいいというふうに判断したんで

すけども、町としては、今のところ、一足飛びにそういうような義務教育学校というような

形で校舎を建て替えたり、そういう設計で造ったりはしないというような考え方で捉えてい

いですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今後の子どもの数、児童、生徒数の推移によっては、その辺の議論

がまた小学校の適正を考えるまでの期間において出てくる可能性はないとは申しませんが、
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現状の推移を、若干減少傾向で推移がこのまま継続するようであれば、取りあえずは小学校、

中学校それぞれにおいて適正化を考えると。その適正化を考える上において、小学校、中学

校の子どもの数が極めてゆゆしき事態に陥った場合についてのみ、また義務教育学校への移

行も考えていくというスタンスで教育委員会はおります。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） それでは、１つ目、私が聞きたかったことはそれで結構です。 

 ２つ目、そしたら、小学校適正化についての意見や要望など、現在のところどのぐらいま

で審議されているのかというのはさっき答弁の中にありましたか。もうあれだけ。ほかには

聞いていませんか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） パブリックコメントでお寄せを頂いた意見の以降、個別に教育委員

会を訪れられて、その辺の考え方とかをお聞き、お問合せに来られた住民の方はいらっしゃ

います。その部分については教育総務課で丁寧にご対応させていただいて、それについての

回答を求められるということはなく、一定ご理解を頂けてお帰りを頂けたのかなというふう

に承知をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 勉強会みたいになるんですけども、③の１年生から９年生までの義務教

育学級として教育することのメリットとデメリットというのはどんなものがあるのかお答え

ください。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員ご質問の義務教育学校のメリットについて説明をさせていただ

きます。本町の状況ということではなく、一般的な話としてご説明をさせていただきたいと

思っております。 

 メリットの１つといたしましては、小学校から中学校への進学において、新たな環境での

学習や生活にうまく適応できず不登校につながるという、いわゆる中１の壁の緩和・解消、

また、系統性や連続性を意識した小中一貫教育の実現や、幅広い学年間の交流による精神的

な発達の促進などが期待できるものと一般的にはされているところでございます。 

 一方、デメリットといたしましては、９年間という長きにわたり、人間関係が低下をする

ということで、一旦、人間関係が崩れてしまうと、その解消を行うのにかなりの努力が必要

であるという点、また、小学校卒業の達成感や中学校入学への新たな区切りにおける新鮮さ
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が失われてしまうという点、また、小学校高学年に期待できる児童のリーダーシップ、当然、

小学校は６年制でございますので、５、６年になると、下の子どもたちを思いやる、いわゆ

るリーダーシップが目覚めてくる時期ではございますが、そのリーダーシップを発揮できる

ということが少なくなっていくのかなというような点が一般的なデメリットとして挙げられ

ているものと承知をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） メリットとして、今、生徒の数が減ってきている、１つのクラスで授業

を行わなければならないということで、今回、学校統合というのが進んでいるんですけども、

義務教育学級という１つの大きなくくりですると、１つのクラスという学年はできるかもし

れませんが、学校内での子どもの数というのは増えると思うので、そういった点でもメリッ

トはあるというふうに私は思うんですけども、先行して隣の王寺町ではやっているというこ

とを聞いているんですけども、ここ何年かされておるので、そういった辺りの問題とか、よ

かったなというような点は聞いておられますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 王寺町の実例について事細かにお聞きをしているということはござ

いませんが、王寺町も、いわゆる義務教育学校に移行される部分については、十分な議論、

住民意見と子どもたちの思いに寄り添った形でその枠組みを決められたというふうには認識

をしておりますので、その分、準備は周到にされているのかなと思っております。当然、現

行の小学校６年生、中学校３年生の枠組みを、それを一括して行うということになりますの

で、教育課程しかり、その辺の部分については、その分、子どもたちがそれにすぐ順応でき

るのかどうかということも含めて、総合的な検討が必要であるというふうに認識をしている

ところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。この義務教育学級のデメリットとしては、学校の先生の

確保であったり、学校の先生の資格というのはまた変わってくるんですか。その点を教えて

もらえますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 義務教育学校に移行した場合については、それぞれの子どもたちの

数によって配置をされる定員は変わってくる可能性はあるのかなと。規模が大きくなります

ので、その部分に比例して、先生の数は増えるのかなと思っております。 
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 ただ、小・中学校一貫の教育を進める上において、いわゆる教員の免許資格として、小学

校、中学校双方の免許証を所有されている方については両方の中学校課程、小学校課程で対

応できるんですけど、そうでない部分については、要は、小学校の担当と中学校の担当がそ

の辺は連携・協調する必要がありますので、その所有免許状の関係についても、一定、検討

の中の課題事項として考えていく必要があるのかなという認識をしているところでございま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。１つ目の項目の私の質問は以上で、これで置いておきま

す。いいと思います。今後、義務教育学校を目指すのであれば、もっとじっくりと住民の方

と会議を重ねて、そういう方向に持っていくというような話になってから持っていかないと、

ただ単に金額の問題だけで、私のように勝手に義務教育学級のほうがいいんじゃないかとい

うような話は時期尚早というか、ちょっと筋が違うなというふうに思いますので、今後、ど

ういった形で上牧町は子どもたちの教育環境をしっかりと整えていってもらえるのか、これ

から私もしっかりとまた意見を述べたり、聞かせてもらったりしますので、協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

 そしたら、議長、２番目の質問の項目に入りますので、よろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、２番目の質問でございます。当該箇所の道路整備

につきましては、令和４年度に測量及び詳細設計が完了いたしまして、そして、令和５年度

に道路拡幅改良工事に着手する予算計上をさせていただいているところでございます。道路

の形状といたしましては、片側歩道つきの道路で、車道幅員が6.4メートル、そして歩道の幅

員が1.7メートルということになっており、狭隘道路の拡幅を目的とした改良工事ということ

になっております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 今、具体的に説明していただいたんですが、出来上がりというのはいつ

になりますか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 本工事の実施に当たっては、地下埋設管を移設する必要がご

ざいまして、設備会社との事前協議の結果、埋設管の移設完了時期については令和６年の２
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月頃というふうに伺っております。ですので、工事発注の時期につきましては、準備工、そ

して移設に必要な掘削作業を考えると、10月頃を一応予定しております。ですが、本格的な

着手については２月以降の工事着手となりますので、この工事につきましては、令和５年度

から令和６年度にかけての債務負担行為により、年度をまたいだ工事になることが予想され

ております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 今回、一定、道路の完成が令和６年度の秋には通れるようになるという

ような理解でいいんですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） そのとおりでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 現場が同じところになるんですけど、今、カラーコーンを立てて、穴が

空いているところの修理してくれているんですけども、あれは急な補修という形で行っても

らえるんですか。危険なんですけども。今やっている道路の、岸田の肉屋さんと吉川さんの

家の前にカラーコーンを立てて穴を空けているところ、あれ、今言っている道路とは関係な

いんですけど、申し訳ないですけども。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 本工事に含まれる工事ではございませんが、修繕というとこ

ろで工事は終了しているというふうに伺っております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 質問項目にないことを聞いてしまいました。申し訳ございません。 

 この業者との地元の説明会は終わっているんですけども、その後の業者の進捗状況という

のは分かっているんですか。県に対しての許可申請であるとか、そういうふうなのがちゃん

と順調に進んでいるかというのは、その辺は聞いていますか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 特にその辺の報告はございませんが、ただ、開発するに至っ

て、本町において開発行為というところの手順は踏んでいるというところで認識しておりま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。ありがとうございます。そしたら、２つ目、今、役場前
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の舗装道路を、議会中、毎日通ってくるんですけども、きれいに順番にしてくれているんで

すけども、この舗装工事については、県道ということで県がしてくれているから、町として

の詳細は県に聞かなければ分からないと思うんですけれども、今、舗装してあるところから

かがや病院の前、服部記念病院の交差点のところまでは道路補修をしてもらえると全部きれ

いになるんですが、その辺の説明を聞いているところだけでも聞かせてください。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、議員申されております役場前の道路につきましては、当

然、県が管理している県道であるため、過年度より高田土木事務所に舗装の修繕の要望を行

ってまいりました。今回、令和５年１月30日から３月24日にかけて、夜間工事ということで

舗装修繕が行われております。具体的には、施工範囲については、役場前から整骨院付近ま

でというところで、施工延長は457メートル、そして、施工面積については3,490平米という

ことになっておりまして、舗装断面につきましてはおおむね20センチの厚みだというのは承

知しているところです。 

 そして、今後の舗装修繕の予定ということで、高田土木事務所に対しまして確認させてい

ただきました。そうすると、回答といたしましては、未確定なため、報告できる内容は現在

ございませんという回答を頂いております。ですので、今後、町といたしましても、修繕が

必要と思われる部分、今、議員指摘されたところにつきましては、引き続き高田土木事務所

に対しまして要望していきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。カーブになっていますし、以前もあそこでひっくり返っ

て事故された方もおられるので、引き続き高田土木に修理をお願いしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、３番目、質問をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、３つ目の質問でございます。第１住宅から第６住

宅までの入居状態と整備計画を聞かせてくださいということでございます。 

 まず、第１住宅から第６住宅の入居状態につきましては、全体管理戸数が222戸、そして、

それに対して入居戸数については141戸ということで、入居率に対しましてはおおむね64％と

いうことになっております。空き家戸数については81戸ということで、空き家率が36％とい

う状況でございます。 
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 今後の整備計画というところでございますが、これにつきましては、町営住宅等長寿命化

計画、個別施設計画に基づきまして、町営住宅の点検の強化及び早期の管理修繕により、ラ

イフサイクルコストの縮減を目指して、計画に基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改

善を実施していきたいというふうに考えておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 個々の空き家の数、入居率、順番に、第１、第２、第３、第４というふ

うな形で教えてもらえますか。資料を作ってもらっていると思うんですが、タブレットに送

ってもらっても結構なんですけれども。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、第１住宅につきましては、入居戸数が31、そして

空き家が３というところでございますので、空き家率については0.08％ということになって

おります。第２住宅につきましては、入居戸数が33、そして空き家が27ということでござい

ますので、45％。そして、第３住宅につきましては、入居が11、そして空き家９ということ

で、空き家率が45％。第４住宅につきましては、入居が16、そして空き家が14ということで、

空き家率が46％。そして、第５住宅については、35の入居に対して、空き家が19ということ

でございますので、空き家率が35％。第６住宅につきましては、入居が15、そして空き家が

９ということで、空き家率が38％という状況となっております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） もう一度、第１住宅につきましては、空き家になって、返却すれば、除

却していくというふうに理解しているんですけども、第１住宅についてもう一度。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、第１住宅の空き家数３というのは、先ほど議員ご指摘い

ただきましたように、空き家になれば解体という手順で事業を進めているところでございま

すが、今回、この空き家の３という部分については、まだ中に動産物が入っとるというとこ

ろで、処理をまだしていただいてないというところで３という数字が残っておるというとこ

ろでございます。今後は、動産物の撤去をしていただいた後に解体という手順になっていく

かと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 一つずつ解決して聞いていきたいと思うので、この第１住宅の空き家の

動産というのは、今、空き家という状況で、家賃収入はもらってないというふうに理解して
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よろしいですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 当然、本来は動産物撤去までという部分はあるんですが、当

然そこは見込めない部分であるので、そこはストップして、家賃は変わっていないという状

況でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） そしたら、第２住宅の全体の戸数と空き家の数をもう１回言ってもらえ

ますか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 管理戸数につきましては60、そして入居が33、そして空き家

については27という状況になっております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） この第２住宅については、耐震診断の数値が悪いということで、移動し

てもらうというような計画になっていると思うんですが、このうちの33件がまだ入居されて

いるということで、その方たちとのコミュニケーションというか話合いで、いつ頃移転する

とか、今後の先行きの見通しとかという、その話合いとかはしたことはあるんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、議員指摘されておる部分につきましては、現在ございま

せん。ですが、基本的には早急に対応していきたいなというのは考えているんですが、当然、

住宅の在り方というところで、町営住宅等の運営対策協議会、委員会というところの中でい

ろいろ在り方について議論していただいて、しっかりとどういった形で引っ越ししていただ

くとか、そういう部分も含めて、しっかりと方向性を定めた上で、住民に対して説明をさせ

ていただきたいなというふうには考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） そしたら、この引っ越しというのを先に見据えて計画しているんですけ

ども、計画の見込み年数というのはまだまだ先になると。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 現実やっぱり先に見えない部分もございます。併せて、今あ

るほかの継続利用する住宅の例えば空き家の確保とかの部分で、それと改修云々、それぞれ

でいろいろ財政的な部分もございますので、そういったことも含めまして、しっかりとその
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辺のところの方向性というのを協議させていただいて進めていきたいと考えておりますので、

いつまでという明確な時期というのはなかなか申し上げにくいというのが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） そしたら、第２住宅はそれでオーケーです。 

 第３、第４については、既存の住宅は耐震診断をクリアしているので今後使っていくとい

うようなことを聞いたんですが、それはそういう考え方で間違いないですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 基本的にはその考え方でいいと思います。ただ、需要が見込

めない場合につきましては、解体というのも１つ視野に入れながら事業を進めていくという

ことになっております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。そしたら、第３も第４も、今後、第１住宅みたいな形で、

解体も視野に入れて考えているというような考え方なんですね。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） そのとおりでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 私は、第３も第４も移っていくというふうに以前答弁いただいたように

記憶しておるので、第３、第４の壁の塗り替えであるとか、今後の整備していく計画などあ

れば聞かせてくださいというふうに考えておったんですけれども、除却していくというよう

な考え方もあるということは、整備はしないというように理解してよろしいですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 現在、修繕等で対応していくということでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。個々に修理があれば対応していただけるという。 

 それでは、第５について、戸数と空き家をもう一度お願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 第５につきましては、戸数につきましては、入居戸数が35、

そして空き家については19ということになっております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 第５については、屋根も修理して、中も修理して、空き家は、今度、第
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２住宅の方が移るようにという形で、計画的に空き家にしていて、申込みを受け付けていな

い。第６、第５については、そういった形で計画的に空き家にしているというようなことで

聞いているんですけども、その状況は今後もまだ変わりませんか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、議員申されたとおり、現状、そのとおりでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 第２住宅の方が先が見えなくて変わってこないというのは、今、最初に

答弁いただいたんですけども、何年も先が見えない状態の人を空けておくのに、この第５と

第６を空けて待っているということは、第５と第６も、その間ずっと空けて、計画空き家と

いう形でずっと空けておくというような考え方というのはあまり好ましくないんじゃないで

すか。使える間に住宅というのは使わないと、古くなっていくんじゃないでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、議員申されていますとおり、それはおおむね承知してい

るところでございます。ただ、じゃ、すぐさまそっちに移すのかというところの話、誰を移

すのというところの話もございます。ですので、そこらはしっかりと方向性、そういうのを

定めてからしっかり実施していかなければいけないものかなと考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） この空き家の数を今聞いたんですけども、だんだん入居者が高齢化して

いるんですね。そして、介護するにしても、２階、３階のところを介護するというのは大変

なので、１階で空いている部分に変わるとかいう、そういう施策は考えていませんか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今申されておりますように、そういったものの考え方も含め

て、運営協議会の中でしっかりとそういう方向性を定めていただいて進めていくというふう

に考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。また今後ともよろしくお願いいたします。 

 そしたら、４番目の、今回、西名阪側道の舗装をしていただいて、本当に喜んでいるんで

す。危ないところがきれいになって、走っていても気持ちがいいですけども、一番危なかっ

たところなので、舗装工事の内容、上面だけされているとちょっと具合悪いなと思って、こ

こでもう一度確認のため聞いているんです。 
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〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今、議員申されております当該路線である町道桜ケ丘葛下川

線につきましては、総延長が1,370メートルと路線延長の長い町道であることから、舗装修繕

におきましても、年度を分けて発注させていただいております。今年度施工した区間につき

ましては、第６住宅付近から第５住宅付近で、延長としては213メートルということとなって

おります。舗装の構成断面についてなんですが、これはアスファルト６センチ、そして上層・

下層路盤が24センチということで、計30センチの厚みの改修を行っておるということでござ

います。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。ありがとうございます。念のために聞くんですけども、

１回これをこういう順番にしてもらって、何十年先までこれは使えると思うんですけども、

今後、長い路線で、傷んだ箇所から計画を５つに分けてするとしても、一番傷んだところか

ら舗装していくというような計画は立てられるんですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） この舗装修繕につきましては、当然、ＣＢＲ調査等も入って

の実施をさせてもらっています。そのＣＢＲ調査の設計条件といたしましては、10年後まで

で75％が健全であるという調査結果をもって、30センチの厚みということにさせていただい

ておるというところでございますので、その辺で、車両の大小なり、通行量によって、いろ

いろ、若干その辺は前後するかもわかりませんが、おおむねそういう設定条件で工事をさせ

てもらっていただいておりますので、ただ、今後は、ある程度全線完了すれば、傷んでいる

ところについては、大きなのを緊急的に修繕はしていかなければならないのかなとは思って

おります。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。ありがとうございます。いろいろ聞かせてもらいました。 

 そしたら、最後の電気自動車のスタンドの繰越明許の今の状況について説明していただけ

ますか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ご質問いただきました自動車の繰越明許の部分でございます。充電

設備の繰越明許についてでございます。電気自動車につきましては、購入を終えまして、事

業は完了したところでございますが、充電設備におきましては、令和３年度の補正予算での



 －35－ 

補助金を活用するため、工事請負契約を締結した後、補助金申請を進めておりましたが、国

の予算が超えたため、現在、令和４年度の補正予算での財源確保のため、補助金申請する事

務手続を準備しているところでございます。ただ、スケジュール等が現在示されておりませ

んので、公表されましたら、速やかに手続にかかりたいと考えているところです。 

 また、本補助金につきましては、工事等の施行時期に関しましては補助金交付決定後と定

められておりますので、令和４年度の完成はできませんので、本定例会におきまして予算の

繰越手続を行ったところでございます。交付決定後、下りましたら、速やかに設置をしてい

きたいと考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） この充電設備について補助金が出るというような理解でいいんでしょう

か。私は車だけの補助金かなというふうに思っていたんですけども、それが充電設備にも出

るということであれば、金額的には900万円の中の幾ら補助金が出てくるのかというのはあっ

たら聞かせてもらえますか。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 車の部分については、１台につき車種によって50万円から80万円という

ふうに聞いているんですけども、充電設備については、補助金というのはどういうふうな国

からの連絡というか指定があって、幾ら補助金が出るのか、その辺、もう一度聞かせてくだ

さい。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 本定例会においても、建設委員会でも議会資料で少しお示しをさせ

ていただいておるんですけども、充電設備のインフラ工事の事業費ということで、935万円を

繰越明許ということで上げさせていただきまして、これに伴う国からの補助金等につきまし

ては221万6,000円を現在予定しているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 

〇６番（服部公英） 分かりました。ありがとうございます。町からの持ち出しは、その残り

の700万円ぐらいということでいいですか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 一部起債を借りる予定をしておりまして、一般財源としておおむね

73万4,000円を予定しているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 服部議員。 
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〇６番（服部公英） 分かりました。 

 私の質問は以上です。丁寧な説明ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、６番、服部議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後３時。 

 

    休憩 午後 ２時４６分 

 

    再開 午後 ３時００分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇牧 浦 秀 俊 

〇議長（吉中隆昭） 次に、４番、牧浦議員の発言を許します。 

 ４番、牧浦議員。 

          （４番 牧浦秀俊 登壇） 

〇４番（牧浦秀俊） ４番、牧浦秀俊です。 

 まずは、上牧町内の中学校の皆様、卒業おめでとうございます。心からお祝い申し上げま

す。 

 私の質問の前に、３月12日に上牧町で公開収録の放映について話させていただきます。町

制施行50周年を記念して、ＮＨＫ「民謡魂 ふるさとの唄」が放映されました。奈良県出身

の城島リーダーを盛り上げようと、関西ジャニーズＪｒ．の３人が登場して、古くから人々

が行き交った交差点・奈良県の知られざる魅力に迫りました。若い人たちがたくさん列をし

て集まっていました。上牧町でこんな催しがあったこと、大変うれしく思います。そのこと

は、上牧町に暮らせば何かがあり、自分たちの未来を託せるまちであることの１つであると

して発信をして、まちづくりに使っていきたいと思います。 

 それでは、議長の許可を頂きましたので、通告書に従いまして質問いたします。 

 １つ目、まちおこしと観光資源について。１つ、特産品黒カレーの町の取組は。２つ目、

上牧のキャラクターの考え方は。３つ目、観光資源である片岡城跡。ＣＧを駆使し、片岡城
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を再現したが、どのように利活用していくのか。４つ目、片岡城跡でボランティア団体がコ

キアを栽培しているが、町ではどのように支えていくのか。５つ目、黒カレーと片岡城跡を

結び、１つにしたいが、町の考え方を聞かせてください。６つ目、これからの上牧町のまち

おこしと観光資源の考え方を聞かせてください。 

 ２つ目、町内小・中学校の状況について。１、学級崩壊が危惧されるような情報が町の内

外から寄せられていますが、どうなっているのか。２つ目、どのような対応をしているのか。

３つ目、これからの対応は。 

 再質問につきましては質問者席で行います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 暫時休憩します。 

 

    休憩 午後 ３時０３分 

 

    再開 午後 ３時０４分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） それでは、１つ目の、まちおこしと観光資源についてお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、質問にございます特産品黒カレーの町の取組はと

いうことでございます。まず、特産品の黒カレーにつきましては、町商工会が黒カレーで町

を盛り上げようと、町の飲食店や製造・加工工場、その他、会員企業の協力によってレトル

ト商品を開発され、町制50周年を記念し、町長が片岡城の歴史から名を取り、「片岡の里 春

ちゃんの黒カレー」と命名されました。現在、販売につきましては、上牧町商工会議所、そ

して町内事業所７か所、近鉄百貨店奈良店、道の駅なら歴史芸術文化村などで販路を拡大さ

れておるというところでございます。また、ペガサスフェスタや毎月第１、第３土曜日に開

催されておりますふれあい朝市、そして、馬見丘陵公園にて開催された馬見チューリップフ

ェア、唐古・鍵遺跡公園にて開催されたおもしろ歴史フェスティバル、そして、町商工会自

主事業として、上牧町新名物黒カレー感謝祭2022、そして、奈良県のコンベンションセンタ

ーで開催された大立山まつり2023、そして、３月26日に開催されるさくら祭りへの出展など、

黒カレーのＰＲ活動等を精力的に行われておるというところでございます。 
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 そして、町の取組といたしましては、町長が国や地方等へ公務で出向かれた際に記念品と

して贈られ、黒カレーのＰＲ活動に尽力していただいておるところでございます。今後にお

きましても、町といたしましては、引き続き町内外で開催されるイベント等の情報提供を積

極的に行い、多くのイベントに参加していただけるよう商工会に対し働きかけ、「片岡の里 

春ちゃんの黒カレー」のＰＲ活動等への協力を行っていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 本当に今まで町長をはじめ職員の方々、いろいろＰＲ活動ありがとうご

ざいます。ふるさと納税の返礼品として使っていただけるということなんですが、どのよう

な考え方で、そしてまた、上牧魅力発信発掘推進事業で、これでも使っていただけるという

ことなんですけども、いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 黒カレーにつきましては、現在、ふるさと納税の返礼品ということ

で登録をしていただきまして、返礼品ということで現在利用させていただいているというこ

とでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） ありがとうございます。 

 それでは、上牧魅力発信発掘推進事業の中にもこの黒カレーを使っていただける、これを、

中心じゃないですけども、魅力発信発掘推進事業の中でどないかして使っていってもらうと

いう話があったと思うんですけども、どうでしょう。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 魅力発信という部分でございますが、現在、黒カレーという形でご

登録を頂いているということでございますので、また、併せて、開発に伴う補助金等も別途

準備させていただいておりますので、そういった部分を活用しながら、また改めて黒カレー

以外に新しい返礼品をつくっていただきましたら、またそれはうちのふるさと納税の返礼品

ということで手続を取らせていただいて、登録という形でしていきたいとは考えているとこ

ろです。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） そしたら、これは上牧魅力発信発掘推進事業の中の１つとして黒カレー

があると。１つでもある。雪駄とか、あと、バーベキューコンロ、そういうのもこの中には
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入っているんですか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今、議員おっしゃっていただいた分につきましては、ふるさと納税

の返礼品ということでご登録いただいていると認識しております。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） それでは、この魅力発信発掘推進事業の中にふるさと納税の返礼品等々

というのも含まれているわけではないんですね。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） そしたら僕の勘違いやったと思います。魅力発信発掘推進事業の中にふ

るさと納税とかもあってというようなことやと理解していたんですけども。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ふるさと納税の返礼につきましては、その事業の中の返礼品という

ことでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 分かりました。 

 それでは、次のキャラクターの考え方について聞かせください。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 次の２つ目のキャラクターの考え方というものでございます。令和

４年度におきまして、町制施行50周年記念を祝しまして、町内の小学校の子どもたちに３つ

の案を示させていただきまして、投票していただき、決定したものをＰＲキャラクター「ゆ

りはちゃん」として、令和４年11月３日のペガサスフェスタにて発表させていただきました。

また、商工会では「上牧ぺたろう」を作製されておられましたので、この２つのキャラクタ

ーが様々な場所で上牧町のＰＲを、現在活動を行っているところでございます。 

 主な活動内容につきましては、令和４年11月３日に開催いたしましたペガサスフェスタ、

令和４年12月１日、ちょうど施行50周年を記念いたしまして、メタセコイアのイルミネーシ

ョン点灯式及び商工会による花火大会、また、令和４年12月10日、11日の町制施行50周年記

念式典のパネル展、また、令和５年１月28日、29日におきまして実施されました大立山まつ

り等に参加させていただいているというのが現状でございます。 

 それ以外にもいろいろなところで活動はしていただいておるんですが、今後におきまして

も、たくさんの方々が訪れるイベントにて、ゆりはちゃんと商工会の上牧ぺたろうが共演し、
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来場者の方々がキャラクターたちと一緒に記念撮影をしている様子も見られ、これまでにな

かった形での情報発信方法が１つ増えたことになっております。今後も、商工会と連携協力

しながらＰＲ活動を行っていきたいと考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） これからもぺたろうとゆりはちゃんをやっぱりコラボでＰＲしていくと

いう形でいいということで聞かせていただきました。どうしてこれを質問するのかというこ

となんですけども、大立山まつりに行ったときなんですけども、このときに上牧町が紹介さ

れました。そこにぺたろうとゆりはちゃんがやってきて、一番にぎわっていたということを

報告させていただきます。また、このときに上牧町が紹介されて、悲しいことに、ある人た

ちは「上牧町はどこにあるの」、そして別の人は「上牧町には何があるのか」、こういう質問

をされたんです。なるほど、まだまだ知名度が少ないなということを感じたんですけども、

本当にさっきの「民謡魂」でもそうですけども、これからいろんなことを積み上げていって、

上牧町をＰＲしていくという方向でいきたいと思いますので、また、この上牧町のキャラク

ター、ぺたろうとゆりはちゃんとペアで考えていただきたいなと思うんですけども、いかが

ですか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 今、両方を使ってのという部分でございます。それについては十分

認識をさせていただいておりますが、場面場面等も、いろんな状況等もございますので、な

かなか２つ一緒に出れないというような状況等もございますので、そういった部分は少しゆ

りはちゃんになってしまうんかなというところはあるかとは思いますが、十分、啓発に当た

りましては、原則一緒に、商工会と連携しながら、協力しながらＰＲ活動をしていきたいと

考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） よろしくお願いいたします。それでは、次の質問、３つ目の、観光資源

である片岡城跡でＣＧを駆使して片岡城を再現したが、どのように利活用していくのか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、本町下牧地区に存在する片岡城跡につきましては、本町

における数少ない歴史的遺産の１つであり、今後の本町の活性化を考える上においては重要

な資源であると考えているところでございます。このたび、片岡城復刻ＡＲ制作事業に際し

まして、再現ＣＧの監修をご担当いただきました滋賀県立大学の中井均名誉教授によります
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と、片岡城は歴史的価値が極めて高く、国の史跡指定を受け得る可能性を有する貴重なもの

であるとのお話をお聞きしたところでございます。しかしながら、当該整備を行う上におき

ましては、その前段階における取組として、専門家や町民を交えた協議会を立ち上げるなど、

専門的見地からの意見や町民のニーズを十分に分析しながら進めていくことが肝要であり、

加えて、財政面における影響も熟慮する必要があり、一定の覚悟を持って町として慎重かつ

丁寧に進めていくことが必要であると認識をしているところでございます。 

 また、現時点におきまして歴史遺産及び文化財を所管しております社会教育課では、現在

運用しております、先ほどご説明申し上げました片岡城復刻ＡＲに関しましては、歴史ガイ

ドボランティアによる来訪者団体に対する片岡城の案内に際して、ＡＲの具体的な操作方法

等を分かりやすく説明し、普及啓発を図るというソフト展開を行っているところでございま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 内容は分かりました。皆さんも片岡城址に行かれましたか。ＡＲを見に

もそうやけど、あこに上がって見に行かれたかな。実は上がるとがっかりなんです。何もな

いんですよ。だから、そのグループの人たちも今コキアとか植えてくれているんですけども、

民有地と、それから町有地と混在しているというところがたくさんありまして、このことも

影響しているのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） ちょっと聞き漏らしましたので、もう１回ご質問をお願いいたしま

す。 

〇４番（牧浦秀俊） その上へ上がったときに、片岡城跡の跡、その中には民有地と町有地が

混在していると思うんですけども、そのことが何か影響するという部分もあるんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員ご指摘の片岡城の本丸付近には町有地と民有地が混在をし

ている状況は認識をしております。今後の史跡としての整備を考える上においては、当然、

民間所有者の方のご協力を得る必要があるとは思っておりますが、現時点において、民有地

が所在をしているからといって、顕著な問題は現れていないのかなという認識をしていると

ころでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 分かりました。もう１つなんですけど、伊邪那岐神社の南側から北側に
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抜ける、あれはハイキング道なんですか、ハイキングロード、草刈りはしてあるけども、そ

んな整備はされてないと。あれも民有地やと聞いているんですけども、あれは笹ゆり回廊の

１つに入っているんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 笹ゆり回廊の一部と位置づけをしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） あれの整備とか、どういう具合になっているんですか。僕は最近見に行

ったんですけども、入れるような状態じゃないと。笹ゆり回廊であるのであれば、どうにか

しなあかんなと思っているんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今ご指摘の笹ゆり回廊については、滝川の遊歩道等もその中に入っ

ております。当然、整備をされているところ、自然を残すところ、その辺のすみ分けを明確

にさせていただいて、上牧町は歴史的自然が豊富であると。また、片や、滝川の遊歩道につ

いてはアスファルト舗装もされておりますので、要は都会的なコンテンツもあるというよう

な、その辺の部分を総合的にアピールしていければなというふうに考えているところでござ

います。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 本当に片岡城跡共々、伊邪那岐神社、結構これは歴史価値の高いものだ

と聞いております。そやから、あの辺の整備というのをまたやっていただいて、観光資源と

して使えるようにしていっていただきたいと思います。それはお願いしておきます。 

 その次、４番目の片岡城跡でボランティア団体がコキアを栽培しているが、町ではどのよ

うに支えてくれるんでしょうかということなんですけども。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 令和３年度から、片岡城跡主郭部分の町有地にて、ボランティア団

体片岡城址盛り上げ隊の方々によりコキア（別名ほうき草）を栽培していただいていること

は承知をしているところでございます。なお、この取組につきましては、片岡城跡を広く知

っていただくことを目的とした桜の植樹やのぼり旗の設置など、本町としての考え方や方向

性に合致をするものであると考えているところでございます。今後、片岡城址盛り上げ隊の

方々や本町歴史ガイドボランティアとの連携・協働により片岡城跡の付加価値を高めるとと

もに、広くその存在を内外にアピールしていきたいと考えているところでございます。 



 －43－ 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） 本当にコキアをもし一面に植えると、馬見丘陵公園のように見栄えのあ

る場所にできる。そして、こちらの片岡台団地の景色もきれいですし、こっち側の畠田の景

色もきれいですので、そこに桜が咲いて、まだ桜は大きくなってないんですけども、コキア

が一面にあってと。そしたら、ＣＧを見て、上へ上がってきたらコキアがあるというような

状況がいかがなものかなと思っていたんです。現在、協働のまちづくりの公募のお金と、そ

れから会員の年会費でやりくりをやっている状況なんです。まだ１年目なので、なかなかコ

キアの栽培もうまいこといってないです。そやから、この辺がまた町でも協力していただけ

ないんかなというように思っているんですけども、令和元年度より森林環境譲与税というの

があったと思うんですけども、また課が違うんでしょうか。令和６年から森林環境税がプラ

スされて、個人住民税の均等割で、県民税が年に1,000円、町民税が年に3,000円が始まりま

す。この辺も加味していただいて、片岡城跡とあの辺の辺りの整備環境というのをやっても

らえないかなということなんですけども、その考え方はどうでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 私が税務課長をさせていただいたときに、森林環境税の部分が今度

住民税に上乗せをして課税をされて、その原資を基に各市町村に交付されているというふう

に承知をしております。片岡城の整備、当然、先ほども説明をさせていただきましたとおり、

民有地も含まれておりますので、その辺、民有地についてはアプローチが今現時点ではやれ

ないということもございます。町有地の中での活用の在り方について、当然、この片岡城は

史跡でございますので、いたずらに無秩序に開発をするということができませんので、その

辺、今後の課題ではあるんですけど、発掘調査等をして、影響のない部分について、そのよ

うな形で森林環境税の譲与税、交付金を活用しながら、まちづくり推進課との連携の中で事

業を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） ぜひともお願いしたいと思います。次の５番目に行くんですけども、黒

カレーと片岡城跡というのは本当にニコイチみたいなところがありまして、やっぱり春ちゃ

んの黒カレーということからすると、観光資源とまちおこしと、これが一体になっている象

徴だと思っているんです。この辺の考え方を、例えば、それと、笹ゆり回廊と滝川河川敷と、

これを加味して、町ではどのように考えておられるか聞かせてください。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 
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〇教育部長（松井良明） 今、議員おっしゃいました春ちゃんの黒カレーにつきましては、片

岡城を築城した片岡氏、片岡国春、片岡春利氏の名前から取り、上牧町の様々な魅力を広く

知ってほしいという願いを込めて町長が名づけをされたものと聞いております。このような

経緯もあり、町長自ら機会あるたびに率先してＰＲ活動をされているなど、町長の春ちゃん

の黒カレーに対する思い入れは大きいものと担当職員としてはいつも感じているところでご

ざいます。 

 ただ、議員ご指摘のとおり、片岡城跡の存在を広く内外にアピールする上におきましては、

黒カレーとの結びつけのみならず、町が植樹をした桜、のぼり旗、片岡城址盛り上げ隊など

により栽培をしていただいているコキアをキーワードとして結びつけることにより、先ほど

答弁いたしましたとおり、片岡城址の付加価値を高め、町の魅力向上につなげていければと

いうふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） ５番、６番続けて言ってくれはったようなもので、本当に感謝いたしま

す。そして、本当に先ほどから部長がおっしゃるように、町長が本当にほかのところでいろ

いろ言ってくれてはるおかげで、やっぱりほかの町長も「黒カレー、どうや」というように

聞いてくださいます。そやから、本当にそういうことというのは、一人一人が上牧町の魅力

を発信していくという形においては、本当に先ほどのＮＨＫのあれと一緒なんです。今まで

何もなかった上牧町にキャラクターができました、ＮＨＫの「民謡魂」がやってきました、

黒カレーがあります。こういうことが一つ一つつながって、上牧町の知名度をまだまだ上げ

てくると思うんです。この辺、またいろいろと皆さんよろしくお願いいたします。 

 この問題については、私の質問はこれで終わります。 

〇議長（吉中隆昭） 牧浦議員。 

〇４番（牧浦秀俊） ２番目の上牧町の小・中学校の事業状況についてなんですけども、これ

は不備がありましたので、今回は取り下げさせていただきます。次、またよろしくお願いい

たします。 

 私の質問は以上です。これで終わります。ありがとうございます。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、４番、牧浦議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後３時40分。 

 

    休憩 午後 ３時２６分 
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    再開 午後 ３時４０分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇上 村 哲 也 

〇議長（吉中隆昭） 次に、３番、上村議員の発言を許します。 

 ３番、上村議員。 

          （３番 上村哲也 登壇） 

〇３番（上村哲也） ３番、上村哲也です。議長に発言の許可を頂きましたので、通告書に基

づき質問させていただきます。 

 その前に、この春ご卒業の皆さん、ご家族の皆さん、ご卒業おめでとうございます。まだ

まだ世知辛い世の中ですが、まだまだ捨てたものではないと思います。しんどいとき、つら

いときは前進しているあかし、つらいとき、悩んだときは成長しているあかしです。何事に

も負けず、しっかり頑張ってください。 

 それでは、質問に入らせていただきます。私は次の議会に存在するかどうかまだ分からな

いもので、しっかりと爪痕を残したいと思い、私の中の言っておきたい、発言しておきたい

ことを３点質問させていただきます。 

 まず１つ目、上牧町でスポーツやあらゆる競技の功績者、功労者への配慮について。質問

の要旨です。１番、１つ目、今現在、本町のスポーツ団体、もしくは様々な競技の各種大会

の成績などの結果の確認方法は。２つ目、功績者に対しての本町の対応はどのようなことを

しておられるのかお聞かせください。３つ目、住民の方々にもっとスポーツや競技に興味を

持っていただくために、何かのついでではなく、年一、二回、表彰式などを決まった時期に

行い、町のイベントとしてしっかりと盛り上げられないものか。 

 大きな２つ目、子どもたちのスポーツ離れの傾向について。この質問は、先ほど遠山議員

からバトンも受け取りまして、かなりのプレッシャーですが、頑張ってまいります。私は少

し違う方向から、角度からの質問をしようと思います。１つ目、現在の子どもたちのスポー

ツや運動に関わる時間が減少傾向にあるようで、その結果は目で見て分かる状況となってい
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ますが、本町の対策はどう考えているか。２つ目、あらゆる分野のスポーツ少年団やクラブ

チームへの入部志願者へ助成金または支援金などを考えてみてはどうか。 

 そして、大きな３つ目。がん患者等への支援について。令和３年３月議会の一般質問で、

がん患者等の社会復帰への支援等について質問させていただきました。そのときの質問を一

部読ませていただきます。「がんは、1980年以降、死因の第１位を占め続ける国民病でありま

すが、その病状や治療に伴う副作用、後遺症に関する悩みのうち、外見の変化をはじめとし

た身体的、精神的な負担とともに、社会生活上の不安を抱えている方も多くおられ、治療を

受けながら社会復帰を希望される方も多いことも事実です。上牧町としては、現在、社会復

帰の支援としてどのような支援があるのかお尋ねします」と質問させていただきました。こ

の質問は、令和４年12月議会で、東議員が実体験を基に、切実な思いで追従してくださいま

した。答弁でも「近隣の状況を見ながら前向きに検討したい」とありましたが、今現在、本

町はどこまでお調べになって、どのように考えているのかお聞かせください。 

 以上です。再質問は質問者席で行わせていただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） それでは、まず初めに、全国大会などにおける各種競技に関わる成績や

結果の確認方法について回答をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 全国大会などの出場に際しての成績などの結果確認につきましては、

原則といたしまして、本人もしくは保護者からの自己申告によることとしているところでご

ざいます。 

 また、功績顕著な方で、いわゆるネット等で報道される場合はありますので、その部分に

ついては、スポーツ振興係のほうで、当該競技で上牧町の住民が出場しているときとかにつ

いては注視をしているという状況でございます。 

〇３番（上村哲也） それでは、次に、全国大会などへの出場者に関わる情報把握について回

答をお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 全国大会等への出場者に対しましては、当該出場選手への激励の意

味を込めて、町として補助金の支出を行っているところでございまして、当該補助金の申請

におきましては、該当者におきまして、該当者の情報の把握はできておりますので、表彰に

際しましてもその情報を使うなど、表彰式の案内などに活用しているというのが現状でござ
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います。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 待つ側ではなく、補助金の書類の提出に期間等の時期などを細かく提出

していると思うんですけども、大会概要とかパンフレット等ね。こちらからの連絡じゃなく、

町側がどうでしたかという問いかけはできないものでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 全国大会に出場される場合については、それまでに補助金の申請が

ございますので、担当者でその辺の結果の確認とかはこちらから積極的に行うということも

十分に可能だと思いますので、その辺の部分については職員に徹底をさせていただいて、受

賞者の方が気持ちよく表彰式に臨んでいただけるような体制はつくっていきたいというふう

に考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 頼もしい答弁ありがとうございました。 

 それでは、２項目めの質問のスポーツ功労者に対する本町の対応について回答をお願いい

たします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 従前は、町民体育祭においてスポーツ功労者の方々に対する表彰を

行っておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、町民体育祭そのものが中止

を余儀なくされたため、３年間は表彰式を行うことができておりません。 

 なお、コロナ禍以前は、町民体育祭が雨等で中止になった場合にあっても、その後に行わ

れますペガサスフェスタの舞台発表等を活用させていただいて表彰式を行っていたという経

緯もございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） それでは、３項目めの質問のスポーツ功労者に対する表彰式について、

本町の考え方やあるべき姿という観点から答弁をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） スポーツ功労者に対する表彰につきましては、議員が壇上でもお述

べになられた、スポーツや競技に興味を持っていただくための機会となり、加えて、表彰を

受けられる方にとっての励みとなることや、また、大きいくくりで言いますと、本町のスポ

ーツの振興、活性化につながる取組であるというふうに認識をしているところでございます。 
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 また、当該表彰は、スポーツの祭典である町民体育祭において行うことが最も適切である

という考え方を持っております。しかしながら、町民体育祭を取り巻く現状といたしまして

は、参加町民等の減少に加え、各自治会の参画や協力が得られにくい状況になっていること

は明らかなことでございまして、次年度、令和５年度におきましては、町民体育祭の在り方

やプログラムの内容、併せて名称等についても検討を行うこととしておりますので、その中

で当該表彰式の在り方についても検討をしていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。体育大会の在り方とか等もいろいろ難しいと思

いますけど、よき方法に検討をよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に、スポーツ功労者に対する表彰式の定期的な開催とその定着に向けた取組

について回答をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員ご提起のとおり、何かの行事に付け足して実施するということ

ではなく、決まった時期における開催を定着させるとともに、町のイベントとして盛り上げ

ることによってスポーツの振興を図っていくということにもつながるものと考えております

ので、その辺はしっかりと、先ほど申し上げました町民体育祭の在り方と同時に検討をさせ

ていただいて、この時期になると必ずこういう表彰式があるということが一定町民の皆様方

に定着するように取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 なお、本年度につきましては、今月26日日曜日に開催を予定しておりますさくら祭りにお

いて、表彰をすることができておりません過去３年間の表彰を同時に行うこととしておりま

すことを併せてご報告申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。さくら祭りのときに３年間の表彰を行っていた

だけるということで、待ちに待った方もおられると思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。これを機に、しっかりとしたイベントとして、上牧町が盛り上がっていくよう願って

おります。 

 それでは、子どもたちのスポーツ離れの傾向について。２つ目ですね。まず、本町におけ

る子どものスポーツ離れの状況について答弁をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 
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〇教育部長（松井良明） 議員ご指摘のとおり、子どものスポーツ離れにつきましては、さき

の遠山議員の質問に対しても答弁をさせていただいたところでございますが、本町におきま

しても、少子化やスポーツ系の電子ゲームの普及、加えて、学習塾や各種習い事の兼ね合い

等により、一定進んでいるものと認識をしているところでございます。また、そのような事

態を解消する一助となる取組が、スポーツ少年団の充実、活性化であるとも認識をしている

ところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。それでは、次に、少し視点を変えて、町内小・

中学校における子どもの体力や運動能力と運動習慣などの現状を、把握しておられる範囲で

結構ですので、説明をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員お尋ねの町内小・中学校における子どもの体力や運動能力、運

動習慣などの現状につきましては、例年実施をされております全国体力・運動能力、運動習

慣等調査の結果を基に、その概要を説明させていただきます。当該結果に見る限りにおきま

しては、国・県との比較において、一部平均を下回っている項目がございますが、本町にお

いて、学校教育のアプローチにおける体力・運動能力については深刻な状況には至っていな

いものと認識をしております。 

 ただ、子どもたちが学校から帰って、もしくは土曜日、日曜日における活動については、

先ほど議員ご指摘のとおり、スポーツ少年団の団員数の減少等もありますので、その部分の

取組については、今後強化を図っていく必要があるのかなというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） データではそうかもわかりませんが、僕が幼い頃からの状況と比べると、

明らかに体力が低下していると思われます。今さらその時代の体力は不可能やと思いますけ

ども、少しでも元気な子どもたちが育ってほしいと思います。 

 それでは、次に、スポーツ少年団等に対する支援の在り方について、まず、現在の補助ま

たは支援制度について答弁をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） スポーツ少年団等に関わる現行の補助制度についてご説明をさせて

いただきます。当該補助制度といたしましては、町内在住で、スポーツ少年団に係る７件に
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登録をされている団員には１人1,400円、上牧町の登録のみの団員につきましては１人800円

の補助金を交付させていただいているところでございます。 

〇３番（上村哲也） 分かりました。それでは、次に、スポーツ少年団等への入団志望者に対

する助成金もしくは支援金に対する考え方や方向性について答弁をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員ご提案のスポーツ少年団やクラブチームへの入団志望者に対す

る助成金もしくは支援金につきましては、本町におけるスポーツ少年団等の充実、活性化を

図る上においての方策の１つであり、用具の調達、例えば野球でしたらグローブとかになっ

てきますが、その部分の調達に際しての初期段階において保護者負担の軽減を図るというこ

とからすると、有益な取組であるというふうに認識をしているところでございます。 

 ただ、この部分については財源が伴ってくる話となりますので、今後、当該入団に際して、

助成金もしくは支援金に係る保護者等のニーズの分析や費用対効果についての検討を引き続

き行い、他団体の実例を調査研究しながら、そのあるべき方向性を適切に見極めていきたい

というふうに考えておるというところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。少し前向きな答弁で、うれしく思います。やは

り、今、経済的に苦しい家庭も多くあると思われます。その中で、子どもにさせてあげたく

てもさせてあげられない状況の中、少しでも頼もしい、そういう部分があれば、保護者の財

布のひもも緩んでくるのかなと思われます。 

 そこで、１つ案として言っておきたいんですけども、それは、例えばスポーツ振興クーポ

ン券のような券で町外の子どもたちに配ってみると、またそれを使いたくなる状態になるの

かなと思うので、お考えいただければどうかなと思うんですが。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員ご提案のスポーツに特化した内容のクーポン券、これについて

は、当然、スポーツ少年団のみならず、中学校のクラブ活動においても、子どもたちが活動

する上において、いわゆる消耗的な部分も多数あると思いますので、その部分については、

一定、住民の方、子どもたちの思いを含むと、ニーズは高いのかなと思っております。この

部分についても検討させていただいて、家庭的な状況でクラブ活動ができないとか、スポー

ツにいそしむことができない子どもたちについては、積極的な手を差し伸べる必要があると

いうことは認識をしておりますので、そういうようなことを解消する１つの方法として今後
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検討していければなというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。検討していくとの言葉を聞いてちょっと安心し

ました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２つ目、ありがとうございました。 

 それでは、３つ目、答弁をお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） それでは、３つ目のがん患者等への支援についてというところ

で、現在、本町でどこまでお調べになって、どのように考えているのかというところでござ

います。ちょうど上村議員には２年前に一般質問していただき、その時点では、奈良県下で

は三郷町のみが乳房パッド購入助成を実施されているところでございましたが、現在、また、

三郷町のほかにも、五條市、大和郡山市、明日香村が上限２万円から３万円の設定で購入費

助成を実施されていると承知をしているところでございます。また、この令和５年度からも、

新たに４つの自治体が助成を開始されるようにも聞いておるところでございます。 

 そして、奈良県において、県の新年度予算の新規事業といたしまして、がんとの共生に向

けたアピアランスケア支援事業として240万円を予算計上されておるというところも承知を

しておるところでございます。これの内容につきましては、購入費助成を実施している市町

村に対して県が事業費の２分の１を補助するという支援制度になると、現状このように聞い

ておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。じわじわと前向きなのが伝わりました。県はも

とより、上牧町独自としても検討していただけたらありがたいなと思います。 

 ここで、町長のお考えを聞かせてもらえますか。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、担当部長から説明をさせていただきました。県の状況等もございま

すので、上牧町としては当初予算には組んではおりませんが、その状況をしっかりと見定め

ながら、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ありがとうございます。町長から積極的という言葉が聞けたので、僕は

これ以上言葉はありません。よろしくお願いいたします。 
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 僕の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、３番、上村議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

    散会 午後 ４時０２分 
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    開議 午後 １時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（吉中隆昭） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（吉中隆昭） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇石 丸 典 子 

〇議長（吉中隆昭） それでは、10番、石丸議員の発言を許します。 

 10番、石丸議員。 

          （１０番 石丸典子 登壇） 

〇１０番（石丸典子） 10番、日本共産党の石丸典子です。今期最後の一般質問をさせていた

だきます。今回は４点ですが、まず１点目、国民健康保険税について。２点目、指定管理者

による公の施設の管理について。３点目、歩道の補修計画について。４点目、河合町清掃工

場の黒煙についてです。 

 まず１点目ですけれども、国民健康保険税について。国民健康保険税は2024年、令和６年
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度に完全統一されます。基金の活用と保険税の軽減をお伺いするものです。 

 ２つ目、指定管理者による公の施設の管理について。上牧町公民館設置条例では、分館と

して庁舎西館、その他12の公民館が設置をされております。このその他12の公民館は、片岡

台１丁目、片岡台２丁目、南上牧、松里園、桜ケ丘、米山台、金富、葛城台、滝川台、友が

丘、緑ケ丘、下牧です。それぞれ自治会が運営し、指定管理者として町が委託をしているも

のです。公民館等は、多数の住民に対して均等に利用されることを目的に設置されています。

地域によっては、運営に大変な苦労があります。特に、このコロナ禍で利用者が減って運営

が大変であったり、利用料の返金等に大変苦労があったようにお聞きをしております。この

中で、業務の効率化を図るためのデジタル化（利用者登録、スマートフォン申込みなど）が

検討されており、平等利用の確保やセキュリティーが心配されているところです。町の見解

をお伺いいたします。 

 ３つ目、歩道の補修計画について。令和４年度に歩道補修の現況調査が実施をされました。

予算額440万円で、町内全域28キロにおいて調査が行われております。令和５年度の当初予算

では、これに対して、具体的に設計の委託料が計上されたところです。河合町内の釘池公園

に面する歩道の整備についてお伺いいたします。 

 ４つ目、河合町清掃工場の黒煙について。この問題は昨年の12月議会で取り上げましたけ

れども、その後の対応をお伺いいたします。 

 以上の項目です。再質問につきましては質問者席から行わせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） それでは、順次、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） それでは、１点目の国民保険税についてでございます。まず、

国民健康保険につきましては、平成30年４月から国民健康保険制度が変わり、奈良県も保険

者となり、市町村と共に国保の運営を担い、財政運営の責任主体となり、国保運営の安定化

が図られております。また、同じ所得、同じ世帯であれば、県内どこに住んでいても保険料

水準が同じとなることを目指し、令和６年度には保険料水準の統一化が行われるなど、加入

者の負担の公平化が進められているところでございます。上牧町の令和５年度の保険税につ

きましては、上牧町保険料方針に基づき、４年度の保険料率を据え置いた税率となっており

ます。 
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 ご質問の統一後の基金の活用につきましては、引き続き人間ドック等助成などの保健事業

の財源として活用していきたいと考えております。また、国民健康保険事務費納付金に不足

が生じた場合につきましても、財政調整基金を充てて納付させていただきたいと考えており

ます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 先日の予算委員会でもこのような内容はお聞きしたところですが、当

初の上牧町の保険料方針では、統一される来年、2024年度で保険料の引上げが行われること

になっておりますけれども、この引上げ率が4.3％ということで大きな率になりまして、統一

時は基金の活用がないということで、保険税の引上げが4,564円ということで、当時策定され

ました上牧町の運営方針ではそのようなことになっておりますけれども。 

 この中で、当初は、計画時には基金残高が約５億というふうな試算で行われておりました

けれども、先日の予算委員会では、この基金が３億ということで、かなり減ってきておりま

す。それで、基金に対する考え方については、保険給付費の10％ぐらいを残しておきたいと

いうご説明もありました。２億ぐらいは残されるということで、あと、医療費の納付金への

対応ということでお聞きをしているんですけれども、国保の県単位化で一番力が入れられる

のは、医療費の削減というところと徴収の強化ということで、これがまずされると思います。 

 医療費の削減のためには、やはり人間ドック等のそれぞれの保健事業が大切だということ

は十分分かっていますけれども、この物価高で、住民負担を軽減するという観点からは、な

るべく保険税を抑えていくということで、必要な方が医療を受けやすいような保険税にする

という観点で、社会福祉の観点ということが大変重要になると思いますけれども、県統一化

でその辺はなかなか独自の施策が行われないということですけれども、その点はどうですか。

今後もそのような見通しでしょうか。運営方針は６年間のを立てられましたけれども、当初、

３年ごとに見直しが行われるというふうな予定がありましたけれども、今後、県の国保運営

方針の見直しはどうですか、ありますか。 

〇議長（吉中隆昭） 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） まず１点目にお聞きしている部分につきましては、統一後の保

険税の軽減の部分でお聞きだと思われますので、軽減の部分でお答えさせていただきます。

統一後の保険税の軽減につきましては、被保険者の保険料負担の公平性を図るために、保険

税等の減免基準は県内統一化されることになります。それに伴いまして、上牧町独自で保険

税の軽減措置、また減免といったことはできないということになったということでございま
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す。 

 それと、２点目の奈良県の国民健康保険運営方針につきましては、今、議員おっしゃられ

ましたように、３年ごとに見直されます。そういうことで、令和５年11月頃に見直しの予定

になっております。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） この見直しについては、保健事業等、どういう内容でしょうか。具体

的に軽減とか減免とかの規定が変わるというものではないということでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） この部分につきましては令和２年11月、令和３年度から実施さ

れました前回の奈良県国民健康保険運営方針がございます。この部分を見直しされまして、

令和６年度からの国保運営に活用していくという部分でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 上牧町では、令和元年と令和２年に限って、子どもの均等割の減免を

特例措置ということでされたんですけど、これは期間限定ということだったんですけど、そ

の後、令和４年度は未就学児までの均等割が半額ということで、少し軽減が進んでいるわけ

なんですけれども、保険料の減免等につきましては、国民健康保険法の第77条で、市町村は、

条例または規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、また

はその徴収を猶予することができるということで、この国保の77条の条例を活用して、子ど

もの均等割を条例によって減免するということは地方自治体の判断でできるという規定です

ので、その辺は、県が運営方針ということで決めていますけども、地方自治体としてこれは

活用できるものだという、厚生労働省からの事務連絡の中で、そういう内容が読み取れるも

のですけれども、これは特定の対象者にあらかじめ基準を設けて減免を行うことは、明確に

法令違反とは言えないものの、適切ではないということで、政府の意見とか解釈が広く、こ

のことでできませんというふうに自治体も言われているわけですけれども、この国保法に基

づいた地方自治体としての減免は可能だと思いますので、その辺をしっかり町としても活用

いただくなり、また県にも申し入れていただきたいと思いますけれども、それはいかがです

か。 

 費用にしたら、上牧町で子どもの均等割の減免が行われたのは、予算で、年間で約900万ぐ

らいだったと思います。その後、未就学児の均等割、半減ということで制度が拡充してきて

おりますけれども、この辺はやはり子育て支援策ということと、あと、国民健康保険に限っ



 －7－ 

て人頭割の課税がされるということで、特に子どもの数が多ければ多いほど負担が多くなる

という観点で、町独自の施策として、この減免をぜひ設けていただけるように検討していた

だきたいのと、県や国にもぜひ要望をしていただきたいと思いますが、この点はいかがです

か。 

〇議長（吉中隆昭） 住民生活部長。 

〇住民生活部長（山下純司） 子どもの均等割部分の減免につきましては、確かに２年間、上

牧町で実施させていただきました。その後、県との調整もありまして、県単位化が進むとい

うことで、そういう部分につきましては、県内被保険者の負担、公平性を図るために、上牧

町だけでそういった部分をするというのはちょっといかがなものかということで、できなく

なったという経緯がございます。そういった点から、独自ではできないというふうには考え

ております。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 本来なら国の制度で改正をされるべきですけれども、自治体の判断で、

法律の範囲内で、また決められた枠組みの中で、地域の実情とか予算の範囲で工夫は幾らで

もできますというのが地方自治の役割ですので。ましてや、国民健康保険においては保険者

が上牧町ですので、県単位化ということで、全てもう県の方針どおりであったら、上牧町の

役割というのは、ただただ徴収強化と医療費削減というところになりますので、その辺は十

分検討して、住民負担軽減、子育て支援の観点から、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 今朝、ある新聞で見ました憲法学者の小林 節さんの言葉ですけれども、地方自治は、国

政が法律や予算で決めた枠組みの中で、地域の実情と実力に応じて福祉を具体化することな

んですということをおっしゃられまして、昨日の今中町長の発言の中でも、町独自の施策を

いろいろ進めていきたいということをおっしゃられましたので、法律の範囲内でできること

は、やはり町としてしっかり判断をして、声を上げていただきたいと思います。また、こち

らからも、県や国の制度となるようしっかり運動もしていきたいと思いますので、今後また

よろしくお願いいたします。国保の件は分かりました。結構です。 

 では、次の項目をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、次の項目でございます。議員がご憂慮いただき、質問を

していただいております内容のうち、まず公民館の使用申込み等に係るデジタル化に関して

の平等利用の確保という観点から回答申し上げます。 
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 公民館の使用に際しましての利用者登録やスマートフォン申込み等のデジタル化につきま

しては、ご利用いただく方への利便性の向上や業務の効率化を図る目的からは有益なもので

あるというふうに、まずは認識をしているところでございます。しかしながら、議員ご指摘

のとおり、公民館の平等利用の観点からは、公民館をご利用いただく方の中には、高齢者の

方やスマートフォンをお持ちでない、もしくはその使用に不安がおありの方も少なからずお

られるということから、その運用に際しては一定の課題があるものと認識をしているところ

でございます。 

 また、公民館における使用申込みに係るデジタル化に関しまして、町といたしましては、

基本的には各自治会の自主性を尊重しながら、その考え方については最大限支持をするとい

うスタンスではございますが、デジタル化の移行に際しましては、つぶさに完全移行という

ことではなく、一定の期間においてはデジタルによる対応と従前の対面による対応を並行し

て行っていただくなど、一定の配慮は必要であるというふうに認識をしているところでござ

います。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 現在、指定管理として契約をされておりますけれども、この委託期間

は、現在の公民館等運営のところはいつまでになっていますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 指定管理の期間につきましては、それぞれ統一的なものはございま

せん。基本的には５年間を限度として、各自治会のほうに指定管理をお願いしているという

のが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） それぞれの公民館の使用のされ方については、集会場的な役割、自治

会等、集会に主に使われているところと、本来の公民館としての役割と、ちょっと混ざって

いるところもあると思います。地域によったら、ちょっと離れたところにあって、いろんな

方が使われているということで、本当に運営が大変なところもあると思います。そのお世話

をする人がもうないんだとまで言われるところもあるんですが、そういうところは、拒否さ

れたら町が運営されますか。自治会で全て面倒を見てくださいということにならない場合。 

 例えば、具体的に言いますと、桜ケ丘の場合は、桜ケ丘公民館ということで３町の公民館

として、東グラウンドの端っこにあります。桜ケ丘１丁目であるとか３丁目の方の自治会の

集まり等は憩の家を使われていて、なかなか本来の集会施設的な使われ方はされてないんで
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すね。公民館ということで、いろんな趣味であるとか、スポーツであるとか、シルバークラ

ブは憩の家かもわかりませんけど、子ども会とかそういうことで使われていますので、とて

もそこまで、ちょっと異例の形でね。場所もちょっと離れていますし、異例の形ですので、

もう自治会としてよう運営できないという場合は、町が運営されますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 一定の方向性として、各自治会に指定管理をお願いしているという

のが現状でございます。ただ、今、議員おっしゃいましたとおり、かなり管理面において苦

慮していただいているというような、桜ケ丘地区のみならず、ほかの自治会からも聞いてお

るところでございます。公民館の設置目的は、基本的には身近なところで管理運営をしてい

ただくことによって、当該地区の方々の利用を促すという趣旨で指定管理をさせていただい

ているという経緯がございますので、それぞれの自治会での困り事については、公民館を所

管しております文化振興課のほうにおっしゃっていただきまして、町として、地元の自治会

の方々と情報共有、課題の共有をさせていただきつつ、現行の指定管理という形については

堅持していきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 住民の方々の協力で、地域の施設を使いやすく使っていただくという

趣旨はよく分かっております。 

 指定管理ということで、公民館を運営する側が行うのは、利用者の料金を自らの収入とす

るということで、それで使用料金を設定する、あと、使用許可を行うということなんですけ

ど、使用許可を行ったり、申込みを受け付けたりするところが、やはり多数の住民に対して

均等にというところで、はっきり言いまして、スマホでＬＩＮＥ登録とか、なかなかできな

い方もありまして、説明会、行かせていただいたんですけれども。そういうところで、やは

りスマートフォンであるとかＬＩＮＥとかで対応できない方は、どうしても申込みができな

いというところについては、やはり多数の、どなたでも利用できる、特に高齢者とは限りま

せんけれども、なかなかふだん使っておられない方は利用しにくいということで、代理の方

で申込みをしていただくとかいろいろありますけれども、本来の誰でも使えるという立場か

らすると、少し変わってくるのかなと思いますので。その辺はやはりしっかり、町の施設で

ありますので、管理はそれぞれの自治会であっても、町としてのその辺の対応も、また助言

もいただきますように。いろいろ工夫して行われているのは、それぞれの地域でよく分かっ

ているんですけど、どうしても排除される方もありますので、あらかじめ登録をしておくだ
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とか、いつが空いているかなかなか分からなくって、全部デジタルで、画面で行うというこ

とであれば、本当にいつ空いているのか分からないということ等があったり、いろいろ問題

も出てきておりますので。地域によってはいろいろ試行錯誤で、より利便性を図るというこ

とで、なるべく人の手をかけないようにということで行われているんですけれども、その辺

はやっぱりよろしく周知をしていただきたいと思います。 

 町が直接運営していたら、すぐにそんなことにはしないと思うんですけども、指定管理と

いうことは、公民連携ということで民間になりますので、やはり効率を重視されてきますの

で、なかなか役場的な考え方ができなくて、より効率化ということで、便利なようにという

ことが優先されますので、その辺を大変心配するところです。しっかり準備期間を設けるで

あるとか、また変更されるということは、その旨を私のほうからもまた申し上げたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員のご指摘、そのとおりだと思っております。こと桜ケ丘地

区につきましては、鍵の開け閉め、保管についてかなり支障があるんだというふうに担当課

のほうに相談にもお越しになりました。そのことを打開すべく、今回の形を構築されたとい

うことでございますが、先ほど私、答弁させていただきましたとおり、基本的には自治会の

会員の皆様方の考え方の取りまとめという形での説明会に至っているのかなとは認識をして

おりますが、その辺、対応に苦慮するという場面があるのであれば、基本的には自治会の主

体性を尊重するのですが、その部分については町としての意見、誰にも使ってもらう従前の

形も並行で行う等の意見という形で、自治会には伝えさせていただきたいというふうには考

えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） よく分かりました。それでは、この２つ目の項目は結構です。ありが

とうございました。 

 次、歩道の補修計画についてお願いいたします。今回、写真の画像を用意しているんです

けれども、釘池公園のところの歩道。まずそれを映し出させていただきました。３枚ありま

す。お答えいただく前に、ちょっと説明をさせていただきますね。 

 まず１番目ですけれども、この上の部分が西側になります。右側が北で、木のあるあたり

が釘池公園のところになります。下の方向が東で、左が南になります。私が今回言っており

ます釘池公園に面する歩道というのは、この北側、右側のところの歩道のことを今回、質問
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の項目で挙げているところです。 

 では、２番目の写真をお願いいたします。これはもうちょっとおかあり橋に近づいたほう

ですけれども、木の根っこがこのように歩道の半分以上までぐっと行っているところです。 

 ３番目の写真をお願いいたします。これがおかあり橋に一番近いところの木ですけど、こ

れ、ほとんど歩道じゃない状態で、人が通れるところは20センチか30センチぐらいのところ

なんですね。ここは上牧町の歩道ですけれども、もうすぐ河合町の敷地になるので、はっき

り言って上牧町民はなかなか通行されていない、少ないと思います。散歩に行かれるぐらい

ですね。住宅も、ちょうど釘池公園に面していますから住宅はありませんが、もうちょっと

東のほうは、木は全部伐採されているところです。この整備を今回お伺いするものです。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） まず、本町が管理いたします路線の歩道に関しまして、計画

的な修繕を行っていくに当たりまして、歩道維持修繕計画策定業務を今年度、令和４年度に

実施させていただきました。目視による路面の性状調査及び評価を行いまして、その結果を

基に各種条件を勘案した整備優先度を決定し、歩道の修繕に向けた基本方針を策定したとこ

ろでございます。 

 令和５年度に修繕に向けた詳細設計を予算計上させていただいております。これにつきま

しては、桜ケ丘１号線、５号線、12号線の歩道の一部と濁明星線、そして北上牧三軒屋線の

一部の詳細設計を予定しているところでございます。 

 そして、今、議員ご質問の要旨にもありますように、釘池公園に面する桜ケ丘２号線の歩

道整備につきましては、次年度、令和５年度の設計路線には入っておりませんが、修繕計画

の優先度が上位に位置する部分でございますので、次のタイミングで実施できるものと考え

ているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 令和５年度の予算でも、220万円の一般財源で、歩道補修の測量設計と

いうことで委託料が計上されて、今、説明がありましたように、桜ケ丘の西名阪沿いなど６

か所と、あと北上牧の２か所ということで、資料でも出していただいて、予算でも説明があ

ったかと思いますけれども。 

 歩道の現況調査結果が今年度末にできるということで、これをぜひ公表いただいて、この

調査結果とともに計画も一緒に策定されているんですね。 
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〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 先ほど先ほど申しましたように、整備の優先度の順位づけを

させていただいておるということでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 歩道や道路整備への住民さんの要望は非常に多いんです。どこが先か

ということで、何でということで、強く言ったところが先にされるのかとか、そういうふう

な声もありますので、ぜひこの調査結果と整備計画の公表を広報などでお知らせいただくと

いうのはいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） お知らせすることはやぶさかではないんですが、ただ、お知

らせすることによって、上から順番に工事をしていくというものでもない部分もございます。

当然、優先度が高いところから工事という部分はあるんですが、ただ、緊急的な話もあって、

下位の順位のものが上位に上がってくる場合もそれはあるかと思うので、ある程度、順位は

公表することは問題ではないかと思うんですけども、順番どおりに工事が実施されるもので

はないというのも申し添えた上での公表といいますか、そういうところの話は可能かなとは

思っておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 調査結果と整備計画ということで、この点が整備の対象地域ですとい

うふうなことの公表はできるということですね。決して順番ではないということなんですね。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） はい、そのとおりでございます。 

〇１０番（石丸典子） 釘池公園に面する歩道ですけれども、これにつきましては、通行量と

か利用者の観点からいうと大変少ないかもわかりませんけれども、両方に歩道がある道路で、

そこの桜ケ丘２号線というんですか、あの道路は。あの道路は車のスピードが大変早くてと

いうことで、河合町の高塚台の、隣接する住民さんから、速度規制をしてほしいというふう

な要望があるというのを河合町の議員からお聞きをしたことがあったんですけれども、警察

にその旨申入れをされたら、両方に歩道がある道路については、制限速度は50ですというふ

うに言われたというんですね。ところが、歩道というふうな状態ではなく、木が植わってい

るだけの道路ということもありますし、やはりそれだけ車の交通量が多い、スピードを上げ

ているというところでもありますので、町の歩道になっておりますので、なかなか上牧町の
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方が通ってないではないかというのではなく、そういう境界線のところが一番いろんな整備

が遅れたりとか問題が起こったりしますので、やはりちゃんと整備をしていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 去年の予算委員会の中でも少しこの部分は言わせていただいて、毎年毎年調査ばかりして

いるではないかとか、桜の木を伐採したところを優先的に道路整備するべきで、わざわざま

た調査をするんですかというふうなことも言わせていただいたんですけど、歩道整備のため

の樹木の伐採をされたら、次は道路整備という形で流れるべきだと思いますので、そういう

方向でぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 また町民の方への広報なども、こういう調査をして、こういうところで歩道の補修整備を

しますということでお知らせいただけたら、また町の広報もより見ていただけると思います。

一番関心の高いところですので、そういうところでぜひお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。ありがとうございます。 

 では、最後の河合町の清掃工場のところをお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、河合町の清掃工場の黒煙についてのご説明でござ

います。建設環境課では、河合町の清掃工場の煙突の状況確認を行った際に、黒煙を確認し

た場合には、その旨を報告し、改善するよう連絡することとしております。また、奈良県の

廃棄物対策課によりまして現場調査、確認が12月初旬に実施されたと伺っておるところでご

ざいます。 

 そこで、当町といたしましては、昨年の12月議会で石丸議員より問題提起された部分につ

いて、これを受けまして、令和５年１月４日付で河合町に要望書を提出させていただいてお

るところでございます。その内容といたしましては、河合町清掃工場煙突から排出される日

中の黒煙及び浮遊物の解消と対策方法の提示。そして、２つ目として、河合町清掃工場にお

ける大気汚染調査の結果の開示を要望させていただきました。そして、同月の19日に書面に

より河合町より回答を得ております。その回答といたしましては、まず１つ目として、周辺

住民に影響が及ばないように焼却施設整備点検等及び適切な温度管理のさらなる徹底を図る

ということと、２つ目の大気汚染調査結果につきましては、年２回町内２か所で大気汚染調

査を行っており、今年度については２月中旬に行いますという回答でございました。具体的

には、その後、河合町清掃工場において改めて職員の意識向上、そして整備点検の徹底を図

っているということを伺っております。また、大気汚染調査結果につきましては、今年度は
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２月15日から16日に実施されたということで、結果は４月以降に河合町のホームページ上で

掲載するということを伺っております。 

〇議長（吉中隆昭） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 早速文書で、新年早々申入れを頂いたようで、ありがとうございます。

私たちも、河合町と上牧町の共産党議員団で、河合の清掃工場に１月27日に申入れをさせて

いただいて、いろいろお聞きをしたところですが、なかなか対応が難しいというか、やはり

温度が下がってくると黒煙が出るということで、状況をお聞きしたところです。 

 最近は少し減ってきております。お昼前とか夕方に、毎日ではないですが、色のついた煙

が出ていることがありますけれども、改善されてきているのかなと思いますけれども。煙突

の下のところ、住宅開発が今、家がたくさん、あっという間に建ちかかっておりますので、

余計気になるところもありますが、今後またしっかり注意していきたいと思います。大気汚

染調査の結果は４月ということですので、またお知らせいただきたいと思います。早速対応

いただきまして、要望いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたし

ます。 

 以上で全て質問を終わりましたので、私の一般質問、これで終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、10番、石丸議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は13時50分。 

 

    休憩 午後 １時４１分 

 

    再開 午後 １時５０分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇康 村 昌 史 

〇議長（吉中隆昭） 次に、１番、康村議員の発言を許します。 

 １番、康村議員。 
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          （１番 康村昌史 登壇） 

〇１番（康村昌史） １番、自由民主党の康村昌史です。議長の許可を得ましたので、一般質

問を行います。 

 私の一般質問の質問事項は、ペガサスホールの有効活用とふるさと納税についてです。質

問の要旨として、１、上牧町文化センター、愛称ペガサスホール施設の概要説明をお願いし

ます。２、ペガサスホール使用料と附属設備使用料等の説明をお願いいたします。３番目に、

上牧町のふるさと納税と返礼品について説明をお願いします。４点目が、ペガサスホール使

用料、附属設備使用料等を対象としたふるさと納税の返礼品にしてはいかがですかとの提案

でございます。 

 以上ですが、再質問は質問者席で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） それでは、まず初めに、１つ目の項目の上牧町文化センター、愛称ペガ

サスホール施設の概要説明をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、まず１つ目の項目について説明をさせていただきます。

ペガサスホールにつきましては、皆様ご承知のとおり、平成５年10月に、演劇を主体とした

施設として完成をしたところでございます。ペガサスホールを象徴する大ホールにつきまし

ては、舞台から扇形に配した1,003席の観客席を有する、県内でも観客収容規模の大きいホー

ルとして定評のある施設であるというふうに認識をしておるところでございます。加えまし

て、ペガサスホールには、大ホールの利用に際してのサブホールとしての利用や小規模な催

しに対応をするべく、小ホール及び４つの楽屋、各種展示にも対応でき、天井が高いという

ことにより、広さを感じていただけるエントランスロビーなどがございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） それでは、次に、ペガサスホールのパンフレットによりますと、収容定

員1,003席、可動席71席、母子席７席、車椅子３席と書いていますが、この説明をお願いいた

します。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） ペガサスホール、大ホールの観客席の配置について説明をさせてい

ただきます。議員、今おっしゃいましたとおり、固定席につきましては、１階席において562

席、２階席におきましては360席、合計922席がございます。また、可動席につきましては、
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１階舞台側前方のほうに４列、71席を設けているところでございます。母子席につきまして

は、１階席入り口付近、舞台に向かって左側に７席を設置させていただいているところでご

ざいます。また、車椅子席につきましては、１階席の入り口付近、舞台に向かって右側に３

台分の確保をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） 今日びの時代ですので、車椅子席が少し少ないなという感じがしており

ます。そこで、この可動式の椅子を動かせば、車椅子というのは、そこへ止めることはでき

るのですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 先ほど説明させていただきましたとおり、可動席については舞台の

前方にございます。ペガサスホールについては、舞台まで降りるところは階段となっており

まして、車椅子の導線上、そこを用いるのは困難であるというふうに認識をしております。

ただ、現状、先ほど車椅子席につきましては３台分と説明を申し上げましたが、昨今、４名

以上の車椅子を用いての利用の方もいらっしゃるということは確認をしておりまして、その

際におきましては、母子席の付近にフラットなスペースがございますので、数台程度はそこ

で見ていただけるということが可能となっておりますので、当面は、４人以上の希望があっ

た場合については母子席付近の部分で対応することによって、４名ないし５名程度は対応で

きるのかなという認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） 車椅子に対応するような工事というたらまた大変なので、その辺は、も

う今のところは仕方ないなと思いますが、今後、利用者が増えてきた場合は、車椅子対応の

座席等を考慮していただけるんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員ご提案の部分について、ホールの構造上、かなり大規模な

しつらえの変更が必要になってくると思われます。とはいえ、ニーズが高まるのであれば、

またその部分、さらなる車椅子席の確保に向けて検討はしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） それでは、次の質問です。さきの予算委員会で、パワーアンプ及びスピ

ーカー更新工事の工事請負費649万1,000円が計上されていますが、ペガサスホールの使用料
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金ご案内にある附属設備品は取り替える予定はありますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 議員ご指摘のペガサスホールにおける設備、備品ということでよろ

しいでしょうか。 

〇１番（康村昌史） はい。 

〇議長（吉中隆昭） その部分につきましては、現在使用していただく方が丁寧に扱っていた

だいているということで、故障等の支障が出ているということは確認をしておりません。た

だ備品、設備の中には耐用年数の問題もございます。また備品等の状況を担当課のほうで日々

確認をさせていただきながら、良好な環境でご利用いただけるという体制整備については引

き続き行っていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） それでは、ここで少し観点を変えて質問させていただきます。最近、Ｎ

ＨＫ主催による公開番組等でペガサスホールを積極的にご利用いただいておりますが、この

ことについて、ペガサスホールの管理運営を担当いただいている部長の考えや思いを聞かせ

ていただきたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 昨今のコロナ禍にあって、ＮＨＫ主催による公開番組等で積極的に

ご利用いただいているところではございます。当該利用に際しましては、施設の規模や各種

設備の充実、本町のペガサスホールについての評価でございますが、主催者のほうからは使

いやすい、また使い勝手がいいという一定の評価を得ているところでございます。また、当

該評価につきましては、ペガサスホールにおけるボランティアスタッフの方々のご尽力と、

文化振興課職員による丁寧な対応によるものであるというふうに認識をしているところでご

ざいます。このことは、ペガサスホールの管理運営並びに同ホールの利用促進を担当させて

いただいております担当部長として、また本町に住む１人の町民として、とてもありがたい

ことであり、大変うれしく思っているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） つまり、ペガサスホールは、主催者側からは使いやすい、また使い勝手

のよい施設として一定の評価を得ているとのことです。ペガサスホールを大いに活用してい

ただきたいと思います。 

 それでは、次に２つ目の項目の、ペガサスホール使用料と附属設備使用料等の説明をお願
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いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 上牧町文化センター設置条例第８条別表に記載をしておりますペガ

サスホールの使用料につきましては、施設使用料、冷暖房料、附属設備使用料の合計額をも

って算出をさせていただいているところでございます。施設使用料につきましては、平日と

土、日、祝日ごとに設定をしており、利用時間帯に応じた使用料を設定しているところでご

ざいます。冷暖房料につきましては、１時間当たり1,000円という単価を設定させていただい

ているところでございます。また、附属施設使用料は舞台設備、音響設備、照明設備、小ホ

ール設備、その他の設備の区分がございまして、それぞれ使用いただく備品ごとに、当該ご

利用の時間帯の長短にかかわらず、１回の利用に係る利用料として設定をさせていただいて

いるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） ペガサスホールで頂いた使用料金ご案内表なんですけれども、いろんな

附属部品があるということが今回、僕、初めて分かったんですけれども、ほかの施設に比べ

て、やはり役場が持っているということで、借りる使用料が本当に安いということを聞いて

いますので、もっとこのペガサスホールを利用していきたいなと思っています。 

 それでは、次の３番目の、上牧町のふるさと納税と返礼品について説明をお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） では、上牧町のふるさと納税と返礼品についてご回答させていただ

きます。令和４年度からふるさと納税制度を活用させていただきまして、上牧町の魅力発信

や地元特産品のＰＲ、案の拡大による地域経済の活性化につなげるため、寄付者にお礼の品

として贈呈する商品、サービスを提供していただいている協力事業者を令和４年６月より募

集させていただきまして、商工会や町内の事業者等の協力もあり、現在、黒カレー、イチゴ、

キャンプグッズ、レモンケーキ、パンケーキなど、創意工夫を凝らしていただいた逸品を取

りそろえることができましたので、令和４年８月19日よりふるさと納税の返礼品の贈呈をス

タートさせていただきまして、現在13事業者58品目の返礼金を登録いただいている状況でご

ざいます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） 去年の８月、ふるさと納税の返礼品を取り扱っているということで、非

常に喜ばしいことなんですけれども、上牧町の住民課と税務課で調べましたところ、このふ
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るさと納税で、上牧町の住民が他の市町村に寄附した金額は、令和２年で839人、金額で6,722

万2,000円。令和３年は、上牧町の住民がふるさと納税で寄附した金額は、1,108人で8,479

万8,000円と非常に多額に上がっております。令和３年の20歳以上の人口が１万8,663人です

ので、上牧町の住民の担税力があると思われる20歳以上で計算しますと、住民の約5.93％が

他の市町村に寄附していると。他の市町村に寄附している上牧町の住民の数が年々増えてい

るという危機感を覚えていますが、その対策はどのように考えておられますか。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ふるさと納税制度といいますのが、自分が生まれ育ったふるさとに

貢献したいであったりとか、自分との関わりが深い地域を応援したいというような方たちが

地方公共団体に対して寄附を行うという制度で、一定限度、所得税、住民税のほうから、今、

議員おっしゃっていただいたとおり、控除される仕組みだというふうに認識してございます。

ただ、この制度を活用して応援したいという納税者との方々の気持ちと、それと併せて今、

税が流出しているという部分につきましては、そういう税が流出することによって上牧町の

税が減りますよというようなことも併せて周知はしていきたい。ただ、本町におきましても、

このふるさと納税というのを始めさせていただいているところでございますので、内容とし

ましては相反する部分が少しあるのかなということで、なかなか難しい部分があるとは認識

しているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） それでは、他の市町村に負けない魅力ある返礼品をもっと考えていただ

きたいと思います。 

 それでは、最後の質問です。次に、４つ目の項目のペガサスホール使用料、附属設備使用

料等をふるさと納税の返礼品とすることについての答弁をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） ふるさと納税の本町における返礼品について、ペガサスホール使用

料や附属設備使用料等を返礼品として提供することに関しましては、平成31年における地方

税法の改正により、令和元年６月１日以降のふるさと納税に係る制度の見直しによる返礼品

の要件は満たすものであると認識をしておりまして、制度上問題はないものと認識をしてお

ります。ただ、一方で、ペガサスホール使用チケットを返礼品とした場合、当該返礼品に係

るニーズは限定・現局的なものになることが想定され、同ニーズを的確に見極めるためには

一定期間が必要であることから、現時点におきまして直ちに導入するということではなく、
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今後検討すべき課題であるというふうに認識をしているところでございます。また、議員ご

提案のとおり、ペガサスホール使用チケットを返礼品とすることにより、ペガサスホールの

利用促進や、1,003席の収容可能なホールを有する町としてのアピールという観点におきまし

ては、有益な取組であるというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 康村議員。 

〇１番（康村昌史） よく分かりました。ペガサスホール使用チケットを返礼品としてできる

限り早く活用することを希望して、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、１番、康村議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は午後14時20分。 

 

    休憩 午後 ２時０７分 

 

    再開 午後 ２時２０分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇富 木 つや子 

〇議長（吉中隆昭） 次に、７番、富木議員の発言を許します。 

 ７番、富木議員。 

          （７番 富木つや子 登壇） 

〇７番（富木つや子） 皆さん、こんにちは。７番、公明党、富木つや子でございます。議長

の許可が出ましたので、通告に基づいて一般質問をいたします。今回の質問は、子どもの幸

せと女性の健康をテーマに、大きく２項目についてお伺いをしてまいります。 

 いよいよ春が訪れ、桜の開花とともに、今日は上牧幼稚園の卒園式でございました。園児

の皆様、ご卒園おめでとうございます。この日を迎え、幼かった園児の成長を共に喜び合い、

町の宝物として、これからも守っていきたいと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。2022年、総務省が５月に発表した15歳未満の子

どもの推計人口は、前年より25万人少ない1,465万人で、41年連続の減少、過去最少となって
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おります。このように国の想定を上回るペースで少子化が進み、虐待やいじめ、自殺といっ

た子どもたちを取り巻く環境は、一層深刻化が進んでおります。全ての子どもの健やかな成

長には、社会全体で支える仕組みが求められています。通常国会において、こども家庭庁設

置法、併せて子どもの権利を保障するこども基本法が成立しました。こども基本法、こども

家庭庁設置法を受けて、本町としての見解や展開等をお伺いいたします。大きな１つ目、こ

ども基本法、こども家庭庁設置法について。（１）こども基本法の重要性。（２）こども家庭

庁設置の意義と役割。（３）こども家庭庁設置による本町の虐待や貧困など、子育て問題に対

する取組。 

 大きな２つ目、子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）接種について。厚生労働省は、

子宮がんの発症予防を目的としたＨＰＶワクチン接種については、2022年４月より定期接種

対象者への積極的勧奨が約９年ぶりに再開され、2023年４月１日からは９価ＨＰＶワクチン

の定期接種についても開始をいたします。本町の対応等をお伺いいたします。（１）積極的勧

奨再開について、定期接種対象者及びキャッチアップ対象者への周知。（２）接種率や町民の

反響。（３）９価ＨＰＶワクチンについて、現在定期接種として使用できる２価や４価のＨＰ

Ｖワクチンとの違い、効果や安全性についての認識。（４）９価ＨＰＶワクチンの定期接種化

に伴う対象者への周知でございます。 

 再質問は質問者席で行ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） １番目の質問に入る前に、こども基本法とこども家庭庁の設置につい

て、この２つの法律制定の背景と把握についてお願いをいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） それでは、こども基本法とこども家庭庁設置法、この２つの法

案が設置された背景でございますか、まず、こども基本法につきましては、日本が1994年に

子どもの権利条約を批准した際、日本政府は現行法で子どもの権利は守られているとの立場

を取り、国内法の整備が行われませんでした。そのため、日本には児童福祉法、母子保健法、

教育基本法、少年法、児童虐待防止法、子どもの貧困対策推進法、成育基本法など、子ども

に関わる様々な個別の法律がございますが、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利

を保障する総合的な法律がなく、子どもをめぐる問題を抜本的に解決し、教育、保健、医療、

福祉などの子どもの権利施策を幅広く総合性を持って実施するには、子どもの権利に関する

国の基本方針、理念及び子どもの権利保障のための原理原則が定められる必要があったため、
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憲法及び国際法上に認められる子どもの権利を包括的に保障する基本法という法形式が必要

となったところでございます。 

 そして、こども家庭庁設置法、これにつきましては、子どもをめぐる環境が一層深刻さを

増している日本の現状況において、2020年の出生数は約84万人と過去最少を記録するなど、

少子化対策は待ったなしの課題となっております。また、児童相談所が対応した虐待件数は、

2020年で20万件を超え、過去最多を更新しております。独り親家庭では、貧困状態により、

親が育児に関われずに虐待などにつながるケースも多く見受けられ、早急に子どもと家庭を

社会全体で支える取組が求められるようになったという背景があったことによるところと認

識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 背景と把握について、分かりやすくありがとうございました。 

 全ての子どもに人権を保障するこの内容の中で、子どもの権利条約が国連総会で採択され

ましたけれども、日本は子どもの権利条約を批准したものの、これまで国内法で子どもの権

利は守られているという解釈に立ってきましたから、法律はありませんでした。しかし、批

准から20年以上経過した現在、特に子どもの命が奪われたり、傷つけられたり、子どもの虐

待や子どもの権利に抵触する現象が様々起こってきております。このような現状からも、国

内法の整備を行わない限り、現実、子どもの権利を守ることができずに、法整備が今回必要

となったということでございます。今回こども基本法が制定され、また、その上で子ども施

策を一元化、具体策を立案し、その推進役を担うこども家庭庁設置法が制定をされたという

ことでの認識でよろしいでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） もうそのとおりで結構だと思います。 

〇７番（富木つや子） ありがとうございます。では、１番に入っていきたいと思います。こ

ども基本法の重要性についてお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） こども基本法とは、全ての子どもの権利を保障し、子どもの視

点に立って政策をつくり、総合的かつ計画的に実施する、そうした子ども政策を推進する上

での基盤となる法律であると認識をしているところでございます。重要なポイントといたし

ましては４点ございまして、１つ目は、子どもの定義を年齢で区切らず、心身の発達の過程

にある者と規定し、切れ目ない支援を目指す。２つ目は、子どもの権利条約４原則を基本理
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念に反映する。３つ目は、少子化対策、子どもの貧困対策など、別々に策定されていた大綱

をこども大綱に一元化すること。４つ目は、子ども施策の具体的な達成時期を規定し、必要

な財源措置を努力義務にする。このことなどが重要なポイントとなっているところでござい

ます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、部長のほうから法律の背景とか重要ポイントを説明していただき

ました。全ての子どもの権利を保障し、子どもの視点に立って政策を立案・策定し、総合的、

計画的に実施するということで、基本的にはそのような考え方で政策推進のための法律とな

っているということで、重要ポイント４点、どれも重要だなということを思っておりますが、

ここで、私は１つ目の子どもの定義と、２つ目、子どもの権利条約４原則についてご説明を

願いたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず１つ目の子どもの定義でございますが、今までは18歳とい

う年齢で区切られていたところはあるんですが、今回のこども基本法に関しましては、年齢

で明確に区切らず、心身の発達の過程にある者というところで定義を定めているところとな

っております。 

 ２つ目の、子どもの権利条約の４原則でございます。１つは差別の禁止。２つ目、生命、

生存及び発達に対する権利。３つ目、児童の意見の尊重。４つ目、児童の最善の利益と、４

原則はこのようになっているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） ありがとうございます。今回、こども基本法に子どもの権利が明記を

されておりまして、こども基本法が制定されたことは、私、非常に重要であると思っており

ます。これによって、子ども施策はこの４原則を基本理念として実施されるということでよ

ろしいでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） はい、この４原則に沿って進められるように理解しております。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） それでは、次、こども基本法を受けてのこども家庭庁に入りたいと思

います。（２）の質問で、こども家庭庁設置の意義と役割についてお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 
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〇健康福祉部長（青山雅則） 昨年の６月にこども家庭庁設置法とこども基本法が成立し、今

年の４月より子どもに対する様々な課題に対する対応、子ども政策推進に当たり、司令塔の

役割としてこども家庭庁が創設されることになりました。こども家庭庁は内閣府の外局とし

て創設され、内閣総理大臣の下にこども政策担当大臣を置き、こども家庭庁のトップはこど

も家庭庁長官となるところでございます。 

 このこども家庭庁には３つの部門が置かれます。１つは企画立案・総合調整部門。これは

全体を取りまとめる部門となっております。２つ目、成育部門。こちらは子どもの育ちをサ

ポートする部門となっております。そして、３つ目に支援部門。これは特に支援が必要な子

どもをサポートする部門というところとなっております。 

 これまでに少子化問題が浮かび上がり、国として様々な取組がなされてきました。しかし

ながら一向に歯止めがかからず、将来を担う子どもが減り続けております。また、子どもの

貧困やヤングケアラーの問題など、今まで見えていなかった子どもを取り巻く問題が次々と

明るみに出るようになり、さらには幼稚園、保育園、認定こども園の所管が異なることに代

表されるように、子どもの問題に対応する国の省庁がばらばらで縦割り状態が進み、子育て

支援が十分に行き届かないという課題が浮き彫りになっていました。このようなことから、

様々、支援が子ども自身に漏れなく行き届くよう、縦割りになっていた部分を一元化にして、

全ての子どもが健やかに成長できるようにということで、このこども家庭庁が創設されたと

ころとなっております。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今の部長のご説明どおり、こども家庭庁は、こども家庭庁長官をトッ

プに、少子化や児童虐待、子どもの貧困に関する深刻な様々な問題など、総合的に対応して

子ども政策の司令塔を担うということで、新しい行政組織となっております。今、部長が説

明していただいた体制については、３つの部門ということでありましたけれども、１点目と

しては、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 １点目、政策計画、企画立案、自治体・民間との協力ということで、企画立案・総合総調

整部門。これは全体の取りまとめということで、それから２つ目に妊娠・出産支援や子ども

の安全などを担う育成部門。これは子どもの育ちをサポートする。それから、３部門の３点

目ですけども、虐待やヤングケアラーなど、様々な困難を抱える子どもや家庭を支える支援

部門ということで、特にここについては、支援が必要な子どものサポートというような内容

での考え方でよろしいでしょうか。 
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〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今、議員おっしゃっていただいたとおりでございます。先ほど、

各部門につきましての具体的な内容について触れさせていただいておりませんでしたので、

改めてもう一度説明をさせていただきます。 

 まず、１つ目の企画立案・総合調整部門というのは、子どもや若者の意見を聞いた上での

政策全体の企画立案。それと地方自治体や、先ほど議員が申されたような民間の団体との協

力といったところが内容だと思います。２つ目の成育部門でございます。妊娠・出産の支援

や母親と子どもの健康支援、保育所や幼稚園などの就学前の子どもの育ち、小・中高生の居

場所づくりや放課後児童クラブ、子どもの安全、性的被害や事故の防止といった内容となり

ます。そして３つ目の支援部門につきましては、子どもの虐待、さらにレアな重い部分にな

るんですけども、子どもの虐待防止やヤングケアラーなどの支援、血縁家族以外と暮らす子

どもの生活や社会へ出ていく支援、子どもの貧困や独り親家庭の支援、それと障害のある子

どもの支援、こういった内容になっておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） よく分かりました。ありがとうございます。 

 そこで、（３）の質問に入っていきたいと思いますが、こども家庭庁設置による本町の虐待

や貧困などの子育て問題に対する取組ということで、近年、親の身勝手な都合や考え方で、

幼い子どもの命が虐待によって奪われているという事件が問題となっておりますけれども、

本町はどのような現状でしょうか、お願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 本町におきましても虐待ケースは年々増加しておるところでご

ざいます。核家族が増加し、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上にあふれているとい

うのが現状となっております。特にネグレクトの家庭や心理的虐待が増加傾向にあります。

家庭の中で育児に悩む親や、身勝手な行動をしている親がいることがうかがえておるところ

でございます。相談できる人、頼れる人が身近にいない環境などが状況の悪化にもつながっ

ているのかなと、このように考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） １つ戻りたいと思いますが、先ほど３部門の支援体制ということで説

明していただいたんですが、こども家庭庁はこのような各部門によって分かれていて、約300

人以上の体制で、これまでの縦割り行政を解消して、省庁にまたがる子ども政策を一元化さ
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せ、必要な子ども政策を一挙に担うということで、そこで、要は司令塔ということで示され

ているんですけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） はい、そのとおりでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） それでは、本町においての現状なんですけれども、かなり最近、虐待

についても、事件というのが大きく報道されるようになりました。その中で、虐待や子育て

に困難を抱えている世帯が増加傾向にあるということで、2020年度に全国の児童相談所が対

応した虐待件数は20万件を超えて、過去最多ということになっています。独り親家庭では半

数以上が貧困状態にあって、親が育児に関われずに虐待などにつながるケースもあるようで

すけれども、先ほど虐待の状況というのをお話しいただいたんですが、上牧町においても増

えている状態だなというのを感じております。その中で、虐待につながるケースですね。こ

の二、三年の中で、やはりコロナの状況がありましたから、コロナの影響も考えているんで

すが、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） コロナの影響に関しましては上牧町だけに限られたことではな

く、全国的な動向でお話しをさせていただきますと、それは十二分に影響していると考えら

れます。特に、女性がコロナ禍で失業などによる経済的基盤が奪われ、そのため、ステイホ

ームや学校の一斉休校など、これまでより家庭の中で親と子が濃密な時間を過ごすことによ

り、さらに親のいら立ちがピークになり虐待に移るようなケース、また、行動制限によって

不安や孤立感が増大し、子育ての悩みを相談できない孤独感などが親を不安定な精神状態に

追い込み、そのストレスから虐待につながるケースなど、虐待件数が増えているのは、少な

からずコロナが影響しているのは間違いないのかなというようには考えておるところでござ

います。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 全国的にそのような状況にあるというのは私も承知をしております。

やはりコロナによる影響というのは、もう本当に、思ってもみないようなところにも影響が

出てきている。家族の中では特に、やはり独り親家庭というのは、働く中で子育てをすると

いうのは本当につらいといいますか、大変だなということを常々、私も知っている方を見ま

すとそういうふうに感じることがあり、胸が詰まるときがあるんですけれども、やはりそう
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なると虐待につながるということも分からないでもないなというのはちょっと感じたりする

こともありました。やはり今回のことは、こども家庭庁、しっかりとその辺を、全国的な国

の施策として市町村にも反映をしていただいて、また、子どもを守っていただきたいなとい

うふうに、このように感じているところです。 

 ここで、こども家庭庁設置を受けて、子育て問題等について、本町としての、こども家庭

庁を設置されたということで、それを受けて、本町がどのような体制になるのか。組織的、

人的にどのような体制になるのか、その辺をお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） このこども家庭庁の創設により、子どもを取り巻く問題が一元

化され、子育て支援が強化されるようになります。改正児童福祉法により、市区町村におい

て、来年の令和６年４月に子ども家庭センターが設置されるようになります。子育て世代を

包括的に支援するため、児童福祉と母子保健がこの子ども家庭センターに整備されることに

なっております。 

 本町におきましては、既にこども未来課のほかに、子ども総合相談係として子育て世代包

括支援センター（母子保健型）と子ども家庭総合支援拠点、これが一体的に機能しておる状

態でございます。人的配置といたしましては、助産師１名、保健師１名、家庭支援員、これ

は保健師、保育士資格を持つ職員でございます。これが２名、あと、社会福祉士１名、計５

名を子ども総合相談係に配置をしておるところでございます。また、先ほども申しましたよ

うに、令和６年度まで責任者としてセンター長を配置する必要があり、このセンター長を中

心に指揮命令系統の確立が求められるところでもございます。今後も専門職の配置をしっか

り整え、全ての妊産婦、子育て世代の支援拡充に取り組んでまいりたいなと、こんなふうに

考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） こども未来課、児童福祉、子ども家庭総合支援拠点と、それから母子

保健、子育て世代の包括支援センターが子ども総合相談係として一体的に機能しているとい

うお話でございました。 

 保健センターなりで今の包括的、一体的に連携を、私も相談をさせていただいたりするん

ですけれども、その辺はもう本当にしっかりと連携されて対応していただいているなという

ことを感じております。大変な事案も多く、専門的な知識や、すぐ解決するというような問

題でもありませんし、時間も要するような担当部門でございます。また、令和６年度に子ど
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も家庭センターが設置されるということですけど、やはり専門職ということで、常々、この

配置については大変ご苦労していただいているということで、これからもセンター長の責任

者を配置するのは大変に、体制は求められているんですけれども、ご苦労をこれからされる

のかなと思ったりもしております。いろいろと職員さん同士がしっかりと、この問題につい

ては今回また新たな国の体制になりますので、これまでと同様、連携を取りながら、またし

っかりと取り組んでいただきたい、業務を遂行していただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 次へ入っていきます。こども家庭庁に期待する点と、それから今後の課題についてお願い

いたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設により、常に

子どもの最善の利益を第一に、新たな司令塔となることにより様々な課題、新たな問題の解

決を図るべく、斬新な政策を今後期待したい、こんなふうに考えておるところでございます。 

 今後の課題といたしましては、全ての子どもが健やかで安全・安心に成長できる環境をい

かに持続して提供できるかが大きな課題となるのではないか、このように今思っておるとこ

ろでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、部長の期待の中に、新たな問題の解決の中で、斬新な政策に期待

をしたいということでございました。課題についても、やはり全ての子どもが健やかに安全

に成長できる環境をいかに持続していくかということが本当に大きな課題になっていると私

も思っております。私、今、様々な困難を抱える子どもの問題がある中で、こども家庭庁が

設置されて、こども基本法を基に子どもの権利に対する第１番に責任を持つ体制ができたこ

とは、本当に大きな前進だなと思っております。 

 また、これまでの子ども政策は、先ほどもありましたように、３つの部門の中に、企画立

案・総合調整部門ということで、子どもの意見とか若者の意見を取り入れるということで、

そこでまとめて調整をしながら政策に反映するということが部長からもございました。その

ように、これまでは子ども政策は当事者の子どもの不在という点が指摘をされておりました。

本町でも、さっきおっしゃいましたように、子どもたちが健やかに、安心して育つように、

現場の声をしっかりと聞いていただいて、政策に反映をしていただきたいと思いますが、そ

の辺をお願いいたします。 
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〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今回、国の本気度というのが見えてきておりますので、当然、

我々、自治体もしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） また４月１日から新しいスタートとしてしっかり体制整備もしていた

だき、皆さんと協議をしながら、連携を取りながらスタートしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これでこの質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） それでは、大きな２つ目です。子宮頸がんワクチン、ＨＰＶワクチン

の接種について、（１）からお願いをいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 昨年の令和４年４月に定期接種対象者である５学年、平成18年

４月２日から平成23年４月１日生まれの448名にお知らせと予診票を送付させていただいた

ところでございます。ご家庭においてよく検討していただいてから接種していただくために、

詳細な情報が記載されている、厚生労働省が作成されましたリーフレットも一緒に同封をい

たしました。また、キャッチアップ対象者である９学年、平成９年４月２日から平成18年４

月１日生まれの871名に対しましては、はがきにより個別通知をしております。そのはがきに

はＱＲコードを掲載して、ＨＰＶワクチンに関する情報を読み取ってもらえるようにいたし

ました。その上で接種を希望される方には、生き活き対策課窓口において予診票を発行し、

詳細な情報もお伝えしておるところでございます。そして、周知につきましては、令和４年

４月の広報やホームページ、ＳＮＳなどにも掲載して周知を図ったところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） ありがとうございます。ちょっと確認をさせていただきたいと思いま

す。積極的勧奨が再開になりまして、定期接種またはキャッチアップ。何年でしたっけ、こ

れ、キャッチアップというのは25年でしたっけ。平成９年４月から平成18年４月生まれの方、

871名の方々にということで、定期接種者については小６から高１に相当するという判断でよ

ろしいですね。448名については予診票と詳細な情報を掲載された厚生省のリーフレットも一

緒に同封して、個別通知をしていただいた。それから、キャッチアップについては、これは

令和４年度、25歳の方々ですよね。相当となる年齢に対しては、接種情報を読み取るコード
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つきのはがきで個別通知をしたということで、あと、接種希望者には予診票と、それから詳

細情報をお伝えしているということで、４月の広報、ＳＮＳ等にも掲載、周知をされたとい

うことで、接種者の皆様には個別通知ということでしていただいたということで、ありがと

うございます。しっかり通知をしていただいたということで、ありがとうございました。 

 次なんですけれども、その方々の接種率と、また、町民の反響についてお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず、定期接種対象者から回答させていただきます。先ほども

申しましたように、これは448名となっております。このうち45名の方がＨＰＶワクチンを１

回以上接種しており、令和５年３月１日時点の接種率は10.0％となっているところでござい

ます。続きまして、キャッチアップ対象者。こちらも先ほど申しましたように871名でござい

ます。このうち、令和４年４月１日までに接種されている方は260名、接種率は29.9％。令和

４年４月１日以降に新たに40名の方が接種されため、接種率は34.4％と増加をしておるとこ

ろでございます。 

〇７番（富木つや子） 昨年との対比ですけど、分かりましたらお願いいたします。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 令和５年３月末の接種状況というところのご質問なんですが、

３月末の状況はまだ分かっておらないところでございますので、２月末で、今年と昨年度で

対比、数字を報告させていただきます。昨年、令和４年２月末の接種状況は、対象者1,316

名のうち193名の方が接種を終えられております。今年の２月末の接種状況でございます。対

象者1,318名のうち280名の方が接種をされているというところで、昨年に比べると、かなり

増えている状況となっているところでございます。 

 続きまして、町民の方の反応でございますが、接種をするべきか、やはり迷われている方

も多いところで、接種状況を見てから接種したいとの声がありました。積極的勧奨が再開さ

れて初年度でありましたので、９価が定期化されるまで接種を待っている方もいらっしゃっ

たというところで、令和５年度も引き続き接種勧奨をしていきたいなと、このように考えて

おります。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 接種率について、定期接種者については448名のうち45名、令和５年度

３月１日時点では、接種者は10.0％ということになっているんです。キャッチアップのほう

は29.9ということで、多いなというのを思ったんですけれども。それと、３年度の２月と４

年度の２月を対比したときに、３年度については1,316名のうちの193、14.6％。それから、



 －31－ 

令和５年２月末では1,318名の対象者で280名が接種、21％ということで、前年度より７ポイ

ントほど上がっているんですね。今度、やはり去年の４月から再開をしておりますので、先

ほどおっしゃいましたように、町民の反応というのは、まだ様子を見ながらということで、

５年度については９価が定期接種化されるということで、しっかりとこの辺の安全性とか、

そういうことも調べながらされるというような状況なのかなというのを感じました。分かり

ました、ありがとうございます。 

 では、次の質問をお願いいたします。（３）です。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） ９価ＨＰＶワクチンについて、現在の定期接種として使用でき

ている２価や４価のＨＰＶワクチンとの違い、効果や安全性についてというところでござい

ます。 

 ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症を予防する９価ワクチンは、２価や４価のＨＰ

Ｖワクチンよりも多くの遺伝子型を標的としております。ヒトパピローマウイルスは100種類

以上の遺伝子型があり、そのうちＨＰＶ16型と18型の感染が子宮頸がんになる原因の50から

70％を占めております。２価ワクチンはそのウイルスを含んでおり、４価ワクチンはそれに

加えて尖圭コンジローマの主要な原因となるＨＰＶ６型と11型を含んでおります。そして、

さらに９価ワクチンは、それらに加え、ＨＰＶ16型と18型に次いで子宮頸がんの原因となる

ＨＰＶ31型、33型、45型、52型、58型を含んでおります。効果につきましては、子宮頸がん

及びその前がん病変の罹患率の減少、子宮頸がんでの死亡率の減少などが期待されておると

ころでございます。安全性につきましては、厚生労働省のワクチン評価に関する小委員会に

おいて議論された結果、定期接種化となることから、一定の安全性が認められているところ

となっております。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、効果や安全性について、９価ワクチンについてご説明していただ

きました。やはり効果については、がんにかかる方が少なくなって、子宮がんでの死亡率が

減少したということと、それから、安全性につきましては厚生労働省が今回、定期接種化に

したということで、一定の安全性が認められたということで、そのような認識をさせていた

だきました。 

 厚生労働省のＨＰＶワクチンについてのリーフレット（概要版）があるんですけれども、

これなんですけれども、この中には、子宮頸がんは年間１万人が罹患して、約2,800人が死亡
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しているということで、患者数、死亡数とも近年増加傾向にあるということと、それから、

年齢層に比較して、50歳未満の若い世代でかかる方が多いということです。ワクチンの効果

は、今言ったように、子宮がんの原因、50から70％を防ぎ、がんになる前の状態が減るとい

うことと、がんそのものを予防する効果があることも分かってきていて、今回、定期接種化

になったということで私も理解をさせていただきました。そのことからも、やはり定期接種

化になったということで、一定の安全性というのを認められていますし、その点からも子宮

頸がん、そのワクチン、検診についても皆さんに正しく知っていただくことが本当に重要だ

なということを感じました。 

 次、お願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 続きまして、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化に伴う対象者へ

の周知というところでございます。上牧町におきましても、令和５年度４月号広報、あとは

ホームページやＳＮＳにて９価ワクチンの定期接種化について掲載し、周知を図りたいと考

えております。 

 令和５年度の新中学１年生及びキャッチアップ対象者には、個別にて通知でお知らせをさ

せていただこうと考えているところでございます。なお、定期接種対象者につきましても、

周知する回数をもっと増やすなりしながら、一人でも多くの方々の目に届くような工夫を重

ねてまいりたいなと、こんなふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、９価ワクチンについての定期接種化に伴う対象者への周知という

ことで頂きました。定期接種対象者については、ホームページとか広報とかＳＮＳに掲載、

周知をしていく、また、新中学１年生の対象者について、それからキャッチアップ対象者へ、

それぞれには個別通知でお知らせをするということで、分かりました。 

 今、部長から定期接種化、この９価についてもお知らせ、周知については回数を増やしな

がらというか、そう受け止めたんですけれども、皆さんにしっかりと周知をしていくという

ことを、ホームページとかそういうこととかの一般的な周知なんですけれども、そういうこ

とだけじゃなくて、周知、広報、皆さんにお知らせを増やしていきたいということをお話し

いただきました。 

 私も今回、この子宮がんの質問に当たっては、以前、上牧町内の方ではありませんけれど

も、私の友人の娘さんが、一番楽しい娘時代を過ごすことなく、子宮頸がんで亡くなった悲
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しい出来事がありました。彼女は、平成25年からの定期接種の積極的勧奨を差し控えていた

時期でもあり、ワクチン接種はしていなかったそうです。友人はいまだに後悔と悲しい思い

を抱えながら過ごしておられますけれども、このような現実を私は身近に接して、今回、ワ

クチンの積極的勧奨が約９年ぶりに再開され、４月１日から９価の定期接種化が開始される

のを機会に、ワクチンの有効性とか安全性とかそういう情報は、接種を検討するほうにとっ

ては重要な判断材料となりますし、事前の情報提供というのはすごく重要になってくるとい

うことで、改めて感じさせていただきました。 

 十分な情報がなかったために接種の検討が遅れたり、また、接種機会を逃すといったこと

がないように、９価ＨＰＶワクチンの接種が可能となる定期接種者へもより情報が行き渡る

方法を考えていただいて、ご案内していただきたいなということをお願いしたいと思ってお

りましたので、先ほど、部長言っていただきましたが、もう一度よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 先ほども申しましたように、新中学生及びキャッチアップの対

象者の方には個別通知をさせていただく予定で、それ以外の定期接種対象者に関しましては、

何分人数が多いもので、現状は個別通知というのは考えておらないところではございますが、

周知する回数をいろいろ工夫しながら、一人でも多くの方々に届くように工夫を重ねてまい

りたいと、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） ぜひ定期接種者へもそのような対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 最後になりますが、私ごとですが、これまでの５期20年間、この議場で一般質問をさせて

いただきました。この20年間、町民の代弁者として、毎回の一般質問では、現場第一という

生活者の視点で、皆様の声を届けてまいりました。理事者の皆様には長年にわたりご丁寧な

ご答弁を頂きましたこと、また、議員の皆様には質問する機会を与えていただきましたこと、

心から感謝を申し上げます。 

 これで私の最後の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、７番、富木議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は15時20分。 

 

    休憩 午後 ３時０９分 
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    再開 午後 ３時２０分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇東   初 子 

〇議長（吉中隆昭） 次に、２番、東議員の発言を許します。 

 ２番、東議員。 

          （２番 東 初子 登壇） 

〇２番（東 初子） ２番、公明党、東 初子でございます。議長の許可を頂きましたので、

通告書に基づき一般質問を行わせていただきます。 

 その前に、少しだけお話をさせていただきます。まず初めに、このたびご卒園、卒業され

るお子様たち、また保護者の皆様方、ご卒園、ご卒業、誠におめでとうございます。心から

お祝い申し上げます。 

 そして、先ほどは富木議員の議員生活最後となる一般質問が行われました。一口に５期20

年と申しましても、様々なことがおありだったことでしょう。上牧町の女性議員として住民

の皆様のお声を町政へと届け続けてこられましたこと、そして、先輩議員として、私たち後

輩議員に対しましても、厳しくも温かくご助言くださいましたこと、尊敬の念を持って、心

より感謝申し上げます。富木議員、本当にありがとうございました。 

 もう１つ、トルコ・シリア地震から約１か月過ぎましたけれども、この地震により５万人

を超える方々がお亡くなりになり、今なお避難生活を余儀なくされている方が、トルコだけ

で約200万人に上るとお聞きしております。改めましてお亡くなりになられた方々に心からお

悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。役場窓口でも

募金箱設置を行っていただいておりますが、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。 

 そして、国内では3.11東日本大震災から12年。改めて犠牲となられた方々に謹んで哀悼の

意を表しますとともに、被災された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。復興は進

んでおりますが、心に負った傷は癒やされるものではなかなかないのではございませんでし

ょうか。今なお苦しんでおられる方々もおられることとお察しいたします。 
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 私たちは現在、自然災害にコロナ禍、孤独の問題等々と危機の時代を生きています。この

危機を乗り越えていくために、見守り、声かけ、励まし合い、共に支え合うことこそが大切

と考え、中でも励ましが乗り越える力となるのではと思っております。その意味で、まずは

私自身、子どもに光を当てることで大人も地域も元気に輝くと信じ、朝の子どもたちの登校

の見守り、声かけをと、毎日、子どもたちにエール、励ましを送らせていただいております。

それが町の元気につながっていくと信じております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。質問事項、１つでございます。帯状疱疹ワクチ

ン接種助成について。質問の要旨。帯状疱疹は、水疱瘡と同じウイルスで起きる病気で、日

本人成人の90％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜み、80歳までに３人に１人

が帯状疱疹にかかると言われています。かかった方の話によりますと、刺すような痛みで夜

も眠れないほどの激痛があり、日常生活に支障を来したとのこと。これにかかると神経の損

傷により、その後も痛みが続いたり、合併症を引き起こすこともあります。加齢、疲労、ス

トレス等による免疫力の低下が発生の原因になることから、50歳以上の人はワクチン接種が

可能となります。感染症対策として、ワクチンを接種しやすい環境を整えてほしいとのご要

望を頂いています。本町の現状況及びお考えをお伺いします。①本町の帯状疱疹ワクチン接

種者の現状況について。②帯状疱疹ワクチンの接種の周知啓発について。③町民の健康を守

るという観点から、帯状疱疹ワクチン接種の費用助成の実施について質問させていただきま

す。 

 再質問は質問者席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 初めに、令和３年12月議会でも富木議員より質問がありましたが、その

後の状況等をお聞かせください。１番目の、本町の帯状疱疹ワクチン接種者の現状況はいか

がでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 帯状疱疹ワクチン接種につきましては、現状、法令で定められ

た定期予防接種ではまだなく、あくまで任意予防接種であることから、罹患された方という

のは直接、病院のほうに申し込んで接種されている状況となっております。したがいまして、

本町といたしましても、具体的な接種状況についての把握はいたしかねているところとなっ

ております。ただ、今までに問合せ等で十数件、特に接種費用などについての内容だったと

いうところでございますが、生き活き対策課のほうに数十件問合せ等はあったというところ
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になっております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはり定期接種ではないということで、なかなか現状況

が分かりづらいというところなんですね。 

 それでは、２番目の帯状疱疹ワクチンの接種の周知啓発についてなんですけれども、この

帯状疱疹についてというのは、私もそうだったんですけど、まだまだご存じない方がたくさ

んおられるというふうに思います。それで、以下についてお聞かせいただきたいというふう

に思います。この発症する原因というのは、加齢、疲労、ストレス等による免疫力の低下と

いうふうに聞いているのですが、ほかにも何かあるのでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今、議員申されましたように、免疫力の低下により引き起こす

というところがございます。それ以外に、糖尿用などの生活習慣病や、関節リウマチなどの

治療で免疫抑制剤を使用されているという方も引き起こしやすいという要因の１つとなって

いるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはりそういう生活習慣病の関係も引き金につながると

いうことでよろしいんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず、後にも出てくると思うんですけども、予防といたしては、

規則正しい食生活と睡眠というところがメインになってきますので、生活習慣病というのは

逆に悪い要素につながるのかなというところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。かかりますと後遺症とかも出てくるというふうにも聞い

ておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。期間とか、再発があるのかとかというこ

とですけれども。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 50歳以上の約２割に神経障害性疼痛が残ると言われております。

長く痛みが残り、６か月以上、場合によっては５年から10年になることもあるそうでござい

ます。それと、これは宮崎県で行われた調査なんですが、約６％の割合で再発することが分

かっているというところでございます。 
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〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはりその人によってはそれだけ長い期間がかかるとい

うこともありますし、再発も２割ぐらいの方がということですね。50歳以上の方がかかると

いうわけではないんですよね。免疫力の問題ですか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 年齢で具体的に区切れば、50歳以上から発症しやすくなって、

ピークを迎えるのは70歳代と聞いておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。それでは、やはり高齢の方がこれに苦しむということが

多くなってくるというふうに思うんですけれども、先ほどもありましたけれども、予防方法

としては、やっぱり生活習慣の見直しというような形でしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず、免疫力の低下によって引き起こす病気でございますので、

その免疫力をアップさせるには、日頃、規則正しい生活、ストレスを持たないことやしっか

りした睡眠、食生活ということになってまいります。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはりストレスなどを抱えずに免疫力を上げていくこと

しかないのかなというふうに思いますけれども、ワクチンというのがあるんですけれども、

この予防効果というのはどのようなものでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） このワクチンには大きく２種類ございます。１つは生ワクチン、

ビゲンというものでございまして、これは病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて製造

されておるワクチンになります。もう１つは不活化ワクチン、シングリックスというもので

ございます。これは病原体となるウイルスや細菌の感染力を失活して製造されています。生

ワクチンのほうは１回接種で有効性は約60％、不活化ワクチンのほうは２か月間隔で２回の

接種が１セット、予防効果は90％以上と言われているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはり生ワクチンよりも２回接種の不活化ワクチンのほ

うが、効果が90％ぐらいということで、上がるということですね。 

 そしたら、１人当たり、予防接種にかかる費用というのはどのぐらいでしょうか。 
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〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず生ワクチン、リゲンのほうは5,000円から9,000円。不活化

ワクチン、シングリックス、こちらは若干高くて、１回２万円から２万5,000円。ただし、２

回接種が基本となりますので、それの倍の４万から５万と、かなり高額な費用がかかるとい

うところになってきます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） やはりかなり高額な費用がかかるために、皆さんワクチン接種をちゅう

ちょされているというお話も伺っているんですけれども、これなんですけれども、各自治体

独自で接種費の補助事業が進められているというふうにお聞きしているんですけど、既に全

国では50を超す自治体で導入されているようにお聞きしているんですが、奈良県内とか近隣

で接種費用を補助している自治体というのはあるんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今申されましたように、全国では50を超す自治体が導入されて

いるというのも認識しておるところでもございます。ただし、かなり大きな人口規模の自治

体というところでございます。そして、奈良県内で今助成されているところがあるのかとい

うご質問ですが、奈良県内では残念ながら、今、どこの自治体も費用助成の実施はされてお

るところではございません。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。やはり大きな自治体が中心というところで、奈良県内で

は今のところ行われていないということで、理解できました。 

 国が定期接種化に向けて調整をしているというお答えを前回のときにお聞きしているんで

すけれども、その現状と、今どのような形で進んでいるのかお聞かせください。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 以前、令和３年12月のときに同じようなご回答をさせていただ

きました。そのときは、国の厚生科学審議会で定期接取に向けた調整が行われているという

ところのお話をさせていただいたと思うんですが、その後、まさに新型コロナ感染症の影響

で、この定期接種化の調整の話が棚上げになっているような状態で、一向に何の進展もない

というふうに聞いておるところでございます。今後、コロナの状況もやや落ち着きつつござ

いますので、また定期接種化に向けての調整の再開も進められるのかなと、このように考え

ておりますので、国の動向を注視しながら、まるで２年前と全く同じような答弁になってし
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まうんですが、本町においても十分国の動向を注視しながら、また他市町村の状況も視野に

入れ、対応についての検討をしてまいりたいと、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。進んでいるのかなというふうに私も思っておりまして、

そうやって住民さんのほうからお声がありましたので、そういうふうな形で期待して質問を

させていただいたんですが、コロナの影響で棚上げになっているというところで、理解でき

ました。 

 ３番目になりますけれども、町民の健康を守るという観点から、帯状疱疹ワクチン接種の

費用を助成して、接種を受けやすくしていただくという町独自のお考えは、今のところどう

なんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 高齢者の帯状疱疹ワクチンは、先ほども申しましたように、国

のほうで定期接種化の検討をされているワクチンの１つではございますが、罹患率に関しま

しては、現状、ほかの感染症、例えば定期予防接種である高齢者の肺炎球菌、インフルエン

ザ、これに比べるとまだまだ非常に低いというところもございます。期待される効果や安全

性、持続性に関して今後も検討が必要とされているところではございますので、現時点にお

きましては、本町といたしまして、費用助成の実施は考えていないというところでございま

す。ただ、この帯状疱疹は免疫力の低下、先ほども言いましたように70歳代で発症のピーク

になると言われております。これによる細菌感染によって発症する病気であるため、睡眠や

食事をしっかり取るなど規則正しい生活を送ることや、発症してしまったらすぐさま受診さ

れ、適切な治療をいただくということがとても大切であると本町としても考えているところ

でございますので、そういった意味におきましては、住民の皆様方に注意喚起というところ

での周知啓発を今後は広く行ってまいりたいと、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。注意喚起という形で行っていただきたいというふうに思

います。本当に高齢になると抵抗力も落ちますし、病状も長引いて、大変な思いをされてい

る方がおられます。ワクチンを打つことによって発症率も格段に下がり、その分、医療費の

抑制にもつながるということで、ぜひ今後も引き続き費用助成のご検討をお願いしたいと思

います。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 
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〇健康福祉部長（青山雅則） その辺は、現時点では、先ほど答弁させていただきましたが、

前向きに、国の動向も注視しながら検討させていただきたい、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇２番（東 初子） 分かりました。お願いいたします。 

 私、１期４年間、議会のたびに一般質問をさせていただき、今中町長、松浦教育長はじめ、

理事者、職員の皆様に丁寧なご答弁を頂き、感謝申し上げます。 

 これで東 初子の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、２番、東議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

    散会 午後 ３時４０分 
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    開議 午後 １時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（吉中隆昭） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（吉中隆昭） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇竹之内   剛 

〇議長（吉中隆昭） それでは、５番、竹之内議員の発言を許します。 

 ５番、竹之内議員。 

          （５番 竹之内剛 登壇） 

〇５番（竹之内剛） 皆様、こんにちは。議席番号５番、竹之内剛です。議長の許可を得まし

たので、一般質問通告書に従い一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は、大きく分けて３つになります。まず１つ目、１、町主催の行事の再開や公共

施設利用の方針について。コロナウイルス感染症発生以来、約３年にわたり文化活動やスポ

ーツ行事等が中止、制限されてきました。その影響として、人と触れ合う機会の減少により
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人間関係の希薄化が進み、高齢者にとっては社会的孤立、子供たちにとっては人間関係構築

を体験的に学ぶ機会等が減少したと思われます。また、運動の機会が減少し、年齢を問わず

人々の体力の低下が指摘されています。このような問題を是正するには、個々の努力に任せ

るだけでは不十分で、行政が主導し、住民の社会活動の場の創出や体力維持、増進に向けた

運動の機会の提供を積極的に行う必要があると考えます。そこで、文化活動やスポーツ行事、

また公共施設の利用等に関する本町の方針について質問します。 

 ①行事再開の方針について。体育祭、文化祭、ペガサスフェスタ、マラソン大会。 

 ②公共施設の利用について。2000年会館、中央公民館、ペガサスホール、町民グラウンド、

体育館、学校施設、町民プール。 

 ③その他、社会活動の支援について。ボーイスカウト、スポーツ少年団、文化教室等。 

 項目２つ目、公共施設相互利用実証実験について。現在、本町が近隣７市町と共に実施し

ている市町の単位を超えた公共施設相互利用の実証実験は、合理的で、住民サービスの観点

から見ても有益な取組であると考えています。そこで、実証実験の状況と今後の課題につい

て質問します。 

 ①実証実験の対象施設の選定方法について。 

 ②実証実験後、今後の公共施設利用への活用について。 

 ③予約等のシステム上の問題の有無について。 

 ３つ目の項目、災害時の対策について。大規模災害時のライフラインの確保について。①

電気、水、ガス供給対策。 

 以上の項目になります。再質問は質問者席で行わせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今回の質問に関しまして、さきの議員からも重複する質問等が重なって

いると思われますので、質問する側から割愛、その他スムーズに進ませていただきたいと思

いますので、ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、まず初めに、１つ目の行事再開の方針についてのご質問

に対し、教育委員会事務局が所管をしております体育祭、文化祭及びマラソン大会につきま

して回答させていただきます。体育祭につきましては、過去10年間において、平成27年度と

平成30年度の２回しか実質開催ができておらず、とりわけ最近の３年間におきましては、新
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型コロナウイルス感染症の影響で中止を余儀なくされたところでございます。次年度、令和

５年度以降につきましては、参加町民の減少に加え、各自治会の参画に向けてのご理解やご

協力が得られにくい状況となっております。そのことから、開催そのものが難しい状態にな

っていると認識をしているところでございます。これを受けまして、令和５年度におきまし

ては、町民体育祭の在り方やプログラムの内容及び名称についての検討をスポーツ協会と協

議をしながら検討し、予定では令和６年度から新たな形、枠組みでの開催を目指すこととし

ているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ありがとうございます。前回もその答弁を頂きまして、聞いておりまし

て、令和５年は在り方について、そしてプログラムの内容等を検討して、名称等も変えてい

く話合いをするということでお伺いしております。 

 それで、内容について検討されるということですので、私から今回は、参考までに聞いて

いただきたいんですけれども、今までの行事等については、よくもあり、そしていろんなこ

とが考えられたので、まずは今、さくら祭りでも今回開催されますニュースポーツについて、

これはスポーツ指導員の方が子供たちを集めて、前回も何度かやってもらって非常に好評で、

囲碁ボールとか吹き矢とかいろんな種目があるんですけど、その辺をしっかり普及していた

だいて、さくら祭り等もありますので、その協議を新しいスポーツ大会に持ってきていただ

ければと思うのと、あとは競技性のある種目、例えば競走、得点、今答弁いただいたように、

なかなか自治会の集まりで協力を得にくくなっているということで、創意工夫が必要と思う

んですが、競技性のある種目、そして観点を変えてレクリエーション的種目を総合的に入れ

ていただき、あとは団体競技、その辺を検討していただければと思いますが、いかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員のご提起のとおり、従前の町民体育祭においては、大縄跳

びであったり地区対抗リレーがかなり盛り上がっていたというふうに記憶をしております。

その部分、一定盛り上がりのあるようなプログラムも含めて検討させていただきたいと思っ

ておりますし、ニュースポーツに関しましては、上牧町第５次総合計画の中にニュースポー

ツの普及振興という項目がございますので、そのことからも強力に推し進めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 人気なのは残して、新しく提案をしていくという方向でお願いしたいと
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思います。 

 続いて、文化祭についてなんですけれども、こちらも先ほどの趣旨の中にあったんですけ

れども、これは大人の方の参加、作品等の展示なのかなと思われるんですが、この辺につい

てはいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 文化祭に係る今後の展望について、まず回答させていただきます。

令和４年度におきましては、ホールの人数制限を行い、新型コロナウイルス感染症対策を十

分に講じた上で実施をさせていただいたところでございます。令和５年度につきましては、

今後の国の方針等に基づき、可能な限りにおいて、平時の開催に近づけた形での開催を予定

しているところでございます。文化祭については、文化協会等に主体的に動いていただいて

いるんですけど、もっと広く参加をしていただける範囲を拡充できるような手だてについて

も担当課で検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ４年度はやはりコロナ禍の影響で制限があったと思います。来年度、５

月８日からコロナウイルスが５類に移行されますが、それ以降はまた状況が変わってくると

思いますので、参加、出品をされる人ももちろんわくわくされる、そしてそれを見に来る方

もわくわくされる、それをどのように周知して人に来ていただくか、この辺がまた難しいと

思うんですが、その辺はまた創意工夫いただけると思うので、よろしくお願いしておきます。 

 続きまして、マラソン大会についてお聞きします。マラソン大会につきましては、こちら

から質問させていただきます。まずは１つ目に周知の方法、そして２つ目に開催日の設定に

ついて、まずその２つをお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） マラソン大会の周知につきましては、広報、ホームページで発信を

させていただいているところでございますが、周知の方法としてはそれで適切かと思うんで

すが、それに加え、周知の時期はもうちょっと早めに周知をする必要があるのではないかと

考えております。また、開催の日程でございます。皆さんもご承知のように、今回について

は奈良マラソンと期日が重なってしまって、参加が低調であったということを事務局担当と

しても反省をしているところでございます。次年度の日程調整におきましては、他の行事等

との調整をしっかりと図った上で日程を決定していきたいというふうに考えているところで

ございます。 
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〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 去年12月に行われましたマラソン大会は、初めて町外の方も参加可能に

なりましたが、町内・町外別に参加人数をお聞きしてよろしいですか。カテゴリー別でなく

ても結構です。全体で結構です。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今その参加人数の資料を持ち合わせておりませんので、後ほどご連

絡させていただきたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今答弁いただきました中に、周知の方法は広報等で行われているという

ことで、私どもも参加させてもらったんですけど、久しぶりのマラソン大会で、ざっと申し

ますと少し寂しい状況かなというのを感じました。１か月遡って、河合町のマラソン大会も

行われまして、そちらも行かせてもらったんですが、あまり人数は変わらないんですが、少

し多いかなというイメージだったので、河合町の周知はどのようになっているのかと思って

いたところです。周知の方法につきましては、難しいと思うんですけれども、広報で周知す

る。小学校、中学校であればプリントという形で、全児童、生徒に配布する必要があるかと

思うんですが、その点はいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） マラソン大会については、子どもの部、成人の部、いろいろありま

す。子どもの参画を図る上においては、学校へのチラシ配布等も有益なことではあると思っ

ております。その辺については学校とも十分協議をしながら、校長先生のご意向も確認をし

つつ、対応できるのであればすぐにでも対応させていただきたいという考えではおります。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 小学校でビラをまくに当たっては、さきの議員の質問の中にもあったよ

うに、学校ではなかなかデリケートな部分もあるとおっしゃっておりまして、これからスポ

ーツ少年団の紹介についても積極的に小学校で配布するように進めていきたいとおっしゃっ

ていただいていますので、その辺は少し安心をするところですが、開催日についてですけれ

ども、さっき答弁していただきましたけども、奈良マラソンと重なっております。これは今

回だけではなくて、過去にも重なっているときがありましたので、日程につきましてはもう

少し早く周知ということも言っていただきました。 

 もう１つ、小学校もそうですけど、中学校もそうですが、スポーツ少年団におきましては
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しっかりと参加していただいて、少し昔になりますが、野球部は野球のユニフォーム、サッ

カーはサッカーのユニフォーム、そしてバスケットはバスケットのユニフォームで出ておら

れた記憶があります。それと中学校におきましても、バスケット部は必ず参加という形で、

男子バスケット部と女子バスケットは走ってくれていたという、盛り上がった思い出がある

んですが、その辺についても昔に戻ったイメージで、しっかりと小学生も呼んでいただき、

中学校も呼んでいただき、一般、そして町外も参加していただくように創意工夫していただ

ければと思います。 

 そして、周知の方法でもう１つなんですが、ポスターを掲示して、それを見てこんなこと

があるんだという、視覚から入ってきて記憶に残りますので、大型スーパーとかもあります

ので、これは経費がかかることかもしれませんが、上牧町マラソン大会と大きく書いていた

だいて、それこそ町出身の有名なランナーを呼んで一緒に走っていただくとか、そういう工

夫もできればと思うんですが、その辺はいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、るるご提起いただけたことについては、検討させていただきた

いと考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） あまり有名過ぎるとお金がすごくかかるので、町出身のランナー、全国

大会とかに出るランナーもいますので、その辺、またよろしくお願いいたします。 

 それでは、１項目めについては以上です。ありがとうございます。 

 それでは、②番をお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員のご質問につきましては、部局がまたがっておりますので、

教育委員会所管の部分について、①②③を通じて回答させていただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 結構です。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、２つ目の公共施設の利用についてのご質問に対し、これ

も教育委員会事務局が所管をしております中央公民館、ペガサスホール、町民グラウンド、

町民体育館、学校開放に係る学校施設及び町民プールについて回答させていただきます。た
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だいま列挙して申し上げました施設のうち、中央公民館、ペガサスホールにつきましては、

本年２月１日から当該施設に係る利用制限を解除させていただいたところでございます。町

民グラウンド、町民体育館及び学校開放に係る学校施設につきましては、本年２月１日の町

全体的な施設の利用制限の解除に先立ち、既に利用制限を解除させていただいたという経緯

がございます。一方、町民プールにつきましては、本年度につきましては町内在住者限定と

しておりましたが、来期におきましては限定措置を解除し、可能な限りにおいて平時に近い

形での運用を予定しているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） それぞれの項目をありがとうございます。そうしましたら、１つずつ質

問をしたいんですけれども、2000年会館、中央公民館につきましては、数年前、コロナ禍に

なる前に私から質問させていただいていまして、月曜日の開放について非常に希望があるの

で、休館になっておりますが、この辺は検討していくということをお聞きしておりましたの

ですが、数年間にわたってコロナ禍ということと、あとワクチン接種の件でその部屋は今使

えないということがあったので、まず2000年会館と中央公民館についてお聞きしてよろしい

ですか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 2000年会館につきましてですが、今、議員もおっしゃられたよ

うに、コロナのワクチン接種の関係で、実際、協議が進んでないというところもございまし

て、令和５年度も年２回実施する予定となっておりますので、それが落ち着き次第、じっく

り検討させていただきたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 分かりました。公民館、2000年会館につきましては、夜間の使用につい

ても今の状況ではまだ難しいということで理解しておきます。ありがとうございました。 

 続いてですけども、町民グラウンドは夜間の施設があります。つけたとて球技や野球をす

るほどには至りませんけれども、以前、あれは何のためについているのかと聞きましたら、

消防等の訓練で使用すると。あまり明るくつけてしまうと、住民さんの方々が迷惑をして、

虫が来るということで、あの明かりのままでも使用できるスポーツがあるので、夜間の開放

はどのようになりますかということをお聞きしました。それ以後、話は進展していますでし

ょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 
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〇教育部長（松井良明） 夜間における照明について、その辺の詳細を前任者から引継ぎは受

けておりませんが、夜間におけるニーズ、明るさ等の問題があれば、その部分については一

定改善する方法もあるのかと思っております。現時点において、担当しております社会教育

課にそれについての要望等を聞いていないというのが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） そうしましたら、引き続き検討をよろしくお願いします。 

 あと、体育館につきましては、会合を数年前に17時から19時も使用できるように条例改正

していただいて、使いやすくなっていると思うんですけれども、その中で時々体育館も使い

ながら、いろいろ状況を見学させてもらいますが、バスケであったり、バレー、卓球、バド

ミントン、町内のスポーツクラブの方が非常に活用されております。この中で、スポーツ行

事を含むんですけれども、町主催のスポーツ大会が今あるかどうか分かりませんが、多分郡

大会という形でしかやっておられないと思うんですが、町主催の町民カップのような大会を

していただくということはできないでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今おっしゃっていただいた大会等の開催につきましては、子どもた

ち及び大人の方々の体力増強という観点からも有益であるとは思っております。ただ、これ

を実施する上においては、町だけではできない部分がございますので、スポーツ協会等の意

見も聴取をさせていただきながら、その方向性については今後検討していくべき課題である

のかなという認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 引き続き、スポーツ協会とも検討しながらよろしくお願いいたします。 

 学校施設の、先ほどの答弁の中にありました、コロナ禍を含む中で２月から先行して使わ

れているところもある、これから緩和されていくということをお聞きしましたので、こちら

は割愛させていただきます。 

 続きまして、町民プールのことですが、前年度は町民以外、町外の方は参加できないと。

町民プールを使用した水泳スクールに関しましても、町外の方は参加させられなかったんで

すけども、今年度は町外も参加できるということで、町民プールは非常に水がきれいという

ことで評判がよいんですけれども、開催していただくのはありがたいんですが、いかんせん

参加人数が少ないということで、今年も開催されるということで、何か活性化を考えた行事

等を考えておられることはないですか。 
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〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今そのような考えは特段ございませんが、今評価を頂いた、水がき

れいということと、基本的に安全面に十分配慮した形で運用していくということとしており

まして、運用方法等につきましては例年どおりの運用とさせていただきたいと思っていると

ころでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） １つ、町民プールを使った提案なんですけれども、スポーツはスポーツ

大会があります。走る、投げるとか。プールにおきましては、やっぱり水泳大会、水泳レク

リエーションという形で来ると思うんですけども、難しいです。健康面も安全面も考慮しな

ければ難しいですけれども、この場で提案させていただきます。もし検討の機会があれば、

水泳大会という形で検討していただければと思いますが、いかがでしょうか。検討してくだ

さい。 

 では、その次をお願いします。その他、社会活動支援についてです。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、３つ目のその他の社会教育活動の支援についての質問に

対し、順次回答させていただきます。 

 まず初めに、ボーイスカウトに関しましては、ただいまこの場におられ、５期20年の長き

にわたり町民の方々の生の意見を行政に届け、つなげることを信条として活動されてこられ

ました富木議員による橋渡し役としてのお取り計らいにより、当該ボーイスカウトの代表の

方と実際にお会いし、今後の支援の在り方について協議の場を持たせていただいたところで

ございます。その際、今後の町のボーイスカウトに対する支援につきましては、この先の当

該団体による本町へのまちづくりへの参画や協働に向けた考え方や具体的な事業について、

引き続きご検討いただくということを前提として、前向きに検討させていただくことを互い

に理解し、共通認識を図らせていただいたところでございます。 

 一方、スポーツ少年団に関しましては、町内在住でスポーツ少年団に係る奈良県登録をさ

れている団員には１人1,400円、上牧町登録をされている団員には１人800円の補助金を支出

しているところでございます。 

 次に、文化教室でございますが、文化教室は町が主体となって実施している事業であるこ

とから、支援という概念ではなく、町としての今後の在り方について回答をさせていただき

ます。文化教室は、時代の動向や教室を希望される方々のニーズに合ったものであり続けら
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れるよう、町民が集い、学ぶ場所と機会の提供など、生涯学習を通じて人と人の触れ合いを

深めるような教室運営を行うことが何より重要であり、そのことは町の魅力向上にもつなが

り、町長が標榜しておられる選ばれる町になるための一助であるというふうに認識をしてい

るところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） この中で、今スポーツ少年団のことについて少し質問させていただきま

す。これまで体育祭のことについて、そしてスポーツ少年団の人数の減少について、周知し

て増やしていくという質問もあったかと思うんですが、まず、これから他町では、スポーツ

大会、体育祭は中止になっていることが多いんですが、本町においては引き続きスポーツ大

会という形で開催していただけることを非常に感謝しております。その中において、スポー

ツ少年団の参加、組織が社会教育課の中でのスポーツ少年団と思うんですけれども、その中

で、一昔前はスポーツ少年団の方が体育大会に参加して、非常ににぎわっていたという記憶

が確かに僕もあるんです。 

 そして、その中において、これはこれから復活検討してほしいんですけれども、体育祭に

おいてスポーツ少年団に参加してもらい、コラボした競技種目を考えた上で、参加を周知し

ていただいて、もう一度、子どもたちがスポーツを楽しめる、野球、サッカー、いろんな競

技の子が集まって盛り上がる。そして大人が集まって、多世代の人を集める魅力的なイベン

トにすることはできないかということで非常にわくわくはしているんですが、そしてスポー

ツ少年団の参加という提案を今させてもらいましたけれども、そちらはバスケ、野球、陸上、

空手、剣道、いろいろあると思うんですけれども、個別の種目をユニフォームで参加しても

らって、例えば空手、剣道であるならば演舞、もちろん日本の武道ですよね。演舞してもら

う。剣道であればここに風船をつけて、ぽーんと割る、レクリエーション的なものがある、

そういう提案もあるんですけども、演舞をしてもらって、格好いいなと。オリンピックで空

手も種目になりましたし、その辺をやってもらいたいと思いますので、バスケについても、

野球、サッカーについても、こちらは皆さんの記憶にあると思いますが、ストラックアウト

という形で数字を抜いていく、レクリエーション的な楽しいイメージ。そういうイメージで

導入してもらえれば盛り上がるのではないかということで提案させてもらいます。あとはク

ラブ対抗のリレーのような、昔はあったんですよね、野球とサッカーと競走して、親が盛り

上がる、コーチが盛り上がる。その白熱した熱戦をもう一度よみがえらせていただきたいと

思って、創意工夫が必要ですが、広報等にも関わってくるんですが、ぜひお願いしたいと思
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います。いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） スポーツ少年団の充実、活性化については、さきの議員からもご質

問いただいてご回答させていただいたところでございます。まだ現状、かなり団員数が少な

くなっているということで、その団員たちの取組を今後、町民体育祭に代わるイベントとし

て考えております際に披露をするということで、その辺で広めていく。その広がりに伴って

団員数が増えてきたときについては、町が行うスポーツイベント等に積極的に参加をしてい

ただくことによって、さらなる充実を図っていけるのかなというふうに考えておりますので、

このことについても、町民体育祭の在り方を考える上において考慮させていただきたいとい

う考えを持っているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） そういうところはスポ少からずっとつながるんですけれども、第５次計

画にも書かれていたと思うんですが、数年前に質問させていただきましたけども、地元でス

ポーツを進めて、育てて、出ていってもらって、コーチで帰ってきてもらうという、第５次

計画にも書かれていたんですが、ここで前回の議員のときにお話になりました表彰、功労賞

等のことで、自己申告してもらって表彰するという形になっていたと思う。これからは少し

変えていくという方針をお聞きしたんですけれども、今現在においてやっぱり大人で活躍し

ている人もいるわけです。例えばバスケットでいうと、以前、子ども駅伝で初めて上牧町が

入賞したとき、町の部で３位になったときのバスケットの女の子が、高校で名古屋でウイン

ターカップに出場し、そして今関東の大学で活躍しています。上牧出身の子です。正月やお

盆には帰ってきます。野球でいいますと、こちらも上牧町在住で、京都の高校に行きました

けども、甲子園に出て、今大阪ガスに所属してキャプテンを務めて、日本選手権で優勝して

いるという、こういうすばらしい選手もおりますし、もちろん陸上競技においても、今年高

校生で都道府県駅伝の男子で選ばれて走った子もいます。特殊な競技ですが、ボクシングに

おいても、現在の上牧町の大学生で、国体入賞、数年連続で優勝しているという選手もいま

す。そういう人をリサーチしてもらって、呼んでいただいて盛り上がるという方法もあるん

ですが、その辺の構築をぜひしてもらいたいと思うんですが、そちらだけお考えをお願いし

ます。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今、議員の質問をお聞きしておるんですが、質問の内容と違うとこ
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ろがあって、分かる範囲で対応はさせていただいておりますが、その辺について、また次回

でも詳細の通告を頂いたら、用意周到で回答させていただきたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 それと、先ほどマラソン大会の人数について資料がなかったんですが、その部分について

説明させていただきます。今回、46名の参加がございました。そのうち42名が町内で、４名

が町外という参加の状況でございました。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 細かい数字をありがとうございます。やっぱり200、300、参加してもら

えるマラソン大会であってほしいと思うので。 

 そうしましたら、町においてのスポーツ振興普及という形で様々質問させてもらいました

けれども、この項目の最後ですけれども、ご答弁は結構ですので。前日に部長から、小学生

の体力テストにおいて、一部は平均を下回り、ほとんどは平均の上で、緊急な対策を講じる

ところではないとおっしゃっていたんですけども、やはり体力向上とする上で、本当に底上

げをしていくのであれば、子どもたちにアンケートを取って、競技的なこと、興味があるこ

と、そして体力を向上するためにどのようにするかという調査も必要かと思うので、ぜひそ

の辺も検討していただきたいのと、あと町民の体力向上の上では、体力テストをまずしても

らって、個々の事項の今の体力を把握するということが大事です。これも行事ですけれども、

町民参加全体の体力測定ということをやると非常に盛り上がるのかなと思いますので、その

辺も検討していただければと思います。こちらは答弁は結構ですので、ありがとうございま

した。 

 そうしましたら、次の項目。これで大きな１番は終わりですよね。ありがとうございまし

た。もう１個ありました。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） １つ目の、行事再開の方針についてのペガサスフェスタについてご

回答をさせていただきたいと思います。令和４年に行いましたペガサスフェスタにつきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして３年ぶりの開催となりました。感染状

況を考慮し、手指消毒のアルコールの設置であったり、専用の飲食スペースの確保など、で

きる限り感染対策を講じながら開催させていただいたところでございます。令和４年におき

ましては、町制50周年記念ということもあり、ステージでの劇団ペガサスによる特別講演で

あったり、また菊人形展、上牧町のＰＲキャラクターであるゆりはちゃんのお披露目であっ
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たり、またキッチンカー、協定を結んでいる企業の協力など、これまでになかった新しいコ

ンテンツも取りそろえさせていただきまして、過去最高となります約5,000人の方々に来てい

ただき、楽しんでいただけたらと思っているところでございます。 

 令和５年度におきましても、新型コロナウイルス感染症の状況等もございますが、適時適

切な運営を行っていき、創意工夫の下、少しでも多くの方に来ていただき、楽しんでいただ

けるようなペガサスフェスタを開催していきたいと思っているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 細かなご答弁をありがとうございます。来年度に向けても非常に盛り上

がっていけたらと思います。今年は50周年で、大きな枠で菊人形のこととかをやられたとい

うことで、１点だけです。予算委員会でもお尋ねしたんですが、来年度も中でやられるとい

うことなんですが、もし雨が降った場合、中では開催できるので、駐車場のあそこはため池

になるので、豪雨になると使えなくなるので中止になったと、その点が非常に懸念されると

ころです。その辺の検討、今すぐにはお答えは出ないと思うんですが、雨でもできる行事で

あってほしいので、その辺の検討、駐車場の件ですが、ご検討だけよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議員におっしゃっていただいたとおり、また予算特別委員会の中で

も担当課長から少しご答弁をさせていただいたところでございますが、あの駐車場は、確か

に雨が降りますと、貯留浸透的な機能を備えているということで、一定程度、水をためて浸

透させるということになっておるんですけど、ただ、あこのスペースは特に飲食を提供する、

今年でいうと商工会さんであったり各種団体であったり、特に飲食を提供していただいたり

というようなスペースとなっておるところでございますので、そうなりますと中止の段階が

どの時点でどういうふうに判断するのかということも、なかなか難しいのかなと思っている

ところでございまして、ただ過去におきましては、確かに１回ぐらいであって、それ以外は

小雨の中ではできるという判断をさせていただき、せっかく１年に１回のイベントでござい

ますので、できる限り楽しんでいただきたいということで、創意工夫をしながら実施してい

きたいと思っておりますので、令和５年度におきましても、議員にご意見を頂いた分も踏ま

えて、その辺についても検討していきながら実施していきたいと思っているところでござい

ます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 
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〇５番（竹之内剛） よろしくお願いします。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、質問事項の２、公共施設相互利用実証実験について、１

つ目の実証実験の対象施設の選定の方法について回答させていただきます。当該実証実験の

対象施設の選定方法につきましては、公共施設に関する中和・西和広域連携検討会の中で、

７市町において共通して設置をしております体育館、アリーナ及び文化施設としてのホール

を対象とすることが決まり、当該基本的な考え方の下、当町におきましては、体育館２か所、

文化施設としてのホール１か所を対象施設として決定させていただいたところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ありがとうございます。では、２番をお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、２つ目の実証実験後、今後の公共施設への活用について

回答させていただきます。当該実証実験につきましては、令和４年10月１日から本年３月31

日までが実施期間とされておりまして、現在も当該実証実験は継続中でございます。今後の

展望といたしましては、来年度、令和５年４月１日から同年９月末日までの期間において、

今年度における各市町での実証実験の結果の振り返りと検証を行うこととされておりまして、

同年10月１日からは第２弾の実証実験を行うこととされているように聞き及んでいるところ

でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） この３月31日に一応終了して、４月１日から９月末でということをお聞

きしているんです。これから継続してやられていくわけで、ここで問題になってくるところ

があると思うんですが、３番の予約等のシステム上の問題点が他町でも発生しているので、

その辺がどうだったのかということをお聞きできますか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 先ほどの回答で、本町の実証実験の結果を漏らしておりましたので、

併せて今報告させていただきます。本町における２月末までの申込み状況でございますが、

このシステムを利用しての申込みについては、体育館における町外利用者の方の１件のみに

とどまっておりまして、ペガサスホールでの申込みの実績はございません。 

 続いて、問題について説明をさせていただきます。今、件数等の報告をさせていただきま

したが、どこの市町にあっても利用はあまりなかったというふうな報告を受けております。
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これがまた第２弾の実証実験を行うに際しての課題であるのかなというふうに認識をしてお

ります。また、当町のこの部分を担当しております社会教育課、文化振興課の担当から聴取

した段階でのレベルでの課題といたしましては、この実証システムを運用する上においては、

従前の紙媒体による受付状況をつぶさにシステムに落とし込むという必要がございます。そ

れをしないと、いわゆるダブルブッキングが生じてしまいますので、紙媒体での申込みをリ

アルタイムでシステムに落とし込む作業が加わったということで、若干の事務の煩雑さが生

じているというふうに担当から聞き及んでおりまして、町としての課題でもあるのかなとい

うふうに認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今、最後に言っていただいたシステム上のことで、担当の方が非常に困

っていたということを他町でも聞いています。その辺がこれからの課題になってくると思う

んですが、紙媒体であるのか、パソコンで申し込むのか、その辺がなかなか難しいところで

すね。これから検証を続けていかれるということで、いい方向で皆さんが利用できるような

ことが構築できればと思いますので、その辺をお聞きしておきます。ありがとうございまし

た。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ３つ目の３番、災害時の対策について、こちらでは大規模災害時のライ

フラインの確保について、今現在、電気、水、ガスの供給対策、こちらを少し確認させてい

ただきたくて質問項目に入れました。よろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） ３つ目の災害対策についてということで、令和３年12月議会におき

まして、竹内議員からこの分についてご質問を頂いていると記憶しております。そのときの

質問の内容といたしましては、電気の供給についてということで、奈良県内の自動車会社と

提携を結んで、災害時に電気を供給できる車を貸出しされている市町村があるということで、

上牧町のそのときの考えはどうかというようなご質問を頂いたところでございます。そのと

きの私の答弁といたしましては、現在、協議を進めておりますので、協議が整えば締結をさ

せていただきたいというふうに答弁をさせていただいたところでございます。協議の結果、

令和４年、昨年の４月に、日産自動車株式会社と奈良日産自動車株式会社と電気自動車及び

再生可能エネルギーを核とした災害に強いカーボンニュートラルな地域づくりに係る包括連

携協定を締結させていただきました。多様な資源の活用といたしまして、自動車販売会社の
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ＥＶ車を活用し、災害時でも避難所等で継続して電力を供給できる体制といたしまして、電

気自動車１台と電気の軽自動車１台を買わせていただきましたというのが現在のところでご

ざいます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 電気の供給体制は、去年４月に僕も見学させていただきまして、非常に

すてきなことだと思っております。あと、ガスに関しましては、これはガス会社の担当のこ

とになると思うので、水に関して少しお聞きしておきたい。水だけで結構ですので、よろし

くお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、水の供給対策ということでお話しさせていただき

ます。災害時には給水拠点を設置させていただきまして、非常用給水資機材を用いて応急給

水活動を実施するという、こういう運びになっております。上下水道課で保有しております

非常用給水資機材についてですが、これは1.5トンのダンプトラックが１台、そして軽四のダ

ンプが３台、そして仮設水槽として容量２立米の給水容器として１基、そして給水車として

活動させていただく給水タンク、容量1.5立米が１基、そして１立米が２基、そしてポリ容器、

50リットル以下が240個、そして500リットルについては10個で、飲料用の水袋６リットルに

ついては１万枚、そして10リットルの飲料用水袋については2,000枚ということと、機材とい

たしまして仮設給水栓が10基、そしてそれに伴う加圧用のエンジンポンプが１基を保有して

おるという状況でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 非常に細かく説明していただき、緊急時のときは安心して、まずは３日

間しのいでいける、１週間しのいでいけるということを確認いたしました。これで少し安心

できました。ありがとうございました。 

 以上で結構です。これで私の質問項目は全て終わりましたので、これで終わらせていただ

きます。適切なご答弁、ありがとうございました。以上で終わります。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、５番、竹之内議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は14時。 

 

    休憩 午後 １時４９分 
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    再開 午後 ２時００分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇木 内 利 雄 

〇議長（吉中隆昭） 次に、９番、木内議員の発言を許します。 

 ９番、木内議員。 

          （９番 木内利雄 登壇） 

〇９番（木内利雄） ９番、木内利雄でございます。議長より指名、許可を頂きましたので、

通告書に従い順次質問をさせていただきます。 

 その前に、一言お祝いを申し上げたいと思います。この春、幼稚園を卒園、また小・中学

校を卒業されました皆さん、誠におめでとうございます。それぞれ次のステップに進まれる

わけですが、お体を大切に、お大事に頑張られますように祈念を申し上げるところでござい

ます。また、保護者の皆様方には、誠におめでとうございました。一言お祝いを申し上げま

した。 

 それでは、質問事項に入らせていただきます。 

 １点目は、静香苑で火葬後、遺骨を骨つぼに納めた後に残ったいわゆる残骨灰の扱いにつ

いてでございます。 

 ２点目は、2022年９月30日に開校したフリースクール事業についてお伺いいたします。 

 ３点目は、学校の安全を高めるＳＰＳの認証取得について、それぞれお伺いいたします。 

 それでは、早速ですが、質問の内容に入らせていただきます。 

 １点目の残骨灰に関してお伺いいたします。静香苑で火葬後、遺骨を骨つぼに納めた後に

残ったいわゆる残骨灰についてですが、2022年10月24日付産経新聞では、以下のように報道

されているところであります。火葬場を持つ全国の自治体で、残骨灰から金や銀などの貴金

属を抽出して換金する取組が広がっている。危機的な財政状況にある京都市も、2022年に初

めて実施し、約１億2,000万円の収入を見込む。残骨灰の取扱いに明確な定めはなく、各自治

体に委ねられているのが現状だが、個人の尊厳を理由に実施しない自治体も。多死社会を迎

える中で、直面する課題として注目される。 
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 今申し上げた多死社会とは耳になじみのない言葉ですが、高齢化社会において、多くの人

が死に接するという意味の多死社会ということでございます。また、京都市は2022年秋に、

保管場所にある2021年１月から９か月分の残骨灰約39トンから約35キロの貴金属を抽出した。

量と売却見込額の内訳ですが、金、ゴールドは約7.2キロで、換金額は約5,980万円。２点目

はパラジウムで約6.3キロ、これも5,670万円。３点目は銀、シルバー、約21キロで190万円。

４点目はプラチナで、約0.2キログラムで103万円。合計１億1,950万円の貴金属を抽出し、圧

縮された残骨灰は2.3キロまで減容、要は容積が減ったということです。当初は39トンあった

やつが2.3トンまで減容された。再び保管場所に戻し、今後もほかの残骨灰についても同様に

取り扱うという。以上が産経新聞の報道内容でございます。そこで、静香苑についてお伺い

いたします。 

 １点目は、貴金属の活用はあるのか否か。 

 ２点目は、直近５か年、つまり2017年、平成29年から2021年、令和３年の上牧、王寺、河

合町の３町の合計及び３町以外、その他の年間火葬件数についてまずお伺いするところでご

ざいます。 

 次に、フリースクール事業についてお伺いいたします。不登校の児童、生徒が安心して活

動できる場を提供するとともに、不登校児童、生徒の学校復帰や社会的自立に向けて支援し、

不登校児童、生徒の減少を目指す目的のために、居場所づくりとしてフリースクールを設置

するとして、本町では2022年９月30日に開校したところでございます。そこで、下記事項に

ついてお伺いいたします。 

 １点目は、開校の曜日と時間。 

 ２点目は、学年別の利用者、登録者数についてお伺いいたします。 

 ３点目は、プログラムについてお伺いいたします。 

 ４点目は、成果と課題について。 

 ５点目は、学校別の不登校の児童、生徒数について。 

 以上、それぞれについて答弁を求めるものでございます。 

 次に、学校の安全を高めるＳＰＳの認証取得についてお尋ねいたします。昨年、2022年３

月議会での私、木内の質問に、松浦教育長は、ＳＰＳ認証支援申込みをした学校には画竜点

睛を欠くことのないように期待し、応援したい。そして、来年３月頃には笑顔で認証取得が

できたと報告できるように全力で取り組むと力強い答弁があったところであります。よって、

その後の進捗状況についてお伺いいたしたいと思います。 
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 質問事項、内容については以上でございます。再質問に関しましては質問者席で行わせて

いただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、１つ目のご質問でございます。貴金属の活用はあ

るのか否かということでございます。静香苑では、火葬後の残骨灰に含まれる貴金属の活用

につきましては、現状としてはございません。政令指定都市等の中には、残骨灰の中から金

や銀などの貴金属を抽出して財源に充てているところがあるようですが、静香苑ではそれら

と規模の違いがあること、また遺骨や遺骸を大切にする遺族感情に寄り添うことが大切であ

るとの考えで、開園当初から実施していないというのが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） それでは、今の部分についてお尋ねしたいんですが、これらの換金する

ということについて、組合議会等で議論されたことはあるのか否か、まずお伺いしたいと思

います。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） ございません。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） では、次、お願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、２つ目の質問でございます。直近５か年の年間火

葬件数ということでございます。まず、平成29年度におきましては700件、そしてその他とし

て構成町外として46件で、746件となっております。平成30年につきましては743件、そして

構成町外として59件で、合計802件。令和元年につきましては779件、構成町外が65件という

ことで、844件。令和２年が768件、そして構成町外が64件で、832件。令和３年が761件で、

構成町外が107件ということで、868件。 

 以上となっております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 今、５か年のそれぞれについて火葬件数を述べていただいたところであ

るんですが、まずお聞きしたいんですが、令和３年の上牧町、王寺町、河合町以外で、他の

市町村からの火葬依頼があったと思うんですが、これは令和３年以外は50とか60とかの火葬

件数なんですが、令和３年だけが107件というふうに突出しているんですが、これは何かあっ
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たんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） この件につきましては、組合の見解といたしましては、奈良

市火葬場の建て替えによりまして周辺火葬場へ流れたことによる増加というふうに考えてい

るところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 奈良市が修繕とか改修とかがあって、こういうのはお互い貸したり借り

たりというのか、融通し合うというのはよくあることなんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 融通といいますか、当然、市町で処理されるという部分はあ

るんですけど、そこが使えないというところであれば近隣のところで利用されるということ

があるかと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 次に、檀上でも申し上げたように、最終的に残骨灰はどのように扱って

いるのかという点について答弁を求めたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） それでは、残骨灰につきましては、委託業者であります株式

会社三宝が引き取りまして、選別を行い、納骨灰及び金属類、そして廃棄物に選別されると

いうことになっております。納骨灰、残骨につきましては、年１回の合同供養祭を愛知県の

豊橋市にあります永福寺で行いまして、愛知県の新城市にある賢居禅院へ納骨されておると

いうこととなっております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 最終的には株式会社三宝さんでという話だったんですが、この三宝さん

に関しては、どのような経緯でこの業者に最終処分を任せているんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） まず三宝さんに決定した経緯ということで、これにつきまし

ては、平成17年に王寺町が上牧・薬井線道路築造工事に伴い、礼拝堂の処理を三方さんに委

託されたということで、このことから組合におきましても、残骨灰の処理を平成18年、開園

当初から三宝さんにお願いしているというところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 
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〇９番（木内利雄） そこで３町の組合議会等へ三宝さんから一定の報酬というか、換金はあ

るんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 現在は回収、選別、そして供養を無料で委託しているという

状況でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 先ほど冒頭で理事から答弁があったんですが、遺族の心情から見て、換

金するのはどうかというふうな発言があったように思うんですけども、よく考えてみると三

宝さんも換金しているんですよ。せやから静香苑で換金するのか、名古屋の三宝さんで換金

するのかだけの差なんですよ。これはいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今の議員のご指摘のとおり、そういうことも考えられるんで

すけども、世間といたしましては、遺族感情に配慮する形で、今現在までそういう形で委託

をしてきたということが現状でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ちなみに皆さんのタブレットに、本日朝、議会事務局にお手数をかけて、

残骨灰資料がタブレットに入っているかと思うんですが、見ていただいたらよろしいかと思

います。これはざっくりとした数字でしかやっておりませんので。カメラはしばらくの間、

私を映さずに向こうを映してくれて結構ですよ。これはほんまにざっくりとした数字でやっ

ておりますので、木内が試算をしたということで捉えていただきたい。今回、京都市の人口

を１として、３町、つまり上牧、王寺、河合の人口を出したと。これが奈良市を１とすると、

３町の合計では0.042となる。全国47都道府県では、京都市と比べて86倍となるという、ざっ

くりとした数字で計算したので、詳細にはまた皆さんでやっていただいたらいいと思います。 

 右端の備考欄にあるのは、京都の新聞報道は９か月間の実績だったので、それに1.3を掛け

て、１年間に換算したという意味の1.3を掛けてあるだけの話です。それでいくと、京都市は

金、ゴールドは金額換算で年間7,774万円、３町、つまり静香苑においては326万円、全国に

直すと66億8,564万円。全国になるとすごいと思いますね。これを全国の金の重量に直すと805

キロになるんです。805キロの金が、全国に換算すると、それだけの金が取れるんです。金以

外で、ゴールド以外で全金属、先ほど申し上げた銀とかそういうのも入れてやると、京都市

は年間１億5,500万円、上牧町、王寺町、河合町でいくと年間651万円、これは全国でいくと
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133億円なんです。携帯電話のレアメタルを集めるとか言っていたのもそうなんですが、それ

がどれだけ集まったかは存じ上げないんですが、これは133億円も貴金属が集まるということ

でございますので、しっかりとここら辺も念頭に置きながら、今回、町長に後で感想を聞く

んですけども、一石を投じるということで置いておきますので、またご検討いただけたらと

思います。今までＤから答弁をやって、私がいろいろ申し上げた。ここまでいかがでしょう

か。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今聞かせていただいて、全国的に数字を示していただいたら、すごい額

になるんだなと。京都の場合、それと我々静香苑の場合、年間の残骨灰の処理の量も違いま

すので、全国的、京都、それと静香苑と一概には比較できないのかなというふうにも感じて

おりますが、今、木内議員のおっしゃるように一石を投じると、考えてみてもいいのではな

いのかと、こういうご示唆があったというふうに聞かせていただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。それで、いろんなご意見があると思うんですが、

方法もいろいろあると思うんです。だからパブリックコメント、または知識人、宗教人等々

のお話も聞いて、よりよい判断をされること、それと、換金してもいいと言う人もおると思

うんです。これを可とする人もおれば不可とする人もおる。そやから火葬場に来られたとき

に、あなたは可ですか、不可ですかという選択をしてもらってもいいわけです。だから別に、

それで可とする人は、保管はここですと。不可という人はここですと。付加という人に関し

ては、三宝さんへ持って帰ってもらったらいいわけです。だから静香苑で換金するのか、名

古屋の三宝さんで換金するのかの差だけであって、だから分別して可という人はここで保管

しましょう、不可という人はここで保管しましょうという方法もあるので、しっかり協議し

てお取り組みいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 今回、木内議員よりご提案ということで、しっかり受け止め

させていただきまして、またいずれにいたしましても、３町で構成しております静香苑環境

施設組合でございますので、そこでしっかりと協議、検討を行っていければということをお

伝えさせていただきたいというふうに思っております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 結構です。次、お願いします。 
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〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、フリースクールに係るご質問につき、回答させていただ

きます。まず１点目の開校曜日につきましては、年末年始、祝日を除き、毎週火曜日、木曜

日及び金曜日としているところでございます。また、開校時間につきましては、午前11時か

ら午後３時までとしているところでございます。当該開校曜日及び時間につきましては、不

登校状態に陥っている児童、生徒の状態を考慮しつつ、ほかの自治体や適応指導教室、民間

のフリースクール等の事例なども参考にしながら、設立当初に定めたものでございまして、

現在利用していただいている子どもたちのペースには一定合ったものになっているように感

じているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 今ありました毎週火曜日、木曜日、金曜日、それから11時から午後３時

までという答弁でございましたが、まず曜日も何で毎日しないんだというのも１点なんです

が、時間帯、これは何で11時かなと思うんです。普通の学校が始まるのは何時ですか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） ８時30分頃だというふうに認識しております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。８時30分に普通の学校は始まるんです。11時と

いうと、ゆっくり起きてきて、だらっとした生活態度でもいけるんです。せやから、本当に

本来の学校へ戻したい、本来の生活に戻したいというのであれば、普通の学校と一緒のよう

に８時半からとするのが通常の考え方だと思うんですよ。ほんで、８時半に来られない方は

別に10時でもいいよと、そういうフレキシブルな考え方でもって、頭から11時やと言ったら

11時にしか来ないんですから。８時に来たって開いてないわけですから。この点はいかがで

すか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 今の議員のご指摘のとおり、11時と設定をさせていただいたのは、

当初は居場所づくりという形でスタートをさせていただいたところでございます。また今後、

当然、学校復帰を視野に考える上においては、従前の11時ではなく、いわゆる子どもたちの

生活習慣は一朝一夕に変わるものではないという認識をしておりますので、その部分、学校

復帰を視野に入ってくる子どもがいるということを前提に考える上においては、通常の学校

と同じ時間帯に開校をさせていただいて、当然その部分については、一応登校も、来てもら



 －26－ 

うときも帰ってもらうときも子どもの自由には任せてはおるんですけど、子どもたちの学校

復帰を目指す上においての選択肢の１つとして、早期８時半からの開校についても重点的に

検討していく項目であるというふうに認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） よろしくお願いしたいと思います。それから曜日なんですが、いろんな

理由があって、火曜日、木曜日、金曜日が開校日ということに設定されたかと思うんですが、

児童、生徒たちはいろんな環境の子がいると思うんです。保護者の皆さんが家庭におられる

曜日がこの曜日やとか、この曜日は保護者は全く家にいてないとかみたいないろんなケース

があると思うんですよね。であるならば、月曜日から金曜日までしっかりと普通の学校のよ

うに開校されるのが、児童、生徒のためにはよろしいかと思うんですが、そこら辺はいかが

でしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） フリースクールの利用に際しましては、年度単位で申込みの更新を

させていただくこととしております。近々に来年度に来ていただける方の部分の確定ができ

ますので、当然その選択肢の中で、いつでも来れるという体制が一番望ましいとは思うんで

すが、子どもたちの初期段階において、３日間を開校日と定めるという方向性の下に定めさ

せていただいたものでございますが、今後来ていただく方、子どものニーズ、それと先ほど

議員がおっしゃいました、家庭の事情でお母さん、お父さんが働きに出ておられるところ、

仕事との兼ね合いで希望される日の部分も若干変動してくるのかなという認識をしておりま

すので、今後は一足飛びに５日間開けるということではなく、それらのニーズに即応した形、

また来てもらうための条件をクリアにしていくという観点からも、引き続き検討していきた

いというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 大切なのは、この子たちに本来の学校に帰っていただくという本来の取

組だと思うので、この子たちが取捨選択できるように、フレキシブルな考え方ができるよう

に、教育委員会でしっかりとお取組をされるように申し上げておきたいと思います。 

 それでは、学年別の利用者登録者数、それからプログラムについて、それと成果と課題に

ついて、この３点について答弁いただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） まず、令和５年２月末日現在の利用者の内訳についてご説明をさせ



 －27－ 

ていただきます。小学校につきましては、３年生が１名、５年生が１名、６年生が１名、計

３名。中学生につきましては、１年生が１名、２年生が２名の計３名。小・中学校合わせま

して合計６人の児童、生徒に対して利用を承認させていただき、日々通所していただいてい

るという状況でございます。 

 続きまして、フリースクールにおけるプログラムについてご説明をさせていただきます。

フリースクール事業は、不登校児童、生徒の支援としての居場所づくりを目的として当初始

めさせていただいた事業でございまして、現時点では、引きこもり状態からの脱却、また子

どもたちにとって安心して過ごせる居場所の定着を目指している段階であるため、子どもた

ち一人一人の気持ち、体調などを踏まえ、毎日、専門の指導スタッフが、子どもたちに今日

は何をしたいかということの働きかけをしていただいた上、確認の上で、個別に対応したプ

ログラムについて運用をしているという状況でございます。ただし、継続利用ができている

子どもたちにつきましては、議員がおっしゃいましたとおり、これから本格的に学校復帰を

視野に見据えたフェーズに移行することが想定をされますので、その部分については、子ど

もたちの思いと、実際に指導に当たっていただいている指導員の方々との意見を聞きながら、

教育委員会において検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、成果について説明をさせていただきます。現在利用している子どもたちは、

フリースクールが安心して過ごせる場所になっていることに一定の安心感が芽生えてきてい

るように思っております。また、日々、子どもたちを見ている担当者といたしましても、笑

顔が徐々に戻ってきたということも成果として大きいものであるのかなというふうに認識を

しているところでございます。 

 一方、課題といたしましては、現在、スタッフとの面談、指導を行い、子どもに寄り添っ

た支援を統一できてはおりますが、開校当初は、繊細な子どもたちに対してスタッフの指導

が合わないというケースもございました。また、現在、フリースクールを利用してくれてい

る子どもたちは、とても心優しく極めて繊細な心を持っている子たちでございます。それが

ゆえに、他者への思いやりが普通以上に強く、ささいなことでも気に病んでしまうというと

ころも時にございます。そのため、子どもたちの優しさによるそれぞれの思いをうまく理解

して、共有することができる関係性を今後保っていくことは喫緊の課題であり、過度に周り

を気にすることのない一定安心できる場所であるということをさらに子どもたちに分かって

いただいて、フリースクールの運営については、そのような観点からも官民連携をしながら

推し進めていきたいと考えているところでございます。 
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〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。そこで１点お尋ねするんですが、現在６名が登

録されていると。学校復帰に近くなったと感じておられることはあるのか否か。ここら辺の

ところはあるんでしたら、少しそこら辺を掘り下げて答弁いただきたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 個別具体的なお話はあれなんですが、途中から利用していただいて

いる女の子がおります。彼女は当初、フリースクールへ来たときに帽子を目深にかぶって、

このご時世、マスクをしておりますので、表情が全く分からないというところで、片隅で孤

立をする場面が多く見受けられました。その彼女が、最近に至っては帽子も脱いでおります

し、小学校中学年なんですけど、その下の子どもにお姉さんのごとく立ち振る舞いをしてい

るということも聞いておりますので、その部分について、今後さらなる学習面のフォローが

できれば、学校復帰も現実であるものとして見えてくるというような実例もございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。お尋ねしているんですが、課長とか部長は、こ

の開校日には顔を都度のぞかせて、その６人の子どもたちと話したりなんかは、そういう活

動はなさっているんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 何分、フリースクールを始めたばかりでございまして、暗中模索の

状況であるんですけども、教育委員会といたしましてもＮＰＯに任せきりということでござ

いません。担当者、担当課長、担当部長としても、毎回とは申しませんが、行かせていただ

いて、子どもたちの様子を見つつ、また指導に当たっていただいている方、運営に当たって

いただいている方との情報共有を積極的に図るということにしております。とりわけ担当課

長については、かなりの頻度で行ってくれておりますので、かなり親しみを感じてくれてい

る子どもが多いのかなという認識をしているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 部長とか課長とかは大変忙しい立場ですから、しょっちゅうは行ってい

られないと思いますが、誰でもいいんですけど、補佐でもいいんですけども、別に会員でも

構わんと思いますが、そこら辺は向こうの指導員と連携しながら、しっかりとじかに皆さん

が見て、課長が、もしくは部長が報告を受けて、適切な運営の仕方をされるように強く望ん

でおきたいと思います。 
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 それでは、次、学校別の不登校児童、生徒数についてお願いいたします。一番最後です。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） それでは、本町における学校別の１年間において欠席日数が30日以

上の不登校児童、生徒数の状況についてご説明をさせていただきます。本年１月末日現在の

データにはなりますが、小学校で13名、中学校で21名の不登校に至っている児童、生徒が存

在をしております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 13、21とおっしゃいましたかね。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 小学校の内訳についてご説明申し上げます。上牧小学校が５名、上

牧第二小学校が２名、上牧第三小学校が６名、中学校におきましては、上牧中学校が15名、

上牧第二中学校が６名という状況でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。合計で34なんですが、現在フリースクールに登

録されているのが６名。34マイナス６で28かな、この子たちに関してはどのような手当てを

なさっているんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） かねてから、フリースクール開設に当たって小・中学校の校長には、

設置の目的であったり意義を説明させていただいているところでございます。また、現在、

それぞれの学校において不登校状態になっている児童、生徒については、学校においても積

極的なアプローチをしているところでございますが、学校の従前の取組で学校復帰が見込め

る児童、生徒も少なからずいるということもございます。また、学校としてフリースクール

に入るのが適切であるという児童、生徒も中にはいるのですが、ご家庭の状況であったり、

保護者の意向も確認をする中で、現在の不登校の子どもたちをフリースクールにおいて全て

網羅はできていないという状況でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） これは全く私の知識がないところで申し訳ないんですが、そこでお尋ね

するんですけども、三十数名が不登校でおると。学校の先生方は、これらの児童、生徒をフ

リースクールに行かせるよりも自分のところへという引っ張り合いみたいのはないんでしょ

うか。 
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〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 引っ張り合いではないと思うんですけど、基本的に学校の先生方は、

やはり学校復帰を第一義に考えておられるのかなということは感じます。フリースクールに

おいても、そのフリースクールの取組の過程の成果として学校へ戻るということも期待はし

ているのですが、取りあえずは家から出にくい、社会的な自立がうまくいかない子どもたち

のまず受皿として居場所をつくることによってということで、学校の先生とフリースクール

の運営については、考え方に若干のずれがあるのは認識をしております。ただ、どちらにつ

いても、子どもたちの将来を考える上においての学校、教育委員会の取組でございますので、

その部分について、それぞれの事情はありますけども、フリースクールに入ることによって

学校復帰が早期に実現をするということも、学校の先生方も十分認識をしていただいている

と思いますので、その部分については、個々の子どもの状況に応じた形での適切なアプロー

チが必要ではないのかと考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 私は現場のことは全く申し訳ないですけど分からないんですが、とにか

く子ども第一、児童、生徒第一、この子はどっち側に行かせたほうがいいのかというのを、

別にいがみ合っているわけではないとは思うんですが、この子のためにはどっちがいいのだ

というのを高いところから判断されて、しっかりとその子のため、全ては子どものために、

課長もしっかりとお取り組みいただきますように。男よりも女性が行かれたほうが、割と子

どもはなじみやすいのかなというふうに思ったりもしておるんですが、課長もしっかりとお

取り組みいただきますよう、部長もよろしくお願いします。全ては子どものため、この一言

を念頭に置いて、この事業を成功させるように、しっかりとお取り組みいただくようにお願

いして、この件は結構でございます。ありがとうございました。 

 あと次、教育長、お願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 松浦教育長。 

〇教育長（松浦教雄） 少し時間を頂きたいと思います。ＳＰＳのこのセーフティー・プロモ

ーション・スクールにつきましては、令和４年の３月定例議会で、１年後の認証に向け、精

いっぱい努力をさせていただきますと私からお答えしたことを記憶しております。本町では

当初、第二小学校からまず名のりを上げていただき、その後、第二中学校でも声を上げてい

ただき、１小学校、１中学校の２校で、この１年間の認証に向けての取組を進めてまいりま

した。認証に向けてのハードルはとりわけ高く、第１段階といたしましては、書類選考とそ
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の主たる内容でございました。全国でこれまで認証を受けられた先進校の取組事例を参考に

しながら、上牧の地まで足を運んでいただいての助言指導やレクチャー、またコロナ感染の

ピーク時にはリモートによる校内研修を持つなど、多くの先生方にご苦労いただいたところ

でございます。 

 東日本大震災からちょうど12年、九州の熊本地震から約７年が過ぎました。その復旧、復

興は厳しい道のりではありますが、迅速かつ着実に再生することを目途に日々努力されてお

られる学校や地域に少しでも近づくことは、上牧町にとっても貴重な学びになることは言う

までもございません。向こう３年間で、二小は防犯教育、第二中学校は防災教育を柱に据え、

７つの指標を確実にクリアできるよう努力していただくことを大いに期待しております。 

 一例を申し上げますと、二中の取組の一環としては、移動を伴う避難訓練の際、自衛隊の

方からＡＥＤを用いた救命救急講習のアドバイス、また来年度は、令和５年５月27日、土曜

日ですが、土曜参観、休日参観を行い、生徒と保護者での防災ワークショップも計画をされ

ているように聞いております。今までになかった取組だと私自身も感心をしているところで

ございます。何よりも、子どもたちの気持ちを引きつけるために、教員がまずは危機感、危

機意識を持つことが大切だと言われております。上牧町で生まれ育った子どもたちに、上牧

町だから大丈夫だということはなく、自然災害を含む様々な被害は、寺田寅彦が申しました

ように、天災は忘れた頃にやってくるという名言のとおりでございますが、いつどんな形で

どこに起こるか分からない現状でございますので、そんな認識をしっかり子ども、保護者、

地域の方々、また我々教員の意識の中にしっかり植え付けていきたい、そんなふうに考えて

おります。両校が掲げた防犯、防災のテーマは、日本の至るところで学校や地域で直面して

いる課題でございます。 

 そんな中、私も微力ながら、何か学校とＳＰＳ本部との橋渡しになればと、大阪教育大学

藤田教授の下へ足を運ばせていただくこともございました。具体に申しますと、当初、何か

ら手をつけてどんな書類を整えたらいいのかと。書類選考をしっかりクリアしなければ、こ

の認証を受けることがまずできませんので、やる気があったところでまず書類をしっかり整

えなさいというのが、ＳＰＳ本部からの第一の要望でございましたので、学校サイドは不安

材料が結構多くございました。ただ認証に向けての取り組む姿勢や情熱はかなりのもので、

そのプロセスにおいては評価に値するものだと感じておりました。 

 そしてこのたび、このような努力が実を結び、ＳＰＳ認証校として承認されることとなり

ましたことをまずはご報告させていただきます。つきましては、大変口幅ったい、手前みそ
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のような話で申し訳ないんですが、国・県、また関係団体、警察、消防、赤十字、自衛隊、

自治会、見守り、様々なそういう関係団体の皆様方にもご出席を賜り、来週３月24日金曜日

に両校合同で認証式を執り行う運びとなりましたこともご報告させていただきます。 

 いずれにいたしましても、認証されるか否か、先行き不透明な中、画竜点睛を欠くことの

なきよう精いっぱい提出書類等の作成に努力を費やしていただき、その結果、期待に違わぬ

堂々と認証されたことを報告させていただきます。まずは、本日までの経過はここまででご

ざいます。どうぞご理解、ご協力を申し上げたいと思います。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） 教育長、ありがとうございました。おめでとうございました。まず松浦

教育長、そして部長や課長、そして現場では学校長や、学校長を補佐した先生方、これらの

皆さん方の力を結集して、ただいまの教育長の認証を頂いたというお言葉になったのかと思

います。誠におめでとうございました。皆さんにほんまに現場の学校長、先生方にも感謝を

申し上げるところでございますので、また教育長や部長からよろしくお伝えいただきたいと

思います。 

 そこで、これは奈良県初だというふうに認識しているんですが、そこら辺のところはいか

がでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 松浦教育長。 

〇教育長（松浦教雄） 私の聞き及んでいるところでは初めてだと、上牧町が最初であるよう

に思っております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） １点危惧しているのが、学校の統廃合の部分を本町は抱えておりますの

で、この辺りの点はどのように取り扱うんでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 松浦教育長。 

〇教育長（松浦教雄） この件とは別に、いろんな議員さんから、学校スポーツの部分につい

ても、このたび質問がたくさんございました。強いてこの中でお話ししておきたいのが、話

があちこちに行くんですが、部活動の部分で、向こう３年間で、土、日に外部指導者を導入

して移行しなさいという話が出ております。そして、せんだってから学校統合の部分につい

ては、令和８年度を目途に統合していくという話も進んでおりますので、今年は第二小学校

も第二中学校も、新しく令和５年度４月１日より校長先生をお迎えすることになっておりま

すので、その引継ぎ作業が非常に大事な部分になってくるのかなと私自身考えております。
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もちろん現校長から次の校長先生にしっかりバトンタッチをしていただく意味においても、

このＳＰＳの取組もしっかりやってもらう。もちろん上牧中学校ではこのＳＰＳの取組を今

行っておりませんが、行ってないから防犯・防災教育が全く皆無であるということではござ

いません。それなりにきちっとやっていただいておるわけでございますので、統合の際には、

二中のこの教育をしっかり移行できるように、上牧中学校もまた新しい校長先生を迎えます

ので、またしっかりその辺の部分も伝えていきたいと、教育委員会としてはその辺の方向づ

けをしっかり確認していきたい、そんなふうに思っております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） ありがとうございます。当然、教育長もご案内のとおり、今月、３月１

日に、戸田市美女木の市立美笹中学校、ここで新聞の見出しが、17歳、中学侵入、教員切り

つけという事件が発生して、テレビ、また新聞でも大きく報道をされたところでございます。

このときは校舎３階で男性教員60歳を切りつけたということで、命は別状ないということで

ございますが、こういった事件があまりにも多くニュース、新聞等に出てくるわけです。で

すから保護者からすれば、学校は安全なところだと思って家から送り出しておるんですが、

現実としては、二十数年前の池田教育大学附属小学校で多くの小学生が犠牲になって、教員

たちも犠牲になったと。こういうことが、世の中変わりつつあるんですね。今まではなかっ

たような事件が起こる。そして、保護者の皆さんが、学校は安全やと思っているにもかかわ

らず、こんなことが起こると。こういったことがないように、ＳＰＳを教育大学の藤田教授

が構築をされて、全国に普及をされているところなんですけども、しっかりとそこら辺も踏

まえてお取り組みいただくようにお願い申し上げたいが、いかがでしょうか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育長。 

〇教育長（松浦教雄） 今、議員がお述べのごとく、私はちょうど2001年、平成13年ですか、

上牧第三小学校の教頭をさせていただいておりました。６月８日だったと思います。この大

阪教育大学池田校の事件が起こりました。この事件を発端にＳＰＳ教育が始まったわけでご

ざいますので、本町の現状は、防犯、防災でございますが、今、議員がお述べのごとく、不

審者に対応する、そういうような実地訓練も、重ねて学校に話をさせていただいて取り組ん

でまいりたい、そんなように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 木内議員。 

〇９番（木内利雄） このＳＰＡに関しては、令和３年、2021年９月に初めて一般質問をさせ

ていただいて、約１年半ほどたつんですけど、その間、教育長をはじめ、部長、課長、また
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先ほど申し上げたように学校現場の学校長等々には大変ご苦労をかけたところでございまし

た。衷心より感謝御礼を申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、９番、木内議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とし、再開は15時10分。 

 

    休憩 午後 ２時５５分 

 

    再開 午後 ３時１０分 

 

〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇東   充 洋 

〇議長（吉中隆昭） 次に、11番、東議員の発言を許します。 

 11番、東議員。 

          （１１番 東 充洋 登壇） 

〇１１番（東 充洋） 11番、東でございます。いよいよ我々12名の議員の一般質問が最後と

いうふうになりました。本当に４年間というのは早いもので、この一般質問にそれぞれの議

員が、本当に住民の皆さんの声をこの議会の中でお届けするということで邁進されてきたこ

とだというふうに思います。先日、遠山さんから、８年のお話がございました。私はこれで

44年目の一般質問となるわけでありますが、議長にならせていただいて２年間、８回、一般

質問を行っていないんです。その間は全て一般質問を行ってまいりました。その間、理事者

の皆さん方には、一つ一つ検討を頂いて、そして住民の皆さんの声を聞き入れていただいて、

実現したものや、まだまだ検討されているというような問題もあろうかと思います。引き続

き、一般質問で住民の皆さんの声をお届けしてまいりたいというふうに思います。 

 それでは、一般質問に入らせていただくわけなんですけど、もう１点、今の社会情勢につ

いて少しだけ述べさせていただきたいと思います。本当にきな臭い、あむないというような

気がしてならないんです。敵基地を攻撃できる武力を拡大して持つんだ、５年間で43兆円と
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いうとてつもないお金を使って軍備増強していく、こう言っているんですけども、トマホー

クを400発買うと言っているんですけども、これは持つことが認められていないということが

１つ明らかになりました。たとえ400発持って、そしてあの３文書の中に書かれているとおり

に、もし日本が１発でもミサイルを発射するということになれば、相手国は何千発というミ

サイルを持っているわけですから、それに日本は耐え切れるのか。そのために自衛隊の基地

はどんどんと改良して、地下に指令部を置くような段取りまでしているというふうに報道は

されているわけなんですけれども、しかしながら、地上におる国民のことはどないなるかと

いうことは、そこは全く示されていない。日本が焦土化になるということは浜田防衛大臣も

認めておられるという状況です。これは本当にひどい話だというふうに思うんです。自衛隊

の基地はミサイルとかそういうものには対応できるように、何とかというふうにしているわ

けですけども、国民のところにおいては全くそれが用意もされていない。そのような計画も

示されていない。そしてまた、報道によりますと、北朝鮮はどんどんとミサイルを撃ち続け

ているわけですけれども、しかしながら、国内では飢餓状態ということで、国民の飢餓がす

ごく問題視されている。日本も43兆円というお金を使うけれども、物価はどんどん上がって、

本当に我々の生活が非常に脅かされているという状況で、大きい、小さいの違いはあったと

しても、北朝鮮と一緒やないかと言いたいような状況になっているのではないかというふう

に思います。ということで、一般質問に入ってまいりたいと思います。 

 私の一般質問は、高齢者福祉について、そして町内美化について、教育不登校についてで

あります。この最後の不登校については、先ほど木内議員が非常に詳しくお聞きになってい

ましたので、後で一言だけお伺いして終わりたいというふうに思うんですけれども、まず高

齢者福祉についてです。 

 その前に、誤字がたくさんありまして、直していただきたいと思うんですけども、真ん中

ら辺の要望１というところなんですけども、全くもって読まれへんというような漢字で、こ

こは補聴器と入れていただきたいと思います。そして２つ目のところの町内美化のところで、

片岡台、ここを出張所からというふうに直していただけたらというふうに思います。申し訳

ございません。よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、上牧町第５次総合計画後期基本計画では、高齢になっても安心して住み続けられ

る町、高齢者の活動の場があり、一人一人が健康で生きがいを持った生活を送り、いつまで

も自分らしく安心して住み続けられる町を目指しますというふうに書かれております。現況

と課題においては、地域包括センターへの認知症に関する相談が急増しており、相談件数が
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増加すると想定されていますとなっており、補聴器装用で、軽度であればあるほど認知機能

低下を予防することができるとして、早期の補聴器の使用が必要であるというふうに書かれ

ている論文があるわけですけれども、よって、要望としまして、補聴器購入に対する一部助

成を要望します。 

 また、補聴器をつけている方々に対してなんですけれども、公共施設では、公共施設に誰

もが集える町、公共施設の複合化、多機能化により、町民の多様なニーズに柔軟に対応でき、

質の高い公共サービスを提供できるようになり、誰もが利用しやすく誰もが集え、町民活動

や世代交流の拠点として公共施設が活躍する町を目指しますとも書かれております。ここで

要望２としまして、保健福祉センター会議室や、また文化センター、またホール等にヒアリ

ングループの設置を要望いたします。 

 ２つ目には、町内美化についてであります。片岡台の出張所交差点、あれから西へ行きま

すと、花壇があるわけなんですけれども、ベンチつきの花壇なんですけども、これが配置さ

れているわけなんですけども、そこに花がなくて全くベンチだけというような形になってい

るんですけども、新型コロナウイルスの影響で人出も少なく、非常に町自体も活発でなくて、

少し沈んだ状態であったわけなんですけども、ようやく下火にもなりつつあり、そして春と

いうような状況にもなりまして、これからどんどんと人出も増えるのではないか。そして、

非常に活発な町を目指して、あそこに花壇つきのベンチに花をぜひ植えていただき、景観や

美化、そしてみんなが本当に潤えるような、そのような状況をつくっていただければいいの

ではないかなということで、ぜひ花を植えていただきたいという要望をしたいと思います。 

 教育のところなんですけども、不登校のことについてなんですけども一言。前回、不登校

の話をさせていただいたときに、フリースクール等を設置してほしいという要望とともに、

町長にこういう施設をつくっていただいて、何としてでも落ちこぼれをつくらない上牧町に

してほしいという要望をしたところ、町長は努力すると、そのようなことは誰一人つくらな

いようなまちづくりをするという答弁を頂きました。それで、このフリースクールも実現で

きたものというふうに私は解釈しているわけなんですけれども、そういう中で、ぜひ子ども

一人一人が健やかに育んでいただけるような、そのような環境をつくってほしい。そして、

非常に不登校というのも、何が原因で不登校になっているかということすら、今は非常に限

定できない難しさがあるというような状況だと思いますので、そういう中での環境づくりで

フリースクールもできているわけですから、何としても落ちこぼれを出さないような、その

ような上牧町にしていただきたいと思いますので、その点についてだけご答弁いただければ
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というふうに思います。 

 再質問は質問者席から行わせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） まず１つ目の要望の、補聴器購入に対する一部助成というとこ

ろでございます。高齢者の加齢性難聴は、日常生活を不便にするだけでなく、社会参加活動

の縮小やコミュニケーションを困難にし、鬱病や認知症の危険因子になるとの指摘もあるこ

とから、東議員の通告書にも記載されているように、国においても、補聴器を用いた聴覚障

害の補正による認知機能低下予防の効果を検証するための研究が現在進められているという

ところの認識は、私どもも持っておるところでございます。現在、本町においての補聴器購

入費の助成につきましては、あくまで身体障害者手帳を交付されている方を対象といたして

おります。障害者総合支援法に基づく補装具給付費制度のご案内をさせていただいていると

ころとなっている状態でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） その辺はよく理解しているところです。あえて、そうではなくて、手

帳を受けておられない方で、購入される方をぜひ補助してほしいという要望なんです。町長

は、前回この話をしたときには、国だとか、それから県の補助的なものが今のところないと

いうことで、単独ということでは今のところは考えておられないという答弁だったというふ

うに思うんですけれども、私の言っている高齢者の人たちへの補聴器の補助というのは、ど

ういうイメージを抱いておられますか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今回ご指摘いただいている、身体障害者手帳の交付とならない

軽度・中等度の難聴高齢者への補聴器購入費の助成と認識をしているところでございます。

これにつきましては、本町でも令和２年度より実施しております。同じ軽度・中等度の難聴

児、子どもへの助成は実施しておるんですけども、これと違って、全国的にも助成を実施さ

れている自治体がまだ少ない状況かなというところで、今実施を行っている子どもの高齢者

版と認識をしておるところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 斑鳩町が行っているんです。私は補聴器を購入したら、みんな補助を

申請してもらえるものなのかというふうに初め理解したんです。ところが、調べてみたらそ
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うではないんですよね。やはりきちっと医療機関にかかって、そしてその一定の基準があっ

て、それで補助を求める。だから僕は、斑鳩町で何百万もの補助金が予算として計上されて

いのるかと思ったんです。ところが、よくよく聞くと年間50万だそうです。それで予算組み

をしているということです。ここに「高齢者補聴器購入費助成制度について」ということで、

斑鳩町が出している、ネットから引いたやつがあるわけなんですけども、町在住の65歳以上

の人、両耳聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満、または一部耳の聴力レベルが30デ

シベル以上かつ片側の耳の聴力レベルが70デシベル以上というような規定があって、それを

きちっと耳鼻咽喉科とか検査できるところでそれを証明してきて、そして申請をするという

ような状況になっているというふうに、ここでは案内されているんですけど、誰でもが買え

ば、補聴器を購入すれば補助を受けられるというようなものではないという状況ですので、

これも補助するということはお金の要ることなんですけども、そんなに大きな予算を組まな

ければできないというような、そのような状況ではないのではないかというふうに思うんで

す。それによって、そういう今お示ししたレベルの方々が補聴器をつけることによって、外

へ出たり、多くの人たちと集えることができるということによって、認知症だとか、そうい

うことが少しでも軽減される、そしてまた、軽いものであるならば治るというような事象も

あるというふうに言われているわけですから、これはやらないという法はないのではないか

な。一人一人のそういう、今多くなろうというふうに計画でも言われているわけですから、

そこを少しでも少なくするというのであるならば、できる手は打つべきではないかなという

ふうに思うんですけども、その点はいかがでしょう。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 先ほど、近隣でも実施されている自治体、あえて申さなかった

んですけども、今、議員から言われましたように、まさに斑鳩町と三郷町が同じような条件

で実施をしておると。ただ、これはあくまでも65歳以上の方限定で、先ほど議員が申されま

したように、聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満とか、それのかかった費用、例え

ば補聴器はピンキリで、かなり額が数万から数十万といった開きがございます。ただ、購入

費の２分の１とは申しますが、上限設定２万円とされております。こういう言い方を我々が

していいのかどうかあれなんですけども、仮に60万、70万の補聴器を買われて、町からの助

成が２万円やと、これで買おうかという気が起こる方がどれだけおられるかという部分も、

若干感じざるを得ない部分もございます。 

 それともう１点は、かたくなにというところではないんですが、先ほど申しましたように、
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難聴児、子どもの部分に関しては、国の補助、制度が実行されているにもかかわらず、これ

からの高齢化社会の中で、なぜ高齢者に対する国庫補助制度がないのかというところは常々、

私どもは感じておるところでございまして、ここ数年、毎年のように国・県に要望し続けて

おります。決して意地になっているわけではないんですが、これはすぐさま、それでは上牧

町も実施しようかではなく、今しばらく状況もしっかりと調査研究を進めていきたいという

のが心情でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 70万も何十万もするようなものを２万円で足りるのかというようなお

話だというふうに思うんですけれども、どのような補聴器を購入されるのかということもあ

るかもわからないんですけども、それよりも上限２万円で助成しますよということになれば、

そしたら幾らか分かりませんけど、やっぱりつけてみようかという方もそれなりにいらっし

ゃるのではないかな。それによって認知症が少なくなるという可能性があるということであ

るならば、これから認知症の人が増えていくであろうという見込みをここでしているわけで

す。補聴器を軽いうちにつけておくと、認知症が直ったり、軽減されるということが学術的

に明らかと言われているんです。そういうふうな明らかになっていることをどうして。上牧

町は補助金の50万円の25万が欲しいわけですか。例えば２分の１の国庫補助率といったら、

例えば50万の予算を組んだとして、２分の１といったら25万。25万の補助が欲しいために、

もっと様子を見るという、そのような状況をおっしゃっておられるんですか。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） いえ、決して財源欲しさに待ったをかけているわけではござい

ません。そこは誤解されては困るところでございます。全く同じ条件で子どもの補助制度が

創設されているのに、なぜ高齢者がないのかという疑問があるゆえに、国・県に要望してい

るわけでございますので、その50万円、25万円欲しさ、財源足らずのために待っているわけ

ではございませんので、そこは何とぞ誤解されずによろしくお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 分かりました。そういうことではないということなんですけども、し

かし、きちっと計画によってそういうふうに示されているということは、これに対する予防

が必要となるわけですよね。なかったら、こんな計画を立てる必要もないわけですから。と

ころが、明らかにそういう認知症の方が増えていくであろう、実際に増えていますと、この

間の予算委員会の中でもおっしゃっておられました。そういう中で、１つの手だてとして、
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こういう制度も緩和させる１つの手段であるというならば、当然、十分検討されていくこと

も必要ではないかなというふうに思いますので、そういうふうに今質問をさせていただいて

いるということなんです。 

 聞こえにくくなるということは、多分表にもなかなか出にくくなるし、出ることがやっぱ

り億劫になってくるのと違うかなという嫌いが、お年寄りを見ていたら、そういう気もする

んです。そういう人が確かにいるんですよね。ですから、その辺もやっぱり十分考慮してい

ただく必要があるのかなというふうに思いますし、県とか国に要望していただくということ

は、それはそれで積極的に進めていただければというふうに思うんですけれども、町自身も、

例えば斑鳩町みたいに、50万だといっても、やるとなれば50万という財源が要るということ

は確かなので、その辺は十分検討もされる必要があるんだろうというふうには思うんですけ

れども、その辺は思い切った施策を講じる必要があるんではないか。町長はこの点はどう考

えられますか。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、担当部長からご説明を申し上げました。私も上京するときに、上牧

町の要望として、県を通じて、もしくは直接口頭でお願いしたりいたしております。おっし

ゃるように、高齢者がどんどん増えていっているというのも事実でございますし、難聴にな

ってくると、聞こえにくくなってくるということになりますと、いろんな情報が入らないと、

そういうことから認知症を発症するという確率が高いということはおっしゃるとおりだろう

というふうに考えております。それで、我々としては、それが分かっていながら、国が制度

としてしっかりと設けないというのはいかがなものかという考え方の下から、国にも要望い

たしておりますし、そういう動きを見ながら、我々としてはしっかりと今後検討していく必

要があるのではないのかというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 分かりました。積極的なご検討をぜひお願いしたいと思いますし、国・

県に対しても、当然その要望を上げていただいて、積極的な施策を講じさせるように努力を

頂きたいというふうに思います。何が言いたいかといいますと、43兆円ものお金をそんなと

ころに使うんやったら、何千万、何千億でいいからここへ使ったらどうやねんと言いたいと

いうことを付け加えます。補聴器は分かりました。 

 次、ヒアリングループをお願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 
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〇健康福祉部長（青山雅則） ヒアリングループの件でございますが、現状、保健福祉センタ

ーの会議室におきましては、このヒアリングループは設置しておらない状態でございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） なるほど、それは私も知らなかったです、ごめんなさい。ほかに今使

われている2000年会館の会議室だとか、そういうところに、こういうループがあれば、これ

は補聴器をされている方に対して、電磁波によってよく聞こえるようになるという、そうい

うものだそうですので、補聴器をかけた方々がここでより集えたり、いろんな皆さんとの集

まりができるような状況になるということで、今これが非常にイチオシという感じで言われ

ているというのがありまして、それで上牧町にもというふうに、ペガサスホールにあるとい

うことでしたので、それはどういうふうにありますよということを周知されているんでしょ

うか。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） ペガサスホールに既に設置をしている部分でございます。実は今回

の東議員からの通告で、初めてその辺の詳細を調査させていただいて、開館当初から設置を

しておりまして、それのメンテナンスもしておったんですが、職員の中の認識として、ある

ということが今回をきっかけに分かったというところでございます。その辺をきっかけとし

て、その部分について、シールで表示をするというのが一般的にあると思われますので、そ

のシールを調達させていただいて、積極的にアピールをさせていただこうと思っております。 

 それと併せまして、ヒアリングループはあるんですけど、具体的な運用がなかったので、

そのヒアリングループに使用する受信機をある機関からお借りしまして、実際にその場所で

実証実験をさせていただくと、十分に聞こえるということでございますので、今後、ペガサ

スホールで運用していく上においては、受信機が、先ほど議員がおっしゃいました補聴器で

も、このヒアリングループに対応する補聴器でないと聞こえませんので、今かなりいい製品

が出ているということで、スイッチの切替えで対応できる部分はあるんですけど、それをお

持ちでない方、このヒアリングループに対応してない補聴器をお持ちの方については、専用

の受信機を町で用意調達するのか、その辺はまた議論をさせていただくんですが、それをそ

こに常設をして置いておけば、そのような形の方のニーズにも十分応え得るものであるのか

なというふうに考えておりますので、今後は設置がされていることを知った上においては、

積極的にアピールさせていただいて、あまり近隣でもされていないという情報も聞いており

ますので、上牧町のペガサスホールの魅力の１つとして発信も兼ねて周知を図っていきたい
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というふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） こういうマークです。このマークをつけるということで、積極的にこ

の場所で座っていただければ、そういう難のある方でも、十分聞いていただけますよという

ことをアピールしていただきたいというふうに思います。 

〇議長（吉中隆昭） 健康福祉部長。 

〇健康福祉部長（青山雅則） 今、教育部長の話等も受けまして、保健福祉センターに関しま

しても、今後前向きに設置に向けて検討してまいりたい。今現在、実は私もこの通告を頂い

て、初めてヒアリングループをいろいろ調べさせていただきました。厚生労働省も、今、情

報アクセシビリティー支援として、いろいろご活動も力を入れておられるところで、これも

私も存じ上げなくてお恥ずかしいところだったんですが、奈良県におきましても、公共施設

等で講演会などを主催する団体に対して、このヒアリングループの機器を無料で貸出しする

事業を行っているというところでございますので、今後そういったところも活用しながら、

早期に保健福祉センターでも対応、設置できるように前向きにじっくり調査研究を進めてま

いりたいと、このように考えております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 部屋に１つ、ずっと置いとけとかいうのではなくて、今おっしゃった

ように、どこかに１台を用意して、そういう方たちが入っているグループが使いますといっ

たときには貸出しするだとかというような方法で十分だというふうに思います。そんなにむ

ちゃくちゃ高いものでもなかったというふうに思うんです。今部長がおっしゃっていただい

たり、国もこれを推奨するというような形で、補助金関係のところもあるというふうに聞い

ておりますので、積極的な検討ということでしたので、ぜひお願いしておきたいというふう

に思います。次、お願いします。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 次の町内美化ということでございます。質問の要旨にござい

ます片岡台出張所から西に下る道路のＵＲ住宅側歩道に花壇のついた石のベンチが設置され

ておるということと、地域住民から花を新たに植えてほしいという要望があるということで

ございます。町の見解はということでございますが、まず片岡台21号線の歩道に設置されて

おる花壇つきのベンチにつきましては、当時、当該箇所に車両が頻繁に歩道へ乗り上げ、迷

惑駐車等があったこと、そしてまた、開発当初に施行された平板ブロック舗装の損傷が激し
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かったということで、カラー舗装に打ちかえるとともに整備を行ったというふうに伺ってお

るところでございます。また、当該箇所につきましては、道路勾配のある路線でもあること

から、高齢者等が休息できるようにということで、ベンチタイプのもので、景観美化のため、

花等の植栽ができる花壇一体型の構造物を採用したというのを伺っておるところでございま

す。 

 設置当時は、花壇に花が植栽されておりまして、地元自治会で維持管理をしていただいて

いたということも伺っておるところでございますが、現在、議員のご指摘のように、花等は

ないと、こういう状況でございます。花を新たに植えることにつきましては、冒頭、議員か

らもご指摘いただきましたように、地域の方々の癒やしの場にもなるということと、また町

内美化の推進の向上にもつながるというところの考え方もございますので、工夫を凝らしな

がら、今後検討を行っていきたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 初め、あそこに車が路上駐車するということであれが置かれたという、

それを聞いたことがあるんですけれども、あそこに花を植えて、そして自治会が面倒を見る

なんていう話は、私は聞いたことがない。ですから、あのような状況になっているんだとい

うふうに思うんですけれど。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） かなり古い話だと思うんですが、当時担当されていた方から

伺ったのは、そういう理由として我々は聞いたということで、今ご報告させていただいたと

いうことでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 要は、これだけコロナ禍も収まってきて、人が触れ合うということが

多々出てくるであろう。そして、団地のところは、今まではあの歩道になるまでは木があっ

たわけなんですけど、それも全部撤去されている。そういう中で、あそこに季節的な花が咲

くというような状況になれば、華やかになるのと違うかという思いがありまして、活用する

必要があるやろと、あのまま置いておくのはもったいないやろと、そういう思いがあって今

回要望を質問したということなんですけども、それは花を植えていただけるということでよ

ろしゅうございますか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） しっかり工夫を凝らしながら行っていきたいというのは考え
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ています。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 可能なのかどうなのかが分からないんですけども。映してくれる。こ

ういう形で並んでいるんです。10基あるんです。多分車がとめられないように置いたんだと

いうふうに思うんですけども、もっと東側、１棟のところに入っていく出入口があるんです。

今、あそこへ路上駐車をしないために、緊急自動車があれを上げればすぐ外れるというふう

にしているんですけども、そこのところを除いて、あれをもう少し間隔を広げて、上のほう

にも置いてもらえないかな。ちょうど交差点側に幾つか、２つでも。そしたら、ずっと下ま

で行かなくても、どういう花が植えられるのかは分かりませんけれども、華やかになるのと

違うかなと思いました。これではあまりにも下へ行き過ぎているんです。今私が映している

ところあたりが一番手前のところになるんです。それがずっと下に10個あるんです。その10

個のうち、幼稚園側のところのあたり、車をとめられるかもわからんですけども、その辺を

間引いて、もうちょっと上の交差点側のほうに１つか２つかを置いてもらえれば、ずっと華

やかになるのと違うかなという気がありまして、そういうところも含めて検討いただけませ

んか。動かすとなればまたお金が要ってしまうので、どうなのかというふうに思うんですけ

れども、それのほうが見栄えがいいのと違うかなというふうに思うんですが、いかがでしょ

うか。 

〇議長（吉中隆昭） 都市環境部理事。 

〇都市環境部理事（吉川昭仁） 議員の提案のことも踏まえてしっかり検討させていただきた

いと思うのと、今現状、多分このベンチにつきましてはしっかりと固定されている部分があ

るかと思います。これを移動させるということになりますと、この舗装も修繕していかなけ

ればならない部分もございますので、そこらもしっかりと検討させていただいて、対策、対

応させていただきたいというふうに思っております。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 町長、この点についてはいかがですか。 

〇議長（吉中隆昭） 今中町長。 

〇町長（今中富夫） 今、担当部長からも説明を申し上げましたように、もうコロナも終わり

ましたし、町制50周年の最終に当たっておるわけでございますが、引き続き町を明るくする

と、そういう意味で花を植えるというのは、あの付近も高齢化がかなり進んでおりますし、

花を植えて町を明るくするということはやっぱり景観上いいことだと思いますので、工夫を
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凝らしながら、また担当課で実施をさせていただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 分かりました。ぜひよろしくお願いいたします。次、お願いいたしま

す。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） 先ほどの不登校に関係することで答弁をさせていただきます。不登

校の対応については、教育委員会といたしましても、学校といたしましても、一定の時間と、

それぞれの子どもが不登校に至った要件は様々ございます。また、子どもたちも様々おりま

す。その部分について、その子どもに合った形でのお取組を継続的に行うということがまず

大事かなと思っております。誰一人残すことのない学校教育の在り方については、かねてか

ら目指しているところでございますが、不登校の子どもについては現存しているというのが

現状でございます。その現状に耳をそらすのでなく、子どもたちの思いに寄り添った形での

対応等をさせていただく中で、目標としては、学校へ帰って戻れるというのが一番ベストな

形ではあるんですけど、国の考え方も若干変わっておりまして、学校に直ちに何が何でも戻

すということではなく、フリースクール等、居場所をつくることによって、その居場所づく

りが功を奏した結果として学校へ戻れたという形が一番望ましいと思っております。今、不

登校に悩んでおられる子どもたち並びに保護者の方々については、日々ご心配をされている

ことは十分理解しておりますので、その保護者の思いにも寄り添う形で、子どもたちの今後

を見据えた上での不登校対策については、重点的かつ丁寧に取り組んでまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） このフリースクールに通うということは、出席日数に加算されるとい

うことでよかったですね。 

〇議長（吉中隆昭） 教育部長。 

〇教育部長（松井良明） そのとおりでございます。基本的に出欠状況については、校長の権

限ということにはなるのですが、フリースクールを設置させていただいた意義とか目的を十

分に校長に説明させていただいて、全ての学校において、フリースクールに来てくれている

期間においては出席扱いとすることで統一をさせていただいているところでございます。 

〇議長（吉中隆昭） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 私がお聞きしたお母さんからの一番の心配が、やはり高校への進学の
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ときに出席日数がということでの心配を非常に深刻にされておったので、その辺で、出席日

数が加算される居場所づくりをということで要望したわけなんですけども、これが実現した

ということで、それが可能になったということは非常によかったというふうに思います。あ

りがとうございます。終わります。 

 これで私の一般質問は終わらせていただきます。本当に４年間、皆様方にはいろんな要望

をしたり、いろんなお話をさせていただき、本当にご努力いただいたということに対して感

謝いたします。今後もやはり住民の皆さんの声を一つ一つお聞きいただいて、この上牧町が、

「ほほ笑みあふれる和のまちづくり」を目指して、ぜひ議会も、それから理事者の皆さん方

と一緒になって築くために頑張ってまいりたいというふうに思いますので、今後ともどうか

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） 以上で、11番、東議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午後 ３時５４分 
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    開議 午前 ９時５７分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉中隆昭） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足

数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（吉中隆昭） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎予算特別委員長報告について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第１、予算特別委員長報告について。 

 上村委員長、報告願います。 

 上村委員長。 

          （予算特別委員長 上村哲也 登壇） 

〇予算特別委員長（上村哲也） 皆様、おはようございます。３番、上村哲也です。 

 令和５年度予算特別委員会の報告を行います。 

 初めに、予算特別委員会の審議日程について説明いたします。３月３日の本会議において、

３月９日、10日、13日と日程が決まりました。同委員会はその３日間をかけ、全６名の委員

出席の下、慎重審議をいたしました。 

 次に、予算特別委員会に付託され、審議した各予算の予算規模及び審議結果について報告

いたします。まず、予算特別委員会に付託された議案と予算規模は以下のとおりです。 

 議第24号 令和５年度一般会計予算総額、歳入歳出それぞれ109億4,973万1,000円、議第25

号 令和５年度国民健康保険特別会計予算総額、歳入歳出それぞれ27億2,648万8,000円、議

第26号 令和５年度後期高齢者医療特別会計予算総額、歳入歳出それぞれ４億8,705万5,000

円、議第27号 令和５年度介護保険特別会計予算総額、歳入歳出それぞれ22億911万4,000円、
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介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額それぞれ984万4,000円、議第28号 令和５年度

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算総額、歳入歳出それぞれ107万2,000円、議第29号 令

和５年度水道事業会計予算総額、収益的収入及び支出、収入４億6,205万4,000円、支出４億

5,215万4,000円、資本的収入及び支出、収入1,000円、支出１億4,372万5,000円、不足する１

億4,372万4,000円は過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとする。議第30号 令和５年

度下水道事業特別会計予算総額、収益的収入及び支出、収入６億1,195万7,000円、支出５億

1,424万3,000円、資本的収入及び支出、収入２億185万5,000円、支出４億1,762万3,000円、

不足する２億1,576万3,000円は当年度分損益留保資金１億1,966万8,000円、当年度分消費税

及び地方消費税、資本的収支調整額827万2,000円、当年度利益剰余金処分額8,782万8,000円

で補塡するものとする。 

 以上、７会計予算を予算特別委員会で慎重審議し、それぞれ採決の結果、全７議案につい

て、全委員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、各予算に対する主な質疑内容を報告いたします。 

 議第24号 令和５年度一般会計予算。 

 本議案における質疑は、総括、歳入、歳出と区別して行いました。 

 最初に、総括の質疑についてです。 

 委員より、令和５年度一般会計予算は、対前年度より約４億7,000万円大幅増額となってい

る。コロナ禍で傷んだ経済を立て直すためにも、この積極的財政を評価します。しかし、限

りある財源のため、総務費、土木費、公債費が大幅減額になっている説明を求める。答え。

令和４年度は、町制50周年記念事業のために総務費が増額となった。また、土木費は、濁明

星線の工事が終わるために減額となった。さらに公債費は、減債基金等を活用して繰上償還

を実施したから、令和５年度は減額となった。問い。今回、当初予算が100億円を超えたが、

町の考え方はどうなのか。答え。第５次総合計画に掲げる政策を中心に、教育の充実や生涯

学習の創出、子育て世帯や高齢者に対する福祉支援、生きがいや活躍できる場の提供など、

ほほ笑みあふれる和のまちづくりを目指した施策を積極的に計上した。 

 以上が総括質疑の主な内容です。 

 次に、歳入についての質疑内容を報告いたします。 

 問い。町民税について、個人分、法人分の増額についてどう考えるか。答え。前年度まで

はコロナ禍の影響分を積算の中に組み入れてきたが、本年度から組み入れないので影響を受

けない積算を行った。問い。町たばこ税の増額の要因は。答え。たばこの健康上の理由のた
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めに、全般的にはたばこの本数は減少しているが、令和３年10月に増税があり、売価が上昇

した。また、加熱式たばこが増えている。 

 次に、住宅使用料について。問い。令和４年度当初予算と比較して57万円の減収となった

要因について説明を。答え。改良住宅は１戸が火災で撤去したため199戸となり、令和４年度

においては170戸を管理運営してきたが、令和５年度において５戸の空き家が見込まれるため、

165戸の管理運営となり、徴収率95％を見込んで1,881万円を計上。令和４年度当初予算と比

較して75万円の減収となった要因である。問い。学校安全特別対策事業費補助金35万円につ

いて説明を。答え。子どもの送迎用バスへの車内置き去り防止安全装置の装備に関わる支援。 

 次に、ごみ焼却施設整備事業債について。問い。物価高騰で令和５年度中に分担金の見直

しが行われる予定と事務組合議会で説明があり、上牧町の分担金総額はどの程度見込んでい

るのか。答え。現在における山辺・県北西部広域環境衛生事務組合分担金の総額は、19億5,250

万円と見込んでいる。分担金の見直しについては、今後、十分注視して検討していく。 

 以上が歳入についての主な質疑内容です。 

 次に、歳出における質疑内容の一部を報告いたします。問い。一般管理費の町長交際費の

支出明細に初めて見舞金という項目が追加された理由は。答え。支出の項目をより細かく示

すために、初めて計上した。 

 次に、安全管理設置対応業務及び個人情報保護事務の運用手引作成業務について。問い。

どのような内容なのか。答え。個人情報保護法の中の安全管理措置に対するマニュアルをつ

くる作業委託である。職員全員に対応できるようにしていく。 

 続きまして、ささゆりルーム施設利用料について。問い。利用目的と利用規定や利用時間

について問う。答え。住民の子育てや就業支援、子育て家庭の活動を支援する団体などの交

流促進と地域のコミュニティー形成、そして福祉の向上を図る目的で設置し、現在、21団体

が利用している。利益を伴う団体等の使用はできない規定を定めており、利用時間について

は午前９時から午後９時までとしている。 

 次に、防災行政無線管理費について。問い。防災行政無線は大きくて使いづらいので、近

年、大体の方がスマホを持っており、いつも身近にあるので、防災行政無線よりもスマホの

アプリを利用して災害時の通信手段にしてはどうか。答え。その点も含めて検討する。 

 ＡＥＤ設置について。問い。設置場所と周知について問う。答え。令和５年度に１台設置

予定で、合計29施設に設置予定である。周知については、町のホームページで詳しく載せて

おり、今後、設置の追加があれば更新していく。 
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 次に、地域の安全安心推進事業について。問い。防犯カメラ設置工事の設置基準はあるの

か。また、犯罪抑止のため公園等にも設置すべきと考えるが、今後の方針を伺う。答え。基

準は設けていないが、交通事故防犯等の抑止力を目的に設置していて、年に１度、合同点検

を行い、地域の声、状況を確認して設置しており、36か所設置の計画を基に予算組みをして、

令和４年度で36か所全て設置を終えた。公園等は、担当部署や地域の声と協議検討し、設置

に向けて考える。 

 問い。高齢者防犯電話購入費補助金の減額理由について説明を。答え。令和４年度現在、

31件の実績を基に、令和５年度は40件分、20万円の予算計上をしたため減額となった。 

 続きまして、ペガサスフェスタ開催費について。問い。令和５年度の開催について問う。

答え。令和４年度については、町制50周年記念行事も含んで拡大した面もあった。令和５年

度においては多方面での調整が必要になってくるが、しかし、大きくは変更せず開催する予

定である。雨天時の開催中止については、2000年会館下の駐車場が調整池になるため、これ

からの課題である。問い。ペガサスホールボランティアスタッフ謝礼とペガサスホールプロ

スタッフ謝礼の内容の説明を求める。答え。ボランティアスタッフ謝礼とは、ペガサスホー

ル内の舞台運営のためのボランティアの方たちで、２日間で10人分、１人１日3,000円。また、

ペガサスホールプロスタッフとは、ペガサスホールボランティアスタッフを統括される方の

謝礼で、２日間、２人分、１日２万7,000円です。 

 次に、平和祈念資料展開催費について。問い。令和４年度の同事業において、職員の皆さ

んの朗読劇がすばらしく、感動し、非核平和都市宣言を行い、平和を願う上牧町の企画でし

た。今年度の企画について説明を求める。答え。令和４年度、朗読劇が高評価であったので、

令和５年度においても、戦争末期、知覧から出撃した特攻隊を課題に、職員等がスタッフ、

キャストを務め、上演の予定を計画している。 

 続きまして、コミュニティーバス運行費について。問い。巡回バス運転業務委託料の内容

の説明を求める。答え。コミュニティーバスの運行はシルバー人材センターに委託していた

が、昨今、高齢者運転の事故が多いため、シルバー人材センターには３台中１台を委託し、

残り２台を町外の民間業者に委託する。 

 次に、ＰＲキャラクター活用推進事業費について。問い。役場庁舎内において、ＰＲキャ

ラクターを活用した記念撮影スポットを設置とのこと。どんな形でどこに設置するのか伺う。

答え。町制50周年記念で製作したゆりはちゃんと、商工会のキャラクター、上牧ぺたろうの

パネルを作成し、予定では役場のロビー周辺に設置し、婚姻届や出生届を提出される際にそ
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こで記念撮影を行ってもらう。問い。上牧町独自の婚姻届用紙を作成と聞くが、どのような

ものか伺う。答え。ゆりはちゃんとぺたろう君の入ったデザインの独自の婚姻届を制作し、

４月１日から使用可能とする予定。 

 次に、福祉医療費助成事業費について。問い。扶助費の乳幼児等医療費4,471万2,000円に

ついて説明を。答え。町単独事業として、令和５年度から乳幼児等医療費助成制度の対象年

齢を18歳に達する日以降の最初の３月31日まで拡充したため。 

 次に、学童保育運営費について。問い。学童保育指導員報酬を令和４年度当初予算と比較

すると228万8,000円の増額で、学童保育運営費においても46万4,000円の増額となっている要

因について説明を。答え。保護者から要望の多かった学校休日における保育時間の延長を実

施するもので、開所時間を午前８時から午前７時半に前倒しすることによる、指導員１名の

増員等による報酬や運営費増額が要因となっている。 

 次に、療育相談支援について。問い。指導内容と利用人数は。答え。小集団で一人一人発

達や特徴に合わせた療育支援プログラムで発達支援を親子参加で実施しており、専門の先生

と指導員とで個人に合った必要メニューを組み、全体指導、個人指導に取り組んでいる。前

年度は15名、今年度予定者は７名である。 

 続きまして、不妊・不育治療助成事業について。問い。扶助費の不妊・不育治療医療費225

万円について説明を。答え。令和５年度から不妊治療の範囲を特定不妊治療（体外受精、顕

微授精等）にも拡充し、最初に治療を受けた年度から５年間という申請期間を撤廃し、支援

の充実を図る。 

 次に、リサイクル推進事業費について。問い。草木リサイクル委託料792万円の説明を求め

る。答え。町内から出た草木の処理は、焼却よりもリサイクルのほうが安価で堆肥にもなる

ので、リサイクル業者に委託している。問い。アルミ缶やスチール缶のリサイクルについて

は、缶を潰してリサイクル袋に入れてはいけないのか。答え。缶を潰してリサイクルに出し

ても問題ない。 

 次に、フリースクール事業について。問い。Ｓｍｉｌｅ Ｆａｒｍ かんまきの近況は。

答え。令和５年度も運営を継続し、不登校児童、生徒に居場所を提供し、一人一人に寄り添

った支援を行うことで、不登校児童、生徒の学校復帰や社会的自立を目指す。 

 次に、小中学校体育館公衆無線ＬＡＮ整備事業について。問い。災害用だと聞いているが、

ふだんも児童、生徒は使うのか。答え。Ｗｉ－Ｆｉを整備するため、ふだん使いも考えてい

る。 
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 次に、第１テニスコート補修工事7,377万9,000円について説明を。答え。これまでコート

２面については部分改修をしてきたが、設置後41年が経過していることもあり限界に来てい

るとの判断で、令和４年度の実施設計完了に伴い、コートを全面改修する予定である。 

 次に、議第25号 令和５年度国民健康保険特別会計予算についての質疑内容を報告します。 

 問い。国民健康保険税が前年度よりかなり減額だが、その説明を。答え。被保険者の減で

あり、6.8％減っている。それは団塊の世代が後期高齢者保険に移行されたことによることと、

10月から社会保険の適用範囲も増えたためである。 

 次に、一般被保険者高額医療費について。問い。予算額がかなり設定されているが、その

根拠は。答え。医療の高度化が進んでいるためであるが、令和元年、２年、３年の平均値を

予算化した。 

 次に、保健事業費について。問い。人間ドック等助成事業は、令和６年度の県統一化後も

継続する予定か。答え。財政調整基金を活用して継続する予定である。 

 以上が令和５年度国民健康保険特別会計予算に対する質疑内容です。 

 次に、議第27号 令和５年度介護保険特別会計予算の質疑内容です。 

 問い。介護サービス諸費がかなり増えている説明を。答え。人数は増えてはいないが、要

介護の度数が上がっている。問い。認定者は、どのような考え方で予算を組んでいるのか。

答え。1,400人から1,450人ぐらいを想定している。 

 次に、認知症総合支援事業より。問い。事業内容の説明を。答え。認知症になっても本人

の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続ける社会の実現を目指した取組で

あり、認知症初期集中支援推進事業と認知症地域支援ケア向上事業の２つの事業で構成され

ており、地域の課題やニーズに応じて取り組む。 

 以上が令和５年度介護保険特別会計予算の質疑内容です。 

 次に、議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算に対する質疑内容です。 

 問い。下水道事業予定開始賃借対照表の有形固定資産、土地3,000円の説明を求める。答え。

南上牧公民館の周辺にある水路の底地である。 

 以上が予算特別委員会に付託された７会計予算についての審議経過要旨です。 

 委員各位の質疑内容を全て報告するのが本意でありますが、時間の制約もありますので、

一部割愛させていただきました。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 また、職員各位におかれましては、予算審議がスムーズに、そして予算内容が安易に分か

る資料の作成を頂き、感謝、御礼申し上げます。 
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 以上をもちまして、予算特別委員長報告といたします。 

〇議長（吉中隆昭） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２４号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第２、議第24号 令和５年度上牧町一般会計予算について、これを

議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２５号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第３、議第25号 令和５年度上牧町国民健康保険特別会計予算につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 
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〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２６号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第４、議第26号 令和５年度上牧町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第２７号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第５、議第27号 令和５年度上牧町介護保険特別会計予算について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２８号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第６、議第28号 令和５年度上牧町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２９号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第７、議第29号 令和５年度上牧町水道事業会計予算について、こ

れを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３０号の質疑、討論、採決 
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〇議長（吉中隆昭） 日程第８、議第30号 令和５年度上牧町下水道事業会計予算について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎総務建設委員長報告について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第９、総務建設委員長報告について。 

 上村委員長、報告願います。 

 上村委員長。 

          （総務建設委員長 上村哲也 登壇） 

〇総務建設委員長（上村哲也） 改めまして、皆様、おはようございます。３番、上村哲也で

す。 

 総務建設委員会の報告を行わせていただきます。 

 去る３月３日の本会議において、総務建設委員会に付託されました町長提出議案は12議案、

議員提出議案１件で、次のとおりであります。 

 議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議第２号 上牧

町個人情報保護審査会条例の制定について、議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例
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の制定について、議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について、議

第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ

いて、議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例について、議第８号 上牧

町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃

止する条例について、議第17号 上牧町道路線の認定について、議第18号 令和４年度上牧

町一般会計補正予算（第10回）について、議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）

請負変更契約の締結について、議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事

請負変更契約の締結について、議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する

条例（案）、以上の12議案と議員提出議案１件については、３月６日、全委員出席の下、総務

建設委員会を開催し、慎重に審議をいたしました。結果、さきの12議案と議員提出議案１件

は可決すべきものと決しましたことをご報告いたします。 

 次に、委員からの議案に関する主たる質疑は以下のとおりです。 

 議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について。 

 問い。この条例制定の趣旨は。答え。個人情報の保護に関する法律が改正することに伴い、

上牧町個人情報保護条例を廃止し、新たにこの条例を制定するもの。問い。国の法律改正に

より、個人情報の保護制度が変わるという住民の方々にとって大変重要な事案だが、内容が

難しく、周知の仕方も工夫が必要と思うがどうか。答え。分かりやすく周知できるようにし

ていきたいと考えている。 

 次に、議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 問い。60歳を超える職員の給与を７割に引き下げることについて、当該職員の勤務意欲が

減退することのないような体制整備が必要だと思うがどうか。答え。現在の規定においても、

定年後引き続き意欲を持っている職員については、モチベーションを持って再任用職員とし

てやっていただいている。 

 次に、議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について。 

 問い。上牧町庁舎前に設置されているタイムカプセルは、町制施行50周年を機に昨年10月

に開封されました。よって、その後の活用方法として、現在、本町に在住の方や幼稚園児、

小・中学生らが記念となる絵画や作文などをタイムカプセルに収納し、もう一度楽しい思い

出となり、夢が膨らむタイムカプセルとしての活用を求める。答え。再度、活用の仕方を検

討したい。 

 続きまして、議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）についてでありま
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す。 

 歳入より。問い。町民税の1,732万1,000円が増収となった要因は。答え。当初コロナウイ

ルスの影響を加味し、調定額を３％程度、金額にして2,473万6,000円の減収を見込んで当初

予算を計上したが、想定していたよりも所得割の影響が少なく、令和４年12月末時点で約700

万円程度と見込まれるため、1,732万1,000円増額補正したとの答弁がありました。 

 寄附によるまちづくり条例に基づく寄附526万9,000円について。問い。返礼なし寄附金40

万円の寄附者はどのような方か。答え。井上重量様より30万円、匿名の町外在住の個人の方

より10万円寄附を頂いた。問い。ふるさと納税に関する取組は、当町にとってもこの数年で

大きく方針を転換した事業だが、これからも継続的に実施してもらいたいがどうか。答え。

返礼品ありの制度を今年度より実施したことで、返礼品ありの寄附が291件も寄せられた。今

後はさらに委託業者を増やすなど、積極的に事業展開していきたいと考えている。 

 次に、歳出であります。出会い・結婚・子育て応援事業費より。問い。財源内訳が補正と

なっているが、その説明を。答え。当初、コロナ対策としてオンラインでの結婚相談やイベ

ントを予定していたが、対面で実施することとしたため一般財源として計上した。問い。結

婚相談事業の委託先であるＮＰＯ法人かんまきマリッジサポート・赤い糸が、大変な努力を

されながら、このコロナ禍において精力的に相談会やイベントを開催されているが、現在こ

の事業が実施している中で進捗があれば教えていただきたい。答え。イベントや相談等を通

じてできたカップルが、現在進行形で６組から７組ほどおられ、その中でも結婚に前向きに

なっているカップルも２組ほどあると聞いている。 

 続きまして、片岡城復刻ＡＲ制作事業費について。問い。４万4,000円減額の説明を。答え。

当初予算161万7,000円計上していたが、事業が完了したことにより157万3,000円の事業費が

確定したため、４万4,000円の減額補正を行うもの。 

 ご当地ナンバープレート導入事業について。問い。41万7,000円減額の説明を。答え。図案

の原画作成料を計上していたが、ゆりはちゃんを起用したことで原画作成料が不要となり、

減額補正を行うもの。 

 障害者総合支援事業費について。問い。幼少期の発達支援はとても大切な事業なので、事

業所とも官民連携を密にして、利用者が安心して利用できるように促進してほしいがどうか。

答え。事業者と連携をしながらやっていきたいと思う。 

 消費者相談保護費について。問い。クリアファイル作成に至った経緯を。答え。消費者ト

ラブルを未然に防ぐための啓発物として、Ａ４サイズのクリアファイルにすることで紙より



 －17－ 

も長く保存でき、それにより住民の意識向上にもつながると考えられる。広報かんまき令和

５年４月号に折り込み、全戸配布するもの。 

 都市計画総務費について。問い。都市計画図修正業務委託料907万5,000円の説明を。答え。

都市計画図作成より７年経過しており、今回修正、更新するため、交付金を活用し、デジタ

ル化とシステム構築を行うための委託料。問い。事業費の中の住民公開サービス導入費299

万2,000円について説明を求める。答え。上牧町内の用途地図をインターネットで閲覧できる

ように作成する予算を計上した。 

 次に、財政調整基金費について。問い。基金を活用した事業やコロナ対策等で減っていた

財政調整基金が久しぶりに10億円を突破したため、今後の財政調整基金に対する考え方や活

用方法についてはどう考えるか。答え。山辺・県北西部広域環境衛生組合の事業の建設費や

中学校の再編などで、多額の財源を要する事業も控えているので、財政調整基金を一定水準

維持しつつ、住民の皆様にとって必要な事業があれば、基金を取り崩してでも事業展開をし

ていきたいと考える。 

 以上が総務建設委員会に付託された12議案と議員提出議案１件についての審議経過要旨で

あります。 

 以上をもちまして、総務建設委員会委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（吉中隆昭） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第10、議第１号 上牧町個人情報の保護に関する法律施行条例の制

定について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 
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〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第11、議第２号 上牧町個人情報保護審査会条例の制定について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第12、議第４号 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい
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て、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第13、議第５号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第14、議第６号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第15、議第７号 上牧町附属機関設置条例の一部を改正する条例に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 
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          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第16、議第８号 上牧町手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第１４号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第17、議第14号 上牧町ふるさと基金条例を廃止する条例について、

これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１７号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第18、議第17号 上牧町道路線の認定について、これを議題といた

します。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１８号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第19、議第18号 令和４年度上牧町一般会計補正予算（第10回）に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第３７号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第20、議第37号 服部台明星線道路整備工事（その２）請負変更契

約の締結について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３８号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第21、議第38号 上牧町水道事業管理棟耐震化及び大規模改修工事

請負変更契約の締結について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 
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 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議員提出議案第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第22、議員提出議案第２号 上牧町議会基本条例の一部を改正する

条例（案）、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 ここで暫時休憩します。再開は11時10分。 

 

    休憩 午前１０時５４分 

 

    再開 午前１１時１０分 
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〇議長（吉中隆昭） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎文教厚生委員長報告について 

〇議長（吉中隆昭） 日程第23、文教厚生委員長報告について。 

 竹之内委員長、報告願います。 

 竹之内委員長。 

          （文教厚生委員長 竹之内剛 登壇） 

〇文教厚生委員長（竹之内剛） 皆様、おはようございます。文教厚生委員長、５番、竹之内

剛です。 

 文教厚生委員会の報告を行います。 

 去る３月７日火曜日、午前10時より全６名の委員出席の下、本委員会に付託されました議

案と審議結果は次のとおりです。 

 議第３号 上牧町下水道条例の制定について、議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部

を改正する条例について、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する

条例について、議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について、議第12号 上牧町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議第13号 上牧町

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて、議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、議

第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について、議第19号 令和

４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について、議第20号 令和４年度上

牧町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）について、議第21号 令和４年度上牧町介

護保険特別会計補正予算（第４回）について、議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別

会計補正予算（第３回）について、議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第

４回）について、意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を求め

る意見書（案）、以上13議案と意見書案第１号を文教厚生委員会で慎重審議し、それぞれの採

決の結果、全13議案、意見書案第１号について、全委員異議なく可決すべきものと決定いた

しました。 
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 次に、各委員からの議案に対する主な質疑内容を報告いたします。 

 議第３号 上牧町下水道条例の制定について。 

 問い。条例の47条の水洗便所の設置の普及及び奨励措置を定めた理由について。答え。こ

れまでは要綱で、公共下水道への接続を図るため水洗便所改造資金についての利子補給を実

施していたが、企業会計に移行するため条例化した。問い。下水道事業は令和５年４月１日

から公営企業会計へ移行され、会計の仕組みが変わるが、公営企業会計を導入することによ

り、効果や課題点についての説明を。答え。効果として、中長期的な運営の仕組みがはっき

りすることで経営状況の把握ができ、将来の見通しができる。課題については、経営上、独

立採算制となり、収入、収支を考えていかなければならない。来年度は料金改定の検討に取

りかかる予定である。また、企業会計の担当職員の育成についても、会計士の専門家による

研修の実施も考えている。 

 次に、議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。 

 問い。子育て世代への経済支援として、条例改正についての説明を。答え。少子化対策、

子ども対策の充実と安定財源確保という目的で、健康保険法施行令等の一部改正が令和５年

２月１日に公布された。それに伴い、出産育児一時金の支給額が法令により変わったための

条例改正である。支給額については、今回、産科医療補償制度１万2,000円を合わせて42万円

から50万円に増額された。 

 次に、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について。 

 問い。こども家庭庁の設置法により、子ども・子育て支援法が改正された説明を。答え。

こども家庭庁の設置法案の施行により、子ども・子育て支援法が改正されたことに伴う上牧

町子ども・子育て会議設置条例の改正である。内容としては、こども家庭庁に新たに設置さ

れるこども家庭審議会に移管され、国の子ども・子育て会議が廃止されたことに伴い、引用

する条例の整備を行うものである。 

 次に、議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について。 

 問い。家庭的保育事業の説明を。答え。家庭的保育事業とは、家庭的な雰囲気の下で、少

数人数を対象にきめ細やかな保育を実施する事業である。問い。今回、国の基準により改正

された内容の説明を。答え。児童の安全確保として、１、施設に対して安全計画の策定義務、

インクルーシブ教育のための設備、人員、施設の緩和、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防

止に必要な措置の明確化の規定、２、送迎車両を用いる際の乳幼児の所在確認、車両への安
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全装置装備の義務規定、３、民法等の一部改正により、親権者の子に対する懲戒権の規定が

削除された。 

 次に、議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について。 

 問い。今後の広域議会では、水道料金などの協議が行われるが、住民の意見が反映される

議員数は何名になるのか。答え。令和６年度に決められる予定である。問い。職員に対し、

感染症または食中毒の予防及び蔓延防止の研修並びに感染症の予防及び蔓延防止のための訓

練を定期的に実施するように努めなくてはならないとあるが、その方法についての説明を。

答え。事業所が報告書を提出し、町が確認する。 

 次に、議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について。 

 問い。規約の一部を変更した内容の説明を。答え。１町から選出される議員数のバランス

を考慮し、町議会より１名選出議員を増やし、４市４町、各議長、計８名、４市、議会議員、

計８名、４町、議会議員、計４名とし、議員定数を24名から20名に改めるものである。 

 次に、議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について。 

 問い。医療費は12月の補正予算で5,400万円を増額したが、傾向はどうか。答え。増加傾向

である。 

 次に、議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第４回）について。 

 問い。介護サービス等諸費の減額補正内容についての説明を。答え。地域密着サービスが

減ったことと同時に、認定者数が伸び悩み、予定していた利用者に満たなかったことが要因

で減額補正となった。問い。介護予防生活支援サービス事業費の減額補正内容についての説

明を。答え。新型コロナ感染が多い時期の影響で利用人数が減少したことにより減額補正に

なった。 

 以上、文教厚生委員会の委員長報告といたします。 

〇議長（吉中隆昭） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第24、議第３号 上牧町下水道条例の制定について、これを議題と

いたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第９号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第25、議第９号 上牧町国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１０号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第26、議第10号 上牧町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正

する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１１号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第27、議第11号 上牧町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 
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〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１２号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第28、議第12号 上牧町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第１３号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第29、議第13号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１５号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第30、議第15号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関

する協議について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１６号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第31、議第16号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更す

る規約について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１９号の質疑、討論、採決 
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〇議長（吉中隆昭） 日程第32、議第19号 令和４年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第３回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２０号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第33、議第20号 令和４年度上牧町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２１号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第34、議第21号 令和４年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

４回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２２号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第35、議第22号 令和４年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第

３回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 



 －36－ 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２３号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第36、議第23号 令和４年度上牧町水道事業会計補正予算（第４回）

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎意見書案第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第37、意見書案第１号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額

の改善を求める意見書（案）、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第38、議第39号 上牧町議会議員及び上牧町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇議長（吉中隆昭） 総務部長。 

〇総務部長（中川恵友） 議第39号 上牧町議会議員及び上牧町長の選挙における選挙運動の
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公費負担に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 公職選挙法施行令の一部が、最近における物価の変動等に鑑み、国政選挙等における選挙

運動に関し、選挙運動用自動車の借入れ、選挙運動用自動車の燃料費、選挙運動用ビラの作

成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担が改正され、令和４年４月６日から施行されて

おります。本条例は、同施行令に準じて条例で定める必要があり、４月に町会議員選挙の執

行が予定されていることから、速やかに改正させていただきたいので提案するものでござい

ます。 

 次に、条例の主な内容といたしましては、第４条第２号ア及びイの改正では、選挙運動用

自動車の借入れ費用と燃料費の１日当たりの上限を、第８条では、選挙運動用ビラの作成費

用を、第11条では、選挙運動用ポスターの作成費用の１枚当たりの単価をそれぞれ改正する

ものでございます。 

 附則では、条例の施行日を公布の日から施行するとしております。 

 以上が条例の主な内容でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（吉中隆昭） 日程第39、議第40号 上牧町政治倫理審査会委員の選任について、これ

を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 阪本副町長。 

〇副町長（阪本正人） 議第40号 上牧町政治倫理審査会委員の選任についてご説明いたしま

す。 

 政治倫理審査会委員としてご活躍していただいておりました前委員隅田氏の逝去に伴い、

政治倫理条例第５条第３項の規定により、前任者の残任期間であります本年３月31日まで中

山眞由美氏を後任とし、さらに引き続き同氏を４月１日より選任いたしたく提案するもので

ございます。中山氏は、豊かな経験と優れた識見を有されており、同委員としてふさわしい

と考え、提案させていただくものでございます。 

 なお、中山氏の経歴につきましては、配付の略歴のとおりでございます。 

 ご同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（吉中隆昭） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり同意することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    
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    ◎閉会の宣告 

〇議長（吉中隆昭） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（吉中隆昭） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は閉会することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（吉中隆昭） 閉会に当たり、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 今中町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 全議案、議決を頂きましてありがとうございます。 

 皆さん方には、４月に選挙という大きな舞台があるわけでございますが、この３年間、マ

スクで大変息苦しい思いでそれぞれ活動していただきました。もうすぐマスクも取れるかと

は思いますが、一般の住民の方々がマスクをしておられますと、なかなかマスクを外せない

のではないのかというふうにも思います。いずれにしても、出馬をされる皆さん方全員がこ

の議場に戻ってこられるようお待ちいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、吉中議員、９期36年、富木議員、５期20年、上牧町の大変厳しい財政状況の中、

再建にご尽力、ご努力を頂きまして、本当に長年ありがとうございました。これからゆっく

りするということでも恐らくないだろうと思いますが、体に十分お気をつけていただいて、

また何をお頼みしに行くか分かりませんが、そのときには快くお受けいただきますよう、引

き続き上牧町の発展にご尽力いただきますよう、体にも気をつけて、これからしっかりと地

域で違う形でご尽力いただきますようお願いを申し上げまして、お礼のご挨拶にさせていた

だきます。ありがとうございました。 

〇議長（吉中隆昭） これをもちまして、令和５年第１回上牧町議会定例会を閉会いたします。

どうも皆様、ご苦労さまでした。 
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    閉会 午前１１時４１分 
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